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様式２－１－１ 国立研究開発法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 
法人名 国立研究開発法人産業技術総合研究所 
評価対象事業年

度 
年度評価 平成３０年度（第４期） 
中長期目標期間 平成２７年度～令和元年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 経済産業大臣 
 法人所管部局  担当課、責任者  
 評価点検部局  担当課、責任者  

 
３．評価の実施に関する事項 
（経済産業省にて記入） 
 

 
４．その他評価に関する重要事項 
（経済産業省にて記入） 
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様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ａ：「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。  
平成２７年度＊ 平成２８年度＊ 平成２９年度＊ 平成３０年度 令和元年度 

Ｂ Ａ Ｂ Ａ  
評定に至った理由 研究開発成果の最大化の３項目がＳ評定、３項目がＡ評定であり、業務運営等の事項も含め、全ての項目がＢ評定以上であることを総合的に勘案し、総合評価をＡ評定とし

た。なお、この評定は、産総研自己評価検証委員会（令和元年６月２０日開催）において、「妥当」であるとの検証結果を得ている。 
＜産総研自己評価検証委員会の概要＞ 
１．委員名簿 
藤嶋 昭 委員長（東京理科大学 栄誉教授 光触媒国際研究センター長） 
赤井 芳恵 委員（東芝エネルギーシステムズ株式会社 エネルギーシステム技術開発センター原子力技術研究所 所長） 
恩藏 直人 委員（早稲田大学 常任理事・教授）（委員会は欠席） 
後藤 晃 委員（東京大学 名誉教授） 
竹内 誠 委員（株式会社ファストトラックイニシアティブ シニアベンチャーパートナー、一般社団法人医療産業イノベーション機構 理事） 
２．検証委員のコメントは次のとおり。 
・自己評価は、総合評価及び各項目の評価について、妥当である。 
・理事長のリーダーシップが示されており、各領域の担当理事もよくマネジメントしている。 
・Ｓ評定のところは、さらにいっそう成果を上げていただきたい。Ｂ評定のところは、さらなる努力をしていただきたい。 
・地域センターの活動が見えない。そこに何人いて、どういう成果があり、誰がマネジメントしているのかわからない。 
・研究内容の説明だけではなく、研究体制、７領域の予算、人数、場所などを説明していただきたい。 

＊平成２７年度、平成２８年度及び平成２９年度の評定は、大臣評価結果である。    
 
２．法人全体に対する評価 
（各項目別評価、法人全体としての業務運営状況等を踏まえ、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けた法人全体の評価を記述。その際、法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因な

ど、法人全体の評価に特に大きな影響を与える事項その他法人全体の単位で評価すべき事項、災害対応など、目標、計画になく項目別評定に反映されていない事項などについても適切に記載） 
特に、全体の評価に影響を与える事象はなかった。 

 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
（項目別評価で指摘した主な課題、改善事項等で、翌年度以降のフォローアップが必要な事項等を記載。中長期計画及び現時点の年度計画の変更が必要となる事項があれば必ず記載。項目別評価で示

された主な助言、警告等があれば記載） 
民間企業からの資金獲得額として共同研究収入等を目標期間の終了時までに３倍以上とする目標に向け、引き続き理事長のトップマネージメントを含めた民間企業への積極的な働きかけ等に一層の取

組を続ける。目標設定時と経済環境等の変化があった領域については、重点研究のシフトや異分野との企業連携に取り組む。また、リサーチアシスタント制度やクロスアポイント制度を活用し、イノ

ベーションの担い手である若手研究者の育成や大学・企業との人材交流を継続して進める。 
平成２９年度に発生した外部からの不正なアクセス問題に対しては、既に情報セキュリティ管理体制の見直し等を行ったが、引き続きファイアウォールの更新やパスワードの強固化などの情報セキュ

リティ対策等を着実に実施する。 

 
４．その他事項 
研究開発に関する審議

会の主な意見 
（経済産業省にて記入） 
 

監事の主な意見 （経済産業省にて記入） 
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 
項目別

調書№ 
備考 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 
項目別

調書№ 
備考  Ｈ２７ 

年度＊ 
Ｈ２８ 

年度＊ 
Ｈ２９ 

年度＊ 
Ｈ３０ 

年度 
Ｒ元 

年度 
  Ｈ２７ 

年度＊ 
Ｈ２８ 

年度＊ 
Ｈ２９ 

年度＊ 
Ｈ３０ 

年度 
Ｒ元 

年度 
Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に関する事項 
 エネルギー・環境領域 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ－１     Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅱ  

生命工学領域 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ－２   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
情報・人間工学領域 Ａ Ｓ Ａ Ｓ  Ⅰ－３     Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  Ⅲ  

材料・化学領域 Ａ Ａ Ｂ Ａ  Ⅰ－４   Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 
エレクトロニクス・製造領域 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  Ⅰ－５     Ｂ Ｂ Ｃ Ａ  Ⅳ  

地質調査総合センター Ｂ Ｓ Ｂ Ｓ  Ⅰ－６            
計量標準総合センター Ｂ Ａ Ａ Ｓ  Ⅰ－７   
その他本部機能 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  Ⅰ－８   

＊平成２７年度、平成２８年度及び平成２９年度の評定は、大臣評価結果である。  
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ エネルギー・環境領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：41.1 

 

19.6 
 

23.2 
 

22.5 
 

23.5 
 予算額（千円） 19,421,820 19,210,984 18,962,936 19,316,420  

論文の合計被引

用数*2、*3 

H30年度 

目標：

17,000 

 

15,552 
 

16,302 
 

17,474 
 

19,423 
 決算額（千円） 

（うち人件費） 

17,024,182 

(7,074,509) 
18,290,218 

(7,164,912) 
17,309,602 

(7,309,756) 
16,905,415 

(7,240,105) 
 

論文発表数*2 H30年度 

目標：450 

 

462 
 

433 
 

491 
 

472 
 経常費用（千円） 16,881,144 17,872,802 20,187,138 17,194,752  

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：40 

23 28 50 44 
 経常利益（千円） 644,594 △ 143,374 △ 843,388 △ 327,122  

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

2 4 0 0 
 行政サービス実施

コスト（千円） 

12,685,606 13,798,595 19,742,089 14,410,062  

知的財産の実施

契約等件数 

H30年度 

目標：110 

 

93 
 

95 
 

130 
 

114 
 従事人員数 998 1,030 1,038 991  

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：            予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。    (1) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について：            生じている。 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、    (2) 業務経費については、その他収入が予算金額に比して決算金額が少額になったことに 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。            伴い、予算金額に比して決算金額が少額になっている。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 我が国が世界に先駆けた低炭素社会を構築する

ためには、2050年までに温室効果ガスを 80％低減

するという挑戦的な課題に向けた技術開発を推し

進める必要がある。 

 第 4 期中長期目標期間において、当領域は、持

続可能な社会の構築に貢献するため、グリーンテ

クノロジー（創･蓄･省エネルギー技術、環境・安全

技術）の開発と、それらの社会･産業界への橋渡し

を行う。「Zero-Emission Society」を理想に掲げ、

再生可能エネルギーの大量導入、省エネルギー技

術の普及、未利用エネルギーの高効率利用を通し

て、低炭素社会を目指すとともに、環境リスクの

低減、資源・物質の循環、産業保安の確保などによ

り、産業と環境が共生する社会を目指す。国際連

合の持続可能な開発目標（SDGs）や気候変動枠組

条約に関連したエネルギー・環境イノベーション

戦略（NESTI 2050）への貢献も重要な目標として

いる。 

 第 4 期中長期目標期間における当領域のロード

マップは、SDGs（2030年に向けた開発目標の内、

水・衛生、エネルギー、生産・消費、気候変動、資

源）および国連気候変動枠組条約におけるパリ協

定（2050年に向けた温暖化対策）に貢献すること

を目指し、時間軸を設定している。特にエネルギ

ー研究では、2050年における温室効果ガス抑制を

想定した、一次エネルギー構成シミュレーション

からのバックキャストと、各種エネルギー技術開

発からのフォアキャストを比較することにより目

標値の合理性を高めている。ポートフォリオは、

内閣府の定めるエネルギー・環境イノベーション

戦略 NESTI 2050 の技術マップとも整合するよう

に設定している。なお、当領域の研究テーマは多

岐に渡っているため、個々のテーマごとにロード

マップ、ポートフォリオを設定している。 

 

 以下に具体的な研究対象・代表的な研究成果を

記す。 

(1)新エネルギーの導入を促進する技術（創エネ：

太陽光発電、風力発電、地熱発電、電力エネルギー

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 技術分野において得られた代表的な成果に

より期待される、社会的・経済的インパクトおよび

産業へのインパクトは以下の通りである。 

(1) 太陽光発電については、設置面積に制限のある

狭小住宅への設置や軽量化も求められる車載応用

等において必要となる超高効率・軽量・フレキシブ

ルなどの太陽電池の付加価値向上が可能となり、国

土の狭い我が国における再生可能エネルギー大量

導入の更なる加速が期待される。 

(2) 蓄電池に係る技術開発については、量産化につ

ながるシート型硫化物全固体電池の製造プロセス

の開発や、リチウム-硫黄電池、亜鉛-空気電池やカ

リウムイオン電池などの革新型高容量二次電池の

高効率化・高耐久化に資する基礎技術が大きく進展

し、安価・高性能・高耐久の次世代蓄電池の開発と

電動自動車および大容量電力貯蔵用電源の社会導

入の加速が期待できる。（関西センター） 

 水素を用いたエネルギー貯蔵技術では、消防法危

険物および高圧ガスに該当しない水素貯蔵方法で

あるという特色により、有資格者の配置をせずに住

宅地域での水素大量貯蔵が可能となる。変動する再

生可能エネルギーを大容量・長期間に貯蔵し、必要

な時に利用する技術の実用化が前進したことによ

り、二酸化炭素排出量削減の実現が期待される。

（FREA） 

(3) パワーエレクトロニクスに関して、SiCパワー

MOSFET のボトルネックであった信頼性問題が量産

試作レベルで解決できたことから、電力変換の大幅

効率化につながる低損失かつコンパクトな SiC パ

ワーモジュールの導入が加速すると期待される。 

 熱電変換モジュールの開発に関して、本格実用化

開発が期待されるに十分な高い発電効率を達成し

たことは、産総研発ベンチャー「株式会社モッタイ

ナイ・エナジー」の創立につながったことに加え、

自動車の燃費改善や工場の廃熱発電などに応用さ

れることが期待される。 

(4) メタンハイドレートからのガス生産に係る圧

評定  
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

 エネルギー・

環境問題の解

決に欠かせな

い技術を提供

することを目

指し、新エネル

ギーの導入を

促進する技術、

エネルギーを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク等）：太陽光発電については、高効率

化合物太陽電池の高生産性技術、任意の異種太陽

電池を接合できるスマートスタック技術の開発に

より、高効率化合物太陽電池の製造コスト低減お

よび高効率多接合太陽電池の低コスト化実現が進

展した。 

(2)エネルギーを高密度で貯蔵する技術（蓄エネ：

長期蓄エネルギー技術の観点でのエネルギーキャ

リア技術、蓄電池技術等）：高容量金属多硫化物電

極材料の開発により、リチウムイオン電池を超え

る高エネルギー密度の次世代蓄電池実現に向けた

技術が進展した。また、全固体電池の量産化にお

いて鍵となるシート型電池製造プロセスを確立し

た。 

 また、水素を用いたエネルギー貯蔵技術では、

清水建設との共同研究において、水電解装置、産

総研が開発した水素吸蔵合金を用いた水素貯蔵、

燃料電池などを使った延床 1000 m2程度の建物利

用に向けた実証システムを構築し、約 10カ月にお

よぶ実証運転を実施した。 

(3)エネルギーを効率的に変換・利用する技術（省

エネ：パワーエレクトロニクス技術、自動車の省

エネルギー技術、未利用熱の有効利用技術等）：パ

ワーエレクトロニクスに関して、大電流印加時の

劣化を抑制可能な新規構造を採用することによ

り、市場規模の大きな 1 kV級の炭化ケイ素半導体

（SiC）パワー金属/酸化膜/半導体電界効果トラン

ジスタ（MOSFET）において量産試作レベルで高信

頼・低損失性を実現することに成功した。 

 また、熱電変換技術開発において、既存技術で

は 7％程度であった変換効率を 12％に向上させ

た。 

(4)エネルギー資源の有効活用（エネ資：メタンハ

イドレート、未利用炭素資源等の利用技術開発

等）：メタンハイドレート海洋産出試験で得られた

生産挙動を検証するため、新たに採取された圧力

コア分析を行い、精緻な物性値を追加した。 

(5)環境リスクを評価・低減する技術（安全・物質

循環：都市鉱山、水循環技術、リスク評価、リス

ク・コミュニケーション等）：都市鉱山の開発では、

廃製品情報を利活用したソータや複数種の電子素

子を選別可能な選別機を製品化した。さらに、手

力コア評価技術に関して、原位置での精緻な物性値

を把握したことは、生産挙動の予測技術の精度向上

につながる。本予測技術によって正確な産出計画を

立てられることにより、民間主導の商業化プロジェ

クト開始を後押しできると期待される。 

(5) 都市鉱山の開発では、自動・自律化可能な装置

開発を行い、世界初の無人選別プラント設立の目処

をたてた。選別工程では手作業コストが約半分を占

めているため、本プラント導入により大幅なコスト

ダウンが期待される。 

 環境負荷排出量データベースの構築と普及では、

製品や新たな技術のライフサイクルにおける CO2排

出量等の環境負荷排出量を算定することができ、国

際的な枠組みに則ったデータベースに基づいた評

価として日本製品の環境性能を高い信頼性に基づ

いてアピールすることが可能となる。 

 

 地域イノベーションの観点からは、FREA におい

ては、福島を中心とする東北地方の再生可能エネル

ギー関連企業を被災地企業のシーズ支援プログラ

ム等を通じて支援し、新たな製品を生む等、地元企

業の産業創出に結びつけた。また、関西センターに

おいては、LIBTEC、京大等との産学官連携も含めた

蓄電池国際競争力が強化された。 

 

 以上のことから、我が国が直面しているエネルギ

ー・環境問題を不可避かつ本質的な課題として設定

し、その解決に向けて目的基礎、「橋渡し」前期、

「橋渡し」後期の各研究フェーズ全てにわたって顕

著な成果が得られた。評価指標である民間資金獲得

額は目標値を下回ったが、前年度比では増加した。

また、今後のイノベーションにつながる着実な研究

開発が実施できたと考え、評定を「B」とする。 

 なお、評価委員からは、「今後、人類や文明の維

持発展に重要なエネルギー・環境問題の課題設定、

研究テーマ設定、研究マネジメントがなされ、高く

評価できる。」、「これまで試行錯誤のうえで改良を

重ねてきたエネルギー構成図は、エネルギー供給構

造の推移と、想定される電源構成を定量的に示して

おり、日本がエネルギーミックスの考えに基づい

て、多様な電源を選択肢として持つことを強く表し

ており、産総研内部に向けたメッセージとしてだけ
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

高密度で貯蔵

する技術、エネ

ルギーを効率

的に変換・利用

する技術、エネ

ルギー資源を

有効活用する

技術、及び環境

リスクを評価・

低減する技術

を開発する。 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体・手選別の自動・自律化が可能となる融合型

ソータや複数選別機を自律制御するシステムを開

発した。 

 また、環境負荷排出量データベース（Inventory 

Database for Environmental Analysis:IDEA）の

構築と普及では、多様な環境影響領域への対応と

海外版データベースの構築を進め、国連環境計画

が進めるライフサイクルアセスメント（Life 

Cycle Assessment:LCA）に関する国際データベー

ス 協 調 枠 組 み （ Global LCA Data Access 

Network:GLAD）に日本のデータベースとして唯一

データ登録され、世界最大規模データベースとし

て IDEAは国際的に幅広く公開された。 

 

 地域イノベーション推進の観点から、福島再生

可能エネルギー研究所（FREA）に再生可能エネル

ギー研究センターを、また関西センターに電池技

術研究部門を配し、地域に根ざした世界的研究開

発拠点の形成を目指して下記の活動を行ってい

る。 

・平成 25年度から平成 29年度までに、FREAにお

いて「復興予算（被災地企業のシーズ支援プログ

ラム）」を実施し、地元企業の新たな産業の創出に

貢献した。平成 30年度からは、被災地発のコンソ

ーシアム型再生可能エネルギー関連製品の事業化

に向けた技術開発のための新たな予算（被災地企

業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化

支援事業（平成 30 年度から令和 2 年度））を確保

し、平成 25 年度からの商品化の累積数が 17 件と

なるなど、地元企業の産業創出を継続して支援し

ている。 

・関西センターにおいては、電池技術研究部門と

技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究セ

ンター（LIBTEC）が協力して、平成 27年度から平

成 29 年度はリチウムイオン電池等蓄電池材料の

性能評価技術の標準化に取り組み、製品化への橋

渡し期間の短縮に貢献した。さらに平成 30年度か

らは、将来の電気自動車用「全固体電池」に関する

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）プロ

ジェクトを開始し、自動車企業を中心とするオー

ルジャパン産学官連携体制を整え、産業界の共通

指標として機能する全固体電池の材料評価技術を

でなく、日本の意志を国際的に示した点において、

高く評価されると思います。」、「国内外の研究機関

との比較で、研究者あたり民間資金獲得及び相対引

用度 CNCIともに、国内外の他研究機関と比較して、

トップクラスの指標を示した点は、きわめて高く評

価される。」、「目的基礎、橋渡し前期、後期のそれ

ぞれのフェーズで、目標を上回る成果や世界発の特

筆すべき成果が得られている。」などの高い評価を

得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 発表論文の被引用数および知財実施件数は、第 4

期中長期目標期間に入って 4 年連続で増加傾向に

あり、発表論文数についても高い水準で推移し、目

標を達成した。一方で、民間資金による研究費獲得

は、冠ラボの設立やイノベーションコーディネータ

の活動強化により平成 30 年度は前年度よりも増加

したものの、平成 27年度から平成 30年度は、与え

られた目標を下回る見込となった。本質は下記のと

おり構造的な課題と分析している。 

 当領域の担当するエネルギーや環境の研究は

「2050 年の CO2 排出 80％削減」に代表されるよう

な長期の取り組みが必要なものとなっており、国際

標準化活動なども含め、経済産業省の技術開発政策

を担うものでもある。産業界や大学からの強い要望

としても、公的資金による「研究プロジェクト」（橋

渡し研究前期に相当）の中核的な役割を求められて

いる。この結果、プロジェクトリーダーや事務局等

を当領域が担当し、基盤・要素技術の提供、多数の

参画企業・大学のとりまとめ、共同利用設備を備え

た集中研の提供等、いわゆる「オープン・イノベー

ション・プラットフォーム」の運営に多くのリソー

スを投入している。獲得した民間資金を分析して

も、多くは「つくばパワーエレクトロニクスコンス

テレーション（TPEC）」であり、個別企業との連携

ではなく、むしろ「オープン・イノベーション・プ

ラットフォーム」活動である。 

 時間軸が長い研究テーマを担当し、社会ニーズと

しても「橋渡し研究前期」としての役割が強く求め

られている状況で、個別企業との連携を想定して設

定された民間資金の大幅な増額には時間がかかり、

今後も下記の観点で粘り強い努力を継続していく
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を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

中心とした共通基盤技術を開発している。 

 

 領域のあるべき社会的な役割としては、未来社

会のための産業技術シーズの創出およびオープ

ン・イノベーション・プラットフォームの提供を

掲げ、産業界からリスペクトされる存在となるこ

とを目指している。中長期目標・計画を達成する

ための方策、特に民間資金獲得増については、「急

がば回れ」の言葉を掲げ、まずは職員への“技術を

社会へ”マインドの浸透と、未来の産業ニーズを

想定した目的基礎研究の強化を通して、「結果」と

しての民間資金の増額獲得に努めている。領域長

および領域幹部による個別企業への働きかけや、

イノベーションコーディネータの活動強化も進め

ている。オープンイノベーションラボラトリ（OIL）

制度やクロスアポイントメント制度を利用した目

的基礎研究力の強化や、領域内連携促進（アライ

アンス制度：水素戦略会議、エネルギー材料アラ

イアンス、エネルギーシステムアライアンス）に

よる研究テーマの骨太化を行っている。また、国

家プロジェクトの中核的な役割や技術研究組合へ

の貢献、コンソーシアム活動を通した産業界との

連携強化などにも努めてきた。 

 成果発信および普及については、研究ユニット

が独自の成果発表会を開催するとともに、テクノ

ブリッジフェア、国際学会等を利用した積極的な

情報発信を行った。研究成果発信として特に重要

な研究論文については、領域長および領域幹部が

領域内の全グループリーダー、チームリーダーと

の意見交換を行い、研究現場でのエフォート管理

に応じて論文発表の個人目標を設定することとし

た。研究者の個人評価では、論文発表から橋渡し

活動まで総合的に評価し、それらのバランスは

個々人の状況を重視して判断した。 

 リスク管理・コンプライアンスについては、公

的資金で運営されている組織としての意識を重視

し、領域長および領域幹部が領域内の全グループ

リーダー、チームリーダーと意見交換会などを通

じて、根気強くコンプライアンスの徹底を行った。 

 

以下、各種指標の達成状況について説明する。 

民間資金獲得額は 

必要がある。 

(1) 研究コンソーシアム等のプラットフォーム型

研究活動への民間資金の導入 

(2) プラットフォーム型研究活動から個別資金提

供型共同研究への移行 

(3) 技術コンサルティングから資金提供型共同研

究への移行 

 中長期的にも、「オープン・イノベーション・プ

ラットフォーム」を通じた活動により、「エネルギ

ーと環境」に関する協調領域の研究を、公的機関で

ある産総研が中核として牽引するべきであると考

えている。今後も、現在推進している公的資金によ

る研究プロジェクトによる橋渡し前期研究を更に

強化する一方で、上記の（2）のようなプラットフ

ォーム型研究活動から個別資金提供型共同研究へ

の移行を増加させるべく、プラットフォーム型研究

を強化していく。特に、近年産業界からの関心が高

まりつつある再生可能エネルギーについては、第 5

期の民間資金獲得の中心になることが期待される。 

 新エネルギーや資源循環等の研究で期待される

成果は、コストが原因で社会実装に時間を要するこ

とも予測される。他方、Society 5.0により社会情

報を活用した“シェアリングエコノミー”や“サー

キュラーエコノミー”の実現が期待されている。例

えば“自動車”を“動くエネルギー媒体”として社

会で共有することや、“地域社会（community）”単

位でのエネルギー運用（水素、熱等を含む）の最適

化、“動脈産業”と“静脈産業”の適時的な最適化

による資源循環の促進など、「新技術の社会適合性

を高める」ために Society 5.0との整合性を強めて

いきたい。 
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で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3 億

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

平成 27年度 19.6億円（目標：24.7億円、達成率：

79.4％）、 

平成 28年度 23.2億円（目標：30.2 億円、達成率：

76.8％）、 

平成 29年度 22.5億円（目標：35.6 億円、達成率：

63.2％）、 

平成 30年度 23.5億円（目標：41.1 億円、達成率：

57.1％、前年比：104.4％） 

と平成 30 年度までいずれも目標を達成していな

いが、獲得額は微増傾向にあり、平成 30年度には

前年比で 104.4％となった。 

中堅・中小企業の研究契約件数の比率は 

平成 27年度 22.8％(中小企業の研究契約件数の比

率)、 

平成 28年度 34.3％、 

平成 29年度 22.4％、 

平成 30年度 18.9％ 

となり、減少傾向にある。 

論文被引用数に関しては、 

平成 27年度 15,552回（目標：14,311 回、達成率：

108.7％）、 

平成 28年度 16,302回（目標：15,300 回、達成率：

106.5％）、 

平成 29年度 17,474回（目標：15,800 回、達成率：

110.6％）、 

平成 30年度 19,423回（目標：17,000 回、達成率：

114.3％、前年比：111.2％） 

となり、平成 30 年度までいずれも目標を達成し

た。 

論文発表数に関しては、 

平成27年度462報（目標：430報、達成率：107.4％）、 

平成28年度433報（目標：430報、達成率：100.7％）、 

平成29年度491報（目標：430報、達成率：114.2％）、 

平成 30年度 472報（目標：450報、達成率：104.9％、

前年比：96.1％）、 

となり、平成 30 年度までいずれも目標を達成し

た。 

リサーチアシスタント採用数およびイノベーショ

ンスクール採用数は、 

平成 27年度 25名（目標：30名、達成率：83.3％）、 

平成 28年度 32名（目標：30名、達成率：106.7％）、 

平成 29年度 50名（目標：35名、達成率：142.9％）、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 44名（目標：40名、達成率：110.0％） 

であり、平成 28年度以降はいずれも目標を達成し

た。 

知財実施契約数は、 

平成 27年度 93件（目標：101件、達成率：92.1％）、 

平成 28年度 95件（目標：100件、達成率：95.0％）、 

平成29年度130件（目標：100件、達成率：130.0％）、 

平成 30年度 114件（目標：110件、達成率：103.6％） 

となり、平成 29年度以降はいずれも目標を達成し

た。 

 

 第 4 期開始時点と比較して、当領域が係わる産

業分野の状況はグローバル化の進行などにより大

きく変化してきている。例えば太陽電池モジュー

ル生産の日本企業のシェア低下が著しく、第 4 期

中長期目標を策定した平成 26 年を最後に世界

TOP10から姿を消し、国内出荷額も同年をピークに

減少に転じた。また、再生可能エネルギー導入促

進のため、再生可能エネルギーで製造した CO2フリ

ー水素（再エネ水素）の技術開発に力を入れてき

たが、産業ニーズの立ち上がりが遅く、平成 30年

度になり、ようやく産業界の関心の高まりがみら

れるようになった。このような状況の中、以下の

ような取り組みを行った。 

 民間資金獲得額の目標達成に向けては、平成 30

年度に冠ラボの設立（清水建設―FREA）による個

別企業との連携強化や、一定金額以上の共同研究

全てにイノベーションコーディネータ等を配置す

るなど体制の強化を図った。さらに、テクノブリ

ッジフェアにおける個別企業の招待や個別企業へ

の領域幹部の訪問機会を強化するなどしたため、

平成 30年度は前年度よりも獲得額が増加した。た

だし、従来からの領域の主たるミッションである

公的な外部資金による政策的研究の役割も継続し

ており、スクラップアンドビルドでマンパワーを

民間資金獲得に振り向けようとしたが、産業界や

大学からプロジェクト研究の中核（プロジェクト

リーダー（PL）や集中研）としてのニーズはむしろ

増加傾向にあり、民間資金獲得に見合ったマンパ

ワー配分ができなかったため、民間資金の目標達

成には及ばなかった。 

 組織内外の若手雇用・育成では、近年世界的に
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えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

関心が高まっている再生可能エネルギー関連技術

についてリサーチアシスタント制度およびクロス

アポイントメント制度を利用して、学生およびポ

ストドクターを雇用し、再生可能エネルギー分野

の人材育成を行っている。また、自動車業界と連

携強化のため、モビリティー・エネルギー分野の

人材強化も行っている。さらに、シニア世代の人

材を平成 30年度は 38名招聘研究員として雇用し、

領域長補佐やユニット幹部、イノベーションコー

ディネータなどの要職でその経験や能力を活用し

て、再生可能エネルギー分野の国際連携や企業連

携等の強化を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は平成

30 年度までに 108 件（うち平成 30 年度実施の件

数：29件）である。また、これらの事業化の実績

として、知的財産の譲渡契約および実施契約は平

成 30年度までに 23件（うち平成 30年度契約の件

数：9件)、製品化は平成 30年度までに 1件（うち

平成 30年度製品化の件数：0件)である。 
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ものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 当領域では「目的基礎研究」として、次世代に大

きく成長する可能性を秘めている多彩な研究テー

マを積極的に発掘し、研究を推進した。特筆すべ

き研究トピックとして小項目（2）エネルギーを高

密度で貯蔵する技術の開発（蓄エネ）より「高容量

革新型蓄電池」と「水素キャリア」の背景・実績・

成果を以下に示す。 

 

 低炭素社会の実現に不可欠な自動車の電動化や

再生可能エネルギーを活用した発電の普及加速の

ためには、従来のリチウムイオン電池(LIB)を超え

る高容量・省資源・低コストを実現する革新的な

二次電池の開発が求められている。 

 電気自動車の普及には、現行のガソリン自動車

と同程度の航続距離を実現する高容量の二次電池

の開発が不可欠である。その正極材料候補である

硫黄材料は現在市販されている正極材料と比べ約

10倍の高容量が期待できるが、充放電時に電解液

へ溶出するため寿命特性に課題があった。平成 29

年度までに硫黄を金属と結合させ非晶質金属多硫

化物とすることで、充放電中の電解液への溶出が

抑制でき、高容量での充放電が可能となることを

確認した。平成 30年度には当該正極とリチウム金

属負極を組み合わせ、市販 LIB と同程度のサイズ

の 8 Ah級電池を試作し、現行 LIB（～200 Wh/kg）

を大幅に上回る 314 Wh/kgのエネルギー密度を実

証した。（関西センター） 

 再生可能エネルギー普及や電力網の需給調整用

の電力貯蔵用電源の大量導入には、資源制約のな

い低コストな二次電池が求められている。豊富な

資源のみで構成でき、現行のリチウムイオン電池

と同等以上の性能が期待できるカリウムイオン電

池に注目し、平成 29年度までに、120種類を超え

る新規なカリウム複合金属酸化物正極材料を合成

し、平成 30年度には、これまで動作電圧が 3 V程

度であった酸化物正極材料において LIB と同等の

4 V 級で動作可能な高電圧正極材料の開発に成功

した。（関西センター） 

 現行のリチウムイオン電池の理論容量を超える

ために、従来の電池系とは異なる原理で動作する

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 「目的基礎研究」において特筆すべき研究

成果である「高容量革新型蓄電池」および「水素キ

ャリア」の成果の意義・アウトカムを以下に示す。 

 

 金属多硫化物正極材料の開発に関しては、既存の

正極材料の約 4倍の高容量化に成功し、これを用い

て市販電池と同等のサイズのリチウム電池を試作

し、高いエネルギー密度を実証した。高密度にエネ

ルギーを貯められることで、より小型軽量の二次電

池が実現できる。この結果より電気自動車のみなら

ず飛行体への搭載も視野に入れることが可能とな

る。本成果は Journal of the American Chemical 

Society(IF: 14.357)をはじめ、合計 9報（平成 30

年度 2報）論文掲載された。（関西センター） 

 新型カリウムイオン電池の開発では、高性能な電

極材料の開発により、資源制約の少ない低コストな

カリウムイオン電池の実現の可能性を示した。今後

は材料の高性能化を進めていくとともに、電池レベ

ルでリチウムイオン電池と同等以上の性能実証を

目指し、電力需給調整のための電力貯蔵システムへ

の展開を目指す。なお、本成果は、平成 30 年度に

Nature Communications（IF: 12.353）に掲載され、

さらに日本経済新聞等 7 紙で報道された。（関西セ

ンター） 

 MOF利用の高性能空気極触媒開発は、従来の白金

触媒とくらべ高性能を実現し、安価かつ高出力の亜

鉛－空気二次電池に基づく高効率低コストな蓄電

システムの実現に資するものとして高く期待され

る。本成果は、平成 30 年度に Advanced Energy 

Materials (IF: 21.875)はじめ、IF10以上の論文

誌に合計 4報掲載された。今後は、空気極触媒の性

能向上に加え、電解質の開発を進め、高性能亜鉛-

空気電池の実証を目指す。（ChEM-OIL） 

 リチウムイオン電池の市場は、自動車、家電、電

力貯蔵などで現在 3兆円規模である。今後自動車用

途の規模が拡大し、2025 年には 8 兆円規模になる

と予測されている。 
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ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

革新電池の開発が必要である。革新電池の一つで

ある亜鉛-空気電池は容量および安全性が高い一

方、現状では大気中の酸素と反応がおこる空気極

の反応性を向上させる触媒性能の不足により効率

よく充放電ができない(過電圧)、また負極側で充

放電時に生じる樹枝状(デンドライト)の亜鉛の析

出により内部短絡してしまう等様々な課題があ

る。本研究では、配位高分子(MOF)を鋳型・前駆体

として用いた機能性炭素材料合成法を活用し、白

金と比べより活性の高い空気極触媒の開発に取り

組んだ。平成 30年度には、MOFナノチューブの合

成に成功し、これを前駆体として熱処理すること

で新規な構造を有するコバルトを担持したナノカ

ーボン触媒を開発し、白金と比べ過電圧を 0.2 V

抑制し、かつ最大出力が 1.7 倍となる高性能な非

貴金属空気極触媒を実現した。（ChEM-OIL） 

 

 脱化石燃料（低炭素社会）に向かって、水素を二

次エネルギーとする社会の構築が求められてい

る。そのために、体積エネルギー密度の小さい水

素を効率よく貯蔵・運搬する手段として、アンモ

ニア、メチルシクロヘキサンなどの水素キャリア

の技術開発が進められている。これらは発電等の

大規模利用の点で優れているが、水素製造におけ

るエネルギー効率が低く、中小規模での利用に課

題があった。平成 29年度までに、80℃に加温する

だけで、ギ酸から高圧(100 MPa 超)水素の生産が

可能な触媒を開発し、ギ酸の水素キャリアとして

の優れた特性を示した。平成 30年度は、水素貯蔵

の観点から、アルカリ水電解による水素製造を経

由することなく低電位での二酸化炭素電解還元に

より再エネ電力から直接ギ酸合成の可能性を示し

た。さらに、二酸化炭素からの有用化学品製造の

観点から、従来、高温高圧条件（200℃以上, 5 MPa）

が必要であった二酸化炭素電解還元によるメタノ

ール合成を、高性能触媒の開発と反応条件の最適

化により、低温反応条件下（70℃以下）で実現する

ことに成功した。本成果により、二酸化炭素の有

効利用とともに、他の水素キャリアでは到底実現

できない「燃料電池の劣化原因である一酸化炭素

を副生しない高圧水素の簡便な供給」を実現した。 

 

 ギ酸・メタノールと二酸化炭素の相互変換を利用

する水素キャリアでは、独自の触媒開発により、ギ

酸からの高圧水素発生、および二酸化炭素からの高

効率なギ酸・化学品合成を可能とした。ギ酸は優れ

た液体系水素キャリアであるとともに、70 MPa 以

上の高圧水素を低コストに供給可能である。このた

めギ酸を用いた水素ガスステーションでの実証が

期待される。水素ステーションは日本国内で現在

100箇所だが、燃料電池自動車の普及により 2025年

には 320箇所に拡大される計画である。それに伴い

燃料電池車の普及台数は、2030年には 80万台の普

及を目指している。また、二酸化炭素からの高効率

なメタノール合成は、燃料利用に加えて、需要の大

きいオレフィン等の基礎化学品への利用が想定で

きるため、二酸化炭素の有効利用に向けた多大な寄

与が期待できる。現在のオレフィン系誘導品の生産

量は世界全体で 1.5億トンであり、今後の年平均成

長率は 3％と予測されている。今後、国内外の研究

機関、産業界との連携を通じて、二酸化炭素からの

メタノール合成の社会実装を目指す。なお、これら

の技術は、平成27年度から平成30年度に、Chemical 

Reviews（IF: 52.6、総引用数 420 回）、Advanced 

Energy Materials（IF：21.9）等の総説や、ACS 

Catalysis（IF:11.4）8報など著名な論文誌に 35報

（平成 30年度：8報）掲載された。また、石油学会

平成 29年度 第 54回論文賞を受賞、平成 27年度に

日刊工業新聞等 4紙（平成 30年度：ガスレビュー）

で報道され、さらに、平成 30 年度には第 51 回 市

村地球環境学術賞 貢献賞を受賞するなど、高く期

待されているところである。 

 

 「目的基礎研究」における、上記以外の各小項目

の研究トピックの成果の意義・アウトカムを以下に

示す。 

 

1. 新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創

エネ） 

 太陽エネルギーを用いた光電気化学的な反応に

よる有用化学品製造に関しては、殺菌や漂白、洗浄

などに利用される過酸化水素などの酸化剤を簡易

生産することができるため、殺菌溶液製造装置等の

小規模市場を狙った早期実用化が期待される。この
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  「目的基礎研究」における、上記以外の各小項目

の研究テーマの背景・実績・成果を以下に示す。 

 

1. 新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創

エネ） 

 さまざまな化学薬品の製造には膨大な化石燃料

のエネルギーが使用されており、その省エネルギ

ー化や CO2フリー化は非常に重要な課題である。産

総研は、殺菌や漂白、洗浄などの用途で利用され

る過酸化水素や次亜塩素酸などの酸化的な有用化

学薬品を、太陽光エネルギーを利用して製造する

高性能な光電極技術を開発し、この新規分野を広

く開拓しながら論文と特許を出している。平成 29

年度は、有機合成酸化剤として利用される 7 価ク

ロム酸生成における電流効率（電子の反応選択性）

が約 100％となる反応プロセスを確認した。平成

30年度は、環状炭化水素からナイロン原料を生成

する反応における電流効率が 100％に近いことを

確認した。 

 海洋プレートの沈み込みに起源を有する超臨界

地熱システムを利用した超臨界地熱発電により、

一地点で 100 MW 以上の膨大な発電が実現できる

可能性がある。平成 27年度は、産総研が中心とな

り、民間企業・大学と共に超臨界地熱発電の可能

性検討を行い、商用発電が可能なことを見出した。

その後、詳細な調査・検討を行い、平成 28年度は、

一地点で 100 MW 以上の経済性を有する発電が実

現可能であることを示した。さらに平成 30 年度

は、地下 5 kmまでの大深度への試掘へ向けた事前

調査を開始した。（FREA） 

 

2. エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄

エネ） 

 水素環境下で金属材料の引張強さ、伸びなどの

材料強度特性を低下させる水素脆化現象は、強度

特性が高いほど顕著になるため、引張強さ 1,000 

MPa を超える耐水素脆化材料は未だ実用化されて

いない。そこで、材料に与える水素の影響をナノ

からマクロレベルまでマルチスケールで解析し、

水素脆化現象の根源的理解とそれに基づく新規高

強度耐水素脆化材料開発のための指針の構築を進

めている。平成 30年度は、水素環境下での純鉄の

太陽エネルギーを用いた有用化学品製造技術から

発展した各種電極触媒技術は、再生可能エネルギー

電力を利用した Power-to-Gas と比べて、さらに経

済性の高い大規模な Power-to-X（水素＋高付加価

値品）システムの構築に寄与し、結果として再生可

能エネルギーの大量導入の促進につながると期待

さ れ る 。 本 成 果 は Angewandte Chemie-

International Edition (IF: 12.102)をはじめ、合

計 13報（平成 30年度 4報）論文掲載され、また化

学工業日報等 4 紙（平成 30 年度）で報道された。

例えば、過酸化水素と次亜塩素酸ナトリウム製造に

おいて、世界で年間約 5300 万トン、国内では年間

約 150万トンの CO2が排出されており、本技術を用

いて様々な化学製品を CO2フリー製造する意義は大

きい。 

 また、超臨界地熱発電技術に関しては、一地点で

100 MW 以上の経済性を有する発電が実現可能であ

ることが示された。有望地点の選出、発電量の詳細

評価等を進めることにより、2050 年以降の超臨界

地熱資源による国内発電総容量を、現在の石炭火力

発電（約 40 GW）程度の数 10 GW程度にまで増大さ

せ、二酸化炭素排出量の大幅な削減に寄与する。な

お、本技術は、平成 30 年度に日刊工業新聞で報道

され、高く期待されている。（FREA） 

 

2. エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄

エネ） 

 現状の規格材料では不可能な 1,000 MPa 以上の

引張強さを有する耐水素脆化材料の開発指針を導

くことで、燃料電池自動車や水素ステーションなど

の高圧水素ガス利用機器における水素貯蔵容器や

配管の更なる薄肉化、軽量化が期待できる。これに

より高圧水素ガス利用機器の普及が促進され、信頼

性と経済性が両立した水素社会の実現に貢献する。

さらに、水素発電などの化学プラント用部材への波

及も期待されることから、FCV、水素ステーション

と合わせて、1,000億円程度の国内市場が期待でき

る。（HydroMate） 

 

3. エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開

発（省エネ） 

 高性能な熱電変換材料を開発し、発電効率 12％
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き裂先端部において水素が塑性変形を抑制する可

能性を見出し、従来にはない新たな水素脆化モデ

ルを提案した。（HydroMate） 

 

3. エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開

発（省エネ） 

 未利用熱エネルギーを有用な電力に変換できる

熱電変換技術を普及させるためには、変換効率の

向上が不可欠である。既存技術では 7％程度であ

った変換効率を、ナノ構造の形成により平成 27年

度には 11％、電荷キャリア濃度の制御等を加える

ことで平成 30年度には 12％に向上させた。 

 パワーエレクトロニクス応用に向けたダイヤモ

ンド半導体関連技術では、その材料特性から最高

のパワーデバイス性能が期待されているが、高品

質のセンチ級大型結晶実現とデバイス化プロセス

の確立が鍵となっている。平成 28年度に基本プロ

セスの改善を進めてパワー応用に必須となる信号

電圧をかけた時のみ導通する(ノーマリオフ

型)MOSFETの動作実証に世界で初めて成功した。デ

バイス構造形成用の大型ウェハ開発も並行して進

め、平成 30年度には従来の約 20倍サイズの 2 cm2

ウェハを実現した。これらの成果でダイヤモンド

半導体の実用的なデバイス応用ポテンシャルを実

証することができた。 

 

4. 環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・

物質循環） 

 各種産業廃水の生物学的廃水処理において、プ

ロセスを高効率化・省エネ化・低コスト化するた

めには、有機物分解の中核となる微生物集団を含

んだ活性汚泥の制御が課題となっており、活性汚

泥中の微生物群集の網羅的解析が不可欠である。

平成 29年度までに、環境中の膨大な遺伝情報が取

得可能な次世代シークエンサーを用いて、主要構

成微生物である「細菌」の大規模同定技術を確立

した。平成 30年度は、汚泥における原生動物等の

重要性が明らかとなったことから、細菌より高等

かつ大きな微生物である「真核生物」の大規模同

定技術を確立し、世界最高レベル（1サンプル当た

り 3 万種レベル）で実産業廃水処理汚泥中の主要

な真核生物の特定に成功した。本成果は、平成 30

を有する熱電変換モジュールの開発に成功した。自

動車の排熱回収に適用した場合、発電効率 12％は

5％以上の燃費改善に相当する。自動車メーカーが

1％の燃費向上のためにしのぎを削る中で、5％は本

格実用化開発が期待される値である。他にも工場等

からの廃熱を用いた発電への応用が見込まれる。な

お 本 成 果 は 、 平 成 28 年 度 に Energy & 

Environmental Science（IF: 30）などの著名な論

文誌に成果が掲載（第 4期：51報、平成 30年度：

7報）され、日本経済新聞等 10紙（平成 30年度：

1紙）で報道され、産総研発ベンチャー「株式会社

モッタイナイ・エナジー」の創立（平成 28年 6月）

につながる等、高く期待されているところである。

今後は、耐久性向上とコスト削減に向けた技術開発

を着実に実施して、技術の普及に務める。熱電変換

モジュールの市場は、ペルチェ冷却モジュールを中

心に全世界で約 330 億円（平成 26 年）だが、効率

を向上させた熱電変換材料を発電モジュールに適

用することで、未利用熱回収発電を含めた市場は飛

躍的に拡大すると予想されている。また、コストを

大幅に低減させることができれば、自律 IoTセンサ

ネットワーク用の電源など、IoT分野への波及効果

が期待される。 

 また、ダイヤモンドパワーデバイスの材料･プロ

セス基盤技術を開発し実用化への道筋が示せた。ダ

イヤモンドパワーデバイスは、炭化ケイ素を凌ぐ高

い耐圧特性を有するため、超高電圧領域での電力機

器の小型化が可能である。この技術により、社会イ

ンフラである送配電システムなどの小型化がもた

らされる。 

 

4. 環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・

物質循環） 

 次世代シークエンサーを用いた環境微生物解析

手法により、真核生物と細菌の捕食－被食関係な

ど、汚泥中での微生物動態の詳細な解析がさらに進

み、真核生物による細菌捕食の促進等に基づく汚泥

浮上（固液分離能の低下）の解決や汚泥減容化につ

ながるものと期待される。なお、本成果は、The ISME 

Journal (IF: 9.52, Springer Nature)などの著名

な論文誌に 71報（平成 30年度：14報）掲載され、

日本経済新聞電子版等 3 紙（平成 30 年度：3 紙）
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年度より開始の SIP 戦略的イノベーション総合プ

ログラム（スマートバイオ産業）の採択につなが

った。 

 

 第 4 期中長期計画期間における「目的基礎」研

究のモニタリング指標となる論文発表数につい

て、平成 27年度から平成 29年度は 462、433、491

報と高い水準で推移し、目標を達成した。平成 30

年度は 472 報（目標 450 報）であり、目標値を上

回った。また、平成 27 年度から平成 29 年度に発

表された論文のうち、Q1ジャーナル（各研究分野

における IF 上位 25％の論文誌）に掲載された論

文は平均 50％（Q2ジャーナル（各研究分野におけ

る IF上位 26-50％の論文誌）を含めると 75％）で

あり、論文発表数だけではなく、質の高い論文誌

に継続して掲載されているといえる。「目的基礎」

研究の評価指標となる論文被引用数に関して、平

成 27 年度から平成 30 年度は 15,552、16,302、

17,474、19,423回と 4年連続で増加傾向にあり、

目標値を大幅に上回った。研究領域や組織の規模

に関係なく比較可能な指標である相対被引用度

（Category Normalized Citation Impact (CNCI)）

は平成 27年度から平成 30年度の平均で 1.52であ

り、世界平均の 1を大きく上回り、また、Clarivate 

Analytics社の Highly Cited Researchers（日本

では 75名（平成 28年度）、72名（平成 29年度）、

90 名（平成 30 年度））に 3 件（2 名）が 3 年連続

（平成 28 年度から平成 30 年度）で選出されるな

ど、質の高い目的基礎研成果を発信している。 

で報道されるなど、高く期待されているところであ

る。 

 

 以上のように、成長可能性を見据えた萌芽研究の

内容や大学との連携等により、将来の「橋渡し」の

もととなる革新的な技術シーズを生み出す研究と

して顕著な成果が得られている。また、成果の多く

は高 IF の論文誌に掲載され、被引用数も多く、学

会賞や論文賞などの多数の受賞なども含め、高い評

価が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「（未利用エネルギーから

の電力回収に向けた熱電変換の高効率化）変換効率

を 7％から 12％に大きく向上できた原因が構造に

あったことは、さらなる構造最適化の可能性もある

と考えます。変換効率向上は直接的な低コスト化で

あり、実用化にむけて大きな弾みになると思いま

す。」、「二次電池については、個々のテーマに進捗

が見られ、出力密度などで目標値を達成している。

新型カリウムイオン電池については多くの特許が

創出されている。水素についても個々のテーマで着

実に成果がでており、橋渡し前期、後期へのフェー

ズの移行が行われている点も評価される。」、「（ギ

酸・メタノール/CO2の相互変換を利用したエネルギ

ー貯蔵）低温、低電位での CO2電解還元とメタノー

ル合成反応の成功は、マイルドな条件でのエネルギ

ー貯蔵が可能、つまり低コストでのエネルギー利用

につながる画期的な成果だと思います。来年度、高

性能化に向けた開発への基礎が完成したと推察し

ます。」、「（太陽エネルギーを用いた光電気化学的な

反応による有用化学品製造）副反応なく生成物を得

る技術は、目的物質を狙って反応を制御できること

を意味しており、非常に価値ある成果だと思いま

す。」など高い評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 「目的基礎」研究のテーマ設定は、将来の「橋渡

し」の基礎となる重要事項である。成果の半数は各

研究分野における IF上位 25％の論文誌の論文誌で

ある Q1 ジャーナルに掲載され、被引用数も多く、

高い評価を得ている。しかしながら、常に長期的展

望を見据えた新たな研究シーズを発掘し続けるこ

とは重要な課題である。「橋渡し」研究前期・後期
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を通じた産業界との連携において、未来産業ニーズ

を掴む努力を怠ってはならない。また、領域内のエ

ネルギー材料研究に関するアライアンス活動等を

通じて、自由に新テーマを議論し、長期ビジョンに

基づいた新たな研究開発テーマの発掘を推進する。

さらに平成 29年度より、2050年に向けた領域の未

来研究テーマの検討も開始した。大学とのクロスア

ポイントメント制度や、OIL制度を活用した「目的

基礎」研究力の強化にも引き続き注力する。 

 現在、エネルギー、とくに再生可能エネルギーに

関する技術開発が急速に進展していることは周知

の通りであるが、時代に即した産業ニーズを的確に

把握し、今後重要となるシーズに関連する基礎研究

を進める必要がある。第 4期中長期目標期間におい

ては、エネルギー材料、エネルギーシステム等の領

域内アライアンスを通じたニーズ把握に努めてい

るが、中長期的には、時代の変化にも対応するべく、

アライアンス活動のテーマを拡張していく。さら

に、目的基礎研究の成果発信としては論文が重要で

あり、当領域は Q1 ジャーナルへの掲載が高いレベ

ルで維持されているが、今後も質と量の向上を目指

し、高 IF論文誌への投稿を推奨していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 「橋渡し」研究前期においては、民間企業との受

託研究等に結び付く研究開発への取り組みが求め

られる。特に、公的外部資金を効果的に利用した

産学官連携によるプロジェクトを中心に研究開発

を展開した。特筆すべき研究トピックとして小項

目（1）新エネルギーの導入を促進する技術の開発

（創エネ）より「超高効率太陽光発電」と（5）環

境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・物質

循環）より「戦略的都市鉱山開発」の背景・実績・

成果を以下に示す。 

 

 太陽光発電は、再生可能エネルギー導入による

低炭素社会の実現、エネルギー安全保障などの観

点から、その普及が重要課題になっている。太陽

光エネルギーは無尽蔵かつ地域的な偏在が少ない

ことなどから導入が進んでいるが、国土の狭い我

が国では太陽光発電システムの設置箇所が限定さ

れるため、太陽光エネルギーの更なる利用に向け

ては、車載や建材など太陽光発電の新用途開発が

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：  「橋渡し研究前期」において特筆すべき

研究成果である「超高効率太陽光発電」および「戦

略的都市鉱山開発」の成果の意義・アウトカムを以

下に示す。 

 

 スマートスタック技術の開発では、異種太陽電池

を低コストで接合する技術により、従来は材料の組

合せに制約があった多接合太陽電池の選択肢が広

がり、コスト重視、効率重視、可とう性重視など様々

な要求仕様に合った多接合太陽電池の実現が可能

になる。また、30％以上の高い変換効率が得られる

Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池に関しては、従来比 10倍以

上の高速成長の実現等により製造コストを低減す

ることで、宇宙用などに限られていた高効率Ⅲ-Ⅴ

族化合物太陽電池の地上での利用が可能となり、超

高効率が求められる車載応用などの新用途への展

開も期待できる。特に変換効率が 30％超の太陽電
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の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

必要とされている。一方で、従来の結晶シリコン

太陽電池においては設置面積や設置条件などの制

約から、車載や建物などの新用途への適用は容易

でなく、超高効率太陽電池デバイスやフレキシブ

ル太陽電池デバイスなどの革新的太陽光発電技術

の開発が必要とされている。 

 太陽光エネルギーの高効率利用には、広範な太

陽光スペクトルを有効利用するための太陽電池同

士の接合技術が必要となる。産総研では、パラジ

ウムナノ粒子を利用して様々な太陽電池を自在に

接合するスマートスタック技術を開発した。平成

29年度までに、通常の結晶成長では作製困難であ

るⅢ-Ⅴ族 4 接合太陽電池を作製し、変換効率

33.1％を実証した。これは、通常のシリコン太陽

電池では得られない 30％以上の変換効率を、他機

関では見られない独自の低コスト技術で達成した

という意義がある。平成 30年度には、広く用いら

れている結晶シリコン太陽電池をⅢ-Ⅴ族太陽電

池と接合して作製した 3 接合太陽電池で変換効率

28.6％を達成した。また大面積太陽電池モジュー

ル作製技術確立を目指して、多数の太陽電池を一

括して接合可能な一括転写技術を開発し、これを

用いたモジュール試作も行った。 

 高効率Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池は製造コストの

制約から、従来は宇宙用などに用途が限定されて

いた。これを地上で利用し太陽光エネルギーの利

用を拡大するには、製造コストの低減が鍵となる。

低コストかつ高スループットにⅢ-Ⅴ族化合物太

陽電池を製造するためにハイドライド気相成長

（Hydride Vapor Phase Epitaxy、HVPE）装置を大

陽日酸株式会社と共同で開発している。平成 29年

度までに日本初の HVPE によるガリウムヒ素

（GaAs）太陽電池の作製に成功し、平成 30年度に

は GaAs、インジウムガリウムリン（InGaP）ともに

50 µm/h 以上の従来比 10 倍以上の超高速成長

（InGaPにおいては世界最高成長速度）と世界最高

レベルの変換効率（GaAs太陽電池：22.1％、InGaP

太陽電池：12.1％）を達成した。 

 高効率・低コストと共に軽量・フレキシブル性

が期待されるカルコゲナイド系化合物薄膜太陽電

池においては、更なる性能向上に向けて基盤的・

学術的知見の構築が必要とされている。平成 29年

池が電気自動車やハイブリッド車へ応用されれば、

短距離型利用の乗用車（利用形態の約 7割に相当）

は充電フリーで走行可能となる。さらに新たな用途

としては、高効率太陽電池を搭載した無人飛行機に

よる成層圏通信基地局の実現が試みられており、本

技術への期待が高まっている。本技術は、日経新聞

等 5 紙で平成 29 年度に報道され、高く期待されて

いる。設置面積が限定される狭小地への適用や従来

太陽電池が利用されていなかった新たな用途展開

を通して、国土の狭い我が国における再生可能エネ

ルギー大量導入の更なる加速が期待される。本成果

は Progress in Photovoltaics(IF: 7.584)をはじ

め、合計 18 報（平成 30 年度 6 報）論文掲載され

た。また、受賞も 3件（平成 30年度 2件）である。

宇宙用太陽電池の市場は現在 300億円程度だが、無

人飛行機や電気自動車への普及により数兆円規模

の市場が予想される。また、変換効率を 40％以上に

向上させることができれば、地上用途へのさらなる

普及が期待される。 

 CIGS 薄膜化合物太陽電池の高効率化では、アル

カリ金属添加と熱光照射を組み合わせることで

CIGS 太陽電池の飛躍的な性能向上を実証した。こ

の性能向上のメカニズム解明は、高性能 CIGS 太陽

電池開発に不可欠な基盤的・学術的知見となり、更

なる性能向上の実現と共に太陽電池製造に関与す

る企業への技術橋渡しにも貢献できる。軽量・フレ

キシブル化が容易な CIGS 太陽電池の高効率化によ

り、曲面設置が必要な建物壁面などへの応用の可能

性が広がることが期待される。本成果は Advanced 

Energy Materials誌(IF: 21.875)をはじめ、合計

26報（平成 30年度 14 報）論文掲載された。また、

受賞 3件（平成 30年度 1件）、新聞報道 2件（平成

30 年度 1 件）となっている。CIGS 太陽電池の市場

は既に 500億円規模（ソーラーフロンティア社平成

29年売上高）だが、従来のメガソーラーや住宅用だ

けでなく電気自動車などの普及により、CIGS 太陽

電池は今後さらなる市場拡大と再生可能エネルギ

ー分野への波及効果が期待される。 

 

 戦略的都市鉱山構築のための高度な金属回収研

究においては、廃製品の情報に基づく選別工程の自

律制御化に資する概念と、我が国に適した高度製錬
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度までに、カルコゲナイド系化合物太陽電池（CIGS

系太陽電池）において、アルカリ金属添加と熱光

照射を組み合わせた技術により変換効率 21％を実

現した。平成 30年度には、性能向上の一因と考え

られるアルカリ金属化合物層の直接観察に成功

し、性能向上メカニズムの指針を見出した。また、

新規開発した酸化インジウム系透明導電膜を用い

た太陽電池ミニモジュールを作製し、集積構造の

世界最高効率 20.9％を達成した。 

 

 戦略的都市鉱山構築のための高度な金属回収を

実現するには、廃製品の情報を利用した自動・自

律型物理選別技術と、多様な金属形態に対応した

低コストな製錬技術の開発が必要である。物理選

別では、選別工程において手作業コストが約半分

を占めており、また、労働者不足が深刻化してい

るため、プラントの省人化・無人化が早急な課題

であり、自動・自律型の物理選別技術が求められ

ている。平成 27年度には複数の粒子を同時に認識

し、並列処理が可能なデータ利用型のスクラップ

自動選別装置（アリーナソータ）および複数種の

電子素子を選別可能にする四管式気流選別機を製

品化した。平成 30年度には手解体・手選別の自動・

自律化が可能となる融合型ソータおよび複数の選

別機を自律制御するシステムを開発した。製錬技

術では、低コストでシンプルな分離プロセスの開

発が鍵となっている。特に磁石等に用いられてい

る希土類元素は、そのリサイクル回収工程に多段

を要し、時間とコストがかかることが課題となっ

ている。平成 29年度までに磁石からの希土類元素

回収工程を大幅に短縮可能な溶融塩電解による回

収法のコンセプトを確立した。平成 30年度には溶

融塩電解のみで希土類元素であるネオジムとジス

プロシウムの相互分離を実証した。これらの物理

選別および製錬技術は、平成 27、28 年度の NEDO

先導プログラムを経て、平成 28年度から始動した

NEDO プロジェクト獲得に至った。平成 30 年度に

は、NEDOプロジェクト開発拠点となる集中研究施

設分離技術開発センター（CEDEST）を産総研内に

設置した。 

 

 「橋渡し研究前期」において、上記以外の各小項

技術に資する概念を構築するとともに、その実現に

向けた技術の開発に漕ぎ着けた。これは我が国にお

ける労働者不足と、SDGs など世界的資源循環思想

を両立させる、我が国独自の革新技術となる。この

技術思想は、平成 28年度に日本再興戦略や NEDOの

技術戦略にも盛り込まれており、日本の都市鉱山開

発において重要視されている。本研究開発に伴う社

会全体の経済的効果は、世界への自動・自律型リサ

イクルプラント販売と、金属価格高騰に伴う我が国

の調達コスト削減効果をあわせて、技術普及の 10

年間で 5,326 億円／年、期間合計で約 5 兆 3000 億

円となる。なお、本技術は、Waste Management

（IF:4.723）などの著名な論文誌に 42報（平成 30

年度:12報）掲載されるとともに、読売新聞や朝日

新聞等に 33件掲載（平成 30年度：22件）、テレビ

では 4 件（平成 30 年度：１件）報道され、日経地

球環境技術賞優秀賞を受賞する（平成 29 年 11 月

20日）など社会からも高く評価されている。 

 

 

「橋渡し研究前期」において、上記以外の各小項目

の研究テーマの成果の意義・アウトカムを以下に示

す。 

 

1. 新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創

エネ） 

 太陽電池性能屋外高精度評価技術では、既設の太

陽電池モジュールの発電特性をオンサイトで正確

に評価できることで、迅速な劣化診断、故障・交換

の判断が可能となる。これにより太陽光発電システ

ムにおける性能モニタリングの低コスト化と継続

的な最大発電量を確保するシステム運用とが可能

になり、再生可能エネルギー大量導入とその利用の

更なる加速が期待される。また本手法の国際標準化

により、オンサイト評価の公正性の確保が期待でき

る。 

 

2. エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄

エネ） 

 再エネ水素を利用したアンモニアの合成および

直接燃焼利用技術の実証により、燃焼時に二酸化炭

素を排出しないアンモニアを水素エネルギーキャ
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目の研究テーマの背景・実績・成果を以下に示す。 

 

1. 新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創

エネ） 

 太陽電池の大量導入に伴い、既設太陽電池モジ

ュールの発電特性をオンサイトで評価する屋外測

定技術へのニーズが高まっている。天候や日射条

件に依存する屋外測定結果から、標準試験条件に

おける太陽電池モジュールの性能を推定する技術

が鍵となる。平成 29年度までに、日射変動時にお

ける測定ばらつきを従来技術の 1/3～1/5 に低減

し、測定可能日を 5～10 倍に増加する技術を開発

した。平成 30年度には、太陽電池モジュールの温

度などの予備的情報なしに、標準試験条件におけ

る発電特性を推定する温度照度補正技術を開発し

た。 

 

2. エネルギーを高密度で貯蔵する技術の開発（蓄

エネ） 

 エネルギーキャリアとして利用が期待されるア

ンモニアについて、製造利用技術を開発している。

平成 28、29年度は、利用技術としては難燃性のア

ンモニアを直接燃焼利用するガスタービン発電に

世界で初めて成功し、また、製造技術では 400℃・

10 MPa 以下で高い活性を示す触媒改良に成功し

た。平成 30年度は、ガスタービンシステムを 10ppm

未満へ低 NOx 化し、再エネ水素を原料とするアン

モニア合成を国内で初めて実証した。（FREA） 

 また、車載電池には、従来の電解液を用いた液

系電池と比べ、コンパクトで高安全化が可能な硫

化物全固体電池開発への期待が世界的にも高い。

この全固体電池の量産化のための鍵となるシート

型電池の製造プロセスを平成 29 年度までに確立

し、市販リチウム二次電池にせまる 188 Wh/kgの

エネルギー密度を全固体電池で実証した。平成 30

年度には、シート化プロセスの改善により、容量

低下がほとんど見られない負極電極の作製に成功

した。（関西センター） 

 

3. エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開

発（省エネ） 

 固体酸化物形燃料電池（SOFC）の本格普及には、

リアとして利用することが可能となり、それにより

脱炭素社会の早期実現が加速すると期待される。本

技術は、アンモニア専焼ならびにアンモニアとメタ

ンの混焼によるガスタービン発電の成功が世界初

であるとともに、再エネ水素によるアンモニア合成

が国内初、その再エネ水素由来アンモニアによるガ

スタービン発電も世界初である。これにより、再生

可能エネルギー由来の水素を大量貯蔵し、水素エネ

ルギーを本格活用する技術の実現が期待される。ア

ンモニアは、再生可能エネルギーを輸出する媒体と

して国内外で期待されており、再エネ水素を用いる

アンモニア合成プラントが海外で普及した場合に

2030 年には数千億円規模、国内では数十億円規模

が予想され、再生可能エネルギー分野への波及効果

が期待される。これらの成果は、朝日新聞など計 17

紙 29 件（平成 30 年度 21 件）報道され、特許出願

1件、査読付き論文として 13報（平成 30年度 3報）

掲載され、高く評価されている。（FREA） 

 また、硫化物系全固体電池の実用化に向けた取り

組みでは量産化に対応できるシート型電池での性

能実証に成功し、車載用電池への全固体電池の実用

化への道筋を示した。本成果は合計 3報論文掲載さ

れた。自動車・電池関連主要企業が参画する技術組

合（LIBTEC）が NEDO から委託され実施中の硫化物

全固体電池の研究開発プロジェクトへ、当該技術を

技術移転した。この技術の実現により、性能向上と

信頼性を両立するコンパクトな電池モジュールの

作製が可能となり、電動自動車の普及が加速する。

硫化物全固体電池の市場は 2035 年に電気自動車

（EV）用で 2 兆円規模と予測されている。（関西セ

ンター） 

 

3. エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開

発（省エネ） 

 開発した固体酸化物形燃料電池（SOFC）の耐久性

評価法は、これまで 10 社を超える民間企業に適用

された。今後は、SOFCのさらなる耐久性向上を目指

して本手法による評価データを蓄積し、設計指針を

提示する。平成 30 年度は、共同研究、技術コンサ

ルティング等で、8社のセルスタックの評価に関わ

った。新たな劣化要因や見出されていない劣化現象

を解明し、SOFC 部材の更なる耐久性を向上させる
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高耐久化が必須である。平成 29年度までに、不純

物(例えば大気中の二酸化硫黄)と電池材料との反

応等に由来する被毒劣化メカニズムを解明した。

また、東北大と連携し、耐久性迅速評価のための

シミュレーション技術を開発した。SOFCの更なる

高効率化や強靭化のためには、電解質中へのプロ

トン溶解を防ぐ必要があるため、平成 30年度から

は、電解質中のプロトンの評価手法の開発など、

劣化機構の解明に必要な基礎データの収集などを

行った。 

 再生可能エネルギー大量導入に伴う送配電系電

力機器向けパワーエレクトロニクス技術革新に

は、耐電圧 10 kV超級の SiC低損失パワーデバイ

スの実現が鍵となっている。そのためには、高耐

圧/低損失の両立が期待できるバイポーラデバイ

ス技術、ならびにそれを支えるウェハ技術の開発

が必要となる。平成 30年度までに、100 μm超の

高品質厚膜エピタキシャル成長技術等の開発やバ

イポーラデバイス設計／作製プロセス技術の高度

化を進め、pnダイオードの耐圧 29.6 kVと IGBTト

ランジスタの面積当たり通電時抵抗 29 mΩcm2を

実現した。また、バイポーラパワーデバイスのボ

トルネックである電流印加時の劣化メカニズムを

明らかにした。その結果に基づき劣化抑制構造の

汎用的設計指針を提示し、それによってこれまで

の 10倍以上に当たる 4,400 A/cm2までの大電流密

度耐性を確認した。これらの特性値は SiC パワー

デバイスとして世界一の性能であり、実用化のネ

ックである劣化問題解決の処方箋を提示できた。 

 モータ駆動用途に代表される 1 kV級 SiC素子適

用のインバータ等の大量導入には、高温・高速動

作パワーモジュールが鍵となり、高耐熱回路基板

や高耐熱・高周波数特性の部品（抵抗器およびコ

ンデンサ）と、それらの実装の技術を耐久性も含

めて実現する必要がある。平成 30年度は、平成 29

年度までに開発した 250℃対応技術を基に試作し

た、実用レベルの標準的仕様である 100 A級モジ

ュールの評価で、実用化目安の-40～+250℃-1,000

回の温度サイクル等の耐久性、既存比 1/4 以下の

小形化、10 nsec級の高速動作等、世界最高水準の

性能を確認した。 

 

設計指針を提示し、高耐久化等を進展させて SOFC

の本格普及と水素社会実現に寄与する。民間企業の

市場調査によると、燃料電池の世界市場は現在

2,000 億円程度で 2030 年度には 5 兆円規模に拡大

することが見込まれている。うち SOFC の市場は現

在数 100億円程度だが、耐久性を向上させることで

家庭用および業務用分野への適用が進み、2030 年

度には 5,000 億円以上に拡大すると予想されてい

る。なお、成果の一部は、J. Mater. Chem. A (IF: 

9.9)に掲載され、高く評価されている。 

 また、実用的な SiC超高耐圧バイポーラデバイス

実現のための要素プロセスを確立した。本成果によ

り、送配電系電力機器革新の目処が立ち、大規模停

電時対応等の電力系統高機能化に資する超高電圧

領域（2030 年度において数百億円の SiC デバイス

市場規模）での SiCパワーエレクトロニクス技術活

用の道が開けた。本技術は、半導体電子デバイスの

最高峰の国際会議である International Electron 

Devices Meeting(IEDM)等、多くの会合で招待講演

となり、学会／産業界から注目されている。今後量

産レベル開発への移管を念頭に当該要素技術の成

熟度向上と統合技術化を進める。 

 1 kV 級高温高速動作 SiC パワーモジュールに関

して、試作 100 A級パワーモジュールで確認された

世界最高水準の性能から、部品製造企業では開発品

のサンプル出荷準備が、応用機器製造企業では車載

用等の小形軽量電力変換器の製品適用検討が、それ

ぞれ本格化している。数年の製品化開発を経た後、

当該技術適用の製品が市場投入される見込である。

電力変換の大幅効率化につながる低損失かつコン

パクトな SiCパワーモジュールの市場導入により、

サーバ電源や自動車モータ駆動用インバータなど

のパワーエレクトロニクスを応用した電力機器の

小型化・省エネ化が大きく進展する。 

 

4. エネルギー資源を有効活用する技術の開発（エ

ネ資） 

 メタンハイドレートからのガス生産に係る圧力

コア評価技術に関して、原位置での精緻な物性値を

把握することは、生産挙動の予測技術の精度向上に

つながる。メタンハイドレートからのガス生産は、

これまで官主導で行われてきたが、高い精度で生産
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4. エネルギー資源を有効活用する技術の開発（エ

ネ資） 

 次世代の天然ガス資源として期待されているメ

タンハイドレートからのガス生産挙動を把握する

ためには、生産されているその場条件における物

性値が必要である。平成 27 年度から平成 29 年度

には、メタンハイドレートを分解しない保圧下で

の分析を可能とする圧力コア解析装置群を開発し

た。平成 30年度には海洋産出試験で得られた産出

量の変動要因を検証するために、新たに採取され

た圧力コア分析を行い精緻な物性値を追加した。

（北海道センター） 

 また、エネルギーセキュリティの観点から、褐

炭等の未利用炭素資源の利用拡大が見込まれてい

る。平成 29年度までに、褐炭等の化学ループ燃焼

技術の原理実証をするための 100 kW の循環流動

層式試験装置を製作した。化学ループ燃焼技術と

は、金属酸化物を褐炭等を用いて脱酸素し、脱酸

素された金属を空気で酸化させて熱を得る方法

で、濃度 100％の CO2ガスが排出される特徴を有す

る。流動キャリアとして安価な天然物（イルメナ

イト）を用いた 60時間連続試験を成功させたこと

により、CO2 分離・回収コストを 1,000 円台/CO2-

tonとする見込を得た。平成 30年度は、本技術で

得られる高濃度 CO2 を有効利用する技術として、

CO2 を油田に圧入して石油の回収率を増幅する技

術（CO2-EOR）への適用性を検討し、CO2を排出しな

い火力発電の見通しを得た。化学ループ燃焼設備

を EOR と組み合わせて社会実装するには、油田と

いう大規模領域を対象とするため、より大型の設

備を用いた実証試験が必要である。 

 

5. 環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・

物質循環） 

 膜を利用した水処理再生技術において、原水な

どの膜供給水中に存在する分離対象物質などが膜

表面や細孔内に付着・堆積し膜を閉塞させる現象

（膜閉塞）の対策法構築は不可欠である。平成 29

年度までに、共焦点反射顕微鏡法を用いた膜閉塞

原因物質であるバイオフィルムの非破壊観察技術

等により、精密ろ過膜で従来提唱されてきたモデ

ルとは異なる膜閉塞の機構を解明した。平成 30年

挙動を予測できるようになったことは、民間主導の

商業化プロジェクトの開始を後押しするものであ

る。なお、本技術開発は平成 30 年度に日刊工業新

聞においても紹介されている。 

 また、未利用炭素資源からの二酸化炭素分離型発

電技術に関して、NEDO 委託事業で開発した二酸化

炭素分離・回収コストの低コスト化技術を、排出し

た二酸化炭素の地下貯留技術と組み合わせること

により、未利用炭素資源を用いた CO2フリーの火力

発電につながる。本技術は、平成 30 年度に日経

xTECHで報道され、高く期待されている。今後は、

天然ガスやバイオガスに対して本技術を適用する

ことで、CO2フリーの水素製造に展開する。 

 

5. 環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・

物質循環） 

 共焦点反射顕微鏡法による最先端の光学的解析

技術と高解像度な微生物解析技術を併用した RO 膜

閉塞の原因物質の特定、および微生物と原因物質の

関係の特定は、膜閉塞の発生を事前に予知可能な新

技術や膜閉塞を未然に阻止する新たな対策技術の

開発につながることが期待される。これにより膜を

利用した水処理プロセスが大幅に効率化され、慢性

化する世界的な水不足問題の解決に貢献できる。な

お本成果は、Scientific Reports (IF: 4.122) 等

の論文誌に 4 報（平成 30 年度：2 報）掲載され、

日本経済新聞電子版等 5紙で報道されるなど、高く

期待されており、複数の企業共同研究において利用

されている。 

 

 当領域では NEDO プロジェクト等、民間企業との

協働による大型プロジェクトを数多く牽引してい

る他、得意とするオープン・イノベーション・プラ

ットフォーム型の研究活動を幅広く展開している。

その結果として多額の公的外部資金を獲得してお

り、得られた研究成果は今後民間受託への進展が期

待される。 

 

 以上のように、知的財産の積極的な創出に取り組

んでいること、また公的資金の活用により、上記の

ような顕著な研究成果を生み出していることを考

慮し、評定を「A」とする。 
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度は本技術を逆浸透膜（RO膜）閉塞の解析に適用

し、RO膜上でのバイオフィルムの構造と、閉塞原

因物質・原因微生物の特定に成功した。 

 

 第 4 期中長期計画期間における「橋渡し」研究

前期の評価指標となる知的財産の実施契約等件数

に関しては、平成 27年度から平成 29年度は 93、

95、130件と順調に推移し、平成 30年度は 114件

（目標 110 件）と目標を達成し、技術の橋渡しを

着実に進めている。 

 また、競争前領域研究を担う NEDO等の研究開発

プロジェクトにおいて、「革新型蓄電池実用化促進

基盤技術開発（RISING2）」、「次世代パワーエレク

トロニクス」、「メタンハイドレート資源開発に係

る研究開発」、「高効率な資源循環システムを構築

するためのリサイクル技術」など、多数のプロジ

ェクトにおいて PL・サブ PLを務め、中心的な役割

を果たした（公的資金獲得額：平成 27 年度 45.7

億円、平成 28 年度 44.8 億円、平成 29 年度 51.3

億円、平成 30年度 44.8億円）。 

 

 なお、評価委員からは、「（アンモニア製造利用技

術）水素キャリアとしてアンモニアを用いる水素エ

ネルギーシステムにおいて不可欠な、アンモニアタ

ービン技術とアンモニア合成技術の実用規模にお

ける実証は非常に有意義な成果であると思いま

す。」、「（低コスト HVPEによるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電

池の超高速成長）軽量、低コストかつ多様な場所へ

の設置が可能という売りに加え、20%超の発電効率

性能により、ウェラブル機器の拡大する要求に応え

ることができると考えます。」、「（戦略的都市鉱山構

築のための金属回収技術の開発）今年度の成果は、

実用化に向けた自動自律システムの検証完了であ

り、次年度に対し期待できる結果となっている点を

評価したい。特に、溶融塩電解法では、困難な金属

分離工程を簡便にする装置の原理検証を完了し、実

用化に近いていると考えます。」、「（逆浸透(RO)膜ろ

過法における膜閉塞機構の解析）水の膜透過を阻害

するファウリング現象の解明は、有用な対策を打つ

根拠となり、膜長寿命化とメンテナンスコスト低下

に有用と考えます。バイオフィルムの可視化分析と

周波数応答分析でファウリング検知技術が確立さ

れれば、世界の水問題の解決に有益で、メンテナン

ス事業への展開も可能でしょう。」など高い評価を

得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 NEDO 等の公的研究資金プロジェクトは単に研究

資金を獲得しているだけでなく、オープン・イノベ

ーション・プラットフォームを提供し、産業界や大

学等の要望に応えるという重要な役割を果たして

いる。経済産業省の技術開発政策にも合致する活動

であり、領域の主たるミッションと位置づけ多数の

人的リソースを投入している。従って、ここから効

率的に民間資金獲得増につなげる取り組みを進め

ることも重要課題である。対応としては、一つには、

オープン・イノベーション・プラットフォーム活動

を、潜在的な未来の産業ニーズの把握と位置づけ、

後年度に参画企業との資金提供型共同研究につな

げるよう技術マーケティング活動を進める（「オー

プン」から「クローズ」へ）。他方、公的資金の確

保が難しいプラットフォーム活動や、公的資金を確

保するための先行的なプラットフォーム活動を、民
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間資金によるコンソーシアム形式で運営すること

も進めていきたい。 

 第 4期中長期目標期間のみに限らず、中長期的に

も、オープン・イノベーション・プラットフォーム

活動からの民間企業資金の獲得増加につなげるこ

とが課題であり、NEDO 等の公的資金によるプロジ

ェクトを継続して牽引し、さらに上述のような民間

資金によるコンソーシアム運営やコンソーシアム

参加企業との個別の共同研究への展開を図ってい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 「橋渡し」研究後期においては、民間企業のコミ

ットメントが重要であり、企業単独はもちろん、

コンソーシアム、技術研究組合、共同研究体（TPEC

など）を通じた研究を展開した。特筆すべき研究

トピックとして小項目（2）エネルギーを高密度で

貯蔵する技術の開発（蓄エネ）より「水素エネルギ

ーシステム」と（3）エネルギーを効率的に変換・

利用する技術の開発（省エネ）より「パワーエレク

トロニクス」の背景・実績・成果を以下に示す。 

 

 日本の二酸化炭素排出量の約 40％は建築関連が

占めており、さらにそのうちの 80％近くはエアコ

ン、照明など建物運用時のエネルギー消費に起因

する。従ってこれらの二酸化炭素排出量の大幅な

削減が求められている。第 5 次エネルギー基本計

画（平成 30年 7月策定）においても、ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル（ZEB）実現を目指すとする

政策目標が掲げられており、その実現には大幅な

省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの導

入、さらには再生可能エネルギーから作った CO2フ

リー水素の活用が求められている。住宅地域での

水素エネルギー大量利用には、消防法危険物など

に該当しない水素貯蔵方法の確立が鍵となる。平

成 27年度から、清水建設株式会社と再生可能エネ

ルギーを用いた水素製造、貯蔵、利用を行う実証

システム構築を進め、各装置を連携させた自動制

御技術を確立した。平成 30年度には、太陽光発電

23.75kwを接続して、天気予報による発電量予測と

天候に合わせた需要予測を用いて水素エネルギー

システムの完全自動運転を実証した。実建物への

移設を開始した。（FREA） 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 「橋渡し研究後期」において特筆すべき研

究成果である「水素エネルギーシステム」および「パ

ワーエレクトロニクス」の成果の意義・アウトカム

を以下に示す。 

 

 再生可能エネルギーを用いた水素エネルギーシ

ステムに関して、消防法および高圧ガス非該当で水

素を貯蔵できる水素吸蔵合金を用いて、大量の水素

貯蔵を可能にし、その性能を求められる温度域で実

証した。これらの水素貯蔵技術の進展により、固体

高分子型燃料電池との高効率連携が可能となり、水

素エネルギーシステムが実用化に向けて大きく前

進した。消防法危険物および高圧ガスに該当しない

水素貯蔵方法であるという特色により、有資格者の

配置をせずに住宅地域での水素大量貯蔵が可能と

なる。なお、本技術は、平成 30年度に 2018年コー

ジェネレーション大賞技術開発部門理事長賞を受

賞した。今後、水素社会に対応できる建物付帯型の

コンパクトで安全な水素エネルギー利用システム

の開発が進展し、さらに、余剰の再生可能エネルギ

ーで製造した CO2フリー水素を街区に導入する水素

サプライチェーンの実証、ゼロエミッションタウン

の具現化が進むと期待される。本成果は Journal of 

Hydrogen Energy (IF: 4.229)に 1報掲載（平成 31

年 3 月）、さらに日経ビジネス平成 31 年 2 月 4 日

号、日経エレクトロニクス（平成 31 年 3 月号）な

ど新聞、雑誌等にも取り上げられた。新規建物では、

ベーシックな構造物の建築費用に対して 10～15％

程度を事業継続計画（BCP）対応などの付加価値を
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金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

 エネルギーの有効利用を促進し低炭素社会の実

現を目指していくには、電力の変換（直流・交流変

換や電圧変換）や制御を担うパワーエレクトロニ

クス技術を進展させ、パワーエレクトロニクス電

力機器を飛躍的に高効率化、小型軽量化、高機能

化することが求められている。これらはパワー半

導体デバイス（パワーデバイス）の性能に大きく

依存するが、既存の Siパワーデバイスはシリコン

の物性から決まる理論限界に近づきつつある。SiC

は、パワーデバイスの小型化や高効率化に有利な

物性をもつため、次世代型パワーデバイスの有望

な材料として期待されている。近年では、SiC パワ

ーデバイスを搭載した機器が実用化され始めてい

る。この電力の省エネルギーに極めて有効と目さ

れる低損失 SiC パワーデバイスの普及には、市場

規模の大きな耐電圧 1 kV 級（2030 年において約

1,000 億円の SiC デバイス市場規模）における量

産性と信頼性の向上が鍵となっている。平成 29年

度までに、トレンチ型 MOS トランジスタを 4 イン

チ、更には量産性の高い 6 インチレベルで開発す

るとともに、電力変換器の小型化にもつながる独

自のダイオード内蔵構造を用いて、実用的な信頼

性指標値の約 3倍の 2,800 A/cm2という大電流密

度まで劣化を抑制するという画期的な信頼性向上

に成功した。平成 30年度には、信頼性に加え、更

なる低損失化に向けた抵抗低減の方策としてスー

パージャンクション技術を取り込み、同耐圧クラ

スで世界最小の特性通電時抵抗 0.63 mΩ cm2 を

量産レベルで実現した。 

 

「橋渡し研究後期」において、上記以外の各小項

目の研究テーマの背景・実績・成果を以下に示す。 

 

1. 新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創

エネ） 

 我が国における地中熱システムの普及を考える

上で、熱交換器設置のための掘削コスト削減と地

下の熱利用のポテンシャルの把握は最重要課題で

ある。そこで、平成 27 年度から平成 29 年度は民

間企業と低コスト・高効率の熱交換器を共同開発

した。地域の地下水流動を取り込むことにより、

通常の熱交換器と比較して 2～3 倍の熱交換能力

持つ設備を入れることが見込まれており、本件が普

及すれば街区における安全な水素利用を大幅に進

めることができると考えられる。ゼロエミッション

な水素の供給を実現できれば、再生可能エネルギー

分野への波及効果が期待される。（FREA） 

 

 炭化ケイ素半導体（SiC）パワーデバイスの量産

実用化技術に関して、SiCパワーデバイスの信頼性

問題を量産レベルで解決したことで、当該パワーデ

バイスの広範な普及の目処がたった。インバータに

代表される当該パワーデバイス搭載機器の社会導

入は電力の省エネに大きく貢献する。本成果は、半

導体電子デバイスの最高峰の国際会議である IEDM

で 2 年連続（3 件）採択され、平成 29 年度と平成

30 年度に渡り日本経済新聞等 6 紙（平成 30 年度 4

紙）で報道されるなど、学会／産業界から高く評価

されている。今後、これらの高性能内製デバイスチ

ップを活用した回路／モジュールと応用機器の開

発を進めるとともに、橋渡し前期段階の成果を順次

橋渡し後期段階へ移管して量産レベルに成熟させ

る。SiCパワーデバイスの市場は現在約 300億円だ

が、再⽣可能エネルギーの更なる普及、産業機器・

家電・次世代⾃動⾞等の⼀層の省エネ化に伴い、

2030 年には 2,500 億円程度と予想されている。ま

た、省エネ効果により、CO2 削減といった環境問題

への波及効果が期待される。 

 

 

「橋渡し研究後期」において、上記以外の各小項目

の研究トピックの成果の意義・アウトカムを以下に

示す。 

 

1. 新エネルギーの導入を促進する技術の開発（創

エネ） 

 地域の地下水環境を有効活用した「高効率地中熱

交換器」や「タンク式熱交換器」の開発において、

地域の地下水流動を取り込むシステムにより、通常

の熱交換器と比較して 2～3 倍の熱交換能力を示

し、3割以上の掘削コスト削減を実現した。なお、

これらの新しい熱交換器は福島建設工業新聞で報
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を示した。スリットを入れたケーシングで井戸を

保護することにより、地下水流れによる高い熱交

換能力を有するシステムや自噴井を利用したセミ

オープンループ地中熱交換器、地下水を利用した

タンク式熱交換器の開発・実証等を行い、商品化

を実現した。平成 30年度は、福島県地中熱事業協

同組合と地層の熱伝導率を把握するための簡易熱

応答試験法の有効性を実証した。（FREA） 

 

2. エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開

発（省エネ） 

 高効率エンジン燃焼技術の効率向上を目指し、

平成 29年度までに EGR（排気ガス再循環）システ

ムの摺動部等に固着し機能低下、故障の原因とな

る固体析出物（デポジット）生成メカニズムを解

明し、そして世界初となるシンクロトロンを用い

た X 線技法による金属ノズル内部の燃料渦流、キ

ャビテーションなど流動特性を観測した。平成 30

年度には、デポジットに含まれる多環芳香族の生

成挙動、そして燃料噴霧ノズル内のニードル挙動

と内部燃料渦強度の関係やノズル近傍における噴

霧流動挙動を明らかにした。 

 

3. 環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・

物質循環） 

 新技術・製品の環境適合性の分析にはライフサ

イクルアセスメント（LCA）が不可欠であり、多様

な環境影響領域（気候変動、資源消費、有害化学物

質排出、土地利用など）の評価と、日本だけでなく

海外の製品・資源等のサプライチェーンにも対応

する CO2 排出量をはじめとした日本の環境負荷排

出量データベース開発が大きな課題であった。そ

こで平成 29年度までに 3,800以上の圧倒的なデー

タ数を誇る国内の環境負荷排出量データベース

（IDEA ver. 1）を高度化し、土地、水環境等の影

響領域評価ニーズに応える IDEA ver. 2を開発し

た（販売実績：233 ライセンス）。平成 30 年度に

は、さらにアジア地域の製品・資源等のサプライ

チェーンを中心に環境負荷排出量データベースを

整備し、海外版 IDEAを構築した。 

 また、工業用ナノ材料の社会実装には、製造事

業者自らが安全性評価の拠り所とする評価手法や

道（平成 29年以前に 3件）されており、その導入・

普及が高く期待されている。地下水を考慮した日本

式の地中熱研究は、東南アジア諸国に対しても大き

く役立ったため、地域の地質や地下水流動の特性に

適応した地中熱システムの開発が期待される。

（FREA） 

 

2. エネルギーを効率的に変換・利用する技術の開

発（省エネ） 

 デポジット生成モデルに寄与する現象解明や燃

料噴霧に関して構築した現象モデルは、自動車用内

燃機関技術研究組合（AICE）や SIP革新的燃焼技術

（内閣府/JST）及び民間共同研究で高い評価を受け

ている。特に燃料噴霧モデルについては、すでに自

動車メーカー2社に採用されている。いずれについ

ても、今後もモデル改良を継続的に検討し、高効率

エンジン燃焼技術の効率向上を目指す。 

 

3. 環境リスクを評価・低減する技術の開発（安全・

物質循環） 

 インベントリデータベースである IDEA は、日本

で唯一国際連合環境計画が進める LCA 国際データ

ベース協調枠組み（GLAD）にデータ登録された、世

界最大規模のデータベースである。そのため、国際

的枠組みに即した信頼性の高いデータに基づいた

日本製品の環境性能評価が可能になり、既に 233ラ

イセンスを販売することで市場における日本製品

の競争力の向上への寄与につながっている。平成

28 年度に LCA 日本フォーラムより経済産業省産業

技術環境局長賞を受賞した。 

 工業用ナノ材料の安全性評価に関しては、各種ガ

イダンス文書の公開により、事業者による工業用ナ

ノ材料の自主的な安全管理の実施に貢献している。

ガイダンス文書の 1 つであるカーボンナノチュー

ブ（CNT）のケーススタディ報告書は、実際の工場

立地に係る認可において参考資料として採用され

た。安全性評価手法が普及することで事業化の促進

や応用製品の開発と普及が加速すると期待される。 

 

 以上のように、評価指標である民間資金獲得額は

目標値を下回ったが、前年度比では増加した。また、

国内外の企業と連携した、今後のイノベーションに
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ガイダンスが不可欠である。平成 27年度から平成

29年度には、ナノ炭素材料の自主的な安全性評価

のための各種ガイダンス文書を作成し、無償公開

した（累計ダウンロード数 6,000 件以上）。その

後、製造事業者とセルロースナノファイバー（CNF）

の安全性評価手法の共同開発に至り、平成 30年度

には、CNF の検出・定量手法、気管内投与手法、皮

膚透過性試験手法、排出・暴露評価手法といった

自主安全管理に資する評価手法を確立した。 

 

 第 4 期中長期計画期間における「橋渡し」研究

後期の評価指標となる民間資金獲得額に関して

は、平成 27年度から平成 29年度は 19.6、23.2、

22.5億円と推移し、平成 30年度は目標 41.1億円

に対して 23.5億円であり、目標達成はできなかっ

た。しかしながら、平成 29年度と比較すると増額

（同月比 104％）が見られた。これは冠ラボの設立

等による個別企業との連携強化や一定金額以上の

共同研究にイノベーションコーディネータ等を配

置するなどの体制強化、さらにテクノブリッジフ

ェア等における個別企業の招待や個別企業への領

域幹部の訪問機会の強化などの結果であると考え

られる。また、平成 27年度より創設された技術コ

ンサルティング制度における獲得額は、平成 28年

度は 2,696万円（15件）、平成 29年度は 8,010万

円（51件）、平成 30年度は 9,839万円（65件）と

大幅に増加し、民間資金獲得額 23.5億円に対して

4.2％の割合を占めるに至った。 

 

つながる着実な研究開発が実施できたと考え、評定

を「B」とする。 

 なお、評価委員からは、「（炭化ケイ素半導体(SiC)

パワーデバイスの量産実用化技術開発）今年度は低

抵抗化改良に注力し、耐圧クラス世界最小抵抗の

0.63 mΩ cm2を量産レベルで実現した点を高く評

価したい。特に、量産プロセス確立後に、不十分な

性能にターゲットを定めて確実に改良していく手

法は、感銘に値すると思います。」、「（1 kV 級高温

高速動作 SiCパワーモジュール）産業界が強く望む

小型化を、世界最高水準の応答特性を維持しつつ、

熱の課題も解決し実現させたことは、特筆すべき成

果と考えます。」、「（再生可能エネルギーを用いた水

素エネルギーシステムの実証研究）システムの自動

運転実証完了は、技術的には完成したことを意味し

ていると思います。経済性の成立はまだですが、い

つでも事業を開始できる状態に漕ぎ着けた意義は

大きいと思います。」、「（事業者による工業用ナノ材

料の安全性評価のガイダンス）CNFは用途が最近特

に拡大しており、定量評価の手法をタイムリーに構

築できた点を評価したい。」、「（インベントリーデー

タ(IDEA)の構築と普及）世界各国と連携し、特に経

済活動の活発なアジア地域を中心としたデータベ

ースの枠組み構築は、エネルギー環境領域の方向性

にも影響する重要な活動として評価したいと思い

ます。」など高い評価を得ている。  

 

＜課題と対応＞ 

 民間資金獲得額は、平成 27年度から平成 29年度

と比較し、平成 30 年度は同月比で増額したが、与

えられた目標を大きく下回ることが最大の課題で

ある。当領域は時間軸が長い研究テーマを担当し、

社会ニーズとしても「橋渡し研究前期」としての役

割が強く求められている状況で、個別企業との連携

を想定して設定された民間資金の大幅な増額には

時間がかかり、今後も下記の観点で粘り強い努力を

継続していく必要がある。 

(1) 民間資金で運用されるプラットフォーム型研

究活動の拡大 

(2) プラットフォーム型研究活動から資金提供型

共同研究への展開 

(3) 技術コンサルティングから資金提供型共同研
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究への展開 

これらの視点で、民間資金獲得額の増額に取り組ん

で行きたい。 

 民間資金獲得額は、第 4期中長期目標期間におい

ては全ての年度において目標には未達であるが、中

長期的にも民間資金の獲得額増加は大きな課題で

ある。一方で、当領域は公的資金による国家プロジ

ェクトを中心的に牽引する役割も果たしており、中

長期的には民間資金のみならず公的資金も加えた

外部資金の獲得額を増強し、公的機関としての重要

なミッションを果たしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

けて、イノベーションコー

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 当領域では、エネルギー・環境分野に特化した

技術力を基に、橋渡し機能の強化のため民間企業

への技術指導とコンサルティングを積極的に実施

してきた。技術の橋渡しの初期段階に当たる技術

研修は、平成 27 年度 12 社 24 名、平成 28 年度 9

社 21名、平成 29年度 12社 20名、平成 30年度 17

社 39 名と増加傾向にある。平成 27 年度より創設

された技術コンサルティング制度では、技術アド

バイスや分析・評価の他に、将来の連携を見据え

た先端技術調査や、新規事業に向けた連携研究テ

ーマを双方の議論で導き出すコンセプト共創型の

コンサルティングも行っている。技術コンサルテ

ィング制度における獲得額は、平成 28 年度は

2,696万円、平成 29年度は 8,010万円、平成 30年

度は 9,839 万円と大幅に増加した。件数としても

平成 28 年度は 15 件、平成 29 年度は 51 件、平成

30 年度は 65 件と大幅に増加している。これはイ

ノベーションコーディネータによる技術コンサル

ティング制度の領域内への普及活動と研究者との

連携の成果である。 

 太陽光発電や風力発電などを大規模に導入する

場合に、これら変動する分散電源の出力をスマー

トに制御して電力系統に接続することが求められ

ている。FREAでは、大型パワーコンディショナー

等のパワーエレクトロニクス機器の先端的研究開

発・評価を行う施設として、スマートシステム研

究棟を平成 27 年度に建設し、平成 28 年度に運用

を開始した。この施設は分散電源やメガワット級

の大型パワーコンディショナー等を世界の様々な

電力系統や気象条件の下で試験・評価できる施設

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 技術研修・技術指導、技術コンサルティン

グ等で企業と連携する意義は、実社会で必要とされ

ている技術、社会・経済の動きが察知できるところ

にある。例えば、「気象データ解析による農作物収

穫量予測に関する技術コンサルティング」では、契

約納期における収穫量を気象データにより予測す

ることにより、これまでは投機的な契約であった農

作物契約を科学技術的に支援し、生産者と需要者の

双方にメリットを与える。また次年度以降に技術コ

ンサルティングから共同研究に移行する例も多々

あり、産総研という存在と産総研の技術を社会に認

知してもらうことに役立っている。 

 被災地シーズ支援プログラムでは、製品化実績が

年度を追うごとに増加している。平成 30 年度から

は、それ以前の個社支援のみならず、関連企業によ

るコンソーシアム形成による企業間連携も開始し、

FREA はその取りまとめ役を果たした。そのような

新しい体制による連携強化を通じて、被災地企業等

の再生可能エネルギー技術のシーズ開発・事業化支

援事業を進め、被災地の産業復興支援に大きく貢献

した。 

 

 以上のように、高い技術ポテンシャルを活かし、

技術コンサルティング契約総額や製品化実績の顕

著な増加が認められたため、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「5 億円の共同研究費を

増やした点はスタッフの尽力につきる。」、「安全科

学は、どこまで追求すればよいかわからない場合が



30 

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

 となっており、国内メーカーのタイ国向け海外認

証への対応等、国際認証取得に貢献している（グ

ローバル認証基盤整備事業）。平成 28年度 4社 16

件、平成 29 年度 7 社 21 件、平成 30 年度 7 社 21

件の利用実績であり、ほぼフル稼働状態を継続し

ている。 

 また FREAでは、被災地企業のシーズ支援プログ

ラムを平成 25 年度より開始し、平成 25 年度から

平成 29 年度までで計 44 社、107 件を実施した。

平成 30 年度からは被災地企業等再生可能エネル

ギー技術シーズ開発・事業化支援事業という後継

事業を開始し、再生可能エネルギー関連の技術を

基に被災 3 県の企業の事業化支援を行っている。

平成 30 年度は 8 件の製品化を数え、平成 30 年度

までに製品化した実績は 17件となった。 

 その他特筆すべき活動として、国際標準化活動

が挙げられる。国際電気標準会議（IEC）の TC82（太

陽光発電システム）および国際標準化機構（ISO）

の TC28（石油製品および潤滑油）において国際議

長を務めている他、第 4 期中長期目標期間におい

てコンビーナ延べ 7 名、プロジェクトリーダー延

べ 7名、エキスパート延べ 59名を輩出している。

平成 30年度はコンビーナ、プロジェクトリーダー

を務めた ISO 規格 5 件が発行され、第 4 期中長期

目標期間における ISO、IEC の発行数は 14 件に上

るなど、顕著な貢献を行った。平成 27、30年度に

は工業標準化事業表彰・経済産業大臣表彰を受け、

平成 27、28年度には産業技術環境局長表彰（国際

標準化貢献者表彰）、平成 28、30 年度には国際標

準化奨励者表彰をそれぞれ１件受けた。 

 

多いため、企業だけではなかなか体系的な投資は困

難です。この分野こそ産総研の力を最大限発揮でき

る領域であり、将来の連携ネタでもあることから、

コンサルティング件数、額が伸びている点は、大い

に評価できると思います。」など高い評価を得てい

る。  

 

＜課題と対応＞ 

 第 4 期中長期目標における民間資金獲得額目標

の達成に向け、技術コンサルティングの大幅な増加

は民間資金獲得額の増額に寄与している。技術コン

サルティングのテーマ設定は、後年度の資金提供型

共同研究につながるように留意しており、今後の共

同研究として民間資金獲得拡大が期待される。しか

しながら、民間資金獲得額目標の達成には大型の共

同研究が必要であり、領域のイノベーションコーデ

ィネータとイノベーション推進本部との連携が重

要となる。 

 被災地シーズ支援プログラムは平成 29 年度で終

了したが、被災地企業の支援継続の強い要請を受け

て、後継予算（平成 30 年度から令和 2 年度）を獲

得し、地元企業の新たな産業創出を継続支援する体

制を整えた。 

 中長期的な課題としては、 

・NEDO の先導調査研究等から大型個別共同研究へ

の展開 

・技術コンサルティングから個別共同研究への展

開 

・研究ユニットの研究人材の増強 

等が挙げられる。これらの課題を解決するため、領

域幹部、領域担当のイノベーションコーディネー

タ、研究ユニット幹部が連携し、対応を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 当領域は産業技術の共同研究成果を共同で管理

し、組合員相互で活用する法人である技術研究組

合への参画やコンソーシアムの主催を通じて、最

新ニーズの把握に努め、産総研の技術力と中立的

立場を活かした産業界の研究開発のハブ機能の創

成に寄与している。 

 領域担当のイノベーションコーディネータ（3

名）は、新たな共同研究先企業の発掘を目的に、イ

ノベーション推進本部と共同で大型案件への対応

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 自動車業界がパワートレインに関する基盤

技術の強化と次世代を担う産学双方の研究開発人

材の育成のために設立した技術研究組合 AICE に産

総研も参加している。この中で、産総研は研究開発

のみならず、自動車業界と大学を主体とするアカデ

ミアとの結節点（ゲートキーパー）として、産業技

術ニーズと基礎研究の通訳・交通整理役を果たして
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ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

や定期的なマーケティング会議への参画による情

報共有、テクノブリッジフェアへの大型連携企業

の招待と技術研究組合やイノベーション・コンソ

ーシアム型共同研究の運営および支援活動等を行

なっている。これらの活動により、最新のマーケ

ットや技術動向と企業ニーズを把握し、産総研技

術との連携に努めている。また、エネルギーデバ

イス産業、エネルギー産業、自動車産業に加え、素

材・化学産業への産総研技術の橋渡し等に努力し

ている。特に自動車産業に向けては、エネルギー

損失低減技術（熱電変換、軽量化素材）や排気処理

（触媒技術）、将来システムの基礎技術（電動化、

新燃料）の展開を行ってきた。 

 当領域では平成 30年度までに、以下のようなコ

ンソーシアムを設立し、企業との連携強化を図っ

た。 

・産総研が会長・幹事長を務めて総数 100 に及ぶ

アカデミア研究室の連合体を組織し、内燃機関産

学官連携コンソーシアムを平成 29 年 6 月に設立

し、自動車業界のエンジンシステム技術に関する

ニーズに応える研究体制を確立した。 

・産総研の 8ユニット、8研究グループ等の 35名

の研究者からなる「戦略的都市鉱山研究拠点

(SURE)」は企業連携組織「SUREコンソーシアム（産

総研、企業 61社、27 公的機関より構成）」と連携

し、天然鉱山と価格競争が可能な都市鉱山の開発

を目指している。SUREコンソーシアムの会員が中

心となり、平成 29 年度より 6 年間の NEDO プロジ

ェクトを開始した。当領域の研究者が PLを務め、

廃製品自動選別技術・廃部品自動選別技術・高効

率精錬技術開発について多角的な橋渡しを実施

し、数千万円規模の民間資金の獲得にもつながっ

た。平成 30 年度には NEDO プロジェクトの加速的

開発を目的に設置した集中研究施設を産総研内に

開所した。なお PL は平成 29 年度の日経地球環境

技術賞優秀賞を受賞した。 

・平成 28年度に、固体酸化物エネルギー変換先端

技術コンソーシアム（ASEC、企業 14社、3大学、

産総研 16名の研究者より構成）を設立し、固体酸

化物形燃料電池の抱えるトリレンマ（経済性・効

率性・耐久性）を解決可能な基盤技術の開発と技

術革新による適用先の開拓を検討する体制を構築

きた。平成 29 年度、当領域内に立ち上げた内燃機

関産学官連携コンソーシアムでは、技術研究組合

AICE を通じて産業界のニーズを把握し、産総研を

含むアカデミアの力を結集して連携することで、多

角的に課題に対応できる体制を構築してきている。

今後、産業界からの資金・人材のリソース提供を含

む支援を得つつ、持続的な連携体制を推進すること

になり、特筆すべき成果と考えている。自動車の電

動化へのシフトが顕著になってきており、動力源と

しての内燃機関、燃料電池、さらに周辺技術のパワ

ーエレクトロニクスや蓄電池等への研究対象の広

がりも期待される。 

 人工資源からの金属生産技術を確立する戦略的

都市鉱山技術の導入 10 年間で、日本の金属生産市

場が 5.3 兆円となることが見込まれることから、日

本再興戦略、NEDO技術戦略が策定されるなど、SURE

コンソーシアムを中心とした動静脈連携による日

本型「戦略的都市鉱山」に社会的な期待が高まって

きた。 

 気候変動関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）や ESG投資の環境側面の評価技術として必

須である LCA の基盤となる IDEA ラボの活動におい

て、インベントリデータベースに関するライセンス

233件を既に販売しており、日本企業の環境性能分

析を支えることに加えて、国際的にも日本初のトッ

プデータベースとして認知された。 

 

 以上のように、多岐にわたるマーケティング力強

化の取り組みや、各種表彰等で外部からも高い評価

を得ていることを踏まえ、着実な成果が得られたと

考え、評定を「B」とする。 

 なお、評価委員からは、「新規でゼロエミッショ

ン水素タウン連携研究室を設立、企業と連携して運

用時の課題解決にも取り込まれている。」、「関西セ

ンターにおいては、電池技術研究部門と技術研究組

合リチウムイオン電池材料評価研究センター

（LIBTEC）が協力して将来の電気自動車用「全固体

電池」に関する NEDO 先導プロジェクトを獲得し、

平成 30 年度からは自動車企業を中心とするオール

ジャパン産学官連携体制を整え、産業界をリードし

ている点は非常に心強い。」など高い評価を得てい

る。  
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グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

した。3年間の研究活動により、従来比 10倍の高

性能電極・従来比 10 倍の出力密度のセルを達成

し、その製造方法と課題整理を行った。 

 IDEAの開発に関しては、国連環境計画（UNEP）

がグローバルなインベントリデータベース間の相

互利用を目的として構築を進めているグローバル

LCAデータアクセスネットワーク(GLAD)に IDEA構

築に関わる研究者が日本の代表として参加してい

る。また、IDEAに特化した窓口組織の設置と研究

開発中の技術の環境適合性を評価するニーズに応

えるため、IDEAラボを平成 29年 4月に設立した。

さらに、国内外の主要な LCA ソフトウェアにデー

タを提供することにより、国内にとどまらず海外

のユーザーに向けても普及活動を進めている。日

本の基盤データベースとして産業技術の環境活動

に大きく貢献したことが評価され、平成 28年度に

は LCA 日本フォーラムより経済産業省産業技術環

境局長賞を受賞している。 

 板状大型単結晶ダイヤモンド製造技術による産

総研発ベンチャー企業（イーディーピー：設立平

成 21年 9月）が、大型切削工具や次々世代半導体

につながる 1インチウェハを製品化し、平成 29年

度には売上 3 億円を上回る成長を達成したことが

評価され、産学官連携功労者表彰（内閣総理大臣

賞）を受賞した。（関西センター） 

 産総研のサポートにより、株式会社ニッコーが

水産物の鮮度保持に優れたシャーベット状の海水

氷（シルクアイス）を、船の上で海水から製造可能

な漁船搭載用の製氷機を開発し、実用化した。こ

のことが評価され、平成 29年度に第 7回ものづく

り日本大賞の製品・技術開発部門において「内閣

総理大臣賞」を受賞した。平成 30年度も 3台販売

され、販売累計 30台に達している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 平成 29 年度に設立した内燃機関産学官連携コン

ソーシアムを始め、当領域では技術開発コンソーシ

アム等の主催や技術研究組合への参画例が多い。

NEDO プロジェクトも含め、業界のニーズに応える

形で、協調領域・前競争領域でのオープン・イノベ

ーション・プラットフォームを形成・運営すること

が、当領域の大きなミッションと判断している。直

接的・顕在的な産業ニーズ対応だけでなく、未来型・

潜在的な産業技術ニーズも発掘される場合が多く、

当領域にとっての重要な技術マーケティング活動

としても位置付けている。 

 プラットフォームの運営には、産業界の意向によ

り公的資金（NEDO、SIP等）を確保に動く場合が多

いが、民間資金活用型の共同研究体 TPEC や、技術

研究組合 AICE、技術研究組合 LIBTECなどでは多額

の民間資金も供出されている。公的資金/民間資金

を区別するのではなく、我々がどういった形で産業

貢献することが真の産業振興につながるのか、それ

を常に検証しながら運営することが求められる。な

お、プラットフォーム活動の中から、競争領域に入

るようなテーマについては個別企業との連携に進

む場合もあり、今後はプラットフォーム活動からの

個社連携への展開にも注力したい。 

中長期的な課題としては、 

・NEDO の先導調査研究等から大型共同研究への展

開 

・イノベーション・コンソーシアム型共同研究の設

備更新における減価償却費の考え方の導入 

・大型機器導入時の公示期間の短縮 

・研究ユニットの研究人材の増強 

等が挙げられる。これらの課題を解決するためには

関係部署との協議により対応を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築
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する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す
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る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 当領域では大学等と連携して、将来の産業化を

見据えた目的基礎研究の強化に取り組んでいる。

平成 27 年度より本格運用されたクロスアポイン

トメント制度を利用して、エネルギー・ナノ工学

ラボ（東京大学）、イオン液体の電気化学的応用技

術開発（大阪大学）、再生可能エネルギー研究開発

（山形大学）、アンモニアガスタービン研究開発

（東北大学）など、平成 27 年度に 6 名、平成 28

年度に 3名、平成 29年度に 3名の研究者の受入・

出向を行い、平成 30年度も継続して連携し、研究

を行っている。平成 30年度には新たに 7名の研究

者の受入・出向を行い、MOSFETのチャネル形成に

おけるダイヤモンド表面制御に関する成果などを

上げた。また、平成 28年度より経済産業省の進め

る「オープンイノベーションアリーナ構想」の一

環として、大学等のキャンパス内に設置する産学

官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 大学とのクロスアポイントメントによる人

事交流では、研究論文の増加や技術書の執筆などが

進んでおり、目的基礎研究力の強化に着実につなが

ってきている。また FREA での共同実証実験におい

てもアンモニア燃焼の成功などの成果が生まれ、水

素エネルギー技術の実用性向上に貢献した。GaN-

OIL（名大）、ChEM-OIL（京大）、HydroMate（九大）

ともテーマの絞り込みや研究設備の整備が進み、

GaNを用いたパワーエレクトロニクス技術（省エネ

ルギー）の進展や燃料電池、蓄電池等に応用可能な

新規電極触媒への展開（蓄エネルギー）等が期待で

きる。このように目的基礎から橋渡しまでのシーム

レスな体制を組むことができており、研究成果の社

会実装への加速が期待される。 
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究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」の整備を、平

成 30 年度も積極的に進め

る。 

 

トリ（OIL）」の整備に取り組み、大学等の基礎研究

と、産総研の目的基礎研究・応用技術開発を融合

し、産業界へ技術の「橋渡し」を推進した。平成 28

年 4 月に名古屋大学内に設置した窒化物半導体先

進デバイスオープンイノベーションラボラトリ

（GaN-OIL）については、窒化物半導体技術の実用

化のために必要な結晶技術、デバイス技術、回路

技術などの開発を行った（平成 30年 8月 1日をも

ってエレクトロニクス・製造領域に移管）。また平

成 29年 1月に設置された産総研・九大水素材料強

度ラボラトリ（HydroMate）では、九州大学が有す

る世界トップレベルの高圧水素ガス中でのマクロ

レベル材料強度評価技術と、産総研が有する水素

ガス中でのナノレベルの材料組織評価技術を融合

し、金属材料の脆化現象の解明を目指した研究を

進めている。なおこれら 2 つのラボは、内閣官房

「まち・ひと・しごと創生本部」決定の「政府関係

機関移転基本方針」を踏まえて設立されている。

平成 29年 4月には、エネルギー化学材料オープン

イノベーションラボラトリ（ChEM-OIL）を京都大

学内に設置し、新材料・新概念に基づく先駆的エ

ネルギー変換・貯蔵技術を軸として、次世代のエ

ネルギー化学材料技術の企業への橋渡しによる早

期実用化を図るため、有機、無機、高分子、生体材

料等の材料研究で世界をリードする京都大学との

連携研究を開始した。 

 

 他研究機関との国際連携に関しては、平成 29年

度までに航空宇宙センター（DLR、ドイツ）とエネ

ルギー変換・貯蔵に関わる研究連携に関する協定

を、パシフィックノースウェスト国立研究所

（PNNL、米国）と包括研究協力覚書を、欧州委員会

共同研究センター（JRC）と研究連携に関する協定

をそれぞれ締結した。また、平成 28年 3月に産総

研とフラウンホーファー研究機構（FhG-ISE、ドイ

ツ）、国立再生可能エネルギー研究所（NREL、米国）

の 3 機関が中心となり、世界を代表する専門家（研

究所、大学、政府機関、製造メーカー、金融等）約

50名が参加した第 1回テラワットワークショップ

を開催し、エネルギー安定供給や気候変動抑制に

おける太陽光発電の役割について議論を行い、共

同ステートメントを策定・公表した。その成果は

 以上のように、他研究機関との密な連携により産

総研の技術シーズのレベルアップを加速させてお

り、顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」と

する。 

 なお、評価委員からは OILの成果のコメントとし

て、「水素脆化の基本メカニズム解明は、将来的な

水素社会における基盤技術として有益である。」、

「（金属-空気電池用材料の開発）正極反応の活性を

あげる触媒に、非貴金属材料の可能性を引出したの

は、MOFナノチューブなどの導電性材料へのナノレ

ベルの触媒分散担持定着技術によるところが大き

いと思料します。非金属材料を触媒に使えることを

実証した意義は大きいと考えます。」など高い評価

を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 クロスアポイントメント制度や OIL 制度は近年

開始した制度であるが、新たな OILを設立するなど

着実に進展している。両制度は、通常の共同研究と

は異なるため、その効果に関する現状分析と、課題

の整理を行う必要がある。また当該制度の主な目的

の一つは人材交流であり、将来を担う優秀な人材の

確保につながるようなスキームの構築が課題であ

ると認識している。具体的な対応としては、クロス

アポイントメントや OIL 等で取り組んでいる研究

の状況を、報告会開催などを通じて領域が定期的に

把握し、リサーチアシスタントの雇用など、活発な

人材交流が進むよう状況に応じた現場への支援を

実施する。 

 外部機関との連携を強化・拡大していく方向性

は、中長期的にも変わることはないと考えている。

クロスアポイントメントやリサーチアシスタント

あるいは OILを始めとして、制度上の整備が進んだ

ことから、これらの外部連携手段を有効に活用して

いくことが重要である。一方で、外部連携のいたず

らな拡大に陥ることなく、これらの運用とその効果

を間断なく検証しつつ、個々の連携を深化していく

ことが必要である。 
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Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

平成 29 年 4 月に Science 誌（IF:41.058）に掲載

され、注目を集めた。平成 30 年 4 月には第 2 回

（約 70名参加）を開催し、いよいよ現実化するテ

ラワット太陽光発電時代への対応を協議した。経

済産業省委託の「革新的なエネルギー技術の国際

共同研究開発事業」（全 10 事業）では、エネルギ

ーに関する技術開発を国際機関と連携して進めて

おり、平成 30年度までにオランダエネルギー研究

センター（ECN）や PNNL等 6ヶ国 26機関と連携す

るに至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）地域イノ

ベーションの

推進等 

②福島再生可

能エネルギー

研究所の機能

強化 

 平成 26 年 4

月に開所した

福島再生可能

エネルギー研

究所について

は、これまで国

や福島県の震

災復興の基本

方針に基づい

て整備が行わ

れてきたとこ

ろ、エネルギー

産業・技術の拠

（９）地域イノ

ベーションの

推進等 

②福島再生可

能エネルギー

研究所の機能

強化 

 平成２６年

４月に開所し

た福島再生可

能エネルギー

研究所につい

ては、これまで

国や福島県の

震災復興の基

本方針に基づ

いて整備が行

われてきたと

ころ、エネルギ

ー産業・技術の

・福島再生可能エネルギー

研究所は、再生可能エネル

ギーに関するわが国唯一の

国立研究機関として以下に

示すように多様な最先端研

究開発を推進すると共に、

被災地復興、地方創生に資

する産学官連携、人材育成

等を加速させる。 

・太陽光発電技術は、結晶

シリコン型太陽電池の低コ

スト化、スマートスタック

太陽電池等のさらなる高効

率化を図り、劣化メカニズ

ムの究明や性能評価技術の

開発を行う。風力発電技術

は、LIDAR技術の水平・鉛直

展開による風力アセスメン

ト技術の高度化、翼のプラ

ズマ制御技術による高効率

✓再生可能エネル

ギーに関するわが

国唯一の国立研究

機関としての役割

を果たし、最先端

研究開発の推進、

産学官連携、人材

育成等を加速した

か。 

✓太陽光、風力、エ

ネルギーネットワ

ーク、地熱、地中

熱、水素キャリア、

水素・熱システム

について再生可能

エネルギー技術の

最先端研究開発を

推進したか。 

✓平成 30 年度か

ら始まる新たな事

 FREAは再生可能エネルギーに関する我が国唯一

の国立研究機関として最先端の研究開発を推進し

ている。研究成果の一部は既に、目的基礎研究、

「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期の各項目

において記載されているが、太陽光、風力、地熱、

地中熱、水素エネルギーキャリア、エネルギーネ

ットワーク、水素・熱システムの 7 つの研究課題

に関する主な成果を改めて以下に示す。 

 

太陽光：世界共通の課題である脱炭素社会の実現

には、太陽光発電が、長期的に安定した電源とし

て自立していく必要がある。このためには、高効

率・長寿命の太陽電池をいかに低コストで実現で

きるかが一つの鍵となっている。平成 27 年度よ

り、産総研が開発したスマートスタック技術やス

テンシルマスクを用いたイオン注入技術といった

量産に適した新しいプロセスを用いた太陽電池の

開発を進めてきた。平成 30年度には、スクリーン

印刷などの低コストプロセスを用いた両面受光－

裏面電極型太陽電池において、変換効率 22.1％（現

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： FREAでは目的基礎から「橋渡し」前期、「橋

渡し」後期までの幅広い研究課題をバランス良く推

進し、世界最先端の研究成果をいくつも挙げた。 

 

太陽光：結晶シリコン太陽電池の高効率化技術およ

び信頼性向上のための技術については、平成 30 年

度の国際会議でのポスター賞受賞（2 件、うち 1件

は共同研究先企業との成果）や NREL の信頼性ワー

クショップでの依頼講演など、国際的にも高く評価

されている。また、共同研究先企業と開発したモジ

ュールの寿命予測技術は、今後の長期安定的電源化

に向け再投資を促すための太陽光パネルの適正評

価手法としての活用が考えられている。さらに、産

総研発の「熱回収型太陽電池」は、従来の理論限界

を超える新しい概念として今後の展開が期待され

る。 

風力：洋上風況マップについては、洋上風力を推進

する重要な技術として評価されており、NEDO プレ
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点として福島

の発展に貢献

するため、再生

可能エネルギ

ー分野におけ

る世界最先端

で、世界に開か

れた研究拠点

を目指し、引き

続き当該分野

に関する研究

開発に注力す

るものとする。

また、地元企業

が有する技術

シーズ評価を

通じた技術支

援及び地元大

学等との連携

による産業人

材育成に取り

組むことによ

り、地元企業等

への「橋渡し」

を着実に実施

するとともに、

全国レベルで

の「橋渡し」を

推進するもの

とする。さら

に、発電効率の

極めて高い太

陽電池や世界

第 3 位の地熱

ポテンシャル

国であること

を活かした大

規模地熱発電、

再生可能エネ

ルギーの変動

を大幅緩和す

るエネルギー

拠点として福

島の発展に貢

献するため、再

生可能エネル

ギー分野にお

ける世界最先

端で、世界に開

かれた研究拠

点を目指し、引

き続き、当該分

野に関する研

究開発に注力

する。また、地

元企業が有す

る技術シーズ

評価を通じた

技術支援及び

地元大学等と

の連携による

産業人材育成

に取り組むこ

とにより、地元

企業等への「橋

渡し」を着実に

実施するとと

もに、全国レベ

ルでの「橋渡

し」を推進す

る。さらに、発

電効率の極め

て高い太陽電

池や世界第３

位の地熱ポテ

ンシャル国で

あることを活

かした大規模

地熱発電、再生

可能エネルギ

ーの変動を大

幅緩和するエ

ネルギー貯蔵

システム等の

化の研究に取り組む。エネ

ルギーネットワーク技術

は、次世代スマートインバ

ータの導入拡大に資する試

験方法の開発等を行う。地

熱については、超臨界地熱

発電技術に関する試掘への

詳細事前検討に入る。地中

熱については、東北主要地

域のポテンシャルマップの

高精度化と、新規地域のポ

テンシャルマップ作成を行

う。水素キャリア技術は、

変動再エネ由来水素を用い

た MCH 製造の実証、アンモ

ニア合成プラント本格稼働

による触媒の適正評価、各

キャリアの熱機関での高効

率化を行う。水素・熱シス

テムは、再エネを用いた水

素製造・貯蔵・利用を含む

エネルギーマネージメント

システムを、実際のビジネ

スの場に移設して実証開始

する。 

・平成 30 年度から始まる

新たな事業(被災地企業等

再生可能エネルギー技術シ

ーズ開発・事業化支援事業)

では、従来の個社企業支援

事業に加え、被災地企業等

がコンソーシアムを組み、

これまでの成果である技術

シーズを集結した被災地三

県発の再生可能エネルギー

関連製品の事業化を目指

す。また、併せて当該事業

に地元大学等の学生を参画

させることで、グローバル

かつ専門的人材の育成に向

けた取組みを図る。 

 

業において、被災

地三県発の再生可

能エネルギー関連

製品の事業化につ

ながる研究開発を

推進したか。また、

地元大学等の学生

を参画させること

で、グローバルか

つ専門的人材の育

成に取り組んだ

か。 

 

在世界 2位）を達成した。また、平成 28年度より、

共同研究先企業と太陽電池モジュールの長寿命化

の検討を進めてきた。その結果、平成 30年度には、

将来の発電量予測を可能とする太陽電池モジュー

ルの寿命予測手法を初めて確立した。一方、研究

レベルでの変換効率は、理論限界(結晶シリコン太

陽電池では約 30％)に近づきつつある。このため、

従来技術の改良ではない、効率を飛躍的に向上さ

せることが可能な太陽電池の新コンセプトとして

平成 29年度に「熱回収型太陽電池」を世界で初め

て考案した。その後、実用化に適した構造の検討

を進め、平成 30年度には、熱電材料と組み合わせ

た新しい電池構造を提案し実証実験を行った。 

風力：日本における洋上風力の本格開発には、高

精度な適地選定のためのアセスメント技術の高度

化が鍵となっている。これまでの目的基礎研究の

成果を生かし、平成 27 年度から平成 29 年度に国

際的にも最先端の精度・解像度を有する洋上風況

マップを開発し、年平均風速の推定誤差±5%以内

を達成した。平成 30年度にはレーザー光を空中に

向けてスキャンすることで広範囲の 3 次元風況を

計測できるスキャニングライダーを活用した風力

アセスメント技術を開発した。 

地熱：海洋プレートの沈み込みに起源を有する超

臨界地熱システムを利用した超臨界地熱発電によ

り、一地点あたり 100 MW以上の膨大な発電が実現

できる可能性があり、これが国内の多数の地点に

分布している可能性がある。平成 27年度は、産総

研が中心となり、民間企業・大学と共に超臨界地

熱発電の可能性検討を行い、商用発電が可能なこ

とを見出した。その後、詳細な調査・検討を行い、

平成 28年度は、一地点で 100 MW以上の経済性を

有する発電が実現可能であることを示した。さら

に平成 30年度は、地下 5 kmまでの大深度への試

掘へ向けた事前調査を開始した。 

地中熱：我が国における地中熱システムの普及を

考える上で、熱交換器設置のための掘削コスト削

減と地下の熱利用のポテンシャルの把握は最重要

課題である。そこで、平成 27 年度から平成 29 年

度は民間企業と低コスト・高効率の熱交換器を共

同開発した。地域の地下水流動を取り込むことに

より、通常の熱交換器と比較して 2～3倍の熱交換

スリリース等で公表され、業界からも高く評価され

ているところである。ライダーを活用したアセスメ

ント技術については、日本において銀行の融資対象

となり得る洋上風力開発プロジェクトを成立させ

るための必要不可欠な技術として業界からも高く

期待され、日本における洋上風力発電の本格的な普

及・導入をもたらすものである。 

地熱：超臨界地熱の典型的モデルについて一地点で

100 MW 以上の経済性を有する発電を実現可能であ

ることが示された。有望地点の選出、発電量の詳細

評価等を進めることにより、2050 年以降の超臨界

地熱資源による国内発電総容量を、現在の石炭火力

発電（約 40 GW）程度の数 10 GW程度にまで増大さ

せ、二酸化炭素排出量の大幅な削減に対して寄与す

ることを目指している。なお、本技術は、平成 30年

度に日刊工業新聞で報道され、高く期待されてい

る。 

地中熱：地域の地下水環境を有効活用した「高効率

地中熱交換器」や「タンク式熱交換器」の開発にお

いて、地域の地下水流動を取り込むシステムによ

り、通常の熱交換器と比較して 2～3 倍の熱交換能

力を示し、3割以上の掘削コスト削減を実現した。

なお、地域の地下水流動を取り込んだこれら新しく

開発した熱交換器は福島建設工業新聞で報道され

ており、その導入・普及が高く期待されている。地

下水を考慮した日本式の地中熱研究は、東南アジア

諸国に対しても大きく役立つため、地域の地質や地

下水流動の特性に適応した地中熱システムの開発

が期待される。 

水素エネルギーキャリア：再生可能エネルギーを用

いて製造した水素を利用したアンモニアの合成お

よび直接燃焼利用技術の実証により、燃焼時に二酸

化炭素を排出しない水素エネルギーキャリアであ

るアンモニアを用いたエネルギーキャリアの利用

が可能となり、それにより脱炭素社会の早期実現が

加速すると期待される。本技術は、日刊工業新聞等

17紙で報道される等、高く期待されている。これに

より、再生可能エネルギー由来の水素を大量貯蔵

し、水素エネルギーを本格活用する技術の実現が期

待される。 

エネルギーネットワーク：大型 PCSの海外認証と、

次世代型 PCS の系統安定化機能を試験するプラッ
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貯蔵システム

等の再生可能

エネルギーに

関する世界最

先端の研究開

発・実証拠点を

目指し強化を

図るものとす

る。強化に当た

っては、東日本

大震災復興関

連施策の動向

等を踏まえつ

つ、それまでの

取組の成果を

評価した上で、

平成 27 年度中

にその具体的

な強化内容を

明らかとし、残

りの中長期目

標期間におい

て取り組むも

のとする。 

 

再生可能エネ

ルギーに関す

る世界最先端

の研究開発・実

証拠点を目指

し強化を図る。

強化に当たっ

ては、東日本大

震災復興関連

施策の動向等

を踏まえつつ、

それまでの取

り組みの成果

を評価した上

で、平成２７年

度中にその具

体的な強化内

容を明らかと

し、残りの中長

期目標期間に

おいて取り組

む。 

 

能力を示した。スリットを入れたケーシングで井

戸を保護することにより、地下水流れによる高い

熱交換能力を有するシステムや自噴井を利用した

セミオープンループ地中熱交換器、地下水を利用

したタンク式熱交換器の開発・実証等を行い、商

品化を実現した。平成 30年度は、福島県地中熱事

業協同組合と地層の熱伝導率を把握するための簡

易熱応答試験法の有効性を実証した。 

水素エネルギーキャリア：エネルギーキャリアと

して利用が期待されるアンモニアについて、製造

利用技術を開発している。平成 28、29年度は、利

用技術としては難燃性のアンモニアを直接燃焼利

用するガスタービン発電に世界で初めて成功し、

また、製造技術では 400℃・10 MPa以下で高い活

性を示す触媒改良に成功した。平成 30年度は、ガ

スタービンシステムを 10ppm 未満へ低 NOx 化し、

国内初の再エネ水素を原料とするアンモニア合成

を実証した。 

エネルギーネットワーク：再生可能エネルギー発

電の大規模導入の実現には、系統連系型パワーコ

ンディショナ（PCS）の低コスト化と系統安定化対

策が鍵である。PCSの低コスト化には大型化と高電

圧化が求められており、また、系統安定化対策に

は周波数変動を緩和する制御などの高機能化が求

められている。平成 28年度に大型 PCSに対する試

験環境を整備し、国内最大 3 MW級 PCSの単独運転

防止試験ならびに瞬時電圧低下試験を達成した。

その後、高機能化への対応を行い、平成 30年度に

は、新方式であるハードウェアインザループ（HIL）

方式を用いて、次世代型 PCS であるスマートイン

バータを開発し、その試験を行った。HIL方式は、

自動車開発をモデルベースで行う際などに使われ

る試験方式の一種であり、今回、国内で初めてス

マートインバータの大型機に対する試験に用い

た。 

水素・熱システム：日本の二酸化炭素排出量の約

40％は建築関連が占めており、さらにそのうちの

80％近くはエアコン、照明など建物運用時のエネ

ルギー消費に起因する。従ってこれらの二酸化炭

素排出量の大幅な削減が求められている。第 5 次

エネルギー基本計画（平成 30年 7月策定）におい

ても、ZEB実現を目指すとする政策目標が掲げられ

トフォームを構築した。この利用により企業が PCS

製品の輸出を行う前の研究開発・認証試験が容易と

なった。なお、本技術等により、福島再生可能エネ

ルギー研究所のスマートシステム研究棟では平成

28年度の開所以来、年間 20件程度の民間企業・団

体からの共同研究・認証試験に利用され、今後も高

く期待されているところである。 

水素・熱システム：平成 27 年度から、清水建設株

式会社と再生可能エネルギーを用いた水素製造、貯

蔵、利用を行う実証システム構築を行って、各装置

をビルディングエネルギーマネジメントシステム

（BEMS）から、自動制御する技術を確立してきた。

平成 30 年度には、気象予報からの太陽光発電の発

電予想と需要予想機能を組み込んだアルゴリズム

開発を行って、BEMS 制御による水素エネルギーシ

ステムの完全自動運転を実証し、実建物での実証を

目指し移設を行った。この成果に対してコージェネ

レーション大賞の理事長賞を受けている。 

 

 清水建設‐産総研 ゼロエミッション水素タウ

ン連携研究室の成果により、ZEBにおける水素シス

テム活用の可能性を示し、建物における CO2削減の

1つの方向性を示した。 

 また、アンモニアを利用した一貫システム試験に

おいては、アンモニアのエネルギーキャリアとして

の可能性を実証し、CO2 削減のグルーバルな手法の

1つを提示した。 

 さらに、スマートシステム研究棟の平成 27 年度

の開設により、世界の様々な電力系統や気象条件の

下で大型パワーコンディショナー等のパワーエレ

クトロニクス機器の先端的研究開発・評価を可能と

し、海外認証への対応等、国際認証取得にも貢献、

日本の当該分野の国際競争力を強化するとともに、

新たに、再生可能エネルギーの大量導入を可能とす

るシステムのスマート化についてもグローバルな

産学官の研究拠点としての役割を果たしつつある。 

 

 被災地発のコンソーシアム型再生可能エネルギ

ー関連製品事業化に向けた技術開発のための新た

な予算（被災地企業等再生可能エネルギー技術シー

ズ開発・事業化支援事業（平成 30～令和 2年度））

を活用して、地元企業の新たな産業の創出を継続的
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ており、その実現には大幅な省エネルギーの推進

と再生可能エネルギーの導入、さらには再生可能

エネルギーから作った CO2 フリー水素の活用が求

められている。住宅地域での水素エネルギー大量

利用には、消防法危険物などに該当しない水素貯

蔵方法の確立が鍵となる。平成 27年度から、清水

建設株式会社と再生可能エネルギーを用いた水素

製造、貯蔵、利用を行う実証システム構築を進め、

自動制御技術を確立した。平成 30年度には、水素

エネルギーシステムの本格運転および発電需要予

測機能を有した完全自動運転を実証した。 

 

 これまでの共同研究を基に、平成 30 年 10 月 1

日に清水建設‐産総研 ゼロエミッション水素タ

ウン連携研究室を設立、連携研究室の成果として、

水素エネルギーシステムの実証研究について、

2018年コージェネレーション大賞技術開発部門理

事長賞を受賞した。 

 また、SIPプロジェクトにおいて、変動する再生

可能エネルギーに対応できるアンモニアプラント

を、日揮と共に建設した。このプラントで製造し

たアンモニアを、同 SIP の成果であるアンモニア

ガスタービンへ供給することで、変動する再生可

能エネルギーをアンモニアに変換し、それをガス

タービンでさらに電気に変換する一貫システム試

験に世界で初めて成功した。 

 さらに、FREAでは、大型パワーコンディショナ

ー等のパワーエレクトロニクス機器の先端的研究

開発・評価を行う施設として、スマートシステム

研究棟を平成 27 年度に建設し、平成 28 年度に運

用を開始した。この施設は分散電源やメガワット

級の大型パワーコンディショナー等を世界の様々

な電力系統や気象条件の下で試験・評価できる施

設となっており、国内メーカーの米欧中タイ向け

海外認証試験に対応し、海外認証取得に貢献して

いる（グローバル認証基盤整備事業）。平成 28 年

度 4 社 16 件、平成 29 年度 7 社 21 件、平成 30 年

度 7社 21件の利用実績であり、ほぼフル稼働状態

を継続している。 

 

 平成 25年度から平成 29年度までに、FREAにお

いて「復興予算（被災地企業のシーズ支援プログ

に発展させている。被災地シーズ支援プログラムで

は、製品化実績が増加しており、これらの活動を通

じて被災地の産業復興支援に大きく貢献している。

また、FREA における再エネ研究人材の育成の機会

を主体的に設け、これらの分野での産業人材育成に

貢献した。 

 

 クロスアポイントメント制度により、平成 30 年

度は 3名の人材を受け入れ、1名は SIPプロジェク

トの実施に当たり産学官連携のキーパーソンとし

て、2名は人材育成事業を包含したシーズ支援事業

の推進において活躍し、FREA を産学官の再エネの

開発拠点とすることに大きく貢献した。また、人材

育成事業において、平成 29 年度まで大学から学生

を受け入れ、さらに、平成 30 年度からはシーズ支

援事業の一環として多数の大学から学生を受け入

れ、長期的な取り組みが必要な再生可能エネルギー

の発展に役立つ人材の育成を OJTの形で実施し、福

島県を再生可能エネルギーさきがけの地とするこ

とに大きく貢献した。 

 

 以上のことから、FREA の機能強化が十分に図ら

れ、被災地支援を含む「橋渡し」の顕著な成果が得

られたと考え、評定を「A」とした。 

 なお、評価委員からは、「被災地企業のシーズ支

援プログラムが 5 年間の区切りを迎えたことにな

りますが、これに続く支援事業を継続して立ち上げ

ている点は、非常に重要であり評価できます。また、

コンソーシアム型と個別企業型をバランスよく積

極的に実施している点についても高く評価したい

と思います。」など高い評価を得ている。  

 

＜課題と対応＞ 

 FREA においては、最先端の再生可能エネルギー

関連の研究開発と、被災地域の再生可能エネルギー

関連産業の集積による復興への貢献が大きな課題

であるが、これらを実施しつつ、成果を発展させる

形での民間企業との共同研究の件数が増えつつあ

る。これは、清水建設との共同研究のように、他の

研究機関では実施が難しい再生可能エネルギーを

取り込んだシステム研究が実施できることから、各

企業の物作りからことづくりへの意識の変化とと
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ラム）」を実施し、地元企業の新たな産業の創出に

貢献した。これまで計 44社、107件を実施してい

る。平成 30年度からは、被災地発のコンソーシア

ム型再生可能エネルギー関連製品の事業化に向け

た技術開発のための新たな予算（被災地企業等再

生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事

業（平成 30年度から平成 32 年度））を確保し、平

成 25 年度からの商品化の累積数が 17 件となるな

ど、地元企業の産業創出の継続支援を行っている。 

 

 再生可能エネルギー研究センターでは、クロス

アポイントメント制度とも関連して、大学から人

材を受け入れている。平成 30年度は、ポストドク

ター・技術研修など計 52名の再生可能エネルギー

分野の人材育成を行っている。また復興予算を用

いた産業人材育成事業等では、平成 29 年度は 20

件、平成 30 年度は 16 件に上る人材育成を伴う共

同研究を行った。 

 

もに徐々に広がりつつある。一方、最先端の再生可

能エネルギー関連の研究開発と、被災地域の再生可

能エネルギー関連産業の集積による復興への貢献

の 2つのミッションに加えての活動となるため、研

究者への負担は大きく、慢性的な人員不足の状況と

なっている。これに対して、アライアンス活動等の

連携活動を通じて、可能なテーマは産総研全体でカ

バーし、分担するとともに、契約職員等で地元の人

材を活用している。 

 被災地企業支援については強い要請を企業側か

ら受けており、この継続が課題である。短期的には

後継予算（平成 30～令和 2 年度）を獲得し地元企

業の新たな産業創出を継続支援する体制を整えた。

中長期的にはその体制の強化及び継続的な予算の

確保が課題となるが、継続的に関係各所と議論を進

めている。また、FREAが研究開発を進める再生可能

エネルギーの大量導入を推し進めるためには、エネ

ルギーの変換、利用、貯蔵等の各種要素技術を最適

化したエネルギーシステムの構築が課題である。対

応として、民間との共同研究を活用して、協力しつ

つシステム全体としての出口を見据えた研究開発

を推進している。さらに各種要素技術においても、

再生可能エネルギーの大量導入に資する太陽光発

電、風力アセスメント、水素貯蔵等に関して顕著な

成果が得られている。さらに、つくばセンターおよ

び関西センターとの連携強化や、エネルギー・環境

領域内の横断組織である各種アライアンス活動を

通じた議論を継続し要素技術間の融合と強化を図

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

 当領域に所属する研究ユニットは、豊かで持続

可能な社会の構築に貢献することをミッションと

している。これに資するため、研究に携わる人材

の育成と社会への技術普及に努めるべく、リサー

チアシスタント、イノベーションスクール、連携

大学院制度を通じた取り組みを行った。社会への

高度人材の輩出を目指した産総研イノベーション

スクールでは、第 4 期中長期目標期間中に学位取

得済の博士研究員を対象としたコースに 10名（平

成 30年度は 4名）を受け入れ、学位取得前の大学

院生を対象としたコースでは 6名（平成 30年度は

0名）を受け入れ、エネルギー・環境分野における

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 筑波大学 TIA連携大学院パワーエレクトロ

ニクスコース連携講座の運営や、TIA/TPEC パワー

エレクトロニクスサマースクールの開催、FREA に

おける再生可能エネルギー研究人材の育成、メタン

ハイドレート研究のアライアンス活動、都市鉱山技

術に関するセミナーの開催等、様々な外部人材育成

の機会を主体的に設け、これらの分野での産業人材

育成に貢献した。 

 内部人材育成に関しては、領域独自に定期的に研

究交流会を開催し、研究ユニットを跨いだ連携を積
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ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓マーケティング

機能の体制強化の

ための内部人材育

成、外部人材登用

を柔軟に行った

か。 

✓女性のロールモ

デル確立と活用を

増大させるための

環境整備・改善に

継続的に取り組ん

だか。  

高度な専門知識を有する人材育成に貢献してい

る。また、第 4 期中長期目標期間中のリサーチア

シスタント数は 145 名（平成 30 年度は 44 名）に

上った。その他、産総研研究者が大学院において

教員として講義や学生指導を行う連携大学院制度

を通じて、筑波大学を始めとした各大学において

延べ 224 名（平成 30 年度は 43 名）の連携大学院

教員を送り出し、領域研究者の持つ高度な知見を

大学院生への指導に活用した。 

 また、女性研究者の採用増加に向け、ダイバー

シティ推進室が平成 28 年度より毎年度開催して

いる「女子大学院生・ポスドクのための産総研所

内紹介と在職女性研究者との懇談会」において、

ラボツアーやパネル展示など積極的に協力した。

また、ロールモデルとして当領域の在職女性研究

者を数名参加させ、女性研究者としてのキャリア

をイメージさせるよう努めた。その結果として、

平成 30 年度の採用試験応募者および採用者にお

ける女性の比率は増加した。 

 

 外部人材教育においては以下の活動を行ってい

る。 

・先進パワーエレクトロニクス研究センターで

は、筑波大学 TIA（つくばイノベーションアリー

ナ・ナノテクノロジー拠点）連携大学院パワーエ

レクトロニクスコースの連携講座（3教員）で講義

を担当するとともに、つくばイノベーションアリ

ーナ（TIA）/TPECの産業人材育成プログラムであ

るパワーエレクトロニクスサマースクールに協力

し、平成 30 年度も 120 名(学生 93 名、社会人 27

名)の修了者を出した。第 4期中長期目標期間にお

ける累計の修了者数は 525名に達する。 

・再生可能エネルギー研究センターでは、クロス

アポイントメント制度とも関連して、大学から人

材を受け入れている。平成 30年度は、ポストドク

ター・技術研修など計 52名の再生可能エネルギー

分野の人材育成を行っている。また復興予算を用

いた産業人材育成事業等では、平成 29 年度は 20

件、平成 30 年度は 16 件に上る人材育成を伴う共

同研究を行った。（FREA） 

・メタンハイドレート（MH）総合シンポジウムなど

のアライアンス活動を通じて、企業の研究開発人

極的に推進している。またパーマネント化前の若手

研究員に対し、領域を挙げて指導する体制を整え、

将来のエネルギー・環境分野を担う研究人材を育て

た。更にパーマネント化した研究員には、OJTによ

る研究マネジメント経験を積ませたり、海外での在

外研究を支援したりすることにより、能力に幅と奥

行きを持たせた。 

 

 以上のように、外部・内部人材育成について多岐

にわたる顕著な実績が得られたと考え、評定を「A」

とする。 

 なお、評価委員からは、「基幹の性能確立に絞っ

た研究推進、トップレベルの研究テーマでの国際連

携、今後成長が期待できる若手の人材育成を同時に

進めながら、橋渡しを企業へつなぐ指標である外部

資金調達も着実に増加させることができ、マネジメ

ントの成果が着実に出ている」など高い評価を得て

いる。  

 

＜課題と対応＞ 

 当領域の対象とする主な研究テーマは、出口に近

いものであり、専門の異なる研究者が融合しながら

研究を進めている。新規採用によって入所する研究

者は、主に所属するユニット内で研究遂行に必要と

なる知識や方法論を習得することが多く、視野を広

げることが難しいことが課題である。第 4期では、

領域内にアライアンスを設置し、異なる研究ユニッ

トに属する若手から中堅クラスの研究者の交流を

促進させ、若手研究者の視野を広げることも行って

おり、今後もアライアンス活動の拡充等を通じて、

幅広い視野を持った研究者を育成する。また、当領

域では研究ユニット幹部やグループ長、所内の要職

に女性研究者を積極的に登用しているが、女性研究

者の比率は約 9％と低い。平成 30 年度の採用者に

おける女性比率は前年度比で上がっているが、女性

研究者の新人採用をさらに拡充することが課題で

ある。リサーチアシスタント制度などを利用して、

女性研究者を含む幅広い人材交流を強く推し進め

ることにより大学との連携を強化し、研究職員の採

用につなげる。これに加え、当領域の女性研究者に

よる女子大学院学生・ポストドクターとの懇談会等

を行い、女性研究員の積極的な採用を目指す。 
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な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

材に対して産総研が有する研究知見の橋渡しを行

った。本シンポジウムは平成 21年度から毎年実施

しており、平成 29年度は 350名超の参加が得られ

た。内容的には、砂層型 MHに関する各種生産増進

法に関する報告やハイドレートに関する基礎物性

の話題の他に、表層型 MH回収技術開発に関する調

査研究が新たに報告されるなど、ハイドレート研

究の裾野が広がってきている。 

・環境管理研究部門では平成 30年度には戦略的都

市鉱山研究拠点（SURE）コンソーシアム主催のリ

サイクル技術セミナーを 3 回開催し（各回の受講

者 73、64および 57名）、動脈産業・静脈産業・政

府機関等の会員に対して、近未来の都市鉱山開発

のための技術力向上を図った。第 4 期中長期目標

期間における累計の出席者は 739名（12回開催）

に達した。 

 

 内部人材育成に関しては、領域内研究連携の推

進を目的として、領域長による領域運営方針の共

有、全研究ユニット長によるパネルディスカッシ

ョン、新規採用研究者のポスター発表等、当領域

独自の研究交流会（E&Eフォーラム）を年 3回程度

実施している。また若手研究員指導体制として、

パーマネント化審査 1 年前には領域幹部および研

究ユニット長を前にした研究進捗状況報告会を行

うとともに、研究員の所属する研究グループのグ

ループ長にも指導方針に関するアドバイスを送っ

ている。パーマネント化審査 2ヶ月前には、E&Eフ

ォーラムにて進捗状況を報告させ、領域幹部、研

究ユニット幹部、聴講者によるアドバイスを通じ

た指導を行っている。パーマネント化した研究員

には 1、2 年間の産総研内外への出向の機会を与

え、OJTによる研究マネジメント業務の経験を積ま

せて将来の幹部人材の育成を行っている。その他、

平成 27年度より海外の大学・研究機関での在外研

究のための派遣支援を開始し、これまでに 7名（平

成 30年度は 1名）の在外研究を支援した。 

 

 中長期的にも優秀な研究人材の確保と女性研究

者の比率上昇は重要な課題と捉えている。クロスア

ポイントメント制度や OIL制度、リサーチアシスタ

ント制度などを活用しながら、大学等との連携を深

化させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

基づく取り組みを推進す

る。 
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ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

  

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた
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「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 
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４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（平成 32年 3月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて平成２９年度におい

ては体制の整備や様々な取組

の実施・継続に努め、年度目標

達成率も伸長しているもの

の、目標期間終了時にこれを

確実に実現することが最も重

要。このため評価指標である

「民間資金獲得額」の平成２

９年度目標が未達であった領

域については、現状の体制や

取組の更なる改善点の洗い出

しやこれを踏まえた改善、一

層の取組強化等が必要であ

る。また目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、組織全体として目

標達成に向け継続した努力を

求める。 

 

（エネルギー・環境領域に対

する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。  

I．研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（５）技術ポテンシャルを活

かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

I．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に関する職員への周知などによって、職員の

理解の促進を図ると共に、民間企業への説明を徹底して、研究現場で

の一層の活用を図る。さらに産総研の総合力を活かした大型連携の構

築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進する。一方、技術コンサルティングの大幅な増

加を踏まえ、顧客満足度のモニタリング調査を実施し、業務品質の向

上を図るとともに、効率的な技術コンサルティング制度の運用のあり

方を検討する。これらの取組みを通じて、年度計画を大幅に上回った

平成 29年度技術コンサルティング収入を上回ることを目標とする。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲得強化

の方針を導入する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、

コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コンサル

ティングなどによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを

担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企

業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設定し、

内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた外部人材

の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり

方を検討する。 

 

 民間資金獲得額の目標達成に向けては、平成 30年度に冠ラボの設

立（清水建設―FREA）による個別企業との連携強化や、一定金額以上

の共同研究全てにイノベーションコーディネータ等を配置するなど

体制の強化を図った。さらに、テクノブリッジフェアにおける個別企

業の招待や個別企業への領域幹部の訪問機会を強化するなどしたた

め、平成 30年度は前年度よりも獲得額が増加した。ただし、従来か

らの領域の主たるミッションである公的な外部資金による政策的研

究の役割も継続しており、スクラップアンドビルドでマンパワーを

民間資金獲得に振り向けようとしたが、産業界や大学からプロジェ

クト研究の中核（プロジェクトリーダー（PL）や集中研）としてのニ

ーズはむしろ増加傾向にあり、民間資金獲得に見合ったマンパワー

配分ができなかったため、民間資金の目標達成には及ばなかった。 
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（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代の

能力・経験の最大活用が必要。  

I．研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

I．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１.「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズ

や優秀な研究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を

加速させるための拠点「オープンイノベーションラボラトリ」の整備

を、平成 30年度も積極的に進める。 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有す

ると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び直ち

にテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年

度実績と同等以上の人数受け入れ・出向を目標とするとともに、本制

度を活用した民間企業への職員出向の実施を目標とする。 

・研究者の育成において、以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コンプライアンス、安全管理などの必要な基

礎知識を習得するよう、e-ラーニング等の研修を引き続き徹底させる

とともに、必要に応じて受講内容等について見直しを図る。 

2）研究職員の研究能力及びマネジメント能力向上を研修により支援

する。特にユニット長等研修をはじめとする階層別研修について見直

しを実施し、職責により求められるマネジメントや人材育成の能力の

向上を図る。 

3）産業界のニーズや社会情勢を踏まえ、研修内容を見直しつつ、研

究職員の多様なキャリアパス形成を支援する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育成に向けた研修を実施する。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、講義・演習と産総研における研究実践、長期

 組織内外の若手雇用・育成では、近年世界的に関心が高まっている

再生可能エネルギー関連技術についてリサーチアシスタント制度お

よびクロスアポイントメント制度を利用して、学生およびポストド

クターを雇用し、再生可能エネルギー分野の人材育成を行っている。

また、自動車業界と連携強化のため、モビリティー・エネルギー分野

の人材強化も行っている。さらに、シニア世代の人材を平成 30年度

は 38名招聘研究員として雇用し、領域長補佐やユニット幹部、イノ

ベーションコーディネータなどの要職でその経験や能力を活用し

て、再生可能エネルギー分野の国際連携や企業連携等の強化を図っ

ている。 
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企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワーク構築を継

続的に支援する。さらに、希望するスクール生以外の大学院生にも講

義聴講を可能とし、将来的なイノベーションスクールへの応募に繋げ

る。 

・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケテ

ィング人材育成事業等の研修を実施し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行

う。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材のポテンシャルを生かし、個人の能力を存分

に発揮できる環境を実現させて産総研の研究開発力強化や「橋渡し」

機能の充実を目指すため、産総研「第 4期中長期目標期間におけるダ

イバーシティの推進策」に基づくアクションプランや、産総研「女性

活躍推進法行動計画」に基づく取り組みを継続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事とを両立することができ、ライフイベント

に左右されずに高い業務パフォーマンスを発揮できるような、ワー

ク・ライフ・バランスの実現を目指し、産総研「次世代育成支援行動

計画」に基づく取り組みを推進する。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 生命工学領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：15.2 

 

6.4 

 

7.2 

 

6.2 

 

6.8 

 予算額（千円） 8,577,187 7,876,245 9,038,412 8,889,999  

論文の合計被引

用数*2、*3 

H30年度 

目標：7,400 

 

7,215 

 

7,468 

 

7,603 

 

8,553 

 決算額（千円） 

（うち人件費） 

7,594,525 

(4,898,387) 

8,081,260 

(4,517,475) 

9,038,412 

(4,730,267) 

8,658,284 

(4,706,956) 
 

論文発表数*2 H30年度 

目標：400 

 

420 

 

376 

 

338 

 

405 

 経常費用（千円） 8,116,415 8,121,627 9,470,731 8,696,503  

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：26 

6 22 39 43 
 経常利益（千円） △120,256 20,650 △112,564 6,828  

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

5 7 0 6 

 行政サービス実施

コスト（千円） 

8,485,892 7,961,192 11,142,988 8,238,430  

知的財産の実施

契約等件数 

H30年度 

目標：110 

 

113 

 

109 

 

131 

 

141 

 従事人員数 708 673 682 690  

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：            予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。    (1) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について：            生じている。 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、    (2) 業務経費については、その他収入が予算金額に比して決算金額が少額になったことに 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。            伴い、予算金額に比して決算金額が少額になっている。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命工学領域では、世界最高水準の研究開発を

進め、その成果を産業界に橋渡しすることにより、

国際的なプレゼンスを高め、優秀な人材が集まる

研究所づくりを目指している。そのために、次の 4

項目を生命工学領域のミッションとして掲げ研究

開発を推進した。 

1）「創薬基盤技術の開発」、「医療基盤・ヘルスケア

技術の開発」、「生物機能活用による医薬原材料な

どの物質生産技術の開発」に関する世界最高水準

の研究開発の推進 

2）研究成果の発信・普及（産業界への橋渡し、論

文発表） 

3）産業界に役立つ人材の育成 

4）国際的プレゼンスの向上 

また、生命工学領域が対象とするバイオ・医薬

品業界では、国内外のベンチャーが重要な役割を

果たしている。生命工学領域の成果普及において

は、共同研究等による技術の橋渡しだけでなく、

産総研で開発した技術をベンチャー事業を通して

社会に提供し、産業界が安心して安定的に産総研

技術を利用でき、かつその技術の熟成度を見極め

られるようにすることが、生命工学領域の重要な

橋渡し戦略と位置付け、第 4期中長期目標期間（以

降、第 4 期）においてはベンチャーの積極的な活

用と橋渡し機能の強化も推進した。 

生命工学領域の令和 12年度（2030年度）までの

研究戦略の概要は以下の通りである。 

・「創薬基盤技術の開発」においては、独自の糖鎖

技術を活用し、がん糖鎖マーカーを見出して診断

技術に展開するとともに、糖鎖を利用することで

がんに選択的に作用する医薬品を開発する。また、

ロボットによる創薬スクリーニングや、天然物・

分子設計技術を利用した創薬探索の最適化を推進

し、民間への積極的な技術移転とベンチャーの設

立による社会実装を目指す。 

・「医療基盤・ヘルスケア技術の開発」では、新規

医療用材料の開発、および検査機器の小型化・高

速化を達成する。また、独自の遺伝子導入技術（ベ

クター技術）を用いて臨床用ヒト iPS 細胞製造法

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：第 4期における研究開発においては、オリジ

ナリティの高い目的基礎研究から、大型国家プロジ

ェクトを通じた橋渡し前期の研究、そして製品化や

国際ガイドラインの策定につながる橋渡し後期の

研究までをバランスよく実施した。そのことが産業

の芽・研究の芽を創出しながら、継続的な産業界へ

の「橋渡し」に繋がった。 

 

研究成果 

創薬基盤技術の開発 

 目的基礎研究の成果として挙げた臨海副都心セ

ンターにおける心筋梗塞患部を再生する遺伝子の

発見は、心筋梗塞を治療する拒絶反応のない新規な

治療法の開発に繋がる可能性を有するものである。

本成果は Cell Stem Cell 誌（IF：23.290）への掲

載、平成 30年度の産総研プレスリリース（平成 30

年 8 月 10 日付）のみならず主要紙等における新聞

報道(2 件)もなされた。また AMED 事業「糖鎖利用

による革新的創薬技術開発事業」の研究において

は、細胞の糖鎖変化を認識・結合して機能発揮する

抗体医薬創製技術を開発し、これを含む一連の成果

により第 2 回バイオインダストリー奨励賞を受賞

するに至った。また、臨海副都心センターにおける

研究開発により生み出されたリン酸化活性による

細胞内シグナル伝達の網羅的解析システムや、双腕

ロボット「まほろ」による創薬支援技術を核として

設立された産総研発ベンチャーは、2億円以上規模

の出資を受けており、産業界のニーズに応えた事業

を展開している。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

マイクロバイオームは、様々な疾患や健康維持と

密接に関係していることが示唆されている。そのた

め、その解析の精度や安定性を評価する上でマイク

ロバイオーム解析用人工核酸標準物質を活用した

検査プロセスの精度管理技術は今後不可欠となる

技術であり高い意義を有する。このような目的基礎

評定  
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

健康長寿社会

を実現するた

めの技術を創

出することを

目指し、創薬基

盤技術、医療基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を確立して臨床応用を進め、技術の国際標準化を

目指す。 

・「生物機能活用による医薬原材料などの物質生

産技術の開発」においては、微生物、植物、動物が

有する遺伝子の改変および調節技術の開発と、生

物共生機構の学術的解明を推進し、生物による医

薬品等の有用物質やバイオ燃料等の物質生産の効

率化により、持続可能かつ環境負荷低減型の社会

の構築を実現する。 

 

上記の各重点課題において、平成 30年度を含む

第 4 期中において以下の成果をそれぞれ達成し

た。 

 

創薬基盤技術の開発 

・目的基礎研究では、効率的な創薬プロセス・治療

法の実現を目指した臨海副都心センターでの研究

において、直接リプログラミングにより線維芽細

胞や多能性幹細胞から心筋細胞を誘導する遺伝子

を発見し、iPS細胞からの分化を液性因子により制

御する技術に比べて低コストな心筋梗塞の治療法

の確立に向けた成果を挙げた（平成 30年度成果）。 

・「橋渡し」研究前期では、疾病バイオマーカーや

創薬標的として注目されている糖鎖バイオマーカ

ーの実用化に向けた研究開発を第 4 期にわたり実

施した。国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

（AMED）事業「糖鎖利用による革新的創薬技術開

発事業」を推進するとともに、糖鎖に結合するレ

クチンタンパク質を用い、ヒト iPS/ES細胞から分

化させて作製した移植用細胞から腫瘍化するヒト

iPS/ES細胞を選択的に除去する技術の開発、レク

チンを利用した糖鎖標的膵がん治療薬の開発、疾

病特異的な糖鎖を検出するためのレクチンアレイ

の高感度化等を達成した。 

・「橋渡し」研究後期では、技術開発が実用化の段

階を迎えた課題について民間企業からの資金を活

用した共同研究を中心に研究開発を推進した。特

に、臨海副都心センターを中心とした研究開発に

より、双腕ロボット「まほろ」による創薬支援技術

を核とした産総研発ベンチャーを平成 27年度に、

細胞内の情報伝達を担うタンパク質のリン酸化の

活性を測定して細胞内シグナル伝達を網羅的に解

研究の成果を基にマイクロバイオーム解析の精度

を高め、その実態を精確に評価することが可能とな

り、今後、民間企業との連携によって、革新的な医

薬品・機能性食品・化粧品の創出に大きく寄与でき

る。AMED事業「再生医療技術を応用した創薬支援基

盤技術の開発」で開発中のマイクロ臓器チップは、

医薬品・化粧品開発や治療法開発を効率よく行うた

めの安定かつ再現性の良いデバイスと成り得る重

要な技術である。さらにマイクロ臓器チップは、近

年、動物愛護の観点からも化粧品や食品分野で廃止

されつつある動物実験の代替となる可能性があり、

今後確実に重要性が高まる研究分野である。3D プ

リンティング技術による人工歯(義歯)の研究開発

により、従来の鋳造法に比べ製造時間が 3分の 1に

短縮され、短期間での人工歯の製造が可能となり、

歯科技工所での労働環境の改善に貢献した。人工歯

の造形に用いるコバルトクロム合金粉末は、3D プ

リンティング用医療機器として国内で初めて厚生

労働大臣から承認を受けたことから、デジタルもの

づくりの成果として注目を集めており、産総研プレ

スリリース（平成 30年 7月 19日付）を行い、主要

紙等における新聞報道(13件)もなされた。 

 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

第 4 期にわたり精力的に遂行された共生細菌が

有する新機能の解明に向けた一連の研究から、北海

道センターにおいて害虫カメムシの共生細菌によ

る宿主の代謝老廃物のリサイクル機構が明らかと

なり、そのリサイクル機構を阻害することによる新

しい害虫防除技術の創成に向けた展開が期待され

る。関西センターにおいて開発されたニワトリのゲ

ノム編集技術を利用することにより、組換えタンパ

ク質の効率的な生産が可能となったことで、新たな

「生物工場」のプラットホームとしての機能を果た

し、生産コストが課題となっているバイオ医薬品や

再生医療培地サプリメントの低価格化と高度医療

普及への貢献に繋がることが期待されている。本成

果は 2 回の産総研プレスリリース（平成 28 年 4 月

7日および平成 30年 7月 9日付）を行い、TV(1件)・

新聞(9件)による報道もなされた。また、転写因子

遺伝子群を制御することで実現したリグニンを含
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

盤・ヘルスケア

技術、及び生物

機能活用によ

る医薬原材料

等の物質生産

技術を開発す

る。 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

析するシステムを中核技術とした産総研発ベンチ

ャーを平成 30年度にそれぞれ創立した。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

・目的基礎研究では、豊かで健康的なライフスタ

イルの実現を目指し、さまざまな疾患の診断用マ

ーカーや創薬ターゲットとして注目されているマ

イクロバイオーム（多種多様な微生物から構成さ

れる複合微生物叢）の解析の精度・安定性を評価

するための人工核酸標準物質と、それを用いた精

度管理技術を開発した。 

・「橋渡し」研究前期では、AMED事業「再生医療技

術を応用した創薬支援基盤技術の開発」の一環と

して、様々なヒト臓器細胞を１つのチップ上に組

み合わせ、体内の臓器間ネットワークをチップ上

に模倣したマイクロ臓器チップを開発し、産業応

用展開に向けた成果を挙げた。 

・「橋渡し」研究後期では、3Dプリンティング技術

による人工歯(義歯)の実用化を達成した（平成 30

年度成果）。 

 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

・目的基礎研究では、共生細菌が宿主昆虫の代謝、

性別、農薬分解などを制御していることを第 4 期

中に相次いで発見し、この分野における学術的パ

ラダイムシフトを起こした。平成 30年度における

北海道センターでの研究開発により、共生細菌が

有する老廃物リサイクル機能が害虫カメムシの高

い繁殖力を支えていることを解明し、その代謝機

能を阻害することによる新しい害虫防除技術の開

発に向けた成果を挙げた。 

・「橋渡し」研究前期では、関西センターにおいて

ゲノム編集技術を世界で初めてニワトリに適用し

て品種改良し、卵の主要アレルゲンであるオボム

コイドが欠失したニワトリの作製や有用タンパク

質の大量生産に成功した。また、難分解性のリグ

ニンを含まない一次細胞壁の形成を制御する転写

因子遺伝子を発見し、その発現を制御することで

リグニンが主成分の二次細胞壁が欠失し、グルコ

ースを多く含む一次細胞壁のみを有する植物の作

製に成功した。本技術により作製された植物は、

まない植物（シロイヌナズナ）の作製は、生物機能

を活用する物質生産の重要な原料であるグルコー

スの効率的な生産に繋がるため、バイオマス生産戦

略において、既存の植物やその残渣を用いる従来の

常識に見直しを迫る画期的な成果である（平成 30

年 10 月 2 日付産総研プレスリリース、新聞報道 3

件)。国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総

合開発機構（NEDO）プロジェクト「植物等の生物を

用いた高機能品生産技術の開発」では、植物や微生

物が持つ物質生産能力を人工的に最大限引き出す

細胞を短期間で構築するためにの新規情報解析技

術開発に着手し、平成 30 年度はネットワーク構造

推定技術を用いて改変ターゲット遺伝子を見出す

等の成果が得られた。これらの研究成果は、医薬品

などの価値の高い有用物質を、生物で効率良く生産

できる技術の創出をもたらす。また、微生物や植物

の機能を活用するバイオ生産プロセスにより、化学

合成プロセスでは生産が困難な化合物の生産が可

能になり、環境負荷の低減と新産業の創出にも繋が

る。 

 

研究成果の橋渡し 

 技術を開発したのみでは、その技術を社会に普及

させることは困難である。そのため、産総研発ベン

チャーが産総研技術を活用して社会実装すること

は、真に技術の橋渡しに繋がるものである。また、

ベンチャーを通して、産業界および社会ニーズを正

確に捉えることも可能になり、新たな研究開発のヒ

ントを得ることも可能になる。米国の労働省労働統

計局のデータによれば、ヘルスケア・社会支援分野

企業の創業開始から 5 年後の生存率は 50-60%程度

であるといわれている。産総研生命工学領域発のベ

ンチャーも平成 30 年度時点で 6 社が継続的に活動

しており、米国と同水準の生存率を維持しているこ

とは意義が大きい。また、平成 30 年度産業技術調

査（大学発ベンチャー実施等調査）報告書によると、

2,000社以上の大学発ベンチャーのうち、バイオ・

ヘルスケア関連で M&A が確認されたのは平成 27 年

度以降 8社（0.4%）にとどまっており、当領域での

M&A率(20%)は非常に高いものである。今後も、社会

ニーズを踏まえた研究開発を着実に遂行して産総

研発ベンチャーを創出していくことが産総研の「橋
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発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3億

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

バイオ燃料等の様々な物質生産の原料としての活

用が見込まれる（平成 30年度成果）。 

 

 このように、生命工学の 3 つの重点課題におい

て、それぞれ学術的にも高い成果を挙げ、これら

の研究成果は、以下の通りインパクトファクター

（IF）付論文として発表した（第 4期目標 400報）。 

平成 27年度：420報 

平成 28年度：376報 

平成 29年度：338報 

平成 30年度：405報 

その内 IF10以上の論文は、 

平成 27年度：18報 

平成 28年度：13報 

平成 29年度：21報 

平成 30年度：23報 

となり、インパクトのある質の高い研究成果の発

信を維持することができた。また、論文の被引用

数は、 

平成 27年度：7,215回 

平成 28年度：7,468回 

平成 29年度：7,603回 

平成 30年度：8,553回 

と年々増加し、目標の 7,400 を現時点で大きく上

回る成果を達成することができた。 

 

論文発信および外部資金獲得に向けた施策 

論文発信の質・量が低下することは、産総研の

プレゼンスや国際的認知度を低下させるだけでな

く、国家プロジェクト等の競争的資金や民間企業

との共同研究等の減少につながり、橋渡し実績の

低下にもつながる。研究者個人の活力を維持し、

負のスパイラルに陥らないための施策が課題とな

っていた。この課題に対応するために、生命工学

領域では以下の施策を講じている。 

・生命工学領域内の競争的資金「Grant-L」 

将来の橋渡し研究への発展に向けて優れた研究

テーマを育むためには、研究者自身の自主性に任

せた課題設定や国プロへの参画による新技術開発

だけではなく、領域内研究者の連携による幅広い

視点での課題設定が求められる。生命工学領域で

は、研究者同士が相互に審査する領域内競争的グ

渡し」の大きな推進力になると考えている。 

 また、橋渡し前期研究として AMED 等の国家プロ

ジェクトにより糖鎖利用技術やマイクロ臓器チッ

プ技術の研究開発に携わり、橋渡し後期研究では民

間企業との共同研究により 3D プリンティング技術

による人工歯の実用化に結び付けるなど、それぞれ

のフェーズで橋渡し研究を着実に遂行した。さら

に、数年間にわたる国家プロジェクトへの参画は、

企業連携を中核にした橋渡し後期の研究や、新たな

研究シーズ創出に向けた目的基礎研究への新たな

研究展開も期待される。 

 

人材育成および国内・国際連携 

第 4期では、インド科学技術省バイオテクノロジ

ー庁との連携を順調に発展させ、国家レベルで推進

している日印国際連携を主導した。インドやタイの

国立研究機関との共同研究は、各国独自の生物資源

を活用した研究の推進や研究人材の確保の観点か

ら重要である。また、日本国内の民間企業と連携し、

研究に用いる計測分析機器などの日本製品の海外

普及にも貢献した。さらに、SDGsへの対応としてマ

ラリアおよびシャーガス病に関する研究開発を実

施し、平成 30 年度にはマラリアの早期検出デバイ

スに関する取り組みが政府広報誌 HIGHLIGHTING 

Japanに掲載されるなど注目を集めている。このよ

うな連携体制の推進により、各国における健康・医

療分野での産業展開を視野に入れた研究開発を産

総研が担うことが可能となる。 

 

以上のように、第 4期に渡り、世界水準のハイイ

ンパクトな目的基礎研究の推進、地域センターにお

けるイノベーションの創出に繋がる各種研究成果

の発信、6件の大型国家プロジェクトの牽引（平成

30年度は 5件を牽引）、産総研発ベンチャー10社の

創出と 2社の M&A、技術コンサルティングの契約件

数および契約額の大幅な増加、インド等との国際連

携、独自のプログラムによる人材育成などにおいて

着実な成果が得られたと考え、評定を「B」とする。 

なお、評価委員からは、幅広い領域において特筆

すべき多様な成果が挙がっており、領域の研究ポテ

ンシャルを完全に理解した研究を推進させるマネ

ジメントであったとして高い評価を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

ラント（Grant-L）を平成 29 年度に創設し、新し

い研究の芽となる目的基礎研究課題を若手研究者

から公募し、平成 29 年度には 21 課題の応募から

7 課題を、平成 30 年度は 12 課題の応募から 4 課

題を採択した。また、Grant-L採択者には外部研究

資金の獲得を推奨しており、採択者による令和元

年度の外部資金への応募件数は科学研究費補助金

基盤研究（B）3件を含む 12件にのぼり、Grant-L

による効果が現れつつある。また、応募者からも、

他の若手研究者が志向する最先端の研究に触れる

ことができ、領域内研究者の連携を図り新しい構

想に具体性を持たせる恰好の機会となったとの声

も聞かれており、今後の発展が期待される。 

・筆頭論文および国際共著論文発信に対するイン

センティブ付与 

論文発信の質・量を向上させるためには、産総

研研究者が筆頭著者となり論文を発信して目立つ

成果をあげること、海外の優秀な研究グループと

の国際共同研究の成果を論文として発信すること

が重要である。生命工学領域では、筆頭著者論文、

および海外の研究機関や大学等との国際共著論文

を出版した研究者に対して、インセンティブとし

て研究費を交付する取り組みを実施した。平成 30

年度は、98報の筆頭著者論文、62報の国際共著論

文に対してインセンティブ研究費を付与した。 

・生命工学関連研究の効果的な情報の共有 

論文発信の質・量の向上を図るために、生命工

学に関する最新の話題やグラント等の情報を研究

者間で効果的に共有することが課題となってい

る。そこで、生命工学領域の研究者・ポストドクタ

ーが発表した新着論文を論文概要も含めた情報と

して各研究ユニットに毎週自動配信する「AIST 

LIFE new publication」、生命工学領域に関連する

研究トピックや、公募中のグラント情報等をまと

めた月刊ニュースレター「RP-LIFE INFORMATION」

を発行した。これらの情報が研究者間で共有され

ることにより、論文発信意欲の発揚、情報共有に

よる相互連携の促進、優れた論文発信を相互で顕

彰する仕組みを構築した。 

 

研究成果の橋渡し 

・研究成果が活用された製品化は、 

＜課題と対応＞ 

①産業界との連携強化 

第 4 期中長期目標に掲げた「創薬基盤技術の開

発」、「医療基盤・ヘルスケア技術の開発」、「生物機

能活用による医薬原材料などの物質生産技術の開

発」に関連する世界最高水準の研究とその橋渡しを

実現するためには、産業界のニーズを捉えた課題の

抽出が課題である。その対応として、産業界と協議

して共同研究課題を共創し、両者で進捗管理する戦

略的アライアンス事業をさらに拡充する。領域幹部

によるトップセールス、産業界との意見交換、ある

いは技術コンサルティングの機会を増やし、産総研

への信頼を獲得して連携企業数を増やす。また、非

競争的領域では、複数企業とのコンソーシアムを形

成し、国産技術の国際標準化を狙った取り組みも引

き続き実施する。 

 

②民間資金獲得のための戦略 

研究成果を社会展開して橋渡しを完了する上で

は、企業との継続的な連携維持が重要な課題となっ

ていた。その対応として、企業との共同研究契約の

終了に際し、企業との共同研究を継続的に実施する

ために各契約状況を領域戦略部とユニットの担当

者で共有し、次年度の契約延長と、規模拡大の可能

性を探るための適切な企業対応を迅速に進める。ま

た、領域内の最新技術開発の情報を集約してイノベ

ーションコーディネーター（IC）とも共有し、最新

技術を企業側に提供することで新たな連携構築を

推進する。 

 

③研究開発を循環させるための戦略 

目的基礎研究から実用化・製品化に至るまでの一

気通貫の研究体制を構築するためには、新たな橋渡

しの素材となり得る研究シーズの発掘と、社会ニー

ズを把握することが不可欠であり、公的資金に基づ

く研究開発は、その中で重要な役割を果たす。第 4

期中長期計画の後半に当たる平成 30 年度では、

AMED、NEDO、国立研究開発法人 科学技術振興機構

（JST）、戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）等の橋渡し前期に相当する大型国家プロジ

ェクトに参画し、獲得額も年々増加している（平成

28年度 15.6億円、平成 29年度 17.5億円、平成 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度：1件 

平成 28年度：1件 

平成 29年度：5件 

平成 30年度：4件 

と推移し、平成 30 年度においては、上記の 3D プ

リンティング技術による人工歯の素材となる「三

次元積層造形用 SP2 コバルトクロム合金粉末」を

はじめ、産総研の技術を利用した製品が 4 件上市

される見込みである。 

・産総研発ベンチャーにおいては、上記のリン酸

化活性による細胞内シグナル伝達の網羅的解析シ

ステムを有するソシウム株式会社など、平成 30年

度には新たに 3 社が産総研発ベンチャーとして認

定された。これにより、平成 27年以降に創出され

た産総研発ベンチャーは 10社となった。これまで

に、M&A 2社、休眠状態 2社となり、計 6社が現在

も産総研発ベンチャーとして活動している。それ

らが平成 30 年度に受けた出資額と共同研究費の

総額は 4.8 億円以上となり、社会からの強い期待

を受けて順調に事業を展開している。 

・第 4 期における共同研究などによる産総研への

民間からの資金提供額は、 

平成 27年度：6.4億円 

平成 28年度：7.2億円 

平成 29年度：6.2億円 

平成 30年度：6.8億円 

と推移し、平成 30 年度は目標額 15.2 億円に対し

て達成率は 44.6％となる見込みである。第 4期の

いずれの年度においても民間資金提供額が目標に

達成することが困難な状況であるが、平成 23年～

平成 25年度の民間資金の平均獲得額 5.0億円から

は順調に増加させることができた。民間資金獲得

増に向けた平成 30年度の新たな取り組みとして、

大型の共同研究案件については領域戦略部が担当

することや、新規な企業連携の構築に向けた研究

予算の配賦を実施した。 

・特許の実施契約件数は、 

平成 27年度：113件 

平成 28年度：109件 

平成 29年度：131件 

平成 30年度：141件 

と年々増加し、平成 30年度は達成率 128.2％とな

年度 17.9億円）。 
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携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、昨年度実績と目標値（110件）を共に超えるこ

とができた。 

 

国内・国際連携 

・他機関との連携としては、平成 28年 7月に早稲

田大学、平成 29年 1月に大阪大学にオープンイノ

ベーションラボラトリ（OIL）をそれぞれ設置し、

大学のシーズを産総研と共同で産業化へ展開する

体制を整えた。平成 30 年度の成果として、「産総

研・早稲田大学 生体システムビッグデータ解析

OIL（早大 OIL）」では、IF付論文 11報（平成 29年

度 5 報）を発表するとともに、米国、サウジアラ

ビアの研究機関と国際連携研究を推進する体制の

強化を図った。また、「産総研・大阪大学 先端フォ

トニクス・バイオセンシング OIL（阪大 OIL）」で

は、IF付論文 11報（平成 29年度 4報）を発表し、

産業界が参加するコンソーシアムを設立して、産

業界に対する情報提供や技術移転、共同研究の促

進を強化した。 

・国際連携関連では、インド科学技術省バイオテ

ク ノ ロ ジ ー 庁 （ DBT ： Department of 

biotechnology）と産総研が平成 25 年に締結した

共同研究契約に基づき、産総研つくばセンターに

産総研・DBT の日印連携ラボ（DAILAB）を平成 29

年度までに日本 1 拠点、インド 6 拠点、スリラン

カ 1拠点の合計 7拠点を設置した。また、平成 30

年度は DBT との共同研究契約を大型国際共同研究

事業に発展させ、日印共同研究センター

（DAICENTER：DBT-AIST International CENter for 

Translational and Environmental Research）を

設立し、インド政府からの資金提供が年間 8,500

万円、3 年間にわたる資金提供型共同研究契約を

締結した。この他に、平成 30年度はタイ科学技術

研究所（TISTR：Thailand Institute of Scientific 

and Technological Research）との農産物病原性

評価技術の確立やタイ産生物資源の機能性成分の

同定や評価に関する共同研究、および米国の国立

標準技術研究所（NIST：National Institute of 

Standards and Technology）とのマイクロバイオ

ーム分析の標準整備に向けた共同研究を実施し

た。 

・持続可能な開発目標（Sustainable Development 
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Goals、SDGs）の一つとして掲げられている「すべ

ての人に健康と福祉を」への貢献を目指す研究開

発として、マラリアおよびシャーガス病に関する

研究開発を実施し、マラリアの早期発見に向けた

迅速・超高感度検出デバイスや、シャーガス病の

創薬標的探索を可能にするためのゲノム編集技術

を開発した。 

以上のように、国内外の研究機関との連携強化

を図り、顕著な成果を上げることができた。 

 

民間資金獲得額の目標達成に向けて 

第 4 期開始時点と比較して、当領域が係わるバ

イオ・医薬品産業分野の民間企業における研究開

発費の状況に変化がみられている。総務省の平成

30年科学技術研究調査報告によると、国内の全て

の産業における研究開発費は、第 4 期が開始した

平成 27 年以降、前年比で平均 1.6%増加している

ものの、医薬品産業の研究開発費は平均 0.5%減と

されている。民間資金獲得額の基準値を算定する

ための期間であった平成 23 年から平成 25 年にお

いて医薬品産業の研究開発費は平均で 4.2%の増加

傾向にあったが、平成 26 年にピーク（約 1.5 兆

円）を迎えて以降は減少・頭打ち傾向にある。ま

た、文部科学省「民間企業の研究活動に関する調

査報告」によると、平成 28年以降、調査回答のあ

った医薬品製造業 1 社あたりの外部支出研究開発

費が増加傾向にあるが、そのうち約 3 分の 2 を占

める海外への外部支出研究開発費の 80-90%以上が

親会社・子会社への支出であり、海外での薬事承

認を目指した治験等への支出が増加しているもの

と思われる。さらに、平成 28 年から平成 30 年の

世界における医薬・ライフサイエンス分野におけ

る M&A の規模は、1,800-2,200 億米ドルと堅調で

ある。特に、平成 30年には日本国内の医薬品製造

業による 1 億～数百億米ドル規模の M&A が 6 件な

された。このようなことから、国内のバイオ・医薬

品産業が従来の研究開発型から、ベンチャー企業

等の買収型に変化し、自社が必要とする技術に的

を絞った事業展開がなされていると考えられる。

このような状況の中で生命工学領域では、大型公

的外部資金による民間企業との共同研究、戦略的

アライアンスによる民間企業のニーズに即した課
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題設定、および産総研発ベンチャーの活用による

橋渡しに重きを置いた研究開発を遂行した。その

他、以下のような取り組みを行った。 

 

・大型連携事業の推進 

民間資金獲得に向けては、平成 30年度では共同

研究の大型化を目指す取り組みを推進した。具体

的には、一般社団法人日本マイクロバイオームコ

ンソーシアム（JMBC）とマイクロバイオーム解析

の国際標準化と高度化を進めることで覚書を締結

し、現在、共同研究契約締結に向けて調整中であ

る。 

・体制の構築と新規案件創出の試み 

生命工学領域内部に向けた取り組みとして、大

型の連携案件（資金提供額 500 万円以上）は当領

域の研究戦略部が、資金提供額 500 万円未満の案

件はユニットの産学官連携担当者がフォローする

よう役割分担を明確にし、迅速なフォローをを研

究者に行うよう企業連携推進の円滑化を図る体制

を構築した。さらに、平成 30年度および令和元年

度以降の新規企業連携の構築を目的に、研究者が

作成した計画書を研究戦略部で査定し、企業連携

を促進するための予算を配賦した。 

 

組織内外の若手雇用・育成と、シニア世代の能力・

経験の最大活用 

・新人研究員の公募採用において、平成 27年度か

ら平成 29 年度までに 46 名の博士課程修了者を採

用しており、平成 30年度は見込みを含む博士課程

修了者 11 名を採用し、若手雇用に努めた。さらに、

平成 30年度より修士型採用を実施した。また、シ

ニア世代の能力と経験の活用に関しては、定年を

迎えた経験豊かな研究者を招聘研究員として平成

30 年度までに 16 名を再雇用し、研究推進に活か

した。 

・人材育成については、領域内の独自の技術研修

を実施し、国内外の学生や企業人材を受け入れて

育成を行ってきた。第 4 期中はリサーチアシスタ

ント（RA）制度により、各年度目標値を大幅に超え

る多数の学生を受け入れ、若手人材の育成に積極

的に推進した。RAやイノベーションスクール生と

してこれまでに、 
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 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

平成 27年度：11名 

平成 28年度：29名 

平成 29年度：39名 

平成 30年度：49名 

と順調に受け入れ数を増やし、平成 30年度も目標

26名を大幅に上回ることができた。また、第 4期

においては大学や企業とのクロスアポイントメン

ト制度を活用した人材交流を活発化し、医療機関

から臨床医 1 名を採用するなどして組織を超えた

人材流動化を積極的に進めた。 

 

一定金額規模以上の「橋渡し」研究のその後の事

業化 

・第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した数は 41件、

うち平成 30 年度実施の数は 20 件であり、これら

の事業化の実績として、知的財産の譲渡契約およ

び実施契約は 4件（うち平成 30年度契約の件数：

0 件)、製品化は 3 件（うち平成 30 年度製品化の

件数：0件)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

生命工学領域では、健康で活力のある長寿社会

と持続可能な社会の実現を目指し、効率的な創薬

プロセス・治療法の実現を目指す「1. 創薬基盤技

術の開発」、豊かで健康的なライフスタイルの実現

を目指す「2. 医療基盤・ヘルスケア技術の開発」、

バイオプロセスによる物質生産技術革命を目指す

「3. 生物機能活用による医薬原材料などの物質

生産技術の開発」の 3つの重点課題を掲げており、

それぞれの課題における橋渡し研究への発展を見

据えた目的基礎研究を推進した。第 4 期中長期目

標期間において得た目的基礎研究の主な成果は下

記の通り。 

 

創薬基盤技術の開発 

・心筋梗塞患部を遺伝子の導入による直接リプロ

グラミングによって再生する遺伝子の発見 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

創薬基盤技術の開発 

研究成果である心筋梗塞患部を再生する Tbx6 遺

伝子の発見は、心臓カテーテル法などによって心筋

梗塞の患部に Tbx6 遺伝子を導入することで自己の

梗塞部位から心筋細胞と血管を再生し、心筋梗塞を

治療する拒絶反応のない新規治療法の開発に繋が

る可能性がある。市場調査機関の報告では、細胞性

医薬品を中心とする再生医療等製品市場は令和 12

年には 600億円規模に達すると予想されており、心

筋梗塞を含む難病治療に向けた技術開発への期待

が高まっている。本成果は産総研プレスリリース

（平成 30年 8月 10日付）や主要紙における新聞報

道を経て、製薬企業から本技術が関連する特許 2件



61 

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

細胞に特定の遺伝子を導入して分化を制御する

直接リプログラミング法により、線維芽細胞から

心筋細胞を誘導する遺伝子を発見した。心疾患は

日本人の死亡原因の第 2 位を占めており、その主

原因である心筋梗塞の治療法の開発が医学的に喫

緊の課題として求められている。産総研が構築し

たヒト遺伝子の約 80%をカバーするヒトタンパク

質発現リソース（HuPEX）から、心臓の線維芽細胞

を心筋細胞と血管細胞に高効率で誘導できる Tbx6

遺伝子を発見した。iPS細胞などの多能性幹細胞を

用いた再生医療では数種類の液性因子を用いる必

要があり、液性因子そのもののコストが高いこと

や心筋細胞を誘導するための工程が煩雑といった

課題があったが、Tbx6遺伝子を梗塞患部で発現調

整して治療することを目指す技術は、低コストな

心筋梗塞の治療法の確立に向けた成果として注目

されており、Cell Stem Cell誌（IF：23.290）に

掲載された。なお本研究は臨海副都心センターで

実施された研究成果である。  

さらに、リポ多糖に対する細胞の遺伝子転写を

解明した成果が Genome Biol.誌（IF:13.214）に、

アルツハイマー原因因子として知られるタウタン

パク質の不溶化阻害機構を解明した臨海副都心セ

ン タ ー で の 研 究 成 果 が Nat. Commun. 誌

（IF:12.353）に、X染色体の不活性化と長鎖ノン

コーディング(lnc)RNAとの関係性を解明した臨海

副都心センターでの研究成果が Nat. Commun.誌

（IF:12.353）に発表されるなど、世界から注目さ

れる創薬プロセス・治療法の開発につながる成果

を得た。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

・マイクロバイオーム解析用人工核酸標準物質を

活用した検査プロセスの精度管理技術の開発 

多種類の微生物種で構成されるマイクロバイオ

ーム（複合微生物叢）を次世代シーケンサーで解

析する際の精度管理技術を開発した。マイクロバ

イオーム、特に腸内マイクロバイオームは、宿主

動物の栄養吸収が行われる環境に発達する菌叢で

あり、その代謝機能や宿主との相互作用を調べる

ことでさまざまな疾患の診断用マーカーや新規な

創薬ターゲットの発見につながる可能性があると

の優先交渉権の申し込みがあるなど注目を集めて

おり、今後の橋渡し研究への発展が期待される。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

人工核酸標準物質を用いたマイクロバイオーム

解析の精度管理技術の開発は、製薬企業の期待が大

きいマイクロバイオーム計測の標準化を進めるた

めに重要である。腸内マイクロバイオームはさまざ

まな疾患の診断用マーカーや創薬ターゲットの探

索標的となっているため、新薬創出や新しい健康管

理法の創出に向けた解析の信頼性を担保すること

に繋がり、創薬研究の進展に大きく貢献することが

できる。本成果は産総研プレスリリース（平成 28

年 12 月 14 日付）がなされた。さらに、本成果は

JMBC との共同研究に関する覚書締結（平成 30 年 6

月 7日付プレスリリース、新聞報道 2件）に向けて

の基盤技術となっただけでなく、標準物質のライセ

ンシング利用等に関する問い合わせが複数の民間

企業からあり、実際にライセンス契約に至るケース

も複数あるなど注目を集めている。市場調査機関の

報告によると、ヒトマイクロバイオームに基づく医

療分野における世界市場規模は令和4年に3,500億

円に達すると見込まれており、マイクロバイオーム

計測の標準化に向けた研究開発の重要性は今後さ

らに高まっていくことが予想される。 

 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

共生細菌が宿主の代謝老廃物から必須栄養素を

合成するメカニズムの発見により、その合成経路を

阻害することで害虫カメムシの繁殖力を抑えると

いう新しい害虫防除技術の開発が可能となる。害虫

を駆除する目的で使用される殺虫剤の出荷額は、国

内で年間約 963 億円と報告されており（農薬工業

会）、新規防除技術の創出による経済波及効果が見

込まれる。本研究に関連する成果は産総研プレスリ

リース（平成 27年 9月 1日、平成 29年 12月 25日

及び平成 30 年 1 月 18 日付、新聞報道 2 件、TV 報

道 2 件）がなされた他、平成 28 年度の日本微生物

生態学会奨励賞受賞に繋がった。また、新規微生物

機能を探索する研究課題では、領域間連携の遂行に

よりこれまでに知られていなかった微生物の新し
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とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

して注目を集めており、その解析には次世代シー

ケンサーが広く利用されている。しかし、次世代

シーケンサーを利用したマイクロバイオーム解析

において、さまざまな複合微生物試料（例えば糞

便や口腔等のヒトマイクロバイオームや、土壌や

河川水等の環境マイクロバイオーム等）に適用で

きる精度管理用の標準物質や、適切な精度を担保

するための技術はこれまでになかった。このよう

な背景を受け、平成 29年度には、人工的な塩基配

列を有するマイクロバイオーム解析用の人工核酸

標準物質を開発した。平成 30年度は、その標準物

質を内部標準として利用したマイクロバイオーム

試料のトレーサビリティを確保するための精度管

理技術を開発した。 

 また、他の成果として、磁気共鳴画像（Magnetic 

Resonance Imaging, MRI）造影剤である磁性ナノ

粒子と遺伝子組換えタンパク質から成るハイブリ

ッドプローブをデザインし、生きたラット脳内の

神経活動を高感度かつリアルタイムに可視化する

ことに成功した成果が Nat. Nanotechnol.誌

（IF:37.490）に掲載されるなど、新しい医療基盤・

ヘルスケアにおける評価基盤技術の開発につなが

る成果を得た。 

 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

・共生細菌・昆虫が有する新機能の発見とその応

用展開 

共生細菌が有する新しい生物機能の解明を目指

した研究を遂行し、害虫カメムシの代謝老廃物リ

サイクル機構を発見した。産総研北海道センター

では、これまでに繁殖力が高い農業害虫として知

られているカメムシが殺虫剤を分解できる土壌細

菌に感染することで殺虫剤抵抗性を獲得すること

（平成 27 年度）、その抵抗性は土壌にわずか数回

殺虫剤を使用しただけで急速に発達すること（平

成 29年度）を発見してきたが、害虫カメムシがな

ぜ高い繁殖力を示すのかについては不明のままで

あった。平成 30年度は、共生細菌の増殖特性や遺

伝子発現を調べることで、共生細菌が宿主である

カメムシの体外に排出される代謝老廃物を利用し

て、宿主にとって必須の栄養素であるアミノ酸等

い代謝機能を見出すに至り、石炭埋蔵地下環境や廃

水処理プロセスにおける物質の循環・除去における

重要な知見を得た。単独で石炭からメタンを生成す

る生成菌 AmaM 株を発見した地質調査総合センター

との連携研究は産総研プレスリリース（平成 28 年

10 月 14 日付）がなされ、平成 30 年度には産総研

戦略予算「国内石油産業を復興する Oil to Gas

（O2G）革命」の採択に至り、日本微生物生態学会

奨励賞の受賞にも繋がった。また、エネルギー・環

境領域との連携による廃水処理プロセスのマイク

ロバイオーム解析の展開として SIP事業「スマート

バイオ産業・農業基盤技術」での研究課題「スマー

トバイオ社会を実現するバイオプロセス最適化技

術の開発」の採択に繋がった。環境省の環境産業市

場規模検討会資料より算出した平成 28 年における

国内の年間廃水処理費用は約 2,369 億円と見積も

られており、その低減に資する新技術の創出が期待

される。 

抗凍結タンパク質の高付加価値化に資する研究

については、産総研プレスリリース（平成 30 年 5

月 8日付、新聞報道 1 件）がなされ、AFPに関する

諸性質の解明により、平成 28 年度に上市された商

品の高付加価値化が可能となった。これは、橋渡し

後期研究の成果が新しい目的基礎研究の創出に繋

がることを意味している。 

 

評価指標である「論文発表総数」および「論文合

計被引用数」は平成 30 年度の目標値を達成してお

り、1 報あたりの平均被引用数及び IF10 以上の発

表論文数が第 4期中に年々増加しており、インパク

トが大きい、高質な論文発表が増加していると言え

る。質の高い論文数が増加することは、産総研の研

究プレゼンスを内外に示すことに直結し、産総研の

国際的な地位の向上をもたらす。さらに、研究レベ

ルの高さは、公的機関や民間企業からの研究資金獲

得に向けたアピールにもなる。 

 

また、第 4期中の研究成果に対し、以下の権威あ

る賞を受賞していることから、新しい研究の芽・産

業の芽を創出しうる高い水準の目的基礎研究が実

施できた。 

電気化学会化学センサ研究会第 20 回清山賞、日
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を合成して供給していることが明らかとなり、共

生細菌による代謝老廃物のリサイクル機能がカメ

ムシの高い繁殖力を支えていることが証明され

た。 

また、害虫カメムシにおける共生細菌の生物機

能に着目した研究のみならず、平成 27年度には共

生細菌を保持する菌細胞の形成に関わる遺伝子の

同定、平成 28年度には共生細菌の感染による昆虫

の生殖操作機構の解明、平成 29年度にはハムシに

おける葉の消化に特化した共生細菌の発見、平成

30年度にはセミ類における新規共生真菌の発見な

ど、共生細菌の生物機能を複数明らかにした。 

・未知微生物資源の探索 

 生物機能の活用に向けた新規微生物資源の探索

においては、平成 28年度に単独で石炭からメタン

を生成する生成菌 AmaM株を発見した。この菌は、

石炭の構成成分であるメトキシ芳香族化合物をメ

タンに変換する代謝機能を有している。この成果

は地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

との領域間連携によるものである。平成 28年度に

は、廃水処理プロセスに生息する未培養微生物を

対象としたマイクロバイオーム解析により新規メ

タン生成経路を発見した。廃水処理関連研究では、

エネルギー・環境領域 環境管理研究部門との連携

で「環境微生物データベース」プロジェクトを推

進しており、都市下水処理施設において廃水中に

含まれる有機物等を分解処理する活性汚泥プロセ

スから採取した複合微生物試料（汚泥）のマイク

ロバイオーム解析を実施し、廃水に含まれるアン

モニアの除去において重要な役割を担うアンモニ

ア酸化細菌の存在量に相関のある微生物群を見出

すことに成功した。 

・難供給天然化合物の新規生産法の開発 

 平成 27 年度には、25 万点以上のサンプルから

なる天然物由来の化合物ライブラリーを民間企業

や大学等と共同利用できるシステムと、画像解析

技術を応用した新規スクリーニング系を構築し、

生物機能活用による医薬原材料等の開発支援技術

を整備した。平成 30年度には、この天然物化合物

ライブラリーに含まれるペプチド化合物やポリケ

タイド化合物を合成するための酵素遺伝子の情報

を活用し、その一部を他の遺伝子と入れ替えるこ

本油化学会第 15 回オレオサイエンス賞、日本バイ

オイメージング学会奨励賞、日本微生物生態学会奨

励賞（以上、平成 28年度）、堀場雅夫賞、日本分析

化学会奨励賞、竹田国際貢献賞、日本動物学会奨励

賞、極限環境生物学会研究奨励賞、工業標準化表彰

経済産業省産業技術環境局長賞（以上、平成 29 年

度）、バイオインダストリー奨励賞、日本電気泳動

学会学会賞（児玉賞）、染色体学会賞、日本微生物

生態学会奨励賞、農芸化学若手女性研究者賞、日本

動物学会論文賞（以上、平成 30年度）。 

 

 以上のように、生命工学領域が掲げる 3つの重点

課題のいずれにおいても国際的に高く評価される

目的基礎研究を遂行し、論文の被引用数や IF10 以

上の発表論文数の増加などにおいても顕著な成果

が得られたと考え、評定を「A」とする。 

なお、評価委員からは、創薬基盤技術の開発、医

療基盤・ヘルスケア技術の開発、物質生産技術の開

発の３つの重点課題いずれにおいても独自性が高

い特筆すべき成果をあげている、として高く評価さ

れている。 

 

＜課題と対応＞ 

平成 30 年度までに Grant-L などの独自の取組を

行ってきたが、引き続き、目的基礎研究推進に向け

た研究マネージメントのさらなる効率化や、産業界

への橋渡し研究につながる研究の芽を育む必要が

ある。そのため、論文発信の質・量がどの程度向上

したかを多角的な視点から常に把握し、さらにどの

ような課題があるのかを現場の研究者からの建設

的な意見も取り入れつつ見極め、柔軟な改善策を講

じていく。 
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とでより高い生理活性を示す化合物を生産するこ

とに成功した。本成果に関連する業績は Nat. 

Commun.誌（IF:12.353）に掲載された。本研究は臨

海副都心センターの研究成果である。 

・抗凍結タンパク質の高付加価値化に資する研究 

北海道センターで実施された平成 28 年度の橋渡

し後期研究により事業化された抗凍結タンパク質

(AFP)の高付加価値化に向け、これまで未知であっ

た AFP の性質を明らかにする基礎研究を推進し

た。AFPは、凍結時に水の内部に生成される氷の単

結晶に対して強く結合する機能を有するタンパク

質であるが、その結合メカニズムは未解明であっ

た。平成 30年度は、X線結晶構造解析等により AFP

が氷の結晶が成長する際に生じるような水分子ネ

ットワークを使って氷結晶面に結合することを明

らかにした。また、AFP合成遺伝子は、母細胞から

娘細胞に受け継がれるような「垂直伝搬」ではな

く、異なる種の生物の間で遺伝子が取り込まれる

「水平伝搬」によって広まったこと、魚類由来 AFP

は低濃度でも氷の結晶面に結合する作用があるこ

とも明らかにした。 

 

目的基礎研究の評価指標である論文の被引用数

については、第 4 期中は年間 7,400 回を目標とし

ており、 

平成 28年度：7,468回 

平成 29年度：7,603回 

平成 30年度：8,553回 

と上昇傾向にあり、平成 30 年度は達成率 115.6%

となり、目標値を大きく上回った。被引用数の算

出対象となる論文（平成 26～28 年発表論文）は

1,180 報で、1 報あたりの平均被引用数は 6.9 回

であり、平成 28年度（6.0回）と平成 29年度（6.1

回）と比べても増加している。 

一方、論文発表数については、第 4 期中は年間

400報を目標としていたが、 

平成 27年度：420報 

平成 28年度：376報 

平成 29年度：338報 

平成 30年度：405報 

と、平成 30 年度は 3 月末時点で前年同月比 124%

で、目標値の 400 報を達成した。一方、過去数年
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間の論文発表状況を踏まえると、IF10以上の専門

誌に掲載された論文は、上述した心筋梗塞患部を

遺伝子の導入による直接リプログラミングによっ

て再生する遺伝子の発見に関する成果が Cell 

Stem Cell誌に発表されるなど、平成 30年度は 23

報となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

橋渡し研究前期では、国の産業基盤を構築する

上で重要になると思われる課題を設定し、主に民

間企業との実用化研究への展開を目指して、公的

資金を活用した産業界との共同研究を中心に進め

た。課題設定に当たっては、産業界の意向が十分

反映されるように、産業界との意見交換会やコン

ソーシアム形成等での意見集約に努めた。具体的

には、第 4期を通して、「1. 創薬基盤技術の開発」

では糖鎖バイオマーカーの開発・実用化、「2. 医

療基盤・ヘルスケア技術の開発」では動物実験を

代替するマイクロ臓器チップの開発、「3. 生物機

能活用による医薬原材料などの物質生産技術の開

発」ではゲノムデザインによる動物・植物・微生物

等生物高機能化を推進した。主な研究成果は次の

通りである。 

 

創薬基盤技術の開発 

・医薬品候補化合物自動設計装置の新規プログラ

ム開発 

医薬品候補化合物の創出には多大な年月を要し、

幾多の試行錯誤を伴うため、医薬品候補化合物探

索プロセスの効率化が望まれている。そこで、平

成 28 年度より医薬品候補化合物の設計と合成を

自動化する自動探索装置の開発を推進しており、

既知の化合物特性を装置に学習させることで、医

薬品候補化合物の自動探索が可能となった。平成

30年度には、民間企業からの資金提供を受け、本

装置を用いて既存の化合物よりも生理活性が 18

倍以上高い 17 個の新規化合物を発見した。さら

に、公開論文 6.5 万報から医薬品候補物質の化学

構造の特性等を学習させ、自動設計プログラムを

強化した。 

・糖鎖バイオマーカーの開発・実用化 

タンパク質上の糖鎖修飾は、疾患に伴って変化す

ることから、新規のバイオマーカー・治療標的と

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

創薬基盤技術の開発 

糖鎖バイオマーカーは、糖鎖の質的変化を捉える

ことからタンパク質の量的変化をモニターする既

知のマーカーより感度が高く、新たな疾病バイオマ

ーカーや疾患治療に応用可能な創薬標的分子とし

て十分なポテンシャルを有する。実際に糖鎖を標的

とすることで、がんの早期発見、がん細胞を特異的

に攻撃する薬剤開発、精神ストレスによる過敏性腸

症候群発生機序の解明につながる知見を得るとと

もに、侵襲的な生検診断の代替となる肝線維化の血

液診断マーカーの開発にも成功しており、患者のク

オリティ・オブ・ライフの向上へ大きく寄与するこ

とが期待される。市場調査機関の報告によると、

2016 年における糖鎖技術を利用した診断・治療薬

の世界市場は約 246 億米ドルであり、2021 年には

500億米ドル規模に達すると見積もられており、産

総研が有する糖鎖研究の成果が市場拡大に資する

ことが期待される。本研究成果は外部から高く評価

され、平成 27 年度に経済産業大臣賞（受賞研究課

題：世界初・糖鎖を使った肝線維化診断システムの

実用化）、平成 30年度に第 2回バイオインダストリ

ー奨励賞（受賞研究課題：糖鎖プロファイリング技

術の開発と再生医療・創薬への応用）を受賞した。

さらに、新規国家プロジェクト AMED-PRIME に採択

された。さらに、精神的ストレスと小腸管上皮細胞

糖鎖との関連を明らかにした成果は共同研究グル

ープ（農研機構および茨城大学）からプレスリリー

スされた（2018年 10月 24日）。 

医薬候補化合物の設計と合成を自動化する高機

能分子自動探索装置の開発は、産業界から注目を集

めており、平成 28年度以降、学会や企業から 26件

の招待講演を依頼された。本装置の社会実装によ
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戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

して期待されている。そこで平成 28年度に立ち上

げた AMED事業「糖鎖利用による革新的創薬技術開

発事業」を推進し、疾患治療に応用可能な創薬の

標的となる分子を増やすために細胞の糖鎖変化を

認識し、糖鎖に結合して機能発揮する抗体医薬創

製技術の研究開発を開始した。市販のレクチンマ

イクロアレイスキャナーは、糖鎖標的探索に必要

な感度を有していなかったが、平成 29年度に企業

との共同研究により、アレイスキャナーの改良に

成功し、従来市販機器の 10倍以上の高感度化を達

成した。開発したアレイスキャナー技術を基に、

平成 29 年度は肺小細胞がん組織に特徴的な糖鎖

変化を認識する有用なマーカー候補分子（フコシ

ル化セクレトグラニン III ）を同定し、膵がん細

胞においても、表面に強く発現している糖鎖とそ

れを特異的に認識するレクチン（糖鎖結合能力を

持つタンパク質）を発見した。さらに、レクチンに

抗がん薬を融合させた Lectin Drug Conjugate

（LDC) によって、血液凝集などの副作用を示すこ

となく、膵がんを発症したモデルマウスの治療に

成功した。これは、糖鎖-レクチンを創薬の標的と

した新たな膵がん治療アプローチとなる。また、

平成 30年度には、社会的敗北ストレス（自分より

優位な個体と同じ飼育室で共存させることで社会

性行動の減少を引き起こす精神的ストレスのモデ

ル）を負荷したマウスの小腸管上皮細胞において、

フコースと呼ばれる糖類が末端に付加された糖鎖

の減少を見出し、精神的ストレスという脳の病態

により小腸管上皮細胞の糖鎖が変化することを世

界で初めて明らかにした。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

・動物実験を代替するマイクロ臓器チップの開発 

医療基盤技術として、様々なヒト臓器細胞を１

つの小型デバイス（チップ）上に組み合わせ、体内

の臓器間ネットワークをチップ上に模倣した

「organ(s)-on-a-chip（OOC）」の開発を推進した。

OOCは、医薬品や化粧品の開発に不可欠であった動

物実験を代替し、動物の個体差の影響を受けない

再現性の良い評価が行える可能性があり、その開

発に大きな期待が寄せられている。そこで、平成

29年度に AMED 事業「再生医療技術を応用した創

り、これまで有機化学の専門家の知識や技術に依存

していた新規医薬品候補化合物の創出過程が自動

化され、創薬開発プロセスの短縮や研究コスト削減

が期待される。また、本研究は、利用可能な情報と

して蓄積されているもののまったく整理されてい

ない膨大な学術情報から必要な情報を見出す

Society 5.0 型の創薬技術として注目を集めてい

る。さらに、機械に学習させる情報を変えることで

創薬に限らず、機能性材料開発などの化学分野での

適用も見込めるため、広く産業界を支援する強力な

ツールとなりうる。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

平成 28 年度に産総研で開発した多検体処理用細

胞培養デバイスに、平成 30 年度は小腸および肝臓

機能を付加した。このように各臓器機能を有するチ

ップを着実に開発しており、本 AMED 事業で開発さ

れた OOCは、個体差の影響を受けない条件下でヒト

臓器機能を反映したデバイスとなり、医薬品・化粧

品開発や治療法開発を効率よく行うために必須の

デバイスとなりうる。OOCの規格開発では、細胞の

均一化・純化を目指し、平成 29 年度に肝細胞の規

格案を策定し、平成 30 年度に細胞処理装置の開発

を実施した。これは OOCを再現性／予測性の高い生

体機能評価モデルとして完成させるために、必須の

開発要素となる。上市に成功した自社開発薬の開発

コストの総額に占める非臨床試験に係るコストは

1/3以上を占めているとされており、その低減に資

する研究開発の重要性が増している。また、令和 2

年における世界のバイオ医薬品市場は 20 兆円規模

であると見積もられており、OOC技術はその市場の

拡大に資する成果として期待されている。第 4期を

通して実施してきた OOC に搭載可能かつ規格化さ

れた臓器由来細胞種を増やし、実証試験を重ねるこ

とで、医薬品や化粧品等関連する産業界の国際競争

力増強につながる。 

 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

ゲノム編集技術で作製したニワトリは、卵 1個に

ヒト IFNβを 30-60mg（市販製品価格 6,000 万から

3億円相当）含んでおり、卵 1個の生産コストは 10-
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薬支援基盤技術の開発」を立ち上げ、OOCの開発と

搭載可能な臓器細胞の規格開発を並行して進め

た。OOCの開発では、平成 28年度に産総研で開発

した多検体処理用細胞培養デバイスに、平成 30年

度は小腸および肝臓機能を実装し連結すること

で、小腸-肝臓の体内連関を再現し、医薬品

（Triazolam）の吸収、代謝の評価が可能であるこ

とを確認した。一方、規格開発では、平成 29年度

に最も需要の高い肝細胞に関して規格案を策定す

るとともに、バラツキが生じやすい培養方法を改

良し、統一された手法での規格検証を可能とする

解析法をマニュアル化した。平成 30年度には、iPS

細胞等の利活用の際に必須の操作である不要細胞

の判別・除去、継代操作を自動化した細胞処理装

置を国研・大学・企業と共同で開発し、機械学習に

より従来 88%程度であった必要な細胞の純化割合

を 97％以上に向上させること成功した。 

・新入れ歯用粘膜治療材の開発 

入れ歯で傷ついた粘膜治療に利用する粘膜調整

材には微生物が付着し易い。付着した微生物は、

高齢者肺炎のうち 7 割以上を占める誤嚥性肺炎の

発症リスクとなる。産総研四国センターでは、平

成 27 年度に大学や企業と共同で開発した抗菌活

性を有する塩化セチルピリジニウム（CPC）担持モ

ンモリロナイトを粘膜調整材へ応用し、入れ歯表

面上で、カンジダ菌、黄色ブドウ球菌およびミュ

ータンス菌の増殖を 2 週間に渡って持続的に抑制

する新規粘膜調整材を開発した。本製品は今年度、

日本初の口腔内に薬剤が徐放されるコンビネーシ

ョン製品（薬物・医療機器組み合わせ製品）とし

て、厚生労働大臣に製造販売が承認された。 

・環境物質簡易計測用ナノカーボン電極・機器の

開発 

計測装置メーカーとの共同で環境水中の臭気物

質の簡易計測用電極・機器開発を進めた。平成 30

年度は従来質量分析でしか計測できなかった環境

水中の臭気物質ジェオスミンを ppt(ng/L)レベル

で簡便かつ高感度に計測できる白金ナノ粒子ハイ

ブリッドカーボン薄膜電極の開発に成功した。さ

らに、開発した電極を搭載可能な計測機器類の開

発も並行して進め、本電極の大量生産化に関する

共同研究を材料メーカーと開始した。 

20 円程度であることから、確立した技術が組換え

タンパク質の低コスト生産に資することを証明し

た。さらに、他の有用タンパク質を産生するために

利用されている動植物（カイコやヤギ、イチゴなど）

と比較して、ニワトリは必要とする施設が省スペー

スで済み、鶏舎の利用によって組換え生物の拡散防

止が容易であるため、新たな「生物工場」のプラッ

トホームとして期待される。本成果による組換えニ

ワトリ育成工場の実現によって、コストが課題とな

っているバイオ医薬品や再生医療培地サプリメン

トの低価格化が可能となり、当該医薬品等を用いた

高度医療普及への貢献に繋がる。さらに、OECDレポ

ートに基づく 2030 年における 200 兆円規模のバイ

オエコノミー市場のうち、バイオプロセスによる物

質生産技術が 39%を占めるといわれており、その市

場獲得に向けた成果として注目を集めている。 

植物の一次細胞壁形成を制御する転写因子群の

発見は、掲載誌（Nature Plants（IF=11.47））の

News&Views において細胞壁分野の大家によって論

評された極めて注目度の高い成果である。本成果は

約 10 年前に産総研が発表している二次細胞壁形成

を制御する転写因子の発見に関する二論文（被引用

数合計 1,000以上）と双璧をなし、歴史に残る論文

となることが期待される。一次細胞壁は植物の根幹

をなす必須要素であり、野菜や穀物などの食感、保

存性を左右する要素としても重要であるが、二次細

胞壁よりも薄く、量が少ない。そのため、これまで

一次細胞壁はバイオマスとしては注目されてこな

かったが、本技術を用いることで二次細胞壁を一次

細胞壁に置き換えることが可能となり、一次細胞壁

はバイオマスとして不向きというこれまでの常識

を見直す発見となった。今後、二次細胞壁を改変し

た植物を開発することにより、木質バイオマスを利

用する工程で必要なエネルギーや化学薬品を減ら

すことができ、二酸化炭素排出削減への貢献が期待

される。また、OECDレポートに基づく 2030年にお

ける 200兆円規模のバイオエコノミー市場のうち、

バイオ燃料やバイオプラスチックといった物質生

産等の工業用途は 39%を占めるといわれており、高

品質な木質バイオマス原料としての利用価値が見

込まれる。 

NEDO スマートセルプロジェクトで開発された特
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生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

・「金の卵」による組換えタンパク質安定・大量生

産の実現 

バイオ医薬品など有用組換えタンパク質の需要

は年々拡大を続けているが、高額なコストが課題

である。産総研関西センターでは、ゲノム編集技

術を世界で初めてニワトリに適用する技術を開発

し、平成 28年度には卵の主要アレルゲンであるオ

ボムコイド欠失ニワトリを作製した。平成 30年度

は、同様の技術で医薬品として利用可能なタンパ

ク質であるヒトインターフェロンβ(IFNβ)遺伝

子導入ニワトリの開発に成功し、このニワトリが

繁殖可能なこと、少なくとも 3世代に渡りヒト IFN

βを安定的生産することなどを見出し、工業レベ

ルの組換えタンパク質生産に対応可能なことも証

明した。 

・物質生産の障害となるリグニンのない植物細胞

壁を形成 

植物を利用した物質生産においては、二次細胞

壁に存在するリグニンがバイオマス分解を阻害す

るため、物質・燃料生産の障害となる。産総研で発

見したシロイヌナズナの二次細胞壁形成を制御す

る遺伝子 nst1 および nst3 の働きを抑制した組換

え体を作成し、作成した nst1 nst3二重変異体を

用いて、一次細胞壁形成を制御する転写因子群 ERF

を発見した。さらに、二次細胞壁を一次細胞壁様

細胞壁に置換し、リグニンがなく物質生産の原料

となるグルコース産生量が高い植物の細胞壁作製

に成功した。 

・麹菌による遊離型ジホモ-γ-リノレン酸の生産

化 

麹菌を用いて医薬品原料等に利用される高度不

飽和脂肪酸ジホモ－γ－リノレン酸（DGLA）を生

産する技術を開発した。物質生産能力に優れて安

全な麹菌に外来遺伝子を導入することにより、本

来生産するリノール酸に炭素二重結合と炭素数 2

個の炭化水素鎖伸長が一つずつ追加された DGLA

を生産させることに成功した。さらに、実験室で

可能なスケールである 1 L・5日間の培養で 145 mg

の遊離型 DGLA 生産を達成し、平成 30 年度より国

定の遺伝子のみをメチル化する技術を構築したこ

とは、植物の二次代謝系の制御を可能にし、目的と

する特定物質を高効率に生産する術を得たことを

意味しており、植物を利用した物質生産で広く利用

されることが期待できる。また、ネットワーク構造

推定技術によって候補となった遺伝子のうち、数個

の遺伝子は物質の生産性向上に寄与したことから、

本ネットワーク構造推定の妥当性が実証されたこ

とになり、ネットワーク構造推定技術は、微生物に

よる有用物質の安定生産に向けた重要なツールと

なる。 

 

第 4期中に 6件の大型国家プロジェクトを立案・

実施して産業の基盤となる技術開発の牽引役を担

い、以上の研究成果をあげてきたことに加え、知的

財産の質的量的状況は、前年度と比べて顕著な向上

が見られ、公的外部資金も平成 31 年 1 月末の時点

で前年度以上の獲得額を達成できていることから、

橋渡し前期としての産総研の役割を十分に果たし

てきたと考えている。知的財産については権利活用

を見据えた出願対応や知財アセットを意識した対

応を継続して進めていくことにより、外国での戦略

的な権利化が達成され、今後の大型連携や大きな技

術移転に繋がっていくと考えている。特許の実施契

約件数の増加は、実用化に向けて着実に出願戦略が

機能していることの裏付けであり、適切な研究課題

設定と特許出願戦略によるものと言える。 

 

以上のことから、第 4 期中に 6 件（平成 30 年度

は 5 件）の国家プロジェクトの立案から実施に至る

までの牽引役を果たし、特許実施件数では毎年目標

を大きく上回る実績を上げ第 3 期平均の 1.6 倍に

増やし、公的外部資金獲得は第 4期初年度の 1.3倍

まで増やすことができ、顕著な成果が得られたと考

え、評定を「A」とする。 

なお、評価委員からは、社会的要請の強い分野へ

の高い貢献に加え、先端性の高い橋渡し前期研究が

展開されている、として高く評価されている。 

 

＜課題と対応＞ 

 知的財産マネジメントの取り組みについては、PO

などの専門人材を確保することが引き続き重要な
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内大手食品メーカーと共同研究を開始した。本研

究は北海道センターで行われた。 

・スマートセル事業（NEDO） 

平成 28 年度に立ち上げた NEDO スマートセルプ

ロジェクト「植物等の生物を用いた高機能品生産

技術」では、生物のゲノムをデザイン・改変するこ

とにより有用物質生産や生物の高機能化に繋げる

技術開発を進めた。これまでに特定の遺伝子を人

為的にメチル化する効果的な技術はなかったが、

平成 30 年度は産総研で開発した遺伝子導入用サ

イトメガロウイルスベクターを用いて目的 DNA 配

列のみメチル化を誘導することに成功し、標的

mRNA の転写量を 80％以上抑制することに成功し

た。さらに、微生物が持つ物質生産能力を人工的

に高めた細胞を短期間で構築するために、新規情

報解析技術開発に平成 28年度より着手し、平成 30

年度は複数の対象間の相互関係を網目状に示した

ネットワーク構造推定技術を用いて、物質生産能

力向上に資する改変ターゲット遺伝子の提案に至

り、知的財産化を進めた。 

・スマートバイオ農業事業（SIP） 

産業界のニーズを収集しつつ研究課題を設定

し、新たな国家プロジェクトへと展開した。平成

29年度より産業競争力懇談会（COCN）「デジタルを

融合したバイオ産業戦略」に参画し、産業界のニ

ーズを踏まえつつ Society 5.0の実現に資するこ

とを目指し、戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP）事業「スマートバイオ産業・農業基盤技

術」の課題設定に貢献し、平成 30 年 11 月から代

表研究機関として第 2 期 SIP「スマートバイオ社

会を実現するバイオプロセス最適化技術の開発」

を開始した。本事業では、微生物発酵に代表され

るバイオプロセスによる物質生産の過程で生じる

産業廃水を低コストかつ効率よく処理するため

に、オペレーションデータやマイクロバイオーム

データなどの活用によるデータ駆動型廃水処理技

術の創成を目指す。さらに、廃水等の未利用生物

資源を活用して、環境・食糧問題を解決し、持続可

能な成長を目指すバイオエコノミーを実現するた

めに、バイオプロセスや廃水処理プロセスを含め

た地域社会の経済性・環境影響をシュミレーショ

ンできる評価手法を開発する。本 SIP事業により、

課題であるが、研究ユニットにおける研究者の知的

財産に関する知識や専門性の向上を図りながら、PO

などの専門人材の（中期的視点での）確保と育成を

進める。 
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経済協力開発機構(OECD)レポートで約 200 兆円弱

に成長が予想されている 2030 年のバイオエコノ

ミー市場に資する技術開発を遂行する。 

 

戦略的な知的財産マネジメントの取り組み 

・戦略的な特許出願を進めるための取り組みとし

て、第 4期に新設されたパテントオフィサー（PO）

を活用し、ユニット・地域拠点ごとに知的財産に

関する領域研究戦略部の方針説明を行い、各ユニ

ット研究員と方針を共有できるように努めた。ま

た、出願を希望する知的財産については、領域内

で事前に内容を確認し、より戦略的な出願が可能

となるように出願明細書を修正した。平成 30年度

は出願前段階における POとの意見交換・連携を重

視した。特に地域センターにおける出願対応にお

いては、TV会議による面談と出願明細書案の確認

を定着させてきた。また、出願検討時点での先行

技術調査支援を積極的に行い（13件）、研究者や PO

による個別技術の出願戦略の検討を有効に進める

ことができた。出願前相談対応件数については第

4期中にわたり着実に実施されており、平成 27年

度 62件、平成 28年度 40件、平成 29年度 98件、

平成 30 年度は 12 月末時点で 75 件（昨年同月比

103%）であった。先行技術調査の対応についても

13件（平成 29年度同月時 7件）に増加した。 

 

・生命工学領域からの特許出願数としては、昨年

同月をやや上回る、国内出願 45 件、外国出願 21

件であり、新規な知的財産創出が堅持されている。

知財アセット構築に向けた共通基盤領域の知財強

化支援としては、平成 29年度に引き続き、多孔質

媒体を利用したアッセイ装置関連の国内外出願の

支援（3件）、多臓器連結デバイス（AMEDプロジェ

クト）関連の外国出願および各国移行対応支援（5

件）を行った。 

・企業との共同出願 18 件のうち 6 件（33%）が独

占的実施権の設定もしくは出願前譲渡され、共願

先企業への優先交渉期間付きが 8件（44%）となっ

ており、企業連携の成果として有用な知的財産が

創出されていることが示されている。 

【特許出願数（平成 30 年 12 月末時点）：国内 45

件（単願 22件、共願 23件；前年同月比 107％）、
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外国 21 件（単願 16 件、共願 5 件；前年同月比

116％）】 

 

・有効な知的財産構築に向けては、外国出願や国

内審査請求の推薦において、研究戦略的な重要性

とともに、知的財産活用戦略を意識した対応を進

めた。外国出願の推薦（各国移行推薦を含む）対応

数は昨年同月比で 120%と増加した。外国での権利

化については活用される可能性を十分に判断し、

権利化の必要性の低い案件や権利化可能性の低い

案件については、外国出願（各国移行を含む）を推

薦しないとする事前審査結果を所内の特許審査委

員会へ提出した。 

【外国出願推薦対応：平成 30年 12月末時点 42件

（昨年同月比 120%）、外国での権利化を推薦しない

案件：42件のうち 9件】 

 

「橋渡し」前期の研究開発を推進する研究費の

中心となる公的外部資金（直接経費）は、毎年増加

しており、第 4 期中を通して各年度当たりの研究

資金の 3 割以上を占めており、公的資金を活用し

た産業界との共同研究の推進は、極めて順調であ

る。 

平成 27 年度 13.9 億円（研究資金全体の約

33.4％） 

平成 28 年度 15.6 億円（研究資金全体の約

36.5％） 

平成 29 年度 17.5 億円（研究資金全体の約

40.5％） 

平成 30 年度 17.9 億円（研究資金全体の約

45.7％） 

特許の実施契約件数については、第 4 期中の毎

年度目標を達成しており、POの助言等に基づく出

願戦略の構築は、橋渡しを推進する上で有効な手

段である。 

平成 27年度 113件（目標達成率 113％） 

平成 28年度 109件（目標達成率 109％） 

平成 29年度 131件（目標達成率 131％） 

平成 30年度 141件（目標達成率 128％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

（３）「橋渡し」

研究後期にお

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

○民間企業のコミ

ットメントを最大

 橋渡し後期の研究開発では、技術開発が実用化

の段階を迎え、産業界においても事業化に期待が

＜評定と根拠＞ 

評定：B 
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ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 

寄せられている課題を設定している。また、生命

工学領域の 3つの重点課題「1. 創薬基盤技術の開

発」、「2. 医療基盤・ヘルスケア技術の開発」「3. 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発」のそれぞれにおいて、民間企業からの

資金を活用した共同研究を中心に研究開発を進め

た。また、成果の橋渡し機能を強化する取り組み

として、産総研発ベンチャー設立による事業展開

も推進した。主な研究成果は次のとおりである。 

 

創薬基盤技術の開発 

・リン酸化活性化アレイによる創薬研究システム

開発 

正常細胞とがん細胞など、細胞はそれぞれの性

質により、外部からの刺激に対する細胞内応答（シ

グナル）が異なる。このシグナルの多くはリン酸

化経路によって伝えられ、どのリン酸化経路が活

性化しているかが分かれば、細胞変化の分子機序

のみならず疾患要因や薬効機序の解明に繋がり、

創薬支援が期待できる。そこで、第 4期において、

産総研の研究戦略に基づき領域が推薦し理事長裁

量で重点研究テーマに予算配分する戦略予算を投

入して技術開発を推進し、平成 28年度にリン酸化

活性による細胞内シグナル伝達の網羅的解析シス

テムを開発した。さらに、平成 29年度には、約 600

の薬剤・阻害剤の計測を行うとともに、計測効率

化のために民間企業と共同で 1 枚あたり 1,600 種

類のタンパク質が搭載された 40 枚のガラス基板

を同時に自動計測可能な機器の開発を開始し、平

成 30年度に本機器を完成させ利用を開始した。本

成果は、ヒトの全タンパク質に対して解析できる

技術と装置を世界で初めて開発したものである。

また平成 29年度は、本技術の産業界への橋渡しを

目的に測定から解析までを一連のサービスとして

行う産総研ベンチャーであるソシウム（株）を創

立した。本研究は臨海副都心センターで実施され

た。 

・双腕ロボット「まほろ」による創薬支援技術の開

発 

人間が行う作業を高精度で再現する事が可能で

あるヒト型汎用ロボット技術を応用し、研究者が

誰でも使えるシステムを目指して、汎用バイオ作

根拠： 

創薬基盤技術の開発 

・リン酸化活性化アレイによる創薬研究システム

開発 

細胞内シグナル伝達の主役であるリン酸化経路

の網羅的探索を世界で初めて可能にしたことで、シ

グナル伝達経路上の分子群を標的とした新規薬剤

（主に抗がん剤）開発のための標的分子探索に貢献

し、製薬企業の薬剤開発を加速することが期待でき

る。また、本技術を基盤として創立された産総研ベ

ンチャー「ソシウム」は、平成 30 年度に民間企業

から約 2億円の出資受け入れが完了した。JSTの研

究開発の俯瞰報告書等によると、平成 28 年におけ

る国内バイオ医薬品市場は 1 兆円規模、世界では

20 兆円規模であると見積もられており、タンパク

質のリン酸化シグナルなどの新しい生物情報に基

づく創薬基盤技術の開発は将来的な市場獲得に資

する成果である。 

・双腕ロボット「まほろ」による創薬支援技術 

「まほろ」は第 4期中に新聞 2社及び Web24件で

報道され、TV 報道も NHK など各局で 5 回取り上げ

られている。特に、平成 28年度に Japan Robot Week

第 7回ロボット大賞優秀賞を受賞した。また、平成

29 年度には、遠く離れた別の研究室でも高精度の

バイオ実験を再現できることを示し、その研究が国

際誌 Nature Biotechnology（IF=35.7）に掲載され、

世界的にも高い評価を受けた。今後は、双腕ロボッ

ト「まほろ」に搭載可能な新規人工知能技術の研究

開発を実施し、単純な動作の繰り返しだけでは自動

化することが困難な幹細胞培養実験の自動化を実

施する。これにより、細胞培養コストが大幅減少、

および、人の操作による培養細胞品質ばらつき排除

による細胞の高品質化、Society 5.0 が目指す

AI/IoT を活用した創薬基盤技術の開発が期待でき

る。また、バイオ実験の精度および実験処理能力を

高めることで、新薬開発を支援する。また、「まほ

ろ」を中心に事業を展開する産総研ベンチャーであ

るロボティック・バイオロジー・インスティテュー

ト株式会社が大手民間企業に M&A イグジットされ

たことにより、その基幹技術となる双腕ロボットの

さらなる高度化と普及などが期待される。 

・誘電率顕微鏡の観察技術 
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業用の双腕ロボットを開発してきた。平成 27年度

には、産総研ベンチャーとして「ロボティック・バ

イオロジー・インスティテュート株式会社」を設

立し事業化した。このベンチャーと産総研が共同

で開発した双腕ロボット「まほろ」は、これまでに

大学・病院・大手製薬会社 10か所へ導入済みであ

る。上記ベンチャーと産総研の共同研究により、

平成 29 年度には、動作プログラムを別の「まほろ」

に移植することにより、実験者がいない遠く離れ

た別の研究室でも遠隔操作で高精度のバイオ実験

を完全に再現できることを示した。平成 30 年度

は、民間企業との共同研究を推進し、「まほろ」を

用いて肝臓組織のもととなる肝臓幹細胞を高品質

で長期間自動培養することに成功した。また、「ま

ほろ」とともに AIを用いた培養細胞の画像評価を

導入することにより、実験者が実施した場合は数

週間を要する肝臓組織細胞の分化評価をわずか数

日で実施することを可能にした。 

・誘電率顕微鏡の観察技術 

固定液による前処理を必要とせず、細胞などの

生物試料を液中で生きたまま 10 nm程度の高分解

能で観察することができる誘電率顕微鏡の開発を

進めた。この顕微鏡は、対象物の誘電率差を可視

化する新しい原理に基づくもので、溶液中の生細

胞試料やナノ粒子溶液を非染色、非固定、非侵襲

の状態で観察することが可能になる。平成 30年度

は試料調製法や画像解析技術の改善により、生き

た細胞の膜タンパク質の観察に成功するととも

に、溶液中の各種の界面活性剤や油改質剤を 10 nm

以下で観察することにも成功した。また、本技術

に関連する技術コンサルティングも実施し、新た

に大手電機メーカー1社、精密機械メーカー1社と

の契約を新たに締結した。また、大手飲料会社、日

用品化学会社との資金提供型共同研究を実施し

た。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

・3Dプリンティング技術による人工歯(義歯)の実

用化 

40才以上から、一人当たりの平均喪失歯数が急

増するとともに、部分義歯(部分入れ歯)などの複

雑な立体構造を有する人工歯の使用割合が急増す

生物試料を生きたままナノオーダーで観察する

ことができる誘電率顕微鏡は、新原理に基づく世界

初の顕微鏡であり、従来の顕微鏡で観察できなかっ

たそのままの状態の細胞内部構造について詳細に

観察できる。本技術は創薬支援だけでなく、食品、

化粧品、材料・化学、精密機器、機械、石油化学に

適応が可能であり、極めて広い分野に貢献すること

が期待できる。 

 

医療基盤・ヘルスケア技術の開発 

・3D プリンティング技術による人工歯(義歯)の実

用化 

本成果は、平成 30 年度に産総研プレスリリース

（2018 年 7 月 19 日付）がなされ、新聞 13 社及び

Web19件で報道された。また、今回開発した技術は、

デジタル歯科技術の発展に貢献し、IoT技術と連携

することで、遠隔地域でも利用できるようになると

期待される。また、技工所の労働環境の改善や歯科

大学などでの教育ツールとして活用することで、歯

科デジタル化の普及や歯科技工の魅力向上が期待

でき、歯科技工所の閉鎖や技工士の高齢化に歯止め

をかけることが予測される。また、歯科医療技術革

新推進協議会の報告書によると、国内の歯科医療機

器市場は約 3,800 億円、そのうち義歯材料は 38 億

円規模を占めているとされており、今後の高齢化社

会や入れ歯人口の増加による需要の拡大が想定さ

れる。さらに、3Dプリンティングは Society 5.0が

掲げるデジタルものづくり技術として注目を集め

ており、医療機器分野へのさらなる応用展開が期待

されている。 

・発光レポーターを用いた細胞機能評価システム

の開発 

発光レポーターによる細胞試験系については、

OECD テストガイドラインの皮膚感作性試験に採択

されたことで、化粧品などの原料となる化学物質の

安全性評価に用いられることになる。また、細胞毒

性や食品機能性の細胞評価システムは、医薬品や食

品機能性素材の効能評価や安全性評価に用いられ

ることが期待される。さらに、世界各国で動物実験

への規制が進み国内の製薬、化粧品、食品業界でも

動物試験を減少・廃止する傾向にある中で、動物試

験を代替する評価法となりうる。加えて、絶対定量
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る。しかし、従来の歯科製造(歯科鋳造および切削

加工)技術では、複雑な立体構造を有する人工歯

(金属フレーム等)の製造・臨床使用は困難であっ

た。これまでに、革新的製造技術である 3Dプリン

ティング(三次元積層造形)技術を導入するととも

に民間企業と共同研究を推進し、平成 30 年度に

「デジタルものづくり」による人工歯(義歯)の製

造及び歯科治療を実現した。特に今回開発した人

工歯は、3Dプリンティング用コバルトクロム合金

粉末の使用により、従来の歯科鋳造技術の 2.5 倍

以上の強度を達成できた。また、3Dプリンティン

グ技術の導入により、従来法と比較して製造期間

が 1/3 以下に短縮された。さらに、今回使用した

3Dプリンティング用コバルトクロム合金粉末が、

国内初の医療機器として厚生労働大臣から承認さ

れた。これにより、破損しにくく、患者に最適な人

工歯(義歯)を用いた歯科治療が可能となった。 

・発光レポーターを用いた細胞機能評価システム

の開発 

生物が持つ光タンパク質を利用した遺伝子発現

解析（発光レポーターアッセイ）は、測定の簡便性

や定量性の高さから、遺伝子発現や細胞内情報伝

達物質の活性化の有無等の細胞内の変化を定量的

にモニターするために必要不可欠なツールであ

る。そのため、基礎研究のみならず、創薬、食品機

能などの広範な研究開発に汎用されている。第 4

期においても本研究を精力的に実施し、独自に開

発した発光レポーターを活用した光計測による細

胞評価系を構築し以下の成果を挙げてきた。平成

29年度には、皮膚感作性の動物代替試験法として

構築した、免疫細胞を活性化するタンパク質イン

ターロイキン 8 の発現を光で計測する細胞試験系

が、OECDテストガイドラインに採択された。さら

に同年度、体内時計遺伝子の発現を光で検出でき

る胚性繊維芽細胞を製品化し、企業より上市され

た。これまで発光量は、各実験対照群との相対値

として表されており、試験中に評価対象となる細

胞が多数の場合は比較検討が容易ではなかった。

そこで、平成 30年度に計測標準総合センターと民

間企業と連携して微弱発光光源を開発し、本光源

で測定装置を校正することで絶対発光量測定法を

確立した。開発した微弱発光光源は民間企業から

が可能になったことで、毒性評価などに用いる発光

細胞の発光量を絶対発光量で表示し、時系列の異な

った計測データや、異なる装置による計測データの

比較検討が可能になった。加えて、この絶対発光量

測定技術を組織免疫染色法に導入することで、各地

の病院・大学などで作製されたがんの病理切片か

ら、がん診断における定量的な病理診断法の確立が

期待できる。 

 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

微生物を用いた 3HBの大量生産の成功により、今

後は、機能性食品、サプリメント、医薬品原料、化

粧品原料への応用と、日本発のバイオリファイナリ

ー新規事業への展開が期待される。前述のとおり、

OECDレポートに基づく 2030年における 200兆円規

模のバイオエコノミー市場のうち、バイオ物質生産

等の工業用途が 39%を占めるといわれており、今後

も微生物の代謝機能による高効率なバイオ生産技

術の創出が求められる。 

 民間資金獲得額は、平成 29 年度と比較して平成

30 年度は微増とはなったものの目標値を達成する

ことが難しい状況となり、第 4期中全体においても

目標値の達成は難しい。しかし、生命工学領域から

生み出された技術は第 4 期中に 11 件の製品化に繋

がった。また、平成 30 年度に産総研ベンチャーが

新たに 3社創出され、第 4期中の産総研ベンチャー

の創設は 10件となった。そのうち、平成 29年度及

び平成 30 年度に産総研発ベンチャーの M&A が 2 件

成立し、第 4期全体としては着実な「橋渡し」研究

後期の成果を挙げることができた。 

 

 以上のように、民間資金獲得額の目標は未達であ

るが、第 4 期全体で 11 件の製品の上市、産総研発

ベンチャー10 社の設立と 2 社の M&A 成立による橋

渡し、企業との大型連携研究ラボ（冠ラボ）の設立

の実績から着実な成果が得られたと考え、評定を

「B」とした。 

なお、評価委員からは、3Dプリンティング技術に

よる人工義歯は、材料技術、製造技術を基盤として

実用化に成功した、産総研の地力を感じる立派な成

果物である、として高い評価を得ている。 
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製品化された。また、確立した技術により、化学物

質毒性評価発光細胞の発光量を絶対発光量で測定

することに成功した。さらに、生物における発光

反応を触媒する酵素であるルシフェラーゼをコー

ドする遺伝子を導入した一細胞の発光量がアトワ

ットレベル（一般的な蛍光灯が 30ワットでアトワ

ットは 10-18ワット）であることを世界で初めて明

らかにし、生物発光分析においてはアトワットレ

ベルの発光量を検出する必要があることを示し

た。本研究は四国センターとつくばセンターで実

施された。 

 

生物機能活用による医薬原材料などの物質生産技

術の開発 

・ケトン体・3-ヒドロキシ酪酸(3HB)の生物生産 

企業との共同研究によりバイオプロセス（発酵）

を用いて（R）-3-ヒドロキシ酪酸（以下、3HB）を

製造する方法を開発した。3HBは化学合成プロセス

では得ることが困難なバイオプロセス特有の化合

物であり、人の体内でも合成されて様々な生理活

性機能を有する。平成 29年度に開発したバイオプ

ロセスでは、ハロモナス菌を用い、好気発酵によ

り菌体内にバイオポリエステル（PHB）を蓄積させ

たのち、嫌気発酵に切り替えることによって、菌

体内に蓄えられた PHB を加水分解させ、菌体外に

3HBとして放出させることが特徴である。既存の化

学合成技術では熱に弱い 3HB の効率的な生成は困

難であった。また、3HB のポリマーである PHBを蓄

積させる微生物の報告はこれまでにもあったが、

平成 30 年度に開発された技術のように高効率

（40g/L）に 3HBを生成させ、単離することに成功

したのは世界初である。本研究は関西センターで

実施された。 

 

平成 30 年度末までに生命工学領域の技術を利

用した製品は合計 11 件が上市される見込みとな

った。また、共同研究などで提供を受けた民間資

金は、平成 31年 1月末までに 6.5億円（前年同月

比 104%）となった。平成 30年度末までの民間資金

獲得額は 6.8 億円であり、前年度の獲得額（平成

29 年度 6.2 億円）から微増であるが、平成 30 年

度目標額（15.2億円）を達成することはできなか

 

＜課題と対応＞ 

平成 30 年度までのいずれの年度においても、評

価指標の民間資金獲得額が目標値に達しておらず、

現状の改善が課題である。対応として、平成 30 年

度から大型の連携案件（資金提供額 500万円以上）

は領域戦略部が、それ以外の案件はユニットの企業

連携担当者がフォローするよう役割分担と担当者

を明確にし、迅速なフォローを行うよう体制を修正

した。さらに、共同研究の大型化を目指す新たな取

り組みを推進した。具体的には、JMBCとマイクロバ

イオーム解析の国際標準化と高度化を進めること

で覚書を締結し、現在、共同研究契約締結に向けて

調整中である。今後も適宜企業対応を迅速に進める

とともに、領域内の最新技術開発の情報を集約して

IC とも共有し、最新技術を企業側に提供すること

で新たな連携構築を推進し、資金提供型共同研究に

つなげる。 
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った。また、資金提供を伴う研究契約件数は、大企

業 115 件（平成 29 年度 123 件）、中堅・中小企業

55件（同 73 件）であり、全体に占める中堅・中小

企業の比率は 32.4%となった。 
 

産総研発ベンチャー設立による「橋渡し」は順

調に進展した。平成 30年度には、創薬基盤技術の

開発成果から生まれた新たな産総研発ベンチャー

3社が設立された。 

●ソシウム株式会社（医薬品等の研究開発及び受

託）：平成 30 年 4 月 4 日に産総研発ベンチャーと

して認定された。患者を各種データにより層別化

するバイオマーカーの探索、副作用や不十分な薬

効により開発中止となった候補物質を別の疾患治

療に向けた新薬に再利用するドラッグレスキュ

ー、細胞内リン酸化シグナルの受託解析を展開し

ている。平成 30年度は民間ベンチャーキャピタル

（VC）から約 2.6 億円の出資を受け、受託研究 2

件を実施した。 

●プロテオブリッジ株式会社（バイオマーカー探

索事業）：平成 30年 4月 30日に産総研発ベンチャ

ーとして認定された。網羅的ヒトタンパク質解析

を駆使し、血中の抗体解析・バイオマーカー探索・

化合物スクリーニングに新たな研究デザインを提

供する。平成 30 年度はエンジェル投資家から

2,000 万円の出資を受け、共同研究・受託研究合わ

せて 4件を実施した。 

●アネキサペップ株式会社（ペプチド医薬品の研

究開発）：平成 30年 12月 6日に産総研発ベンチャ

ーとして認定された。産総研研究者が開発した悪

性腫瘍標的ペプチドを用いたペプチド薬物複合体

医薬品に関連する知財を独占的実施許諾のもとで

研究開発を行う。 

 

これで、平成 27年以降に産総研発ベンチャーと

認定された会社を合計 10 社設立することができ

た。その内、2社の M&Aが成立し、2社が休眠状態

となり、残り 6 社が現在産総研発ベンチャーとし

て活動している。その 6社が平成 30年度に民間企

業からの出資・共同研究費を 4.8 億円獲得した。

この額は、同時期における平成 28 年度の獲得額

（2.1億円）の約 2倍、平成 29年度の獲得額（4.1
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億円）からは微増と、社会からの強い期待を受け

て順調に事業を展開したと言える。平成 29年度ま

でに認定された産総研ベンチャーの主な活動状況

の一例は以下の通りである。 

 

●ときわバイオ株式会社（再生医療用 iPS 細胞作

製等）：再生医療用 iPS細胞の作製や細胞のリプロ

グラミングに関する研究開発事業、遺伝子治療技

術の研究開発事業、及びバイオ医薬品等の創薬・

製造支援事業を実施した。平成 30年度は、民間企

業から約 1,600 万円の受託研究費､公的機関から

約 1億円の研究費を獲得した。 

●ロボティック・バイオロジー・インスティテュ

ート株式会社（ヒト汎用型ロボットシステムを提

供）：動作プログラムを別の「まほろ」に移植する

ことにより、遠く離れた別の研究室でも高精度の

バイオ実験を再現できることを示すことに成功し

た。誰でもどこでも高精度、高再現実験を行える、

生産性の高い未来の研究室のあり方を社会に提示

した。平成 30 年度までに、国内で 20 台のシステ

ムが販売・稼働。本システムによるロボットシェ

アリング事業（受託サービス）を国内 3 箇所で展

開している。平成 30年 4月に全株式を大手民間企

業が買収し M&Aイグジットされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

けて、イノベーションコー

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

生命工学領域の技術的ポテンシャルを活かした

活動として、技術コンサルティング、薬事審査な

どに係る支援事業、中小企業の事業計画策定支援

を行った。特に、生命工学領域には、薬事審査の経

験者、創薬や医療機器開発を企業と一緒に進めた

経験者、生物資源管理の経験者、生命倫理や個人

情報保護に関する規制対応の経験者等、創薬・医

療・医療機器に係る特有の知見を有している研究

者が在籍していることから、それらの経験を活か

した産業界への支援活動を進めた。 

 

技術コンサルティング 

第 4 期においては、有償の技術相談として技術

コンサルティングを積極的に推進した。特に平成

30年度は、技術コンサルティングと共同研究につ

いてその違いを整理し、研究者への周知と活用を

推奨した。独自の技術や知見をもとに、平成 30年

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：企業との直接の会話によるニーズの把握や専

門性を活かしたガイドライン・実用化支援等、様々

な手段を活用することで、より広く深く、研究者と

その研究成果を理解してもらうための土台が構築

できた。これは今後、企業の課題を総合的に解決す

るための太いパイプの構築に繋がるものと考えて

いる。詳細は下記の通りである。 

 

技術コンサルティング 

契約件数および契約額は第 4期中年々増加し、IC

等による積極的な制度推奨が結果に表れたと考え

られる。産業別にみると、材料・化学系の企業との

連携が増加した。製薬企業との連携数は平成 29 年

度、30年度とも 6件であったが、平成 29年度の技

術コンサルティングの成果をもとに共同研究に発
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推進するもの

とする。 

 

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

 

度は 42件 5,614万円の技術コンサルティング契約

を締結し、契約件数および契約額は年々着実に増

加した（平成 27 年度 5 件 560 万円、平成 28 年度

18件 1,830万円、平成 29年度 25件 3,770 万円）。

ITやロボット技術を活用した創薬プロセスの加速

に関する契約（平成 30 年度 18 件）や、高分解能

誘電率顕微鏡を用いたイメージングに関する契約

（平成 30年度 5 件）の他、材料化学、機能性食品、

廃水処理、細胞培養技術、音響等、幅広い分野での

技術コンサルティングが行われるようになった。

また、イノベーション推進本部と連携し、ICを中

心に、領域横断型の技術コンサルティング活動も

実施した。 

 

医療機器開発ガイドライン・実用化支援 

医療機器開発ガイドライン・実用化支援：再生

医療やプラズマ医療等の医療機器の開発促進およ

び迅速な薬事承認審査に活用できる開発ガイドラ

インや評価指標の策定を進めてきた。平成 27年度

から平成 30 年度までの間に 16 件の開発ガイドラ

インを策定し、平成 30 年 12 月時点で査読中およ

び査読前の開発ガイドラインが 11件である。医療

機器分野への参入を目指す企業等に向けた医療機

器開発ガイドラインに関するセミナーを平成 29

年度 3回に渡って開催し、364 名の参加者を得た。

企業 5 社，企業等の個人会員 27 名が参加する医

療機器レギュラトリーサイエンス研究会を設置

し、中小企業にも活用できるように医療機器審査

の具体的事例を取り上げた啓蒙・支援・指導を平

成 30年度は 2回実施した。さらに医療機器開発支

援ネットワーク事業として、中小企業等での開発

計画・臨床試験計画の策定、臨床試験を行う医療

現場の確保、薬事申請書の作成などの専門性が要

求される業務を、医薬品医療機器総合機構（PMDA）

に出向して薬事審査の経験のある産総研研究者

が、開発段階に応じた切れ目ない支援を提供する

「伴走コンサル」として支援した。また、厚生労働

省、文部科学省、経済産業省で推進する AMEDの創

薬支援ネットワークに平成 26年度より参画し、生

命工学領域内予算で大学発の創薬課題について、

平成 27年度 3件、平成 28年度 1件、平成 29年度

2件、平成 30年度 2件の支援事業を実施した。 

展した課題もあり、平成 30 年度はより橋渡しに貢

献した。 

 

医療機器開発ガイドライン・実用化支援 

医療機器事業は国外企業が優勢な状況にあり、日

本の医療機器開発力を強化する支援事業が国を挙

げて進められている。特に、中小企業やベンチャー

等の新規参入の促進や、事業戦略、薬事戦略、知財

戦略などの支援が関係省庁から求められている。産

総研で進めている薬事承認のための開発ガイドラ

インの策定や医療機器レギュラトリーサイエンス

研究会での指導・支援事業は、このようなニーズに

応えるもので、国産医療機器のシェア拡大において

その意義は大きい。また、国が進めている医療機器

開発支援ネットワークおよび創薬支援ネットワー

クの事業では、薬事審査に携わった経験をもつ産総

研研究者が具体的かつ実効性の高い支援が行えて

おり、日本の医療機器開発力強化に貢献したと考え

られる。 

 以上のように、生命工学領域における幅広い分野

において技術コンサルティングが実施され、第 4期

中にわたり契約件数および契約額が順調に伸び、平

成 27 年度に比べると契約件数が 8.4 倍、契約額は

10 倍となったことからも顕著な成果が得られたと

考え、評定を「A」とした。 

なお、評価委員からは、「技術コンサルティング

を活かした指導助言の実施によって、総額としては

まだ少ないが、着実に民間からの研究費獲得額を向

上させた。」として高く評価されている。 

 

＜課題と対応＞ 

技術コンサルティング人材の確保が引き続き重

要な課題である。生命工学領域で開発された高い解

析技術、探索技術を活用し、企業のサンプル評価や

化合物設計を行う技術コンサルティングでは、多数

の企業から特定の技術との連携の要望が集中し、限

られたマンパワーでは対応しきれないケースが出

てきている。業務が不定期に発生するケースもあ

り、テクニカルスタッフ等の熟練した契約職員の雇

用だけでなく、職員の役割分担等による対応も検討

していく。 
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外部資金申請書作成支援 

AMED、NEDO、JSTの各種事業、中小企業庁の戦略

的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）、もの

づくり補助金事業などへ企業と共同申請する際

に、IC等が業界の技術や事業動向、将来への展望

を把握し、当該企業に相応しい申請書作成のため

の支援を行った。平成 27年度はサポイン 6件支援

中 4件採択、平成 28年度は AMED１件、サポイン 1

件、平成 29 年度はサポイン 2 件、平成 30 年度は

NEDO プロジェクト 1 件およびサポイン 2 件の申

請を支援し、NEDOおよびサポイン各 1件が採択さ

れた。 

 

上述の通り、産総研の広い知識を活用し、医

療、製薬、化学、食品をはじめとする幅広い産業

界への指導助言を実施した。特に、技術コンサル

ティング制度を活用し、民間資金の獲得と橋渡し

研究は着実に拡大している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

研究成果の民間企業への効率的な「橋渡し」実現

と民間資金獲得を目的として、領域に所属する IC

が、連携対象の企業リスト、産総研研究者リスト

等を整備し、企業訪問、面談等を通して企業のニ

ーズを把握し、生命工学領域の研究者とのマッチ

ングを行った。また、平成 30年度は企業・外部コ

ンソーシアムとの大型連携の構築を目指して活動

した。詳細は以下の通りである。 

 

企業ニーズの把握と研究成果とのマッチング 

・企業訪問・面談：領域所属の IC が、平成 27 年

度より 3 年間で、延べ 291 社 508 回の面談を行っ

た。平成 30 年度は、12 月末時点で 116 社 264 回

の面談を実施した。この他、産総研テクノブリッ

ジフェア、BioJapan、各種コンソーシアム、AMEDプ

ロジェクトのユーザーフォーラム、業界団体訪問

において 52社への研究成果紹介を行った。 

・戦略的アライアンスの締結：製薬企業と平成 24

年度に企業と守秘契約を結び、共同研究課題を探

索する戦略的アライアンスを締結し、第 4 期にわ

たり継続した。また、平成 29年度には新たな製薬

企業と戦略的アライアンスを締結して同社の研究

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

企業ニーズの把握と研究成果とのマッチング 

・企業訪問・面談を通じて、各企業担当者との信頼

形成に大きく貢献した。これにより大企業執行役員

などと延べ 18回の面談に繋がった。 

・戦略的アライアンス：生命工学領域で進めている

戦略的アライアンスでは、産業界からの希望事項と

産総研の技術シーズをもとに、両者の研究者・技術

者が議論を加えながら共同研究課題を創っていき、

共同研究の実施／中止の判断や共同研究の計画承

認・進捗管理等を両者の管理者がメンバーとなる運

営委員会で実施した。これにより、産業界が真に求

める課題を共同運営委員会の進捗管理の下で進め

ることができ、産業界と一体となった強い連携が構

築される。これは、研究開発で産業界に貢献する産

総研の重要な連携形態になると考えている。 

・外部コンソーシアムとの連携：企業ごとの独自の

方法で解析してきたマイクロバイオーム解析では、

得られた情報の共有化・融合が困難であり、解析手

法の標準化が産業界から強く求められている。JMBC
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後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

課題を抽出し、平成 30年度は新規共同研究を 2件

スタートさせ、そのうち 1 件の共同研究継続につ

いて議論している。 

・企業との大型連携の構築：非競争領域を対象と

して国内大手企業 3社との共同研究を開始した。 

・外部コンソーシアムとの連携：平成 30年度に、

JMBCとマイクロバイオーム解析の標準プロトコル

構築を共同で行う覚書を締結し、2 年間の共同研

究に合意した。 

・研究者紹介カタログの作成と配布：平成 24年度

より毎年、生命工学領域に所属する研究職員の紹

介カタログを作成し、氏名、研究テーマと内容、研

究分野、キーワード、連絡先を一覧できるように

した。研究内容に関しては毎年アップデートして

おり、平成 30年度は、掲載情報を少なくし、文字

を大きくする等、全 314 名の研究テーマが分かる

ように改変した。また、情報の一部を電子化し、領

域幹部、ICが内部資料として活用しやすいツール

へと進化させた。 

・JST新技術説明会参加：平成 30年度、ベンチャ

ー開発・技術センターと共同で 6 件の新規特許出

願の紹介を行った。 

 

「橋渡し」研究推進に向けた領域研究者への支援

と対策 

・連絡先リストの作成と技術提供：面談やイベン

ト等で名刺交換をした連絡先リストを作成し、テ

クノブリッジフェアや BioJapan の案内送付等に

活用した。このリストは平成 27年度に 210社掲載

からスタートし、ICによる積極的な企業訪問・面

談によって、平成 28年度 370社、平成 29年度 400

社、平成 30 年度約 450 社と次第に増加した。ま

た、技術コンサルティングや共同研究の面談時に

ICが同席し、契約等の制度説明や研究成果の知的

財産の扱い等、相手企業や産総研研究者に情報提

供を行った。 

・研究者への技術コンサルティング制度の紹介：

民間資金の更なる獲得を目的に、平成 30年度は、

領域内研究者に対して、技術コンサルティング制

度を解説した資料を戦略部で作成してユニットに

展開した。 

・新規企業連携案件創出の試み 

の要望のもと、産総研が中核となってマイクロバイ

オーム解析の国際標準化に向けた研究開発を推進

することで、創薬、食品、検査分野でのイノベーシ

ョン創出や国内企業の国際競争力強化が図られる。 

・研究者紹介カタログの作成と配布：企業との面談

時に、生命工学領域研究者のポテンシャルを紹介す

る上で有効なツールとして研究者紹介カタログを

作成している。毎年度の更新にあたっては、ICから

の要望も取り入れた紹介項目とした。単に連携可能

な成果を紹介するだけでなく、研究者が持っている

技術や専門性を示すことにより、連携の幅が拡がる

ものと考えている。 

・研究者への技術コンサルティング制度の紹介：民

間資金の更なる獲得を目的に実施した領域内研究

者に対する技術コンサルティング制度の紹介は、同

制度の連携活用実績の増加と研究者の民間資金獲

得に対する意識の向上につながったと考えている。 

 

以上のように、戦略的アライアンス事業の拡大

や、産業界を中心とする外部コンソーシアムとの大

型連携、冠ラボの設置に向けた活動が着実に進んで

いることから、評定を「B」とする。 

なお、評価委員からは、マーケティング力強化に

よってマイクロバイオーム解析関連の大型連携事

業等の推進や、産業界と一体化した研究課題の抽出

を考え始めたという取り組みによる新規の民間企

業との共同研究創出など、民間資金獲得のための施

策が実を結びつつある、として高く評価されてい

る。 

 

＜課題と対応＞ 

・共通基盤領域／競争領域に対応した連携体制 

民間企業との連携において、迅速に進めたい非競

争領域での連携、秘密裡に進めたい競争領域での

連携のように、産業界が求める連携形態に合わせ

た産総研側の体制を整備することが引き続き重要

な課題である。生命工学領域では、非競争領域に

おいてはコンソーシアム型の連携を、競争領域で

は個別の戦略的アライアンス型の連携を進めるこ

とで、産業界の意向に合わせた連携体制を完成さ

せる。 
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の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

平成 30 年度および令和元年度以降の新規な企業

連携の構築を目的に、民間企業から提供される資

金額に応じて連携促進費の配賦を新たに実施し

た。研究者は計画書を作成して研究戦略部に提出、

研究戦略部にて査定を行い、配賦を決定した。平

成 30年度は 5件を採択した。 

・プロジェクトサポート体制の構築 

これまで役割分担が明確でなかったプロジェクト

サポート体制を以下のように定めた。500万円以上

の大型案件は領域の研究戦略部が、それ以下は研

究ユニットの連携担当者がそれぞれプロジェクト

担当研究者をサポートするよう役割分担を明確に

し、案件ごとに迅速なフォローを行うよう体制を

修正するとともに、各案件の担当者も明確にした。 

 

外部への成果発信 

・広報：第 4 期を通して、イベント参加および新

聞掲載等を積極的に行い、領域内の研究成果の発

信に努めた。平成 30年度は、日経クロステックに

創薬技術及び OIL に関する 3 件の研究成果記事が

掲載された。日刊工業新聞における産総研の特集

記事に当領域の研究技術が 3 回掲載された。これ

ら以外にも、平成 30年度では、イノベーション推

進本部、北海道センターと共同でアグリビジネス

創出フェアの産総研窓口を担当した。この他、展

示会や所内外のイベントで研究成果の広報活動を

実施した。 
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地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ
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ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人
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的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」の整備を、平

成 30 年度も積極的に進め

る。 

 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

第 4 期中長期計画の核として掲げた 3 つの重点課

題である「創薬基盤技術の開発」、「医療基盤・ヘル

スケア技術の開発」、および「生物機能活用による

医薬原材料などの物質生産技術の開発」の効率的

な遂行、新たな目的基礎研究課題シーズの発掘、

グローバルな視点での橋渡し研究の推進を目指

し、国内外の大学や他研究機関との連携を積極的

に推進した。詳細は以下の通り。 

オープンイノベーションラボラトリ（OIL） 

・大学が有する優れた研究シーズを産総研と共同

で産業化へ展開する共同研究ラボとして、平成 28

年度に早稲田大学と大阪大学の学内に OIL を設置

した。産総研・早大 生体システムビッグデータ解

析 OIL（早大 OIL、平成 28 年 7 月に設置）では、

早稲田大学が有する生物ビッグデータと、産総研・

早稲田大学双方の情報解析技術等を組み合わせ

て、疾病メカニズムの解明や個別化医療に対応し

た創薬シーズ探索を進めている。平成 30年度は以

下の 5つの戦略課題を推進した。 

(1)メタゲノム情報解析技術の開発と適用 

(2)新規配列解析技術の開発と適用 

(3)複層オミクスデータの統合数理モデル開発と

実データへの適用 

(4)シングルセル・微量組織データのための情報解

析技術の開発と適用 

(5)各種モデル生物を用いた生体メカニズム解明

のための数理情報技術の開発 

特筆すべき成果としては、課題(2)で実施されてい

る大規模なメタゲノムシークエンス等のオミクス

データの効率的な解析技術開発の成果として、創

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

オープンイノベーションラボラトリ（OIL） 

2大学に設置した OILでの研究開発は、創薬・医

療の分野で不可欠な生物ビッグデータの解析処理

技術や計測技術を提供し、大学側が保有する技術と

の相乗効果に基づくオープンイノベーションによ

る新規薬剤や革新的な医療技術の開発を可能にす

ることが期待できる。具体的には、次の通りである。 

・生命科学の分野では、ゲノム配列、遺伝子発現、

タンパク質、代謝物などについて膨大な情報を得る

ことができる時代になった。これらの膨大な情報を

特定疾病や健康状態などと関連付けて因果関係を

解明することにより、新しい創薬や医療を生み出す

ことが期待されているが、関連づけを解明するため

の情報処理技術が未だ確立されていない。早大 OIL

では、この生命ビッグデータから効率的に主要因子

を見出す情報処理技術の開発を進めており、平成

30年度は lncRNAの機能解明のための情報処理技術

を開発した。これらの成果は、製薬業界、健康関連

業界、医療分野に欠かせない重要な解析処理技術で

あり、現在の不治の病に対する薬の開発や新しい医

療技術を生み出す原動力となり得る。 

・一方、薬物の代謝・分解に重要な分子群の消長や

細胞内分布の変化を生細胞でリアルタイムかつ長

時間に渡り分析・評価することができれば、薬剤候

補品の薬効や毒性の発現機構をより詳細に知るこ

とが可能となる。こうした情報から、実験動物を用

いずに細胞実験で薬剤候補品の選抜が可能となり、
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受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

薬ターゲットとして注目されている lncRNA の機

能解明に向けた配列情報解析技術を開発した。こ

の成果として、IF付論文 4報を発表した。平成 30

年度は早大 OIL全体で 12月末までに IF付論文 11

報および 1 件のプレスリリースを発表した。また、

早大 OIL をハブとした米国（ハーバード大学、ボ

ストン大学）、サウジアラビア（キング・アブドゥ

ッラー科学技術大学、キング・ファイサル専門病

院）との国際連携ネットワークを構築し、世界標

準となる最先端の生命情報解析技術開発の連携体

制を整備した。 

・産総研・阪大 先端フォトニクス・バイオセンシ

ング OIL（阪大 OIL、平成 29年 1月に設置)では、

産総研が有するバイオ分析/制御技術に大阪大学

が有する最先端ナノフォトニクス技術を組み合わ

せて、多彩な生体分子を計測する次世代バイオセ

ンシングシステムの開発を進めた。平成 30年度は

以下の 3 つの戦略課題について目的基礎研究を推

進した。 

(1)革新的な細胞操作・イメージング技術の開発 

(2)次世代フォトニクスバイオセンサーの開発 

(3)バイオセンシングの超高感度 IoT プラットフ

ォームの構築 

平成 30年度は、阪大 OIL全体で 11報の IF付論文

および 1 件のプレスリリースを発表するととも

に、企業との資金提供型共同研究を 1 件開始した。

また、企業からのニーズ集約と情報提供・連携促

進を図るために設立した「フォトバイオ協議会」

の会員数は 12 社となり、平成 30 年度の目標であ

った 10社を達成した。 

 

包括連携協定 

・産総研には医療・診断を行う部署が無いため、大

学等の医学部・病院との連携体制を構築し、創薬

基盤、医療基盤、ヘルスケアに係る研究開発を推

進している。また、生命工学領域が研究の対象と

する幅広い分野の研究を遂行するために医学系以

外の大学や研究機関等とも連携している。具体的

には、次に挙げる機関と包括協定を締結し、共同

研究を実施した（括弧内は平成 30年度共同研究契

約数）。 

・筑波大学（32）、北海道大学（17）、名古屋大学

結果として医薬品開発のコストダウンにつながる。

また、高齢社会を迎えさらに医師不足が叫ばれる

中、遠隔医療や在宅医療の充実は大きな課題であ

る。遠隔医療や在宅医療において迅速な診断が求め

られる感染症など各種疾病の診断を行うためには、

その場で診断に必要な特定の遺伝子や蛋白質を短

時間で計測し同定する技術が不可欠となる。阪大

OILでは、そのような計測を可能とする新規計測技

術やセンシング技術の開発、さらに開発した技術を

広く社会で利用してもらうための IoT プラットフ

ォームを構築した。将来は神経シナプス活動を生細

胞で観察する技術により健常人と患者の神経細胞

を比較することで、例えば細胞レベルでの認知症の

判定とその情報にもとづく薬剤開発が可能となる。

それに加えて、日常のあらゆる場所、場面で素早く

簡単に疾病診断を可能とするバイオセンシングシ

ステムの実用化を実現し、創薬や医療の領域での革

新的計測技術となることが期待できる。 

 

いずれも、大学がもつ優良な生命ビッグデータや

フォトニクス技術と、産総研技術との融合があって

初めて研究開発が進展するもので、OILによる大学

との連携が大きな意義を持っている。 

 

包括連携協定 

生命工学領域の研究開発推進のためには医療機

関との連携が必須であり、大学医学部等との包括協

定は、研究開発の 3つの柱の内の 2つである創薬基

盤と医療基盤・ヘルスケアを推進する上で重要な役

割を果たしている。医療機関との連携により、創薬・

医療基盤開発のプラットフォームを構築すること

で、産業界との橋渡しを担う。 

 

つくばライフサイエンス推進協議会 

つくばライフサイエンス推進協議会は、40 加盟

機関のライフサイエンス研究での連携を協議する

唯一の場であり、地域イノベーションを推進するた

めの連携課題の探索、生物資源の共同利用、若手研

究者の人脈づくり、次世代を担う優秀な学生の育成

などを実施している。これらの活動は今後のつくば

地域の活性化につながり、日本を代表する科学技術

の発信の地としての世界的な認知度を向上するこ
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化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

(9)、東京大学（9）、大阪大学（9）、京都大学（8）、

香川大学（8）、バイオインダストリー協会（JBA）

（7）、早稲田大学（5）、横浜市立大学（5）、農業・

食品産業技術総合研究機構（農研機構）（4）、宇宙

航空開発機構（JAXA）（4）、大阪府立大学（4）、岡

山大学（3）、徳島大学（3）、物質・材料研究機構

（3）、慶應義塾大学（3）、東京農工大学（2）、九州

大学（2）、奈良県立医科大学（1）。 

 

つくばライフサイエンス推進協議会 

・本協議会は、平成 23年度から活動を開始した、

つくば市近隣に拠点を持つ 26 企業 14 研究機関が

加盟している団体で、開始当初から会長に産総研

名誉フェロー、副会長に生命工学領域長が就任し

て、協議会を牽引した。年 4 回の会議を開催し、

つくば地域の連携強化、企業・研究機関の人的ネ

ットワークの構築と次世代人材育成を進めた。具

体的な活動内容としては、平成 24年度につくば国

際戦略特区に採択された「つくば生物医学資源を

基盤とする医療技術の開発」事業の推進、加盟団

体間における生物医学資源の包括提供同意書締結

による簡便な手続きで生物試料を共有できる仕組

みの実現、つくば生物医学資源横断検索システム

の構築・運営、ライフイノベーション学位プログ

ラムによる協働大学院での若手研究者の育成が挙

げられる。ライフイノベーション学位プログラム

には、平成 30年度は 9名の産総研職員が教員とし

て登録されている。平成 30年度は、博士課程 1 名、

修士課程 6 名の修了者を輩出した。また、本協議

会加盟機関から延べ約 50 名の若手を集めた若手

交流会を設立し、企業・研究機関の若手相互の人

脈作りと、事業化可能な未来志向のプロジェクト

の新規テーマ創出を目指して、テーマ探索ワーキ

ンググループ活動や新規研究シーズを紹介するピ

ッチ会などの交流事業を実施した。 

 

国際連携 

・バイオ計測技術などの国際標準化を進めるた

め、第 4期においては米国 NISTとの連携促進、お

よびバイオ研究に有用な地域固有の生物資源を有

し、優秀な人材を輩出しているインド、タイとの

連携強化を図ってきた。 

とにも大きく貢献できると考える。 

 

国際連携 

今後重要性が増すマイクロバイオーム分析の国

際標準化に向けた日本としての展開を進める上で、

次世代シーケンサー技術開発の中核を担う米国と

の連携は必須である。米国 NIST との連携強化によ

り、マイクロバイオーム分析の標準化に向けて産総

研が重要な役割を担うことに繋がると確信してい

る。一方、インド、タイと進めている国際連携は、

共同で研究開発を進めるだけでなく、人材育成によ

る親日家の増加と優秀な人材の流動化に加え、日本

の科学機器などのアジア市場での普及の面でも貢

献できる。さらに、SDGsへの対応としてマラリアお

よびシャーガス病に関する研究開発を実施し、平成

30 年度にはマラリアの早期検出デバイスに関する

取り組みが政府広報誌 HIGHLIGHTING Japanに掲載

された。また、シャーガス病の創薬標的探索に関す

る研究の成果は、平成 30 年度の公益社団法人グロ

ーバルヘルス技術振興基金（ Global Health 

Innovative Technology (GHIT) Fund） の獲得に繋

がった。今後も本研究を精力的に実施し、世界初の

シャーガス病の薬剤標的遺伝子の同定を目指すと

ともに、SDGsに貢献していく。 

 

その他の連携 

クロスアポイントメント制度により、千葉大学医

学部へ医師免許をもつ産総研研究者を派遣するこ

とで手術用の低侵襲医療機器等について臨床現場

に立ち会って技術の検証が行えるようになったこ

とは、医療機器開発企業が産総研と共同研究するこ

との意義を高めることに大きく貢献した。 

 

以上のように、早大・阪大 OILを中心とした産学

連携や、海外の国立研究機関、特にインドにおける

国際共同研究センターの設置と大型共同研究の実

施において着実な成果が得られたことから、評定を

「B」とした。 

なお、評価委員からは、エンジニアリング、計測

技術の変革が充分には適用されていなかった農工

領域などにおいて特筆すべき多様な成果が挙がっ

ており、産業的な貢献が期待できる、として高く評
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・平成 30年度は、マイクロバイオーム分析の標準

整備に向けた活動を強化するため、産総研から 1

名のマイクロバイオーム研究者を NISTに派遣、滞

在させ、同分野の共同研究を実施した。上記派遣

を通じ、マイクロバイオーム計測の精度管理のた

めの標準物質開発を NIST と共同で実施すると共

に、同分野の国際協業に向けたコンソーシアム運

営に貢献した。 

・インドが有する固有の生物資源（アシュワガン

ダなど）を利用した創薬研究や健康・医療に係る

研究の推進、および優秀な学生・ポストドクター

などの育成を目的として、インド DBT との包括研

究協力覚書を平成 30年度に更新し、インド政府か

らの資金提供額が年間 8,500万円（平成 30年度か

ら平成 32年度の 3年間）の大型共同研究事業に展

開することができた。本事業では日本、インド、ス

リランカに合計 7 拠点を有する国際共同研究セン

ター（DAICENTER）を設置し、平成 30 年度は生体

成分分析や顕微鏡イメージング技術に関するワー

クショップを開催し、アジア圏の研究機関や大学

との連携を深化させた。さらに、アジア圏の若手

研究者を招聘して共同研究を推進することで、22

報の IF付論文を生み出した。また、本事業に関連

して、国内企業との共同研究 5 件を開始すること

となった。 

・タイ政府より、建設中のフードイノポリスで実

施される研究への協力、企業誘致に関する依頼を

受け、同国の TISTR と農産物病原性評価技術の確

立などを目的とした共同研究を開始した。平成 30

年度は、OECD ガイドラインに収載されている食品

等の安全性評価手法についてタイでの実用化を目

指した研修を行った。また、ハーブ等のタイ産生

物資源の機能性成分の同定や評価に関する共同研

究を産総研と TISTR で遂行し、さらに、本事業に

関連して国内企業との共同研究契約 1 件を締結し

た。 

・国際連携の一環として、SDGsの一つとして掲げ

られている「すべての人に健康と福祉を」への貢

献を目指す研究開発を実施した。熱帯や亜熱帯地

域に生息する原虫により引き起こされるマラリア

は発症前の検知が重要となる。産総研では、細胞

の単一層配列技術を応用したマラリア原虫の迅

価されている。 

 

＜課題と対応＞ 

・OILは設立して 2年以上が経過し、他領域の OIL、

領域企画室、産総研企画本部内で全 OILを統括する

OIL室の間で研究の進捗状況や、運営上の課題を共

有するための体制の構築が課題となっていた。令和

元年度も引き続き、毎月開催される全 OILと産総研

OIL室との合同連絡会議において、研究進捗や運営

上の課題の洗い出しを速やかに行う。また、企業連

携を推進するためには、目的基礎研究の強化および

成果発信が課題である。そのため、研究課題の集約

化、関連業界が参集するイベントでの宣伝、および

つくばライフサイエンス推進協議会参画企業の拡

大を行い、共通基盤領域/競争領域での情報提供の

あり方の検討や、個別の連携協議を行える場の提供

を積極的に進める。それぞれの業界に合った連携形

態を検討し、実効的な企業連携を構築する。 

・Society 5.0が掲げる持続可能な産業化の推進に

おいて、農工連携の枠組みを構築することが課題と

なっていた。農研機構との包括協定による連携によ

り、産総研と農研機構の技術シーズの総合力を企業

に技術移転できる環境が整った。今後は、農研機構・

産総研の共同研究より生み出された技術シーズを、

「「知」の集積と活用の場」の研究開発プラットフ

ォームを通じて、民間企業への橋渡しに展開する取

り組みを進める。 
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速・超高感度検出デバイスを開発し、平成 27年度

からフィールドテストを行いアフリカで約 300 症

例を診断した。また、南米と北米の南部地域で流

行し「第 2 のエイズ」と呼ばれている原虫感染症

であるシャーガス病の創薬標的探索を可能にする

ため、ゲノム編集技術により病原体となるトリパ

ノソーマの生存に必要な遺伝子を削除する技術の

開発に成功し、平成 30年度は約 400個の遺伝子を

無効化（ノックアウト）した細胞を用いた増殖障

害等の評価を実施した。 

 

その他の連携 

・農研機構と包括連携協定を結び、相互委嘱を可

能にしたコーディネータ制度を受けて両機関を代

表して ICが企業等との面談に臨み、垣根を超えた

活動が可能になった。平成 30年度は、農研機構主

催の「九州沖縄経済圏スマートフードチェーン研

究会」への ICの参加や、産総研北海道センター主

催の「産総研北海道センターワークショップ in 

帯広」において農研機構関係者の特別講演を企画

するなど、農工連携に向けた交流を深めることが

できた。 

・また、大学とのクロスアポイントメント制度を

利用した人事交流を進め、生命工学領域では平成

29年度に引き続き、平成 30年度も 2大学から 2名

を受け入れ、2大学へ 2名を派遣した。また、臨床

医を公募により採用し、産総研を主とする勤務形

態で研究に参加する体制を整え、実質的な医工連

携の強化を行った。 

・平成 28年度に国立研究開発法人理化学研究所と

締結した先進的な研究開発や人材の交流・育成に

関する連携・協力に関する基本協定の一環として、

両機関の研究者が世界初・世界一の技術の研究開

発を推進する「理研-産総研チャレンジ研究」がス

タートした。平成 30年度は 3件の共同研究を推進

した。また、「21世紀イノベーションリーダーワー

クショップ」において令和元年度の新規チャレン

ジ研究課題の提案に向けたマッチングが実施さ

れ、新規課題が 4件採択された。 

・マイクロバイオーム関連産業におけるわが国の

産業競争力強化に重要な役割を果たすことを共通

の目的として、JMBCとの連携協力に関する覚書を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

締結した。 

 

大学や他の研究機関との連携状況は 1.(4)に記

載したとおりであり、主な成果としては①筑波大

学、農研機構、JBA、JAXAなど 20機関と包括協定

を締結、②インド DBTとの連携を強化し年間 8,500

万円（3年間）の国際共同研究事業に発展、③タイ

国立研究機関 TISTR との共同研究を推進、④創薬

支援ネットワークの構成員として、アカデミア発

創薬に向けた支援を実施、⑤早稲田大学、大阪大

学との OIL で、企業連携に向けた研究開発を実施

等が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓マーケティング

機能の体制強化の

ための内部人材育

成、外部人材登用

を柔軟に行った

か。 

✓女性のロールモ

デル確立と活用を

増大させるための

環境整備・改善に

継続的に取り組ん

だか。 

 

第 4 期において、生命工学領域では産総研イノ

ベーションスクール及び RA 制度の活用等の産総

研制度による人材育成のみならず、企業研究者や

海外研究者を対象とした講習・研修プログラムを

実施するなどユニット独自の人材育成制度を継続

的に実践している。また、大学学部生を対象とし

た生命工学実験の基礎技術指導から博士課程の学

生、ポストドクターを対象とした技術指導、さら

に企業研究者を対象とした指導まで幅広く人材育

成指導を行った。加えて、大学では近年、予算やポ

ストの削減により優秀な研究人材の流出が進んで

おり、生命工学領域においてはそのような優秀な

人材を多く獲得することが重要な課題であると考

え、以下の取組を行った。 

 

研究人材の拡充 

生命工学領域の研究人材の拡充については従来

どおりの新人研究員の公募採用に加えて、第 4 期

中の取り組みとして、平成 29年度は「臨床現場と

つなぐメディカルサイエンスの展開」と「最先端

生命科学研究の推進」の新規 2 課題を設定し公募

を実施した。平成 30年度からは一部修士型の採用

選考を実施した。さらに、ダイバーシティ推進に

加え、国際的なプレゼンス向上の観点からも女性

や海外人材の採用、登用も積極的に行った。詳細

は以下の通りである。 

・新人研究員の公募採用においては、平成 29年度

までに 46 名の博士課程過程修了者を採用してお

り、平成 30年度は見込みを含む博士課程修了者 11

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

研究人材の拡充 

・平成 29 年度に新規設定した臨床医と最先端研究

を実施する若手研究者の新人採用枠では、医師の採

用および独創性と研究推進能力、強い情熱を持つ若

手研究者を獲得できた。これは、新たな臨床現場と

の強いネットワークを構築するとともに、生命工学

領域での新たな研究を生み出す力となるもので、将

来の生命工学領域の礎となる人的体制強化となっ

た。 

・修士型採用については、平成 30 年度の採用の効

果を長期的に評価していく必要があるが、潜在的な

能力が高いと思われる学生の応募が多数得られ、そ

の中でも特に傑出した 2 名を採用することができ

た。 

・新人採用者における女性研究者の割合について、

産総研の目標値を大きく上回っていることから、産

総研のダイバーシティ推進に十分貢献している。 

 

人材の流動化 

・クロスアポイントメント制度を用いた大学との

人材交流、民間企業からの出向者受け入れによる人

材交流は、大学や企業の多様な価値観を導入し、研

究開発の幅を広げ、連携ネットワークの拡大・強化

につながる。事実、民間企業からの出向者受け入れ

は、当該企業との共同研究を加速させるだけでな

く、生命工学・AI技術活用・生産性変革などを包含
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制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

名を採用した。 

・平成 29 年度、「臨床現場とつなぐメディカルサ

イエンスの展開」と「最先端生命科学研究の推進」

の新規 2 課題を設定し、医学との橋渡し強化のた

め臨床医 1 名、及び生命科学分野における新たな

概念や方法論を提唱するための最先端研究を担う

若手研究者 2名を採用した。 

・今般大学就職率が過去最高を記録するなど採用

では売り手市場が続き、博士課程に進学する学生

が減少していることなどを鑑み、平成 30年度から

新たな取組として修士型採用を実施することとし

た。平成 30年度は公募前に生命工学領域での研究

を実体験するインターンシップを開催し 16名（応

募者数 64名）の修士学生を受け入れた。その後 3

月の就職説明会解禁後に公募選考を実施し、113名

の多数の応募から厳正なる審査を得て最終的に 2

名の採用に至った。令和元年度の公募前のインタ

ーンシップを既に実施し、前年度を上回る 106 名

の参加応募者があり、そのうち 30名に対して受け

入れを実施した。 

・ダイバーシティの推進については、平成 27年度

から平成 30 年度までの新人採用者数計 61 名のう

ち、計 11名（採用者に占める割合 18%）が女性研

究者となっている。これは、産総研が掲げる第 4期

中の目標値（18％）を達成している。 

 

人材の流動化 

人材の流動化については、第 4 期中に外部機関

との人事交流を積極的に進めた。クロスアポイン

トメント制度により平成 29 年度までに産総研か

ら他大学や研究機関へ延べ 8 名の職員を派遣し、

他大学から延べ 5 名を受け入れた。平成 30 年度

は、国立循環器病センターと千葉大学に計 2 名の

職員を派遣し、大阪大学、早稲田大学から計 2 名

を受け入れた。また、平成 29年度には民間企業か

らの出向者 1 名を特定集中専門研究員として雇用

した。この他に、第 4 期中に連携大学院教員へ産

総研研究者を多数派遣し、大学を含めた他機関か

らの研究者 61名（平成 30年度 18名）を採用し、

人材の流動化を進めた。 

 

人材育成 

した産総研の他領域も加わった新たな共同研究へ

展開しつつある。 

 

人材育成 

・生命工学領域では、創薬・医療・バイオ生産にお

ける人材を育成することが産業育成にもつながる

との観点から、独自の人材育成プログラムを実施し

て、毎年 200～300 名規模の積極的な人材育成を進

めている。また、Workshopの開催を通して海外研究

者の育成にも取り組むとともに、日本の最先端機器

や技術の利用の国際的普及に貢献している。育成さ

れた人材は、研究開発や民間企業での事業推進の場

面で活躍するだけでなく、将来の産総研との連携推

進、さらには国際的な医療技術の進歩に貢献するも

のと考えている。 

 

以上のことから、イノベーション人材育成数の増

加に加え、技術研修等の独自のプログラムにより第

4 期中にわたり毎年 200～300 人の人材を受け入れ

て育成し、令和元年度における女性研究者の新規採

用者数に占める割合が 38.5%となり、第 4期中の女

性採用比率が 21.6%となるなど顕著な成果が得ら

れたと考え、評定を「A」とした。 

なお、評価委員からは、修士型採用者を含む女性

研究者の積極的な登用により人材育成の幅が広が

ったとして高く評価されている。 

 

＜課題と対応＞ 

 研究人材の拡充においては、優秀な人材の獲得が

引き続き重要な課題である。この対応として、今後

も修士型採用を継続して実施するとともに、ホーム

ページなどを通じて効果的な情報発信に努め、優秀

な若手人材の獲得を目指す。 
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する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

人材育成では、ポストドクターや連携大学院の

学生を各ユニットで受け入れて積極的に若手人材

の育成に取り組むとともに、企業研究者や海外研

究者を対象とした講習・研修プログラムを実施す

るなど、独自の人材育成を幅広く実施した。具体

的には以下の通りである。 

若手人材育成：第 4期中は RA制度により多数の学

生を受け入れた。平成 29 年度までは計 79 名の学

生を受け入れ、平成 30 年度も 49 名となり評価指

標の目標値（26名）を大幅に超えた。 

生命工学領域独自の人材育成：第 4 期中におい

て、下記の各ユニット独自の人材育成を実施し、

平成 30 年度までにポストドクターや連携大学院

生などの技術研修生として、合計 1,624 名（平成

30年度 358名）の人材を受け入れてきた。 

・ バ イ オ メ デ ィ カ ル 研 究 部 門 で は 「 AIST 

International Imaging Workshop」を毎年度開催

し、世界各国より博士課程の学生やポストドクタ

ーを受け入れ、1 週間にわたって民間光学機器企

業と共同でイメージングに関する技術・実技の研

修を行ってきた。平成 29 年度までには計 65 名受

け入れ、平成 30年度も 19名受け入れた。 

・健康工学研究部門とバイオメディカル研究部門

では、平成 28年熊本地震からの早期復興に向けた

技術的協力、人材育成等に係る連携・協力に関す

る協定に基づき、熊本大学の学生 2 名を受け入れ

た。 

・創薬基盤研究部門では、平成 29年度に糖鎖と糖

鎖認識分子であるレクチンの基礎についての講義

と、レクチンアレイを用いて細胞表面の糖鎖マー

カーを探索するための技術研修を実施し、学生や

企業研究者を延べ 143名の参加を得た。 

・健康工学研究部門では、医療機器分野への参入

や、新しい医療機器の研究開発・承認取得を目指

す企業・大学・研究機関の方々向けに、医療機器開

発ガイドラインなどの解説と活用のためセミナー

を平成 29年度 3回にわたって開催し、364名の参

加者を得た。 

・生物プロセス研究部門では、専門学校生、大学

生、大学院生を第４期中の平成 30年度までに計 61

名受け入れ、バイオ実験の基礎から実技までのト

レーニングを実施した。 
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する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

基づく取り組みを推進す

る。 

 

 

・早大 OIL では、産総研特別研究員としてポスト

ドクター3名、RAとして 16名を雇用し、積極的な

人材育成を進めた。 

・阪大 OIL では、ポストドクター3 名、RA13 名を

雇用するなど人材育成も積極的に行い、2 件の学

会ポスター優秀賞を受賞した。  
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せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

 

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 
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 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（平成 32年 3月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて平成２９年度におい

ては体制の整備や様々な取組

の実施・継続に努め、年度目標

達成率も伸長しているもの

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

 

（６）マーケティング力の強

化 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・また、産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出資額が、現

行の額（3 億円）の 2.6 倍である 7.8 億円/年以上となることを目標

として、ベンチャーへの支援に取り組む。 

 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

 

（６）マーケティング力の強化 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（６）マーケティング力の強化 

 大型公的外部資金による民間企業との共同研究、戦略的アライア

ンスによる民間企業のニーズに即した課題設定、および産総研発ベ

ンチャーの活用による橋渡しに重きを置いた研究開発を遂行した。

その他、以下のような取り組みを行った。 

・大型連携事業の推進 

民間資金獲得に向けては、平成 30年度では共同研究の大型化を目

指す取り組みを推進した。具体的には、一般社団法人日本マイクロバ

イオームコンソーシアム（JMBC）とマイクロバイオーム解析の国際標

準化と高度化を進めることで覚書を締結し、現在、共同研究契約締結
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の、目標期間終了時にこれを

確実に実現することが最も重

要。このため評価指標である

「民間資金獲得額」の平成２

９年度目標が未達であった領

域については、現状の体制や

取組の更なる改善点の洗い出

しやこれを踏まえた改善、一

層の取組強化等が必要であ

る。また目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、組織全体として目

標達成に向け継続した努力を

求める。 

 

（生命工学領域に対する評

価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。  

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型

や、コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コン

サルティングなどによって推進する。 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活

動を実施する。 

 

に向けて調整中である。 

・体制の構築と新規案件創出の試み 

生命工学領域内部に向けた取り組みとして、大型の連携案件（資金

提供額 500万円以上）は当領域の研究戦略部が、資金提供額 500万円

未満の案件はユニットの産学官連携担当者がフォローするよう役割

分担を明確にし、迅速なフォローをを研究者に行うよう企業連携推

進の円滑化を図る体制を構築した。さらに、平成 30年度および令和

元年度以降の新規企業連携の構築を目的に、研究者が作成した計画

書を研究戦略部で査定し、企業連携を促進するための予算を配賦し

た。 

・産総研発ベンチャーにおいては、上記のリン酸化活性による細胞内

シグナル伝達の網羅的解析システムを有するソシウム株式会社な

ど、平成 30年度には新たに 3社が産総研発ベンチャーとして認定さ

れた。これにより、平成 27年以降に創出された産総研発ベンチャー

は 10社となった。これまでに、M&A 2社、休眠状態 2社となり、計

6社が現在も産総研発ベンチャーとして活動している。それらが平成

30 年度に受けた出資額と共同研究費の総額は 4.8 億円以上となり、

社会からの強い期待を受けて順調に事業を展開している。 

  

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

技術コンサルティングと共同研究についてその違いを整理し、研究

者への周知と活用を推奨した。独自の技術や知見をもとに、平成 30

年度は 42件 5,614万円の技術コンサルティング契約を締結し、契

約件数および契約額は年々着実に増加した（平成 27年度 5件 560

万円、平成 28年度 18件 1,830万円、平成 29年度 25件 3,770万

円）。 

 

（６）マーケティング力の強化 

研究成果の民間企業への効率的な「橋渡し」実現と民間資金獲得を

目的として、領域に所属する ICが、連携対象の企業リスト、産総

研研究者リスト等を整備し、企業訪問、面談等を通して企業のニー

ズを把握し、生命工学領域の研究者とのマッチングを行った。ま

た、平成 30年度は企業・外部コンソーシアムとの大型連携の構築

を目指して活動した。 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代の

能力・経験の最大活用が必要。  

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

組織内外の若手雇用・育成と、シニア世代の能力・経験の最大活用 

・新人研究員の公募採用において、平成 27 年度から平成 29 年度ま

でに 46 名の博士課程修了者を採用しており、平成 30 年度は見込み

を含む博士課程修了者 11名を採用し、若手雇用に努めた。さらに、

平成 30年度より修士型採用を実施した。また、シニア世代の能力と

経験の活用に関しては、定年を迎えた経験豊かな研究者を招聘研究
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材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年

度実績と同等以上の人数受け入れ・出向を目標とするとともに、本制

度を活用した民間企業への職員出向の実施を目標とする。 

 

員として平成 30年度までに 16名を再雇用し、研究推進に活かした。 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

 生命工学領域の研究人材の拡充については従来どおりの新人研究

員の公募採用に加えて、第 4期中の取り組みとして、平成 29年度

は「臨床現場とつなぐメディカルサイエンスの展開」と「最先端生

命科学研究の推進」の新規 2課題を設定し公募を実施した。平成 30

年度からは一部修士型の採用選考を実施した。さらに、ダイバーシ

ティ推進に加え、国際的なプレゼンス向上の観点からも女性や海外

人材の採用、登用も積極的に行った。 

 人材の流動化については、第 4期中に外部機関との人事交流を積

極的に進めた。クロスアポイントメント制度により平成 29年度ま

でに産総研から他大学や研究機関へ延べ 8名の職員を派遣し、他大

学から延べ 5名を受け入れた。平成 30年度は、国立循環器病セン

ターと千葉大学に計 2名の職員を派遣し、大阪大学、早稲田大学か

ら計 2名を受け入れた。 

 人材育成では、ポストドクターや連携大学院の学生を各ユニット

で受け入れて積極的に若手人材の育成に取り組むとともに、企業研

究者や海外研究者を対象とした講習・研修プログラムを実施するな

ど、独自の人材育成を幅広く実施した。 

  
 
  



97 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 情報・人間工学領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：14.5 

 

5.7 

 

13.4 

 

16.6 

 

16.9 

 予算額（千円） 8,777,199 9,310,008 9,051,346 11,351,042  

論文の合計被引

用数*2、*3 

H30年度 

目標：1,500 

 

728 

 

1,675 

 

2,224 

 

2,163 
 決算額（千円） 

（うち人件費） 

6,955,964 

(3,832,435) 

11,035,893 

(4,741,812) 

13,085,920 

(5,140,663) 

20,248,870 

(5,145,052) 
 

論文発表数*2 H30年度 

目標：140 

(250*4) 

 

101 

(146) 

 

152 

(221) 

 

160 

(264) 

 

165 

(290) 

 経常費用（千円） 7,257,980 9,454,291 12,130,904 13,148,581  

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：70 

32 46 79 130 
 経常利益（千円） 16,615 359,071 344,819 126,510  

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

0 0 3 1 

 行政サービス実施

コスト（千円） 

6,517,805 7,420,062 9,721,398 8,879,234  

知的財産の実施

契約等件数 

H30年度 

目標：200 

 

187 

 

197 

 

231 

 

254 

 従事人員数 614 778 866 948  

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：            予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。    (1) 施設整備費補助金は、前年度に交付決定を受けて当年度に概算払い及び精算払いを 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について：            受けており、収入決算額は前年度以前の繰越収入分（平成 28年度分 6,897,196,478円、 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、      平成 29年度分 0円）を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額となって 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。            いる。 

*3論文の合計被引用数について：            (2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、      生じている。 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

*４論文発表数について： 

 インパクトファクター付き専門誌での発表数に Google Scholarのカテゴリ上位 20位内に 

 ランクされたプロシーディングスでの発表数を合計した数値。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜領域の活動の背景＞ 

 情報は人々が現在の社会生活を送る上で不可欠

な要素となっている。安全・快適で豊かな未来社

会の実現には情報のサイバー空間と人間・社会の

フィジカル空間相互の知的情報を濃厚に融和させ

ることが鍵となる。情報・人間工学領域では、産業

競争力の強化と豊かで快適な社会の実現に繋がる

人間に配慮した情報技術の研究開発を実施する。 

 

＜領域全体の戦略・マネジメント＞ 

 情報・人間工学領域では、特に、情報学と人間工

学のインタラクションによって健全な社会の発展

に貢献することを目指し、 

（重点課題１）ビッグデータから価値を創造する

人工知能技術の開発（人工知能技術） 

（重点課題２）産業や社会システムの高度化に資

するサイバーフィジカルシステム技術の開発（サ

イバーフィジカルシステム技術） 

（重点課題３）安全で快適な社会生活を実現する

人間計測評価技術の開発（人間計測評価技術） 

（重点課題４）産業と生活に革命的変革を実現す

るロボット技術の開発（ロボット技術） 

の 4 つの重点課題を掲げ「橋渡し」につながる基

礎研究（目的基礎研究）、「橋渡し」研究前期、「橋

渡し」研究後期を実施している。本重点課題の実

施体制を下記に示す。 

 

研究戦略部は、領域全体の研究戦略を統括する。 

人工知能研究戦略部は、人工知能分野に特化した

研究戦略を統括する。 

人間情報研究部門は、人間機能計測とモデルによ

る人間生活視点でのモノ・コトづくりに関する研

究を実施する。重点課題２、３を担当する。 

情報技術研究部門は、産業競争力の強化と豊かで

安全な社会の実現に寄与する情報技術の研究開発

を実施する。重点課題１、２を担当する。 

知能システム研究部門は、環境変化に強く自律的

に作業を行う知能システムを実現するための研究

を実施する。重点課題４を担当する。 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 平成 30 年度には、民間資金獲得額、論文

の被引用数の合計、知的財産の実施契約等件数、イ

ノベーション人材育成人数において、目標を上回る

成果を達成している。特に、民間資金獲得額は、平

成 30 年 16.9 億円と、平成 30 年度目標（14.5 億

円）の 117%に達しただけでなく、平成 23年度から

平成 25年度の実績値の平均 4.8億円の 352%に達し

ており、このことは特筆に値する。これらの成果は、

第４期中長期目標・計画を達成するために領域が掲

げた方策、すなわち、研究ユニットにおける 4重点

課題の研究開発と、研究戦略部・人工知能研究戦略

部による連携活動、研究ユニットとの密接な情報交

換、企業の価値を創造する（企業と共に問題点を探

り、合意を形成しながら大型化し、ともに価値を創

造することを目指す）アプローチの導入等のマーケ

ティングの取り組みが成果を結んだ証左である。企

業の価値を創造するアプローチでは、顕在化した民

間ニーズと保有技術シーズのマッチングを行うの

ではなく、企業・事業・ビジネスモデルの拡充（持

続的進化あるいは構造改革）を支える技術基盤とし

て、企業連携の最適組成・編成・導入方法について

の体系的な企画およびその導入支援サービスを提

供している。これらの連携活動の下、研究成果の国

内での迅速な技術展開も可能となっており、そのた

め、産業界へのインパクトは大きい。 

 平成 29 年度から重点的に進めている、人工知能

分野における海外の主要研究所及び卓越研究者と

の連携は、平成 30 年度には、人工知能分野にとど

まらず、領域全体に関連する国際連携へと広がった

ことで、世界レベルの研究を加速することに繋がる

と期待できる。得られた成果を企業との連携の中で

活用することで、いち早く日本で技術展開可能とな

り、産業へのインパクトは大きい。橋渡し研究の契

約規模も拡大しており、橋渡し機能の強化を担う産

総研の役割はより重要なものとなっている。 

 平成 30 年度の、論文の被引用数（2,163 回、目

標値 1,500回の約 1.4倍）が目標を大きく上回って

評定  
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

 産業競争力

の強化と豊か

で快適な社会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車ヒューマンファクター研究センターは、安

全で楽しい運転を実現するための人間研究を実施

する。重点課題３を担当する。 

ロボットイノベーション研究センターは、ロボッ

ト技術を用いた社会課題解決によるイノベーショ

ンの研究を実施する。重点課題４を担当する。 

人工知能研究センターは、実社会の多様な課題に

適用可能な人工知能フレームワークの研究開発を

実施する。重点課題１、２、４を担当する。 

サイバーフィジカルセキュリティ研究センター

は、サイバー空間とフィジカル空間を結ぶセキュ

リティの研究基盤形成を目指すための研究を実施

する。重点課題２を担当する。（平成 30年 11月新

設） 

人間拡張研究センターは、ウェアラブル、インビ

ジブルなシステムにより人間の能力を拡張する技

術およびその社会実装を目指すための研究を実施

する。重点課題１、３を担当する。（平成 30年 11

月新設） 

 

＜領域のロードマップ、ポートフォリオ＞ 

 令和元年度末までの第４期中長期計画は以下の

通りである。 

「重点課題１：人工知能技術」では、ビッグデータ

の分析・試験・評価による知的なサービス設計等

を支援するため、脳のモデルに基づく人工知能技

術や人工知能の活用を促進するプラットフォーム

技術など、人工知能が効率良く新たな価値を共創

する技術を開発する。 

「重点課題２：サイバーフィジカルシステム技術」

では、ひと、もの、サービスから得られる情報を融

合し、産業や社会システムの高度化に資するサイ

バーフィジカルシステムを実現する統合クラウド

技術や軽量でスケーラブルなセキュリティ技術、

そこから得られるデータをサービスの価値に繋げ

る技術などを開発する。 

 「重点課題３：人間計測評価技術」では、人間の

生理・認知・運動機能などのヒューマンファクタ

ーを明らかにし、安全で快適な社会生活を実現す

るため、自動車運転状態をはじめとする人間活動

の測定評価技術を開発する。また、人間の運動や

感覚機能を向上させる訓練技術の研究開発を行

いること、また、論文発表数およびトップ国際会議

発表数も目標に向けて順調に増加しており、質の高

い論文の発表が期待通り達成されつつあることが

確認できる。 

 知的財産の実施契約等件数（平成 30年度 254件、

目標値 200 件）に関しては、平成 30 年度を含む第

４期中長期の過去全年度に渡り、各年度の目標を大

幅に上回る成果を上げており、企業での実施に至る

質の高い研究開発成果を創出してきた結果といえ

る。 

 民間企業へのアウトリーチを目的とした研究成

果の積極的な情報発信（CEATEC JAPAN をはじめ、

各種コンソーシアム、シンポジウム等の開催）、国

内外の大学・研究機関（インド工科大学ハイデラバ

ード校、仏モンペリエ大学、タイ国タマサート大学

等）と協定を締結するなど連携強化の着実な推進

も、領域が経費を負担することで成し遂げた。 

 平成 30 年度には、目標の 1.8 倍強、第４期中長

期開始当初の 4 倍強を達成している RA 雇用数など

も、マーケティング力の強化、大学などとの連携強

化、業務横断的な取り組みの推進の成果の証左であ

る。 

 以上のことから、企業連携とそれに基づく橋渡し

機能の強化、学術成果、国際連携他、全ての面にお

いて、第４期中長期を通して顕著な発展がなされて

きたことが認められる。 

 

 以上のような成果は、研究開発だけでなく、研究

体制、研究マネジメントを総合して得られたもので

あり、論文引用数（目標比 144%）、知的財産の実施

契約件数（目標比 127%）、民間資金獲得額（目標比

117%）、人材育成数（目標比 187%）などの形として、

目的基礎研究から橋渡し後期に至るすべての期間

において特に顕著な成果として表れたと考えられ、

現時点での成果としてだけでなく、持続的な成果が

期待できる。そのため、評定を Sとする。 

 なお、評価委員からは民間資金獲得額を高く評価

するコメントや、「研究員がスピンアウトし、スタ

ートアップを設立する際の支援策なども充実しつ

つあるようで、評価できる」、目標としていた研究

開発が着実に行われている。それだけではなく、ト

ップコンファレンスへの論文投稿など、目標を超え
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１．「橋渡し」

機能の強化 

の実現に繋が

る人間に配慮

した情報技術

を提供するこ

とを目指し、情

報技術の研究

と人間工学の

研究を統合し、

ビッグデータ

から価値を創

造する人工知

能技術、産業や

社会システム

の高度化に資

するサイバー

フィジカルシ

ステム技術、快

適で安全な社

会生活を実現

する人間計測

評価技術、産業

と生活に革命

的変革を実現

するロボット

技術を開発す

る。 

（４）材料・化

学領域 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。 

「重点課題４：ロボット技術」では、介護サービ

ス、屋内外の移動支援サービス、製造業など様々

な産業においてロボットによるイノベーションの

実現をめざし、人間共存型産業用等のロボットや

評価基準・評価技術などの関連技術を開発する。

また、環境変化に強く自律的な作業を実現するロ

ボット中核基盤技術を開発する。 

 産総研の「2030年に向けた産総研の戦略」では、

高度に融合されたサイバーフィジカルシステム

（CPS）により、単純作業から人を開放しすべての

人が豊かな生活を送れる「超スマートな社会」と

して Society5.0を位置づけている。その実現に向

け、平成 30年度には、二つの新研究センター設立

と AI橋渡しクラウド （ABCI）の運用開始により、

CPSにおける知覚・制御を可能とする人間拡張技術

の開発、データ流通を促進するセキュリティ技術

の開発、AI開発インフラの整備を推進した。柏セ

ンターは、柏の葉地区の不動産業者や、地域住民

の協力を得て、新しいサービスビジネスの社会実

装研究を行う地域イノベーションの発信拠点とし

ての機能も期待されている。 

 

＜領域全体として特筆すべき取り組み、特筆すべ

き研究開発成果、各種指標の達成状況＞ 

 領域としての特筆すべき取り組みの概要を、各

種指標の達成状況と併せて以下に示す。 

 

「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）に

関する定量的な指標として、論文発表数（モニタ

リング指標）、論文の合計被引用数（評価指標）の

他、情報・人間工学領域の研究分野では、例えば

IEEE Conference on Computer Vision and 

Pattern Recognition（CVPR）のように、国際論文

誌よりも引用数の高い査読付き国際会議プロシー

ディングスがあるため、高 h 指数の査読付き

Proceedingsのランキングである Google Scholar

のサブカテゴリ上位 20 位内のプロシーディング

ス（以下「トップ国際会議」）発表数も独自モニタ

リング指数としている。 

 

 論文発表数は、以下の通り。括弧内は各年度の

る成果を出した」といったコメントを頂いた一方

で、優秀な若手人材の獲得のためにブランド力を高

めるといった KPI 化しづらい取り組みを求めるコ

メントを頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

 研究者の評価指標として IF 付き論文数ばかりに

注目すると、目的基礎研究に留まり、技術の橋渡し

が進まないという課題がある。世界における当該研

究のレベル、知的財産登録、公的あるいは民間資金

の獲得、国内・国際連携、各種アウトリーチ活動な

ど、様々な観点から総合的に研究者の評価を実施す

ることで、橋渡し機能の強化につながる研究の実施

に対するモチベーションアップに努めている。 

 企業連携における人的リソース不足が引き続き

課題となっている。連携や調整のためにかかるエフ

ォートが特定の研究者に集中する傾向があり、適度

な分散を行うマネジメントが課題である。イノベー

ションコーディネータ、連携主幹による企業連携活

動や領域内情報の集約は進展しており、研究業務と

連携業務を半々で行う研究者の連携主幹兼務の適

用等、人材確保に向けた多様な取り組みも進めてい

る。今後も企業連携を推進するためのリソースの最

適配分や工夫を進めていく。 
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 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値である。 

  平成 27年度： 101報（100報） 

  平成 28年度： 152報（110報） 

  平成 29年度： 160報（120報） 

  平成 30年度： 165報（140報） 

 

 論文の合計被引用数は以下の通り。括弧内は各

年度の目標値である。平成 27年度は初めての試み

だったこともあり目標値を設定していなかった。 

  平成 27年度：   728回 

  平成 28年度： 1,675回（750回） 

  平成 29年度： 2,224回（1,000回） 

  平成 30年度： 2,163回（1,500回） 

 

 トップ国際会議発表数は、以下の通り。括弧内

は各年度の目標値である。 

  平成 27年度：  45報（100報） 

  平成 28年度：  69報（100報） 

  平成 29年度： 104報（100報） 

  平成 30年度： 125報（110報） 

 

 論文発表数、論文の合計被引用数ともに平成 27

年度から毎年目標を上回りつつ順調に増加してい

る。論文発表数は目標値比 115%、論文の被引用数

は目標値比 141%に達しており、質の高い論文を発

表してきたことが示されている。またトップ国際

会議発表数については、平成 27年度以降増加しつ

つも、なかなか目標値に達しなかったが平成 29年

度に初めて目標値 100報に達した。平成 30年は発

表件数 125報で、目標値比 114%に達した。 

 

「橋渡し」研究前期における研究開発に関しては、

定量的な指標として、知的財産の実施契約件数（評

価指標）を用いている。 

 

 知的財産の実施契約件数は以下の通り。括弧内

は各年度の目標値である。 

  平成 27年度： 187件（170件） 

  平成 28年度： 197件（170件） 

  平成 29年度： 231件（170件） 

  平成 30年度： 254件（200件） 
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べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3億

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 知的財産の実施契約件数は、平成 27年度以降毎

年目標値を上回るとともに増加している。平成 30

年度は目標値を 200件に上げたが、目標値比 127%

と大幅に上回って達成した。当初の予定を大幅に

上回る成果を上げることができたことは、企業で

の実施に至る質の高い知的財産を創出できている

結果といえる。 

 

「橋渡し」研究後期における研究開発に関しては、

定量的な指標として、民間からの資金獲得額（評

価指標）を用いた。 

 

 民間からの資金獲得額は以下の通り。括弧内は

各年度の目標値である。 

  平成 27年度：  5.7億円（7.3億円） 

  平成 28年度： 13.4億円（9.7億円） 

  平成 29年度： 16.6億円（12.1億円） 

  平成 30年度： 16.9億円（14.5億円） 

 

情報・人間工学領域では、民間からの資金獲得額

の目標達成のために、民間との連携件数を増加さ

せるのではなく、1 件あたりの金額を増加させる

方針を採った。このために研究戦略部の体制を強

化し、顕在化した民間ニーズと保有技術シーズの

マッチングを行うのではなく、企業の立場に立っ

て適切な提案をするアドボカシー・マーケティン

グにより、企業・事業・ビジネスモデルの拡充（イ

ノベーション・事業の進化）を支える技術基盤と

して、最適組成・編成・導入方法についての体系的

な企画・プランおよびその導入支援サービスを提

供している。その結果、平成 27年度は目標を達成

できなかったが、平成 28年度に民間企業との連携

研究室（日本電気（NEC）、住友電工、豊田自動織

機）及び連携研究ラボ（パナソニック）を立ち上

げ、民間資金獲得額は平成 28年度以降は目標を超

えた。平成 30年度も目標値比 117%を達成した。 

また、当領域の技術を基にした産総研技術移転ベ

ンチャーは、平成 29 年 5 月に認定された Peace 

and Passion株式会社を含め 23社に上る。この内

の一つであるライフロボティクス株式会社は、平

成 30年 2月 9日にファナック株式会社に全株式を

譲渡し、産総研技術の社会実装をさらに加速する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こととなった。 

 

 民間からの資金獲得額の目標達成に当たって

は、企業との研究契約全体に占める中堅・中小企

業の割合（モニタリング指標）に配慮するものと

なっている。 

 

 大企業との研究契約件数は以下の通り。 

  平成 27年度： 120件（中堅企業も含む） 

  平成 28年度： 133件 

  平成 29年度： 152件 

  平成 30年度： 141件 

 

 中堅・中小企業との研究契約件数は以下の通り。 

  平成 27年度： 36件（中小企業のみ） 

  平成 28年度： 48件 

  平成 29年度： 45件 

  平成 30年度： 39件 

 

 従って、企業との研究契約全体に占める中堅・

中小企業の割合は以下の通りとなる。全所的な目

標値は約 1/3である。 

  平成 27年度： 23.1 %（中小企業の比率） 

  平成 28年度： 26.5 % 

  平成 29年度： 22.8 % 

  平成 30年度： 21.7 % 

 

 企業との研究契約全体に占める中堅・中小企業

の割合については、大企業からの要望が多いこと

もあり目標値約 1/3には到達していない。 

 

マーケティング力の強化については、領域内に企

業経営の経験のある領域長補佐 1 名を配置し、研

究戦略部に所属するイノベーションコーディネー

タ（IC）3名（内 1名は民間企業経験者）、連携主

幹 8名（内 1名 50 %エフォートでの兼務）の企業

連携活動を指導することにより、より価値の高い

共同研究等の実施につなげた。 

 

 技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実

施については、技術コンサルティングを 38件実施

した。 
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における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 技術コンサルティング収入は以下の通り。各年

度の目標値は定めていない。 

  平成 27年度： 2,935万円  

  平成 28年度： 5,451万円 

  平成 29年度： 7,426万円 

  平成 30年度： 9,328万円 

 

 上述のように、民間からの期待度の高まりに伴

い、技術コンサルティング収入は年々増加してお

り、民間からの資金獲得額にも貢献している。 

 

 広報活動に関しても、プレスリリースに加え、

CEATEC JAPAN、 World Robot Summit等の展示会

出展、各種シンポジウム開催など、積極的に取り

組んだ。 

 

 大学や他機関との連携強化に関しては、産総研・

東工大実社会ビッグデータ活用オープンイノベー

ションラボラトリ（RWBC-OIL）を平成 29年 2月に

設立し、AI技術開発・データ連携におけるオープ

ンイノベーションを加速するプラットフォームと

して、産総研 AI クラウド（AIST Artificial 

Intelligence Cloud（AAIC））の運用を開始した。

その成果として、平成 29年 6月に世界のスパコン

省エネ性能ランキング Green500 Listの 3位を、

AI 橋 渡 し ク ラ ウ ド （ AI Bridging Cloud 

Infrastructure（ABCI））が、平成 30 年 6 月に世

界のスパコン速度性能ランキング TOP500 Listの

5 位、世界のスパコンの省エネ性能ランキング

Green500 List の 8 位を獲得した。海外について

も、フランス国立科学研究センター（Centre 

national de la recherche scientifique（CNRS））

との AIST-CNRS ロボット工学研究ラボに加え、平

成 29年度には英国マンチェスター大学、シンガポ

ール科学技術研究局、米国カリフォルニア大学サ

ンディエゴ校、平成 30年度にはインド工科大学ハ

イデラバード校等との連携協定、覚書の締結を行

い、国際的に著名な研究者や学生を受け入れ連携

強化を進めた。 

 

 研究人材の拡充、流動化、育成に関しては、定量
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 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

的指標として、産総研イノベーションスクール及

びリサーチアシスタント制度の活用等による人材

育成人数（評価指標）を用いた。 

 

 産総研イノベーションスクール及びリサーチア

シスタント制度に採用された人数は以下の通り。

括弧内は各年度の目標値である。 

  平成 27年度：  32名（30名） 

  平成 28年度：  46名（32名） 

  平成 29年度：  82名（50名） 

  平成 30年度： 131名（70名） 

 

 様々な大学との連携をさらに進めることで、多

大なニーズに対応するための研究リソース確保、

学生をはじめとする若手人材育成を行った。リサ

ーチアシスタント（RA）の雇用にかかる経費を領

域が負担することで、リサーチアシスタントの雇

用を奨励した結果、平成 30年度の受け入れ人数は

平成 27年度の約 4倍に増加している。 

 

＜平成 29年度の大臣評価に対応した取組＞ 

 民間からの資金獲得額の目標達成に向けては、

引き続き、領域内に企業経営の経験のある領域長

補佐 1 名を配置し、研究戦略部に所属するイノベ

ーションコーディネータ、連携主幹の企業連携活

動を指導することにより、単なるニーズ・シーズ

マッチングではなく、目線を上げたことにより価

値の高い共同研究等の実施につなげ、民間資金獲

得額は平成 30 年度の目標値比 117%を達成してい

る。 

 

 組織内外の若手雇用・育成については、リサー

チアシスタントの雇用にかかる経費を領域が負担

することで、リサーチアシスタントの雇用を奨励

した結果、平成 30 年度の受け入れ人数は平成 27

年度の 4倍に増加している。 

シニア世代の能力・経験を活用するために、45歳

を目途にキャリアパスを検討させている。 

 

＜一定金額規模以上の「橋渡し」研究について、そ

の後の事業化の状況＞ 

 第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万
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を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は平成

30年度までに 68件（うち平成 30年度実施の件数：

19件）である。また、これらの事業化の実績とし

て、知的財産の譲渡契約および実施契約は平成 30

年度までに 20 件（うち平成 30 年度契約の件数：

9件）で、製品化は平成 30年度までに 6件（うち

平成 30年度製品化の件数：4件）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 第４期における橋渡し機能の強化に資する目的

基礎研究では、それぞれの重点課題において次の

通り目標を達成している。重点課題１においては、

ビッグデータの分析・試験・評価による知的なサ

ービスの特筆すべき成果である「人工知能技術の

化学・生物学分野への適用」をはじめ、データと知

識を融合して学習・理解するデータ知識融合人工

知能などの基礎技術を開発した。重点課題２では、

産業や社会システムの高度化に資するサイバーフ

ィジカルシステムを実現する軽量でスケーラブル

なセキュリティ技術の特筆すべき成果として「汎

用的なデータ処理秘匿化技術に関する研究」など、

ソフトウェア工学や暗号技術を用いてシステムの

品質と安全性を向上する技術を開発した。重点課

題３に関しては、人間活動の測定評価技術、人間

の運動や感覚機能を向上させる訓練技術の研究開

発の特筆すべき成果として「歩行・走行の計測評

価技術とランニング義足開発」、「ニューロリハビ

リテーション技術の開発」を実施し、自らの残存

機能を活かして人や社会とのコミュニケーション

を実現し、向上させるための機能訓練・機能支援

技術を実現した。重点課題４では、環境変化に強

く自律的な作業を実現するロボット中核基盤技術

の特筆すべき成果として「コンピュータビジョン

技術に関する目的基礎研究」「大型構造物組立ヒュ

ーマノイドロボットシステムの開発」を推進し、

三次元空間計測、空間情報理解、動作計画・教示技

術、過酷環境の移動技術を構築した。 

 「人工知能技術の化学・生物学分野への適用」と

して、平成 30年度は、大量のデータから効率的に

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： それぞれの成果は、インパクトの高い国際

学術論文誌に論文が採録されるとともに、文部科学

大臣表彰をはじめとする受賞や国際的コンペティ

ションの優勝にも至っており、世界的に注目される

成果を得ている。学術的に高い価値を持つだけでな

く、関連プレスリースへの反響や動画の 100万回以

上の再生、また企業から多数の問い合わせや主催シ

ンポジウムへの参加など、将来的な社会への技術の

展開に向けて活発な動きにつながっている。特に、

歩行・走行の計測評価技術やニューロリハビリテー

ション技術については、健康維持や QOLの向上に資

することを通じ、国内だけで年間数千億円に上る医

療費・介護費に対して数百億円規模の削減につなが

ることが期待されている。 

 

・人工知能技術の化学・生物学分野への適用 

 薬剤とタンパク質の立体構造データを入力する

ことなく、これらの相互作用を高速で高精度（既存

手法比で 3 %～10 %の向上）に予測する手法や、従

来手法の 20 倍以上の効率化を実現するタンパク質

の機能改変最適化技術を開発した。これにより、人

工知能技術によってバイオ産業の研究開発を加速

する突破口を開いた。 

 高精度な予測ができるだけでなく機械学習が出

した予測結果について解釈が可能となる技術であ

ることから、新薬を大量の候補群から絞り込む作業

の加速が期待される。また、抗体や酵素など、医薬

品や工業製品として有用性の高いタンパク質を効
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に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

学習できる深層学習法を、膨大な化学・生物学の

知識に適用することで、タンパク質の性質を従来

より 20 倍以上高い効率で改変する方法を予測す

る成果を得た。「汎用的なデータ処理秘匿化技術に

関する研究」は、平成 29年度までに開発を進めて

きた暗号化技術を、平成 30年度に秘匿性を保持し

たまま様々なデータを処理する技術として結実さ

せ、後述するレベル 2 準同型暗号データ処理の世

界最高速を達成した。また、「歩行・走行の計測評

価技術とランニング義足開発」においては平成 28

年度～30年度に歩行機能データベースとその評価

技術の構築を行った。「ニューロリハビリテーショ

ン技術の開発」においては、機能回復に向けて目

指す脳の変化を実現するために不可欠な測定技術

を、平成 30 年度に世界で初めて開発した。さらに、

「コンピュータビジョン技術に関する目的基礎研

究」では、実世界情報処理のための視覚認識技術

を積み上げ、平成 29年度に直射日光下でのパター

ン投影による高速形状計測に世界で初めて成功

し、平成 30年度には動画像処理による車載カメラ

で撮影した画像からのニアミス検出を行う新手法

を開発した。「大型構造物組立ヒューマノイドロボ

ットシステムの開発」においては、平成 30年度に

重量約 11 kgの石膏ボードの持ち上げ、ハンドリ

ング、運搬が可能なヒューマノイドロボットを開

発した。 

 

・人工知能技術の化学・生物学分野への適用 

 創薬をはじめとする化学・生物学分野では、新

薬や機能素材など産業的に有用な物質の探索が盛

んである。有用物質を短時間で発見、合成する技

術への期待が極めて強い。従来は、偶然に頼る部

分や、科学者の個人的な経験に頼る部分が大きく、

数年に渡る歳月と幾多の試行錯誤を必要としてい

たが、近年、人工知能技術を応用することによる

開発の加速化に大きな期待がよせられている。人

工知能研究センターでは、深層学習をはじめとす

る機械学習技術を、この分野に適用するための目

的基礎研究に取り組んだ。以下では代表的な二つ

の成果を挙げる。第一に薬剤とタンパク質の相互

作用を、高速で高精度に予測する技術の開発、第

二にタンパク質を効率的に改変し、より望ましい

率よく改変することができれば、より望ましい性能

をもつ素材や薬剤を人工的に作りだすことができ

るようになる。 

 新薬の開発や、タンパク質の合成においては、従

来偶然に頼る部分や、科学者の個人的な経験に頼る

部分が大きかった。しかし人工知能技術の活用は、

このような現状を打破する大きな可能性を秘めて

いる。本研究成果は、人間の知識や経験を越えたそ

の先に、科学者が夢にすら見なかった革新的な新薬

やタンパク質を手にする未来への突破口を開く技

術として位置づけられる。 

 薬剤とタンパク質の相互作用を、高速で高精度に

予測する技術開発の成果について、論文が Oxford 

University Pressの論文誌である Bioinformatics

誌(IF: 5.5)に採択された（人工知能研究センター

機械学習研究チーム椿研究員が筆頭著者）。この論

文誌は、Google scholar citation において、h5-

指標が 110、h5-中央値が 188 であり、これはバイ

オインフォマティクス分野のジャーナルとしては

1位である。 

 タンパク質を効率的に改変し、より望ましい機能

をもつものを人工的に作り出す技術の成果につい

ては、論文は ACS Synth Biol誌(IF: 5.3)に採択さ

れ、本分野のトップジャーナルである Nature 

Biotech 誌の Research Highlight で注目論文とし

て紹介された。論文注目度を表す Altmetric score

は 81（全論文の上位 5 %以内）であり、第 70回日

本生物工学会大会トピックス賞を受賞し、複数の大

型研究資金の獲得に繋がった。 

 両成果ともに、それぞれ平成 30 年度に産総研プ

レスリリースを行い、化学工業日報、日刊工業新聞、

Web系記事などで多数取り上げられた。 

 

・汎用的なデータ処理秘匿化技術に関する研究 

 本研究の完成により、プライバシー保護データ解

析技術の実社会における事業展開が可能となり、実

用上想定されるほとんどのデータ処理について、そ

の秘匿化のための機能のアウトソース化が可能と

なる。そして、それ自体が新たなイノベーションの

創出となるだけでなく、これまで個人情報保護の懸

念から利活用が困難であった機微情報に対して、誰

でも、いつでも、圧倒的低コストで最先端人工知能
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発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

機能をもつものを人工的に作り出す技術の開発で

ある。 

 第一の成果では、化学と生物学の知識に基づき、

性質の異なる深層学習手法を組み合わせて、薬剤

とタンパク質に対する高精度の相互作用予測手法

（既存手法比で相互作用の有無に対する予測精度

3 %～10 %の向上）を開発し、平成 30年度に論文

発表した。従来の相互作用予測手法であるシミュ

レーションや他の深層学習法は、薬剤やタンパク

質の立体構造データを入力することが必要であ

る。しかし、立体構造データはそれ自体が入手し

にくい上に、大規模計算になってしまい計算コス

トが高い。一方で本手法は、既存手法比で 3 %～

10 %の精度向上を達成しただけでなく、立体構造

データを必要とせずタンパク質の配列の情報のみ

から相互作用を予測できる点が大きな利点であ

る。加えて、本手法では、配列はわかっているが未

だ立体構造がわかっていない膨大な数のタンパク

質も学習データにすることができるため、適用範

囲が大幅に広がる。 

 また、薬剤やタンパク質の立体構造を用いない

従来手法では、予測結果から三次元的な相互作用

部位を特定できず、結果の解釈に問題があるとさ

れてきたが、今回開発した手法では相互作用部位

を特定・可視化できる。これにより、機械学習が出

した予測結果について解釈が可能となる。論文発

表では、創薬研究におけるベンチマークデータで

手法を評価した。 

 第二の成果では、ベイズ最適化手法によって、

タンパク質の機能改変過程を最適化する技術を開

発した。具体的な対象として蛍光タンパク質（YFP）

を用い、変異を導入すべき部位を新手法で予測し

合成、測定を繰り返すことで、従来よりも明るく

鮮やかな蛍光タンパク質の合成に成功した。従来

法と比較した場合、新手法は従来工数の 20倍以上

の効率化を果たし、平成 30年度に論文発表し、国

立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO）、内閣府官民研究開発投資拡大プログ

ラム（PRISM）、内閣府戦略的イノベーション創造

プログラム（SIP）の大型プロジェクトに繋げた。 

 従来技術としては、対象のタンパク質をランダ

ムに改変したものを大量生成し、その中から目的

技術が適用可能となることが予想される。サービス

提供者はデータ保護機能を外部委託することを前

提に、主たるサービス内容についてのシステム構築

に専念でき、現状では情報漏洩等の懸念により利用

が進んでいないデータの利活用が促進され、特に

個々人に適応したサービスなどの新サービス創出

によるイノベーションが期待される。これらによ

り、誰もが安心して人工知能の恩恵を受けて個人ご

とに多種多様できめ細かなサービスが提供される

「優しい社会」が実現される。 

 具体例としては、顧客のゲノム情報や健康情報を

もとに、自動的に適切な医療アドバイスをする事業

等への展開が考えられる。そのほか、個人の病歴と

生活習慣のビッグデータ解析による相関関係の導

出、セキュリティ保護が求められる画像検索サービ

スにおけるデータの秘匿化などでの利用が期待さ

れる。また、情報銀行におけるセキュリティ基盤と

して活用することで、データのやりとりはするがそ

の中身は一切知ることができないという、高安全な

信託機能を発揮することが可能となる。現在、

Backend as a Service（BaaS）ビジネスが急速に成

長しており、平成 24年には全世界で約 2.16億ドル

の市場規模であったのに対し、平成 25 年の予測で

は、平成 29年には 77億ドル、令和 2年には 281億

ドルの市場規模が予想されている。本研究で開発す

る汎用秘匿化依頼計算技術は、上述の問題点を克服

し、さまざまな情報サービスにおけるプライバシー

保護機能を提供する BaaS として新たなビジネスを

展開可能と考えられる。 

 

・歩行・走行の計測評価技術とランニング義足開発 

 歩行運動にフォーカスし、健康を維持増進させる

ためのシステム技術とサービス開発は、健康増進に

資する運動を定常的に行う人の増加に寄与するも

のである。厚生労働省の調査では、日常的な健康増

進運動を行う習慣を持つ人は成人の 3 割しかいな

い。この研究では、歩行評価の可視化による動機づ

けだけでなく、人の運動を変容させるメカニズムを

活用したサービス技術によって、いままで運動習慣

を持たなかった 7 割の人の行動を変えることを目

指している。また、義足ランニングにおいて、下肢

切断アスリートのスプリント記録が健常者トップ
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の性能を有するタンパク質を抽出する方法が用い

られてきた。しかし、運まかせともいえるこの方

法では、望む性能のタンパク質を得るまでに必要

なコストや時間の見積が困難で、収益性の面でリ

スクの高い方法と考えられている。一方で本手法

は、ベイズ最適化により従来比で 20倍効率よく改

変方法を予測することができる。さらに、特定の

タンパク質によらず汎用的な技術である点が特長

である。 

 

・汎用的なデータ処理秘匿化技術に関する研究 

 Society5.0では、様々なものがインターネット

につながる Internet of Things（IoT ）等により

収集される膨大なデータに対し、最先端の人工知

能技術に基づく処理を行うことで、価値ある情報

を取り出して活用することを目指しており、これ

を実現する技術に期待が高まっている。収集され

るデータには個人情報や機密情報等の秘匿すべき

情報が多く含まれており、情報漏えいのリスクが、

収集情報の活用への深刻な障害となっている。本

研究では、入出力情報を秘密にしたままでのデー

タ処理を可能とする秘匿計算技術の実用化を進め

ており、平成 26年に世界一を達成した格子暗号解

読コンテストへの継続的な取り組みとその理論的

根拠付けに関する研究を通して、すでに核となる

要素技術の開発に成功している。また、これらの

技術に基づき社会展開元となる企業を獲得し、さ

らに令和元年度開始の科学技術振興機構―戦略的

研究推進事業（JST-CREST、加速フェーズ、3億円

／3 年）に採択されている。一方、格子暗号以外の

高機能クラウド暗号化技術としては、生体情報を

用いた電子署名方式の安全性の証明に関する共同

研究を平成 27〜29年度に日立製作所と実施し、平

成 28 年 10 月にドコモモバイルサイエンス賞受賞

を受賞している。 

 本研究は、平成 28年度において科学技術振興機

構―戦略的創造研究推進事業（JST-CREST・スモー

ルフェーズ 8,000万円／2年 4 か月・研究代表者：

花岡）に採択され、平成 30年度まで推進された。

現時点までに、すでに汎用秘匿化計算フレームワ

ークの理論設計、効率的な秘匿計算ツールの開発

と実装、高速秘匿化文字列検索手法の開発、実証

アスリートの世界記録を上回るようなことが起き

れば、そのことが日常的に義足を使用する人々のス

ポーツ活動への参加の強い動機づけになることは

間違いない。これは、下肢切断者の QOL向上に大き

な意義を持つだけでなく、ランニング義足レンタル

ビジネスなどの市場創出効果を持つ。 

 日常的に健康維持行動をとっていない人の長期

的な医療費増等による国内経済損失は、平成 28 年

時点で 4,500 億円と見積もられている（Lancet 

2016の論文データを GDP比で換算した）。歩行のよ

うに比較的始めやすい健康維持行動へ向かわせ、そ

れを持続させる行動変容技術によって、この経済損

失を大幅に低減できる。また、健康維持行動をとっ

ていない 7 割の人口は令和 12 年度で 5,300 万人規

模であり、歩行評価・行動変容サービスの潜在的な

市場規模は 3兆円、デバイス市場も 2兆円に及ぶ。 

 以上の研究成果について、IF付き英語論文 33本

（平成 30 年度 8 本）を発表した。また海外 2 件を

含む 7 つの賞を受賞した（平成 30 年度はバイオメ

カニズム学会論文賞、転倒予防学会誌論文賞など 3

件）。招待講演・基調講演として 35件（うち、国際

会議 10件以上。平成 30年度国内 3件、海外 4件）

発表し、新聞報道・TV報道は 100件以上（うち、海

外 30件。平成 30年度国内 4件）と多くの反響を得

た。 

 また、ウェアラブルセンサを用いた歩行評価技術

については、共同研究を行った企業のうち 2社（マ

イクロストーン、花王）で製品化に至り、具体的な

歩行評価サービスが始まっている。このほかにもベ

ンチャー企業を含む複数社で実用化に向けた開発

が進められている。 

 

・ニューロリハビリテーション技術の開発 

 脳機能回復に関わる脳活動変化の解明、およびリ

ハビリ中の脳活動変化を評価する技術と介入技術

の開発を中心にニューロリハビリテーション技術

に関する多くの成果を挙げた。「目的基礎」の研究

フェーズのため、質の高い論文の発表を主要な成果

と設定した。 

 今後脳卒中患者に本技術を適用した際に、患者の

状態変化についてのエビデンスが蓄積されれば、リ

ハビリ中の脳活動をモニタリングし、行っているリ
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アプリケーションの開発などで成果をあげてい

る。平成 30年度においては、理論的成果として、

汎用秘匿化計算フレームワークの理論設計を完成

させ、さらに、並列化による著しい高速化に成功

した。特に、秘匿化処理ツール群を実装したこと

によって、秘匿計算実行のための事前処理を 600

倍以上高速化することに成功した。また、無制限

な回数の加算に加えて 1 回の乗算を暗号空間で実

行できるレベル 2 準同型暗号の世界最高速実装

（C++ライブラリ）及びウェブブラウザ上で直接実

行可能とするライブラリ実装を行った。本実装を

用いることで、従来は現実的な時間では実行すら

不可能だったウェブブラウザ上での暗号化処理を

1 ミリ秒以下で実行可能とした。一方、テキスト検

索に関して、Burrows-Wheeler変換、Wavelet行列

を用いた、高速秘匿化検索手法を開発した。一連

の成果は、トップ国際会議、査読付論文誌に多数

採録されており、平成 30年度においては、暗号理

論分野のトップレベル国際会議 Eurocrypt 2018や

情報セキュリティ分野のトップレベル国際会議

AsiaCCS 2018 を含め、トップ国際会議において 10

報、IF付論文誌に 4報の成果がそれぞれ採録され

ている。開発技術の汎用性を実証するため、配列

アラインメント、カイ 2乗検定、アンケート集計、

広告表示システム、日程調整システム等、10個以

上の秘匿計算アプリケーションを構築し、実用的

な実行時間で処理できることを確認した。この成

果は情報セキュリティ分野における国内最大規模

の研究会である、CSS 2018において、最優秀デモ

ンストレーション賞を受賞している。社会展開に

関しては、秘匿計算の要素技術である秘密分散に

ついて事業化の実績をもつ企業との密接な連携の

もと、秘匿データ処理の事業化の検討を開始した。

これらの一連の成果により、花岡、清水、縫田は、

平成 30 年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 

科学技術賞を受賞した。さらに、本研究は JST-

CREST（加速フェーズ・3億円／3年・研究代表者：

花岡）に採択された。  

 本研究は、既存の類似研究と異なり、単に要素

技術としての秘匿計算技術の開発を目指すのでは

なく、実用的処理速度を提供可能な汎用的データ

処理秘匿化技術を実現し、具体的なビジネスモデ

ハビリの有効性を直接評価する技術が実現できる。

またこれまでの研究によって“リハビリが脳を変え

る”ことを示すことが出来たことから、その成果を

伝えることが患者のリハビリに対するモチベーシ

ョンを上げるために貢献できる。患者や医療スタッ

フに研究成果を伝えるための講演やシンポジウム

（産総研ニューロリハビリシンポジウム、平成 28

年度以降毎年開催）を積極的に行った。  

 現在の脳卒中に関わる国庫負担は、リハビリに関

わる医療給付費が毎年約 5,000億円、後遺症を持つ

患者に対する介護給付費が約 5,400 億円と試算さ

れている。ニューロリハビリ技術により効果的かつ

効率的にリハビリを行うことで、患者のリハビリ期

間と要介護となる患者数を減少させることができ

れば、患者の QOL向上をもたらすのみならず数千億

円規模の国庫負担の削減につながる。またリハビリ

機器の世界市場規模は 2021 年の段階で約 1.5 兆円

と試算されており、高齢化先進国である日本発のニ

ューロリハビリ技術を世界に展開することで大き

な経済的インパクトをもたらす。本研究成果は、患

者の脳の状態に合わせた「テイラーメイドニューロ

リハビリテーション」にも発展するため、多様な症

状を持つ患者を取りこぼすことなく対応できる医

療の確立に貢献できる。  

 手の運動機能回復に関わる脳領域を同定した研

究成果についてプレスリリースを行った結果（平成

27 年度）、3 日間のアクセス 6,000 件、国内新聞主

要 7紙で報道、欧米や中国など国外の多くのサイト

に掲載されるなど多くの反響を得た。毎年開催して

いる産総研ニューロリハビリシンポジウムでは、大

学・研究機関、臨床現場、関連企業等から多くの方々

が参加し（平成 30年度：185名）、ニューロリハビ

リテーションに関する最新の研究成果とその応用

に関する活発な議論が行われた。 

 

・コンピュータビジョン技術に関する目的基礎研

究 

 実世界の産業を対象とした実世界情報処理を行

うにあたり、情報を実世界からサイバー世界に汲み

上げるための要になる重要技術であるコンピュー

タビジョン技術に関して、画像取得技術から画像認

識技術まで一貫して世界トップレベルの研究を行
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ル設計のもと社会展開を目指すものである。また、

ZenmuTech社、パナソニック社等の複数企業の参画

により、実社会におけるビジネス展開を前提とし

ている点も特筆に値する。最近、NTTおよび NECに

より、それぞれ秘匿計算技術の実用化が進められ

ているが、これらの技術は、いずれも、単一のサー

バを複数に分散することによる情報の漏えいリス

クの低減のみを主眼においており、本研究で想定

されているような、一般的な利用者-サービス提供

者間における秘匿計算を捉えていない。そのため、

本研究による開発技術を用いることで、入出力情

報を秘匿したままデータ処理を行うことを必要と

している幅広いアプリケーションからの要求に初

めて応えられるものと考えられる。 

  本研究は、外部から以下のような高い評価を得

ている。本研究が開始された平成 28 年 12 月以降

の主な業績としては、平成 29 年度 科学技術分野

の 文 部 科 学 大 臣 表 彰  若 手 科 学 者 賞

（Attrapadung）、トップ国際会議発表数 16件（下

記の平成 30 年度分も含む）、IF 付論文誌採録 6

件（下記の平成 30年度分も含む）となっている。

また、平成 30年度の主な業績としては、JST-CREST

加速フェーズ採択（令和元年〜令和 3年度・3億円

／3年・研究代表者：花岡）、平成 30年度 科学技

術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（花岡、清

水、縫田）、CSS 2018最優秀デモンストレーション

賞（照屋、浅井、花岡他）、トップ国際会議発表数

10件（暗号理論分野トップ会議 EUROCRYPT 2018, 

PKC 2018、情報セキュリティ分野トップレベル会

議 AsiaCCS 2018 等）、IF 付論文誌採録 4 件（IET 

Information Security等）などが挙げられる。 

 

・歩行・走行の計測評価技術とランニング義足開

発 

 高齢社会において、介護等の社会負担を低減す

るためには、加齢や障がいに伴う身体運動機能の

低下を予防する健康維持増進の取り組みが必要で

ある。さまざまな方法が提案され、実証されてい

るが、実態として健康維持増進につながる身体活

動を習慣的に実施している人の割合は成人全体の

3割程度で 10年間ほとんど増えていない。本研究

では、加速度、ジャイロ、圧力センサなどのウェア

い、その各成果が世界トップ会議に採択されたほ

か、国際コンペティションにおける優勝、論文賞の

受賞などにもつながった。また、産総研内でのコン

ピュータビジョン勉強会（これまで隔週で 73 回開

催）など、同じ分野の研究者の所内連携・情報交換

活動も活発に行っており、産総研におけるコンピュ

ータビジョン研究の強みを増幅することができた

と考えられる。 

 従来コンピュータビジョン技術は照明環境の影

響を強く受ける問題があったが、開発した技術によ

り直射日光下の屋外など、従来コンピュータビジョ

ン技術の適用に様々な工夫が必要であった環境は

もちろんのこと、例えば溶接プロセスや溶鉱炉の観

察など超過酷環境においてもコンピュータビジョ

ン技術を良好に適用することが可能になると考え

られる。これにより、従来強いニーズがありながら

技術的に適用が困難であった産業分野へも、今後広

く展開することが可能になることが期待される。ま

た、物体のカテゴリ・姿勢同時推定技術は、自律移

動，物体把持等の性能向上に寄与し，ホームロボッ

ト等の実現に貢献するものであると考えられる。更

に動画像認識技術は、時々刻々と変化する人間の行

動や、環境の認識処理の性能向上に寄与し、自動車

やドローン等の自律移動や、次世代監視カメラ、ユ

ーザ行動の分析に基づく製品開発など広く産業で

の応用が期待できる。 

 我が国における少子高齢化・人口減少問題に対応

しつつ国際的な競争力を高めていくためには、ロボ

ット技術や人工知能技術の活用により労働力不足

を補いながら、様々な工業製品の生産能力と品質を

高めていくことが課題となる。人間の視覚機能を機

械で実現するコンピュータビジョン技術は、これを

実現する為の最も重要な要素技術の一つであり、課

題解決に直接的に貢献するものである。また、画像

取得技術と画像認識技術の性能を総合的に高めて

いくことで、これまでは適用が困難であった産業分

野への展開も検討することが可能になり、生産コス

トを下げ、品質を向上させることが期待される。 

 直射日光下でのパターン投影による高速形状計

測に世界で初めて成功し、平成 29年 7月 14日にプ

レスリリースを行ったほか、コンピュータビジョン

分野のトップ国際会議 CVPR2017（Google Scholar
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ラブルセンサから転倒予防や傷害予防、美容など

の効果を評価できる技術を開発し、それを歩行評

価サービスとして実用化した。また、下肢切断者

のランニング義足について、走行傷害を予防しな

がら記録を向上させる義足デザインとトレーニン

グ手法を研究した。その成果に基づいた新しいラ

ンニング義足が製品化され、令和 2 年パラリンピ

ックでの使用と記録向上が期待されている。 

 平成 28年度〜平成 30年度には、平成 28年度以

前から構築してきた歩行機能データベースに対

し、実験室で計測した高齢者データ 50例及び現場

で計測した高齢者データ 50例を追加した。そのデ

ータベースに基づく数理モデルを用いることで、

生活現場で利用可能なウェアラブル型及び環境設

置型センサデバイスから歩行評価指標を計算する

アルゴリズム、並びに、それらを可視化提示する

技術を開発した。この技術に基づく企業共同研究

を複数実施した。平成 29年度までに 4箇所：東京

都江東区（臨海地区）、千葉県柏市（柏の葉地区）、

長野県佐久市（佐久平地区）、秋田県潟上市（天王

地区）、平成 30 年度ではさらに 4 箇所：秋田県五

城目町、秋田県三種町、青森県弘前市（弘前大学周

辺）、並びに沖縄県名護市（名桜大学周辺）で実証

実験を実施した。平成 30年度には、これらの実証

実験から得られた視覚や触覚刺激に対する運動の

変化データから、人の運動を変化させるメカニズ

ムを明らかにし、運動変化を誘発するシステムを

試作した。また、これらの計測評価技術を下肢切

断者の義足歩行・走行機能評価に適用し、企業と

の資金提供型共同研究を通じて、義足の適合評価

方法を開発した。大学（東京大学）、医療機関（三

重県・日下病院）、東京都立産業技術研究センター

との連携により、新しいランニング義足デザイン

を行った。平成 30年度には、倒立振子を用いた義

足走者の力学モデルを構築し、義足のバネ・ダン

パ特性の変化がスプリントタイムに与える影響を

10 %以下の誤差で予測できるようにした。この義

足の力学モデルシミュレーションに基づいてスプ

リントタイムを向上しうる最適デザインを探索し

た。 

 本研究では、世界トップクラスのデータ数であ

る健常歩行、義足歩行のデータベースを構築した

サブカテゴリ 1位、Google h-5: 188）に採択され、

関連技術がロボット分野のトップ国際会議

ICRA2017（Google Scholar サブカテゴリ 1 位、

Google h-5: 75）にも採択された。姿勢推定モジュ

ー ル を 持 つ 深 層 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク

RotationNetに関する論文が、CVPR2018に採択され

た。また、この技術により三次元物体検索の国際コ

ンペティション（SHREC2017）において、2部門で優

勝した。動画像認識に関して、三次元畳み込みに基

づく新手法、および車載カメラで撮影した画像から

のニアミス検出に関する新手法を提案し CVPR2018

に 2 報および ICRA2018 に 1 報採択された。更に、

応用範囲の広い画像特徴抽出法に関する新手法を

提案し、CVPR2015、CVPR2016、CVPR2018に採択され

た。周囲をセンシングしながら自律的に移動するロ

ボット Peacock に関して、 IEEE International 

Symposium on Robotics and Intelligent Sensors 

（ IRIS2017 ） で 、 Long-Term Demonstration 

Experiment of Autonomous Mobile Robot in a 

Science Museum として発表し、 Best Paper Award 

を受賞した。これらを含め第 4期において、トップ

国際会議に約 50 報（うち平成 30 年度 17 報）の論

文が採択された。 

 

・大型構造物組立ヒューマノイドロボットシステ

ムの開発 

 大型構造物組立現場で必要とされる、重量物運

搬、非整備環境移動・作業を行える身体能力を備え

たヒューマノイドロボットの身体と、そのような移

動・作業を自律的に行うための物体検出機能、多点

接触運動機能等の知能を兼ね備えたロボットを開

発し、過酷環境での人の作業を代替するロボットシ

ステムの基盤を構築した。 

 ヒューマノイドロボット試作機 HRP-5P を産学連

携のプラットフォームとして活用することで、現場

を有するユーザ企業との連携を拡大し、作業ロボッ

トに必要な仕様、技術を把握し、新たな課題設定を

行って研究開発を推進し、大型構造物組立自動化の

飛躍的な発展の扉を開くことが期待される。既に大

型構造物組立現場を有する Airbus や竹中工務店等

との共同研究を実施済／中である。 

 現在人手に頼らざるを得ない作業をヒューマノ
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（健常歩行については調べうる限り世界最大規

模。義足歩行については米軍研究所に次ぐ規模）。

健常歩行データベースの利用は年間 300 件以上で

あった。このようなデータベースは世界でも他に

例がない。  

 以上の研究成果に対して、IF付き英語論文 33本

（平成 30年度 8本）に採録され、海外 2件を含む

7 つの賞を受賞した（バイオメカニズム学会論文

賞、転倒予防学会誌論文賞など平成 30年度 3件）。

招待講演・基調講演として 35件（うち、国際会議

10件以上。平成 30年度国内 3件、海外 4件）発表

し、新聞報道・TV報道は 100件以上（うち、海外

30 件。平成 30 年度国内 4 件）と多くの反響を得

た。 

 また、ウェアラブルセンサを用いた歩行評価技

術については、共同研究を行った企業のうち 2 社

（マイクロストーン、花王）で製品化に至り、具体

的な歩行評価サービスが始まっている。このほか

にもベンチャー企業を含む複数社で実用化に向け

た開発が進められている。 

 

・ニューロリハビリテーション技術の開発 

 現在、脳卒中は要介護となる原因の第一位を占

めており、発症後に行われるリハビリテーション

の高度化は高齢化社会における緊急の課題であ

る。脳を変えることでより根本的な機能回復を目

指す「ニューロリハビリテーション」が世界的に

注目されているものの、十分なエビデンスに基づ

いた技術は未だ確立されていない。本テーマでは

①脳機能回復の背景にある脳の変化の解明、②リ

ハビリ中の脳活動をモニタリングする評価技術、

並びに③脳の適切な変化を誘導する介入技術の開

発を一貫して行いニューロリハビリテーション技

術の確立を目指した。これらの研究開発を緊密な

連携の下に一貫して行っているグループは世界的

にも例がない。  

 まず①脳機能回復の背景にある脳の変化の解明

では、脳損傷モデル動物を用いた研究により、脳

卒中患者の生活の質（Quality of Life: QOL）に

深くかかわる一方で、回復が難しい手の運動機能

回復に関わる脳領域（運動前野腹側部）を同定し

た。これまでは脳をブラックボックスとしてとら

イドロボットで代行することが可能となれば、人間

の作業員を難姿勢での作業、重労働作業、危険作業、

単純繰り返し作業から解放すると共に今後深刻化

する人手不足を補うことができる。これに伴って航

空機組立分野で 1,480億円（航空機の需要増加に応

じるために必要な高度技術人材 7,400 人分の労働

力を 1 体 2,000 万円のヒューマノイドロボットで

補った場合のロボットの販売売上）、住宅建設分野

で 5,100 億円（2025 年までに減少すると予測され

る技能労働者 2.55 万人分の労働力を 1 体 2,000 万

円のヒューマノイドロボットで補った場合のロボ

ットの販売売上）、造船分野で 1,000 億円（船舶の

需要増加に応じるため、ピーク時に対する技能者の

減少 5,000 人分の労働力を 1 体 2,000 万のヒュー

マノイドロボットで補った場合のロボットの販売

売上）の市場が創生される。 

 平成 30 年 9 月 27 日にプレス発表を行った HRP-

5Pに関するYouTube産総研チャンネルの動画は110

万回（平成 31 年 3 月末時点）再生されており、非

常に大きな注目を集めている。新聞・Webニュース

等 19 以上のメディアに取り上げられた他、国内外

の主に建設業の企業から計 12 件の問い合わせを受

けた。 

 

 以上の実績・成果のうち、第４期中長期計画・年

度計画を上回って達成された内容は以下の通りで

ある。第４期中長期計画におけるビッグデータに基

づく人工知能の適用対象は言語や画像の処理、サー

ビス設計であり、「人工知能技術の化学・生物学分

野へ応用」は当初想定されていなかった新たな成果

である。また、「汎用的なデータ処理秘匿化技術に

関する研究」については、一般性の高い 10 個以上

の秘匿計算アプリケーションを実現し、新たな適用

先として金融機関との提携も行った。「ニューロリ

ハビリテーション技術の開発」については、ノイズ

の問題を解決し世界で初めてfNIRSを用いて100日

以上にわたるリハビリ中の脳活動変化を評価した。

「コンピュータビジョン技術に関する目的基礎研

究」では、計画を上回る成果として直射日光下での

認識を可能とする技術を開発した。「大型構造物組

立ヒューマノイドロボットシステムの開発」では、

目標にあるボルト締めだけでなく、それを超える成
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え、試行錯誤を通じてリハビリ技術を開発してい

たが、本成果により初めて“機能回復を実現する

ために目指すべき脳の変化”を設定できるように

なった。次に②リハビリ中の脳活動をモニタリン

グする評価技術では、平成 30年度にはリハビリ中

の脳活動変化を計測できる fNIRS を脳損傷モデル

動物に適用し、数ヶ月にわたる脳活動変化を評価

した。その結果、脳卒中後の回復過程で運動前野

腹側部の活動が上昇することを確認した。また③

脳の適切な変化を誘導する介入技術の開発では、

脳損傷モデル動物を用いた研究により、脳機能回

復に効果をもたらす身体動作アシストの介入方法

を明らかにした。同じくモデル動物を用いて、脳

卒中後の慢性期においてリハビリ訓練の効果を促

進する edonerpic maleateという化合物が脳の可

塑性を高める効果を実証した。  

 ①脳機能回復の背景にある脳の変化の解明にお

いて、手の運動機能回復に関わる脳領域を同定し

たのは世界で初めてであり、論文を当該分野にお

ける主要な国際ジャーナル（Murata et al., 2015, 

Journal of Neuroscience, IF: 6.0、Yamada et 

al., 2018, Scientific Reports, IF: 4.1）に発

表するとともにプレスリリースをおこなった。②

リハビリ中の脳活動をモニタリングする評価技術

では fNIRS を用いて 100 日以上にわたるリハビリ

中の脳活動変化を評価したことも世界で初めての

成果であり、その技術的要素を国際ジャーナルに

発表した。これまでの fNIRS ではノイズが大きい

ために 2 日間の脳活動に関する 1 日目 2 日目の計

測結果どうしの比較さえ難しかったことと比べ

て、革新的な進歩である。リハビリ中の脳活動を

モニタリングする評価技術に関しては、社会実装

に向けて脳卒中患者でのエビデンスを蓄積する段

階に来ている。③脳の適切な変化を誘導する介入

技術の開発に関しては、リハビリ訓練の効果を促

進する薬剤は未だ一つも実用化されていない。本

研究で脳損傷モデル動物における効果を実証した

ことによって、世界初のリハビリ促進薬の実用化

に大きく前進した。  

 

・コンピュータビジョン技術に関する目的基礎研

究 

果として重量物（11 kgの石膏ボード）の運搬と、

電動工具による組み付けを実現した。 

 

 このように、広範な分野にわたり国際的に顕著な

研究開発成果が得られた。また論文の被引用件数が

目標比 144%、論文発表件数が目標比 118%、トップ

国際会議発表数が目標比 114%に達しているなど、

評価指標やモニタリング指標は目標を大きく上回

った。以上より特に顕著な成果が得られたと考え、

評定を Sとする。 

 なお、評価委員からは研究マネジメントのイノベ

ーションを評価するコメントを頂いた。また、HRP-

5P などすぐに出口につながらないテーマも着実に

進めることを期待するなど、今後もブームに振り回

されることなく長期的視点に立った研究テーマも

継続することを期待するコメントを頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）で

は、第４期中長期目標はほぼ達成しており、今後の

「橋渡し」を意識しつつ技術開発を継続して目標を

上回る性能や理論の高度化、適用範囲の拡大につな

げ、技術のポテンシャルを高める。これまでに開発

した技術を一層高度化し、人工知能による未知の解

の発見やコンピュータビジョンによる動画の高速

解析、大型構造物組立ヒューマノイドロボットシス

テムにおける変形を含む環境変化への適応など、現

状では困難な機能の実現を目指すことで目標を大

幅に超える成果を目指す。また、開発した技術のユ

ーザとして想定される対象者や企業への中長期的

な展開を見据え、次のステップである「橋渡し」研

究前期に向けたプロトタイプ実装や実証実験、企業

を巻き込んだ公的プロジェクト等への発展を目指

す。暗号技術の技術移転に向けた企業へのノウハウ

の共有や、大型構造物組立ヒューマノイドロボット

システムの事業としての展開を目指す企業との連

携を実施する。さらに、ニューロリハビリテーショ

ン技術の普及に向け、医療機関と連携した患者への

試行とエビデンス蓄積などに取り組む。 
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 インターネット上の情報処理は米国を中心とす

る巨大 IT 企業が非常に強い存在感を示している

が、実世界の産業を対象とした実世界情報処理は

依然として技術的な困難が多く存在しており、未

だ研究の余地が大きい。コンピュータビジョン技

術は実世界情報処理を行うために情報を実世界か

らサイバー世界に汲み上げるための要になる重要

技術である。様々な実世界で利用可能なコンピュ

ータビジョンシステムを構築するためには、照明

条件などが過酷な環境においても画像の取得を可

能にするカメラやレーザーセンサー等の画像取得

技術をはじめ、産業界からニーズの多いものの、

決定的な手法が未だに存在しない動画像認識等の

画像認識技術まで広範に渡る要素技術を一貫して

研究開発する必要がある。 

 このように実世界情報処理をターゲットとし、

現在存在している技術的困難を解消し、将来の橋

渡しの基となる革新的な技術シーズを生み出すた

めに研究を進めた。画像取得技術に関しては、「ス

ペクトラム拡散変調技術」を応用した新しい高速

形状計測技術を開発、従来技術では実現できなか

った直射日光環境下における高速形状計測を平成

29年度に世界で始めて実現した。これにより屋外

における安定な形状計測はもちろんのこと、例え

ば溶接作業など過酷環境における形状計測が可能

になることが期待される。画像認識技術に関して

は、インターネット上の情報処理で特に重要とな

る静止画像のカテゴリ認識については近年世界的

にその精度が大きく向上しているが、実世界にお

いて作業を行うロボット等ではカテゴリのみなら

ず物体の姿勢などのパラメータを推定することが

重要となる。そこで姿勢推定モジュールを持つ深

層ニューラルネットワーク「RotationNet」を開発

し、物体のカテゴリだけでなく、姿勢（見ている方

向）を同時に認識可能にし、平成 29年度に同技術

に基づき三次元物体検索の国際コンペティション

3D Shape Retrieval Contest（SHREC2017）におい

て、2部門（大規模 CADモデル検索部門および RGBD

データからの物体の CAD モデル検索部門）で優勝

し、平成 30年度には論文がコンピュータビジョン

やロボティクスの分野でトップ国際会議に採択さ

れた。産業界からのニーズが高まっている動画像
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認識に関しては、動画像の時間と空間を同時に畳

み込む「三次元畳み込み法」が本命とされていた

が、これまで良好な性能が得られていなかった。

これに対し、ネットワークの深さと学習データ数

に問題があったことを平成 30 年度に世界で初め

て明らかにし、論文がトップ国際会議に採択され

た。また、動画像認識処理を応用し、車載カメラで

撮影した画像からのニアミス検出する新手法を平

成 30 年度に提案し論文がトップ国際会議に採択

された。ロボットにおける応用としては、平成 29

年度に周囲環境を認識しながら自律的に移動する

ロボット Peacock を、日本科学未来館の通常展示

スペースにおいて 120 時間という長い時間にわた

って衝突することなく走行させ、ロボットの周囲

の入館者の移動軌跡のデータを、走行しながら大

量に収集することに成功した。この成果に関して

国際会議で論文賞を受賞した。 

 画像の取得段階から認識段階までのいずれにお

いても世界トップレベルの研究を行っている点に

産総研の強みがある。例えば、直射日光下でのパ

ターン投影による高速形状計測では、従来技術で

は数百ルクス程度の室内でしか計測できなかった

ものを、約 10万ルクスという直射日光下において

も安定に動作することを世界で初めて可能にし

た。また認識技術に関しても、単純な静止画像認

識が深層学習の導入によりその認識精度が飽和し

つつあるのに対し、単純な二次元画像からそこに

写る物体のカテゴリだけでなく、三次元的な姿勢

情報までも高精度で推定するなど、従来技術では

不可能であった新しい方法を開発した。更に、動

画像認識に関しては世界的に依然として決定打と

なる方法が見いだされていない中、空間情報と時

間情報を同時に畳み込む三次元畳み込みにより画

像中における物体の形状と動きの情報を同時に処

理する新手法を提案し、学習データ数に応じて性

能を向上させることが可能であることを示した。

以上の成果は全てコンピュータビジョン分野のト

ップ国際会議に採択されており、従来技術と比較

して優れていることが国際的にも認められた。 

 

・大型構造物組立ヒューマノイドロボットシステ

ムの開発 
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 航空機や住宅等の大型構造物組立現場は、組立

途上である組立対象物の内部を動き回って作業す

る必要があり、既存の固定型のロボットや車輪移

動型のロボットの導入が困難で多くの工程を手作

業に頼っている。一方で建設業就労者数は、ピー

ク時に比べて 30 %以上減少する等、今後人手不足

の深刻化が予測されている。Society5.0では、ロ

ボットの導入を通じて人の可能性を広げる社会を

目指している。その実現に寄与するため、これま

では人でなければ対応が困難であった組立作業

を、人に類似した身体構造を有するヒューマノイ

ドロボットによって自動化し、人手不足解消に貢

献するためのロボットの身体と知能を実現するこ

とを目標に開発を行った。 

 重負荷作業、単純繰り返し作業、危険作業、難姿

勢作業の全ての要素を持ち、建築作業の中でも特

にロボットによる自動化が求められる石膏ボード

施工を対象課題として、これを自律的に実現する

ための身体と知能を開発した。サイズ 1.82 x 0.91 

m、重量約 11 kgの石膏ボードの持ち上げ、ハンド

リング、運搬が可能な身体能力を備えた身長 182 

cm、体重 101 kg、37自由度（脚：6自由度、腕：

8自由度、ハンド：2自由度、腰：3自由度、首：

2 自由度）のヒューマノイドロボット試作機 HRP-

5P を平成 30 年度に開発した。知能として対象物

体の見え方や照明条件等が一定でない悪条件下で

も 90 %以上の高精度で物体を検出可能な物体検出

機能（平成 29 年度）、接触状態に応じた動作を高

速に再生成することで環境計測センサの誤差や路

面の変形等の環境変化に対してロバストで、滑り

接触を利用することで手すりを用いた隘路移動の

場合で移動速度を 30 %向上させることが可能な多

点接触運動機能（平成 30年度）等の知能機能を開

発した。これらにより、石膏ボード壁面施工のロ

ボット単体での自律的実行を実現した。その学術

的成果は平成 27 年度〜平成 30 年度の間にトップ

国際会議発表数 29報（内平成 30年度 9 報）、国際

論文誌論文 8 報（内平成 30 年度 2 報）、特許登録

3件（内平成 30年度 0件）として報告した。 

 走る、飛び跳ねる等の動作を動画で公開してい

る Boston Dynamics社の Atlasに対してモビリテ

ィ性能では劣っていると言わざるを得ないが、本
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領域の目指している大型構造物組立のような非整

備環境における複雑作業、精密作業に関しては

Atlas 以外の米国、欧州、中国、韓国の各国で開発

されているヒューマノイドロボットを含めて他に

例がなく、多点接触動作生成・制御技術、物体検出

技術において先行していると考える。 

 

[本項目の各種指標の達成状況] 

 論文発表件数は、以下の通り。括弧内は各年度

の目標値である。 

  平成 27年度： 101報（100報） 

  平成 28年度： 152報（110報） 

  平成 29年度： 160報（120報） 

  平成 30年度： 165報（140報） 

 

 論文の合計被引用数は以下の通り。括弧内は各

年度の目標値である。平成 27年度は初めての試み

だったこともあり目標値を設定していなかった。 

  平成 27年度：   728回 

  平成 28年度： 1,675回（750回） 

  平成 29年度： 2,224回（1,000回） 

  平成 30年度： 2,163回（1,500回） 

 

 トップ国際会議発表件数は、以下の通り。括弧

内は各年度の目標値である。 

  平成 27年度：  45報（100報） 

  平成 28年度：  69報（100報） 

  平成 29年度： 104報（100報） 

  平成 30年度： 125報（110報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

 第４期中長期における「橋渡し」研究前期では、

それぞれの重点課題において次の通り目標を達成

している。重点課題１においては、実世界のビッ

グデータを収集・蓄積・解析する要素技術の特筆

すべき成果として「人の流れの計測とシミュレー

ションの融合による避難支援」「インフラ構造物の

スマートメンテナンス」を実現する人工知能の先

進中核モジュールを開発した。重点課題２では、

データをサービスの価値に繋げる技術の特筆すべ

き成果として「人工知能の品質保証に関する研究

開発」「次世代メディアコンテンツ生態系技術」な

ど、産業や社会システムの高度化に資するサイバ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：「人の流れの計測とシミュレーションの融合

による避難支援技術」は、今後花火大会やスタジア

ムでの大混雑や将棋倒し事故の防止への貢献が期

待される。「インフラ構造物のスマートメンテナン

ス」は、ひび割れの自動検出サービスに 350を越え

る利用登録があり、多方面での応用が始まってい

る。「人工知能の品質保証に関する研究開発」は、

自動運転支援自動車や移動型ロボットなどの人工

知能応用製品の利用者の安全、また製造事業者の品

質レベルの明確化に貢献し、日本発の国際標準化へ
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のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

ーフィジカルシステムに貢献する技術を実現し

た。重点課題３では、安全で快適な社会生活を実

現するための人間活動の測定評価技術の特筆すべ

き成果として「人間行動センシング技術とそれに

基づく実社会ビッグデータ分析技術の開発」を実

施し、ひとの体の機能の測定と、測定結果に基づ

く状態を評価する技術を開発した。重点課題４で

は、屋内外の移動支援サービス、製造業など様々

な産業においてロボットによるイノベーションの

実現に資する技術として、「自動運転小型電動カー

トを運用する遠隔型自動運転技術」を開発し、公

道での実証を行った。 

 「人の流れの計測とシミュレーションの融合に

よる避難支援技術」として、平成 30年度は、世界

でも例を見ない数万人規模の人の流れを数万通り

で解析し、群衆に対して最適な誘導制御を行う人

工知能モジュールを開発し、新国立劇場の大劇場

での 1,000 人の避難訓練の効率化に貢献した。「イ

ンフラ構造物のスマートメンテナンス」として、

平成 30年度は、インフラ構造物の点検における打

音検査とひび割れ検出において、それぞれ熟練者

に近い性能を発揮しつつ検査の人日コストを半減

する人工知能モジュールを開発した。「人工知能の

品質保証に関する研究開発」では、平成 30年度は、

将来増加が予想される人工知能を用いた製品の品

質を管理・保証するためのガイドラインと具体的

な品質確認・向上・検証技術を開発した。さらに

「次世代メディアコンテンツ生態系技術」では、

平成 30年度は、音楽連動制御技術・理解技術によ

り、膨大な歌詞のトピックの自動解析を行うなど、

社会的インパクトの大きい技術を構築した。「人間

行動センシング技術とそれに基づく実社会ビッグ

データ分析技術の開発」においては、平成 30年度

は、慣性・磁気・気圧のセンサデータを用いた歩行

者自律測位技術（PDR）の精度を向上させ、その適

用範囲を、全地球測位システム（GPS）の適用が難

しい地下や高層ビルに拡大し、多数の車輪型移動

車両の測位を可能とする世界初の移動体自律即位

技術（VDR）に発展させた。「自動運転小型電動カー

トを運用する遠隔型自動運転技術」では、平成 30

年度にバス専用道路及び一般道での自動運転小型

バスの社会受容性検証を 10日間実施した。 

の動きも進められている。「次世代メディアコンテ

ンツ生態系技術」では、音楽と同期して歌詞が表示

される世界初のスピーカーの製品化や、歌詞のトピ

ックに基づいて音楽を発見できる新たなサービス

の創出につなげている。「人間行動センシング技術

とそれに基づく実社会ビッグデータ分析技術の開

発」では、PDRによる人間行動センシング技術によ

り屋内業務の作業プロセスを計測して分析、改善を

実現し、これが高層ビルのメンテナンスや、飲食・

物流などサービス業での生産性向上につながった。

これらの技術は高く評価され、関係分野の学協会で

の各種受賞、橋渡し前期研究として公的外部資金に

よる技術開発、企業との共同研究が活発に実施され

ている。 

 

・人の流れの計測とシミュレーションの融合によ

る避難支援技術 

 平成 29 年 9 月に新国立劇場の大劇場において実

際に 1,000 人超の観客を導入して避難訓練を行っ

た。事前の人の流れの計測結果やシミュレーション

結果から避難を遅くする要素を明らかにして誘導

方法を改善したところ、平成 26 年 8 月に実施され

た避難訓練に比べ、避難人数が 1.5倍増加したにも

関わらず避難時間を 15 %短縮することができた。

また、平成 30年 9月には中劇場で避難訓練を行い、

改善策の横展開が可能であることが分かった。それ

以外には、毎年 8月に開催される関門海峡花火大会

の人の流れを計測し、誘導の最適化問題を解くこと

でその効果を検証している。また、鹿島アントラー

ズ FC と共同研究することでスタジアムの安全性の

検証を行っている。 

 人の流れの計測システムやシミュレーション技

術をモジュール化することで誰もが手軽に人の流

れの計測やシミュレーションが行えるようになっ

たことから大規模な計測・評価の実験が容易になっ

た。また、これまで数万通りの大規模なシミュレー

ションを行うためには数十日単位の計算時間が必

要であったのが、ABCI のような大型の並列計算機

が利用できるようになったことで最適化処理のリ

アルタイム化が近づいてきた。 

 近年、安全確保の問題から多くの花火大会が中止

に追い込まれている。例えば奈良県最大の花火大会
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・人の流れの計測とシミュレーションの融合によ

る避難支援技術 

 令和 2 年の東京オリンピック開催を控え、スタ

ジアムなどの大勢の人が集まる空間の安全性の確

保が社会的な問題となっている。海外ではテロが

増加しており社会不安が広がっている。日本では

インターネットなどでの情報の伝播によってハロ

ウィン時の渋谷のようにこれまで以上に人が集ま

り混乱が生じる現象が数多く発生している。 

 これに対し情報通信技術の発展によってカメラ

やレーザ、GPSなどを使って人の位置を計測する技

術や、マルチエージェントシミュレーションによ

って人の移動を予測する技術が高精度化してい

る。さらにシステムがモジュール化されることに

よってこれらの技術を手軽に利用できるようにな

ってきている。その結果として、実空間での大規

模な人の流れの計測やシミュレーションが行われ

るようになり、最適化手法を適用することによっ

て人が集まる空間の安全性を検証できるようにな

ってきている。 

 産総研では、0.6 人/m2 以上の混雑した環境に

おいても正答率 98.5 %以上の精度で人の流れが計

測可能なモジュールを開発した。ここでの正答率

とはカメラに映り始めてから見切れるまで正しく

同じ人を追跡した人数の、総数に対する割合とし

ている。従来は 10 m程度の距離への接近が人流の

追跡に必要であったが、カメラとレーザを併用す

ることで 40 m 程度の距離からでも精度よく追跡

可能になった。また、モデルの工夫によって計算

量を軽減（軽量化）しシミュレータを高速化する

ことによって大規模なシミュレーション実験が可

能になった。平成 28 年 3 月の時点で 71 日かけて

千人規模の避難シミュレーションを 350 万通り計

算し、避難誘導を行う際に問題となる条件を見つ

け出すことに成功した。さらに最適化計算と組み

合わせることによって混雑が減少するような最適

な誘導制御方法の探索が可能になった。平成 30年

度前期には数万人規模の人の流れの 1 万通りの最

適化計算に 75 日程度必要であったが、平成 30 年

度後期には産総研の人工知能橋渡しクラウドであ

る ABCI を用いることによっておよそ 16時間で計

「葛城市納涼花火大会」、神奈川県で最大級の「神

奈川新聞花火大会」、福岡市最大級の「西日本大濠

花火大会」などが中止になった。本研究で安全性を

検証することで花火大会などの大規模イベントの

中止を減らすことができれば経済効果の損失を防

ぐことができる。 

 本研究は社会的な関心が高く、書籍や新聞、テレ

ビなどの各種メディアで取り上げられた。書籍では

平成 30年 12月に発売となった Newton別冊 『ゼロ

からわかる人工知能 仕事編』 の第 4 章 「災害対

策と人工知能」 に 8 ページにわたって研究が取り

上げられた。新聞では平成 30年 10月の朝日新聞の

茨城版 「公演中に災害 避難策探る」、平成 29年 10

月の毎日新聞の科学面 「AI で最適な避難誘導」、

平成 29 年 10 月の日経産業新聞の一面 「カシマス

タジアムが実験場 4 万人の流れ解析」、平成 29 年

4月の YOMIURI ONLINE 「人出のスゴい数え方」な

ど、実証実験の取り組みを含めれば 10 社以上で取

り上げられた。またテレビでは平成 29年 10月放送

の日本テレビ 「news every.」 やテレビ朝日 「ANN

ニュース」、平成 28年 3月放送の日本テレビ「教科

書で学べない災害」などで研究が取り上げられた。

鹿島アントラーズ FC との共同研究についても評価

が高かった。 

 

・インフラ構造物のスマートメンテナンス 

 開発したひび割れ自動検出技術、打音検査技術

は、近接目視点検の省力化をもたらすだけでなく、

定量的な点検データを高い精度で自動的に記録可

能にする。これまでは、点検員の経験や個人的見解

に左右され、点検結果がばらついて記録されていた

が、これにより、これまで困難だった点検毎のデー

タの比較による劣化損傷の進行の把握や、粗く定性

的な評価に基づいていた補修工法選択や更新計画

の高精度化が実現でき、効率的なインフラ資産の維

持管理を可能とする。  

 また高所点検等においては、開発したマルチコプ

タ技術を用いることで足場を組まずに橋梁の橋脚

や床版を点検可能にし、安全運用と低コスト化を実

現できるため、有用な技術として注目されている。 

 開発したひび割れ自動検出技術、打音検査技術

は、これまでの点検作業で用いられているカメラ機
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算が完了できるようになった。 

 精度のみ、あるいは計算速度のみで本研究と同

程度の人流計測システムは存在するが、混雑度 0.5 

人/m2 程度までは精度が低下しない点や手軽に計

測可能なモジュールとなっている点で本技術は優

位である。また数千人規模のシミュレーションを

100通り程度行う研究は存在するが、数万人規模を

数万通りで解析する研究は他には存在しない。こ

れは我々の開発したシミュレータが軽量であるか

らこそ実現できる研究である。また、数万人規模

の人の流れの実計測とシミュレーションの両者を

実施するような大規模な取り組みは他では行われ

ていない。 

 

・インフラ構造物のスマートメンテナンス 

 高度成長期にその多くが建設されたインフラ構

造物は老朽化が進み、維持管理が喫緊の社会課題

となっている。特に、平成 25年に国土交通省から

橋梁などの総点検方針が打ち出され、その後定期

点検要領等が改訂され、点検対象の拡大や近接目

視点検の厳格化により点検にかかるコストが急増

している。現状では、ひび割れや析出物等を対象

とする目視検査と、浮き・剥離を対象とする打音

検査が、いずれも作業者によって行われているが、

膨大なインフラ構造物への対処や容易に接近でき

ない高所や狭隘部等へアプローチするための新し

い技術が望まれており、人工知能技術、IoT 技術、

ロボット技術を活用した実用可能な効率化技術や

代替技術が望まれている。 

 この問題を解決するために、情報・人間工学領

域では、人工知能およびロボット技術を活用した

メンテナンス技術、調査技術のプロジェクトを複

数実施した。各プロジェクトにおいては、高速道

路管理者、橋梁の施工・点検メンテナンス事業者、

土木建設コンサルティング会社、開発メーカーが

参画し、ユーザーニーズや評価結果を密にフィー

ドバックできる研究開発体制を構築した。 

 目視検査に対応する技術として、知能システム

研究部門において、「道路構造物ひび割れモニタリ

ングシステムの研究開発」（国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）インフラ

維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プ

材や、点検ハンマーを変更することなく高精度な損

傷検出が行えることから、既存の点検作業体制に組

み込みやすい。さらに、クラウド上に開発されたひ

び割れ自動検出サービスは、ドローンや点検ロボッ

トとの機能連携が容易であり、ひび割れ検出機能を

点検ロボットに実際に実装して動作を確認するな

どしており、各点検技術の進展に応じて多様な組み

合わせ形態での利用が可能であることを確認して

いる。 

また、産総研プレスリリースに対する多数の報道や

展示会出展を通じて社会的にも注目を浴び、評価を

得られたことによって、コンクリート構造物だけで

なく、工業製品の官能検査（人間の感覚に依拠して

行われる検査）の自動化についても、すでに複数の

民間企業からの引き合いがある。開発した技術が、

実際の製品化につながる可能性が高い有用な技術

であることの証左である。 

 ひび割れ自動検出技術の成果を導入した実証実

験では、従来 11.3人日を要していた点検作業が 5.5

人日に短縮された。これは、熟練点検員の確保が難

しい地方において特にその社会的意義が高い。さら

に長期的には、開発した技術によりこれまでインフ

ラ点検業務に従事したことのない人 （々高齢者も含

む）でもインフラ点検の一部を担えるようになるた

め、「新たな就労人口創出」にも貢献する。 

 平成 29 年度には、対外的に産総研プレスリリー

スや展示会出展を積極的に行い、日本経済新聞、読

売新聞、NHKBS、日経コンストラクション誌、日刊

建設産業新聞、日刊工業新聞、Web記事などで多数

取り上げられた。 

 平成 30 年度には、マルチコプタを利用した橋梁

点検システムに関して、企業と共同でプレスリリー

スを行い、日刊建設工業新聞他、複数の Web系記事

などで多数取り上げられた。 

 試験公開しているひび割れ自動検出サービスに

は平成 30年 12月現在で 350を越える登録者に日々

利用されており、試用を通じてインフラ事業者やゼ

ネコン、情報機器メーカー等から自社システムや機

器への導入打診が来ている状況である。 

 

・人工知能の品質保証に関する研究開発 

 本研究開発では人工知能を用いた製品の品質を
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ロジェクト、平成 26～30年度）を実施し、主要な

点検項目であるコンクリートひび割れの高精度自

動検出技術を開発し、その定量的把握および経過

観察を精密かつ効率的に行う応用技術を実現し

た。独自の特徴抽出技術と人工知能を組み合わせ

ることにより、汚れや配管等が存在する様々なコ

ンクリート表面に対応可能で、見落としも誤検出

も少ない技術を開発した。平成 30年 12月 23日時

点では、幅 0.2 mm以上のひび割れを 82.4 %の精

度（見落としと見誤りの両方を勘案した Mean 

Average Precision（MAP）で算出）で検出可能と

した。ひび割れ自動検出技術では、既に商用シス

テムがいくつか存在するが、その中でも代表的な

検出精度 80 %以上を謳っているパッケージの出力

結果の精度を MAPで数値化すると 12 %という低い

値になった。これは見落としの低減を重視するあ

まり、結果的に過検出される部位が多数含まれる

ためで、実務においては多数の誤検出を除去する

手作業が発生し、本末転倒ともいえる対応に作業

時間を要している。一方、開発技術は見落としと

見誤りの両方を低く抑えることを当初より目標と

して研究開発を行っている。さらにこの技術をク

ラウドサービスとして機能するよう Application 

Programming Interface（API）の整備を行い、点検

現場やオフィスからでも利用でき、撮影画像 1 枚

当たり 20秒で結果が得られるシステムを開発し、

インターネット上で誰でも利用できる形態で試験

公開している。 

 打音検査に対応する技術として、人工知能研究

センターでは人間情報研究部門と連携し、内閣府

戦略的イノベーション創造プログラムにおいて、

「学習型打音解析技術の研究開発」（平成 26～29

年度で 1.6 億円）の研究代表機関として、機械学

習に基づくコンクリート打音の解析システムの構

築とその実証実験を推進した。平成 29年度には、

プロジェクト最終年度として、開発した打音解析

プログラムと打撃位置計測システムを統合したコ

ンクリート構造物の人工知能打検システムのプロ

トタイプを完成させた。異常打音の検知結果を点

検員にリアルタイムで提示した上で、計測した打

撃位置と打音解析結果を統合することで異常度マ

ップを自動的に作成できる。実構造物（7橋）で評

管理・保証するためのガイドラインと具体的な品質

確認・向上・検証技術をセットで開発した。平成 30

年度にガイドラインの検討を行い第一次案を策定

した。 

 これにより、民間企業などが開発する人工知能利

用製品の品質を向上させ、人工知能の誤判断による

事故や経済損失などを減少させるとともに、企業は

その製品の品質を発注者や社会に対し具体的に示

し説明することができるようになる。 

 これらを通じて、利用者の立場からは、自動運転

支援自動車や移動型ロボットなどの人工知能利用

製品を、より安心して、より安全に用いることがで

きるようになると見込まれる。また、事業者の立場

からは、自らが責任を持って達成した製品の品質の

レベルを具体的に説明できるようになることから、

受発注条件の明確化や製造物責任の所在の透明化、

品質による本来価値の顕在化などが実現し、より安

心してビジネス展開が可能になるとともに、「良い

製品を作る事業者がより高く評価される」健全なビ

ジネス環境の実現にも寄与する。 

 更に産業施策として、開発したガイドラインを元

に安全性や品質に関する国際標準化を進めること

は、国を跨いだ人工知能ビジネスの展開において

「良いものを作る」ことを競争力とする日本の産業

分野の活性化・強化につながる。 

 

・人間行動センシング技術とそれに基づく実社会

ビッグデータ分析技術の開発 

 PDRにより、地下を含む屋内行動センシングが可

能となった。一般消費者向けサービスとして、平成

27 年にドコモ地図ナビに採用された（サービスエ

リア[地下街・地下鉄構構内]は、320 箇所[平成 27

年度]から 600 箇所[平成 30 年度]に拡大した）。ま

た、事業者の生産性向上に向け、屋内業務の作業プ

ロセスを計測してビッグデータを集約、分析し、改

善を支援する統合クラウド技術を開発した。メンテ

ナンス、飲食、物流などサービス業での生産性向上

につながった。具体的には、（1）複数の高層ビルで

のメンテナンス業務分析を測位技術で大幅に効率

化するとともに、生産性に関わる指標として従業員

のゆとり時間を評価し、QoWの向上に役立てた、（2）

和食レストランへの配膳ロボット導入による従業
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価実験を行い、打音解析精度について熟練者との

合致率 86 %という良好な結果を得た。平成 30 年

度からは、首都高技術株式会社との共同研究開発

を実施中である。 

 高所や狭隘部等へのアプローチ技術として、知

能システム研究部門では、NEDOインフラ維持管理・

更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト

（平成 26～29 年度）において、「マルチコプタを

利用した橋梁点検システムの研究開発」を複数企

業との共同提案として受託し、高さ 50 mを超える

高架橋の目視点検作業を代替するマルチコプタ（3

つ以上のローターをもつ回転翼機）操作支援シス

テムを開発した。点検用マルチコプタにおける対

象物との一定離隔飛行制御、安定ホバリング制御、

等速飛行制御により一定解像度の画像取得を可能

とし、合成した 2D/3D 全体画像において、ひび割

れ幅 0.05 mmの損傷箇所まで視認できた。平成 30

年度は、川田テクノロジーズ株式会社との共同研

究「橋梁点検用マルチコプタの飛行制御に関する

研究」に発展し、作業中にマルチコプタとの通信

の途絶、センサ情報の異常、操作者の誤った操作

などの障害が起きた場合に機体を安全な状態に移

行させる制御技術を実現した。 

 従来の点検作業においては、ひび割れや浮きの

有無の判断が熟練者の経験に委ねられていたが、

本研究開発によって非熟練者でも点検作業が可能

となる大きな利点がある。加えて、現状ではその

作業者の判断結果の記録も手作業で行われてい

る。現状では近接目視検査によるひび割れの形状

記録や打音検査による欠陥箇所の記録は、チョー

キングなど手作業で行われるケースがほとんどで

あり、現場作業員の工数や検査終了後の図面化の

工数がかかっている。たとえば、橋長 30 m 程度の

橋梁では、現地点検から調書作成までおよそ 11.3

人日を要している。一方、開発した技術を用いた

実証実験によれば、ひび割れの記録にかかる時間

を 8 分の 1 に圧縮でき、トータルで 5.5 人日に短

縮可能であることが明らかになった。 

 

・人工知能の品質保証に関する研究開発 

 人工知能（AI）、とりわけ機械学習技術は、製造

業、自動運転、ロボット、ヘルスケア、金融、リテ

員の業務プロセス変化を定量的に分析し、生産性向

上に役立てた（共同研究先のがんこフードサービス

株式会社のロボット大賞日本機械工業連合会会長

賞の受賞に大きく寄与）。 

 VDR は車輪で移動する多くの車両に対して適用

可能な世界初の技術であり、PDR と組み合わせた

xDR によって、 Global Navigation Satellite 

System（GNSS）等の常時アシストがない屋内などの

環境で、PDR単体よりも多様な状況での人の測位を

実現した。この xDRは、屋内業務空間での網羅的な

行動把握と、サービス・製造現場での生産性向上支

援等への展開が見込まれる。  例えば、物流セン

ターや工場等の既存のフォークリフトやピッキン

グカートの稼働・運行状況の監視・管理、異なる鉄

道事業者が運航する地下鉄等の鉄道の走行位置把

握に基づくアプリ開発等の強い需要に応えること

も可能となる。 

 準天頂衛星測位システム整備が進み屋外測位品

質が向上したが、これは、屋外と屋内の測位や位置

情報サービスの品質格差がさらに開いたことを意

味する。本成果は、この屋内外格差を解消するため

の重要な役割を担うものである。また、令和 4年の

屋内測位サービス世界市場は 410 億ドルと予測さ

れており、その市場開拓にも貢献する取り組みでも

ある。また、xDRに作業動作認識を加えた人間行動

センシング技術は、サービス・製造現場での従業員

の作業内容の詳細把握の実現につながる。これによ

り 、 産 業 競 争 力 懇 談 会 （ Council on 

Competitiveness-Nippon：COCN）で提言された QoW

の定量化の具体的対策に関する議論が可能となり、

働き方改革への貢献も期待できる。 

 本成果に関する民間企業から産総研への共同研

究資金提供額は 1億 2,000万円以上、知財ライセン

ス提供額は 1億円以上である。また、ライセンス契

約 15件（2件交渉中）、特許出願 7件、サイトセン

シング社（産総研技術移転ベンチャー）へのニッセ

イ・キャピタル株式会社による出資（平成 30 年度

1 億円）、サイトセンシング社との大型事業連携 8

社などの成果が出ている。更に学術的には、国際論

文誌 4報（さらに 1件掲載予定）、和文論文誌 2報、

国際会議 28 報、国際招待講演 7 件、国内招待講演

30件、受賞 5件の実績がある。 
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ールなどの広汎な応用分野で有効性が確認され、

AI によるソリューション提供が広く普及する

Society5.0に向けた社会実装が本格化する兆しを

見せている。一方で、人工知能を利用した製品・サ

ービスの品質を測定し説明するための技術や、社

会的な受容性を確保するための制度設計が追いつ

いておらず、事業投資への障害となっている。万

が一の事故の際の製造者責任の追求に対応できな

いことや、安く作った人工知能製品との差を説明

できないことが、人工知能開発ビジネスへの大き

な障害となっている。 

通常のソフトウェアに対しては、複数の ISO/IEC

規格などに基づく具体的な品質保証プロセスの実

践や、評価認証制度の構築などが既に行われてい

る。しかし、人工知能に関しては、これら既存の規

格をそのまま適用することが困難であり、現状で

は適用できる十分に確立した既存手法が存在しな

い。平成 30年には、日本・欧州などで、人工知能

の品質への要求が提言等の形で相次いで顕在化し

たが、それに対応した品質基準の具体化や、高品

質を実現する開発プロセスの具体的なルール化な

どはまだ行われていない。 

 このような問題を解決するため情報・人間工学

領域では他の機関に先駆けて「機械学習人工知能

の品質保証手法」に関する研究開発に取り組んだ。

これは、機械学習人工知能を利用した製品や、そ

の内包する人工知能部品要素に求められる「品質

要件」を明確化し、応用分野ごとに要求される品

質のレベル分けを行い、達成すべき品質の基準を

定める「品質保証ガイドライン」と、実際の開発現

場において品質を保証するためのプロセスや検査

手法などの具体的な「品質保証技術」をセットで

開発し、将来的な国際標準化などへの道筋を示す

ものである。 

 平成 30年度に国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構から研究プロジェクト「次

世代人工知能・ロボット中核技術開発／グローバ

ル研究開発分野／機械学習人工知能の品質保証に

関する研究開発」を受託し、民間企業 5 社と研究

機関 3 機関で構成される「機械学習品質マネジメ

ント検討委員会」を発足させ、関連規格などを調

査し、品質保証ガイドラインの第一次案を策定し

 PDR やその関連技術の性能評価に関する活動及

び PDR やその関連技術の普及促進に関する活動を

産学官連携で行うことを目的として、平成 24 年度

に 23 組織賛同の元、PDR ベンチマーク標準化委員

会を設立した。国際標準化に向けた PDR技術と委員

会での国際コンペ主催等の活動が評価され、平成

30年 12月時点で、加入組織数は 42に増加した。 

・次世代メディアコンテンツ生態系技術 

 次世代メディアコンテンツ生態系技術の研究開

発によって、様々な事業者が大規模な音楽連動制御

を容易に実施可能にするためのプラットフォーム

や、歌詞配信事業者と連携した歌詞探索サービスを

実現して一般公開した。さらに、産総研の音楽理解

技術に基づく製品「Lyric Speaker」（平成 28 年度）

および「Lyric Speaker Canvas」（平成 30年度）が

株式会社 COTODAMA から発売された。こうした成果

により、音楽連動制御技術によって、ライブ・イベ

ント会場等で多数の来場者のスマートフォンが一

斉に連動してアニメーションを表示するような新

たな演出や体験を可能にし、音楽理解技術によっ

て、膨大な歌詞を自動解析して未知の楽曲との出会

いを可能にする新たなサービスを生み出すことが

できるようになった。 

 特に平成 30年度は、「Songle Sync」がマルチメ

ディア分野のトップ国際会議 ACM Multimedia 2018

（採択率 27.61 %）の口頭発表（採択率 8.45 %）に

採択され、「Lyric Speaker」が日本最大級の広告賞

「2018 58th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 ACC

ゴールドを受賞して、高い評価を受けた。 

 本技術は、音楽と同期して歌詞が表示される世界

初のスピーカー製品や、歌詞のトピックに基づいて

音楽を発見できる新サービス、ライブ・イベント会

場でのスマートフォンを用いた従来にない演出な

どで活用されており、今後も幅広い関連産業に波及

して新たな価値を生む貢献が期待できる。 

 

 以上の実績・成果のうち、第４期中長期計画・年

度計画を上回って達成された内容は以下の通りで

ある。「人の流れの計測とシミュレーションの融合

による避難支援技術」では、目標を上回る 98.5%以

上の精度で人の流れが計測可能となった。「インフ

ラ構造物のスマートメンテナンス」においては、ひ
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た。 

 

・人間行動センシング技術とそれに基づく実社会

ビッグデータ分析技術の開発 

 Society5.0 では、AI・IoT の導入を通じて人が

システムと協働し、サービス・製造現場の生産性

を向上させることを目指しており、人の行動セン

シング技術とそれに基づく実世界ビッグデータを

集約、分析する統合クラウド技術が求められる。

現場の多くは屋内であり、従来の GPS や通信基地

局の電波による行動計測に替わる技術が必要であ

る。本研究では加速度、角速度、磁気、気圧計測に

よる相対測位誤差[Error Accumulation Gradient

（EAG ）]3 cm/secの歩行者自律測位技術と作業

動作認識技術を統合した行動センシング技術を開

発した。この技術により計測したサービス現場や

製造現場での行動、作業のビッグデータを分析す

る統合クラウド技術を整備した。これらの技術を

メンテナンス、飲食、物流などサービス業に適用

して生産性向上に有効であることを実証した。 

 平成 27 年度から平成 29 年度においては、人に

取り付けた加速度、角速度、磁気の各 3軸、計 9軸

のセンサから得られるデータを用いた歩行者自律

測位技術[Pedestrian Dead Reckoning（PDR）]を

開発し、GPSが使えない屋内で相対測位誤差[EAG] 

3 cm/secを実現した。その後、人に取り付けた気

圧センサデータを加えることで、従来よりも 10 %

以上高い 95 %以上の精度で滞在フロアを推定可能

とした。これにより、高層ビルでの従業員行動分

析への適用が可能となった。さらに、PDR を応用

し、車両（自動車､フォークリフト、ピッキングカ

ート、鉄道など）の測位に特化した Vibration-

based Vehicle Dead Reckoning（VDR）技術を世界

で初めて開発した。 

 平成 30年度は、労働力不足が顕著となっている

製造・サービス現場の生産性（効率、提供価値）向

上及び Quality of Working（QoW）向上のために、

複数の身体装着型センサによる作業動作認識と

PDR を統合し、屋内測位精度を 50 cm 以下まで向

上させるとともに、作業内容把握、センサ装着条

件（個数、装着位置）緩和を同時に実現した。 

 9 軸 PDR に含まれる進行方向推定手法が、平成

び割れの損傷をマルチコプタによる画像計測と組

み合わせて検出する、計画よりも適用範囲が広い手

法が確立された。「人工知能の品質保証に関する研

究開発」は、計画においてさまざまな人工知能モジ

ュールを開発する中で新たに認識されたインパク

トの大きな課題で、その実施自体が計画を上回るも

のである。「次世代メディアコンテンツ生態系技術」

では、すでに音楽連動制御技術・理解技術が新サー

ビスや新製品につながっており、「人間行動センシ

ング技術とそれに基づく実社会ビッグデータ分析

技術の開発」では、PDRだけでなく、それを車両に

適用する VDR に展開し国際コンテストで優勝する

など、それぞれ計画を大きく上回る成果を得てい

る。 

 

産業展開を視野に入れた上記のような研究で目標

を上回る成果が得られたこと、評価指標としての実

施契約件数が目標比 127%に達していることなどを

総合し、顕著な成果が得られたと考え、評定を Aと

する。 

なお、評価委員からは ABCI における学習速度など

世界的な成果を出しており、非常に評価できるとい

ったコメントやこれからの成果が期待できるプロ

ジェクトが始まったことを評価するコメントを頂

いた。研究成果のレベルの高さを評価する一方、AI

の品質保証については関連する研究機関との連携

を期待するコメントを頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し」研究前期で取り上げた特筆すべき成果

を挙げている研究課題は、平成 30 年までに、実フ

ィールドでの実証やサービスの試行、製品プロトタ

イプまで進んでおり、概して第４期中長期目標を超

える成果を挙げている。これらの課題については、

今後技術の完成度を高めるとともに、より安全な社

会インフラの実現や新産業・サービスの創出に資す

る技術移転に向け、企業と協力してより一層の橋渡

し機能の強化を行い、共同研究や連携研究組織など

を通じて社会実装につなげていく。防災や安全など

社会問題解決に直結する人の流れ解析やインフラ

スマートメンテナンスについては、これらの技術の

利用促進を促す制度改革への働きかけも含め、社会
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27年にフランス運輸・整備・ネットワーク科学技

術研究所（IFSTTAR）による国際比較で最高評価を

獲得した。平成 30年度には、PDRと VDRなどを統

合した複数の自律測位技術 Cross Dead Reckoning

（xDR）に基づく屋内統合測位を、物流現場で実作

業中の作業者及びフォークリフトに適用した世界

初の競技会（xDR Challenge）を主催し、産総研の

xDRを用いた住友電工チームが優勝した。 

 

・次世代メディアコンテンツ生態系技術 

 コンテンツのデジタル化により流通コストが削

減された結果、物理メディアを販売して受動的な

体験を提供することで価値を創出してきた産業界

は、受動的体験に代わる新たな価値創出の手段を

求めて危機感を抱いている。そこで、「どうすれば

新たな価値を生み出せるのか？」を意識した、次

世代のコンテンツ産業・クリエイティブ産業の創

出につなげられる研究開発が求められている。コ

ンテンツ技術や新しい価値・サービス創出の重要

性は、日本再興戦略 2016や第 5期科学技術基本計

画においても指摘されている。 

 それに応えるため、大型公的外部資金である JST

戦略的創造研究推進事業 ACCEL（課題名「次世代メ

ディアコンテンツ生態系技術の基盤構築と応用展

開」、平成 28 年度から 5 年間実施）を獲得した。

次世代メディアコンテンツ生態系技術として、音

楽を解析する「音楽理解技術」とそれに基づく「音

楽連動制御技術」等を研究開発し、第４期中長期

目標期間で平成 30年度までに、インパクトファク

ター付き国際論文誌 4報（平成 30年度にインパク

トファクター7.451の論文誌を含む 4 報）、トップ

国際会議発表数 24報（平成 30年度に 14報）の学

術成果を挙げた。 

 従来の音楽連動制御では、遅延の大きいインタ

ーネット環境下で多数の汎用機器を音楽に同期し

て制御することが難しい、という問題があった。

また、音楽理解技術が解析できる対象は限られて

おり、膨大な歌詞のトピックを自動解析すること

が困難だったために、従来は曲名・フレーズ検索

を通して歌詞にアクセスする方法に限られてい

た。これらの問題に対し、インターネット経由で

数百台以上の機器が音楽に同期して一体感のある

実装に企業と共同で取り組む。また、人間行動セン

シング技術や次世代メディアコンテンツ生態系技

術については、すでに実施している企業連携をさら

に強化し、QoWの改善や新たな価値の創出につなが

るサービスとしての実装を進める。 
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演出ができる大規模な音楽連動制御技術「Songle 

Sync」と、15万曲の歌詞のトピックを自動解析で

きる技術に基づく歌詞探索サービス「 Lyric 

Jumper」（歌詞配信事業者と連携）を研究開発し、

平成 28 年度と 29 年度にプレス発表を行い、実証

実験等の成果が 108 件報道されるなど、社会的に

インパクトを与えた。いずれも多数報道されただ

けでなく、研究成果が平成 29 年度と 30 年度にマ

ルチメディア分野のトップ国際会議に採択され、

学術的にも高く評価された。 

  

[本項目の各種指標の達成状況] 

 知的財産の実施契約件数は以下の通り。括弧内

は各年度の目標値である。 

  平成 27年度： 187件（170件） 

  平成 28年度： 197件（170件） 

  平成 29年度： 231件（170件） 

  平成 30年度： 254件（200件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 

第４期における「橋渡し」研究後期では、それぞれ

の重点課題において次の通り目標を達成してい

る。重点課題１においては、人工知能の活用を促

進するプラットフォーム技術の特筆すべき成果と

して、「大規模 AI クラウド計算システム「ABCI」

の構築と運用」、「人工知能とシミュレーションと

の融合」、「深層学習を用いた胸部 X 線画像異常検

知」を推進し、人工知能の応用に向けた人工知能

基盤技術のモジュール化と、それらをシステム化

するプラットフォームを実現した。重点課題２で

は、産業や社会システムの高度化に資するサイバ

ーフィジカルシステム実現の特筆すべき成果とし

て「コネクテッドカーのためのセキュリティリス

ク評価法の研究」により、安心して利用できるサ

イバーフィジカルシステムを実現する技術を構築

した。重点課題３においては、自動車運転状態を

はじめとする人間活動の測定評価技術の特筆すべ

き成果として「健康起因交通事故撲滅に向けたド

ライバーの体調急変検出技術の開発」を行い、人

間測定の結果に基づき心身の状態を評価する技術

の健康起因事故の防止への応用に道筋をつけた。

重点課題４については、人間共存型産業用等のロ

ボットや評価基準・評価技術などの関連技術を開

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 「大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」

の構築と運用」では、学習速度の世界記録を達成し

た。また、産総研・東工大 実社会ビッグデータ活

用オープンイノベーションラボラトリと研究戦略

部による積極的な顧客獲得活動を通じ、挑戦的課題

に取り組むユーザの獲得、民間企業による大口利用

開拓、初心者ユーザへの裾野拡大までの取り組みを

実施した。これにより、オープンイノベーションの

考え方に基づく新しい人工知能産業応用を持続的

に生み出す枠組みである「産業エコシステム」の実

現につなげた。「人工知能とシミュレーションとの

融合」、「深層学習を用いた胸部 X線画像異常検知」

はそれぞれ NEC、パナソニックとの連携研究組織で

実施し、NECの光学機器製品の設計や胸部 X線画像

検査装置における異常検知性能向上に利用された。

「健康起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体

調急変検出技術の開発」では、自動車メーカーやサ

プライヤー企業による疾患検知システム開発に道

筋をつけ、その成果は国交省が取り組む第６期先進

安全自動車推進計画（ASV-6）のドライバー異常時

対応システムのガイドラインに盛り込まれる予定
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のとする。 

 

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

発の特筆すべき成果として「次世代物流ソリュー

ション事業を支える先進的技術体系の研究開発」、

「高齢者の機能と活動を向上させるロボット技術

の開発」を行い、生産や生活での作業に対応する

ロボットシステム実現に貢献した。 

「大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」の構築

と運用」では、平成 30年度は、高性能で省電力の

GPUを用い、演算処理装置などを外気に近い温度の

水で冷却することによりエネルギー損失を低減

し、実運用される世界トップクラスの省電力クラ

ウド型計算システムを実現するとともに、深層学

習のベンチマークで世界記録を更新した。令和元

年度は外部の機関や企業と協力を強化し、衛星画

像など大規模なデータに基づく学習とその応用を

実現する。「人工知能とシミュレーションとの融

合」においては、平成 30年度は、機械学習にシミ

ュレーションを併用することで、大量にデータを

作り出し、特殊・未知の事例に対しても人工知能

が意思決定する枠組みを開発し、大規模なシステ

ムの多数の設計事項のうちで稀にしか生じない不

具合条件の発見やプラントの自動制御を実現し

た。「深層学習を用いた胸部 X線画像異常検知」で

は、平成 30年度は、解剖学的構造の変化を検出す

ることで異常検知を行う、胸部 X 線画像コンピュ

ータ支援診断（CAD）手法を構築した。「コネクテッ

ドカーのためのセキュリティリスク評価法の研

究」では、平成 30年度は、車載ネットワークのセ

キュリティ設計ガイドラインを、開発現場で適用

する手順として具体化した。「健康起因交通事故撲

滅に向けたドライバーの体調急変検出技術の開

発」では、平成 30年には産総研、筑波大学附属病

院、東京大学、企業 12 社とで平成 28 年に設立し

たコンソーシアム（ Automotive and Medical 

Concert Consortium：AMECC）により、データ収集

を通じて重篤な不整脈発生を検出できるデータ群

を整備した。「次世代物流ソリューション事業を支

える先進的技術体系の研究開発」では、平成 30年

度は、フォークリフトの自動運転において重要と

なる、画像を用いた頑健な自己位置推定・地図生

成（SLAM）技術と、搬送対象のパレットに貼付して

高精度な位置・姿勢の計測を可能とする拡張現実

（AR）マーカ技術の精度評価を行った。「高齢者の

である。「コネクテッドカーのためのセキュリティ

リスク評価法の研究」、「次世代物流ソリューション

事業を支える先進的技術体系の研究開発」はそれぞ

れ住友電工、豊田自動織機との連携研究組織で実施

され、5兆円を超える市場規模において世界シェア

の 1/3 を占める車載ネットワーク製品のリスクア

セスメント工程を 40%効率化したほか、多頻度・小

口配送、効率・迅速性に対応する物流製品への実装

が進められている。「高齢者の機能と活動を向上さ

せるロボット技術の開発」においては、ロボット介

護機器の開発を促進することを目的として「ロボッ

ト介護機器開発ガイドブック」を公開した。これに

より、高齢者等の自律性の向上を通じて、介護保険

給付費（総額 9 兆 4,328 億円、平成 29 年度厚生労

働省介護保険事業報告）の軽減に貢献することが期

待されている。 

 

・健康起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体

調急変検出技術の開発 

 運転中のドライバーの疾患発症検出を目的に、脳

卒中、てんかん、心疾患の発症検知に役立つデータ

取得を行った。取得データは、疾患・発作発症のタ

イミング等のタグ付を行い、データベースとして企

業が利用できる形にして提供した。取得したデータ

を解析した結果、運転行動や生体情報から、自動車

運転中の脳卒中麻痺発生、重篤な不整脈発症、てん

かん発作を検知できる可能性を得た。 

 AMECC に参加している自動車メーカーやサプラ

イヤー企業が、取得データをもとに疾患検知システ

ムを開発し、実装することが期待される。加えて、

AMECC で得た成果は国交省が取り組む第６期先進

安全自動車推進計画（ASV-6）において作成する、

ドライバー異常時対応システムのガイドラインに

盛り込まれる予定である。自動車運転中の疾患発症

などが原因で生じる健康起因交通事故は全死亡事

故の約 10 %を占める。健康起因交通事故は、ドラ

イバーの意識消失を伴うこともあり、ひとたび事故

が生じると周囲を巻き込んで大きな被害が生じる。

AMECC 参加企業による疾患検知システムが実装さ

れ、健康起因交通事故を減少させることにより、安

全・安心な交通社会の構築に役立つ。 

 外部から高く評価されたエビデンスとして新聞
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機能と活動を向上させるロボット技術の開発」で

は、平成 30 年度は、ロボット介護機器の安全基準、

リスクアセスメントの方法等をまとめるともに、

国際安全基準の原案をまとめた。 

 

・健康起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体

調急変検出技術の開発 

 運転中の疾患発症などによる体調急変が原因で

生じる「健康起因交通事故」は、平成 15年から平

成 24 年までの 10 年間で約 3 倍に増加、交通死亡

事故に占める健康起因事故の割合は、国内外含め

て約 10 %程度と報告されている。健康起因交通事

故は、ドライバーの意識消失を伴うこともあり、

ひとたび事故が生じると周囲を巻き込んで大きな

被害が生じる。。他方、疾患発症時・発作時に関す

るデータは自動車メーカーや自動車用部品メーカ

ーにはなく、また複数疾患の発症時データを企業

1 社で体系的に取得することは困難であり、ドラ

イバー異常対応システムの開発が難しい状況であ

った。そこで、産総研、筑波大学附属病院、東京大

学、企業 12社とで、民間企業からの提供資金（合

計約 2 億 1,400 万円）をもとに、疾患発症時また

はそれに準じるデータ取得を目的としたコンソー

シ ア ム （ Automotive and Medical Concert 

Consortium：AMECC）を平成 28 年 11 月に設立し

た。コンソーシアム設立においては、情報・人間工

学領域による提案、調整のもと、産総研 C 型共同

研究の仕組みを活用した。健康起因事故の上位原

因疾患である脳卒中、てんかん、心疾患を対象に、

脳卒中についてはドライビングシミュレーター運

転時の生体信号、顔・姿勢画像データ、運転操作デ

ータ、てんかんについては脳卒中と同じドライビ

ングシミュレーター運転時のデータに加えて、病

室内で発作が生じた際の生体信号、顔・姿勢画像

データを取得することを目指した。心疾患につい

ては重篤な不整脈の治療中に誘発される不整脈発

生時の生体信号や顔画像データを取得することを

目指した。  

 平成 29 年度～平成 30 年度にかけてデータを取

得し、イベントのタグ付等（疾患発症や車線変更

等の時刻）の 1 次加工を行った後、データベース

として AMECC 参加企業が活用できる形にして提供

報道 9件（平成 28年度）、Web報道 3件（平成 28年

度）で紹介されたほか、国際学会（演題採択率約

40 %、Proceedings掲載雑誌 IF: 23.4）において優

秀な発表として選出された（平成 30 年度）。加え

て、AMECC 参加企業から平成 28 年 11 月～平成 30

年 3 月の約 1 年半で 1,500 万円/1 社の資金提供を

受けた。さらに、平成 31 年 3 月末までの 1 年延長

に伴う追加出資（280万円/1社）とあわせて、合計

約 2 億 1,400 万円の資金提供を受けた。この事実

は、企業からの高い評価を示す。  

 

・大規模 AI クラウド計算システム「ABCI」の構築

と運用 

 ABCI を人工知能産業エコシステムの基盤とする

べく、平成 30年度に以下の施策を実施した。 

 

① 先進的基盤運用の実践と研究開発の好循環の形

成 

 人工知能研究センター及び産総研・東工大実社会

ビッグデータ活用オープンイノベーションラボラ

トリの研究者が運用チームをリードすることで、最

先端の基盤ソフトウェア等の導入、AI データセン

ター棟の効率的運用を可能にするとともに、運用の

現場や利用者から得られた課題や利用負荷データ

を元にした研究開発とその成果の運用へのフィー

ドバックという好循環の形成を進めている。平成

30 年度はワークロードデータを活用したデータセ

ンター効率化をテーマとして外部資金を獲得し、理

研との共同研究に発展させている。 

 

② ABCIグランドチャレンジの主催  

 人工知能分野の最重要課題への挑戦を促進する

ため、ABCIの全系を無償で 24時間占有利用する公

募型プログラムを平成 30 年度に 3 回実施し、各回

2課題程度採択した。ImageNetを用いた深層学習の

学習速度の世界最速記録は採択課題の 1 件として

実施されたものである。平成 30年 10月に成果報告

会を開催して成果普及に務めた。これにより、成果

ソフトウェア、データの ABCI 利用者への開放を行

い、利用拡大を見込んでいる。 

 

③ ABCIを基盤とするデータエコシステムの拡充 
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した。脳卒中については約 50症例のデータを取得

して解析した結果、脳卒中患者のステアリング操

舵角は高周波成分が多くステアリング操作が安定

しないこと、車両位置の横方向偏差が大きく車両

がふらつくこと、座面にかかる体圧が麻痺と反対

側に偏ること等を明らかにした。これらの結果を

用いて脳卒中の麻痺発症を検出できる可能性を得

た。てんかんについては、約 30 症例（延べ約 60

回）の病室内発作データをもとに、てんかん発作

時の顔表情や姿勢の変化、心拍数変化に関するデ

ータを得た。また 1 症例についてはドライビング

シミュレーター運転中の発作データを得た。その

結果、てんかん発作時の心拍数上昇等を明らかに

した。心疾患については約 60症例のデータを取得

し、不整脈時の循環生理応答を解析した結果、不

整脈発生に伴う心拍数の変化、血圧低下、脳血流

の低下、および脈波形状の変化を明らかにした。  

 運転中の脳卒中、てんかん、心疾患発症検出に

役立つデータ収集は世界的にも類がない。国土交

通省（国交省）が示した「ドライバー異常時対応シ

ステム基本設計書（平成 28年 3月）」においても、

運転中の疾患発症時のデータが欠けていることも

あり、具体的な検知条件等にまでは踏み込まれな

かった。したがって、本コンソーシアム（AMECC）

で得たデータと知見は、自動車メーカーや自動車

用部品メーカーが自動車運転中の体調急変検出シ

ステムを社会実装する上で貴重である。 

 

・大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」の構築

と運用 

 現在進行中の第 3 次人工知能ブームは、膨大な

データを深層学習の入力として与えることで複雑

な実世界における事象でも人間に近い精度でコン

ピュータが判別できるようになってきたことに起

因する部分が大きい。これにより、ロボットが人

間を単純肉体作業から解放したように、人工知能

は人間を単純な知的作業から解放する。

Society5.0ではさらに、大規模なシミュレーショ

ンによる膨大な学習データの生成と深層学習の組

合せにより、これまで人が想定外としていた可能

性を提示するなど、適用範囲の拡大がますます期

待される。 

 安全なデータ管理を必要とするデータの保管・利

用、データのステークホルダ間での共有、オープン

データや学習モデルデータの公開・再利用など、

ABCI を基盤とするデータ活用のエコシステムの拡

充のため、平成 30 年度は法令及び国際的なセキュ

リティ基準に準拠した暗号化対応のデータ基盤を

開発した。また ABCI ユーザを対象とした需要調査

と、オープンデータ・衛星データを対象にデータ整

備を開始した。 

 

④ ABCI利用約款を含む利用制度の整備、セキュリ

ティホワイトペーパーの公開 

 国内外の民間企業・大学・国立研究所等を含む外

部機関の資金を原資とする外部利用を可能とする

ため、ABCI利用約款、輸出管理手続き、利用料徴収

を含む利用制度を整備した。 

 

⑤ 大規模ユーザの開拓 

 研究戦略部、実社会ビッグデータ活用オープンイ

ノベーションラボラトリが主体となり、大手民間企

業を対象とした見学会やチュートリアルを開催し

た。その他、JAXA、情報通信研究機構（NICT）とも

ABCI 上での衛星画像解析などで連携を進めてい

る。 

 

⑥ B2B2C実証プログラムの実施 

 ABCI の利用拡大には利用者にとって使いやすい

人工知能アプリケーションのサービス提供が不可

欠であるため、平成 30 年度は初学者にも使いやす

い WebUI ベースのクラウド型統合開発環境サービ

ス（B2Cサービス）を対象として、実施事業者を公

募し、実証を委託するプログラムを企画した。 

 

⑦ 内部・公設試向けユーザの開拓 

 利用方法、体験学習セミナーを含む講習プログラ

ムを開発して 30 名規模の利用者講習会を開催し、

内部・公設試向けユーザの開拓を図った。 

 

⑧ 産学官連携利用の促進 

 産学官連携利用に資するフレームワークに参画

することで、産学官連携利用の促進を図った。具体

的には、高速ネットワーク（SINET5）で接続された
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 しかしながら、これまでの人工知能研究で培わ

れてきた要素技術を実社会規模の問題にスケール

させて適用する技術開発を推進し、計算機パワー

に支えられて先行してきた GAFA(Google, Apple, 

Facebook, Amazon)に代表される巨大 IT企業や中

国との技術開発競争を行っていくには、オープン

イノベーションの考え方に基づく新たな人工知能

産業エコシステムの基盤となる大規模計算プラッ

トフォームが不可欠である。 

 本研究では、人工知能研究・橋渡しインフラ構

築の戦略及び活動の一環として、人工知能研究セ

ンターで開発してきた AI クラウド構築・運用技

術、産総研・東工大実社会ビッグデータ活用オー

プンイノベーションラボラトリで培ってきた省エ

ネ型高性能計算プラットフォーム構築技術を活用

して、大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」を

開発、柏センターAIデータセンター棟に構築し、

平成 30年 8月より国内外の大学・研究機関・民間

企業等の利用者への提供を開始した。  

 ABCI では、高性能で省電力の Graphics 

Processing Unit（GPU）を 4352基搭載するととも

に、演算処理装置などを外気に近い温度の水で冷

却することで、省エネ性能を高めた。その結果、ハ

ードウェア性能、省エネ性能、実用計算性能の 3指

標すべてにおいて世界トップ 10 に入るシステム

は現在 ABCI、米国エネルギー省（DOE）の Summit、

Sierraの 3システムのみであり、実性能と省エネ

を世界トップクラスで両立したことを実証したと

言える。なお、これらの成果は平成 30 年 6 月 26

日、平成 30年 11月 13日のプレスリリースにて公

表した。 

 さらに、画像認識用データセットである

ImageNetを対象とした深層学習の学習速度で世界

最速記録を更新した。本研究はソニーとの共同研

究の一環として行い、産総研は ABCIに最適化した

同期手法の考案などで貢献した。ABCIにより米国

Google、中国 Tencent など先行する技術開発への

対抗が可能であることを実証したと言える。なお、

この成果は平成 30年 11月 13日のプレスリリース

にて公表した。 

 ABCIは、公的かつオープンで、人工知能に特化

した計算インフラとして世界初の先進的システム

全国の大学・国立研究所設置のスパコンやストレー

ジを共用利用可能にする「HPCI連携」、大学等が保

有する多様・高度なデータやインフラ（ABCIなどの

計算環境や SINET5 などの通信インフラ等）を活用

する事業構想を募集する「データ＆AI ビジネスコ

ンペティション」に参画した。 

 

⑨人工知能向けデータセンター事業のモデル化 

 ABCI をモデルとする計算インフラの構築、企業

のオンプレミスクラウドと ABCI との連携について

2社との連携交渉を進めた。 

 

 前項①、②、③、⑧により、公的かつオープンで、

人工知能に特化した計算インフラとして世界初か

つ最先端システムとしての「ショーケース」の創出

に務めた。前項②、③により、莫大な演算能力によ

りはじめて可能になる人工知能分野の最重要課題

への挑戦を支援し、国際競争力のある最高水準の成

果の創出とその普及推進を行った。前項④、⑤、⑥、

⑦、⑧、⑨により、様々なステークホルダの参画を

促し、人工知能産業エコシステム規模の拡大につな

がる利用促進・連携に関わる活動を行なった。そし

て、新しい人工知能産業応用を持続的に生み出す、

多種多様なステークホルダからなる産業エコシス

テムの実現を進めた。 

 

 研究成果は積極的に公表を行った。平成 30 年度

は国際会議における招待講演 2件、口頭発表 7件、

以下に示す 4件のプレスリリースを行い、各所で報

道がなされた。 

 

プレスリリース 

・大規模 AI クラウド計算システム「ABCI」がスパ

コンランキング TOP500で世界 5位、Green500で世

界 8位を獲得、富士通株式会社、平成 30年 6月 26

日 

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/06/26.html 

・大規模 AI クラウド計算システム「ABCI」がスパ

コン性能ランキング世界 5 位、産総研、平成 30 年

6月 26日 

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/p

r2018/pr20180626/pr20180626.html 
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であり、規模においても随一である。実社会から

取得されるビッグデータや学習モデルデータ等を

収集・蓄積・利用するための大容量・高速な共有ス

トレージを提供し、安全なデータ管理を必要とす

るデータの保管・利用、データのステークホルダ

間での共有、オープンデータや学習モデルの公開・

再利用など、データのエコシステムの充実にも取

り組むことでオープンイノベーションを促進す

る。新たな人工知能産業エコシステムの基盤とな

るべく、交付金・国プロジェクト・共同研究による

民間資金を原資とする内部利用、民間企業・大学・

国立研究所等を含む外部機関の資金を原資とする

外部利用を合わせて、累計で数百のプロジェクト、

数千の利用者への利用促進を目標としている。平

成 30年度は、利用プロジェクト数 112（内部：59、

外部：53）、利用者数 609（内部：227、外部：382）

である。 

 

・人工知能とシミュレーションとの融合 

 人工知能（AI）の意思決定能力は、囲碁将棋では

人間を凌駕した。だが、例えば機械設計や操縦と

いった産業の実践的な課題では熟練者の能力に及

ばない。その主たる原因は、学習用データの不足

である。特に問題となるのが、特殊な事例や未発

生の事例で、これらには学習すべきデータが存在

しない。人間ならば知識や経験に基づき何らかの

意思決定をするが、人工知能には難しい。 

 そこで、機械学習にシミュレーションを併用す

ることで、大量にデータを作り出し、特殊・未知の

事例に対しても人工知能が意思決定できるように

する。 

 人工知能の産業応用は Industry4.0 と呼ばれ、

世界的に競争が激しい。よって、企業と最も集中

的に骨太かつ実践的なテーマ設定ができる NEC-産

総研人工知能連携研究室を組織して研究にあたっ

た。 

 本研究は、「第４期中長期目標期間において重点

的に推進する研究開発等」として情報・人間工学

領域の掲げる、「ビッグデータから価値を創造する

人工知能技術の開発」というテーマに応えるもの

として位置づけられる。 

 平成 30 年度の特筆すべき成果の第 1 は、「高次

・ディープラーニングの分散学習で世界最高速を

達成、ソニー株式会社、平成 30年 11月 13日 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/20

1811/18-092/ 

・AI向けクラウド型計算システム「ABCI」が深層学

習の学習速度で世界最速に、産総研、平成 30年 11

月 13日 

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/p

r2018/pr20181113/pr20181113.html 

 

報道等（広報 DBによる） 

・産総研 スパコン、深層学習で世界最速、日本経

済新聞（WEB）、平成 30年 11月 15日 

をはじめ 97件、うち平成 30年度は 91件。 

 

ABCIが上位ランクインした Top500 List/Green500 

List/HPCG List 

・ Top500 List (June 2018) 、 

https://www.top500.org/lists/2018/06/ 

・ Green500 List (June 2018) 、 

https://www.top500.org/green500/lists/2018/06

/ 

・ Top500 List (November 2018) 、 

https://www.top500.org/lists/2018/11/ 

・ Green500 List (November 2018) 、 

https://www.top500.org/green500/lists/2018/11

/ 

・ HPCG (November 2018) 、 

https://www.top500.org/hpcg/lists/2018/11/ 

 

・人工知能とシミュレーションとの融合 

 本研究は、Industry4.0として注目を浴びている

「産業システムの人工知能化」という新しい産業分

野の先陣を切っている。 

 人工知能は囲碁将棋等で飛躍的な進歩を遂げた。

人間を凌駕する学習能力・意思決定能力を、一般の

機械・システム・企業活動・社会インフラの最適設

計・最適運用に適用する第一歩となっている。 

 設計問題においても制御問題においても、大幅な

学習時間の短縮が実現できた。特に、設計では実際

の光学製品の設計に供している。多数のレンズ等か

らなる光学系は、稀な条件でしか出現しないが問題
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元設計空間における希少不具合条件の発見」であ

る。機械設計は設計事項が多数あり、設計空間は

高次元かつ広大である。その空間内の意外な局所

に不具合が生じることがあり、これを探知し排除

せねばならないが、人手による探索には膨大な時

間がかかる。 

 我々は、不具合の潜んでいそうな部分や、検証

で見落とされがちな部分を機械学習で探知できる

ようにし、そこを重点的にシミュレーションで検

証できる人工知能技術を開発した。これを NEC 製

品の光学機器の設計に適用し、実用化した。これ

により、従来は専門家でも発見に 1 週間要してい

た、発生確率が 1 億分の 1 程度の設計不具合を、

1日の計算で発見できるようになった。 

 成果の第 2 は、「論理推論とシミュレーション強

化学習との融合による安全・高効率制御」である。

化学プラント等の巨大システムでの異常に対し

て、効率のよい復旧操作手順を強化学習によって

自動で構築した。手順の根拠を運転員に説明する

ことができる手法であるため、経験の浅い運転員

でも、手順の妥当性の判断が可能となる。ここで

は、10種以上の制御パラメータと制御目標値で構

成される複雑な化学プラントモデルの制御方策を

生成できた。このような多変量かつ非線形なシス

テムの操作手順の自動立案は従来は実質不可能で

あったが、本研究では実在する大型プラント装置

を対象として、強化学習を行い、復旧操作手順を

数日で組み立てることができた。 

 一般に巨大システムの制御は、多数の操作項目

が複雑に絡み合うため機械学習が収束しない。そ

こで本手法では、論理推論人工知能を使い、知識

や制御規則に基づき、正しそうな制御の領域に目

星をつけ、学習すべき範囲を絞り込む。その中か

ら、強化学習が最適解を発見する。 

 

・コネクテッドカーのためのセキュリティリスク

評価法の研究 

 サイバーフィジカルシステムの分野では、機器

が常時ネットワーク接続されることを前提とし

て、機能の拡大や高度化が進められている。自動

車分野では、こうした車両はコネクテッドカーと

呼ばれ、車載システムへの侵入や操作の遠隔乗っ

を起こす欠陥があり、その撲滅が設計現場での大き

な課題であったが、本研究の成果を用いて対処でき

るようになった。このように実製品の設計に素早く

成果を適用できたのは、連携研究室という特質を生

かし、産総研・NEC・大学の研究者が一か所につど

って理論研究から開発までを一体で進めてきたゆ

えである。 

 熟練者と同等、あるいはそれ以上に、巧妙な設計

や制御が人工知能によってなされるようになり、産

業製品の性能、生産効率、そして安全性が向上する。

従来の人工知能応用は情報的分野に限られがちだ

ったが、本研究は実世界の多様な産業課題に広く適

用できるインパクトを持つ。 

 日本の産業現場では熟練者の不足が深刻化して

いる。本技術は、熟練者の知識を人工知能に取り入

れ、それをさらにシミュレーションでの検討を加え

改良するゆえ、日本の各社の現場に今いる熟練者の

技術を伝承する手段となる。 

 平成 30年度は、人工知能のトップ国際会議 IJCAI

（採択率 25 %）、ICML（採択率 25 %）等において論

文が採録され、発表を行った。NECよりプレスリリ

ースが 2件なされた。この他招待講演 6件、報道記

事 3件がある。 

 

・コネクテッドカーのためのセキュリティリスク

評価法の研究 

  製品開発初期からセキュリティに関するリスク

アセスメントを組み込むことで、セキュリティ品質

を維持しつつ、製品開発を効率良く進めることが出

来る。 

 セキュリティ設計の手順が製品開発に組み込ま

れることにより、製品開発におけるセキュリティ意

識が向上し、セキュリティ技術が現場に定着する。

このことにより、橋渡し先である住友電工における

高セキュリティ製品の製造開発、ならびに事業の信

頼度向上が期待できる。住友電工は、5兆円を超え

る自動車部品としてのワイヤーハーネスの世界市

場で約 3割のシェアを獲得しており、本領域での研

究開発成果が当該製品に展開された場合には、国内

で年間生産される自動車の約 300 万台のセキュリ

ティ向上に寄与すると見込まれる。 
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取りといったサイバー攻撃への懸念が増大してい

る。こうした状況のもと、産総研は関西センター

を中心とした地域イノベーションの一環として、

住友電工株式会社と住友電工‐産総研 サイバー

セキュリティ連携研究室を設立し（平成 28年度）、

サイバーフィジカルセキュリティに関する研究開

発を続けてきた。システムのセキュリティを保つ

有効な手段の一つとして、起こりうるセキュリテ

ィの脅威を開発初期の段階から網羅して、危険度

を識別した上で適切な対策を取ることが挙げられ

る。そのためのセキュリティ評価分析手法やガイ

ドラインが提案されているが、抽象的な記述にと

どまっているのが現状である。これらの手法を、

分野に応じて効果的に具体化し適用する取り組み

が求められている。 

  公益社団法人自動車技術会が発行した自動車の

情報セキュリティ分析のためのガイドライン文書

JASO TP15002をもとに、開発現場で適用可能な具

体的な分析手順を定義した。そして、橋渡し先で

ある住友電工が開発・提供しているセントラル・

ゲートウェイ製品（車載ネットワーク間の通信を

仲立ちする中核的な機器）や、将来に向け検討中

のコネクテッドカーのアーキテクチャーを対象に

分析を行い、起こりうるサイバー攻撃のシナリオ

とその深刻度を明らかにした。ガイドラインの具

体化においては、セキュリティの脅威を簡潔に記

述し、かつその深刻度を機械的に分析できるよう

にすることで、従来手法と比べて、分析の網羅性

を維持しつつ、作業にかかる人的なコストを抑制

することができた。具体的には、従来手法では 5W

（Where, When, Who, Why, What）の 5因子で脅威

を記述していたところを、Where（攻撃の入り口）、

Asset（保護資産）、At（保護資産の場所）の 3 因

子で記述すれば十分であることが明らかになっ

た。 

  以上に関して、平成 29 年度に査読付き国際会

議で発表し、平成 30年度には他手法との定量的な

比較を行った結果を査読付き国際会議で発表し

た。また、これらの研究成果を総合的に整理した

内容を、国際ジャーナル論文として平成 30年度に

出版している。このほか、住友電工の発行する技

報や国内会議で、上記の結果や進捗の一部を発表

・次世代物流ソリューション事業を支える先進的

技術体系の研究開発 

 物流現場における作業車両・機器の自律作業を可

能とする知能化・自動化の研究を進め、ビジュアル

SLAMおよび高精度 ARマーカの技術移転を進め、実

用化を目指している。 

 また、株式会社豊田自動織機の現場データを対象

とした様々なデータを活用し、産総研の高度な人工

知能、データ解析手法などを適用することで、現場

のデータ解析を進めるとともに、高度なシステムイ

ンテグレーションの技術開発を加速できる研究開

発体制を構築することができた。 

 技術移転した成果を豊田自動織機が保有する機

器に搭載し、実際のユーザ環境でテストをすること

で、いち早く世の中のニーズに答えるとともに、現

場の課題を研究にフィードバックする。 

 今後の研究開発で、将来の大きな社会問題である

少子高齢化に伴う労働力人口の減少（令和 2 年

7,405万人、令和 22年 5,978万人（国立社会保障・

人口問題研究所日本の将来推計人口（平成 29 年推

計）））、e-コマース（電子商取引）の拡大による多

頻度・小口配送、効率・迅速性への対応など、物流

を取り巻く環境や改善ニーズへの解を提供できる

と期待される。 

 高精度 AR マーカによるパレットの位置姿勢の高

精度検出、およびビジュアル SLAM 技術によるキー

カート（トヨタ L&Fの積載・潜込みけん引用無人搬

送機）の自動制御について既に実際に技術移転を行

っている。物流に関わる国内開催展示会では最大規

模の国際物流総合展 2018 での展示、豊田自動織機

技報（No.69）の国際物流展 2018特集の中での発表

等を通じて企業・一般への PR を実施し、その活動

を広めた。 

 

・高齢者の機能と活動を向上させるロボット技術

の開発 

 ロボット介護機器開発ガイドブック、ロボット介

護機器開発のための安全ハンドブック、ロボット介

護機器実証試験ガイドライン、倫理申請ガイドライ

ン、ロボット介護機器開発導入指針などの文書に、

ロボット介護機器の安全設計・試験法、被介護者や

介護者の生活機能の目標を含めた設計方法などを
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している（計 6回）。 

 コネクテッドカーの開発においては、設計段階

からセキュリティの分析・検討を行うことが重要

と考えられている。しかし、現状ではプロジェク

トでの実施結果や手法などが公開されているもの

の、広く一般に用いることができる手法は確立し

ていない。  

  現在、提案されている分析・検討手法としては、

EUの Framework Programme（FP） 7の中で、平成

20 年から平成 23 年の間に実施された E-safety 

vehicle intrusion protected applications 

（EVITA）プロジェクトのアタックツリー分析や、

米国カーネギーメロン大学が平成 13 年に発表し

発展させてきた情報システムのリスク分析手法

OCTAVE Allegroなどがある。これらの手法は米国

自動車技術会により作成された自動車のサイバー

セキュリティに関するガイドブック SAE J3061で

分析・設計の代表的な手法としてあげられている。 

  EVITAプロジェクトでは、コネクテッドカーのセ

キュリティの検討に関する分析手法・設計手法が

論じられている。本領域の手法と同じような観点

からリスク評価を行っているが、リスク評価の基

準や指針は明確にされておらず、その品質は評価

者に大きく依存する。また、脅威に対する対抗策

の導出方法は規定されておらず、本領域の手法よ

りも狭い範囲しかカバーしない。本領域の手法で

は、リスク評価の基準を明確化しており、属人性

を排した機械的な分析も可能にするという点で優

位性を持つ。 

  一方、OCTAVE Allegroでは、情報資産に対する

脅威（攻撃）を導出し、そのリスク評価と対抗策の

検討までを行う。しかしながら、OCTAVE Allegro

は一般的な情報セキュリティの分析・設計を目的

としているため、「走る」、「止まる」といった自動

車の機能などについては考慮されていない。また、

導出された脅威（攻撃）を詳細化するのではなく、

シナリオとして拡張しリスクを評価するため、脅

威の根本原因を分析する目的には適していない。

分析・設計の実施については、チームによるブレ

インストーミングを重要としており、その網羅性

については求められていない。本領域の手法は、

コネクテッドカーに特化しつつ、分析の網羅性を

体系的にまとめ、平成 30 年 9 月から無償公開して

いる。安全基準、効果性能基準については、国際標

準化に向けた案を ISO/TC 173に提案した。成果と

なるロボット介護機器としては、18 機種が製品化

されて上市された。 

 ロボット介護機器重点 5分野について、安全基準

や効果評価基準が明確になり、文書として利用可能

となったことから製品開発プロセスの効率化が進

み、すでに上市された 18 機種に加えて、新製品の

市場投入が期待される。また、これらの新しい介護

機器を利用することにより高齢者の自立支援、介護

者の負担軽減が可能となる。 

 平成 30年度のロボット介護機器の市場規模は 19

億円あまりと推計されており、令和 2 年度には 33

億円規模になると予測されている。経済産業省が策

定したロボット新戦略（平成 27 年発表）では、被

介護者がロボットを利用した介護をして欲しいと

思う割合、介護者がロボットを利用して介護をした

いと思う割合を、いずれも 80 %とすることを目標

としており、これが実現されればロボットを利用し

た介護が広く普及することが期待される。 

 上市されたロボット介護機器の累計販売額は 50

〜100億円規模を達成した。公開したロボット介護

機器開発ガイドライン等の成果文書は、300以上の

機関がダウンロードしている。文書公開の際にはプ

レスリリースを出し、日刊工業新聞、中部経済新聞

等で報道された。プロジェクトの成果は Foreign 

Press Center で外国プレス向けに―発表を行い、

Guardian 等の海外紙で報道され、チリで開催され

た南米最大の科学技術会議にも招待された。 

 

・深層学習を用いた胸部 X線画像異常検知 

 放射線科医および従来型の胸部 X 線 CAD の両方

が不得意とする領域（心臓や肝臓に重なる肺野）に

対する異常検知の可能性を示す、領域抽出結果を確

認した。即ち、正常症例に対する領域抽出結果と、

異常症例に対する領域抽出結果との間に目視によ

り違いが確認できた。これにより、従来型の胸部 X

線 CADに対する完全な置換が期待できる。また、健

康診断や医療機関での胸部 X 線画像検査における

異常検知性能を向上させ、例えば、肺癌の見逃し率

の低下を防止することが可能になる。 
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検証しており、より質の高い分析結果が得られる

という点で優れている。 

  本連携研究室の活動が住友電工から評価され、

当初予定より設置期間が延長される予定である。

論文等の発表としては、IF付き国際論文誌 1報（平

成 30年度）、査読付き国際会議 2報（平成 29年度

1 件、平成 30 年度 1 件）、技報や国内ワークショ

ップなど査読なしの発表 6件がある。 

  

・次世代物流ソリューション事業を支える先進的

技術体系の研究開発 

 近年、少子高齢化に伴う労働力人口の減少、e-

コマース（電子商取引）の拡大による多頻度・小口

配送、効率・迅速性への対応など、物流を取り巻く

環境や改善ニーズは急激に変化している。特に、

IoT や人工知能などの技術の発展･普及により知

能化・自動化された機器による省人化や、多量デ

ータを高度に活用した効率的で効果的なオペレー

ションの実現など、新たなソリューションによっ

て、物流コスト低減等、ユーザ企業の幅広い改善

ニーズに応えることが求められている。 

 そのような中、産業車両・総合物流システムの

トップメーカーである豊田自動織機と、ロボット

技術や情報技術を長く培ってきた産総研が連携

し、豊田自動織機-産総研 アドバンスト・ロジス

ティクス連携研究室を平成 28 年 10 月に設立し、

豊田自動織機の保有する高品質・高性能で環境に

やさしい多様な製品の開発力、IoT 技術や多くの

ユーザ企業への導入実績に基づく豊富なデータや

ノウハウに、産総研の高度なロボット技術、人工

知能、データ・アナリティクスなどを適用するこ

とで、車両・機器の自律作業を可能とする知能化・

自動化や高度なシステムインテグレーションの技

術開発を加速し、先進的なロジスティクス・ソリ

ューションの早期実現につなげ、物流現場の課題

解決（現場に要求される高精度化、低価格化、省力

化、最適化等）を目指してきた。 

 平成 30年度は、フォークリフトの自動運転にお

いて重要な、カメラ映像を使い自己位置推定と環

境地図作成を同時に行うビジュアル SLAM 技術

（ SLAM : Simultaneous Localization and 

Mapping）、搬送荷物を搭載している台であるパレ

 平成 30 年 11 月に、平成 29 年度に実施した成果

を、RSNA2018（放射線画像診断に関する世界最大の

国際会議）で発表した。なお、平成 30 年度の成果

に関しては未公表の内容である。 

 ※RSNA: The Radiological Society of North 

America（北米放射線学会）。 

 

 以上の実績・成果のうち、第４期中長期計画・年

度計画を上回って達成された内容は以下の通りで

ある。「大規模 AIクラウド計算システム「ABCI」の

構築と運用」は、人工知能処理向け大規模・省電力

クラウド基盤として目標である評価・検証を行った

だけでなく、国際的なベンチマークで世界記録を達

成するとともに、省電力計算インフラとしても世界

上位に入るなど、目標を大きく上回る成果を挙げ

た。「人工知能とシミュレーションとの融合」、「深

層学習を用いた胸部 X 線画像異常検知」、は、企業

との連携研究組織の立ち上げを通じ学術的にも高

く評価される成果を得ただけでなく、プラント制御

や設計、医用画像診断など、計画で想定された衛星

や物体画像解析の分野を超える応用を実現した。

「健康起因交通事故撲滅に向けたドライバーの体

調急変検出技術の開発」では、疾患のデータベース

化、ASVへの採用という目標達成の他、これを上回

る成果として知財化も行われた。コネクテッドカー

のためのセキュリティリスク評価法の研究」、「次世

代物流ソリューション事業を支える先進的技術体

系の研究開発」でも、それぞれ 5兆円規模の市場に

おいてトップシェアを持つ企業と、通常の共同研究

を超える相乗効果を得るために一体型連携研究組

織で研究を実施した。その成果として、それぞれ車

載ネットワークのセキュリティ実現とフォークリ

フトの自動化による物流効率化という目的に関し

て目標を超える成果に貢献した。「高齢者の機能と

活動を向上させるロボット技術の開発」において

は、ロボット介護機器開発ガイドラインの作成とい

う目標を達成したうえ、さらにそれを上回る成果と

して、これを公開し 300以上の介護関連機関がダウ

ンロードするという成果を得ている。このように、

多くの研究開発成果を得られたのは、連携研究の

質・量の向上によるところが大きい。 
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ットの位置と姿勢を高精度に計測できる高精度 AR

マーカ技術（AR : Augmented Reality）を豊田自

動織機へ技術移転し、国際物流総合展 2018にて、

トヨタ L&F（豊田自動織機の国内物流ブランド）ブ

ースで発表した。ビジュアル SLAM技術では、周囲

環境変化に対して頑健性を向上させるアルゴリズ

ムを開発するとともに、フォークリフトの自動運

転を行うために必要な自己位置推定精度 100 mm以

内を実現した。市場規模 5 兆円のフォークリフト

の世界トップシェアを持つ豊田自動織機の製品へ

の当技術の展開により、大きな波及効果が期待で

きる。また物流現場を想定した高精度 ARマーカの

位置精度評価手法およびそのための測定手法を構

築した。 

  レーザによる測位でなくカメラの映像を用い

るビジュアル SLAM技術では、他機関においてもス

テレオカメラなど複数のカメラを用いて自己位置

推定する技術が提案されているが、カメラ 1 台の

みを用いた自己位置推定で、複数カメラを用いた

場合と同様の精度達成に成功しているのは我々だ

けである。この技術を用いることで物流倉庫にお

ける移動機器への自動制御導入コストを低減でき

る。 

 

・高齢者の機能と活動を向上させるロボット技術

の開発 

 全国における要介護（要支援）認定者数は、平成

30年 5月末現在で 646万人に達するなど増加の一

途をたどり、令和 7年には介護人材が 37.7万人不

足すると推計されている。また、平成 29年度の介

護保険給付費の総額は 9 兆 4,328 億円（厚生労働

省介護保険事業報告）で、平成 28年度の医療費約

41 兆円（厚生労働省 概算医療費の年度集計）の

1/4程度の規模に膨らんできている。この課題の解

決の一助とするため、高齢者の自立を支援し、介

護者の負担を軽減するロボット介護機器の開発を

平成 25年から進めている。ロボットを活用した健

康寿命の維持や医療・介護費の低減は、Society5.0

の中心課題の一つである。本事業では、ロボット

介護機器の設計の支援、安全基準の策定、効果評

価基準の策定を行い、これらを文書でまとめ、併

せて開発支援ツールの開発を行い、民間企業によ

 以上のように目標を上回る多数の研究開発成果

が得られたこと、極めて高い目標を設定していた民

間資金獲得額が目標比 117%に達しているなど評価

指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特に

顕著な成果が得られたと考え、評定を Sとする。 

 なお、評価委員からは冠研究室から成果が出てき

ていることを評価するコメントがあったほか、「問

題の解決をきっちり実施している。プロジェクトに

よって、研究の位置付け（先進的な研究あるいは研

究成果の適応など）が多様であり、それぞれが進捗

している」という出口を見据えたプロジェクト設定

を評価するコメントを頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し」研究後期課題では、企業との共同研究

や連携研究室・ラボ、コンソーシアムを通じて、実

問題を解決可能な形で人工知能、サイバーフィジカ

ルセキュリティ、ロボットの各技術のパッケージ化

が進んでいるが、大規模な製品への展開に向けては

引き続き緊密な連携による産業・社会への展開が必

要である。連携研究究室・ラボで取り組んでいる研

究課題については、研究という産総研の強みと、産

業応用の実現力という企業の強みとが融合できる

利点を生かし、スピード感を持って、より大規模・

複雑な課題への成果の適用や、企業が抱える他の課

題への横展開を通じて製品やサービスとしての実

用化に取り組む。AI クラウド計算システムやロボ

ット介護機器の評価技術については、産総研が公的

研究機関として、人工知能やロボット技術の社会へ

の一層の浸透に貢献できるようにその成果を活用

し、この役割を果たすプラットフォームとして持続

的に機能する枠組みとしてのエコシステムを確立

する。 
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る安全で有用なロボット介護機器の開発を支援す

ることを目的とした。 

 平成 29 年度までにロボット介護機器の開発の

ための V 字モデルを開発した。従来の V 字モデル

は機械の設計のみに着目したモデルであったが、

これに利用する人間の課題、目標等を規定するレ

イヤーを追加したのが特徴である。効果性能基準、

安全基準、安全試験方法に加えて、International 

Classification of Functioning, Disability and 

Health（ICF, WHO 2001年）に基づく開発コンセプ

トを整理するシート、力学モデルに基づく設計支

援ツール、簡易動作計測・評価システム、高齢者動

作模擬装置、効果評価 IoT システム等の設計支援

ツールを開発した。さらに、平成 30年度から開始

した新重点分野について、効果評価シート、霧雨

や水蒸気等のあるミスト空間での物体検知試験

法、接触面圧分布試験手法、コミュニケーション

ロボット評価モデルの開発を行った。 

 生活支援ロボットの国際安全規格 ISO 13482は

平成 26年に発行されているが、ロボット介護機器

の安全基準は検討されていなかった。この課題に

対して、「ロボット介護機器開発のための安全ハン

ドブック」として、世界で初めて参照すべき関連

規格、ロボット介護機器の安全基準、リスクアセ

スメントの方法等をロボット介護機器の分野ごと

にまとめた。さらに、ロボット介護機器の効果評

価基準は存在しなかったのに対して、有用性を評

価するための基準と評価ツールの開発を行った。 

 

・深層学習を用いた胸部 X線画像異常検知 

 近年、医用画像を解析処理することで異常検出

や所見疾患推定を行う装置／ソフトウェアが開発

されている。それらを用いる診断はコンピュータ

支援診断（Computer-Aided Diagnosis: CAD）と呼

ばれ、医師の読影精度向上および負担軽減が期待

されている。医用画像の中でも胸部 X 線画像は豊

富な情報を含み、その撮影装置は安価で普及率も

高いため、胸部 X 線撮影は胸部疾患診断の第一選

択方法になっている。 

 胸部 X 線画像の CAD 技術としては、事前に機械

学習した病変を検出するものが多く提案されてい

る。しかしながら、胸部 X 線画像では奥行き方向
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に複数の解剖学的構造物が重なって描写され、さ

らに病変がそれらの解剖学的構造物と重なった場

合は病変検出が困難になる。このような場合に、

解剖学的構造の正常状態を基に、疾患による解剖

学的構造の変化を検出することで異常検知を行う

胸部 X線画像 CADシステムが必要となる。 

 平成 29 年 2 月に設立されたパナソニック-産総

研 先進型 AI 連携研究ラボでは、深層学習を用い

た胸部 X 線画像異常検知に取り組んでいる。平成

29年度には、局所的な解剖学的構造の正常状態を

モデル化し、疾患による解剖学的構造の変化を検

出することで異常検知を行う、胸部 X 線画像 CAD

を提案した。さらに、その構成要素である、胸部 X

線画像からの解剖学的構造の領域抽出技術を、領

域抽出用の深層ニューラルネットワークの１つで

ある U-Net を用いて実装し、5 個の選定部位に関

して評価した。学習性能評価には、正常胸部 X 線

画像 697 症例を用いた。訓練用として 697 症例の

うちの 9割（627 症例）を無作為に選定して用い、

評価用として残りの 70症例を用いた。評価データ

に対する領域抽出精度として、抽出された領域の

類似度を評価する Dice 係数（[0, 1] の値を取

り、1が最良）を算出したところ、対象とする解剖

学的構造の選定部位のうち、小面積の骨部分に対

して Dice係数 0.91、線部分構造に対して Dice係

数 0.71～0.81と面構造・線構造共に高い領域抽出

精度を確認し、目視での抽出領域結果もほぼ正し

く領域抽出できていたことを確認した。 

 平成 30年度には、領域抽出対象の解剖学的構造

を 4 個増やし、計 9 個とした。領域抽出した解剖

学的構造の位置や大きさを基準に判定を行う異常

検知アルゴリズムを開発し、異常症例数十症例に

対して性能を確認した。本性能に関しては、未発

表である。 

 

[本項目の各種指標の達成状況] 

 民間資金獲得額は以下の通り。括弧内は各年度

の目標値である。 

  平成 27年度：  5.7億円（7.3億円） 

  平成 28年度： 13.4億円（9.7億円） 

  平成 29年度： 16.6億円（12.1億円） 

  平成 30年度： 16.9億円（14.5億円） 
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 民間資金獲得額の内、技術コンサルティング収

入は以下の通り。各年度の目標値は定めていない。 

  平成 27年度： 2,935万円  

  平成 28年度： 5,451万円 

  平成 29年度： 7,426万円 

  平成 30年度： 9,328万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

けて、イノベーションコー

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 民間企業からの技術的内容についての照会に対

して、「研究開発の実施による対応のみならず、産

総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言

に適切な対価を得つつ積極的に推進する」という

方針に基づき、技術相談ならびに技術コンサルテ

ィングを実施している。 

 

技術コンサルティング収入は以下の通り。 

  平成 27年度： 2,935万円  

  平成 28年度： 5,451万円 

  平成 29年度： 7,426万円 

  平成 30年度： 9,328万円 

 

 上述のように、民間からの期待度の高まりに伴

い、技術コンサルティング収入は年々増加してお

り、民間からの資金獲得額にも貢献している。平

成 30年度は、技術相談 353件と技術コンサルティ

ング 50件を実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 産総研の知的財産（含むソフトウェア）を

ライセンスした企業等に技術コンサルティングを

実施することにより、より円滑に技術移転が促進さ

れた。また、企業の立場に立ってニーズを深掘りし、

企業にとって適切な提案をする技術コンサルティ

ングを、研究戦略部が中心となって実施し、企業の

未来価値を共創することにつなげている。 

 以上のように，コンサルティングに関しては、技

術ポテンシャルの顕著な活用が行われたと考えら

れる。実際、平成 27 年度比で 318%、平成 29 年度

比 126%の実績を残しているほか、令和元年度もさ

らなる増加を見込んでおり、特に顕著な成果を上げ

ていると考えられるため、評定を Sとする。なお、

評価委員からは民間資金獲得の困難さに対する実

績を評価するコメントを複数頂いた。  

 

＜課題と対応＞ 

 技術的ポテンシャルを活かした指導助言等を求

める技術コンサルティングの希望は多いものの、そ

れを実施するリソースは十分ではなく、これに時間

をかけることにより現場の研究に費やす時間が減

少することが課題である。対応策としては引き続

き、このような技術コンサルティングを 1）共同研

究を立案するために実施するもの、2）産総研の技

術移転に伴うもの、の 2 類型のみ研究者に実施さ

せ、単なる技術的ポテンシャルを活かした指導助言

に留まるものについては、研究ユニット幹部、連携

主幹、イノベーションコーディネータに限定し実施

させることを徹底していく。 
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から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

(1) 共創コンサルティング手法による企業の潜在

的ニーズの発掘 

 顕在化した民間ニーズと保有技術シーズのマッ

チングを単に行うのではなく、研究戦略部の体制

を強化し、企業・事業・ビジネスモデルの拡充（イ

ノベーション・事業の進化）を支える技術基盤に

ついての、最適組成・編成・導入方法についての体

系的な企画・プランおよびその導入支援サービス

を提供している。 

 

(2) 産学連携体制の強化 

 情報・人間工学領域の連携人材を強化するため

に、領域内に企業経営の経験のある領域長補佐 1

名を配置し、研究戦略部に所属するイノベーショ

ンコーディネータ（IC）3名（内 1名は民間企業経

験者）、連携主幹 8名（内 1名 50%兼務）の企業連

携活動を指導することにより、マーケティング力

の強化を行っている。企業別のチーム制をとると

ともに、大型案件等に対してはスペシャルチーム

によって連携活動に取り組んでいる。常時 150 件

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： マーケティング力の強化により、企業価値

の向上につながる共同研究の設定が可能となり、技

術により未来の価値を創造する意欲ある顧客企業

を発掘することができた。平成 28 年度には、4 つ

の連携研究室・ラボ（NEC、住友電工、豊田自動織

機、パナソニック）および 1つのコンソーシアム型

共同研究を立ち上げた。民間からの資金獲得額も平

成 28年度以降は目標を大幅に上回っている。 

 以上のような、顧客発掘手法の導入や共同研究の

立ち上げ、民間資金の獲得といった成果は産学連携

体制の強化やアウトリーチ活動によるものであり、

これらの取り組みが顕著な成果として結実したも

のであると考えられるため評定を Aとする。  

 

＜課題と対応＞ 

 情報・人間工学領域では、単なる産総研技術の売

り込みからマーケティングへと舵を取っており、

徐々にこのような考え方が所内に浸透しつつある
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を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

以上の連携相談に対応しつつ、平成 30 年度は 12

月末までに企業共同研究 158件を成立させた。 

 

(3) 研究成果のアウトリーチ活動 

 研究成果のアウトリーチ活動として、展示会へ

の出展、領域シンポジウムの開催、コンソーシア

ムの設置・運営、プレス発表を積極的に実施した

ほか、メールマガジンの発行を行った。展示会と

しては、産総研主催のテクノブリッジ inつくばや

地域でのテクノブリッジの他、CEATEC JAPAN（千

葉、平成 30年 10月 16日〜19日）、 World Robot 

Summit（東京、平成 30年 10月 17日〜21 日）等、

領域と関連が深い展示会に出展し、人工知能や

ABCI、ロボット技術のデモや発表を行った。また、

「人間情報研究部門 シンポジウム（主催：情報・

人間工学領域 人間情報研究部門、場所：千葉県柏

市、平成 30年 10月 1 日」」、「ニューロリハビリテ

ーション・シンポジウム 2018」（主催：情報・人間

工学領域、場所：東京都港区、平成 30年 11月 17

日）、「産総研 人工知能研究センター 国際シンポ

ジウム」（主催：情報・人間工学領域 人工知能研究

センター、場所：東京都千代田区、平成 31年 2月

21日）、「PRISMシンポジウム 2019（主催：情報・

人間工学領域 人工知能研究センター、場所：東京

都江東区、平成 31 年 3 月 4 日」」等のシンポジウ

ムを開催した。いずれも多くの企業関係者、学術

関係者に対して最先端の研究成果を発信し、産総

研のプレゼンスを強化した。 

 

が、今後より考え方を徹底していくことが他領域を

巻き込んだ民間との連携を模索する上での課題の

1つであった。このため、イノベーション推進本部

と連携し、平成 30年 11月に実施した第 2回拡大技

術マーケティング会議にて産総研内に当領域の活

動を周知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別
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ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ
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の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル
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ダに対応でき

る経験や、人的

ネットワーク

などを有する

ことが求めら

れることから、

内部人材の育

成に加え、外部

人材を積極的

に登用して、そ

の専門性に適

した人材の強

化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」の整備を、平

成 30 年度も積極的に進め

る。 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 大学との連携により産総研内の研究ポテンシャ

ルの充実に努め、その結果として未来における産

業界への技術提供に繋げることが重要であると考

えている。そのため、多数の大学や、国内外の研究

機関と、幅広い研究テーマにおいて、連携協定、共

同研究を締結した。また、平成 27年度から始まっ

たクロスアポイントメント制度を積極的に活用

し、平成 30年度は大学より特定フェロー9名（平

成 29 年度から 3 名増）、企業から特定集中研究専

門員 46 名（平成 29 年度から 14 名増）、招聘研究

員 29 名（平成 29 年度から 8 名増）その他多数の

協力研究員や客員研究員のほか、連携している大

学の学生をリサーチアシスタント（RA）として受

け入れ、研究の推進、研究人材の育成や論文発表

の増加を実現することができた。連携に関して特

筆すべき成果を以下に挙げる。 

 

（1）大学等との連携の実績 

  東京工業大学（東工大）と連携・協力に関する協

定書に基づき平成 29年 2月に設置した、実社会ビ

ッグデータ活用イノベーションラボラトリ（RWBC-

OIL）では、産総研の強みであるビッグデータ活用、

ソフトウェア開発技術と東工大の強みであるハー

ドウェア開発技術とを融合し、新しい計算機プラ

ットフォームの提供やビッグデータを活用した価

値創造を行った。平成 29 年度に、産総研 AAIC が

省エネ性能スパコンランキングで世界 3 位を獲得

したのに続き、平成 30 年度には、産総研 ABCI が

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 大学や理研、NICTとの連携により、特に人

工知能分野においては国内の研究人材や設備など

のリソースを結集し、より効果的な研究を行う体制

が整った。今後、更に技術開発と展開が進むことが

期待できる。また、海外連携も、海外で進んでいる

研究テーマを国内の強みと組み合わせることを容

易にした。組み合わせた技術を、国内企業との共同

研究やコンサルティング等を通じて、さらに展開す

ることで、人工知能技術の社会普及と産業競争力の

強化を加速することができる。 

 以上のような、国内外の大学・研究機関との幅広

い連携が行われたことは評価に値すると考えられ

る。特に東工大 OIL でスーパコンピュータ ABCI を

立ち上げたことは特質すべき成果であると考えら

れるため評定を Aとした。提携先はいずれも国際的

な認知が高い機関であり、今後のさらなるネットワ

ークの広がりも期待できる。 

＜課題と対応＞ 

 クロスアポイントメント制度の適用例が増加し

たため、運用面、特に知的財産管理についての課題

が生じる可能性がある。雇用元の組織との調整が個

別に発生しているため、調整の負荷を削減しつつ、

適切な管理をするための枠組み作りを関係部署と

進めた。人工知能技術の社会普及と産業競争力の強

化を加速することが課題であり、そのために、人工

知能研究を中心として、生産性、健康、医療、介護、
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研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

 世界のスパコン性能ランキング Top500 List で 7

位、国内 1 位、省エネ性能ランキング Green500 

Listで 4位、共役勾配法による処理性能ランキン

グ HPCG Performance Listで 5位を獲得した。ま

た、宇宙航空研究開発機構（JAXA）保有の衛星観測

データ、情報通信研究機構（NICT）保有の航空機搭

載合成開口レーダー（SAR）データを ABCI に集積

し、人工知能研究および実応用に活用するための

取り組みを平成 30年 12月に開始した。ABCIへの

データ集積、ABCIの地域活用を図るため、学術情

報ネットワーク（SINET5）を運用する国立情報学

研究所（NII）と連携協定を平成 31 年 1 月に締結

した。 

 その他、茨城県立医療大学との連携協定を平成

29 年 12 月に締結し、ニューロリハビリテーショ

ンの共同研究を開始するなど、他の研究機関とも

連携が進んでいる。 

 

（2） 国際連携の実績 

  複数の国際的な研究機関との連携を、特に人工

知能分野において大きく推し進めた。まず、平成

29年 3月にドイツ人工知能研究センター（DFKI）

と研究協力覚書（MOU）を締結し、人工知能研究に

関する広域な分野において長期にわたるパートナ

ーシップを確立した。調印式には駐日ドイツ連邦

共和国大使館大使、経済産業省 産業技術環境局局

長も臨席し、産総研と DFKIとの国際連携を両国関

係者に示した。また平成 29年 9月にシンガポール

科学技術研究局、また英国マンチェスター大学、

平成 30年 1月に米国カリフォルニア大学サンディ

エゴ校と連携協定をそれぞれ結んだ。マンチェス

ター大学とは、延べ 4 名の卓越した研究者を特別

卓越研究員として招聘して、人工知能の応用研究

を推進するとともに、2 回の合同ワークショップ

（「産総研・マンチェスター大学 合同ワークショ

ップ」、主催：人工知能研究センター、場所：東京

都江東区、平成 29年 11月 28日、12月 15日、定

員各 150名）を開催した。平成 30年 5月には英国

リーズ大学と、同 6 月には仏モンペリエ大学と、

10月にはインド工科大学ハイデラバード校（IITH）

と Memorandum of Understandings （MOU）を、同

11 月にはタイのタマサート大学と意向表明書

モビリティなど他の研究分野との連携を前提とし

た研究テーマを設定し、他の大学・研究機関との協

業をさらに推進していく。 
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ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

（Letter of Interest, LOI）を、同 12月にはイ

スラエル工科大学と LOI を締結し，人工知能分野

のみならず、ロボット工学、データサイエンス、ヒ

ューマン・マシン・インタフェース分野等、領域の

多様な分野において、欧州ならびにアジア諸国と

の協力関係の構築を急速に拡大させている。 

 

（3） 人工知能研究を中心となって推進する三省

（経済産業省、文部科学省、総務省）連携の実績 

  理化学研究所（理研）と産総研は平成 27年度に

締結した連携協定に基づき、2050年の社会課題解

決を目指した共同研究（チャレンジ研究）を進め

ており、平成 30年 1月に合同シンポジウムを開催

した。また、産総研、日本電気株式会社（NEC）、理

研の 3 者間で「人工知能研究連携に関する覚書」

を締結し、NEC-産総研人工知能連携研究室を核に

理研、産総研の間での共同研究を開始した。また、

情報通信研究機構（NICT）とは情報通信分野にお

ける連携・協力の推進に関する協定を締結し、機

械翻訳に関する共同研究を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓マーケティング

機能の体制強化の

ための内部人材育

成、外部人材登用

を柔軟に行った

か。 

✓女性のロールモ

 産総研イノベーションスクール及び RA 制度の

活用による人材育成については、制度促進のため、

また受入ユニットの予算的負担を減らすべく、RA

の雇用費を領域側で負担し、研究現場の研究費の

状況に依存しないように努めた。この結果、産総

研イノベーションスクール及びリサーチアシスタ

ント制度に採用された人数は順調に増加している

（括弧内は各年度の目標値）。 

  平成 27年度：  32名（30名） 

  平成 28年度：  46名（32名） 

  平成 29年度：  82名（50名） 

  平成 30年度： 131名（70名） 

 

 平成 30 年度の受け入れ人数は平成 27 年度の約

4倍に増加していることがわかる。 

採用及び処遇等に関わる人事制度の整備状況につ

いては、冠ラボ等大型共同研究、NEDOプロジェク

ト等で、新たな人材を積極的に確保するため、総

務本部（人事部）と連携し、プロジェクト型任期付

研究員を通年公募とすることで、優秀な人材を採

用する機会を年 2 回から月 1 回に増加させた。さ

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： イノベーションスクールなどの取り組み

は、日本の若手研究者の育成に有効に作用してい

る。また、女性研究者のロールモデルとなりうる人

材の登用と情報発信の取り組みは、日本の研究現場

のダイバーシティの更なる向上に繋がることが期

待される。 

 昨今、人材確保の難しさは高まっているが、柔軟

な人事制度の運用により、着実に人材の獲得に成功

していることは今後の研究活動にとって重要であ

る。人材育成数においては目標比 183%と特に顕著

な成果を収めたため評定を Sとした。評価委員から

は民間との人材獲得競争の激化や民間への人材流

出を懸念するコメントを頂いたが、プロジェクト任

期付き研究員も活用することによる人材確保に努

めており、人材の流動化を進めている。  

 

＜課題と対応＞ 

 当領域では、優秀な若手研究者の確保が引き続き

課題である。この対応策としては、RAやポスドクの
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的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

デル確立と活用を

増大させるための

環境整備・改善に

継続的に取り組ん

だか。  

らに、平成 29年度以降、毎月 1回採用審査会を開

催することで、応募から採用までの期間を最短 4

ヶ月から最短 2 ヶ月に短縮とし、研究人材の確保

を促進した。 

 女性のロールモデル確立と活用を増大させるた

めの環境整備・改善では、研究グループ長として

平成 29 年度に 1 名、平成 30 年度に 2 名の女性を

登用した。優秀な女性人材の発掘のため、そして

その育成へとつなげるために、領域独自の女性研

究者紹介パンフレットを新規に作成して女子大学

院生・ポスドク等に配布した。イノベーション推

進本部 産学官・国際連携推進部 連携企画室と密

に連携し、領域として、お茶の水女子大学との包

括連携協定に伴う見学会や懇談会を企画運営し

た。ダイバーシティ推進室と連携し、女子大学院

生・ポスドクのための産総研所内紹介・在職女性

研究者との懇談会（つくばセンターにて毎年開催、

平成 30 年度の参加者は 46 名）も企画運営した。

これら所内運営への貢献が、逆に女性研究者への

過度な負担とならないよう、調整を行った。 

 これらの活動により、平成 27 年度から平成 29

年度までは平均 2.5 名の採用に留まっていた女性

研究職員の採用数を平成 30年度は 6名に増加させ

ることができた。 

 また男女問わず育休の取得や、育休取得者のパ

ーマネント化審査の時期への配慮など、領域とし

ての支援を行った。 

 

中で、特に高い研究能力を有していると明らかに判

断される者については、研究成果の量に過度にとら

われることなく、パーマネント職員として採用する

など、柔軟性を高めた採用に努めた。海外人材の受

け入れも推進しているが、入所後の業務手続きに関

する課題が存在するため、引き続き改善に向けて関

係部署と調整する。 

 女性研究者の割合、特に女性管理職の割合を更に

増やすことも課題である。これに対しては計画的な

育成および環境整備に引き続き取り組んでいく。 
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化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 
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企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

基づく取り組みを推進す

る。 
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設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

  

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ
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の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

  

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・第 4 期中長期目標期間終了までに民間資金獲得額を 138 億円/年以

上にすることを目指し、平成 30 年度は基準となる第 4 期中長期目標

 民間からの資金獲得額の目標達成に向けては、引き続き、領域内に

企業経営の経験のある領域長補佐 1 名を配置し、研究戦略部に所属

するイノベーションコーディネータ、連携主幹の企業連携活動を指

導することにより、単なるニーズ・シーズマッチングではなく、目線
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（平成 32年 3月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて平成２９年度におい

ては体制の整備や様々な取組

の実施・継続に努め、年度目標

達成率も伸長しているもの

の、目標期間終了時にこれを

確実に実現することが最も重

要。このため評価指標である

「民間資金獲得額」の平成２

９年度目標が未達であった領

域については、現状の体制や

取組の更なる改善点の洗い出

しやこれを踏まえた改善、一

層の取組強化等が必要であ

る。また目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、組織全体として目

標達成に向け継続した努力を

求める。 

 

（情報・人間工学領域に対す

る評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」について引き

続き目標達成できるよう、現

状の体制や取組の更なる改善

点の洗い出しやこれを踏まえ

た改善、一層の取組強化等が

必要。  

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

に定める現行の額（46億円）の 2.6倍である 119.6億円/年を産総研

全体の目標として掲げる。 

・民間資金獲得額の増加とともに大企業との研究契約に偏ることの

ないよう、中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の比率は第

4期中長期目標策定時点の水準（約 1/3）を維持するよう努める。 

・各領域においては、領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究前

期、「橋渡し」研究後期、及びマーケティングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標を表１の通り定める。 

・各領域は一定金額規模以上の「橋渡し」研究を企業と実施した案件

について、その後の事業化の状況（件数等）の把握を行う。 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に関する職員への周知などによって、職員の

理解の促進を図ると共に、民間企業への説明を徹底して、研究現場で

の一層の活用を図る。さらに産総研の総合力を活かした大型連携の構

築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進する。一方、技術コンサルティングの大幅な増

加を踏まえ、顧客満足度のモニタリング調査を実施し、業務品質の向

上を図るとともに、効率的な技術コンサルティング制度の運用のあり

方を検討する。これらの取組みを通じて、年度計画を大幅に上回った

平成 29年度技術コンサルティング収入を上回ることを目標とする。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲得強化

の方針を導入する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、

コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コンサル

ティングなどによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを

担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企

業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設定し、

内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた外部人材

の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり

方を検討する。 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズ

を上げたことにより価値の高い共同研究等の実施につなげ、民間資

金獲得額は平成 30年度の目標値比 117%を達成している。 
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や優秀な研究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を

加速させるための拠点「オープンイノベーションラボラトリ」の整備

を、平成 30年度も積極的に進める。 

 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代の

能力・経験の最大活用が必要。  

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有す

ると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び直ち

にテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年

度実績と同等以上の人数受け入れ・出向を目標とするとともに、本制

度を活用した民間企業への職員出向の実施を目標とする。 

・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行

う。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

 組織内外の若手雇用・育成については、リサーチアシスタントの雇

用にかかる経費を領域が負担することで、リサーチアシスタントの

雇用を奨励した結果、平成 30年度の受け入れ人数は平成 27年度の 4

倍に増加している。 

シニア世代の能力・経験を活用するために、45 歳を目途にキャリア

パスを検討させている。 

 

  
 
  



156 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 材料・化学領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：19.9 

 

9.2 
 

11.6 
 

15.3 
 

18.0 

 予算額（千円） 9,467,367 10,341,829 12,574,114 12,600,925  

論文の合計被引

用数*2、*3 

H30年度 

目標：10,400 

 

10,351 
 

10,767 
 

11,506 
 

12,337 

 決算額（千円） 

（うち人件費） 

9,757,573 

(5,382,818) 
10,965,864 

(6,104,857) 
11,947,167 

(6,302,560) 
11,732,756 

(6,258,894) 
 

論文発表数*2 H30年度 

目標：490 

 

508 
 

497 
 

522 
 

506 

 経常費用（千円） 9,952,790 11,681,912 13,548,969 12,007,085  

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：35 

10 31 39 48 
 経常利益（千円） 592,705 △ 118,530 △ 418,518 △37,142  

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

1 5 14 7 

 行政サービス実施

コスト（千円） 

9,679,312 11,243,622 14,946,936 11,050,181  

知的財産の実施

契約等件数 

H30年度 

目標：230 

 

232 
 

218 
 

220 
 

246 

 従事人員数 747 826 892 892  

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：            予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。    (1) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について：            生じている。 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 材料・化学領域では、材料技術と化学技術の融

合による、部素材のバリューチェーン強化の実現

を念頭に、機能性化学品の付加価値を高めるため

の技術開発、及び新素材を実用化するための技術

開発を通じて、素材産業や化学産業への技術的貢

献を目指す。第 4期における研究開発においては、

最終製品の競争力の源となる革新的部材・素材を

提供することを目指し、材料の研究と化学の研究

との統合によって、グリーンサステイナブルケミ

ストリーの推進及び化学プロセスイノベーション

の推進に取り組む。また、ナノカーボンをはじめ

とするナノ材料の開発とその応用技術、新たなも

のづくり技術を牽引する無機機能材料、及び省エ

ネルギー社会構築に貢献する先進構造材料と部材

を開発する。これら 5 つの研究開発課題を領域に

所属する研究者 415 名(内、常勤研究職員 382 名)

が以下の 5 つの研究部門（Research Institute: 

RI）、4つの研究センター（Research Center: RC）

において実施した。 

 

【 課題項目① 】 グリーンサステイナブルケミス

トリーの推進 

 ・機能化学 RI (部門長：北本大、研究職員数：

51、拠点：中国、つくば) 

 ・触媒化学融合 RC (センター長：佐藤一彦、研

究職員数：48、拠点：つくば) 

【 課題項目② 】 化学プロセスイノベーションの

推進 

 ・化学プロセス RI (部門長：古屋武、研究職員

数：45、拠点：東北、つくば) 

【 課題項目③ 】 ナノカーボンをはじめとする

ナノ材料の開発とその応用技術の開発 

 ・ナノ材料 RI (部門長：佐々木毅、研究職員数：

48、拠点：つくば) 

 ・ナノチューブ実用化 RC (センター長：畠賢治、

研究職員数：23、拠点：つくば) 

 ・機能材料コンピュテーショナルデザイン RC 

(センター長：浅井美博、研究職員数：34、 

拠点：つくば) 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 領域が目指す価値造り、すなわちアウトカムは

「産業革新」、「省エネ」、「環境調和」、「快適」であ

る。領域全体で定めた 5の戦略課題及びそれに含ま

れる 22 のサブテーマがこれら 4 つのアウトカムの

どれを目指すのかを意識したマネジメントを行っ

た。また、各戦略課題の TRL ロードマップによっ

て、技術の橋渡しに向かった時間軸を意識したマネ

ジメントを行った。さらに、領域 WG による研究戦

略の立案、領域内萌芽研究や PJ による研究シーズ

の育成、国家プロジェクトによる企業や大学と連携

した「橋渡し」研究の推進等を領域戦略部が主体と

なって強力に推し進めることで、4つのアウトカム

に向かって、研究開発を着実に進展させた。 

第 4期を通して得られた成果において、もっとも

特筆すべきものとしては民間資金獲得額の増加で

ある。第 4期における民間資金獲得額は、 

平成 27年度：9.2億円 

平成 28年度：11.6億円 

平成 29年度：15.3億円 

平成 30年度：18.0億円 

となり、顕著な増加となった。共同研究による民間

資金獲得額の増加は、材料・化学領域の持つ技術が

企業によって活用されたことを示す。一方、論文の

発表数は、 

平成 27年度：508報 

平成 28年度：497報 

平成 29年度：522報 

平成 30年度：506報 

となった。また、材料・化学領域の研究者が、平成

27年度日本セラミックス協会進歩賞、平成 28年度

日本セラミックス協会および The American 

Ceramic Society よりフェロー表彰、平成 28 年度

Nano tech 大賞、平成 29 年度日本冷凍空調学会学

術賞、平成 29 年度日本塑性加工学会学術賞、平成

30年度ケイ素化学協会奨励賞、平成 30年度高分子

分析討論会審査委員賞を受賞しており、社会的イン

評定  
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 課題項目④ 】 新たなものづくり技術を牽引す

る無機機能材料の開発 

 ・無機機能材料 RI (部門長：松原一郎、研究職

員数：57、拠点：中部、関西)  

 ・磁性粉末冶金 RC (センター長：尾崎公洋、研

究職員数：24、拠点：中部) 

【 課題項目⑤ 】 省エネルギー社会構築に貢献す

る先進構造材料と部材の開発 

・構造材料 RI (部門長：吉澤友一、研究職員数：

52、拠点：中部)  

 

材料・化学領域の上記 9 つの研究部門及び研究セ

ンターはつくばセンター(229 名)、東北センター

(29名)、中部センター(112名)、関西センター(23

名)、中国センター(20名) の５拠点に配置され、

各拠点が連携して研究課題に取り組んでいる。 

材料・化学領域では、第 4 期を通して、大学等の

キャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オ

ープンイノベーションラボラトリ」、通称「OIL（オ

ー・アイ・エル）」の整備を行ってきた。平成 28年

度には産総研・東大 先端オペランド計測技術オ

ープンイノベーションラボラトリ（OPERANDO-OIL）

と、産総研・東北大 数理先端材料モデリングオ

ープンイノベーションラボラトリ（MathAM-OIL）を

設立した。平成 30年度は OILを通じて、優れた研

究開発能力を持った大学院生等をリサーチアシス

タント(RA)として雇用し、優秀な若手人材の確保

と同時に、効率的な「橋渡し」研究人材の育成と拡

充を図った。 

また、材料・化学領域では第 4 期を通して、産総

研内に設置した企業名を冠したラボ、すなわち「連

携研究室/連携研究ラボ」（通称「冠ラボ」）を計 6

件設立した。平成 28 年度には「日本ゼオン-産総

研 カーボンナノチューブ実用化連携研究ラボ」、

「DIC-産総研東北センター化学ものづくり連携研

究室」の 2件を設立し、平成 29年度には「日本特

殊陶業-産総研ヘルスケア・マテリアル連携研究ラ

ボ」、「日本ゼオン・サンアロー・産総研 CNT 複合

材料研究拠点」、「矢崎総業-産総研 次世代つなぐ

技術 連携研究ラボ」の 3件を設立した。また平成

30年度は「UACJ-産総研アルミニウム先端技術連携

研究ラボ」の 1件がスタートした。 

パクトが高く、かつ、優れた目的基礎研究として評

価された。橋渡しに向けた共同研究が強く推し進め

られる中、新しい技術の萌芽となる基礎研究につい

ても一定レベルでの活動が維持されたことを示し

ている。これらのことから、材料・化学領域が掲げ

る「民間資金の獲得によって目的基礎研究が加速さ

れ、それが新たな民間資金の獲得につながる新しい

モデルの構築を目指す」という研究の様式が構築さ

れたと言える。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「平成 30年度について紹

介いただいた取り組みは、前年度の評価コメントに

対応しており、すべて高く評価できる。」、「UACJ-産

総研アルミニウム先端技術連携研究ラボの新設、日

本ゼオン・サンアロー・産総研 複合材料研究拠点

での成果が顕著である。」との評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

第 4期においては、橋渡しに向けた目的基礎研究

及びそれを基にした応用研究が推進され、着実に研

究成果や新規開発技術の蓄積が進められてきたと

言える。今後の課題としては、優れた基礎技術の創

出とその橋渡しの工程をより効率的に行うべく、技

術の橋渡し先をより明確にする必要がある。その対

応として、「産業技術総合研究所の 2030年を目指し

た研究戦略」において提案された、材料・化学領域

が中心的役割を担う 4つの課題を強力に推進する。

具体的には、コンピュテーショナルデザインによる

新機能性材料開拓に関する国家プロジェクトを強

力に推進する。また、第 4 期において設立した WG

によって策定した、材料・化学領域の技術によって

切り開く新しい領域である、環境調和を牽引する新

素材・新化学プロセス技術、食糧や水の安定供給を

実現する新素材やシステム、環境変化にアクティブ

に応答する高付加価値材料の開発を推進し、橋渡し

技術の提供先の開拓を図る。 
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 最終製品の

競争力の源と

なる革新的部

材・素材を提供

することを目

指し、材料の研

究と化学の研

究を統合し、グ

リーンサステ

イナブルケミ

ストリーの推

進及び化学プ

ロセスイノベ

ーションの推

進に取り組む

とともに、ナノ

カーボンをは

じめとするナ

ノ材料の開発

とその応用技

術、新たなもの

づくり技術を

牽引する無機

機能材料、及び

省エネルギー

社会構築に貢

献する先進構

造材料と部材

を開発する。 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域の運営にあたっては、領域長、研究戦略部長、

研究企画室長の領域 3 役と研究ユニット長（研究

部門長及び研究センター長）の間で月 2 回開催さ

れるユニット長会議を通して情報共有を図り、十

分な議論を踏まえて第 4 期における領域の運営を

行った。特に、組織の予算や人材が最大限に活用

できるように、予算執行、職員採用、人事異動を適

宜合理的に行った。 

領域のビジョン「夢の素材で人を巻き込み、グロ

ーバルな価値を創る」の実現に向け、材料・化学領

域では上述の課題項目①から⑤で示される 5 の戦

略課題の 22のサブテーマを 4つのアウトカム、す

なわち「環境調和」、「省エネ」、「産業革新」、「快

適」に分類し、それぞれのサブテーマがこれら 4つ

のアウトカムのどれを目指すのかを意識したマネ

ジメントを行ってきた。 

さらに、将来の社会ニーズに対応した研究を行う

ための取り組みとして、平成 28 年 6 月 28 日に公

表した「産業技術総合研究所の 2030年を目指した

研究戦略」を踏まえ、(1)環境調和を牽引する新素

材・新化学プロセス技術、(2)コンピュテーショナ

ルデザインによる新機能性材料開拓、(3)環境変化

にアクティブに応答する高付加価値材料、(4)食糧

や水の安定供給を実現する新素材やシステム、の

4 つの重点化課題を設定した。これらの課題への

取り組みとして、平成 27～30年度の 4年間で領域

内に 5 つのワーキンググループ(WG)を立ち上げ

て、研究戦略等について領域内で議論を行ってき

た。また、産業界への「橋渡し」を実現するめの技

術シーズを創出するための支援制度を制定し、基

礎研究力の強化を図ってきた。 

材料・化学領域では、第 4 期を通して産総研内の

他の領域との連携を積極的に進め、各領域が持つ

技術や知識の相乗効果が期待できる共同研究を促

進した。エネルギー・環境領域とは、平成 28年度

に共同で設立した「固体酸化物エネルギー変換先

端技術コンソーシアム」を通じて、「燃料電池」に

関する連携研究を展開した。エレクトロニクス・

製造領域とは、平成 27年度より科学技術振興機構

（JST）の戦略的創造研究推進事業(CREST)「カル

コゲン化合物・超格子のトポロジカル相転移を利

用した二次元マルチフェロイック機能デバイスの
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 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創製」で「メモリ材料」に関する共同研究を実施し

た。生命工学領域とは、平成 29年度に設立した「日

本特殊陶業-産総研ヘルスケア・マテリアル連携研

究ラボ」にて、「ヘルスケア・マテリアル」の開発

を始めた。情報・人間工学領域とは、国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

の「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

(以下、超超 PJ)」にて、計算科学-プロセス-計測

技術の連携による機能性材料の開発時間短縮に向

けた研究を推進した。平成 30年度においては上述

の他領域との連携を継続した。 

 材料・化学領域では、第 4 期の研究ロードマッ

プとロードマップにおけるポートフォリオの位置

づけを定量的に描いてマネジメントを実施してい

る。第 4 期の時間軸を意識した研究開発の plan-

do-check-action (PDCA)マネジメントを徹底化す

るため、Technology Readiness Level (TRL)を用

いた。TRLとは、技術開発研究過程において、重要

な要素技術の成熟度を推定するために用いられる

方法である。通常、TRL=9 を最も成熟した技術と

し、1 から 9までの値でスケールすることによっ

て、異なるタイプの研究・技術でもそれらの成熟

度を均一にチェックすることが可能になる。TRLの

数値と研究の位置付けは以下のとおりである。 

 

 TRL 1：基本現象の発見、原型装置の開発 

 TRL 2：原理・現象の拡張 

 TRL 3：技術コンセプトの確認 

 TRL 4：応用的な開発（要素技術段階） 

 TRL 5：ラボテスト（要素技術段階） 

 TRL 6：実証・プロトタイプ機（システムレベル） 

 TRL 7：トップユーザーテスト（システムレベル） 

 TRL 8：パイロットライン導入 

 TRL 9：大量生産開始 

 (「橋渡し」のための研究開発を TRLに対応させ、

「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）は

TRL 1-3、「橋渡し」研究前期における研究開発は

TRL 3-5、「橋渡し」研究後期における研究開発は

TRL 6以上に該当する。) 

材料・化学領域では、各研究課題が第 4 期開始時

に TRL 上でどのフェーズにあり、第 4 期終了時に

どのフェーズまで進めるのかを目標に定め、この
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べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3億

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

目標と進捗状況を常に比較することで、重点化す

る研究課題の選択や研究計画の見直しを行ってき

た。具体的には、平成 30年度は各研究部門と研究

センターで数名の外部有識者をアドバイザーとし

て招へいし、11月頃に各研究部門と研究センター

でアドバイザーとの各研究課題の進展について意

見交換を実施した。その結果を踏まえて、12月に

領域研究戦略部による各研究部門と研究センター

へのヒアリングを実施した。以上の進捗確認を行

って TRLの修正を実施した。 

研究開発の進め方に関しても、目的基礎研究と

「橋渡し」研究前期及び後期が両立するために、

「民間資金を獲得すると目的基礎研究が加速さ

れ、それが新たな民間資金の獲得につながる」モ

デルの構築を目指した。研究者個人だけで対応す

るのでは共同研究の規模は限定されやすく、この

モデルの実現は困難である。そのために、研究グ

ループや研究チームの総合力によって、企業との

調整時間の増大や、論文を執筆し、掲載されるま

でに必要となる時間の短縮や労力の軽減を図っ

た。同時に、民間資金獲得の成功事例から抽出さ

れる方法論を職員全員へ徹底して周知すること

で、職員一人一人の民間資金獲得に対する意識改

革を行った。その一方、新規材料の創出に繋がる

重要な基盤技術に関しては産総研単独で特許を確

保し、応用技術分野については、企業との共同研

究や技術開発による知財を生み出すことにより、

産総研技術の社会への普及を図った。 

第 4期において特筆すべき成果としては、「砂か

らテトラアルコキシシランを製造する方法」の確

立と「スーパーグロース法単層カーボンナノチュ

ーブ（SGCNT)を用いた長寿命・高耐熱・高耐圧 Oリ

ングの開発」の 2つである。材料・化学領域では、

砂などの安価なケイ素源から無機ケイ素材料の原

料となるテトラアルコキシシランを合成する方法

を、第 4 期を通して開発し、世界で初めて確立し

た。その製造方法の省エネルギー・低コスト化は

国内市場規模 2,000 億円のケイ素化学産業全体に

与えるインパクトも大きく、マスコミ 6 紙にも取

り上げられる成果となった。また、材料・化学領域

において製造方法を開発したカーボンナノチュー

ブ（CNT)を用いることで従来のフッ素ゴム材より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も長寿命・高耐熱・高耐圧なシーリング材（Oリン

グ）を開発し、平成 30 年度 10 月 1 日から販売を

開始した。本成果は新聞紙上で合計 9 件報道され

た。 

民間資金獲得額の目標達成に向けて、材料・化

学領域では領域のマーケティング力を強化すべ

く、第 4期を通して「スポーツ工学プロジェクト」、

「食糧・水 WG」、「アクティブマテリアル WG」、「環

境調和材料 WG」、「第 5期研究戦略検討 WG」、「海洋

プラスチック WG」を設立し、産総研技術を企業へ

展開する新たな企業を開拓するための研究戦略の

議論を行ってきた。また、技術コンサルティング

対象となる企業の対象範囲の拡大を図るべく、技

術コンサルティング制度の広報に努めてきた。ま

た、平成 27年度より始められた産総研つくばセン

ターで年に一度開催される「テクノブリッジフェ

ア inつくば」では、招待した民間企業の幹部と領

域長が意見交換を行うことで、大型の資金提供を

伴う連携を強く推進した。第 4 期を通して意見交

換を実施した企業は累計 65社となった。 

組織内の若手雇用・育成については、第 4 期を

通じて、OIL等から優れた大学院生等を RAとして

雇用する一方で、イノベーションスクールによる

大学院生及びポストドクターに対する人材育成も

行った。領域の常勤若手研究者に対しては、平成

27 度より、「領域萌芽研究」を公募し、目的基礎研

究の充実や科研費獲得のための積極的支援を行っ

た。また、「領域フェローシップ制度」により長期

間の海外留学を奨励し、グローバルな共同研究活

動を実現する国際ネットワークの構築や拡大を支

援した。シニア世代に関しては、各員の知識や経

験が最大限に活用できるように適切な業務への異

動を適宜行った。例えば、中部センター常勤の研

究グループ長を、本人の希望に基づきつくばセン

ターのパテントオフィサー（PO)に起用し、新たな

キャリアパスへの展開を図った。今後、当領域に

おいては PO からの提案による新たな研究テーマ

創出も行っていく予定であり、シニア世代におけ

る適材適所の人材活用によって知財戦略強化につ

ながると考えている。 

第 4 期の評価指標に関しては、民間資金獲得額

は、 
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における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

平成 27年度：9.2億円 

平成 28年度：11.6億円 

平成 29年度：15.3億円 

平成 30年度：18.0億円 

となった。論文の発表数は、 

平成 27年度：508報 

平成 28年度：497報 

平成 29年度：522報 

平成 30年度：506報 

となった。一方、論文の合計被引用数は、 

平成 27年度：10,351回 

平成 28年度：10,767回 

平成 29年度：11,506回 

平成 30年度：12,337回 

となり、基礎研究の成果の指標となる論文数や論

文の合計被引用数は、第 4 期を通して概ね一定の

値を維持しつつ、その一方で民間資金獲得額を着

実に増加させてきた。実施契約等件数は、 

平成 27年度：232件 

平成 28年度：218件 

平成 29年度：220件 

平成 30年度：246件 

となった。人材育成に関しては RAとイノベーショ

ンスクール生の総数は、 

平成 27年度：11名 

平成 28年度：36名 

平成 29年度：53名 

平成 30年度：55名 

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は平成

30年度までに 75件（うち平成 30年度実施の件数：

17件）であり、また、これらの事業化の実績とし
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した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

数等）の把握を行う。 

 

て、知的財産の譲渡契約及び実施契約は平成 30年

度までに 11 件（うち平成 30 年度契約の件数：7

件)で、製品化は平成 30 年度までに 4 件（うち平

成 30年度製品化の件数：2件)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

「橋渡し」機能の強化を推進する上で、材料・化学

領域では戦略課題として 5 つの研究開発課題項目

を設定した。それぞれの課題項目における第 4 期

中長期計画は次の通りである。 

【 課題項目① 】 グリーンサステイナブルケミス

トリーの推進 

再生可能資源等を用いて、高効率かつ低環境負荷

で、各種の基礎及び機能性化学品を製造し、高度

利用するための基盤技術を確立する。また、空気

を新たな資源として利用可能な触媒技術の開発に

も取り組む。 

【 課題項目② 】 化学プロセスイノベーションの

推進 

各種の基礎及び機能性化学品等の製造プロセスの

高効率化・省エネルギー化を実現するための化学

プロセス技術を開発する。また、高温・高圧等の特

異な反応場を積極的に利活用し、精密な制御が可

能な新しい化学プロセス技術を開発する。 

【 課題項目③ 】 ナノカーボンをはじめとする

ナノ材料の開発とその応用技術の開発 

ナノカーボン高効率合成及びナノカーボン複合材

料製造技術等、ナノ材料のナノ構造精密制御技術

や複合化技術、及び先端計測技術を開発する。ま

た、材料・デバイス開発促進のために、高度な計測

技術、理論・計算シミュレーションを利用した材

料開発を行う。 

【 課題項目④ 】 新たなものづくり技術を牽引す

る無機機能材料の開発 

 無機系新素材の創製とスケールアップ製造技術

及び部材化技術を開発し、資源制約の少ない元素

だけを使った高耐熱磁石等の、耐環境性及び信頼

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

課題項目①「樹脂・ゴム材料の劣化状態を的確に

表す化学構造指標の構築（劣化評価パッケージ）」

において、ポリプロピレンの熱酸化劣化よる酸化防

止剤の減少が、ポリプロピレン自体の化学構造の変

化、さらには劣化に繋がることを明らかにした。本

成果により、化学構造の変化に基づく高分子材料の

寿命予測法の可能性を見出した。この成果は、製品

の機械的強度から評価する従来の方法よりも高精

度な方法の確立へと繋がる。また、新材料開発に必

要となる寿命予測の工程が削減できることから、材

料開発のスピードアップをもたらす。この結果とし

て企業の製品開発力及び競争力強化に貢献するこ

とができる。なお、本技術に関連する成果は学術的

評価も高く、平成 28年度及び平成 29年度のマテリ

アルライフ学会において、連続して研究奨励賞を受

賞した。平成 29年度および平成 30年度には高分子

分析討論会審査委員賞を受賞した。また、本技術を

基軸とする企業連携は、平成 29 年度に共同研究 8

件、技術コンサルティング 3 件、続く平成 30 年度

には、共同研究 10 件、技術コンサルティング 8 件

と増加しており、産業界からのニーズは明確化し、

当該技術への期待が高まっている。 

課題項目①の「配列制御シロキサンのワンポット

合成法」において開発されたワンポット逐次合成技

術により、従来の合成法では達成できなかったシロ

キサン構造の精密制御（配列や鎖長、官能基導入な

ど）が可能となった。本技術は、耐熱性などを向上

させた高性能なシリコーン材料の開発だけでなく、
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のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

性に優れた各種の産業部材を提供する。 

【 課題項目⑤ 】 省エネルギー社会構築に貢献す

る先進構造材料と部材の開発 

 省エネルギー社会構築を目指し、軽量構造材料

等の設計やプロセス技術の開発によって、輸送機

器の軽量化に資する構造部材、ならびに広い温度

領域を想定し、各温度領域に適した熱制御部材を

開発する。 

課題項目①の「樹脂・ゴム材料の劣化状態を的

確に表す化学構造指標の構築（劣化評価パッケー

ジ）」において、高分子材料の寿命を「化学構造の

変化」を指標として予測する新手法を考案し、所

内連携による研究体制を強化して、手法の確立を

図った。従来の寿命予測は、高温、高圧、高湿度と

いった過酷な加速劣化条件での物性（機械的強度

など）の変化を指標に行われてきたが、寿命予測

の精度や信頼性が低いことが課題であった。高精

度な寿命予測の実現には、穏やかな加速劣化条件

における化学構造の変化を指標とした解析手法の

確立が鍵となっている。平成 29年度までに、汎用

樹脂であるポリプロピレンの熱酸化劣化に影響す

る各種因子を検証し、樹脂添加物の一つである酸

化防止剤の減少がポリプロピレンの熱酸化劣化に

大きく寄与することを見出した。その後、酸化防

止剤の種類や濃度について解析を進め、平成 30年

度には、酸化防止剤の濃度と物性（引張伸びなど）

の低下に最も相関があることを明らかにした。物

性の低下、すなわちポリプロピレンの劣化の引き

金となる酸化防止剤の変化を捉えることで、従来

の物性試験よりも早い段階での劣化を検出するこ

とが可能であることが示された。 

課題項目①の「配列制御シロキサンのワンポッ

ト合成法」において、配列制御シロキサンの簡便

合成を可能にする方法を世界で初めて開発した。

シリコーンに代表されるシロキサン材料は有機系

ポリマー材料よりも優れた耐熱性や耐候性などの

物性を有することから、さまざまな産業分野で幅

広く使用されている。一方、近年では電子機器の

小型化や LED の高輝度化などにより小型機器類の

発する局所的な熱量が増大しており、従来法で合

成できるシリコーン材料では要求される耐熱性を

満たせない。この課題を解決するためには、従来

新規な機能性シリコーン材料あるいは含シリコー

ン複合材料など、高付加価値シリコーン材料全般を

合成するための基盤技術となる。また、クロロシラ

ン類をシラン原料に用いる従来法とは異なり、本技

術はヒドロシラン類を原料に用いるため、金属の腐

食の原因となる塩素を含まないという特徴も有し

ており、電子材料への応用において有利になるもの

と期待される。シリコーンの国内市場は国内出荷額

と輸出額を合わせて 2,000億円程度の規模があり、

今後本技術を基盤にした材料開発を推進すること

により、高付加価値領域の開拓が見込まれる。学術

的には、ペプチドや核酸、糖鎖のようにシロキサン

も配列制御合成が可能となったことを意味してお

り、本技術に関する論文 2 報はいずれも平成 29 年

度と平成 30 年度に化学系トップジャーナルである

Angewandte Chemie International Edition 誌

（IF:12.102）に掲載されただけではなく、それぞ

れ Very Important Paper (審査員が新規性、重要

性が受理論文中上位５％以内との評価)と Hot 

Paper (編集部が重要論文と判断)として掲載され

た。さらに、2 報目の受理直後には、姉妹誌の

Chemistry – A European Journal誌（IF:5.16）か

ら総説の寄稿を依頼された。また、本成果を「シロ

キサン結合のワンポット合成技術を開発 －高機

能・高性能シリコーン材料創出の鍵に－」（2017年

2月 2日）として、産総研・NEDO共同プレス発表を

行った際には新聞 2紙に報道されている。なお、本

技術の開発を主体的に行った主任研究員が平成 29

年度有機合成化学協会研究企画賞、平成 30 年度ケ

イ素化学協会奨励賞を受賞した。 

課題項目②では、「階層構造を持つナノコンポジ

ットに関する研究（キトサンエアロゲル）」で開発

したキトサンエアロゲルにおいて、軽量、低密度

（0.04g/cm3、空隙率で 97％）、折り曲げ可能な高い

柔軟性と光透過性（800nmで 65%）、極めて小さな熱

伝導率（0.016W/m・K）を持つことを実証した。断

熱性能は市販の汎用断熱材（不透明）（0.03W/m・K）

の 2倍以上で、真空断熱窓に近い性能を持ちながら

極めて軽量である。熱伝導率は競合する光透過性断

熱材の研究の中で世界トップレベルであると共に、

大型試料(120mm角)の作製により JIS法（JISA1412-

2）に準じた正確で信頼性の高い評価を行うことが
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学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

法では十分に制御することのできないシリコーン

材料の構造を精密に制御すること、すなわちシリ

コーン材料の主骨格を成すシロキサン結合（-Si-

O-Si-、Siはケイ素、Oは酸素）を精密に制御して

合成することが鍵となる。平成 29年度に、シロキ

サン結合を一つの反応容器内（ワンポット）で形

成できる新規合成法の開発に成功した。平成 30年

度は 2 つの触媒反応をワンポットで逐次的に行う

ことで、シロキサン結合が数個から 10個程度に配

列したシロキサンを効率的に合成するだけでな

く、分岐状や環状などの従来法では合成できなか

った構造を持つシロキサンを合成する画期的な合

成技術を開発した。 

課題項目②の「階層構造を持つキトサンエアロ

ゲル断熱材に関する研究」においては、カニやエ

ビの殻から得られる天然高分子のキトサンを素材

として、柔軟で透明な断熱材となるキトサンエア

ロゲルを開発した。光透過性と柔軟性を持つ断熱

材は、住宅や輸送機器の窓からの熱エネルギーの

出入りを抑制する材料として開発が望まれてい

る。キトサンエアロゲルは平成 27年度に化学プロ

セス研究部門が世界に先駆けて開発した材料で、

軽量、低密度（0.04g/cm3、空隙率で 97％）、折り

曲げ可能な高い柔軟性と光透過性（800nmで 65%）、

極めて小さな熱伝導率（0.016W/m・K）など光透過

性断熱材として高いポテンシャルを持っている。

特に、断熱性に関しては、一般的な断熱材である

グラスウールに比べて 2 倍以上の性能を持つ。平

成 30年度はスイス連邦材料試験研究所（EMPA）と

の国際共同研究により、キトサン分子からなる太

さが数 nm のナノファイバーが三次元網目状のナ

ノ構造を形成する過程を解析し、製造プロセスが

数 nm のキトサン繊維間の隙間を形成する際に及

ぼす機構を解明した。これにより二酸化炭素によ

る超臨界乾燥過程で三次元網目構造が形成するこ

とを確認し、微細なナノファイバー構造と低密度

を両立するよう製造プロセスを制御することで光

透過性と断熱性能をさらに向上させることが可能

であることが示された。 

課題項目③の「電子顕微鏡計測技術の高機能化・

高性能化」に関する研究において、ナノ粒子やナ

ノチューブ、ナノシートなどの低次元物質の原子

出来た。光透過性の断熱には現状、真空多重ガラス

断熱窓などが用いられる。しかし、重量が重く、厚

く、災害時等の危険性が高く、曲面に対応できない

等の欠点がある。本材料は真空を用いずに、曲面に

対応可能で、真空断熱窓に比べて大幅な軽量化が可

能であり、高層ビルや自動車の窓に適用できる次世

代断熱材料として期待されており、平成 27年以降、

企業からの技術相談 22件（平成 27年 12件、28年

3件、29年 3件、30年 4件、のべ 18社）など高い

関心を集めた。 

課題項目③の「電子顕微鏡計測技術の高機能化・

高性能化」において、これまで開発してきた高エネ

ルギー分解能を有する低加速電子顕微鏡を用いて、

新炭素材料、二次元材料、ソフトマテリアルなどの

電子顕微鏡観察で損傷を受けやすい物質を高空間

分解能、高エネルギー分解能で計測評価する技術を

開発した。この技術は、これまでナノレベル（10-9

ｍの大きさ）までしか行われなかった光学特性評価

をさらに一桁小さい原子レベルにまで可能にする

ものである。これらの応用によって、新規なナノ粒

子やナノチューブ、ナノシート材料や触媒材料の設

計と実用化に貢献することができる。上記「多種多

様な単原子膜の合成技術開発」の研究成果は、平成

30年度には日刊工業新聞、日刊産業新聞、WEBニュ

ースなど計 15 件の報道があり、本計測評価技術は

高く評価された。 

課題項目③の「材料機能シミュレーション技術開

発（材料インフォマティクス）」において、磁石の

磁気モーメント等を予測する記述子を開発し、予測

精度 R2=0.97を達成した。それにより所望の磁気モ

ーメントを持つ材料を逆予測する技術を確立した。

この技術は高性能磁石材料の候補材料絞り込みを

可能にした。本技術は材料開発の速度を速めるもの

として期待される。なお、本成果は平成 30 年度に

The Journal of Chemical Physics誌（IF:2.843）

において発表された。平成 30年 9月 10日には日本

物理学会で招待講演を、平成 30年 9月 20日には日

本金属学会で基調講演を行っており、高い学術的関

心を得ている。 

課題項目④では、「ガラス複合化技術の開発」（関

西センター）において、オキシフッ化物ガラスの組

成設計の提案により、Erドープ量を向上させ、良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

や分子などの挙動を高速・高感度で捉えることを

可能にする最先端計測評価技術を開発した。3 次

元の構造を持った材料をシート状の 2 次元、線状

やチューブ状の 1 次元、粒子やドット状の 0 次元

へと低次元化すると、半導体、金属、超電導、発

光、スピンなどの新たな機能や特性が発現するも

のがある。このような低次元材料には、触媒、エネ

ルギー変換、蓄電池、通信など、次世代技術を支え

ていく上で有望な材料も多く含まれる。第 4 期に

おいては低次元物質の評価に有用な低加速電子顕

微鏡を開発し、特に従来の 20倍となる高エネルギ

ー分解能を達成した。これにより試料損傷や分解

能低下のために従来の電子顕微鏡では解析が不可

能であった低次元物質の原子レベル構造とその電

子状態を明らかにすることが可能となり、低次元

物質の持つ特異な機能性と構造の相関を見出だす

ことにより、新規なナノ粒子やナノチューブ、ナ

ノシート材料の設計指針を得るなどの貢献が期待

できる。この最先端電子顕微鏡計測技術を活用し

て、国内外の研究機関と共同研究を行い、平成 30

年度は遷移金属源に塩（NaCl、KI）を添加して溶融

させ、キャリアガスで硫黄やセレンなどのカルコ

ゲンを供給すると、シリコン基板上に多種多様な

単原子膜が形成されることが、本電子顕微鏡によ

って世界で初めて発見された。さらにこの発見は、

従来の合成法に比較して、低温でかつシリコン基

板以外の基材でも可能な新しい二次元単原子膜合

成法の開発へと繋がった。 

課題項目③の「材料機能シミュレーション技術

開発（材料インフォマティクス）」に関する研究に

おいて、磁石の磁気モーメントを最大化する物質

の構造をシミュレーションによって見つけ出す技

術を開発した。材料開発の速度を加速させるため、

現在、従来の実験に基づく研究に加えて、シミュ

レーションを用いて、物質の構造と機能との関係

を明らかにする手法が求められている。このシミ

ュレーション技術においては物質の機能を発現さ

せる鍵となる構造（記述子）を数値的に表現する

ことが重要である。平成 29年度には記述子（軌道

場行列、Orbital Field Matrix(OFM)）を開発し、

実際の材料の磁気モーメントとシミュレーション

からの予測値との間に 0.93という重相関値（予測

なアップコンバージョン特性を示す透明なガラス

を作製することができた。本成果は Journal of 

European Ceramic Society誌（IF:3.794）におい

て発表されており、学術的に高い評価を得ている。

現在まで、赤外域（1100nm-1600nm）の広帯域の光

で Si太陽電池の効率がよい 980nmの光に 10％以上

の効率でアップコンバージョン変換を示す希土類

ドープ無機材料はすべて 100 倍程度の集光した光

を使用しており、集光型太陽電池以外への適用は難

しいとされてきた。アップコンバージョン材料が太

陽光と同等程度のエネルギー密度の光で、かつ広帯

域で励起でき、さらに量子効率が 20%以上となれ

ば、Si 太陽電池で 2%程度の変換効率向上が見込め

る。この向上率は現在用いられている太陽電池の変

換効率が 10％以上増加することを意味し、アップ

コンバージョンにより極めて顕著な性能向上が達

成できることとなる。また、太陽電池の高効率化技

術は、大型の企業とのコンソーシアム事業につなが

ることが見込まれる。その他、近赤外センサーなど

への応用も期待できることから、資金提供型共同研

究へもつながると期待できる。本技術の将来的な社

会的、経済的、産業へインパクトは極めて大きいと

言える。 

課題項目⑤の「リサイクル炭素繊維の高付加価値

マテリアルリサイクル材料の開発」（中部センター）

において、強化繊維としては使用できない粉状の

ReCF を高付加価値フィラーに変換するプロセスを

実現した。さらには、短い ReCF を一軸配向させた

再 CFRP を製造するための口金冶具を開発し、自動

車用熱交換器として使用可能な機械特性を達成し

た。この技術を利用することによって、ReCFを用い

た再生 CFRP のさらなる機械物性向上と活用技術の

展開が期待できる。粉状 ReCF のアップサイクル材

料への展開や再 CFRP の信頼性向上を達成すること

で、炭素繊維・CFRPの資源循環の実現の可能性を示

した。この技術は平成 29 年度のポリマー材料フォ

ーラムにおいて高分子学会広報委員会パブリシテ

ィ賞を受賞している。炭素繊維・CFRPの資源循環の

実現を目指して、平成 29年度、平成 30年度に自動

車関連メーカーと ReCF を用いた再 CFRP の評価技

術と製造工程での品質管理技術に関して資金提供

型共同研究を実施していることからも、本技術がも
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精度の良さを表す指標。0から 1の値をとり、1に

近いほど予測精度が高い）が得られ、シミュレー

ションから従来より高い精度で磁気モーメントを

推定できることが可能となった。平成 30年度には

OFMの改良を行い、上述の重相関値を 0.97にまで

改善することに成功した。本技術は国立研究開発

法人科学技術振興機構（JST）「情報統合型物質・材

料開発イニシアティブ」プロジェクトと、文科省

「元素戦略プロジェクト（磁石材料拠点）」で、当

領域職員主導の下、国立研究開発法人物質・材料

研究機構（NIMS）との共同研究実施により開発し

た。 

課題項目④の「ガラス複合技術の開発」（関西セ

ンター）においては、ガラスに発光などの機能を

もたせるために内部にナノ結晶を有する特殊構造

のガラスを開発した。低いエネルギーの光（長い

波長の光）を高いエネルギーの光（短い波長の光）

に変換する（アップコンバージョン）材料は、太陽

電池では利用できない赤外域の光の利用を可能に

する材料として期待されている。励起・発光波長

が太陽電池の用途に適するエルビウム（Er）など

の希土類を添加したアップコンバージョン特性を

示すガラスを得るために、フッ化物結晶を酸化物

ガラスの中に析出させたオキシフッ化物ガラスの

研究が行われてきた。しかし、フッ化物結晶を用

いることができるのは融点の髙いガラスに限ら

れ、汎用性に乏しいという課題があった。また、ア

ップコンバージョンの効率を向上させるためには

Erの高濃度化が必要であるが、Er濃度を 1mol%以

上にすると分相してガラスが失透するため、Erの

高濃度化は困難とされていた。この問題を解決す

るために、平成 30年度は融点の低いホウ酸系をベ

ースにしてガラス組成を検討し、結晶に類似した

構造をガラス中に作り出すことで、フッ化物ナノ

結晶を分散させた Erを 1mol%以上含む透明なガラ

スを得ることに成功した。高い Er濃度と透過率を

有するガラスが作製できたことで、太陽電池アッ

プコンバーターなどへの応用が期待できる。 

課題項目⑤では、「リサイクル炭素繊維（ReCF）

の高付加価値マテリアルリサイクル材料の開発」

（中部センター）において、「強化繊維としては使

用できない粉状の ReCF を高付加価値フィラーと

たらす社会的、経済的インパクトが大きいことが分

かる。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「第 4 期の流れの中で、

順調に進めている。」、「目的基礎研究の多数のテー

マで、論文、技術相談、共同研究等につながる成果

を挙げている。」との評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 目的基礎研究の評価指標及びモニタリング指標

はそれぞれ論文の合計被引用数と論文発表数であ

る。それぞれの第 4期最終年度の目標値を達成する

ことが課題である。その対応として、領域の萌芽研

究の仕組みを継続し、引き続き論文発表の実績を積

み上げる。また、大学等との連携による科研費増額

を目指す。さらに、第 4期中の目的基礎研究によっ

て創出された新しい技術シーズの集大成を図る。 

中長期的には、目的基礎研究の「目的」を如何に

設定するかが最も重要な課題である。その対応とし

ては、行政・産業界・アカデミアとの意見交換を積

極的に行い、持続可能社会実現のための社会課題の

抽出に取り組む。次に、真にインパクトのある新し

い技術シーズを創出するために相応しい研究組織

の構築や研究環境整備に取り組む。 
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して変換させる技術開発」と、「短い ReCF を機械

特性に優れた炭素繊維強化プラスチック（CFRP）

に再生するための技術開発」に取り組んだ。CFRP

は、軽量かつ機械特性、耐食性、耐摩耗性などに優

れた材料としてエネルギー、輸送機器、産業機器

の分野で注目され、多様な製品開発が進められて

いる。特に自動車では、電動化に伴う車体重量増

の観点から軽量材料として CFRP の適用が急務と

なっている。一方で、EUの 2030年における社会・

経済のあり方に基づいた環境・資源利用政策（サ

ーキュラー・エコノミー政策）や日本の自動車リ

サイクル法など国内外の法規制によって、製造工

程で排出される端材や廃材の処理方法を考慮する

必要があり、CFRPを輸送機器に展開するためには

炭素繊維・CFRPのリサイクル技術、すなわち資源

としての循環技術の構築が課題となっている。現

状の CFRP から ReCF を回収する技術では、状

ReCF(長さ 0.2mm以下)、短い ReCF(0.2～1mm)、長

い ReCF(1mm 以上)、織物、不織布等のさまざまな

形態の ReCFが回収される。リサイクルの回数が増

すにつれ短い ReCF や粉状の ReCF になる。そのた

め、炭素繊維・CFRPの資源循環を実現するために

は短い ReCF や、粉状 ReCF の活用技術の開発が重

要となる。「強化繊維としては使用できない粉状の

ReCFを高付加価値フィラーとして変換させる技術

開発」においては、平成 30年には、電気炉を用い

て粉状の ReCF は絶縁性と熱伝導性が高い高付加

価値フィラーの Si3N4や SiCに変換可能であること

を確認した。さらに窒素、あるいは真空下での反

応雰囲気や繊維表面状態に依存して、生成物やそ

の形態が異なることを見出し、高付加価値フィラ

ーの作製条件の最適化に向けた指針を得た。「短い

ReCF を機械特性に優れた CFRP に再生するための

技術開発」においては、未使用の短い炭素繊維を

一軸配向した CFRP の開発を平成 26 年に実験室規

模で実現し、CFRPの強度特性向上に繊維配向が強

く寄与することを見出した。その後、短い ReCFを

用いた再生 CFRP の製造を実用化レベルまで展開

するために製造プロセスの検討を行った。平成 30

年度には、短い ReCFを実用規模の混錬押出機で一

軸配向させるための口金治具を開発した。開発し

た口金冶具で繊維を配向させることによって、繊
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維を配向していない CFRPと比較して 2倍の機械特

性と 1000 倍の耐疲労特性を有する再生 CFRP を実

現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

課題項目①の「セルロースナノファイバー(CNF)

の製造・材料利用技術の開発」(中国センター)に

おいて、木質等から直接製造されるリグニン（木

材の構成成分である高分子化合物）を含んだ CNF

（リグノ CNF）の構造を解明することで、ゴム系複

合材料の機械強度の向上に適したリグノ CNF の表

面形状特性を明らかにした。現在、植物系バイオ

マスの高度利活用に向け､植物材料から利活用性

の高いリグノ CNF の製造方法及び特性の評価方法

の開発が進められている。樹脂やゴムはナノサイ

ズの粒子を混ぜ合わせることで、機械強度が向上

することが知られている。このため CNF やリグノ

CNFについても、樹脂やゴム等との複合材料化技術

が求められている。現状市場で流通している CNF

およびリグノ CNF は、形状や組成が超微細・高純

度などに限定されており、補強に最適な形状や組

成は未解明であった。そのため、要求を満たす機

械特性が未だ発揮されていない。また、CNFおよび

リグノ CNF 製造コストの低減など、複合材料の開

発は依然課題が多い。このため、CNFおよびリグノ

CNFの構造解明を進め、そこから得られた知見を基

に、機械強度の向上をもたらす CNF およびリグノ

CNFの設計や、低コストな製造技術を開発する必要

がある。リグノ CNF を用いたゴムとの複合材料の

開発においては、CNF表面でのヘミセルロースと呼

ばれる成分（セルロース以外の木質成分）の積層

構造が、ゴムとの複合材料の優れた機械強度を発

現するための鍵となっている。平成 29年度に、リ

グノ CNF の表面特性を評価できるセンサーを開発

するとともに、リグノ CNF 表面に形成される積層

構造を明らかにした。この知見を利用し、平成 30

年度は、樹種によるリグノ CNF の表面状態の違い

を精密に解析した。平成 30年度には CNFの社会実

装を加速する産学官連携の場として、「なのセルロ

ース工房」を、産総研中国センター内に立ち上げ、

産学官連携の取り組みを推進した。 

課題項目①の「CO2からの有用化学品製造技術の

開発」の研究において、CO2を原料としてウレタン

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

課題項目①では、「セルロースナノファイバー

(CNF)の製造・材料利用技術の開発」（中国センター）

の研究において、木質原料からパルプ化を経ずに直

接製造したリグノ CNF の形状特性及び表面特性を

明らかにし、CNFによるゴム補強技術の基盤を確立

した。また、リグノ CNFの表面に形成される積層構

造を見出した。これにより従来よりも優れた強度を

持った樹脂やゴム製品を作り出すだけでなく、現在

までほとんど産業利用されてこなかったミカンの

皮を資源として活用できることが可能となった。本

成果に関連する論文は、H30年度の国際誌の表紙に

選定されており、学術的評価も高い。また、これま

での CNFに対する取り組み成果を基盤に、CNFの社

会実装を加速する産学官連携の場として、「なのセ

ルロース工房」を、産総研中国センター内に立ち上

げ、産業界へ技術の橋渡しを推し進めた。「なのセ

ルロース工房」には 23 機関が参加しており、社会

的関心の高い技術であることが分かる。 

課題項目①では、「CO2からの有用化学品製造技術

の開発」の研究において開発した反応プロセスによ

って、従来の反応を促進するための脱水剤としてア

セタールを利用する反応プロセスでは達成できな

かった CO2とアミンからの芳香族ウレタン合成が可

能になった。芳香族ウレタンは、既存の手法を用い

て、大きな市場規模を持ったポリウレタン原料であ

る芳香族イソシアネート（ベンゼン環にイソシアネ

ート基が結合した化合物）へと変換可能であり、ホ

スゲン代替として CO2を利用したポリウレタン原料

合成技術を確立したといえる。また、本技術で用い

る脱水剤は反応終了後にアルコールを用いて容易

に再生・再利用が可能であり、省エネルギーや環境

負荷の低減の面でも優れた特性を持つ。CO2 を活用

して有用化学品に変換する技術(CCU)は、平成 31年

1 月の世界経済フォーラム年次総会での首相スピ

ーチにおいてもその開発の重要性が取り上げられ、
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み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

を合成する新しい反応プロセスを開発した。ポリ

ウレタンは、建築資材、自動車部品、塗料として幅

広く利用される熱硬化性樹脂である。しかしなが

ら、ポリウレタンの原料は猛毒かつ腐食性のホス

ゲン（COCl2）を出発原料として合成されており、

反応に伴って発生する塩化水素ガスの副生も課題

となっている。一方、大気中に含まれる豊富な CO2

は安価で毒性が低いため、有機化合物の原料とし

て有望であるが、CO2は熱力学的に安定な物質であ

るため、これを活性化して有用物質に変換する事

は技術的ハードルが高い挑戦的な課題である。以

上の背景から、平成 30 年度には、CO2 を原料とし

てウレタンを 60％以上の高収率で合成可能な反応

プロセスを世界で初めて開発した。CO2を原料とす

る反応において、適切な触媒および反応プロセス

技術を用いない場合のウレタン収率は数%とごく

わずかであり、大幅な効率改善の実現に成功した

成果である。さらに、これらの手法が主要ポリウ

レタン原料に転換可能な芳香族ジウレタン類にも

適用可能であることを実現した。 

課題項目②では、「階層構造を持つナノコンポジ

ットに関する研究（ナノ発泡ポリマー）」において、

発泡ポリマーの発泡の微細化に関する研究を行っ

た。本研究は民間企業と超先端材料超高速開発基

盤技術プロジェクト（NEDO・超超 PJ）にて実施し

ている。発泡ポリマーにおいて、市販品の 10倍以

上の高い発泡率（発泡前の何倍の体積になったか

を示す指標）を維持したままで、市販品では数 10

μm の発泡径を 100nm 以下に抑制することができ

れば、熱伝導率の抑制と光透過性の付与が可能に

なることが理論的に予測されている。しかしなが

ら、高い発泡倍率と微細な発泡径の両立が困難で

あり、上述のようなナノ発泡ポリマーは実現して

いない。小型の圧力容器による発泡実験（バッチ

プロセス）による新規手法の確立と、押出成形装

置を用いた連続製造プロセスによる実用化に向け

た取り組みが世界的に行われている。発泡の微細

化には高圧での製造が有利であることから、従来

にない 100MPa の高圧で製造を可能にするバッチ

発泡装置及び押出成形装置の開発を行い、平成 30

年度にはバッチプロセスでは平均発泡径が 100-

700nm、連続製造プロセスでは 5μm まで微細化で

技術的難易度は高いものの、社会的要請の高い開発

ターゲットである。平成 30 年度において、本技術

に関する論文は、我が国の代表的な国際化学ジャー

ナルである Bulletin of the Chemical Society of 

Japan 誌（IF 3.526）、グリーンサステイナブルケ

ミストリー分野において著名な国際ジャーナルで

ある ACS Sustainable Chemistry & Engineering誌

（IF 6.140）に掲載された。さらに、本技術の開発

で得られた知見を元に、民間企業との共同研究を前

提とした競争的研究資金プログラムである「NEDO

先導研究プログラム／未踏チャレンジ 2050」

（2,000万円/年、期間 3～5年間）を獲得しており、

学術的、社会的にも大きな注目が得られた。 

課題項目②では、「階層構造を持つナノコンポジ

ットに関する研究（ナノ発泡ポリマー）」において、

発泡ポリマーの平均発泡径の微細化に取り組み、従

来にない高圧（100MPa）の利用を可能とする装置の

開発を行い、バッチプロセスで数 100nm、連続製造

プロセスで 5μm の平均発泡径を達成した。連続製

造での値は、核剤を使用していないケースとしては

これまでの研究報告の中でも最小値である。また計

算科学の活用により、従来の概念と異なる発泡微細

化のための添加剤“アンチ核剤”の概念を提案し、

実際の発泡ポリマーで実証した。この成果は従来、

勘と経験と多数の実験により行われてきたポリマ

ーの成形加工に関する研究開発を効率化、迅速化し

たものであり、光透過性断熱材料の開発の加速に繋

がる。軽量で柔軟性の高い光透過性断熱材料は、窓

からの熱放散を防ぐ断熱材として有望であり、住宅

や自動車の省エネルギーに貢献が期待できる。本成

果の社会的関心も高く、平成 30年 11月、日刊工業

新聞、化学工業日報にて報道されている。 

課題項目③の「物質吸蔵・変換用ナノ粒子の開発」

において、アンモニア及びアンモニウムイオンを選

択的に吸着する造粒体を開発した。これにより、大

気及び汚水中の窒素分除去を実現し、養豚場の畜舎

周辺でのアンモニアによる悪臭対策に有効である

ことを実証した。また、畜舎周辺の悪臭は、畜産業

が事業を拡大し、新規畜舎を建築する際の深刻な課

題となっており、その解決が期待される。本技術は

アンモニア及びアンモニウムイオンを無害化だけ

でなく資源化することでもコスト削減が期待され
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きることを確認した。連続製造プロセスでの値は、

核剤（発泡の起点となり、発泡径の微細化に有効

であるタルク、シリカ等の無機添加物）を使用し

ていないケースとしてはこれまでの研究報告の中

でも最小値である。同じく、平成 30年度には、こ

れまで理論的な検討が少なく、経験的に用いられ

てきている核剤について、計算科学を用いた設計

と製造、評価を行った。その結果、“核剤”とは逆

に、発泡の起点にならず、気泡成長の抑制に寄与

する新規添加物 “アンチ核剤”の概念を見いだし、

発泡の微細化、均質化に効果があることを実証し

た。 

課題項目③の「物質吸蔵・変換用ナノ粒子の開

発」においては、廃棄物中の物質を回収し再利用

することや、回収した物質を変換して高付加価値

品に変換する技術について、排水などの廃棄物を

処理する企業・自治体や、リサイクル企業等から

の要請に応えることが目的である。近年、情報機

器廃棄物からの貴金属回収などは産業化しつつあ

るが、その幅を広げていく必要がある。具体的に

は、アンモニア及びアンモニウムイオンを選択的

に吸着する吸着材の開発を進め、カラムなどに充

填して利用できる造粒体を実現した。選択的に対

象物質を吸着する造粒体の開発には、原子スケー

ルでの構造の設計とともに、ナノスケールからミ

リスケールまでのマルチスケールで空隙構造を設

計し、適切に造粒体の中を対象物質が移動できる

ようにすることが鍵となっている。平成 29年度ま

では、ナノメートルスケールでの最適化により、

粉末材料として高い吸着能を有する材料を開発し

た。平成 30年度には、マイクロ～ミリスケールで

の最適化として、企業と共同で造粒体を開発し、

養豚場(アンモニア)及び下水処理場(アンモニウ

ムイオン)での実証試験を実施し、それぞれ実環境

下で対象物質を吸着回収することに成功した。 

課題項目③の「接着・界面現象の研究」において

は、航空機や自動車車体のさらなる軽量化の実現

に必須な接着技術に関し、その信頼性を確保する

ための接合部の評価手法や接合界面特性評価方法

及び表面処理法の確立、接合メカニズムの解明等

を行い、接着接合の強度や耐久性に影響を及ぼす

因子の抽出を行った。平成 28年度に接着・界面現

る。なお、本技術は平成 28 年度の国際ナノテクノ

ロジー総合展・技術会議においてプロジェクト賞

（ライフナノテクノロジー部門）を受賞した。 

課題項目③の「接着・界面現象の研究」では、接

着・界面現象研究ラボを設立し、研究拠点の構築を

進めた。自動車や航空機用の構造接着剤の市場規模

は、世界で 2028 年頃には 2 兆円になると予測され

ている。そこで接着・接合技術コンソーシアムを平

成 28 年度に設立し（平成 31 年 1 月現在 77 社参

加）、接着技術に関わる情報交換と共通基盤的な技

術課題について議論する場を産業界に提供してき

た。現状では、自動車や航空機用の構造接着技術の

実用という観点では日本はヨーロッパに遅れてい

るが、本活動を通じて、接着・接合技術の強化を図

り、当該分野での産業競争力の向上に貢献した。平

成 29 年度より複数の企業が参画する資金提供型共

同研究を開始して平成 30 年度まで熱応力変形に関

する研究テーマを実施した。平成 30 年度は、応力

発光を用いた接着接合部評価手法に関する研究で

ヨーロッパの構造接着学会のベストオーラルプレ

ゼンテーション賞を受賞した。平成 29 年には「国

際標準化による樹脂/金属異種材料接合体の海外事

業展開」で経済産業大臣賞を受賞しており、学術的

及び社会的にも高い関心が得られた。 

課題項目③の「材料機能シミュレーション技術開

発（ナノ発泡ポリマー）」において、発泡プロセス

のモデリングを達成した。それにより高分子発泡材

の発泡構造を予測する技術を確立した。この技術は

所望の高分子発泡構造を実現するために必要な高

分子と核剤の候補材料絞り込みを可能にすること

で、材料開発に要する時間を大幅に短縮できること

が期待できる。なお、本技術は、社会ニーズの関心

も高く、NEDO の超超 PJにおいて、ADMATと共同で

開発したものであり、平成 30 年度に化学工業日報

などで報じられた。 

課題項目④の「セラミック電解質シート製造技術

開発」（中部センター）の研究において、電解質部

材としての酸化物リチウムイオン伝導性セラミッ

クスのシート作製技術、大型シートを低温で焼成す

る技術、急速充放電性能向上に必要なミクロ～マク

ロでの界面の形状制御技術に関して、基盤技術を確

立した。また、電池試作が進む次世代電池の一つで
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象研究ラボを設立し、異分野の研究者が連携して

本研究開発を推進した。また、平成 29 年度より

NEDO革新的構造材料等の開発プロジェクトの中の

1 テーマである、「構造材料用接着技術の開発」を

実施している。平成 29年度には、ポリプロピレン

系 CFRTP（炭素繊維強化熱可塑性樹脂）の表面処理

効果のメカニズムを明らかにした。平成 30年度に

は、接着接合部の力学特性を表す破壊靱性値の正

確な評価手法を確立すると共に接合部の評価法に

関する国際規格案を提案した。 

課題項目③の「材料機能シミュレーション技術

開発（ナノ発泡ポリマー）」に関する研究において、

高分子発泡材料の断熱機能や色合いと密接に関連

している発泡サイズやその分散等の、発泡構造の

予測を可能にする材料機能シミュレーション技術

を開発した。なお、本研究は課題項目②「階層構造

を持つナノコンポジットに関する研究（ナノ発泡

ポリマー）」と連動して行われた。新規機能性材料

の開発を加速させるために、従来の実験と評価に

よる試行錯誤的な工程を、計算科学手法の導入に

よってより効率化する試みが世界的に行われてい

る。高分子発泡材料には大幅な省エネ性能や複合

化による多種類の機能の発現といった性能向上が

期待されている。高分子発泡材料の発泡構造を予

測するには、発泡プロセスのモデリングと、発泡

を促進する核剤と高分子との状態を適切にモデル

化するシミュレーション技術が鍵となっている。

平成 30 年度に発泡プロセスのモデリングに成功

し、小泡が均一分散する望ましい発泡構造を実現

するための核剤の材料予測に成功した。その後、

先端素材高速開発技術研究組合（ADMAT）と連携し

てシミュレーション結果の実験検証を行い、モデ

ルの妥当性を確認した。 

課題項目④の「セラミック電解質シート製造技

術開発」（中部センター）では、高速充電が可能な

モビリティ向けの次世代全固体蓄電池を目指し

て、領域間連携による「酸化物系全固体電池研究

加速化のためのアライアンス」（平成 30 年度産総

研戦略予算）を構築した。電動化が進む自動車等

の移動体などで必要とされる急速充電が可能な安

全性の高い次々世代型の酸化物系全固体蓄電池が

求められている。これを実現すべく、常温付近で

ある、カチオン移動型電池（硫黄系）材料を従来よ

りも安全かつ大量に合成可能なプロセス技術を検

討し、従来、㎎オーダーの少量合成しかできなかっ

た正極材料合成のスケールアップ条件を見出した。

電気自動車やモバイル機器向けの蓄電池の市場規

模は 16〜20 億円とされる。次世代自動車の電動化

に向け、世界的に急速充電が可能な全固体電池の開

発が加速されており、企業での全固体電池開発に必

要な部材供給を可能にする本技術は、市場に与える

インパクトだけでなく、省エネ社会の実現にも大き

く貢献するものである。今後、原料メーカーやユー

ザー企業と連携し、移動体用の次世代蓄電池試作へ

向けた開発展開を加速する。 

課題項目④の「磁気冷凍材料の開発とシステム

化」（中部センター）の研究において、従来の 1/10

の時間で磁気冷凍部材を製造できるプロセス開発

に成功するとともに、課題となっていた水素スプリ

ット問題とそれに伴う特性低下を解決する手法を

見出した。これにより、低磁場において高出力な磁

気冷凍部材の開発が可能となった。この技術は、従

来の代替フロンによる冷凍システムに代わり得る、

磁気冷凍システムの確立へ大きく貢献するもので

る。本技術の冷凍出力が現行（気体圧縮）技術と同

程度のものとなった場合、ノンフロン、静音性、高

効率性などが普及の後押しとなり、市場投入当初で

数十から百億円の規模となることが見込まれる。さ

らに、性能向上と市場認知の高まりを含めて予想す

ると、将来的には、数千億円規模の市場に発展する

ことが見込まれる。フロンフリー、さらには従来の

冷凍システムに比べて省エネルギーという特性が

見込まれる磁気冷凍システムの開発は、社会的関心

や産業界からのニーズも高く、本技術は民間企業と

の共同研究によって、外部資金 4,000万円（平成 29

年度-平成 30 年度）を獲得し、また、公的資金・

NEDO・エネルギー・環境新技術先導研究プログラム

に採択された（平成 30年度 1,800万円）。また、学

術的評価も高く、科研費・基盤 B（平成 30 年度直

接経費 800万円）を獲得した。加えて、永井財団・

学術賞を受賞した（平成 27年度）。国際会議の招待

講演 5件（平成 27年度-平成 30年度）、うち 1件は

プレナリー講演(平成 30 年度)であった。特許出願

は 3件であり、内１件は国内登録、2件は特許協力
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作動する「AIST全固体蓄電池」向けの酸化物セラ

ミックス電解質シートを用いた蓄電池の構造制御

と部材化に不可欠な難焼結性のリチウム伝導性セ

ラミック電解質のシート化や電極との界面制御技

術及び低温域での焼結化技術を検討した。平成 30

年度には、電極材料との接点を数μm 以下で形成

し、かつ、その構造を保持したまま電解質シート

を800℃以下で製造するプロセス技術を開発し、数

cm角のシート部材の試作に成功した。これにより、

今後の酸化物系全固体電池の作動性能の向上へ貢

献できるシート部材を開発できた。また、NEDO革

新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（RISING2）に

て、カチオン移動型電池（硫化物系電池）の正極材

料の量産化技術開発を試みた。硫化物系電池は既

存電池よりも高い放電容量（500mAh/g以上）を示

すが、正極材料の量産化が困難であった。しかし、

正極材料の合成時間を大幅（従来の 1/120 以下）

に短縮すると共に、ワンバッチ当たり、従来の 30

倍の合成収量が得られる新規合成技術を開発し

た。橋渡し後期として、昨年度より実施している

「佐賀県リーディング企業創出支援事業」にて、

産総研で開発した全固体蓄電池向けの電解質シー

ト製造技術を活用し、全固体電池向けリチウム伝

導セラミック電解質シート部材の製造を企業の量

産機にて検討し、企業で試作したシート部材を第

3回高機能セラミックス展（平成 30年 12月 5日-

12月 7日、幕張メッセ）にて企業ブースにて展示

し、電池製造メーカー等のユーザー企業へ試作品

提供に向けた商談や試作品のアピールし、多くの

企業から強い関心を得た。 

課題項目④の「磁気冷凍材料の開発とシステム

化」（中部センター）においては、従来の代替フロ

ンガスを利用した冷凍システムに代わり、固体材

料による冷凍システムを構築することを目的とし

て、固体材料における材料設計の最適化とシステ

ム化を行った。従来のコンプレッサー式冷凍シス

テムは冷凍性能には優れるものの、冷媒として温

室効果の高いフロンやノンフロンを用いるという

課題があった。このため、近年、磁気による熱変化

を用いたノンフロン、かつ省エネルギーの磁気冷

凍技術が期待されている。第 4 期を通して、従来

の磁気冷凍材よりも高い磁気熱量効果（磁気によ

条約（PCT）出願である。 

課題項目⑤の「難燃性 Mg 合金による高速鉄道車

両部分構体の試作・信頼性 DBの構築」（中部センタ

ー）においては簡易モックアップ構体の製造や信頼

性 DB の構築を通じて、開発した合金のための基礎

技術（素形材製造・接合・表面処理・設計）を構築

しつつあり、当該合金を高速車両構体の構造部材に

適用することで、高速車両構体の抜本的な軽量化が

期待される。速車両構体の軽量化は、運転時のエネ

ルギー消費量の削減に寄与するだけでなく、高速鉄

道の速度向上にも資するものであり、わが国の鉄道

を中心とする輸送器機産業の国際競争⼒強化に大

きく貢献することが期待できる。鉄道車両の市場は

世界で約 7.8兆円（2019-2021年間の平均値。欧州

鉄道産業連盟 “WORLDRAIL MARKET study”より）

と推定されており、本技術の普及による経済効果は

極めて大きい。本技術はプレスリリース(NEDO、 平

成 30 年 6 月 12 日)後、日本経済新聞等 7 紙で報道

され、その実用化が高く期待される。 

課題項目⑤の「電磁撹拌を用いたアルミニウム合

金の組織微細化」（中部センター）の研究において、

微細化剤を用いない新たな鋳造組織微細化技術の

開発を行い、従来の微細化剤添加法と同等以上の微

細化を可能とした。微細化剤を用いない本プロセス

の開発により、アルミニウム合金の製造コスト・リ

サイクルコストの低減を可能とし当該材料の更な

る使用拡大が期待される。産業界においても本技術

に関する関心は高く、平成 27 年度より株式会社

UACJに技術移転を行い、実用化を進めてきた。平成

30年度には、これまでの取り組みが評価され、株式

会社 UACJ と冠ラボを設立、共同研究を実施してい

る。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「全固体蓄電池に向けた

セラミック電解質シート製造において顕著な進捗

があった。」、「計測とシミュレーション計算、材料

の高性能化と特性解析技術の開発による研究の進

展が見られ、論文発表や企業共同研究につながって

おり評価できる。」との評価を得た。 
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る熱変化）を発揮する La(Fe-Si)13H の開発を進め

てきた。加えて、La(Fe-Si)13Hは冷凍材料として機

能する温度（転移温度）を水素添加量によって変

化させることが可能であることも明らかにしてき

た。平成 27年度には、焼結プロセスと低酸素処理

を組み合わせた手法により、従来の溶融凝固法に

比べ、1/10の短時間で材料合成に成功し、材料製

造における熱に対する安定性が向上した。その一

方で、この材料を部材化して冷凍システムを構築

する際の課題を抽出し、水素スプリット問題を解

決することが大きな課題の一つとなった。水素ス

プリットとは、この材料を転移温度に長時間置い

ておくと水素が拡散し、材料内で水素濃度が異な

る領域ができることにより、冷凍出力が低下する

現象であり、これを抑制する必要がある。平成 30

年度には、結晶粒径の制御が可能でかつ冷凍出力

を低下させない添加元素の発見によって、水素ス

プリットを抑制することが可能となった。以上の

成果から、本材料を室温近傍の空調・冷蔵用途に

用いた際には、従来型のガドリニウム材料などに

比べて 3～4倍以上の冷凍能力が期待でき、また、

現行旧来方式（コンプレッサー式）に匹敵する冷

凍能力を、数割から数倍高いエネルギー効率で実

現できるポテンシャルを有することがわかった。 

課題項目⑤の「難燃性 Mg合金による高速鉄道車

両部分構体の試作・信頼性データベース(DB)の構

築」（中部センター）において、NEDO委託事業「革

新的新構造材料研究開発」で開発した新たな難燃

性 Mg合金を使用して、当該プロジェクトメンバー

の一員として、実寸大断面(長さ 1m)のオール Mg合

金製の高速車両構体の実寸大断面(長さ 1m)の簡易

モックアップの作製を完了させた。輸送機器の燃

費向上によるエネルギー消費量と CO2 排出量の削

減は、わが国の部素材産業やユーザー産業の国際

競争力強化のために不可欠な課題である。本材は

Al 合金製構体と比較して 30%の軽量化が可能であ

り、難燃性 Mg合金構体の適用が高速車両構体の軽

量化及びそれに伴うエネルギー消費量削減や高速

鉄道の速度向上に資することを確認した。平成 30

年度は、難燃性 Mg合金を用いて構体を設計するた

めに必要となる各種信頼性（疲労特性・耐食性）DB

を構築中である。 

 

＜課題と対応＞ 

 橋渡し前期研究においては橋渡しの評価指標で

ある実施契約件数に関して第 4 期最終年度目標を

達成することが課題である。このための取り組みと

して、有望な産総研特許の企業への PRを検討する。

また、有償試料提供の実績を上げるために、試作体

制の充実を目指す。材料・化学領域の橋渡し前期研

究では、国プロジェクトによる研究開発が中心であ

る。プロジェクトで定めた目標を達成すべく責任を

果たす。 

中長期的には、領域の知財マネジメントの強化が

最大の課題である。そのため、パテントオフィサー

が領域の研究課題設定から係わり、真に有効な知財

の創出を目指す。また、国プロジェクトの提案や推

進を積極的に行う。 
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課題項目⑤の「電磁撹拌を用いたアルミニウム

合金の組織微細化」（中部センター）においては、

微細化剤を使用しない新たな鋳造組織微細化技術

の開発を行った。アルミニウム合金の強度を向上

させるため、鋳造時に微細化剤を添加することで、

微細な構造を発生させるという方法が用いられて

いる。しかし、微細化剤は、リサイクル時には分

離、除去といった処理が必要となる。アルミニウ

ムをリサイクルして二次地金を製造する際に要す

るエネルギーは、新地金製造に必要なエネルギー

の 3～5%程度と非常に少ない。省資源・省エネルギ

ーに対する関心が高まる中で、リサイクルアルミ

ニウムの有効利用の観点から、微細化剤添加法に

代わる組織微細化技術が求められている。平成 29

年度までに円形断面の鋳造材（φ90mm）において、

一般的な微細化手法である微細化剤添加を上回る

微細化を実現した（微細化剤使用：粒径約 70μm、

電磁撹拌付与：粒径約 50µm）。平成 30年度には、

より生産量の多い矩形断面鋳造材への本プロセス

の適用を検討し、材料全体を均一微細とするため

の条件を明らかにした。これらの結果を受け、プ

ロジェクト内企業（株式会社 UACJ）において実用

化に向けた検討が開始された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 課題項目①の「砂からテトラアルコキシシラン

を製造する方法」の研究においては、テトラアル

コキシシランの新たな合成法を開発した。テトラ

アルコキシシランは、半導体保護膜や防食塗料基

材等に含まれる無機ケイ素材料の原料として幅広

く利用されている基幹物質であり、その製造方法

の省エネルギー・低コスト化は市場に与えるイン

パクトも大きい。現在の工業的なテトラアルコキ

シシランの製造では、その第一段階において出発

原料である天然のケイ石を高温で炭素と反応させ

て金属ケイ素に還元する必要があるが、これは金

属ケイ素 1トンあたり 14000 kWhもの大量の電気

エネルギーを消費し、同時に二酸化炭素も大量に

排出する事が課題となっている。そこで、本研究

では、金属ケイ素を経由しない新たな有機ケイ素

化学品製造方法の開発を目指して、砂などの安価

なケイ素源（シリカ）から直接テトラアルコキシ

シランを合成する技術の開発に取り組み、原料の

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

課題項目①の「砂からテトラアルコキシシランを

製造する方法」の研究において、砂などの安価なケ

イ素源（シリカ）から直接テトラアルコキシシラン

を合成する技術の開発に成功した。この技術が実用

化されれば、ケイ素基幹物質の製造プロセスの省エ

ネルギー化と同時に低コスト化が実現し、市場規模

の拡大・新産業分野への応用の可能性が期待され

る。ケイ素化学産業全体として、国内でおよそ

2,000億円、グローバルではおよそ 1.5兆円の市場

規模を有しており、その基幹物質の一つであるテト

ラアルコキシシランの製造プロセスの革新は大き

なインパクトを与える。本成果は、平成 28年 10月

25 日と平成 26 年 5 月 20 日にそれぞれ、産総研・

NEDO 共同プレス発表を行っており、新聞 5 紙に報

道され、また Web版の産経ニュース(平成 27年 1月
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に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

シリカを基準として 70％以上の高い変換率で直接

合成可能な反応プロセスの開発に成功した。テト

ラアルコキシシランをシリカから直接的に高い効

率で合成するには、化学平衡の制約によって、反

応の進行方向がシリカに逆戻りすることが圧倒的

に有利となっている系を制御し、目的物であるテ

トラアルコキシシランが生成する方向に平衡をシ

フトさせることが鍵となっている。平成 28 年に

は、化学平衡をシフトさせる手段として、反応シ

ステムの中に副生成物である水を、無機脱水剤を

用いて継続的に除去できるユニットを組み込んだ

プロセスを設計し、砂や燃焼灰などの安価なシリ

カとアルコールを原料として、シリカを基準で

70％以上の高い変換率でテトラアルコキシシラン

を直接製造することに成功した。平成 30 年度に

は、反応条件の最適化によって反応効率をさらに

向上させるとともに、化学プロセスの反応効率を

定量的に評価するためのツールであるプロセスシ

ミュレーターを用いて製造コストやプロセスのエ

ネルギー収支の評価を行い、開発した新製造方法

が現状の工業的プロセスに対してコスト優位性を

持ち、二酸化炭素排出量を約 1/2 にできる可能性

があることを明らかにした。 

課題項目②の「耐熱性ガスバリアフィルムに関

する研究」（東北センター）において、粘土鉱物と

樹脂からなるナノコンポジットフィルム(クレー

スト®)の開発を進めた。平成 29年度までに、木材

由来のリグニンを耐熱性樹脂として用い、市販の

耐熱ガスバリアフィルムよりも 10 倍程度高いガ

スバリア性を有する画期的なフィルムを開発し

た。加えて、同フィルムの連続生産技術を開発し、

高いガスバリア性に起因する残存溶剤の課題を克

服することで、電子基板用銅箔積層フィルムの生

産に成功した。平成 30年度には、銅箔積層フィル

ムを基にした模擬基板を試作した。また、当該基

板の回路パターン形成や耐熱性能を評価し、耐熱

ガスバリアフィルムが電子基板の基本性能を具備

することを確認した。 

課題項目②の「ナノ空孔材料を利用した分離シス

テム」（東北センター）において、規則的ナノ細孔

と高い熱的・化学的安定な高シリカチャバザイト

型ゼオライト（CHA）を薄膜形成する研究を進め、

3 日)において「スゴ技ニッポン」として取り上げ

られており、社会的関心の高い技術であることが分

かる。 

課題項目②の「耐熱性ガスバリアフィルムに関す

る研究」（東北センター）おいて、種々のバインダ

ーと粘土鉱物を用いた耐熱ガスバリアフィルムの

製品化研究を実施した。耐熱ガスバリアフィルムの

代表的な素材であるポリイミドの市場規模は、2012

年において 600 億円（「2006 年 熱硬化性樹脂と応

用製品市場の現状と将来展望」、富士経済、2006年）

と推測されていた。また、別のレポートでは、2017

年におけるポリイミドの世界市場規模は、約 1,600

億円とも推測されている（「ポリイミドフィルムの

世界市場：2022 年に至る用途別、需要家別市場予

測」、ResarchStation LLC）。ポリイミドの価格は

8000円/kg 程度と言われており、より安価で高バリ

アの耐熱ガスバリアフィルムを提供できれば、その

経済的波及効果は大きい。第 4期においては、非常

に高い水蒸気バリア性を有する標準ガスバリアフ

ィルムを開発した。この標準ガスバリアフィルム

は、フレキシブル有機 EL ディスプレー用フィルム

の開発を後押しするものである。また、耐熱ガスバ

リアフィルムを振動版に用いたハイレゾスピーカ

ーも製品化した。なお、耐熱ガスバリアフィルムに

関して、平成 30 年度において、耐熱ガスバリアフ

ィルムに関する論文が日本粘土学会の優秀論文賞

を受賞した。さらに、本ガスバリアフィルム用粘土

について ISO規格を開発中である。ガスバリアフィ

ルムの成果が、新たなバリアフィルム材料の開発に

係る民間企業との共同研究（共同研究費 1,300 万

円）につながるなど、企業からの関心は高い。 

課題項目②の「ナノ空孔材料を利用した分離シス

テム」（東北センター）の研究において、高い二酸

化炭素分離性能をもち、熱的・化学的に安定な CHA

型ゼオライトの薄膜形成方法を開発した。また、プ

ロセス化に不可欠な大面積化技術を企業と共同開

発した。これまで実プロセスに使用できる大面積ゼ

オライト膜は耐久性に乏しい A 型ゼオライトのみ

だった。しかし、この技術はゼオライト膜の利用プ

ロセスをバイオガス分離、酢酸の脱水などに拡大

し、化学工業等における分離プロセス（蒸留）の刷

新と省エネルギー化を可能にする。本技術に対する
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水及び二酸化炭素に対して高耐久性かつ高分離性

を有するゼオライト膜の開発とその大面積化を実

現した。現在のところ、市販の A 型ゼオライト膜

の実用例はアルコール脱水に限られているが、こ

れは膜の耐久性が乏しいためである。耐久性に加

え、高い透過性と分離性が必要なので、ゼオライ

トを、１ナノメートル以上のピンホールのない緻

密な薄膜へと合成する技術が必要となる。平成 29

年度までに従来の 1/15の時間で CHA膜を製造でき

る画期的な膜製造技術の開発に成功し、さらに、

二酸化炭素分離膜として機能することを確認し

た。その後、プロセスで使用可能な膜の製造技術

について企業と共同開発を進め、平成 30年度には

複数の CHA 膜を束ねた膜モジュールの開発を実現

した。 

課題項目③の「スーパーグロース法単層カーボ

ンナノチューブ（SGCNT)を用いた長寿命・高耐熱・

高耐圧 Oリングの開発」では、NEDOプロジェクト

「ナノカーボン応用製品創製プロジェクト（平成

4年度～平成 6年度）」において、産総研は、2004

年に高純度、長尺、高比表面積で、分散性に優れた

単層 CNT の合成法であるスーパーグロース法を開

発した。そして、NEDOの支援を経て、2015年に日

本ゼオン株式会社（日本ゼオン）がこの合成法に

よる単層 CNT を量産化に成功した。その後、2017

年から産総研、日本ゼオン、サンアロー株式会社

（サンアロー）の 3 者で構成される日本ゼオン・

サンアロー・産総研 CNT 複合材料研究拠点におい

て、CNTとさまざまな複合材料の製品化を目指した

研究開発が進められてきた。特に、CNTとゴムの複

合材料については、これまでに、窒素雰囲気下

420 ℃で 3時間加熱しても形状を維持できる単層

CNT 含有ゴム複合材料を開発した（2017 年 6 月 8

日 産総研プレス発表）。平成 30年度、日本ゼオン・

サンアロー・産総研 CNT 複合材料研究拠点では、

ゴムに高度なネットワーク構造を保ったまま CNT

を分散させることで形状維持性を向上させ、かつ

CNT を添加した際の課題であった圧縮永久ひずみ

の劣化の課題を解決することで、市販品フッ素ゴ

ム（FKM）材料の 3.5倍の耐久時間を有する、長寿

命・高耐熱・高耐圧の優れた性能を持つシーリン

グ材を製品化した。本製品は、平成 30 年 10 月 1

企業からの関心も高く、平成 27年度～平成 30年度

における本技術の成果は、獲得研究資金 3,852万円

（うち企業資金 2,220 万円）、特許出願 2 件、誌上

発表 8報、特許実施１件、試料提供 1件であった。 

課題項目③の「スーパーグロース法単層カーボン

ナノチューブ（SGCNT)を用いた長寿命・高耐熱・高

耐圧 Oリングの開発」において、ゴムに高度なネッ

トワーク構造を保ったまま CNT を分散させること

で形状維持性を向上させ、かつ CNTを添加した際の

課題であった圧縮永久ひずみの劣化の課題を解決

することで、市販品 FKM材料の 3.5倍の耐久時間を

有する、長寿命・高耐熱・高耐圧の優れた性能を持

つシーリング材を製品化した。本製品は、化学プラ

ント、発電、石油掘削用途などの高温・高圧となる

過酷環境下でのシーリング材の交換頻度低減と管

理コストの削減に貢献することが期待される。な

お、本技術は平成 30 年 9 月 13 日、「長寿命・高耐

熱・高耐圧 Oリングを開発、販売開始へ－ 世界初、

スーパーグロース法で量産された単層カーボンナ

ノチューブ応用製品 －」というタイトルで、産総

研・サンアロー・NEDO 三機関の共同でプレス発表さ

れ、化学工業日報、日刊工業新聞、電波新聞、経済

産業省 METI Journalに掲載された。製品は 10月

1日から販売が開始され、企業からの問い合わせが

60 件あり、試料提供・販売 25 件を実施した。CNT

の国内市場規模は 2013 年の 32 億円から 2030 年に

は 660 億円へと大きく成長する見込み（NEDO 技術

戦略センター調べ）であり、種々の CNT複合化材料

の開発技術は産業界へも極めて大きなインパクト

となる。 

課題項目④では、「コアシェルナノ粒子の開発と

構造色の発現」（中部センター）の研究において、

平均粒径が 200nm 及び 250nm のコアシェルナノ粒

子を規則配列させたコロイド結晶を樹脂で固定化

する技術を開発した。それにより、部材の新規な加

飾応用を目指し構造色が求められている中、従来の

シリカやポリマー粒子では実現できなかった、固定

化しても構造色を発現する技術を確立できた。この

技術は、コアシェルナノ粒子からなるコロイド結晶

を樹脂で固定化しているため、十分な膜強度を有し

ている。本技術に関する産業界からの関心も高く、

コアシェルナノ粒子に関する知財アセットとして
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日からサンアローから「SGOINT（スゴイン）-Oリ

ング」の名称で、FKMと同等の価格帯で販売開始さ

れた。 

課題項目④の「コアシェルナノ粒子の開発と構

造色の発現」（中部センター）では、コアシェルナ

ノ粒子（金属酸化物ナノ粒子の表面をポリマーで

覆った粒子）の粒径が揃っていること及び屈折率

が大きいこと（約 2.1）を利用して、これまでにな

い部材の加飾を目指した「コアシェルナノ粒子の

開発と構造色（光の波長程度の間隔で並ぶ微粒子

表面における光の反射・干渉で現れる色）の発現」

の研究を実施した。構造色の発現に従来から用い

られてきたシリカやポリマー粒子の屈折率（約

1.5）とそれらを固定する樹脂の屈折率に差が小さ

いことから、構造色が明瞭に発現しないという課

題があった。企業との共同研究によりナノ粒子の

量産技術を開発すると共に（コアシェル型ナノ粒

子の物質や製造方法、その応用などに関する特許

の実施契約を締結済）、平成 29 年度は、酸化セリ

ウムナノ粒子（平均粒径 200nm及び 250nm）のコア

シェルナノ粒子を用いて、粒子間の均一な短距離

秩序に基づく、構造色（紫や緑など）を発現するコ

ロイドアモルファス集合体の作製に成功した。当

該粒子の屈折率(約 2.1)は従来から構造色発現に

用いられてきた粒子の屈折率（約 1.5）よりはるか

に大きく、前記の課題の解決に繋がった。当該開

発したコアシェル型ナノ粒子による構造色の利

用・応用をさらに進めるために、平成 30年度は、

コアシェルナノ粒子を規則配列させ、これを樹脂

で固定化するプロセスを開発した。従来の粒子で

は固定化しない状態で角度依存性のある構造色

（青色及び緑色）を発現するものの、固定化する

と失色する。しかし、コアシェルナノ粒子を用い

ることで、固定化しても角度依存性のある構造色

を発現し、モルフォチョウやタマムシの色彩に類

似した色を示す塗膜を実現した。本技術は構造色

の特長である紫外線に晒されても退色しないなど

の新しい加飾を探索している化粧品分野、自動車

等の加飾分野、樹脂製品の加飾・装飾分野などへ

の新しい塗料としての応用を可能にする。 

課題項目⑤の「パワーモジュール用窒化ケイ素

メタライズ基板の信頼性評価技術開発」（中部セン

特許 9件、ノウハウ 1件を構築し、民間企業と実施

契約を締結しており、これまでに 520万円(平成 22

年度からの通算)の知財収入(情報開示、実施許諾

等)を得た。民間企業と当該粒子を使って各種技術

開発が行われ、企業や大学などの研究者により当該

粒子を使った技術開発に関して学会発表なども複

数件行われた。また、コアシェルナノ粒子に関する

技術は、学術的にも高い評価を得ており、平成 25

年度の日本ファインセラミックス協会技術振興賞

を民間企業と共同で受賞した。 

課題項目⑤の「パワーモジュール用窒化ケイ素メ

タライズ基板の信頼性評価技術開発」（中部センタ

ー）において、温度サイクル試験に要する時間を約

1/100 に短縮可能な加速劣化試験法の開発に成功

し、「４点曲げ疲労試験治具及び疲労試験装置なら

びに加速劣化試験方法」として特許出願（特願

2017-075472）を行なった。本手法では、例えば、

従来の方法で約３ヶ月の期間を要した 3,000 回の

温度サイクル試験（産業機器等の信頼性評価として

一般に求められているサイクル数）を１日で終わら

せることができ、メタライズ基板の信頼性評価、及

び、それに基づく部品開発の期間を大幅に短縮する

ことが可能となった。本評価法は、基板の長期信頼

性評価にかかる時間を大幅に短縮することが可能

であり、次世代パワーモジュールの開発に大きく貢

献することができる。なお、本加速劣化試験法につ

いては、実装学会で招待講演を受けるなど産業界か

ら高い注目を集めた。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、着

実な研究開発が実施できたと考え、評定を「Ｂ」と

する。 

 なお、評価委員からは、「企業との強力なコラボ

体制を実現し、長寿命・高耐熱・高耐圧の Oリング

の販売を開始した。多数のメディアでも取り上げら

れ、その成果の国内外への波及効果も大きいと言え

る。」、「CNT アライアンスのスピーディな開発は特

に評価できる。」、「短期間にスゴインを開発したこ

とは評価できる。」との評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

橋渡し後期研究では、研究成果を事業化まで繋げ
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ター）において、温度サイクル試験における構成

部材の損傷機構の解明と加速劣化試験法としての

動的疲労試験法の開発を進めた。対象とする部品

を低温槽と高温槽間で移動させる従来の方法に比

べて、損傷評価時間を約 1/100 に短縮できる手法

を実現した。メタライズ基板とは、導体回路層と

セラミック基板を活性ロウ材を用いて接合させた

部材であり、半導体素子から冷却プレートへの高

い熱伝達性と絶縁性を実現させている。産業機器

や大型白物家電、自動車、鉄道、新エネルギーの分

野で電力制御のため用いられるパワーモジュール

は、今後ますます高出力化、高電流密度化する傾

向にあり、メタライズ放熱基板にはより高い熱的・

機械的信頼性が求められる。特に、近年の素子の

高出力化、高温動作化や動作環境の高温化に伴い、

苛酷な温度サイクル下での部品の劣化損傷機構の

解明、さらには、それに基づく加速劣化試験の開

発が強く求められていた。平成 29年度には温度サ

イクル試験時の部品の損傷がセラミック部に生じ

る引張り熱応力に起因することを明らかにした。

この知見に基づき、平成 30年度においては、動的

疲労試験時の治具形状、最大荷重、繰り返し応力

を印加する周期時間などのパラメータを系統的に

検討し、温度サイクル試験におけるメタライズ基

板の耐損傷性と高い相関を示す加速劣化試験法を

開発した。 

 

ることが課題である。これに応えるため、領域職員

が企業の事業化まで関与する体制を検討する。 

中長期的には、日本全体のエコイノベーションシ

ステムの中で、産業界とりわけ素材・化学産業界か

ら信頼される研究組織になることが最大の課題で

ある。そのために、技術移転の実績を積み上げると

もに、大学等との連携により、産業界の長期的かつ

根源的な課題に応える骨太の研究開発を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

けて、イノベーションコー

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 領域が掲げたビジョンに則り、「夢の素材」によ

る「産業界、経済界、行政」と連携した「グローバ

ルな価値の創造」に向けて、領域内の各研究部門

及び研究センターの持つポテンシャルを活かした

技術相談、技術コンサルティングの活動を積極的

に行い、受託研究及び共同研究への展開を促進さ

せた。平成 27 年度から平成 30 年度にかけて、共

同研究・受託研究契約数は、 

平成 27年度：大企業（中堅企業を含む）180件、

中小企業 76件 

平成 28 年度：大企業 219 件、中堅・中小企業 90

件 

平成 29 年度：大企業 222 件、中堅・中小企業 90

件 

平成 30 年度：大企業 224 件、中堅・中小企業 88

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 第 4期において材料・化学領域は領域が持つ技術

を活かした技術相談、技術コンサルティングの活動

を積極的に行い、受託研究及び共同研究への展開を

促進させた。また国内外規格・標準化活動にも役職

者として積極的に貢献し、国際標準策定による公平

で合理的な産業発展へ大きく寄与してきた。注目す

べき点としては、技術コンサルティング契約件数の

増加である。平成 27 年度に新しく導入された技術

コンサルティング制度は、領域の持つ技術による分

析や技術アドバイスを行うことで、企業における新

規開発テーマの選定や生産現場での技術的問題に

解決策を提供してきた。第 4期を通して示される技
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切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

 

件 

となった。また、第 4 期において新しく創設され

た技術コンサルティング契約を結んだ企業数は、 

平成 27年度：2社 

平成 28年度：10社 

平成 29年度：26社  

平成 30年度：60社  

となった。コンサルティング収入も、 

平成 27年度：350万円 

平成 28年度：1,869万円 

平成 29年度：5,427万円 

平成 30年度：9,689万円 

となり、技術コンサルティング制度の導入以来、

着実な増加を続けている。 

材料・化学領域では積極的に国際標準化活動を

進めることによって、研究活動で得られた専門知

識を社会に役立てることに努めた。国内外規格・

標準化活動における役職者としては、ワーキング

グループ議長に該当するコンビーナとプロジェク

トリーダーは、 

平成 27年度：データ無し  

平成 28年度：コンビーナ 1名、プロジェクトリー

ダー2名 

平成 29年度：コンビーナ 2名、プロジェクトリー

ダー6名 

平成 30年度：コンビーナ 2名、プロジェクトリー

ダー8名 

となった。国際標準の新規発行規格については 

平成 27年度：データ無し  

平成 28年度：2件 

平成 29年度：4件 

平成 30年度：3件 

となった。一方、国際標準の規格提案は、 

平成 27年度：データ無し  

平成 28年度：2件 

平成 29年度：5件 

平成 30年度：4件 

となった。 

 

術コンサルティング契約件数の顕著な増加は、如何

に技術コンサルティングによるサポートを必要と

している企業等が多いかを示唆しており、今後の民

間企業との共同研究につながると共に、民間資金獲

得の増加が期待される。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「一昨年から力を入れて

いる技術コンサルテイングが本年度、件数、獲得資

金ともに大きく伸びた。産学連携推進の柱になって

きた。グループ長研修などマネージメントを学ぶ仕

組みを取り入れて継続実行している点、評価に値す

る。」、「第５期に向けた物質循環コンセプト等への

提案は有効と考える。材料診断ネットワークの設置

は地方の活性化につながると考える。技術コンサル

タントの強化は企業のニーズを捉えたものと考え

る。」との評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

技術ポテンシャルを活かした指導助言等の活動

では、平成 27 年度の技術コンサルティングの制度

新設以来、その収入は顕著に増加した。今後もこの

顕著な成果を継続することが課題である。そのため

には、知財戦略に基づき、産総研の生み出した発明

の権利をしっかりと確保した上で、技術コンサルテ

ィング等に真摯に対応する。これにより、材料・化

学領域への産業界からの信頼をさらに高め、共同研

究等の企業連携に繋げていく。 

Society5.0 に代表される国全体の技術政策の立

案への貢献を高めることも課題である。その対応と

して、関係省庁や経済界との戦略的かつ組織的な意

見交換を積極的に行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （６）マーケテ （６）マーケテ ・各研究領域において、領 ・マーケティング  材料化学領域では第 4 期を通じて、領域のマー ＜評定と根拠＞ 
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ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

ケティング力強化策として、領域内の 9 つの研究

部門及び研究センターの企業相談等の状況報告を

毎月集約し、研究戦略部が解析を行い、適宜、研究

部門及び研究センターの幹部と情報共有を行っ

た。加えて、技術コンサルティング制度の積極的

な広報や、冠ラボの立ち上げに向けた企業との研

究推進体制の構築等、企業とのコミュニケーショ

ンを円滑に実施し、マーケティング力を強化した。

また、産総研つくばセンターで年に一度開催され

る「テクノブリッジフェア inつくば」では、招待

した民間企業の幹部と領域長が意見交換を行っ

た。第 4 期を通して意見交換を実施した企業は累

計 65社となる。 

第 4 期においては、領域の進むべき方向をより

明確に打ち出すために平成 27 年度から令和元年

度にかけて「スポーツ工学プロジェクト」、「食糧・

水 WG」、「アクティブマテリアル WG」、「環境調和材

料 WG」、「第 5期研究戦略検討 WG」、「海洋プラスチ

ック WG」を設立し、技術を展開する新たな企業を

開拓するための研究戦略の議論を行ってきた。例

えば、平成 30年度に設立した第 5期研究戦略検討

WGでは、材料・化学領域と関連が深い業界団体並

びに企業へのヒアリングによって得られた「社会

ニーズ」と、領域の保有する「技術シーズ」を分析

し、今後取り組むべき課題及びマーケティング戦

略を明確にした。開拓すべき技術及び橋渡し先企

業をより明確するとともに、アピールする技術を

明確化することで、マーケティング活動の拡大を

図った。また、地域イノベーション創出に向けた

地域センターの機能強化を推進するために、機能

化学研究部門部門長が中国センターに常駐し、企

業と一緒にセルロースナノファイバー（CNF）を使

いこなすことを目標とした「なのセルロース工房」

を設立した。加えて、広島県との連携・協力協定の

締結や、西日本における分析評価拠点設立活動に

積極的に取り組んだ。 

領域では平成 27 から平成 30 年にかけて国際ナ

ノテクノロジー総合展・技術会議(nano tech) 出

展し、材料・化学領域の最新の技術を企業にアピ

ールしてきた。日本化学会が主催する「化学フェ

スタ」においても、 

平成 27 年度：新たにスタートした、産総研の材料・

評定：A 

根拠： 

マーケティング力の強化は、第一に産総研の橋渡し

先企業の開拓、第二に企業が潜在的に抱える将来の

研究課題の発見、第三に長期的な視点に立った社会

的な課題を発掘するために不可欠である。材料・化

学領域は「スポーツ工学プロジェクト」、「食糧・水

WG」、「アクティブマテリアル WG」、「環境調和材料

WG」、「第 5 期研究戦略検討 WG」、「海洋プラスチッ

ク WG」を設立し、技術を展開する新たな企業を開拓

することでマーケティング力の強化を図ってき

た。、この結果、民間獲得資金額は第 4 期を通して

増加を示した。とりわけ技術コンサルティング契約

件数には顕著な増加が得られた。領域を上げてのマ

ーケティング力の強化のための取り組みは着実な

成果を上げていると言える。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「技術コンサルタントの

強化は企業のニーズを捉えたものと考える。」との

評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 材料・化学領域では、第 4期目標として民間資金

獲得額の大幅な増加を目標とし、最終目標値である

年間民間資獲得額 23.1 億円を達成するために、マ

ーケティング力の強化を進めた。マーケティング力

の強化によって材料・化学領域の保有する技術の橋

渡しが進められ、民間資金獲得額や、とりわけ技術

コンサルティング契約件数には顕著な増加を示し

た。今後、さら技術の橋渡しを進めることが課題で

ある。この対策として、これまで材料・化学領域が

未開拓であった産業分野への技術アピールをする

ことが必要となる。加えて、材料・化学領域におけ

る企業連携推進機能の一層の強化を図る。業界団体

との交流やマーケティング情報収集の能力の向上

により、これまで領域として未開拓であった産業分

野とのマッチングを新たに図っていく。 
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強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

化学領域に期待するもの 

平成 28年度：健康・スポーツ工学の発展を加速す

る機能材料 

平成 29年度：マルチマテリアル化を可能とする構

造接着技術 

平 成 30 年 度 ： Sustainable development 

goals(SDGs)に貢献する環境調和材料・プロセス 

といった特別展を開催し、技術のアピールを行っ

た。平成27年度及び平成30年度には、分析展JASIS 

2018（分析展／科学機器展）においては領域の有

する材料評価技術のセミナー及び機器展示を行っ

た。第 18回国際ナノテクノロジー総合展・技術会

議(nano tech 2019)では「産業をつなぐ 産業を

つくる ～産総研の物質循環技術～」に関する特

別展示 15件を含む、35件を出展し、材料・化学領

域の最新の技術を企業にアピールした。それ以外

にも、化学フェスタ、計測・分析フェア、アグリテ

クノフェア等に出展し、積極的な広報活動を展開

した。 

第 4 期においては、以上の組織的なマーケティ

ング力強化の取り組みにより、民間資金獲得額を

着実に増加し、 

平成 27年度：9.2億円 

平成 28年度：11.6億円 

平成 29年度：15.3億円 

平成 30年度：18.0億円 

となった。さらに、WG を通したマーケティング情

報収集により、これまで材料・化学領域において

未開拓で、今後大きな受託研究が期待される業界

とのマッチングを進めた。一連のマーケティング

力の強化が、民間資金獲得額の増加に結びつくと

ともに、材料・化学領域において未開拓であった

研究市場の発見及び開拓に向けた研究体制構築に

つながった。 
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ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ
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ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや
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領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 平成 26 年度より導入されたクロスアポイント

メント制度を積極的に活用し、組織を越えた連携

により領域の研究開発力強化を進めた。クロスア

ポイントメント件数は、 

平成 27年度：9件 

平成 28年度：15件 

平成 29年度：15件 

平成 30年度：16件 

となった。材料・化学領域では第 4 期を通してク

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

 イノベーションを加速させるためには、大学や他

の研究機関との連携強化が不可欠である。第 4期に

おいて得られた大きな成果は、海外の研究機関との

連携強化である。平成 30 年度には、これまでに交

流を続けてきた Empa との間で具体的な研究が開始

され、領域の研究者 2 名が在外研究を行った。
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基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」の整備を、平

成 30 年度も積極的に進め

る。 

 

ロスアポイントメント制度を活用し、人的交流と

連携強化に向けたプラットフォーム構築を推進し

た。また、研究マッチング検討のための研究交流

会として、平成 28 年から平成 30 年にかけて理化

学研究所と連携シンポジウム等を実施した。 

海外の研究機関との連携については、材料・化学

領域ではこれまでにスイス連邦材料試験研究所

（Empa）と平成 29年 5月に第 1回ワークショップ

をスイスで開催し、平成 29 年 10 月には第 2 回ワ

ークショップを産総研関西センターで開催し、連

携を進めてきた。平成 30 年には Empa の研究者を

短期受入する一方で、領域の研究者が Empaに短期

留学し共同研究を行った。また、平成 30年度から

平成 31 年にかけて領域の研究者が Empa に長期留

学し在外研究を行っている。タイの National 

Nanotechnology Center (NANOTEC)とは平成 28年

度から平成 29 年度にかけて研究者を受け入れ共

同研究を実施した。これを契機に平成 28年度及び

平成 29 年度にはワークショップを開催し連携を

進めてきた。平成 30年度には NANOTECより研究者

1 名を受け入れるとともに、連携に向けたワーク

ショップを開催した。 

 

NANOTECからも第 4期を通して継続的に研究者を受

け入れており、平成 30 年度にはさらなる連携強化

を図るべく、NANOTCにてワークショップを行った。

これらの国際連携は、領域の研究者の国際経験を培

うだけでなく、自国だけでなく世界規模での研究動

向や世界市場で求められる技術の把握に繋がる。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「Ａ」とする。 

 なお、評価委員からは、「国際連携についても、

明らかな進展があった。国内では、NIMS、理研、大

学とは OIL の制度で連携強化が進んだ。」、

「OPERANDO-OILや MathAM-OILなども活用して大学

との連携を深めつつ目的基礎研究の促進を図って

いる。」との評価を得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

産業技術のイノベーションの加速に向けて、大学や

他の研究機関との連携強化は大きな課題である。そ

の対応としては、クロスアポイントメント制度や国

際連携を活用して、複数の研究機関が集まる場を構

築する。そこでは社会的課題に挑戦することを目指

す。また、国際的に様々なニーズの把握も課題とい

える。この課題に対しては、国外の研究機関との連

携をさらに押し進めることで対応する。 
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する。 

 

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

 産総研では、優れた研究開発能力を持った大学

院生等を RAとして雇用し、社会ニーズの高い研究

開発プロジェクトに参画させる、産総研 RA制度を

実施している。材料・化学領域では、第 4 期を通

じて、領域が一元的に RAの雇用予算を管理し、従

来の採用だけでなく、クロスアポイントメント制

度と RA雇用を組み合わせた採用を推進してきた。

この方式により、優秀な若手人材の確保と同時に、

効率的な「橋渡し」研究人材の育成と拡充を図っ

た。平成 28年度に設立された東京大学及び東北大

学との OILを通じて、大学から産総研 RAの採用を

積極的に推進した。その結果、RA数は、 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 

 研究人材の拡充、人材の流動化、育成はイノベー

ションの加速とともに、組織の多様化による技術ポ

テンシャルの向上、ひいてはマーケティング力の強

化をもたらした。平成 28 年度に東京大学及び東北

大学との間で OIL を設立したことで、RA 数は大き

く増加し、多くの人材が研究開発プロジェクトに参

画することになった。平成 30年度における RA数と

イノベーションスクール生の合計は 55 名となり、

平成 30年度目標値 35名に対して 157％という高い
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ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓マーケティング

機能の体制強化の

ための内部人材育

成、外部人材登用

を柔軟に行った

か。 

✓女性のロールモ

デル確立と活用を

増大させるための

環境整備・改善に

継続的に取り組ん

だか。  

平成 27年度：10名 

平成 28年度：31名 

平成 29年度：39名 

平成 30年度：48名 

となり、OILを活用した研究人材の育成と拡充が進

められてきた。また、材料・化学領域では材料・化

学領域の職員を対象とした人材育成で、産総研フ

ェローシップ制度による若手研究職員の海外在外

研究を実施した。第 4 期を通して産総研フェロー

シップ制度による海外在外研究件数は、 

平成 27年度：5件 

平成 28年度：3件  

平成 29年度：4件 

平成 30年度：5件 

となった。また、研究の現場を牽引するグループ

長及びチーム長の育成を目的として、グループ長

研修「共鳴塾」を平成 29年度に開始し、平成 30年

度においても行った。研修では、グループの運営

戦略、リーダーシップ、グループ員とのコミュニ

ケーション及びグループ運営等における課題に対

して、グループ長間での議論を促すとともに、領

域長、研究部門長及び研究センター長が自身の体

験談を踏まえて、適切な指導・助言を行った。加え

て、領域ビジョンの共有をしっかりと進め、領域

が解決すべき課題の共有や連携研究のマインドを

形成させるために、領域ワークショップ（WS）を開

催し、各研究部門と研究センターによる研究成果

報告に加えて、領域長による材料・化学領域の研

究戦略の説明や、パテントオフィサーによる領域

が進める知財戦略についての解説を行った。本 WS

を通じて、各研究部門及び研究センターにおける

研究開発の進捗状況を相互理解し、研究部門及び

研究センター間の交流を推進させることができ

た。このように、個々の研究職員の研究開発への

アクティビティーをより高めるための活動を強力

に推進した。 

材料・化学領域では、平成 29 年度及び平成 30

年度に、女性研究員の採用増加に向けて、「女子大

学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談会」

に領域を挙げて参加し、ポスター発表による研究

紹介、研究室見学、意見交換を実施し、女子学生へ

の広報活動に積極的に取り組んだ。 

達成率となった。一方、材料・化学領域では第 4期

を通して領域の優秀な若手研究者には海外での在

外研究の機会を提供し、先進技術の習得や国際的な

ネットワークの構築を促した。民間獲得資金の増加

等の領域の掲げる目標を達成するために、領域 WS

を通して領域の方針、戦略の理解を材料・化学領域

全体に徹底化させた。領域の掲げる目標に組織的に

取り組んだ結果、研究グループ及び研究チーム、さ

らには研究部門及び研究センターといった、より大

きな集団で企業連携に対応する体制が構築された。

これらの結果として、規模の大きな企業連携数の増

加と、それに伴う民間資金獲得額の増加や、第 4期

を通して 6つの冠ラボを設立し、研究部門及び研究

センター全体で特定企業との連携を行うという仕

組みが確立された。 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とす

る。 

 なお、評価委員からは、「グループ長研修などの

マネージメントを学ぶ仕組みを取り入れて継続実

行している点、評価に値する。」との評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 優れた技術の開発とその橋渡しには、高い研究能

力とイノベーションマインドを兼ね備えた人材を

育成すことが課題である。その対応としては、OIL、

RA制度を活用しながら、大学などと連携して、人材

の育成に取り組む。また、領域内の職員を対象とす

る人材育成では、特に組織の要であるグループ長の

モチベーション向上に繋がる研修「共鳴塾」の充実

を図ることで対応する。 
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な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

人材の流動化については、イノベーションスク

ールによる大学院生及びポストドクターに対する

人材育成以外にも、材料・化学領域が担当する 2件

の技術研究組合から、第 4期を通して推計 81名を

パートナー研究員として受け入れた。 
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のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

基づく取り組みを推進す

る。 
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ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

  

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた
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「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 
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４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（平成 32年 3月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて平成２９年度におい

ては体制の整備や様々な取組

の実施・継続に努め、年度目標

達成率も伸長しているもの

の、目標期間終了時にこれを

確実に実現することが最も重

要。このため評価指標である

「民間資金獲得額」の平成２

９年度目標が未達であった領

域については、現状の体制や

取組の更なる改善点の洗い出

しやこれを踏まえた改善、一

層の取組強化等が必要であ

る。また目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、組織全体として目

標達成に向け継続した努力を

求める。 

 

（材料・化学領域に対する評

価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。  

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・民間資金獲得額の増加とともに大企業との研究契約に偏ることの

ないよう、中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の比率は第

4期中長期目標策定時点の水準（約 1/3）を維持するよう努める。 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を実施する。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型

や、コンセプトを共創するマーケティングを推進する。 

民間資金獲得額の目標達成に向けて、材料・化学領域では領域の

マーケティング力を強化すべく、第 4期を通して「スポーツ工学プ

ロジェクト」、「食糧・水 WG」、「アクティブマテリアル WG」、

「環境調和材料 WG」、「第 5期研究戦略検討 WG」、「海洋プラス

チック WG」を設立し、産総研技術を企業へ展開する新たな企業を開

拓するための研究戦略の議論を行ってきた。また、技術コンサルテ

ィング対象となる企業の対象範囲の拡大を図るべく、技術コンサル

ティング制度の広報に努めてきた。また、平成 27年度より始めら

れた産総研つくばセンターで年に一度開催される「テクノブリッジ

フェア inつくば」では、招待した民間企業の幹部と領域長が意見

交換を行うことで、大型の資金提供を伴う連携を強く推進した。第

4期を通して意見交換を実施した企業は累計 65社となった。 
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（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代の

能力・経験の最大活用が必要。 

  

Ⅰ．研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関

する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を構築する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有す

ると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び直ち

にテニュア化する採用を積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大するとともに、

新たに民間企業とのクロスアポイントメント制度の適用実施を目指

す。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、講義・演習と産総研における研究実践、長期

企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワーク構築を継

続的に支援する。 

・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行

う。 

組織内の若手雇用・育成については、第 4期を通じて、OIL等か

ら優れた大学院生等を RAとして雇用する一方で、イノベーション

スクールによる大学院生及びポストドクターに対する人材育成も行

った。領域の常勤若手研究者に対しては、平成 27度より、「領域

萌芽研究」を公募し、目的基礎研究の充実や科研費獲得のための積

極的支援を行った。また、「領域フェローシップ制度」により長期

間の海外留学を奨励し、グローバルな共同研究活動を実現する国際

ネットワークの構築や拡大を支援した。シニア世代に関しては、各

員の知識や経験が最大限に活用できるように適切な業務への異動を

適宜行った。例えば、中部センター常勤の研究グループ長を、本人

の希望に基づきつくばセンターのパテントオフィサー（PO)に起用

し、新たなキャリアパスへの展開を図った。今後、当領域において

は POからの提案による新たな研究テーマ創出も行っていく予定で

あり、シニア世代における適材適所の人材活用によって知財戦略強

化につながると考えている。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ エレクトロニクス・製造領域 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：19.0 

 

6.5 

 

9.9 

 

11.9 

 

15.4 

 予算額（千円） 8,264,967 9,268,726 10,293,725 10,727,139  

論文の合計被引

用数*2、*3 

H30年度 

目標：6,800 

 

6,699 

 

6,780 

 

6,676 

 

6,528 

 決算額（千円） 

（うち人件費） 

9,320,655 

(4,869,234) 

9,524,716 

(5,046,274) 

10,649,179 

(5,147,215) 

15,329,989 

（5,156,261) 

 

論文発表数*2 H30年度 

目標：400 

 

345 

 

313 

 

333 

 

400 

 経常費用（千円） 9,698,739 9,988,793 11,637,872 11,049,725  

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：30 

13 23 33 45 
 経常利益（千円） 432,102 33,070 △ 405,946 231,267  

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

4 10 7 16 

 行政サービス実施

コスト（千円） 

9,414,886 9,502,995 13,317,931 10,407,003  

知的財産の実施

契約等件数 

H30年度 

目標：180 

 

167 

 

161 

 

176 

 

222 

 従事人員数 679 714 715 749  

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：            予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。    (1) 施設整備費補助金は、前年度に交付決定を受けて当年度に概算払い及び精算払いを 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について：            受けており、収入決算額は前年度以前の繰越収入分（平成 28年度分 2,288,914,187円、 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、      平成 29年度分 0円）を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額となって 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。            いる。 

*3論文の合計被引用数について：            (2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、      生じている。 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5 期 科 学 技 術 基 本 計 画 に 基 づ い た

「Society5.0」の実現に向けて、我が国が「超スマ

ート社会」を世界に先駆けて実現するための研究

開発が求められている。エレクトロニクス・製造

領域は、第 4期中長期目標期間（以降、「第 4期」）

において、あらゆるモノがインターネットにつな

がる IoT（Internet of Things）時代に必要とされ

るサイバー（仮想：Cyber）空間とフィジカル（現

実：Physical）空間を高度に融合させた CPS（Cyber 

Physical System）の基盤を創出する研究開発に取

り組んだ。すなわち、（1）膨大なデータ処理と通信

に対応した高性能で省エネルギーなハードウエ

ア、（2）あらゆるモノをサイバー空間につなげる

ためのセンシングシステム、および（3）CPSを活

用して高生産性で高付加価値なものづくりを実現

するスマート製造に関する研究を「目的基礎」、「橋

渡し前期」、「橋渡し後期」のフェーズで展開した。 

 当領域では、研究資金の割合を「運営費交付金：

公的外部資金：民間資金＝1:1:1」のバランスを意

識し、公的資金については国の政策的予算や科研

費等の競争的資金を獲得し、民間資金については

技術コンサルティングや研究シーズを活用した共

同研究等を主とした橋渡し研究を展開することに

より研究予算を獲得した。運営費交付金は、研究

現場が外部資金を獲得するモチベーションを高め

るように外部資金獲得額に応じたインセンティブ

予算として配分するとともに、研究現場からのボ

トムアップ提案による基礎研究テーマに対しても

予算を配分し、両者のベストミックスを心掛けた。

PDCA（Plan-Do-Check-Action）のための評価指標で

ある外部資金獲得と論文執筆の実績を研究ユニッ

トに展開・共有し、現場が強み弱みを自覚した上

で基礎と応用の両方でパフォーマンスを最大化す

るマネジメントを実践した。 

 第 4 期開始時点と比較して、当領域が係わるエ

レクトロニクス産業分野の状況は、アジア勢など

海外企業との競争が熾烈さを増し、世界市場にお

ける日本企業のシェアは低下するとともに、製品

のコモディティ化により日本企業の競争力が低下

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：当領域では、IoT時代を支える CPS基盤とし

ての情報処理ハードウエア技術及びセンシングシ

ステムの研究開発と、CPSを活用した新たなサービ

スの代表例となるスマートものづくり技術の具現

化の 2 つのテーマを中長期的な戦略課題と位置づ

けている。これらの先進的な CPS 基盤技術および

CPS活用サービスに関する研究開発成果は、あらゆ

るモノがインターネットにつながる IoT、さらには

全てがつながる IoE（Internet of Everything）を

通じてイノベーション創出や競争力強化をもたら

し、「Society5.0」の実現に資するものである。 

 当領域を構成する 3つの研究部門、4つの研究セ

ンターの計 7 つの研究ユニットに所属する 300 名

余りの様々な専門性を持つ研究者が、所内外との連

携や共同研究によって成果を最大化するマネジメ

ントを実践した結果、異分野融合によるシナジー効

果をもたらし、目的基礎から橋渡しまでの先進的な

研究を効率的に推進できた。特筆すべき成果とし

て、目的基礎では、4個の STOからなるニューラル

ネットワークを用いて 7 つの母音の音声認識を行

い、90％という高い認識率を実現した。さらに、短

時間記憶特性の評価の実現と、単一素子の短時間記

憶容量 3.6を実現し、先行技術である光学振動子と

同等以上の短時間記憶容量を実現した。STOは先行

技術である光学振動子と比べて圧倒的に高集積化

が可能であり、従来技術より数桁小さい直径 30 nm

の演算器を実現できる可能性を有している。この成

果により、将来は超低消費電力の脳型情報処理シス

テムが実現され、日常生活への大規模な人工知能等

の導入が進展し、個人の嗜好の判断や環境の認識等

のオンサイトでの判断が可能となり、カスタマイズ

された生活環境の実現や安全・安心な社会の構築に

寄与すると期待される。発表論文数は、平成 30 年

度は 400報（平成 29年度は 333報）で、目標値 400

報を達成した。顕著な研究結果が掲載される IF 値

が 10を超える論文誌に掲載された論文数も平成 29

年度の 11 報から平成 30 年度は 16 報と増加し、発

評定  
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

している。このような状況の中、民間資金獲得額

の目標達成に向けて、以下のような取り組みを行

った。 

 民間資金獲得額の目標達成に向けては、現場の

リソースが有限であることを考慮し、件数を増や

すよりも規模の大型化を図った。具体的には、必

要に応じてイノベーションコーディネータ（IC）

がサポートを行うとともに、平成 30 年度後期に

は、月毎に計画中および交渉中の連携案件の進捗

状況を調査することで現場の意識を高め、最終年

度の目標達成に向けてさらなる獲得額の増加を図

った。また、平成 30年度には領域戦略部に連携主

幹を 3 名増員し、組織としての橋渡し機能の強化

を図った。その結果、民間資金の獲得額は、平成 27

年度の民間資金獲得額は 6.5 億円だったところ

を、平成 30 年度は 15.4 億円（平成 27 年度比約

237%）にまで増加した。また、当領域の研究者が有

する専門知識や技術的知見を活用した技術コンサ

ルティングや、産総研が組織として保有する知的

財産のライセンシング（実施契約）を通じて、我が

国産業の競争力を強化する活動を推進した。技術

コンサルティングは、技術相談や展示会等をきっ

かけに企業から舞い込む技術課題に対して、知的

財産が発生しないものについて実施しており、平

成 30年度は 4,867万円となり、平成 27年度の 368

万円の 13倍以上に増加した。 

 論文発表数および合計被引用数の目標達成に向

けた領域の取り組みとして、平成 30年度には毎月

のユニット長連絡会にて、論文発表促進に関する

各研究ユニットの問題意識やマネジメント例を互

いに共有して議論することを通じて、論文発表の

量と質の向上策をより有効なものとした。その結

果、平成 30年度は、発表論文数が第 4期中で最高

値となる 400報（平成 29年度比で 120％）となり、

目標値 400 報を達成した。また、顕著な成果を挙

げた研究成果が採択される高インパクトファクタ

ー（IF > 10)論文誌への掲載は 16報（IF未確定

の Nature姉妹誌 Nature Electronics掲載１件を

含む；平成 29年度 145%）に達し、平均 IF値も 3.70

（平成 29年度比 150%）となった。しかし、合計被

引用数は 6528件（目標値 6800件）で、平成 29年

度比 97.8%である。被引用数は、通常、2～3 年前

表論文誌の平均 IF 値も平成 29 年度の 2.80 から平

成 30年度は 3.70 と増加するなど、質・量ともに大

幅に向上した。橋渡し前期では、超低消費電力情報

通信を目指したダイナミック光パスネットワーク

の主要要素技術である、シリコンフォトニクス光ス

イッチの開発で、サブシステムレベルで 35.2 

Tbit/s のスループットをわずか 0.51 pJ/bit で完

全動作に世界で初めて成功した。この成果により、

光スイッチの消費電力は同スループットの電気ス

イッチの 1/1000 程度となり、通信網の低消費電力

化に貢献するものと期待される。また、この技術は、

4K/8K による遠隔医療や自動運転などのアプリケ

ーションを実現するインフラの一部となると期待

される。また、橋渡し後期では、大面積フレキシブ

ルデバイス製造技術と伸縮性電子材料を組み合わ

せるストレッチャブルハイブリッド化技術を確立

し、音が鳴る生地という独創的な特徴を有するファ

ブリックスピーカーなど、多様な実用フェーズデバ

イスを製造、企業への橋渡しを達成した。このよう

に目的基礎から橋渡し研究後期まですべてのステ

ージで世界的に評価される顕著な成果を得ている。

これらの先進的なデバイス・材料・製造技術の開発

は、当領域の戦略課題で掲げる超スマート社会の実

現へ向け着実な貢献をするものと強く期待させる

ものである。 

 領域のマネジメントに基づき実施した業務に関

しては次のような顕著な成果を挙げた。民間への橋

渡し加速のために実施した技術コンサルティング

は、平成 27 年度 368 万円から着実に増加し、平成

28年度は 2,534万円と約 7倍、平成 29年度はさら

にほぼ倍増の 4,710 万円を記録した。平成 30 年度

も前年度を上回り 4,867万円となった。大学や他の

研究機関との連携については、TIA共用施設である

世界トップレベルの低温超伝導デバイス研究開発

施設（CRAVITY）、および MEMS 研究開発拠点の運営

に大いに貢献し、顕著な成果を得た。CRAVITYは、

平成 30 年度の外部機関の利用課題数、利用料収入

額がそれぞれ平成 27年度比で 138%、260%と大幅に

増加し、平成 30 年度も利用課題数は前年度を上回

り、平成 27年度比で 169%となった。また、国内の

公的研究機関だけでなく、企業や海外機関数の利用

も増加しており、幅広いユーザの開拓を推進し、先
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１．「橋渡し」

機能の強化 

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

 世界をリー

ドする電子・光

デバイス技術

と革新的な製

造技術を創出

することを目

指し、エレクト

ロニクスの研

究と製造技術

の研究を統合

し、情報通信シ

ステムの高性

能化および超

低消費電力化

技術、もののイ

ンターネット

化に対応する

製造およびセ

ンシング技術、

ものづくりに

おける産業競

争力強化のた

めの設計・製造

技術、及び多様

な産業用部材

に適用可能な

表面機能付与

技術を開発す

る。 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の論文発表数を反映して増減する傾向があること

から、平成 30 年度の被引用数の減少は、平成 28

年度に発表論文数が減少したことが影響したと考

えられる。一方、平成 29年度以降、発表論文数は

増加しており、令和元年度以降は増加に転じると

見込まれる。 

 知財の量的状況については、研究者自らの活動

に加えて IC等の貢献により、実施契約等件数が平

成 27年度の 167件（目標値 173件）から着実に増

加し、平成 30年度は目標値の 180件を超える 222

件となり、1億 2,200万円の技術移転収入を得た。

特許出願については出願内容を精査するととも

に 、 権 利 化 さ れ た 知 財 に つ い て も 「 IP

（Intellectual Property）実用化プロジェクト」

を領域内で実施し、展示会出展可能なレベルの試

作品までの具現化をサポートして、当該技術のポ

テンシャルユーザへのアピール効果を高めた。ま

た、多様な専門性を持つ個々の研究者らで研究ユ

ニットの壁を越えた研究チームを編成することに

より、連携研究の促進に取り組んだ。具体的には、

領域間連携には企画本部の「戦略予算」を活用す

るとともに、領域独自の「フィージビリティスタ

ディ（FS）連携制度」により領域内外の連携を加速

した。また、平成 30年度はとくに二次電池につい

て、所内で進行中の研究テーマを集めたシンポジ

ウムを当領域がシンポジウム事務局の主力となっ

て開催することで、領域間の連携を促進するとと

もに、対外的にも産総研全体としての研究の取り

組みをアピールした。 

 組織内外の若手雇用・育成については、卓越研

究員事業を活用して優秀な若手研究員を平成 28

年度から平成 30年度にかけて 5名を採用するとと

もに、平成 30 年度に 45 名の大学院生をリサーチ

アシスタントとして雇用し、最先端の研究開発を

経験させることにより、基礎研究だけでなく橋渡

しも担える人材を育成した。シニア世代の能力・

経験の最大活用については、研究やマネジメント

の経験を豊富に有する当領域のシニア世代の研究

者 8名（平成 27年度から平成 30 年度までの合計）

が TIA 推進センターに異動し、同センターが所掌

する共用施設の運営や他機関との連携活動の推進

等に貢献した。また、上記のように平成 30年度に

端共用施設として活性化することは国内企業、研究

機関等の研究開発を大いに加速するものと期待さ

れる。MEMS研究開発拠点も利用課題数、利用料収入

額ともに順調に増加しており、平成 30 年度は平成

27年度比でそれぞれ 157%、173%と大幅に増加した。

大学連携については、平成 30 年度に、半導体設計

の教育において実績のある東京大学大規模集積シ

ステム設計教育センター（VDEC）と連携する「AI チ

ップ設計ラボ」を設置し、新規人工知能チップの開

発と社会実装の取り組みを開始した。今後、これら

共用施設、大学と連携したラボ、オープンイノベー

ションラボラトリ(Open Innovation Laboratory: 

OIL)の体制を拡充することで、産総研をハブとした

イノベーション創出の加速が期待される。 

 研究人材の拡充、流動化、育成に関して、冠ラボ

を平成 29 年度に 1 件、平成 30 年度にも 1 件設置

し、高度な研究スキルを有する企業研究者が産総研

へ出向する形で産総研研究者と緊密な連携を行い、

橋渡しへ向け効果的、効率的な共同研究を行った。

産総研イノベーションスクール事業及びリサーチ

アシスタント制度では、平成 27年度の 17名から着

実に増加し、平成 30年度は目標値 30名の 2倍を超

える 61 名を採用し人材育成を強力に推進した。女

性職員採用については、平成 30年度までに 10名を

採用した。また、外国人研究者も平成 30 年度まで

に 9名を採用しており、当領域の積極的なダイバー

シティ・マネジメントの成果である。 

 以上のように、領域のトップダウン型マネジメン

トと研究者やユニットからのボトムアップ型マネ

ジメントをうまく融合するとともに、IC の精力的

な活動により共同研究の大型化と冠ラボの設立を

進め、また OILと共同研究による大学、公的研究機

関との連携を推し進めることで、世界初の研究成果

の創出と技術移転による成果の橋渡しを実現する

など、顕著な成果を挙げた。以上を総合的に判断し

評定を「A」とした。 

 なお、評価委員からは、「第４期の目標達成だけ

でなく、第 5期以降にも繋がる多くの取り組みをさ

れていると感じた」、「橋渡しの重要指標である民間

資金について着実に増加させた実績が見られま

す」、「基礎研究は、まだ将来がどのようになるのか

イメージがつかめないかもしれないが、自分たちで
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 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究戦略部の連携主幹を 3 名増員して橋渡し機能

を強化したことも、シニア世代活用の取り組みの

一つである。 

 

 平成 30 年度の特筆すべき研究実績に関して以

下に列記する。 

 

【「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）

の特筆すべき成果】 

・プラズマ励起ラジカルの強制対流により、高品

質単層グラフェンの低温成長に成功し、高インパ

クトファクターの論文誌に発表した。 

・グラフェン (G)を電子透過電極に用いた

GOS(G/SiO2/Si)デバイスにより、金属(M)電極を用

いた従来 MOS 型の 1 万倍の性能をもつ電子放出源

を開発した。 

・4個の微小スピントルク発信素子（Spin-Torque 

Oscillator: STO）を用いたニューロモルフィック

回路を構築し、7 種の母音の音声識別に成功し、

Nature 誌に論文を発表した。また、STO の強制同

期現象を用い、回路の性能決定因子である短時間

記憶容量の評価と増大にも成功した。 

 

【「橋渡し」研究前期における研究開発の特筆すべ

き成果】 

・大口径 Siウェハ上に作製した全エピタキシャル

磁気トンネル接合(Magnetic Tunnel Junction: 

MTJ)素子の CMOS回路上への 3次元積層に世界で初

めて成功した。 

・超低消費電力情報通信を目指したダイナミック

光パスネットワークの主要要素技術である、シリ

コンフォトニクス光スイッチの開発で、サブシス

テムレベルで 35.2 Tbit/sのスループットをわず

か 0.51 pJ/bitで完全動作に世界で初めて成功し

た。 

・高容量・高耐久性のリチウム電池の開発におい

て、蒸着法で作製した一酸化ケイ素（SiO）のナノ

薄膜を負極に用いることにより、理論容量に近い

高容量（黒鉛電極や従来 SiO電極の 5 倍以上）、お

よび充放電の繰り返しに対する高安定性を実現し

た。 

・応力発光検出による航空機用炭素繊維強化プラ

この先に何かとてつもない社会にしていくという

意気込みが感じられた。橋渡し前期においては、つ

い数年前には基礎研究だったのにプロセスの検討

まで進んでいて、次に期待が持てる。橋渡し後期に

おいては、いよいよ新たな展開につながる期待がも

てる」など、非常に高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 今後 20 年間の次世代 IoT/CPS 時代に向けて、

IoT、ビッグデータ、AI（Artificial Intelligence）

等に関連する基盤技術開発とその社会実装には、サ

イバー空間とフィジカル空間の融合を試行できる

研究環境の構築が課題となる。また、研究成果の創

出を通じて新たな価値の創造にどのように貢献で

きるかという点で、産総研が目指す未来像の発信力

を高めるとともに、産業界と密接に関わるだけでな

く信頼される関係を構築することが必要である。 

 これらの課題の対応策は、平成 30 年度に設置さ

れた人工知能に関するグローバル研究開発拠点

（Global Open Innovation Laboratory: GOIL）の

模擬環境を活用して、ユーザや関連企業を巻き込ん

だ実証実験を実施して、その成果を積極的に発信す

ることである。産業界との信頼関係の強化について

は、技術コンサルティング制度や共同研究などの

個々の研究テーマレベルの連携に加えて、組織同士

で将来像や目指すべき方向を共有した包括的な連

携強化を推し進める。 

 民間資金獲得額の目標達成に向けた大きな課題

は共同研究契約の大型化である。大型共同研究

（5,000万円/年以上）の契約は最短でも 1～3年前

からの共同研究による成果創出を踏まえたケース

が多く、数年の時間が必要である。そのため、現在

実施中の共同研究の大型化、さらには冠ラボ設置を

目指し、引き続き IC を中心として産総研との共同

研究による企業メリットについて説明を積極的に

行う。また、新規共同研究契約の増加に向け、引き

続き技術コンサルティングや技術コンソーシアム

運営を通じてマーケティング活動を進めていく。共

同研究費の提供には産業界との強固な信頼関係の

構築が極めて重要であり、技術コンサルティング制

度や共同研究などの個々の連携強化だけでなく包

括的な連携強化を積極的に推し進め、産官学でとも
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べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3億

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

スチック（Carbon Fiber Reinforced Plastics: 

CFRP）の損傷発生の可視化を、実構造部材を用い

たリアルタイム検出に発展させた。 

 

【「橋渡し」研究後期における研究開発の特筆すべ

き成果】 

・筋肉状態の定量的センシングに向け、インプッ

トとして EMS（電気筋肉刺激)、アウトプットとし

て、筋収縮の際に筋肉から発生する機械的信号「筋

音」の有効性を実証した。定量的評価のため、着用

するだけで筋音をモニタリングできる「EMSスマー

トウェア」を開発した。 

・大面積フレキシブルデバイス製造技術と伸縮性

電子材料を組み合わせるストレッチャブルハイブ

リッド化技術を確立し、音が鳴る生地という独創

的な特徴を有するファブリックスピーカーなど、

多様な実用フェーズデバイスを製造、企業への橋

渡しを達成した。 

 

●民間資金獲得額 

目標値：19.0億円（平成 30年度） 

・平成 27年度：6.5億円 

・平成 28年度：9.9億円 

・平成 29年度：11.9億円 

・平成 30年度：15.4億円 

 

●公的外部資金の直接経費（再委託費を控除） 

・平成 27年度：17.5億円 

・平成 28年度：53.7億円 

・平成 29年度：35.5億円 

・平成 30年度：19.4億円 

 

●中堅・中小企業の研究契約件数の全体の比率 

・平成 27年度：29.9% 

・平成 28年度：28.6% 

・平成 29年度：29.7% 

・平成 30年度：33.3% 

 

●大企業の研究契約件数 

・平成 27年度：117件 

・平成 28年度：137件 

・平成 29年度：147件 

に将来像のあり方や必要な研究開発の明確化を図

ることで対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 30年度：142件 

 

●中堅・中小企業の研究契約件数 

・平成 27年度：50件 

・平成 28年度：55件 

・平成 29年度：62件 

・平成 30年度：71件 

 

●知的財産の実施契約等件数 

目標値：180件（平成 30年度） 

・平成 27年度：167件 

・平成 28年度：161件 

・平成 29年度：176件 

・平成 30年度：222件 

 

●論文発表数 

目標値：400報 

・平成 27年度：345報 

・平成 28年度：313報 

・平成 29年度：333報 

・平成 30年度：400報 

 

●論文の合計被引用数 

目標値：6,800回 

・平成 27年度：6,699回 

・平成 28年度：6,780回 

・平成 29年度：6,676回 

・平成 30年度：6,528回 

 

●その他 

「国際標準化活動の取り組み状況」 

・経済産業省委託事業「スマートマニュファクチ

ャリングに関する国際標準化・普及基盤構築」を

受託し、生産管理・機器制御システムと生産機器

をつなぎ、情報を共有する場としての「プラット

フォーム」を活用した連携方法についての国際標

準化活動を推進した。 

・スマートマニュファクチャリング国際標準化専

門委員会に参加し、ロボット革命イニシアティブ

協議会への委員参加、200社余りの会員企業を持つ

一般社団法人インダストリアル・バリューチェー

ン・イニシアティブ（IVI）との連携を強固に継続
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における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

した。 

・ 平 成 30 年 度 は 、 ISO （ International 

Organization for Standardization ）、 IEC

（International Electrotechnical Commission）

などに議長 4名、プロジェクトリーダー4名、エキ

スパート 31名を派遣した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は 71

件（うち平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日から平

成 31年 3月 31日まで）実施の件数：36件）であ
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した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

数等）の把握を行う。 

 

り、これらの事業化の実績として、知的財産の譲

渡契約および実施契約は 1 件（うち平成 30 年度

（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日ま

で）契約の件数：1件)、製品化は 3件（うち平成

30年度（平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31

日まで）製品化の件数：1件)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

●量子コンピュータ・量子アニーリングマシンの

基盤技術開発 

 Society5.0社会の実現には、大規模データの高

速処理が可能な、非ノイマン型コンピュータの実

用化が急務である。超伝導量子アニーリングマシ

ン、超伝導量子コンピュータ、シリコンプラット

フォーム上での集積化に有利なシリコン量子コン

ピュータは、その有力候補として注目されており、

産総研独自に開発を進めた。 

 平成 30 年度は、平成 29 年度のトンネルトラン

ジスタ(Tunnel Field-Effect Transistor: TFET)

の動作温度の世界最高値の更新に続き、シリコン

量子コンピュータの TFET量子ビットを構成する 2

つの量子ドットの独立制御に成功し、量子計算技

術の将来の大規模化を見込んだ要素技術の開発を

推進した。超伝導量子アニーリングマシンでは、

日本初、かつ先行する D-Wave Systems社（2000量

子ビット）に次ぐ世界 2位の集積度（50量子ビッ

ト）を有するチップの作製に成功した。 

 

●スピントルク発振素子を用いたニューロモルフ

ィック回路の基盤技術開発 

 磁気トンネル接合素子（MTJ素子）に直流電流を

流すと、磁性電極層の強磁性共鳴（マイクロ波帯

域の磁化歳差運動）によるマイクロ波発振機能

（STO）が得られる。STOは共振回路を必要としな

いナノサイズの発振素子であり、超微細かつ LSI

（Large-Scale Integration）集積化が容易、広帯

域で周波数可変など、半導体を用いた従来型発振

素子にはない特徴を有するため、通信機器や車載

レーダーへの応用が期待されている。実用化を目

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：目的基礎研究においては、機器の性能・機能、

および製造技術の効率性（低コスト、高レジリエン

ト）を格段に向上させ、2030年以降の高効率社会へ

の貢献が期待される、新デバイス・新材料について

研究テーマ設定を行い、以下に述べる成果を得た。 

 

●量子コンピュータ・量子アニーリングマシンの基

盤技術開発 

 シリコン量子コンピュータに関して、独自技術で

あるトンネルトランジスタを利用したシリコンス

ピン量子ビットを開発し、量子ビットを構成する 2

つの量子ドットの独立制御に成功した。この成果

は、小型高集積可能なシリコン量子コンピュータ開

発に向けての第一歩と位置付けられ、量子計算技術

の社会実装につながると期待される。超伝導量子ア

ニーリングマシンに関しては、大規模集積に適した

新規アーキテクチャを開発し、世界 2 位の集積度

50 量子ビットを有するチップの作製に成功し、大

規模な超伝導量子アニーリングマシンのための製

造基盤技術を確立した。これにより、今後、大規模

超伝導量子アニーリングマシンの実現によって、従

来の非ノイマン型コンピュータでは処理不可能で

あった大規模データに対する組合せ最適化問題が

低消費電力・高効率で処理できるようになり、製造・

エネルギー・創薬・医療・自動運転・農林水産業・

運輸・教育などありとあらゆる産業に対して破壊的

イノベーションがもたらされると期待される。例え

ば、大都市における渋滞解消や大規模工場における

オペレーションのリアルタイム自動最適化が可能
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のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

指して STOの高性能化に取り組むとともに、STOを

用いた新しいタイプのニューロモルフィック回路

（脳活動の仕組みをヒントとして作られる超低省

費電力の演算回路）を開発した。 

 平成 30年度は、ニューロモルフィックコンピュ

ーティング（脳の活動を模倣した演算手法）の基

盤となる STO のショートタームメモリ（短時間記

憶）特性の評価に世界で初めて成功し、単一の発

振素子で短時間記憶容量 3.6 を実現した。STO は

先行技術であるフィードバック回路を有する光学

振動子と比べ、短時間記憶容量は同等以上の性能

を有し、集積度の面で数桁優れている。さらに、4

個の STO からなるニューラルネットワークを用い

て 7 つの母音の音声認識を行い、90％という高い

認識率を実現した。これら一連の研究成果につい

て Nature および Nature 姉妹誌に 5 報の論文を掲

載した。 

 

●相変化/トポロジカル材料による不揮発メモリ、

新規デバイスの開発 

 数多くのハードディスクドライブから構築され

た従来のデータセンターは、ドライブモーターの

回転に大電力を必要とし、Googleなどのデータセ

ンターではすでに原子力発電炉１基分にも達して

いると言われる。IoTによる大量データ「ビックデ

ータ」の蓄積問題と、これらを利用する新規ビジ

ネスやサービスは電力消費問題ともはや無縁では

ない。またそれらの活用と解析には、大量のデー

タを瞬時にハードディスクから取り出す必要があ

るが、ハードディスクドライブに依存するデータ

センターは処理速度が限界に来ている。このため、

データセンターの省エネ化と、蓄積されたビック

データの高速解析を可能にする不揮発性メモリの

開発が加速し、相変化メモリは市場規模が急速に

拡大している。平成 23年に発表した「超格子型相

変化メモリ(interface Phase Change Memory: 

iPCM)」すなわち相変化メモリに利用されている相

変化合金(GeSbTe)を、GeTeと Sb2Te3の薄膜を交互

に積層して作製したメモリにおいては、従来比で

消費電力を 1/10から 1/100に低減することが可能

である。本技術は産総研が基本特許をもつ独自の

コア技術であり、企業との共同研究が実施されて

となる。 

 

●スピントルク発振素子を用いたニューロモルフ

ィック回路の基盤技術開発 

 STO を用いたニューロモルフィック回路の基盤

技術開発については、短時間記憶特性の評価の実現

と、単一素子の短時間記憶容量 3.6を実現し、先行

技術である光学振動子と同等以上の短時間記憶容

量を実現した。STOは先行技術である光学振動子と

比べて圧倒的に高集積化が可能であり、従来技術よ

り数桁小さい直径 30 nm の演算器を実現できる可

能性を有している。STOを用いた人工ニューロンと

人工シナプスの開発で得られた成果により、将来は

超低消費電力の脳型情報処理システムの実現が期

待される。これにより日常生活への大規模な人工知

能等の導入が進展し、個人の嗜好の判断や環境の認

識等をオンサイトで行うことが可能となり、カスタ

マイズされた生活環境の実現や安全・安心な社会の

構築に寄与する。 

 

●相変化/トポロジカル材料による不揮発メモリ、

新規デバイスの開発 

 相変化/トポロジカル材料による不揮発メモリ、

新規デバイスの開発について、相変化メモリの 100 

nm 以細のセルの作製、低電圧(1 V以下)スイッチ

ング、「バイポーラ動作」の実現に続き、平成 30年

度では実用化に向けて 300 mmスケールでの iPCMデ

バイス製造に成功した。これらの成果を基に超格子

膜を採用した新たな相変化メモリ（超格子型相変化

メモリ）を実現し、量産プロセスの確立によって実

用化されれば、データセンターのさらなる低消費電

力化が可能になることから、データセンターの小型

化、分散化が加速されると期待される。また、トポ

ロジカル絶縁体という新しい量子物理現象を応用

した新機能デバイスにつながる可能性がある。 

 

●電圧書き込み型 MRAMの基盤技術開発 

 電圧書き込み型 MRAM の基盤技術開発では、産総

研オリジナル材料である Ir 希薄ドープ Fe 合金電

極により世界最高性能の電圧書き込み効率を達成

するとともに、量産スパッタ成膜した実用構造の

MTJ素子において書き込みエラー率 10-6未満という

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

きた。 

 平成 27-29 年度の低電圧(1 V 以下)スイッチン

グ、電圧極性変化によるスイッチングの実現に続

き、平成 30年度には大手企業との共同研究におい

て、産総研のスーパークリーンルームを用いて、

300 mm スケールでの iPCM デバイス製造に成功し

ている。また、iPCMは本来非磁性材料が用いられ

ているが、室温で大きな磁気抵抗変化が発見され

たことから、この新規物性の応用に向けた研究開

発として、JST-CREST（平成 26-31年度）に採択さ

れ iPCM の基礎物性解明にも取り組んだ。その結

果、「トポロジカル相転移」と呼ばれる、積層薄膜

内に形成された特殊な電子バンド構造が磁気特性

を誘起することを見出した。平成 30年度は、この

現象を応用した「電子スピン蓄積デバイス」の開

発を進めた（誌上発表 計 10報）。 

 

●電圧書き込み型 MRAMの基盤技術開発 

 ITや IoT機器の省電力化を目指して、書き込み

動作が超低消費電力かつ高速の不揮発性メモリと

して期待される電圧書き込み型 MRAM（Magnetic 

Random Access Memory）「電圧トルク MRAM」の基盤

技術を開発した。 

 実用化の鍵となる MTJ 素子の電圧磁気異方性変

化率（電圧書き込みの効率 Voltage-Controlled 

Magnetic Anisotropy: VCMA係数）の増大に取り

組んだ。巨大な VCMA係数を示す産総研オリジナル

材料の Ir 希薄ドープ Fe 合金電極を用いた MTJ 素

子について、平成 30年度は量産に適したスパッタ

成膜法で Ir 希薄ドープ Fe 合金電極を作製するプ

ロセスを開発した。さらに、量産スパッタ成膜で

作製した実用構造の MTJ 素子を用いて、書き込み

エラー率 10-6 未満という世界最高の書き込み安定

性を達成するとともに、書き込み可能な電圧パル

ス幅の領域を倍増することに成功した。 

 

●新超伝導材料の開発 

 超伝導材料を用いた産業応用は、永久電流磁石

で Magnetic Resonance Imaging（MRI）やリニアモ

ーターなど多方面で既に実用化されており、最近

では超伝導接合素子を用いた量子コンピュータの

開発も進められている。これら超伝導技術は、将

世界最高の書き込み安定性を実現した。また、書き

込み可能な電圧パルス幅の領域を倍増することに

も成功した。MTJ素子は半導体チップ内の大容量キ

ャッシュメモリの置き換えが期待されており、新規

開発した世界最高性能の電圧磁気異方性と書き込

みエラー率、そして直径 30 nmでの長期間記憶保持

性能を持つ MTJ 素子は IoT 用マイコンチップの待

機電力を大幅に削減し、IoT機器の省電力化とバッ

テリー寿命の向上につながると期待される。 

 

●新超伝導材料の開発 

 第 4期における新超伝導材料の開発では、銅酸化

物超伝導体よりも物理特性の異方性が小さく、多結

晶でも優れた特性を示す、実用化に適した鉄系化合

物に注力した。発見した超伝導体 AeAFe4As4 (Ae = 

Ca, Sr, A = K, Rb, Cs)は、超伝導転移温度が比較

的高く(36 K)、既知の鉄系超伝導体と比べて約 10

倍もの高い臨界電流密度を有し、銅酸化物超伝導体

に比べて異方性が小さく、多結晶でも良好な特性を

示す、といった多くの特長を有しており、超伝導磁

石や超伝導接合素子としての応用が期待される。平

成 30 年度はその関連物質として超伝導体 LaFe2As2

も発見した。これは初めて Fe1.5+を含む超伝導体で

あり、鉄系化合物における超伝導体開拓の可能性が

さらに広がると期待できる。また、平成 30 年度に

コンビナトリアルケミストリー法により発見した

超伝導体 Mg2Rh3Pは、アンチペロブスカイト構造を

有することを明らかにした。アンチペロブスカイト

構造を有する材料は、トポロジカル材料として、新

規な量子物性を示す材料として注目されており、こ

の成果は、全く新しい超伝導物質群の発見や新規量

子物性の学理構築に貢献すると期待できる。 

 

●フレキシブル強誘電体材料の開発 

 フレキシブル強誘電体のクロコン酸において、従

来型セラミックス酸化物強誘電体に匹敵する 30 

µC/cm2もの自発分極を実現した成果を基に、新規フ

レキシブル誘電体材料開発に成功した。スクアリン

酸において、高い静電エネルギーを低いエネルギー

損失で貯蔵できる理想的な反強誘電特性を見出し、

イミダゾール系有機反強誘電材料においては、従来

の有機強誘電体材料を大きく上回る高い電気歪性
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来の省エネルギー社会の実現に向けて大きく貢献

すると期待される。そのためには、高い超伝導特

性（臨界温度、臨界磁場、臨界電流密度)や低コス

トでの生産が可能な特性を有する超伝導材料の開

発が必須である。 

 第 4 期は、上記の超伝導特性の更なる向上を目

指した。その結果、平成 28年度に新たな鉄系超伝

導体 AeAFe4As4 (Ae = Ca, Sr, A = K, Rb, Cs)の

合成に成功し、更に単結晶試料を用いた超伝導特

性評価によって、同物質が既知の鉄系超伝導体と

比べて約 10 倍もの高い臨界電流密度を有するこ

とを明らかにした。同物質は、実用材料の有力候

補であり、初発表となる平成 28年度の論文はこれ

まで 70 回以上引用された。これら AeAFe4As4 (Ae 

= Ca, Sr, A = K, Rb, Cs)に関する成果を踏まえ、

平成 30年度は、アルカリ土類金属を希土類元素に

置換することで、超伝導特性の向上を目指した。

その結果、鉄系超伝導体構成元素としてアルカリ

土類金属を含まない一連の鉄系超伝導体 LaFe2As2

や (Ln,A)Fe2As2 (Ln = Ce, Pr, A = Na, K, Rb, 

Cs)(Tc = 25 - 26 K)の合成に成功し、超伝導特性

の向上に向けた研究の指針となる電荷ドープ量と

Tcの関係を示す相図を明らかにした。また、コン

ビナトリアルケミストリー法により高効率で新超

伝導体を探索し、陰イオン(P)が金属イオン(Rh)で

囲まれた、アンチペロブスカイト構造を有する新

超伝導体 Mg2Rh3Pなどを新たに発見した。この物質

は、合成条件によって各元素の組成比が変化しや

すく、超伝導発現には組成比の制御が重要である

ことが分かり、バンド計算からその要因を解析し、

理論モデルを提唱した。 

 

●フレキシブル強誘電体材料の開発 

 これまで強誘電体材料の大半が環境・資源的負

荷（鉛やレアメタル）に課題のあるチタン酸ジル

コン酸鉛（PZT）等のセラミクス材料に頼ってきた。

これに対して有機強誘電材料は、有毒な鉛や希少

金属を含まず低環境負荷であるとともに、デバイ

スのフレキシブル化が期待される。 

 平成 27-29 年度は、フレキシブル材料として世

界最高の自発分極（外場なしで発生する分極）を

有するクロコン酸（20 µC/cm2,平成 21 年度に

能（圧電性能：d33=280 pm/V）を見出した。これら

の成果は、不揮発性メモリやセンサ、アクチュエー

ター（静電エネルギーの物理的運動への変換）など

の素子やエナジーハーベスティング（静電エネルギ

ーの電力への変換）をフレキシブル材料で実現でき

ることを意味しており、既存デバイスの軽量化や生

体装着型デバイスへの適用といった形で IoT 社会

ならびに持続可能社会への貢献が期待できる。 

 

●高品質グラフェンの低温成長技術とデバイス機

能の開発 

 高伝導性透明電極として期待されているグラフ

ェンの研究に関して、プラズマ CVD 成膜 において

励起ラジカルを強制対流させることにより、巨大な

グレインサイズと高い平坦性を有する高品質単層

グラフェンの低温合成に成功した。これによりロー

ル to ロールによる連続量産システムによるグラ

フェン実用化が期待できる。また、グラフェン(G)

を透過電極に用いた GOS(G/SiO2/Si)デバイスによ

り、金属（M）電極を用いた従来 MOS 型の１万倍の

性能をもつ電子放出源の開発に成功した。これは、

単に電子銃を用いる装置への応用のみならず、低真

空・液中でも電子放出することから、新しい化学物

質の合成など、広範な応用が期待できる。 

 

 以上のように、高温動作シリコン量子ビットの開

発、世界第 2 位の集積度 50 量子ビットの超伝導量

子アニーリングマシンの作製、スピントルク発振素

子を用いたニューロモルフィック回路の開発、実用

レベルの低書き込みエラー率の電圧書き込み型

MTJ素子の開発など、非ノイマン型コンピューティ

ングや超省エネルギーデバイスの基盤技術開発に

おいて大きなブレークスルーとなる研究結果を創

出することに成功した。また、フレキシブル材料に

おける高圧電性、iPCM におけるトポロジカル量子

物性、グラフェン GOSデバイスにおける超高効率電

子放出など、新規材料によるデバイス機能を発見し

た。論文については、第 4期中長期開始 2年目とな

る平成 28 年度以降、量的な増加傾向が続いている

のみならず、質的にも向上傾向が続き、以下に述べ

る平成 30 年度実績は、いずれも第 4 期中長期期間

を通じて最高の値である。発表論文数は、400報で、
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Nature誌発表）の試料の高品質化などに取り組ん

だ結果、さらに高い自発分極 30 µC/cm2を示すこと

を見出した。その性能を実験および理論計算によ

り実証した。この成果を基に、化学構造的類似性

の観点で候補を絞り探索を進め、高い静電エネル

ギーを低い損失で貯蔵できる材料として、鉛フリ

ーの有機反強誘電体スクアリン酸などを見出し

た。平成 30年度は、スクアリン酸の反強誘電相転

移現象を微視的に解明した。その結果、電場に応

じて水素原子位置が変化し構造相変化を生じてい

ることが分かり、相変化が圧電性能を向上させる

鍵となりうることを見出した。同様の相変化型材

料の探索を進めた結果、イミダゾール系有機反強

誘電材料において、高い圧電効果を示すことで知

ら れ る フ レ キ シ ブ ル 強 誘 電 材 料 で あ る

Polyvinylidenedifluoride（PVDF）の性能（圧電定

数：d33 = 30 pm/V）を大きく上回る電気歪み性能

（d33 換算で 280 pm/V 相当）を実現した。以上の

成 果 は 、 Nature Communications 、 Advanced 

Materialsなどの高 IF（> 10）の論文誌で発表し

た。 

 

●高品質グラフェンの低温成長技術とデバイス機

能の開発 

 グラフェンは、一原子厚さの炭素原子シートか

ら成る二次元材料であり、電気特性や光学特性な

どに優れたカーボンナノ材料である。これらを応

用した電子デバイスを開発するためには、高品質

グラフェンを低温で作製する技術が不可欠であ

る。 

 第 4 期においては、独自のプラズマ CVD プロセ

ス (Chemical Vapor Deposition)により、単層グ

ラフェンの低温成長に取り組んだ。低温成長では、

グラフェンにおける欠陥生成や炭素原子シートの

多層化がネックとなる。この解決のため、従来の

100倍高い圧力下での成長技術を開発した。また、

グラフェンの伝導性と透明性を活かしたデバイス

機能の開拓も並行して推進し、従来の金属

/SiO2/Si (MOS)型素子に対して、グラフェン

(G)/SiO2/Si(GOS)型素子を開発した。平成 30年度

は、低温プラズマ CVD については、励起されたラ

ジカルの強制対流により、マイクロメートルオー

当領域の目標値 400 報を達成した。顕著な研究成果

が採択される高 IF(>10)論文誌への掲載は 16 報に

達した（ IF 未確定の Nature 姉妹誌 Nature 

Electronics 掲載１件を含む）。発表論文誌の平均

IF値も 3.70に達した。また、科学技術の発展に寄

与する顕著な成果に対し贈られる、公益財団訪印発

明協会 21世紀発明奨励賞（平成 30年度）などを受

賞した。以上の顕著な研究成果を総合的に判断し、

評定を「A」とした。 

 なお、評価委員より、以上の成果に対し「量子コ

ンピュータの研究は NEDO や Q-LEAP などの国のプ

ロジェクトと一緒になって行われている。国際競争

の激しいこの分野で産総研が指導力を発揮してほ

しい。」、「オープンイノベーションで世界中から技

術を集積させているグローバル投資家には、大変魅

力的な活動が進められていると思います。」、「量子

コンピュータ、新たな超電導も、開発手法や解析手

法ともに良い観点で進められていると評価され

る。」など非常に高い評価を受けた。 

 

＜課題と対応＞ 

 目的基礎研究における課題としては、社会や産業

のニーズを的確に把握し将来の「橋渡し」の基とな

る革新的な技術シーズを継続的に創出することで

ある。これら課題を解決するための対応として、ク

ロスアポイント制度等を活用し大学等の研究機関

との連携を一層活性化し、独創的な研究シーズの強

化に努める。また、当領域のミッションである「IoT

時代を支える CPS 基盤構築」の観点から、横軸を

「目的基礎から橋渡し前期、後期」、縦軸を「サイ

バー空間（C)から実空間（P)」とする技術ポートフ

ォリオ上に当領域の主要な研究テーマをプロット

すると、目的基礎研究の主要な研究テーマのほとん

どはサイバー空間「C」に関するものであり、実空

間「P」に関する目的基礎研究が少ない傾向がみら

れる。そのため、10～20年後に実空間に関する橋渡

し研究を展開するためには、この分野の目的基礎研

究を育成することが喫緊の課題であり、領域内の予

算制度である重点化課題により、萌芽的研究を含む

目的基礎研究を推進し、革新的な技術シーズの創出

に努める。 
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ダーのグレインサイズを有する高品質単層グラフ

ェン膜を、銅箔上に作製することに成功した。GOS

型素子については、電圧印加により、従来では考

えられなかった超高効率での電子放出現象を見出

し、MOS型の従来電子放出源に比して、一万倍の性

能（電子放出効率と放出電流密度）を実現した。 

 

●大学や他の研究機関の連携状況 

項目（7）において詳細を記載した。 

 

●論文の合計被引用数 

目標値：6,800回 

・平成 27年度：6,699回 

・平成 28年度：6,780回 

・平成 29年度：6,676回 

・平成 30年度：6,528回 

 

●論文発表数 

目標値：400報 

・平成 27年度：345報 

・平成 28年度：313報 

・平成 29年度：333報 

・平成 30年度：400報 

 

●「橋渡し」につながる基礎研究推進に伴い得ら

れた平成 30年度の各種成果 

・製造技術研究部門 副研究部門長 秋山 守人が、

公益社団法人発明協会 21 世紀発明奨励賞を受賞

した。受賞理由は「高圧電性窒化スカンジウムア

ルミニウム薄膜の発明」である。 

・製造技術研究部門 総括研究主幹 徐 超男が、日

本セラミックス協会 フェロー賞を受賞した。受賞

題目は「セラミックス構造制御によるセンシング

機能材料の創出と応用開拓」である。 

・ナノエレクトロニクス研究部門 主任研究員 ク

ンプアン ソマワンが、第 66回 電気科学技術奨励

賞を受賞した。受賞理由は、「超小型 IoT半導体開

発・生産システム・ミニマルファブの実用化」であ

る。 

・ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹 

安藤 淳が、日本表面真空学会（真空部門）技術賞

を受賞した。受賞理由は、「吸引プラズマエッチン
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グ法を用いた SiO2ダイアフラム構造作製技術の開

発」である。 

・先進コーティング技術研究センター センター

長 明渡 純が、「大倉和親記念財団表彰」を共同受

賞した。受賞理由は、「AD法による低発塵半導体製

造装置用部材の開発」である。 

・先進コーティング技術研究センター 主任研究

員 中島 智彦が、「公益社団法人日本セラミックス

協会 ２１世紀記念 倉田元治賞」を受賞。本受賞

は、「対象物質・基材を問わない非常に普遍性の高

い新たなセラミックス成膜手法の開発を強力に推

進し、光結晶化という特徴的な成膜プロセスを徹

底的に検証し、従来困難であった様々な機能性セ

ラミック薄膜作製への道を切り拓いた。」ことによ

る。 

・IF10以上の論文誌に、16報掲載された。具体的

には、Nature、Nature Nanotechnology、Nature 

Communications（5 件）、Science(2 件)、Science 

Advances, Nano Energy、Nano Letters（2 件）、

Angewandte Chemie、Communications Chemistry、

Nature Electronics である。ただし、Nature姉妹

誌 Nature Electronicsは IF未確定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

●STT-MRAMの生産プロセスおよび 3次元集積プロ

セスの開発 

 システム LSI 混載メモリおよび大容量メモリへ

の応用を目指した不揮発性メモリ STT-MRAM（Spin 

Transfer Torque-MRAM)の開発が世界規模で進め

られており、その記憶素子として産総研が開発し

た基本材料（MgO トンネル障壁, CoFeB電極）を用

いた MTJ 素子が世界標準となっている。我が国の

半導体関連産業の振興に向けて、STT-MRAMの高度

化のための生産プロセスおよび 3 次元集積プロセ

スの開発を行った。 

 平成 30 年度は、ArF 液浸露光などを用いて 300 

mm ウェハ上にナノサイズ MTJ 素子アレイを作製

し、MTJ特性およびそのバラツキのプロセス条件依

存性を詳細に評価することにより、STT-MRAM生産

プロセスの高度化に貢献した。また、大口径 Siウ

ェハ上に作製した全エピタキシャル MTJ 素子の

CMOS回路上への 3次元積層に世界で初めて成功し

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：橋渡し研究前期では、IoT社会実現に不可欠

なネットワーク、センシング、電源など要素技術や

デバイス量産化技術の実用化に向け、産業界のニー

ズを的確にとらえ、産総研が強みを有する技術シー

ズを中核とした国家プロジェクト等で産業界とと

もに課題解決を目指していく研究テーマを推進し

た。 

 

●STT-MRAM の生産プロセスおよび 3 次元集積プロ

セスの開発 

 STT-MRAM の開発については、産総研が開発した

世界標準材料（MgOトンネル障壁, CoFeB電極）に

加え、Irスペーサーを独自に開発し、平成 30年度

には大口径 Si ウェハ上に作製した全エピタキシャ

ル MTJ 素子の CMOS 回路上への 3 次元積層に世界で

初めて成功した。開発した 3 次元積層技術は STT-

MRAM の超高集積化だけでなく、様々な応用デバイ
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の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

 

●シリコンフォトニクス技術と光パスネットワー

ク技術の開発 

 超スマート社会構築に向けて、情報通信ネット

ワークの数桁に及ぶ低電力化を実現するダイナミ

ック光パスネットワークの開発を進めた。その基

本エンジンであるシリコンフォトニクスによる光

スイッチは、すでに商用化されている MEMSなどを

利用した光スイッチに対して、高速・高信頼・低コ

スト・小型などの優位性がある。 

 第 4 期では、光スイッチのポート数増大を目指

し、低損失・低クロストーク・広帯域化などの要素

技術を構築、実用化に目処を付ける水準となる 32

ポートの光スイッチを実現した。また、ダイナミ

ック光パスネットワークについて、その運用に不

可欠なディスアグリゲーション方式（ハードウエ

アの構成要素を機能別にモジュール化し、制御ソ

フトウエアとの連動によって構成や使途を自由に

変更可能とするプラットフォーム）の導入を提唱

し、国際会議で動態展示を行い、さらに、都内の商

用フィールドで実運用を開始した。平成 30 年度

は、光スイッチの構造やプロセス条件を最適化し、

8 ポートスイッチにおいて、世界で初めてサブシ

ステムレベルで 35.2 Tbit/sのスループットをわ

ずか 0.51 pJ/bitの低消費電力で完全動作させる

ことに成功した。これは、同スループットの電気

スイッチの電力の 1/1000程度である。また、同一

の 2 つの光回路を用いる従来技術ではなく、単一

の光回路で同期した 2 つのスイッチ回路を実現で

きる画期的な完全非閉塞型光スイッチ回路（同時

に全ポートの入力があった場合, そのすべてを同

時に出力できるスイッチ）の開発、および独自の

SiN/Si複層を光回路に用いて光回路が交差する箇

所数の大幅な低減、すなわち配線の格段の単純化

により、32ポートでサブシステム動作可能な偏波

ダイバーシティ構造スイッチ、すなわち入力光の

偏光によらずに同じように動作する光スイッチの

試作、評価に成功した。 

 

●製造網コンセプト：スマート製造モデル化（デ

ジタルツイン）技術の開発 

 分散した生産リソースを柔軟かつ効率的に活用

ス（磁気センサなど）への活用が期待され、TEL冠

ラボによる「橋渡し」の推進が期待される。生産プ

ロセスの開発については、TEL冠ラボにおいて、ArF

液浸露光などを用いて 300 mmウェハ上にナノサイ

ズ MTJ素子アレイを作製し、MTJ特性およびそのバ

ラツキのプロセス条件依存性を詳細に評価するこ

とにより、STT-MRAM生産プロセスを高度化した。こ

れにより、TEL の MRAM 製造装置の国際競争力強化

と世界シェアの向上に貢献すると期待される。TEL

冠ラボは、産総研と TEL が緊密に連携して次世代

MRAM のための新材料・プロセスから量産技術まで

を一貫して開発する「橋渡し」の強力な推進組織で

あり、次世代の MRAM 製造プロセス技術の開発促進

を加速化するものである。 

 

●シリコンフォトニクス技術と光パスネットワー

ク技術の開発 

 超消費電力・大容量の次世代光情報通信技術とし

て、シリコンフォトニクス技術と光パスネットワー

ク技術の開発を推進した。シリコンフォトニクスに

よる光スイッチでは、低損失・低クロストーク・広

帯域化に取組んだ。8ポートスイッチにおいて、世

界で初めてサブシステムレベルで 35.2 Tbit/s の

スループットをわずか 0.51 pJ/bit の低消費電力

で完全動作させることに成功した。一方、電気スイ

ッチのエネルギー効率は、nJ/bit のオーダーが限

界と言われている。したがって本成果は、光スイッ

チ開発により、消費電力を同スループットの電気ス

イッチの 1/1000 程度としたことを意味する。現在

の公衆ネットワーク網は、構成に大きな無駄があ

り、やがてネットワーク消費エネルギーは情報量に

比例して増大し、特に電気スイッチであるルータの

エネルギーが突出すると予測されている。したがっ

て本技術により、ネットワーク全体の同程度の低消

費電力化が期待できる。また、従来のインターネッ

ト技術では不可能な広帯域と低遅延を低コストで

両立した。これら技術は、4K/8Kによる遠隔医療や

自動運転などのアプリケーションを実現するイン

フラを実現するものとして期待される。 

 

●製造網コンセプト：スマート製造モデル化（デジ

タルツイン）技術の開発 
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するためにネットワーク化して高い付加価値を創

出する「製造網（Web of Manufacturing）」のコン

セプト実現を目指し、製造設備や生産システム全

体を自動化、自律化するスマート製造のモデル化

技術開発に取り組んだ。製造現場で用いられる設

備や、その構成などは、企業毎、工場毎で大きく異

なることから、製造網コンセプトの実現のために

は複雑なシステムから得られるデータや設計・運

用知識等を用いて製造システムの振る舞いをモデ

ル化する技術に加え、モデルをつなげて相互にデ

ータを流用するための標準化が求められる。 

 平成 30年度は、熟練技術者が重要視している暗

黙知を、センサデータと制御データを機能レベル

の表現へ接続する情報入出力モデルを開発し、産

総研オリジナルの IT 化支援データ可視化ソフト

（MZ Platform）上に雛型を自動生成するツールを

試作した。さらに、情報入出力モデルの振る舞い

の妥当性を検証するためのシミュレーションモデ

ルを開発した。 

 

●製造網コンセプト：プロセスセンシング技術の

開発 

 プロセスセンシング技術は、製造網の中で、「生

産設備、ライン、製品」の「劣化、障害、品質情報」

を取得し、予防保全や予測の効率向上を目指す位

置づけと考えている。従来技術では計測が困難で

あった内部亀裂の進展や接着部材の剥離などの計

測を実現する新規センシング材料の開発、多様な

情報を活用する生産システムや製品などの状態を

機械学習等も用いながら分析・評価する技術の開

発、これらを統合して現場への実装するための技

術の開発を行った。 

 平成 27-29 年度は、製造現場の静電気分布や応

力発光を用いた CFRP 部材の損傷評価の可視化に

成功した。また、抜取り検査のような教示データ

となるサンプルの少ない現場での品質判定性能向

上のために、見做し判定されたサンプルを有効な

教示データ用サンプルとして活用する方法を開発

した。平成 30年度は、実証に近いフェーズの研究

として、接着内部の剥離発生、更に民間航空機認

定 CFRP実構造部材の初期損傷発生を、応力発光技

術を用いることでリアルタイムにモニタリングす

 センサやコントローラ等から取得される様々な

データから機械の状態を抽象化した「機能」レベル

の表現をすることがデジタルツインを構築するた

めに重要であることを明らかにした。さらに、熟練

技術者が重要視している暗黙知を、センサデータと

制御データから機能として表現するための情報入

出力モデルを記述する手法を開発し、IT 化支援デ

ータ可視化ソフト（MZ Platform）に雛型を自動生

成するツールを試作した。この様に、様々な方法で

実装されている多様な製造設備に共通した CPPS 設

計解を自動で生成する技術を確立することにより、

企業毎、工場毎で大きく異なる現場の状況やニーズ

に対応した様々な CPPS の設計案を一から考えるの

ではなく、共通 CPPS 設計解と自社の設備を接続す

る方法を考えるだけで、CPPS を設計することがで

きるようになる。この効率的な CPPS 設計技術は

CPPS の実現に必要不可欠であり、日本の製造業の

生産性および競争力向上に大きく貢献する。 

 

●製造網コンセプト：プロセスセンシング技術の開

発 

 次世代製造の接合技術と期待されている接着に

おいて、接着内部の剥離発生、更に民間航空機認定

CFRP 実構造部材の初期損傷発生を、応力発光技術

を用いることでリアルタイムにモニタリングする

ことに成功した。この技術は高い評価を受け、学会

で受賞（欧州接着学会 Euradh2018 受賞）した。こ

れは製造業において従来取得困難であった情報が

可視化出来ることを示したという点で、産業界だけ

でなく学術界でも大きなインパクトをもって評価

された事を示している。さらに、めっき工程におけ

る外観検査による良品判定装置の開発、生産システ

ムの稼動状況を機械学習により診断できるモニタ

リングシステムの構築、ディープラーニングやベイ

ズ推定などを適用した収益性向上や労働者の負担

軽減などについて成果をあげた。これは企業ニーズ

に基づくものであり、製品ライフサイクルアセスメ

ント、製造現場モニタリング、機器モニタリングに

ついて企業と共同研究を通じて現場導入を進めて

いる。従来取得困難であった情報の直接的な可視化

ができるようになるとともに、人工知能技術を活用

した間接・拡張モニタリング技術の開発が進むにつ
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ることに成功した。また、めっき工程における、外

観検査により良品判定を行う装置を開発した。セ

ンサデータを活用するシステム構築では、生産シ

ステムの稼動状況を機械学習により診断できるモ

ニタリングシステムを構築し、企業での実証実験

により複数の情報から目的変数を見出し、結果を

推定する手法の有効性を確認した。更にディープ

ラーニングやベイズ推定などにより現場データを

解析することで、勘に頼る作業のうち 2 割程度の

「予測できる無駄」を発見し、収益性向上や労働

者の負担軽減を生産現場にもたらす可能性が示さ

れた。 

 

●MEMSセンサネットワークの開発 

 無線センサネットワークを活用して、高速道路

等の社会インフラの状態を常時・継続的・網羅的

に把握することを可能とするインフラモニタリン

グシステムの実現が求められている。NEDO事業「フ

レキシブル面パターンセンサによる橋梁センシン

グシステムの開発」（平成 26-30年度）では、橋梁

における亀裂等の検出・監視の自動化を目的とし

て、フレキシブルシート上に極薄シリコン MEMS及

び印刷グラファイト抵抗体による歪みセンサが高

密度に配置され、貼るだけで構造物の歪み分布を

計測可能なフレキシブル面パターンセンサを開発

した。さらに、フレキシブル面パターンセンサと

通信モジュール・受信機・エッジデバイス・小型太

陽光発電パネルからなる橋梁センシングシステム

を実現した。平成 30年度は、8カ月以上の長期に

わたって実際の高速道路橋で橋梁センシングシス

テムの実証試験を行い、コンクリートのクラック

や鋼橋の亀裂周辺のひずみ異常分布の変化から亀

裂の進展をモニタリングすることに成功した。 

 

●IoTデバイス用全固体電池の開発 

 新たなサービスの創生を可能とする IoT デバイ

スの普及のためには、電力の継続的供給が課題と

なっている。高い安全性と信頼性を持つ全固体電

池は、IoTセンサデバイスと相性が良く、その実現

と実証は今後の応用分野の拡大につながる。そこ

で、先進コーティングアライアンスを活用した企

業連携により、素材開発からデバイス実装技術ま

れ、複数の作業者の熟練度合いなどの定量化も可能

になってくると期待される。これらはいずれも、製

造業の生産性および競争力向上に大きく貢献する。 

 

●MEMSセンサネットワークの開発 

 MEMSセンサネットワークの開発では、平成 26-30

年度に実施された NEDO 事業「フレキシブル面パタ

ーンセンサによる橋梁センシングシステムの開発」

において、フレキシブル面パターンセンサおよび、

太陽光発電のみでシステム全体を動作させること

のできる橋梁センシングシステムを開発し、平成

30 年度は高速道路鋼橋の亀裂進展を対象とした実

証実験に成功した。亀裂進展モニタリングに適した

ひずみセンサアレイを設計・試作し、実橋でひずみ

分布異常がモニタリングできることを示すという

NEDOプロジェクト目標を達成した。これにより、高

速道路鋼橋に対する従来の点検手法を補完する無

人常時モニタリングが実現し、道路インフラの効率

的な維持管理が可能となる。さらに、開発したシス

テムはダムなどの大型コンクリート構造物全般の

健全性モニタリングへの展開が可能であり、増え続

ける老朽化大規模インフラという社会課題の解決

に向けた貢献が期待される。 

 

●IoTデバイス用全固体電池の開発 

 IoTデバイス用全固体電池の開発では、固体電解

質、負極を主とした材料開発から、加工技術開発、

新しい電極形成技術の開発、実用化に向けた電極の

大型化技術の開発を行い、平成 30 年度はこれらの

部材化技術を用いた電池試作による耐環境性、安全

性の実証実験につなげた。耐環境性・安全性に優れ

る酸化物型全固体電池の実現により、IoTセンサの

応用分野が拡大し、新たなサービスの創生につなが

ることが期待される。また、デンドライト成長のメ

カニズム解明は、より高エネルギー密度が期待され

る全固体リチウム硫黄電池などの革新的な電池の

開発を促進する。 

 

 以上、「橋渡し」研究前期における研究を強力に

推進し、情報データの処理量や通信量の増加に対

し、STT-MRAM や光パスネットワーク技術の開発に

おいて顕著な成果を得た。STT-MRAM 技術に関して
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での研究開発を行った。 

 平成 29年度は、液体電解質並みのイオン伝導率

の単結晶固体電解質について、品質安定化技術と

加工技術を開発し、実用レベルの電流密度でも特

性の劣化を招く金属リチウムのデンドライト成長

が起こらないことを実証した。平成 30年度は、エ

アロゾルデポジション法（Aerosol Deposition 

method: AD法）を用いて電解質と活物質の複合層

からなる電極形成に成功し、実効容量の 90％程度

の容量で安定した電池動作が可能となった。また、

単結晶を用いた固体電解質中のデンドライト成長

のメカニズム解明のための評価・解析を行った。

電極面積の拡大のために、工業的に単結晶の大型

化が容易な引き上げ法での単結晶育成に成功し

た。さらに、新規 SiO 電極構造の開発により、従

来の黒鉛電極と比べて 5 倍以上の高容量を達成し

た。 

 

●戦略的な知的財産マネジメントの取り組み状況 

・平成 28年度は、医療応用や表面機能制御の分野

においてコア技術の普及に向けた技術動向調査を

行うとともに、出願前の先行技術調査を 4 件、審

査請求前の先行技術調査を 5件行った。 

・平成 29 年度は、「表面機能化プロセス」の技術

動向調査に基づいた簡易 SWOT 分析、「 FHE

（Flexible Hybrid Electronics）」の市場動向を

睨んだ技術動向調査（国内外の特許・論文調査と

テキストマイニング分析）を実施した。 

・平成 30年度は、医療用デバイスに係る出願前先

行技術調査（2件）やフレキシブル熱電デバイスに

係る先行技術調査、AD法に関する装置特許や出願

人のポジショニングを明らかにするための調査を

実施した。 

 

●知的財産の実施契約等件数 

目標値：180件（平成 30年度） 

・平成 27年度：167件 

・平成 28年度：161件 

・平成 29年度：176件 

・平成 30年度：222件 

 

●公的外部資金獲得状況 

は企業との大型連携（冠ラボ）を活用し、実用化に

不可欠な大口径プロセス技術を開発した。光パスネ

ットワークについてはシリコンフォトニクスによ

る光スイッチにおいて、世界初のサブシステムレベ

ルで高速（35.2 Tbit/s）、低消費電略（0.51 pJ/bit）

での完全動作を成功するなど特筆すべき顕著な研

究成果を創出した。製造網コンセプトの実現に関し

ても、デジタルツインおよびプロセスセンシングの

両輪から研究を実施するとともに、複数のつながっ

た工作機器からなる模擬工場を準備し、日本初のテ

ストベッドを整備するなど、産業と研究をつなぐ産

総研の大きな役割を果たした。また、知的財産の実

施契約等件数は平成 29 年度に比べて平成 30 年度

は 126%の増加となったほか、平成 29年度に比べて

約 2倍の技術移転収入を得た。冠ラボについては平

成 30年度に新たに 1つ設立し、合計 2件となった。

以上を総合的に判断すると、技術の橋渡しを加速す

る体制を構築するとともに、橋渡し後期につながる

インパクトの大きい顕著な成果が得られているこ

とから、評定を「A」とした。 

 なお、これらの活動結果に対し、評価委員からも

「シリコンフォトニクスコンソーシアムで企業間

のコミュニケーションが進んでいることは、国の研

究所として理想的な運営であると評価したい。」、

「シリコンフォトニクスコンソーシアムでは、民間

企業との連携による新しい産総研ファブを立ち上

げるなど、第 5期での民間資金獲得に向けて、大い

に期待される。」、「STT－MRAM、光スイッチ、製造網

とも、時代にあった成果であり、着実に実用化へ向

けた活動が見られます。」、「確実に世界トップレベ

ルの研究成果をあげている。」、「シリコンフォトニ

クスの技術に対する外部評価は高く、優れた技術で

あることは明らかである。」等の高い評価を受けた。 

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し前期」における課題としては、革新的な

技術シーズを橋渡しに繋げていくため強い知財の

創出（量及び質）及び橋渡しのための効果的な研究

開発テーマ設定が挙げられる。このため研究開発を

加速する拠点環境整整備や知財の取り扱いを専門

とする専門部署と協力して産業界のニーズを的確

にとらえ、橋渡し先の企業とともに、技術シーズを
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・平成 28年度は、NEDO事業「IoT技術開発加速の

ためのオープンイノベーション推進事業／IoT 技

術開発加速のための設計・製造基盤開発」（2 年総

額約 63億円）に採択され、IoT研究開発を牽引し

た。 

・平成 20 年度から平成 29 年度まで、文部科学省 

先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログ

ラム「光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点」

（研究代表者：電子光技術研究部門 副研究部門長 

並木周）を実施し、超低消費電力の光ネットワー

クの研究開発を推進した。プロジェクト最終年度

である平成 29年度の予算は約 4.4億円である。 

・平成 30 年度は、公的外部資金 19.4 億円を獲得

した。 

・経済産業省補助金「AIチップ開発加速のための

検証環境整備事業」16.8億円により、AIチップな

ど、半導体集積回路・デバイスの設計及び検証に

必要な環境を整備した。 

 

●「橋渡し」研究前期における研究開発推進加速 

・平成 30年度は、次世代プリンテッドエレクトロ

ニクス技術研究組合（JAPERA）、NMEMS技術研究機

構（NMEMS）、光電子融合基盤技術研究所（PETRA）、

次世代 3D積層造形技術総合開発機構（TRAFAM）の

4 つの技術研究組合に参画し、産業界とともに研

究を推進した。 

・産総研シリコンフォトニクス関連研究を中核と

し、産総研コンソーシアム制度を活用し、光デバ

イス関連企業 11社と連携体制を構築し、散在する

光デバイス技術を集約し日本の国際競争力を維持

する持続発展可能なエコシステムの構築に向けた

取り組みを推進した。 

・産総研が保有する技術情報や基盤技術を核とし

て、企業や大学等から会員を募り当領域の研究ユ

ニット等が運営するコンソーシアム等（平成 30年

度末現在、8つのコンソーシアム等が活動中）を通

じて、マーケティング、ロードマップ共有、社会実

装等に取り組んだ。 

 

●TIAオープンイノベーション拠点に対する貢献 

・世界トップの超伝導デバイスプロセス技術を有

する超伝導アナログ-デジタル計測デバイス開発

中核とした国家プロジェクト等の実施によって対

応する。また、引き続き企業との大型連携による冠

ラボの設立数を増やし、産総研の技術シーズを効果

的に橋渡しする。 
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拠点(CRAVITY)を運営した。 

平成 30年度 国内：18大学（19課題）、5研究機

関（6課題）、9企業、国外：2大学、1研究機関、

2企業に対し技術提供 

・「TIA連携大学院サマー・オープン・フェスティ

バル」および「ナノテクキャリアアップアライア

ンス（Nanotech CUPAL）」活動のセミナーコースに

おいて、平成 30 年度は延べ 15 名の当領域の研究

員が、マイクロマシン（MEMS）、半導体シミュレー

ター（TCAD）、および産総研スーパークリーンルー

ム（SCR）に関する講義の講師を務めた。 

・平成 28年度より、ナノエレクトロニクス・ナノ

マテリアル等の研究開発の推進に必要不可欠な先

端機器を産学官の研究者および技術者に提供する

事を目的とする NPF（Nano-Processing Facility）

の管理・運営に貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 

●変量多品種 IoT デバイス生産を実現するミニマ

ルファブの開発と普及 

 産総研が提案し開発を進めている半導体デバイ

スの多品種少量生産システム・ミニマルファブを

具現化し、社会実装する活動を展開した。ミニマ

ルファブは、少量生産に適するよう、300 mmウェ

ハを使う既存のメガファブと比較して、ウェハ面

積が約 1/1000の 1/2インチウェハと幅 30 cmの超

小型製造装置を用いる。 

 ミニマルファブを実現するため、平成 27-29 年

度は、前工程装置群及び MEMS向け深掘りエッチン

グ装置の人サイズ（H1440 mm×W294 mm×D450 mm）

への超小型化(メガファブの通常の大きさは H2500 

mm×W2000 mm×D5000 mm程度)と実動装置開発に

成功し、これらを動作させてアルミゲート CMOSプ

ロセスと、世界最高レベルの高精細微細化立体構

造の形成を実現した。平成 30年度は、ミニマルフ

ァブの遠隔操作の際にウイルスの侵入を防ぐため

に必須となる装置セキュリティ機能を有する遠隔

操作可能な「世界最先端装置駆動システム µFIX」

を開発し、µFIXを実機搭載するとともに、0.5 µm

の微細寸法(ゲート長は 3 µm以上)で、集積回路を

実用化するために必須の基本演算素子（NANDゲー

ト）動作と基本演算回路（ SOI(Silicon On 

Insulator)-CMOS で加算器動作）を実現した。さら

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：橋渡し研究後期では、高度化したデバイス・

材料・製造要素技術に関して企業への技術コンサル

ティングやコンソーシアム運営を通じて産業界の

ニーズを的確に把握することにより、成果の橋渡し

を効率的・効果的に推進できる研究テーマ設定を行

った。 

 

●変量多品種 IoT デバイス生産を実現するミニマ

ルファブの開発と普及 

 生産のグローバル化が進む中、多様化する顧客ニ

ーズに応えて高付加価値の製品やサービスを創出

していくことは、我が国の産業界の最重要テーマの

一つである。多様化する顧客ニーズへの対応は、変

量多品種システムの必要性を意味する。ミニマルフ

ァブは、半導体製造においてこの変量多品種生産を

実現する。半導体でこれまで重要だった資金力だけ

が競争の源泉であるメガ競争ではなく、誰もが参入

できるハイテク産業のスモールビジネスを実現す

るシステムである。ミニマルファブが実現すると、

（1）設計などの準備を含め、これまで 2-6 ヶ月か

かっていたデバイスの製造を、1週間以内で実行で

きるようになり、（2）宇宙開発機器で使用するデバ

イスなどにおいて、例えばデバイス 1個だけをテー
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ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

に九州センターにミニマル IoT デバイス実証ラボ

を、臨海副都心センターには試作拠点を設立し、

ミニマルファブ技術の産業展開を進めた。 

 

●製造プロセスの高度化と複合化技術の開発 

 ものづくりにおける産業競争力強化に資するた

め、積層造形技術の高度化と、鋳造、塑性加工、切

削、プレス、電解加工など、基盤的な加工技術の高

度化と体系化、さらに相互の複合化により、加工

速度の高速化と加工形状の複雑化などを可能にす

る加工プロセス技術の開発を進めた。 

 この技術開発における代表的な研究テーマとし

て、鋳造用砂型の積層造形では、平成 30年度は、

これまでに開発した 1.8×1×0.75 m3 の造形空間

を持ち、同サイズの海外製装置に比較して約 2 倍

という世界最速の造形速度（10万 cc/h）を実現し

た造形装置を、より高融点の金属、より薄肉複雑

形状の鋳造品作製、鋳造現場への低環境負荷へ対

応させるための造形バインダの開発を行い、耐熱

性向上、造形鋳型材料化をそれぞれ実現すること

ができた。 

 

●社会で活躍する先進コーティング技術の開発 

 第 4期は、AD法や、光有機金属分解法（Photo-

Metal Organic Decomposition Method: 光 MOD法）

などの産総研が世界を先導するコーティング技術

を核に、橋渡しを進め、さらに多事業分野での民

間企業への展開を目指した材料開発や成膜メカニ

ズム解明に基づいたプロセスの高度化を行った。 

 産総研独自の技術である AD法については、樹脂

フィルム上へのポーラス TiO2膜のロール to ロー

ル形成（真空中で成膜し連続的に大気中へ取り出

し巻き取る）手法を企業に技術移転し、生産能力 2

万 m2/年のフレキシブル色素増感型太陽電池

（Dye-sensitized Solar Cell: DSC）のパイロッ

ト量産機を積水化学工業株式会社が開発および導

入し、平成 29年度に「低照度でも発電（50 lx以

下）・薄い（1 mm 以下）・軽い（ガラスの 1/10 以

下）・曲がる・貼れる」という特徴を有する製品を

同社が上市した。平成 30年度は、樹脂基材上へセ

ラミックスハードコートに取り組み、実用商品が

検討できるレベルの透光性（HAZE値：2以下）、表

ラーメードする場合、従来技術では 1-10 億円の費

用を必要とするところ、100万円程度で製造できる

ようになる。ミニマルファブにより、新事業創出の

アイデアと意思があれば、大きな資金を集めずとも

ハイテクビジネスを起こすことができるようにな

り、多くの人々がその恩恵を享受できる産業システ

ムが構築される。ミニマルファブの遠隔操作システ

ムを開発し、ミニマル IoTデバイス実証ラボ（九州

センター）と試作拠点（臨海副都心センター）を設

立したことは、多地点を股にかけた低コストで高速

な変量多品種 IoT デバイス開発の実現が期待され

る。また、半導体を始めとする製造業と密に連携す

る九州センターに設置したミニマル IoT デバイス

実証ラボは、九州地方の地域イノベーションに貢献

するものと期待される。ミニマルファブはこれまで

に 51 機種が商品発売され実用化段階に入ってい

る。また、これらの実用化開発の成果を認められ、

これに貢献した中心研究者が電気科学奨励賞（旧オ

ーム賞）を受賞した。 

 

●製造プロセスの高度化と複合化技術の開発 

 これまでに開発を進めてきた、広い造形空間

（1.8×1×0.75 m3）を有し、世界最速の造形速度

（10 万 cc/h）を実現した大型高速積層造形装置

（SCM-1800）が株式会社シーメットより上市され、

1 号機がポンプメーカーに納入されてポンプケー

ス、インペラ等の鋳造部品製造への活用が開始され

た。この大型積層造形装置は、日刊工業新聞社が主

催する第 48 回日本産業技術大賞の審査委員会特別

賞を受賞するなど、産業界において高い評価を受け

た。さらに、平成 27 年度に株式会社シーメットよ

り先行上市された 0.8×0.4×0.4 m3 の造形空間を

有する小型積層造形装置（SCM-800）は平成 30年度

に三重県工業研究所に納品されるなど各地の企業

への普及も進んでいる。本技術は、国内約 1兆円の

産業規模の鋳造部材の高度化、高付加価値化に寄与

するものである。また、従来は不可能であった薄肉

中空構造の鋳造品を製造できる砂型積層造形技術

は、装置を導入した企業において航空宇宙部材、自

動車部材、産業機械部材への活用が進んでいる。中

でも、高速な造形を実現したことにより月産数千〜

数万台に達するエンジン、モーター等の自動車部材
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面硬度（300～800 Hv）を実現した。また、AD法や

光 MOD 法を多用途に適用するために設立した先進

コーティングアライアンス（ADCAL）は、平成 28年

2月の設立当初の 28社から平成 30年度には 46社

に参画企業を拡大し、AD法を適用した商品開発を

5 件開始した。これに伴う参画企業の要望に応え、

原料粒子の特性改善やプラズマ照射による表面活

性化法（プラズマ援用 AD法）などのハイブリッド

AD法の導入により、様々な酸化物材料に対し成膜

効率を 10倍以上に向上することに成功し、コスト

ダウンの目途を得た。 

 光 MOD法の蛍光体コーティングでは、平成 27年

に新規 LED（Light Emitting Diode）用の高輝度蛍

光材料開発を行い、資金提供型共同研究に繋がっ

た。平成 28年度は、LEDに対応した新規高輝度・

蓄光材料とフレキブル高輝度蓄光膜の開発に成功

した（従来比 3倍の輝度：平成 29年 2月 6日プレ

ス発表）。平成 29年度は、ADCALを活用した出口企

業とのバリューチェーンを構築し、蓄光材料の応

用仕様に基づいた開発方針を明確化した。この方

針に沿って、室外応用に対応した高輝度・長残光

材料を産総研が主体となって共同開発した。平成

30年度は、材料の量産化技術の確立とともに、蛍

光体部材の信頼性評価を行い、耐久性を確認した

（高温高湿環境下 1000 時間の加速劣化評価にて

輝度変化率が 1.7％）。 

 

●印刷フレキシブルデバイス（ウェアラブルセン

サ、ストレッチャブルデバイス）の開発 

 大面積の情報入出力デバイスの幅広い普及を目

指し、省エネかつ高効率で変量多品種生産を可能

にする、常温大気下での高精細印刷デバイス製造

技術の開発を行った。 

 平成 28年度までに、世界屈指の高精細印刷デバ

イス製造を実現した。その配線形成分解能は、サ

ブマイクロメートルに達し、印刷製法では従来マ

イクロメートル台であった分解能を大きく改善し

た。また、平成 29年度までに、汎用プラスチック

フィルムや繊維などのフレキシブル基板上に損傷

なくデバイスを製造する技術として、150 ℃以下

の加工温度で、デバイス製造、実装、接合などを可

能にする印刷製造技術の開発に成功した。平成 30

への量産適用も可能となり、形状最適化による性能

向上から自動車の省燃費、性能向上にも寄与が期待

される。要素技術に関する企業との共同研究だけで

なく、装置を上市した企業、装置導入企業との共同

研究契約も締結されており、実用化を目指した研究

を展開している。 

 

●社会で活躍する先進コーティング技術の開発 

 先進コーティング技術開発では、第 4期は、AD法

や光 MOD 法などの産総研が世界を先導するコーテ

ィング技術を核に橋渡しを進め、さらに多事業分野

での民間企業への展開を目指した材料開発や成膜

メカニズム解明に基づいたプロセスの高度化を行

った。AD法の技術移転を TOTO株式会社へ進めた結

果、当該企業が低発塵半導体部材の事業化に成功

し、第 6 回（平成 27 年度）ものづくり大賞「内閣

総理大臣賞」、第 49 回（平成 30 年度）大倉和親記

念財団表彰を受賞した。現在同部材は、先端ロジッ

クチップやメモリチップなどの製造歩留まり維持

に不可欠になっており、同部材の世界シェアは

70％以上になり、世界の半導体製造を支える重要技

術に成長した。また、AD法によるフレキシブル DSC

の実用化に関しては、薄い・軽い・曲がる・貼れる

という特徴を利用して窓へ設置する「防犯センサ」

やドアや家電などに設置する「見守りセンサ」とし

て製品販売が企業から予定されており、この他にも

電子広告、IoTセンサ向けの独立電源としての利用

が期待される。また、AD法の全固体電池適用性を示

したことで、国内外での電池研究の専門家や専門機

関にも注目され、全固体電池開発での AD 法活用の

動きが活発化してきている。光 MOD法による高輝度

蓄光膜の開発に関しては、日中の太陽光励起を活用

した部材の発光性能向上により、屋内のみならず屋

外での適用が可能となり、高速道路の夜間走行や風

雪などの視程不良時の発光が必須な各種インフラ

への安全性向上に資する道路標示版やラインなど

の新規部材へ応用されることで、安全、安心社会の

構築に貢献するとものと期待できる。また、産総研

独自技術として、平成 29 年度のセラミックス協会

学術賞、21世紀記念倉田元治賞などを受賞した。 

 

●印刷フレキシブルデバイス（ウェアラブルセン
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年度は、これらの低損傷大面積デバイス製造技術

と別途開発した伸縮性電子材料を組み合わせるス

トレッチャブルハイブリッド化技術を確立し、触

覚により物流の効率的管理を実現させる触覚ディ

スプレイ、筋音計測により筋肉疲労を評価するウ

ェアラブルセンサ、音が鳴る生地という独創的な

特徴を有するファブリックスピーカー、輸血や点

滴時の不具合の早期発見のためのウェアラブルシ

ート漏血センサ、車両の運転制御に用いる気流セ

ンサシートなど、フレキシブルセンサを中心とし

た多様な実用フェーズにあるデバイスの製造を実

現した。これらは、製品化に向け企業への橋渡し

を進めている。 

 

●極微量ウイルスの検出が可能な外力支援近接場

照明バイオセンサの開発 

 インフルエンザウイルスやノロウイルスなどに

よる感染症予防を実現するために、環境中に放出

された極微量のウイルス粒子を検出可能なバイオ

センサの開発を行った。 

 第 4 期においては、抗体を修飾した磁気ビーズ

と標識ビーズによって対象のウイルスをサンドイ

ッチして外部磁場によって動かすことができる光

点を作り出し、この動く光点をシグナルとして検

出することを原理とする外力支援近接場照明バイ

オセンサを開発した。本手法により、都市下水の

二次処理水 100 µl中に 40個程度混合したノロウ

イルス様粒子の検出に成功するとともに、夾雑物

が多く含まれる自然環境試料中からの極微量ウイ

ルス検出を実証した。 

 平成 30年度は、インフルエンザウイルスや、環

境水のヒト糞便汚染の指標ウイルスとして有効な

植物ウイルスであるトウガラシマイルドモットル

ウイルスを測定対象として用いた検出試験を行

い、これらのウイルスへの適応も可能であること

を示した。また、ウイルス粒子そのものではなく、

ウイルスを溶解して得られるたんぱく質を標的と

して本手法を用いることにより、さらに 1～2桁程

度の高感度検出が見込めることも明らかにした。

さらには、本技術の実用化に向け、複数の企業と

共同研究を実施するとともに、会員企業 13社から

構成される「外力支援型バイオアッセイ技術コン

サ、ストレッチャブルデバイス）の開発 

 印刷フレキシブルデバイスの開発について、常温

大気下で世界屈指の高精細印刷デバイス製造を確

立し、その配線形成分解能は、サブマイクロメート

ルに達し、従来技術の一桁近くに達した。また、汎

用プラスチックフィルムや繊維などのフレキシブ

ル基板上に損傷なく、低温でデバイス実装する技術

の確立に成功したほか、伸縮性電子材料など、フレ

キシブルデバイスに適した電極形成技術の確立に

成功した。これらの要素技術により、触覚により物

流の効率的管理を実現させる触覚ディスプレイ、筋

音計測により筋肉疲労を評価するウェアラブルセ

ンサ、などをはじめとした多様な実用フェーズのデ

バイス製造に成功した。これらの成果は、大面積の

情報入出力デバイス、および形状自由度を有する情

報入出力デバイスの高効率製造を可能にし、情報入

出力機器の幅広い普及を促進させると期待できる。

またフレキシブルデバイスの実装自由度を上げ、

IoT 社会向け情報端末デバイスを設置させること

ができる場所の大幅な拡充を可能にし、物流の高効

率化などに大きく貢献するものと期待できる。 

 

●極微量ウイルスの検出が可能な外力支援近接場

照明バイオセンサの開発 

 バイオセンサの開発に関する特筆すべき成果と

して、抗体を修飾した磁気ビーズと標識ビーズによ

って対象のウイルスをサンドイッチして外部磁場

によって動かすことができる光点を作り出し、この

動く光点をシグナルとして検出することを原理と

する外力支援近接場照明バイオセンサを開発した。

極微量ウイルスの検出には、一般にポリメラーゼ連

鎖反応（Polymerase Chain Reaction: PCR）法が用

いられるが、実験室の清浄な環境でしか使えない。

またイムノアッセイは、極微量のウイルスを検知す

るには感度不足である。酵素結合免疫吸着法などの

高感度なイムノアッセイは夾雑物が検出の妨げに

なるため、環境水などの試料では感度不足のうえ、

操作が複雑になる。本技術により、夾雑物が多く含

まれる自然環境試料中からの簡便な極微量ウイル

ス検出が可能となり、「外力支援型バイオアッセイ

技術」による極微量ウイルス検出技術の社会実装が

強力に推進すると期待される。これにより目に見え
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ソーシアム」を設立し、技術の社会実装を推進し

た。 

 

●センサ用高圧電性材料の開発 

 圧電センサは IoT機器のキーデバイスの一つで

あり、高感度化や小型化などの特性向上が求めら

れている。その対応として、圧電センサ材料とし

て期待されている窒化物薄膜の特性向上に関する

研究を行い、これまでに高い圧電性を示すスカン

ジウム添加窒化アルミニウム（ScAlN）薄膜などの

開発に成功した。ScAlN圧電薄膜については特許実

施契約締結による技術移転収入に結び付くととも

に、最新型スマートフォンの高周波フィルタに搭

載されているなど社会への実装が進められてい

る。 

 平成 30年度は、レアアースを使わずに高い圧電

性の得られる新しいセンサ材料開発を目指して第

一原理計算などを用いて材料探索を行った。Zr単

独元素の添加やマグネシウムと複数の遷移金属元

素の組み合わせによって、ScAlNを超える高い圧電

性能を示す新規の窒化物を予測し、特許 2 件を出

願した。また、高周波フィルタデバイスの高周波

化に必要な、圧電薄膜の分極方向制御技術を開発

した。 

 

 

●スマート製造ツールキットの開発 

 製造業の生産現場に ITや IoTを導入して、各種

情報の収集、処理、分析、通知までの自動化（スマ

ート製造化）を促進することは、生産性向上と競

争力向上に必要である。産総研オリジナルの製造

業 IT化ツール「MZ Platform」を拡張し、製造業

事業者が独自に IT化のみならず、IoT化の実施を

可能とするスマート製造ツールキットを開発し

た。スマート製造化の促進には、ITや IoTの専門

家に依頼して市販のツールやプラットフォームを

導入する選択肢があるが、スマート製造ツールキ

ットを用いることで ITや IoTの非専門家である製

造業事業者が独自に取り組める点が優れている。 

 平成 30年度は、安価なセンサやマイコンを用い

て既存の機器設備を IoT 化するための資料等をコ

ンテンツ集としてまとめた。コンテンツ集は、平

ないウイルスを可視化し、容易に検出することによ

って、より確実な感染防止・ウイルス汚染監視が可

能になると期待される。 

 

●センサ用高圧電性材料の開発 

 IoT を支える多くの圧電デバイスには酸化物系

圧電薄膜が使われているが、半導体プロセスとの親

和性の観点から高い圧電性を有する窒化物系圧電

薄膜の開発が産業界から期待されている。レアアー

スを使わずに ScAlN を超える高い圧電性能を示す

新規の窒化物を第一原理計算などにより発見し、更

に高周波フィルタデバイスの高周波化に必要な圧

電薄膜の分極方向制御技術を開発したことは、窒化

物系圧電薄膜の主要な応用先であるセンサや移動

通信用高周波フィルタへの利用はもちろんのこと、

その他の酸化物圧電薄膜が使われているデバイス

への適用も期待される。また、IoTを支える多様な

基幹デバイスへ大きなインパクトを与えるもので

ある。窒化物圧電薄膜の開発について、材料系では

最大級の国際会議 Materials Research Society 

Meeting での表彰 1件、平成 30年度全国発明表彰・

21世紀発明奨励賞及び 21世紀発明貢献賞を受賞す

るなど高い評価を得た。 

 

●スマート製造ツールキットの開発 

 産総研オリジナルの製造業 IT 化ツール「MZ 

Platform」に、既存の機器設備を IoT化し、自動デ

ータ収集と可視化、分析、通知する機能を拡張する

などの高機能化を進めてきている。この MZ 

Platform を用いて、安価なセンサやマイコンを用

いて既存の機器設備を IoT 化するための資料をま

とめたコンテンツ集の一般配布を開始し、スマート

製造ツールキットの普及を進めている。このスマー

ト製造ツールキットの普及により、中小企業を含め

た製造業事業者が独自に生産現場の IT 化や IoT 化

を推進するための強力な手段を手にすることが期

待される。これは日本の製造業の生産性向上と競争

力向上に大きく貢献するものと期待される。 

 

 「橋渡し」研究後期における研究開発では、コン

ソーシアム等の運営や国プロ、ニーズ調査等を通し

た産業界のニーズの的確な把握と、実施する研究開
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成 30 年 12 月から一般に配布を開始し、スマート

製造ツールキットを用いた企業や大学等でのシス

テム化事例を蓄積している。平成 31年 2月時点で

3 件の事例があり、具体例の 1 つとしては企業の

生産現場で既存のプレス加工機から稼働実績デー

タを自動収集して可視化と分析を実現し、それに

よって生産のサイクルタイムのばらつきを明らか

にし、改善活動や人材育成の必要性を示した。 

 

●民間からの資金獲得額の目標値と実績値 

・平成 27年度：6.5億円（目標値 9.6億円） 

・平成 28年度：9.9億円（目標値 12.7億円） 

・平成 29年度：11.9億円（目標値 15.8億円） 

・平成 30年度：15.4億円（目標値 19.0億円） 

 

●中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数

の大企業に対する比率 

・平成 27 年度：29.9%（中小企業 50 件、大企業 

117件） 

・平成 28 年度：28.6%（中小企業 55 件、大企業 

137件） 

・平成 29 年度：29.7%（中小企業 62 件、大企業 

147件） 

・平成 30 年度：33.3%（中小企業 71 件、大企業 

142件） 

 

●「橋渡し」研究後期における研究開発推進加速

に向けた取り組み 

・ミニマルファブの展開として平成 30年度臨海副

都心センターに開設した試作・生産のための実用

プラットフォーム及び九州センターにおける地域

実装展開に向けて、設計情報やプロセスレシピを

ユーザに提供する体制づくりを推進した。平成 28

年度末に設立され産総研ベンチャーとして認定さ

れた一般社団法人ミニマルファブ推進機構では、

平成 29年度より、技術開発、標準化推進、規格認

証、国内外の関連機関との交流、普及啓発等の活

動を開始した。 

・先進コーティング技術について、平成 28年度に

一般社団法人日本ファインセラミックス協会と連

携して設立した ADCALでは、平成 29年度、産総研

とアライアンス参加企業により明確な出口戦略を

発に対応した適切なバリューチェーンの構築を並

行して進めながら「橋渡し」研究後期の研究開発を

行い、技術移転を平成 30年度までに 6件実現した。

また、ミニマルファブおよびスマート製造ツールキ

ットの開発では、今後の連携拡大を図るため、臨海

副都心センター内に研究成果の実証拠点を整備し

た。民間資金獲得額は、平成 27 年度の 6.4 億円か

ら平成 30年度の 15.4億円となり、第 4期中長期開

始以降、目標達成率は 70から 80 %と未達ではある

が、高い伸び率（前年度比 平成 28年度：152 %、

平成 29年度：120 %、平成 30年度：130 %）で増加

傾向を維持している。以上の通り、研究開発および

連携拡大に向けた取組みを着実に実施できたと考

え、評定を「B」とした。 

 なお、評価委員からも、「昨年の助言も取り入れ

て、産総研の取り組みのアピールも広く行われてい

る。その結果、多くの企業の認知・アライアンスへ

参加も拡大しており、実用化に向けた共同研究へつ

ながるなど成果が挙がっている。」、「ゴールをより

明確にしながら、ゴールに近づく成果を着実にあげ

てきた。現場感覚を持ちながら研究を進めているこ

とが、橋渡しの確率を高めている。」、「IoT という

キーワードだけでイメージがつかめなかったのが、

今回明確に示して頂いた。非常に評価される。」と

非常に高い評価を得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 「橋渡し後期」における課題としては、醸成され

た開発技術に対して最大の効果を得るため、多様な

アプリケーションの開拓、及びそれを効果的、効率

的に実用化に繋げるためのバリューチェーンの構

築が挙げられる。これには試作環境やプラットフォ

ームの整備を通じた技術移転環境の整備、及び技術

コンソーシアム等の形成によって川上産業から川

下産業までを効果的につなぐことが対応策となる。

また、産総研臨海副都心センターの「つながる工場

モデルラボ」と「ミニマルファブ」における実証展

示等により、広報活動を積極的に展開することで技

術移転につなげる。さらに、東京大学大規模集積シ

ステム設計教育センター（VDEC）と連携する「AI チ

ップ設計ラボ」を通じて、新規人工知能チップの開

発と社会実装の取り組むことで、ベンチャー企業等
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持った共同研究を開始し、内 2 件で技術移転につ

ながる成果が得られ、アライアンスを活用した商

品化を検討した。このように川上産業から川下産

業までを極めて効果的に繋ぐバリューチェーンの

構築を実現し、参画企業も設立当初の 28社から 44

社まで拡大した。 

 

●「橋渡し」研究後期における研究開発推進に伴

い得られた成果 

「産総研発ベンチャー」 

・平成 28年度：設立 2件 

（株式会社計算熱力学研究所、株式会社

SteraVision）。 

・平成 29年度：設立 1件、認定 1件 

（メルフロンティア株式会社(設立)、一般社団法

人ミニマルファブ推進機構(認定)）。 

・平成 30年度：認定 1件 

（株式会社 SteraVision）。 

 

への技術の橋渡しを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

けて、イノベーションコー

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 当領域の研究者が有する専門知識や技術的知見

を活用した技術コンサルティングや、産総研が組

織として保有する知的財産の実施契約を通じて、

我が国産業の競争力を強化する活動を推進した。

技術コンサルティングは、技術相談や展示会等を

きっかけに企業から舞い込む技術課題に対して、

知的財産が発生しないものについて実施してお

り、その収入は平成 27年度 368万円から右肩上が

りで増加している。平成 28年度は 2,534万円と約

7倍、平成 29年度はさらにほぼ倍増の 4,710万円

を記録した。平成 30年度も前年度を上回り 4,867

万円となった。 

 知財等の技術移転については、研究者自らの活

動に加えて IC 等の貢献により、平成 29 年度の約

2倍の 1億 2,200万円の技術移転収入を得た。 

 つくば地域を中心に他機関と共同で運営するオ

ープンイノベーション拠点 TIA においては、組織

内外のユーザが利用する共用施設運営等につい

て、当領域から TIA 推進センターへ異動した複数

の研究者が貢献した。超伝導アナログ・デジタル

デバイス開発施設（CRAVITY）や MEMS 研究開発拠

点では、現場の研究者もその経験や技術を活かし

て装置の維持管理や人材育成の面から協力した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：技術的指導助言などの取り組みでは、指導助

言の入り口（技術相談、展示会問合せ、等）から技

術コンサルティングを実施することで、企業等の競

争力の向上に資するのみならず、市場が要求する新

たな研究開発テーマを掘り出すきっかけともなっ

た。コンサルティングの検討内容が深化するにつれ

て知財を生じるレベルに発展し、産総研のシーズを

活用する共同研究として大型化して契約に至るケ

ースが増えており、外部資金獲得額の増加に貢献し

ている。また、知財の実施契約については、平成 30

年度は平成 29 年度の約 2 倍の 1 億 2,200 万円の技

術移転収入を得ている。 

 国際標準化の活動については、産総研の研究員が

率先して国際標準化を適切に推進することで、産総

研のポテンシャルを活用し、企業のコア技術を効率

的に市場に展開する環境を整えることに貢献した。

スマートマニュファクチャリングの国際標準化活

動では、国内関連団体とも連携して諸外国の動向を

適切に把握し、我が国の技術レベルを踏まえた戦略

を持って規格を策定することで、我が国の経済活動

を活性化する道を拓いた。 
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導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

 

 グローバル化により国際的な技術競争が激しく

なり、その優位関係を左右する国際標準の重要性

が増している。国内および国際標準化活動に対し

ても、当領域から多くの人材を派遣し、専門的知

見を活かした規格文書の提案や策定に貢献した。

一例としては、IoT時代のものづくり「スマートマ

ニュファクチャリング」に関しては、経済産業省

の委託事業を主体的に実施した。この活動を含め、

平成 30 年度は ISO/TC（International Standard 

Organization/ Technical Committee）および

IEC/TC （ International Electrotechnical 

Commission/ Technical Committee）に議長、プロ

ジェクトリーダー、エキスパートとしてのべ 39名

を派遣し、国内の関係団体と連携して規格の審議

や提案などを行うなど、多くの ISO や IEC の技術

委員会において国際標準化活動を展開した。 

 

●技術コンサルティング収入 

・平成 27年度：368万円 

・平成 28年度：2,534万円 

・平成 29年度：4,710万円 

・平成 30年度：4,867万円 

 

●技術移転収入 

・平成 27年度：6,530万円 

・平成 28年度：1億 5,747万円 

・平成 29年度：6,669万円 

・平成 30年度：1億 2,200万円 

 

●その他 

・国際標準化活動の取り組みとして、経済産業省

委託事業「スマートマニュファクチャリングに関

する国際標準化・普及基盤構築」を受託し、生産管

理レベル、機器制御システムおよび生産機器のレ

イヤ（層）をつなぎ、生産に関する情報を共有する

場としての「IoTプラットフォーム」の活用とレイ

ヤ間の連携方法についての国際標準化活動を推進

した。 

・スマートマニュファクチャリングに関する国際

標準化専門委員会の国内審議団体の運営に主体的

に協力し、ロボット革命イニシアティブ協議会へ

の委員として、また 200 社余りの会員企業を持つ

 以上のことから、産総研の高い技術的ポテンシャ

ルを活かした技術コンサルティングや、ADCALやミ

ニマルファブ推進機構などの組織を通じて、より深

い指導助言を行える展開に誘導するなど、我が国産

業の競争力を強化する活動を推進し、研究成果の橋

渡しに対して顕著な成果が得られていると判断し、

評定を「A」とした。 

 なお、評価委員からは、「本年度も、きめ細かい

計画に基づき、きめ細かな組織マネジメントが実行

され、着実な運営が図られています。」「バランス良

く研究・開発・生産と良く実績を出していると思わ

れる。」と高い評価が得られた。 

 

＜課題と対応＞ 

 国際標準化活動については、産業界からの声を集

めて規格策定に反映し、迅速に提案まで進めること

が求められる。その活動の重要性は理解されていて

も、スキルが要求されるうえに研究者個人としての

業績として認知され難いため、活動への参加が消極

的になり、業務の優先順位が低くなりがちであると

いう課題がある。これに対しては、組織的に標準化

人材を育成し、その活動を個人評価において適切に

評価していくことを通じて、現場の研究者レベルで

も高いモチベーションで積極的に参画できる体制

を整える。 

 知財の実施契約に関しては、国内外の企業との交

渉等を担当する知財人材の量の不足という課題が

あり、必要に応じて外部人材の登用等による対応を

検討する。 
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一般社団法人インダストリアル・バリューチェー

ン・イニシアティブ（IVI）と包括協定により関連

団体との強固な連携関係を継続した。 

・平成 28年度末に設立され産総研技術移転ベンチ

ャーとして認定された一般社団法人ミニマルファ

ブ推進機構では、平成 29年度より、技術開発、標

準化推進、規格認証、国内外の関連機関との交流、

普及啓発等の活動を開始し、平成 30年度も同活動

を継続して実施した。 

・ミニマルファブの展開として、平成 30年度に半

導体デバイスの試作と生産のための実用プラット

フォームを臨海副都心センターに開設し、また地

域向け半導体デバイス実装拠点を九州センターに

展開した。つくばを合わせた 3 拠点を活用し、設

計情報やプロセスレシピをユーザに提供して実用

デバイスを試作する体制を整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 社会の変化が早まるとともに技術の進展速度と

複雑性が高まる中、情報を幅広く集め技術潮流を

見通す取り組みは、産総研のみならず企業におい

ても重要度を増している。当領域では、産総研が

保有する技術情報や基盤技術を核として、企業や

大学等から会員を募り当領域の研究ユニット等が

運営するコンソーシアム等（平成 30年度末現在、

8つのコンソーシアム等が活動中）を通じて、マー

ケティング、ロードマップ共有、社会実装等に取

り組んだ。 

 研究成果を広報し、新たなユーザを呼び込むた

めに、第 4 期開始以降、展示会等での出展に積極

的に取り組んで出展数を増やし、平成 30年度は、

産総研が主催するテクノブリッジフェアの他、国

際電子回路産業展（JPCA Show）、JASIS（Japan 

Analytical Scientific Instruments Show）、セミ

コンジャパン等において計 19件の展示を行った。 

マーケティング戦略の基盤となる知財強化施策に

関しては、当領域独自の取り組みとして、特許出

願前に内容の妥当性をチェックしブラッシュアッ

プする「ユニット知財検討会」開催を原則として

出願の必要条件とし、平成 27年度以降、年間 40～

50回開催した。知財を核とした原理実証やプロト

タイプ試作を支援する領域独自の「IP実用化加速

プロジェクト」により毎年 10件程度のテーマを採

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：マーケティングの取り組みでは、企業連携戦

略と知財戦略を柱に得られた成果の最大化を進め

た。8つのコンソーシアム等の活動、展示会への積

極的な出展、知財強化施策、研究戦略部の体制強化

といった取り組みを積み重ねた結果、企業等が産総

研に資金を提供して推進するに値すると判断する

橋渡し研究テーマの数と魅力度が高まった。そのエ

ビデンスとして、当領域の民間資金獲得額は、平成

30年度には第 4期中長期計画期間前（平成 23年度

から 25年度の平均）の 2.4倍まで伸びた。 

 以上のようにマーケティング戦略と知財強化施

策に基づいた企業連携と技術の社会実装への取り

組みに対して顕著な成果が得られていると判断し、

評定を「A」とした。 

なお、評価委員からは、「本年度も、きめ細かい計

画に基づき、きめ細かな組織マネジメントが実行さ

れ、着実な運営が図られています。」と高い評価が

得られた。 

 

＜課題と対応＞ 

 第 4 期中長期計画の民間資金獲得額に関する目

標を達成するためには、大型の共同研究の件数を増

やしていくことが課題である。その対応の一つとし
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での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

択し、知財やコア技術を展示会等で分かりやすく

アピールするための「見える化」を推進した。同じ

く領域独自の「フィージビリティスタディ（FS）連

携制度」においては、領域の研究戦略部と研究者

との間の議論を通じてブラッシュアップしたテー

マに対して、毎年 10件程度の予算支援を行い、領

域内および領域を超えた連携を促進した。 

 平成 27 年度以降の民間資金の獲得額の増加に

伴い、研究戦略部における企業連携関連業務が急

増したことから、これを担当するイノベーション

コーディネータと連携主幹を、平成 29年度まで 3

名であったところ、平成 30年度に 6名へ増員し、

マーケティングや技術セールスの体制を強化し

た。 

  

●その他 

「マーケティングの取り組み状況」 

・平成 30年度は以下 8つのコンソーシアムを運営

し、マーケティングの取り組みとして、ロードマ

ップ共有、社会実装等に取り組んだ。 

 

次世代プリンテッドエレクトロニクスコンソーシ

アム（JAPEC） 

構想設計コンソーシアム 

応力発光技術コンソーシアム（MLTC） 

先進コーティングアライアンス 

IMPULSEコンソーシアム 

外力支援型バイオアッセイ技術コンソーシアム 

シリコンフォトニクスコンソーシアム 

サイバーフォトニックプラットフォームコンソー

シアム 

 

・先進コーティング技術について、平成 28年度に

一般社団法人日本ファインセラミックス協会と連

携して設立した先進コーティングアライアンスで

は、平成 29年度、産総研とアライアンス参加企業

により、半導体装置部材やエネルギー関連部材等

の明確な出口戦略を持った共同研究を開始した。

その内 2 件で技術移転につながる成果が得られ、

アライアンスを活用した商品化を検討した。この

ように川上産業から川下産業までを繋ぐバリュー

チェーンの構築を実現し、参画企業も設立当初（平

て、新規の冠ラボの複数設立に向け、ICを中心とし

た企業の研究開発ニーズ把握の取り組みを強化す

る。また、当領域が有する技術のうち、産業応用上

の価値が高いが企業連携につながっていないもの

について、ワークショップ開催等を通じて企業連携

の促進を図る。 

 中長期的な課題としては、IoTの進展に伴いセン

シング技術への社会・産業ニーズが急拡大してお

り、当領域および産総研内に散在するセンサおよび

センシング関連の研究ポテンシャルを糾合するこ

とが求められている。これにタイムリーに対応する

ために、産業を先導する高性能センシング技術開発

とセンシング技術基盤整備を目的とした「センシン

グシステム研究センター」を令和元年度に設立し、

センシング関連のマーケティングからデバイスシ

ステムの開発から、柏センター等での社会実装まで

を一貫して実施する体制を整える。 

 もう一つの中長期的な課題として、知財強化に関

しては、研究現場の知財リテラシーの不足から、効

果的な特許出願が出来ていない事例やノウハウと

して秘匿すべき情報を公開してしまう事例がいま

だに散見される。その対応として、研究者を領域戦

略部に兼務させ、知財関連の研修を受講するととも

に、領域の知財戦略検討会に参加させる等により、

研究現場の知財リテラシーを向上させる取り組み

を継続していく。 
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組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

成 28 年度）の 28 社から平成 30 年度は 46 社まで

拡大した。 
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ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ
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ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め
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られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」の整備を、平

成 30 年度も積極的に進め

る。 

 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 大学等のシーズ技術の産業界への橋渡しを担う

オープンイノベーションラボラトリ（ Open 

Innovation Laboratory: OIL）について、平成 28

年 4 月に名古屋大学内に設置された「窒化物半導

体先進デバイスオープンイノベーションラボラト

リ」（GaN-OIL）は、パワーデバイスと光デバイスに

関する研究を行ってきた。後者の光デバイスに関

する研究をより重点的に推進するため、平成 30年

8 月にエネルギー・環境領域のマネジメント下に

あった GaN-OIL を当領域へ移管した。また、平成

30年 8月には、半導体設計の教育において実績の

ある東京大学大規模集積システム設計教育センタ

ー（VDEC）と連携する「AIチップ設計ラボ」を設

置し、新規人工知能チップの開発と社会実装の取

り組みを開始した。 

 人工知能に関するグローバル研究拠点（GOIL）

として、東京大学の柏Ⅱキャンパスの中に産総研

の柏センターが平成 30 年 11 月に設立され、ここ

に新設された人間拡張研究センターにおいて、当

領域の研究者からなるスマートセンシング研究チ

ームが活動を開始した。もう一つの GOILが産総研

臨海副都心センターの人工知能研究センター内に

置かれ、ここに当領域の研究者が参加して、「つな

がる工場」と「ミニマルファブ」における人工知能

の活用についての研究開発を平成 30 年 12 月に開

始した。 

 ミニマルファブ技術に関して、産総研つくばセ

ンター、上記の臨海副都心センター、九州センタ

ーのミニマル BGA（Ball Grid Array）パッケージ

ング試作ライン（平成 30年度に稼働）の 3拠点体

制で技術の高度化と普及を進めるとともに、豊橋

技科大に平成 27 年に設置された「AIST-TUT 先端

センサ共同研究ラボラトリー」において生体感応

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：大学や他の研究機関との連携では、OIL や

GOIL などの仕組みを利用し、また産総研の地域セ

ンター（九州センター）と連携して、上記 5か所の

研究拠点を開設した。これは、第 4期中長期計画期

間における当領域の特徴的な取り組みである。GaN

材料の世界的拠点である名古屋大学、集積回路設計

の研究と教育について多大な蓄積を有する東京大

学、人工知能研究の拠点でありその成果の社会実装

に取り組む臨海副都心センターと柏センター、そし

て半導体を始めとする製造業と密に連携する九州

センターに当領域の拠点を持ったことの意義は、基

礎研究の成果を社会実装にまでつなげる橋渡しを

切れ目なく実行する体制が構築されたことにあり、

大学や他の研究機関との連携による橋渡し機能の

強化につながるものである。今後、連携先を増やし

てこの体制を拡充していくことで、産総研をハブと

したイノベーション創出の加速が期待される。ま

た、技術研究組合へ参加しプロジェクトをともに遂

行する中で、会員企業と産総研との間に深い信頼関

係を築いたことは、プロジェクト終了後も当該企業

との資金提供型共同研究等により、技術の実用化や

普及等に取り組む動きにつながった。 

 以上のように大学や他機関との多角的な連携の

進展が顕著であると判断し、評定を「A」とした。 

なお、評価委員からは、「社会実装や事業展開を考

えると、協力連携先との密な研究推進が望ましい、

連携拠点の広域展開を図っている点は大いに評価

できる。新センターの設立など、次の IoT時代の新

たな価値の創造に向けても実質的な研究推進を行

っている。」と高い評価が得られた。 
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置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

センサなどのセンサ開発における学術研究と実用

化の促進を図った。 

 公的資金によるプロジェクトを実施する技術研

究組合への参加については、4つの組合（次世代プ

リンテッドエレクトロニクス技術研究組合

（JAPERA）、技術研究組合 NMEMS 技術研究機構

（NMEMS）、技術研究組合光電子融合基盤技術研究

所（PETRA）、技術研究組合次世代 3D積層造形技術

総合開発機構（TRAFAM））に参加し、プロジェクト

の成果創出に貢献するとともに、メンバー企業と

の連携を強化した。ミニマルファブ技術研究組合

と JAPERAについては、産総研研究者が研究開発部

長を務めた。 

 平成 30年度は、平成 28-29年度に実施した NEDO

プロジェクト「IoT技術開発加速のためのオープン

イノベーション推進事業」（総額 約 63億円）で TIA

推進センターが整備したスーパークリーンルーム

（SCR）のウェハレベル 3次元実装装置群等を活用

して、企業等と連携し IoTデバイス開発を進めた。 

 産総研とともに特定国立研究開発法人に指定さ

れた理化学研究所とは、平成 27 年から毎年、「理

研－産総研量子技術イノベーションコアワークシ

ョップ」を開催し、次世代量子技術の方向性を継

続的に議論している。 

 海外の研究機関との国際連携については、フラ

ンス原子力・代替エネルギー庁 電子情報技術研究

所（CEA-Leti）、台湾 Nanodevice Laboratories等

と連携を進めた。また、当領域の若手研究員の在

外研究を領域が補助する取り組みを平成 29 年度

から開始し、これまでに 5人の研究員がアメリカ、

イギリス、スウェーデン、ドイツで在外研究を行

った。 

  

●その他 

・共同研究数 

平成 27年度：国内：大学 121件、研究機関 33 件、

国外：大学 7件、研究機関 3件 

平成 28年度：国内：大学 158件、研究機関 47 件、

国外：大学 10件、研究機関 3件 

平成 29年度：国内：大学 171件、研究機関 56 件、

国外：大学 10件、研究機関 4件 

平成 30年度：国内：大学 176件、研究機関 54 件、

＜課題と対応＞ 

 第 4 期中長期計画期間内の課題としては、平成

28-29年度に NEDO「IoT技術開発加速のためのオー

プンイノベーション推進事業」で整備された装置群

を活用して、IoTデバイスを用いたイノベーション

が継続的に創出される仕組み作りが急務である。こ

れについては、3次元実装技術の開発・利用に関心

を持つ企業を会員とするコンソーシアムを立ち上

げ、ロードマップや実用化シナリオを共有するとと

もに、幅広いユーザが装置の維持費を応分に負担す

る体制を構築する。 

 中長期的な課題としては、名古屋大学の OIL、東

京大学の AI チップ設計ラボ、臨海副都心センター

と柏センターの GOIL 等の拠点に常駐する研究者と

つくばセンターおよび九州センターの研究者との

間で十分なコミュニケーションが取れるようにし

ていくことが課題である。これに対応するために、

それぞれの拠点で行われる研究開発を所内外へ積

極的に発信していくとともに、各拠点の活動に関わ

る研究者数を兼務発令等により増やしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

国外：大学 8件、研究機関 7件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓マーケティング

機能の体制強化の

ための内部人材育

成、外部人材登用

を柔軟に行った

か。 

✓女性のロールモ

デル確立と活用を

増大させるための

環境整備・改善に

継続的に取り組ん

だか。 

 

 冠ラボ制度による企業との大型連携の実施にお

いては、当該企業の研究者を特定集中研究専門員

（在籍出向）として産総研に受け入れ、研究人材

を拡充して研究開発を推進した。平成 29年度には

東京エレクトロン株式会社（TEL）と「TEL－産総研 

先端材料・プロセス開発連携研究室（TEL冠ラボ）」

を設立し、超高集積化と低消費電力化を実現する

ための次世代半導体デバイスに必要な新材料やプ

ロセス技術の開発、およびその量産化技術の開発

を進めた。平成 31 年 3 月には日本電気株式会社

（NEC）と「NEC-産総研 量子活用テクノロジー連

携研究室」を設立した。 

 大学等との人材交流については、平成 27年度に

開始したクロスアポイントメント制度により、毎

年 3 名から 5 名の大学教員が産総研の特定フェロ

ーとして研究に貢献した。また、平成 29年度と平

成 30年度には同制度により産総研の研究員 2名が

大学での研究等に従事した。 

 人材の流動性を高める採用制度である年俸制任

期付き職員採用については、平成 27年度から平成

30年度までに 8名を採用した。また、文部科学省

の卓越研究員事業に採択された卓越研究員を、事

業が開始された平成 28年度から 3年間で 5名採用

した。また、ダイバーシティ推進の一環として、平

成 27 年度から平成 30 年度までに女性研究者 10

名、外国人研究者 9名を採用した。 

 人材育成について、産総研イノベーションスク

ールにおいて受け入れた博士研究員（ポスドク）

およびリサーチアシスタント制度により受け入れ

た大学院生の人数は、平成 27 年度からの 4 年間

で、当領域は延べ 151 名に達した。これらの博士

研究員と大学院生を、公的資金による研究開発や

民間企業との共同研究等に参加させ、企業をはじ

め社会の様々な重要な場で即戦力として活躍でき

る人材育成に貢献した。 

 半導体デバイスおよびプロセスの統合シミュレ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：研究人材の拡充、流動化、育成では、冠ラボ

制度を用いた研究人材を拡充した研究開発の促進、

クロスアポイントメント制度を用いた大学などと

の人材交流、人材の流動性を高める年俸制任期付き

職員の採用、ポスドクや大学院生を対象としてイノ

ベーションスクールや研究活動を通した育成に取

り組んだ。また、企業との連携研究室（冠ラボ）制

度により特定集中研究専門員と外来研究員として

企業から研究者を受け入れた。この冠ラボ制度によ

る研究人材の拡充は、当領域の研究活動に参加する

研究者数を増やすという量的な効果のみならず、企

業と産総研がそれぞれ有する人材の強みの組み合

わせによるシナジー効果を生み、次世代半導体デバ

イス量産技術や量子アニーリング技術などの研究

開発を大きく加速するものである。 

 冠ラボ制度、クロスアポイントメント制度、年俸

制任期付き採用、リサーチアシスタント制度、女性

研究者採用数の目標設定等の取り組みを積み重ね、

研究現場の人材多様性を確保していくことにより、

産総研を活力が高く変化への対応力ある組織とし

ていくことができると期待される。 

 以上を総合的に判断し、特に企業研究者の受入れ

やイノベーションスクールとリサーチアシスタン

ト制度による人材育成において顕著な成果を挙げ

たことから、評定を「A」とした。 

 なお、評価委員からは、「冠ラボは企業との共同

研究にとって重要な意味がある。これからももっと

増やしていってほしい。」と高い評価を受けた。 

 

＜課題と対応＞ 

 第 4 期中長期計画期間中に解決すべき課題とし

て、冠ラボに関しては、特定集中研究専門員等の立

場として産総研で研究を行う企業研究者が、産総研

の事務手続きや安全管理等のルールに戸惑い、研究
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な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

ータである TCAD（Technology Computer Aided 

Design）の初級者及び中級者向けの実習コースを

TIAと連携して開催した。平成 30年度は合計 14名

の参加者があり、講義と実習を通じて半導体デバ

イス設計の研究者、技術者の育成に貢献した。  

 

●産総研イノベーションスクール事業及びリサー

チアシスタント制度に採用された人数 

目標値：30名（平成 30年度） 

・平成 27年度：17名 

・平成 28年度：33名 

・平成 29年度：40名 

・平成 30年度：61名 

 

●その他 

・ダイバーシティ推進室が平成 30 年 11 月に産総

研つくばセンターで開催した「女子大学院生・ポ

スドクのための産総研所内紹介と在職女性研究者

との懇談会」において、40名を超える女子大学院

生・博士研究員との懇談および研究室見学に領域

として協力した。 

・TIA推進センターが開催した「TIA 連携大学院サ

マー・オープン・フェスティバル」および「ナノテ

クキャリアアップアライアンス（ Nanotech 

CUPAL）」活動のセミナーコースにおいて、平成 30

年度は延べ 15名の当領域の研究員が、マイクロマ

シン（MEMS）、半導体シミュレーター（TCAD）、およ

び産総研スーパークリーンルーム（SCR）に関する

講義の講師を務めた。 

 

開発が非効率となる事例が散見されることが挙げ

られる。冠ラボでの研究実施のスピードが企業に比

べて劣ることがないように、事務処理等をサポート

するスタッフを配置する等の対応を行う。 

 中長期的には、冠ラボがさらに増えていくことが

予想されるため、それぞれの研究室で行われている

研究内容の守秘と、産総研に集う多様な人材の間で

の情報交換や技術融合とのバランスをどのように

取り、産総研を魅力あるオープンイノベーションの

場としていくのかも組織マネジメント上の重要な

課題である。これについては、産総研に冠ラボを置

いたことを各企業がどのように評価しているかを

聴き取る機会を定期的に設け、イノベーション推進

本部や TIA推進センターとも連携しつつ、冠ラボ制

度の改善を図る。 
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活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

基づく取り組みを推進す

る。 
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「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

 

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ
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ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため
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の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 
４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（平成 32年 3月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて平成２９年度におい

ては体制の整備や様々な取組

の実施・継続に努め、年度目標

達成率も伸長しているもの

の、目標期間終了時にこれを

確実に実現することが最も重

要。このため評価指標である

「民間資金獲得額」の平成２

９年度目標が未達であった領

域については、現状の体制や

取組の更なる改善点の洗い出

I. 研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（５）技術ポテンシャルを活

かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

I. 研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・第 4 期中長期目標期間終了までに民間資金獲得額を 138 億円/年以

上にすることを目指し、平成 30 年度は基準となる第 4 期中長期目標

に定める現行の額（46億円）の 2.6倍である 119.6億円/年を産総研

全体の目標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出資額が、現

行の額（3 億円）の 2.6 倍である 7.8 億円/年以上となることを目標

として、ベンチャーへの支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加とともに大企業との研究契約に偏ることの

ないよう、中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の比率は第

4期中長期目標策定時点の水準（約 1/3）を維持するよう努める。 

・各領域は一定金額規模以上の「橋渡し」研究を企業と実施した案件

について、その後の事業化の状況（件数等）の把握を行う。 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制

度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に関する職員への周知などによって、職員の

I. 研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

民間資金獲得額の目標達成に向けては、現場のリソースが有限で

あることを考慮し、件数を増やすよりも規模の大型化を図った。具体

的には、必要に応じてイノベーションコーディネータ（IC）がサポー

トを行うとともに、平成 30年度後期には、月毎に計画中および交渉

中の連携案件の進捗状況を調査することで現場の意識を高め、最終

年度の目標達成に向けてさらなる獲得額の増加を図った。また、平成

30 年度には領域戦略部に連携主幹を 3 名増員し、組織としての橋渡

し機能の強化を図った。その結果、民間資金の獲得額は、平成 27年

度の民間資金獲得額は 6.5億円だったところを、平成 30年度は 15.4

億円（平成 27年度比約 237%）にまで増加した。また、当領域の研究

者が有する専門知識や技術的知見を活用した技術コンサルティング

や、産総研が組織として保有する知的財産の実施契約を通じて、我が

国産業の競争力を強化する活動を推進した。技術コンサルティング

は、技術相談や展示会等をきっかけに企業から舞い込む技術課題に

対して、知的財産が発生しないものについて実施しており、平成 30

年度は 4,867 万円となり、平成 27 年度の 368 万円の 13 倍以上に増

加した。 
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しやこれを踏まえた改善、一

層の取組強化等が必要であ

る。また目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、組織全体として目

標達成に向け継続した努力を

求める。 

 

（エレクトロニクス・製造領

域に対する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」及び「知財の量

的状況」や定量的な評価指標

である「論文発表数」などの早

期達成が課題。これに向けて

現状の体制や取組の更なる改

善点の洗い出しやこれを踏ま

えた改善、一層の取組強化等

が必要。  

理解の促進を図ると共に、民間企業への説明を徹底して、研究現場で

の一層の活用を図る。さらに産総研の総合力を活かした大型連携の構

築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術コ

ンサルティングを促進する。一方、技術コンサルティングの大幅な増

加を踏まえ、顧客満足度のモニタリング調査を実施し、業務品質の向

上を図るとともに、効率的な技術コンサルティング制度の運用のあり

方を検討する。これらの取組みを通じて、年度計画を大幅に上回った

平成 29年度技術コンサルティング収入を上回ることを目標とする。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲得強化

の方針を導入する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加え

て、民間企業との活発なコミュニケーションによるニーズプル型や、

コンセプトを共創するマーケティングを領域横断的な技術コンサル

ティングなどによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを

担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企

業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設定し、

内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた外部人材

の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり

方を検討する。 

 

 論文発表数および合計被引用数の目標達成に向けた領域の取り組

みとして、平成 30年度には毎月のユニット長連絡会にて、論文発表

促進に関する各研究ユニットの問題意識やマネジメント例を互いに

共有して議論することを通じて、論文発表の量と質の向上策をより

有効なものとした。その結果、平成 30年度は、発表論文数が第 4期

中で最高値となる 400 報（平成 29 年度比で 120％）となり、目標値

400報を達成した。また、顕著な成果を挙げた研究成果が採択される

高インパクトファクター（IF > 10)論文誌への掲載は 16報（IF未確

定の Nature姉妹誌 Nature Electronics掲載１件を含む；平成 29年

度 145%）に達し、平均 IF 値も 3.70（平成 29 年度比 132%）となっ

た。しかし、合計被引用数は 6528 件（目標値 6800 件）で、平成 29

年度比 97.8%である。被引用数は、通常、2～3年前の論文発表数を反

映して増減する傾向があることから、平成 30年度の被引用数の減少

は、平成 28年度に発表論文数が減少したことが影響したと考えられ

る。一方、平成 29年度以降、発表論文数は増加しており、令和元年

度以降は増加に転じると見込まれる。 

 知財の量的状況については、研究者自らの活動に加えて IC等の貢

献により、実施契約等件数が平成 27年度の 167件（目標値 173件）

から着実に増加し、平成 30年度は目標値の 180件を超える 222件と

なり、1億 2,200万円の技術移転収入を得た。特許出願については出

願内容を精査するとともに、権利化された知財についても「IP

（Intellectual Property）実用化プロジェクト」を領域内で実施し、

展示会出展可能なレベルの試作品までの具現化をサポートして、当

該技術のポテンシャルユーザへのアピール効果を高めた。また、多様

な専門性を持つ個々の研究者らで研究ユニットの壁を越えた研究チ

ームを編成することにより、連携研究の促進に取り組んだ。具体的に

は、領域間連携には企画本部の「戦略予算」を活用するとともに、領

域独自の「フィージビリティスタディ（FS）連携制度」により領域内

外の連携を加速した。また、平成 30年度はとくに二次電池について、

所内で進行中の研究テーマを集めたシンポジウムを当領域がシンポ

ジウム事務局の主力となって開催することで、領域間の連携を促進

するとともに、対外的にも産総研全体としての研究の取り組みをア

ピールした。 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代の

能力・経験の最大活用が必要。  

Ⅰ．研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

組織内外の若手雇用・育成については、卓越研究員事業を活用して

優秀な若手研究員を平成 28年度から平成 30年度にかけて 5名を採

用するとともに、平成 30年度に 45名の大学院生をリサーチアシス

タントとして雇用し、最先端の研究開発を経験させることにより、

基礎研究だけでなく橋渡しも担える人材を育成した。シニア世代の

能力・経験の最大活用については、研究やマネジメントの経験を豊
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・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有す

ると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び直ち

にテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年

度実績と同等以上の人数受け入れ・出向を目標とするとともに、本制

度を活用した民間企業への職員出向の実施を目標とする。 

・研究者の育成において、以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コンプライアンス、安全管理などの必要な基

礎知識を習得するよう、e-ラーニング等の研修を引き続き徹底させる

とともに、必要に応じて受講内容等について見直しを図る。 

2）研究職員の研究能力及びマネジメント能力向上を研修により支援

する。特にユニット長等研修をはじめとする階層別研修について見直

しを実施し、職責により求められるマネジメントや人材育成の能力の

向上を図る。 

3）産業界のニーズや社会情勢を踏まえ、研修内容を見直しつつ、研

究職員の多様なキャリアパス形成を支援する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育成に向けた研修を実施する。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、講義・演習と産総研における研究実践、長期

企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワーク構築を継

続的に支援する。さらに、希望するスクール生以外の大学院生にも講

義聴講を可能とし、将来的なイノベーションスクールへの応募に繋げ

る。 

・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケテ

ィング人材育成事業等の研修を実施し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行

う。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

富に有する当領域のシニア世代の研究者 8名（平成 27年度から平

成 30年度までの合計）が TIA推進センターに異動し、同センター

が所掌する共用施設の運営や他機関との連携活動の推進等に貢献し

た。また、上記のように平成 30年度に研究戦略部の連携主幹を 3

名増員して橋渡し機能を強化したことも、シニア世代活用の取り組

みの一つである。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６ 地質調査総合センター 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
知的基盤整備計画 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高 知的基盤は、重要度：高、難易度：中 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：2.9 

 

0.8 
 

2.5 
 

2.4 
 

3.7 
 予算額（千円） 7,298,446 7,565,851 15,194,914 10,807,902  

論文の合計被引

用数*2、*3 

H30年度 

目標:1,800 

 

1,599 
 

1,851 
 

1,947 
 

2,115 
 決算額（千円） 

（うち人件費） 

13,544,571 

(3,638,872) 

6,821,538 

(3,641,825) 
7,789,843 

(3,741,391) 
8,080,229 

(3,716,858)  
 

論文発表数*2 H30年度 

目標：140 

 

127 
 

130 
 

188 
 

185 
 経常費用（千円） 13,795,912 9,338,293 7,884,243 7,961,081  

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：18 

16 15 18 22 
 経常利益（千円） △ 176,689 102,108 △ 67,332 130,712  

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

1 1 1 4 
 行政サービス実施

コスト（千円） 

8,662,110 6,603,935 8,281,486 6,552,497  

知的財産の実施

契約等件数 

H30年度 

目標：15 

 

15 
 

15 
 

15 
 

16 
 従事人員数 476 486 505 506  

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：            予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。    (1) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について：            生じている。 

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、    (2) 業務経費については、その他収入が予算金額に比して決算金額が少額になったことに 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。            伴い、予算金額に比して決算金額が少額になっている。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 

 
  



240 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地質調査総合センター（GSJ：Geological Survey 

of Japan）は「地質の調査」の実施機関として、国

からその研究業務を付託された日本で唯一の組織

（ナショナルセンター）であり、以下の重要な研

究開発事項を担っている。 

・地質調査のナショナルセンターとしての地質情

報の整備 

・レジリエントな社会基盤の構築に資する地質の

評価 

・地圏の資源と環境に関する評価と技術の開発 

・地質情報の管理と社会利用促進 

 これらを効率的に実施するため、GSJ は 3 つの

研究部門（RI）、すなわち地質情報 RI、活断層・火

山 RI、地圏資源環境 RI（一部は再生可能エネルギ

ー研究センター地球熱ブロック）と地質情報基盤

センターを配置しており、総合センター長はユニ

ット間の連携を促しながら、各分担業務で最大限

の成果を上げるよう指導している。 

 GSJ の研究職員総数は 240 名であり、地質情報

RI 75名、活断層・火山 RI 67名、地圏資源環境

RI 58 名（及び再生可能エネルギー研究センター

地球熱ブロック 14名）、地質情報基盤センター 8

名、GSJ以外の産総研の部署 6名である。平成 30

年度の研究予算は総額が 43.8億円であり、約半分

が運営費交付金（18.5億円）、残りが外部資金（25.2

億円）である。 

 産総研第４期中長期計画にしたがって、上述の

研究開発事項は、「知的基盤の整備」と 3段階に区

分した「橋渡し」機能の強化としてその活動を進

めている。「知的基盤の整備」は地質の調査とその

情報整備を担うものであり、ナショナルセンター

としての GSJ の研究開発活動の根幹を成すもので

ある。そこから展開される社会への「橋渡し」につ

いて、GSJではこれを広くとらえており、国の判断

等に貢献する資源や環境及び防災等に資する「目

的基礎研究」、また省庁他の公的機関と連携しなが

ら公的資金の活用により間接的に成果を民間へ渡

す「橋渡し研究前期」、更に直接的に民間と連携す

る「橋渡し研究後期」に分類する。 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：「知的基盤の整備」においては、地域性やニ

ーズを意識した成果公表に努める方針とし、5万分

の１地質図幅の出版では調査地域または近隣の都

市でのプレスリリースを合わせて実施することと

した。これにより、テレビや新聞等のメディアで取

り上げられ、地域住民や自治体からの問い合わせが

多数あるなど、地質図と地質情報に関わる飛躍的な

認知度と地域振興などに対する需要の向上につな

がった。都市域の 3次元地質地盤図の整備による成

果からは、例えば地下水汚染のリスクがより正確に

評価できるようになるなど、首都圏での人々の安全

かつ快適な暮らしを支える社会基盤により強く貢

献することが期待される。20 万分の 1 日本シーム

レス地質図 V2 の公表は、詳細な地質情報の表現や

目的・用途に応じた柔軟な表示を可能とし、基図と

して土木・建築や防災、観光、資源探査など幅広い

分野での利用につながる成果である。また、東・東

南アジア地域の地質情報の総合的なデータ共有シ

ステムの構築を目的とする CCOP 地質情報総合共有

プロジェクトを主導し、CCOP 参加各国が保有する

各種地質情報の数値化を進めた。これにより、社会

に役立つ情報の提供、ユーザーからのアクセス性の

向上、地質災害・環境・資源関連情報の提供、各種

アウトリーチ活動での利用が図られる。 

 「目的基礎研究」においては、メタン生成菌コミ

ュニティの安定培養手法を確立し、地下で原油をメ

タンに変換する新たな資源技術を開拓した。また、

平成 28 年度に Science 誌に発表した論文は、平成

29 年度産総研論文賞にも選ばれた。高分解能での

地殻応力マップができたことにより、地域の地震ポ

テンシャル評価の信頼性の向上への道が開け、安全

安心な社会の実現に貢献する。超臨界地熱の利用に

向けた技術開発、土壌汚染浄化技術開発等に関する

調査・研究の他、サンゴやサンゴ礁を対象とした気

候変動に関する研究、岩石磁気の記録の精密な分析

と機械学習を導入した手法開発などを重点的に行

い、橋渡しの基礎となるシーズ研究を推進するとと

評定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「知的基盤の整備」では主に運営費交付金を使

用し、第 2期知的基盤整備計画（平成 23年度から

令和 2 年度）の達成へ向け、陸域地質図・海洋地

質図の整備、沿岸域の地質・活断層情報の整備等

を推進した。第４期中長期目標期間中の特筆すべ

き成果としては、まず第 2 期知的基盤整備計画に

沿って 5 万の 1 地質図幅の調査と公表を着実に進

め、公表に際しては地元でのプレスリリースを積

極的に実施した。都市域の地下の地層の分布形態

を高精度に可視化する 3 次元地質地盤図の整備を

進め、平成 29年度には千葉県北部地域の 3次元地

質地盤図をウェブ公開し、プレスリリースを行っ

た。また平成 29年度に、前バージョンと比較して

凡例数を 386から 2400超へ格段に多くし階層構造

化して表現することを可能にした 20万分の 1日本

シームレス地質図 V2を公表し、プレスリリースを

行った。更に、東・東南アジア地域の地質情報の総

合的なデータ共有システムの構築を目的とする

東･東南アジア地球科学計画調整委員会（CCOP）地

質情報総合共有プロジェクトを主導し、CCOP参加

各国が保有する各種地質情報の数値化を進めた。

平成 30年 9月に国際標準形式で一般にウェブ公開

し、それについてプレスリリースを行った。いず

れの成果も今後、地質情報のベースとして広く社

会に利活用されることが期待される。 

 「目的基礎研究」については、主な研究として地

下で原油をメタンに変換する新たな資源技術を開

拓するメタン生成菌の研究、微生物を利用した異

種化学物質による複合汚染土壌の浄化技術の開

発、超臨界地熱の利用に向けた技術開発、微小地

震の発震機構解をベースに各地の応力分布をまと

めた応力マップの高度化技術等に関する調査・研

究を重点的に行い、その成果を IF付国際誌等で公

表した。特に、メタン生成菌が単独で石炭をメタ

ンに変換する活性を発見した成果は、平成 28年度

に Science 誌（筆頭著者）に発表した。応力マッ

プの整備は、地震の最大規模・発生様式の高精度

な予測を可能とする成果であり、平成 29年度に関

東地方の 10 kmメッシュの応力マップを公表した。 

 「橋渡し」研究前期については、民間企業にはま

だ着手できない国が先導すべき段階にある研究開

発や、国として推進すべき調査・研究手法の整備

もに、IF付国際誌に多数発表し、これらの研究成果

の利用価値を明確にした。 

 「橋渡し」前期研究としては、高周波電気探査を

用いた埋設水道管の腐食リスク評価技術の開発は、

路面を傷つけずに効率よく評価が行えることから、

令和 7 年度には 1 兆円以上の経費がかかるとされ

る水道インフラの設備更新において、コスト・時間・

労力の低減に大きく貢献することが期待される。大

規模カルデラ噴火の準備・進展過程の解明、深層地

下水化学的性状評価や地下水流動に関する調査、南

海トラフ地震に備える観測技術の開発、ドローンを

利用した空中電磁探査技術開発の他、二酸化炭素地

中貯留に関する調査、光刺激ルミネッセンス（OSL）

年代測定による隆起活動評価、表層型メタンハイド

レートの資源量評価、海外での金属資源量評価、地

熱井の掘削のための高性能ビットの開発など、これ

らの成果は主に社会や公的機関の需要に応じる技

術、更に将来的には民間への橋渡しとなる技術であ

る。 

 「橋渡し」後期研究においては、民間企業と共同

で AI を導入した微化石の自動鑑定・分取システム

の開発を世界で初めて行い、特定の微化石の分取と

集積を長時間、自動的に行うことを可能として、石

油探鉱などにおける迅速で高精度な地層解析の効

率化に貢献した。また、優れた粘土系吸着剤である

ハスクレイを用いた、100℃以下の温度帯まで蓄熱

に利用できる技術開発に成功し、更に実用化試験と

して高性能な蓄熱システムの実証に成功した。この

研究成果は、NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プ

ログラム優良事業表彰を受けた（平成 31年 2月）。

この他、深海曳航式の高精度探査システムの開発、

未利用資源の窯業原料化、地中熱の利用技術の開

発、地球観測衛星データの運用・品質管理のための

技術開発、表層土壌の環境リスク評価等を重点的に

行い、これらは民間への技術や製品の提供につなが

る成果である。また、熊本地震の緊急対応及び調査

研究から得られた知見は、国の活断層の長期評価に

反映されうるデータになると同時に、住民の意識啓

発や復興計画、防災対策等に活用された。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

 地質調査の

ナショナルセ

ンターとして

の地質情報の

整備、レジリエ

ントな社会基

盤の構築に資

する地質の評

価、地圏の資源

と環境に関す

る評価と技術

の開発、及び地

質情報の管理

と社会利用促

進を行う。 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等が該当し、GSJでは各省庁や自治体などからの公

的外部資金で実施している研究事業を指す。その

委託元としては、経済産業省やその所管の独立行

政法人をはじめ、文部科学省、環境省原子力規制

庁等が挙げられ、主には表層型メタンハイドレー

トの資源量の把握、世界各地を対象とした鉱物資

源のポテンシャル評価、大規模カルデラ噴火の準

備・進展過程の解明、ドローンを利用した空中電

磁探査技術の開発等を実施した。また、特筆すべ

き成果として、埋設水道管の腐食リスク評価のた

めの調査技術開発では、高周波電気探査による舗

装路面上からの地下の比抵抗調査を可能とする装

置を開発し、平成 29年度にプレスリリースを行っ

た。地下環境の長期安定性を評価するための深層

地下水の化学的性状評価や地下水流動に関する調

査・研究では、全国の深層地下水データの拡充等

を行い、平成 30年度に深層地下水データベース第

２版を公表した。南海トラフ地震に備える観測技

術の開発に関する研究では、短期的ゆっくりすべ

りの客観的な検出方法を産総研情報・人間工学領

域と共同で開発し、平成 30年度には低コスト化・

工期の大幅縮減を目的としたひずみ計の小型化・

低廉化及び既存未使用井戸を活用する手法の開発

に着手した。 

 「橋渡し」研究後期とは、主に民間企業からの資

金提供によって運営している研究事業を指す。企

業との共同研究を多数展開するとともに、技術コ

ンサルティング事業の増加を図り、より多くの民

間企業への研究協力を推し進めた。特筆すべき成

果として、100℃以下の低温廃熱を利用可能な粘土

系素材を用いた蓄熱システムの開発では、蓄熱材

の改良と可搬型の蓄熱システムの実用化試験を実

施し、実用レベルの蓄熱密度を実証した（平成 28

年度プレスリリース）。また、人工知能（AI）を導

入した微化石（地層中に含まれる数マイクロメー

トルから数ミリメートルの大きさの生物の化石）

の自動鑑定・分取システムの開発を民間企業と共

同で実施し、平成 30年度に開発したシステムにつ

いてプレスリリースを行った。深海曳航式の高精

度探査システムの開発では、産総研計量標準総合

センターとも連携したマルチパッケージ化を推進

し、平成 30年度には民間企業への技術コンサルテ

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とす

る。 

 なお、評価委員からは、「地質図作成という昔か

らの基本的な業務・活動を十分に維持しつつ、デジ

タル化と公開・海洋地質とのリンク・立体的な地質

図作成などの 21 世紀のニーズに適した新しい試み

にも成果を挙げている」点、「目的基礎研究、橋渡

し前期・後期の研究開発が着実に進展しており、い

ずれも中期計画で想定していた成果を超える顕著

な成果が得られている」点、「民間企業からの外部

資金獲得金額が大幅に増加した点」、「国際誌論文発

表で筆頭著者論文数が増加しており、被引用数も増

加している」点等が高く評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 ナショナルセンターとしての GSJにとって、社会

における地質情報の利用度増加が「研究開発成果の

普及」の表れであり、最重要の課題でもある。近年、

ウェブ配信におけるアクセス数が上がり続けてい

ることから、地質図をはじめとする地質情報に関す

る認知度は着実に向上していることは確認できる

ものの、更なる利活用へ拡大していくためには、よ

り一層、地質情報の利便性の追求と、国・自治体・

民間企業など社会への成果のアピールが課題であ

る。この対応として、地質情報の価値・利用法を分

かり易く社会に提示し、新たなサービス産業創出に

繋げていくことに努める。例えば、地質情報のオー

プンデータ配信を推進する役割を果たしている「地

質図 Navi」についての定常的なコンテンツの更新

や、20万分の 1日本シームレス地質図 V2等と国土

交通省国土地理院の「地理院地図」とのリンクなど

による機関連携を通して、地質情報の一層の普及と

その二次利用等の利便性の向上に取り組む。また、

地質標本館を核としたアウトリーチを進めるとと

もに、つくば以外の産総研地域センターのイベント

及び地質情報展等の出展を通して、日本各地の人々

に、地質から受ける恩恵やリスクについて、分かり

やすく伝えることに努める。 

 また、産総研の中においても GSJならではの制度

であるジオバンクを運用し、ナショナルセンターと

して GSJが所有する人材や地質情報、研究に関わる

技術やノウハウ等を、ジオバンクの事業を通して人
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ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3億

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

ィングを実施した。この他、未利用資源の窯業原

料化に関する研究開発等、多岐にわたる研究項目

を実施した。社会ニーズに応える成果を社会に橋

渡しする研究として、地震発生時や火山噴火時の

緊急対応を行った。特に、平成 28年度の熊本地震

では地震発生直後に緊急調査を実施し、地震調査

研究推進本部への報告と GSJ ウェブサイトでの迅

速な発信を行った。 

 

 民間資金獲得額の目標達成に向けて、平成 27年

度には産総研の他領域の研究企画室とも情報を共

有し、異なる領域、地域センターに跨るマーケテ

ィング機能を強化した。また平成 27年度以降、GSJ

幹部と ICによる GSJ技術マーケティング会議を原

則毎月開催し、ICが継続的に集約した外部資金の

状況やマーケティング情報を共有し、結果をユニ

ットへフィードバックしてきた。平成 28年度から

は GSJ幹部や ICによる企業訪問など直接的なマー

ケティングに加え、つくば及び地域センターでの

テクノブリッジフェア、GSJシンポジウムの他、学

会活動を通じた専門家集団としての交流に基づく

マーケティングを活用している。こうした取り組

みの結果、第４期中長期目標期間中の民間資金獲

得額を増加させ、平成 30年度には目標額 2.9億円

のところ 3.7億円を獲得した。 

第４期中長期目標期間中の民間資金獲得額の推移

は以下の通り。 

  平成 27年度：0.8億円（目標値 1.5億円） 

  平成 28年度：2.5億円（目標値 2.0億円） 

  平成 29年度：2.4億円（目標値 2.5億円） 

  平成 30年度：3.7億円（目標値 2.9億円） 

   

また、平成 29年 1月に創設した募集特定寄附金制

度 GeoBank（ジオバンク）を運用し、民間企業ある

いは個人からの寄付を受けながら、地質調査技術

研修等の人材育成を通して社会への還元を行っ

た。平成 30年度には、ジオバンク事業として、ア

ジア地域における地質情報の利用支援のため GSJ

国際人材研修を開始した。更に、平成 30 年度には、

産総研初のクラウドファンディング挑戦によるア

ウトリーチ活動のための資金調達に成功し、イベ

ントを開催した。 

材育成やデータ公開という形で社会へ還元する。ジ

オバンクを上手く運用し、国内外に向けた地質調査

技術研修やアウトリーチ活動等を今後もジオバン

ク事業として継続していくことで、GSJの更なる独

自性発揮にもつながり、地質情報を通した社会の活

性化への貢献ができる。 
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るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 研究職員採用においては、優秀かつ多様な人材

の獲得のため、従来の博士号取得者を公募対象と

する一方、平成 29年度から修士卒も一部公募対象

として育成型の研究員採用を開始し、平成 29年か

ら毎年 3 名の修士卒研究員を採用している。また、

第４期中長期目標期間中の 60名の採用のうち、女

性研究者は 16名、外国籍研究者は 3名であり、女

性研究者採用では産総研目標の 18％を大きく上回

る実績を上げた。イノベーション人材育成におい

ても、目標値を上回るリサーチアシスタント及び

イノベーションスクール生の採用・育成を行った。

シニア世代の活用では、第４期中長期目標期間中

の定年退職者 33 名のうち、6 割以上の 22 名（平

成 30年度は退職者 7名のうち 5名）を招へい研究

員、テクニカルスタッフ、シニアスタッフなどの

契約職員として適材適所に配置し、ベテラン人材

としての能力・経験の最大活用を図っている。 

更に、各研究開発事項、論文の合計被引用数・発表

数、イノベーション人材育成人数等については、

年度ごとの計画における目標を定め、国内外との

連携活動、また研究成果の情報発信や人材育成等

の達成のため、GSJが持つ人材、技術及び技能、知

的財産（特許、著作物等）、施設及び組織力、社会

とのネットワーク等を最大限に活用しながら多く

の成果を達成した。特に、平成 30年度の論文発表

数は目標値 140 報のところ 185 報、論文の合計被

引用数は目標値 1,800回のところ 2,115回となり、

目標を大きく上回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題
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大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４期中長期目標期間の累計として、1,000万円

以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は平成 30

年度までに 10 件（うち平成 30 年度実施の件数：

4 件）である。また、これらの事業化の実績として、

知的財産の譲渡契約及び実施契約は平成 30 年度

までに 0件（うち平成 30年度契約の件数：0件)、

製品化は平成 30 年度までに 0 件（うち平成 30 年

度製品化の件数：0件) 0件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

 「橋渡し」研究につながる基礎研究（目的基礎研

究）おける評価指標である論文の合計被引用数の

第４期中長期目標期間中の推移は以下の通り。 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 
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礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

載する。 

 

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 平成 27年度：1,599回（目標値 無し） 

 平成 28年度：1,851回（目標値 1,700回） 

 平成 29年度：1,947回（目標値 1,750回） 

 平成 30年度：2,115回（目標値 1,800回） 

  

モニタリング指標である論文発表数の第４期中長

期目標期間中の推移は以下の通り。 

 平成 27年度：127報（目標値 120報） 

 平成 28年度：130報（目標値 130報） 

 平成 29年度：188報（目標値 130報） 

 平成 30年度：185報（目標値 140報） 

  

 平成 30 年度の論文の合計被引用数は目標値

1,800 回に対して 2,115 回、論文発表数は目標値

140報に対して 185報（内、IF5以上の国際誌論文

10報）であり、目標を大きく上回った。 

 GSJの研究成果については、その成果を国内の事

業者・自治体が利用することも多いため、国内誌

への発表も重視している。平成 30年度は、地球科

学分野で代表的な学術誌である「地質学雑誌」に

は 61論文中に 222回の、「地学雑誌」には 57論文

中に 30回の GSJ出版の地質図幅等が引用されてお

り、GSJのプレゼンスの高さを示している。 

 「橋渡し」につながる目的基礎研究の成果とし

て、以下の研究項目が挙げられる。 

 

・メタン生成菌によるメタンの生成に関する調

査・研究 

 燃料資源として重要な天然ガスの約 20%は微生

物起源と推定されている。しかしながら、石炭・ケ

ロジェン・原油などの根源有機物が天然ガスの主

成分であるメタンに変換されるメカニズム（反応

経路や関与微生物）の詳細はほとんど未解明であ

る。民間資金共同研究 3 件、受託研究 1 件、科学

研究費補助金等助成金研究 9 件の下、多様な油ガ

ス田を対象に本メカニズムを明らかにし、天然ガ

スの成因解明・資源量評価に貢献するとともに、

関与微生物の機能の賦活化による天然ガスの増産

やエネルギー増進回収へつながる資源技術の創成

を目指している。平成 27～29年度は、国内油田か

ら 分 離 し た メ タ ン 生 成 菌 Methermicoccus 

shengliensisがメトキシ芳香族化合物をメタンに

・メタン生成菌によるメタンの生成に関する調査・

研究 

 様々な油ガス田の地下環境に棲息する微生物が

根源有機物をメタンに変換するポテンシャルを有

すること、また独自の微生物メタン変換促進剤によ

りその機能が賦活化されることは、深部未利用の石

炭や枯渇油田の残留原油をメタンに変換すること

による天然ガスの増産技術の可能性を示す重要な

発見である。特に、原油炭化水素を効率的にメタン

に変換する微生物コミュニティを東北地方の油田

から獲得したことは、本微生物コミュニティの枯渇

油田への注入により、地下に残った大量の原油をメ

タンに変換し天然ガスとして回収する新たな資源

技術の創成への道を開くものである。 

 

・微生物を利用した複合汚染の完全浄化を目指し

た研究開発 

 クロロエチレン類を完全分解可能な唯一の微生

物である嫌気性デハロ菌が、好気環境でも生息可能

であることを発見したことにより、これまで困難と

されていた複合汚染の浄化が可能となり、浄化事業

促進への寄与が期待される。また、新規法規制物質

であるクロロエチレンの分解挙動に関する知見は

行政施策に利用され、社会への貢献につながる。 

 

・応力マップの整備と地震規模・発生評価 

 10 kmメッシュという、これまでのおよそ 3倍の

高分解能での地殻応力マップができたことにより、

将来発生するマグニチュード 6 クラス以上の地震

の最大規模や発生様式の評価が可能となった。更に

粘弾性応答を高速計算するアルゴリズムの開発は

列島規模地震発生サイクルシミュレーションへの

展望を開くものであり、応力マップも活用すること

で、地域の地震ポテンシャル評価の信頼性向上への

道が開け、安全安心な社会の実現に貢献する。 

 

・超臨界地熱発電技術の研究開発 

 令和 32 年以降に超臨界地熱資源による国内発電

総容量を数 10 GW 程度にすることを目標にしてお

り、二酸化炭素排出量の大幅な削減が期待される。

超高温の地熱資源開発はアイスランド，米国等の諸

外国でも注目を浴びており、我が国が先導して研究
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する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

変換する機能を見出し、新規メタン生成経路を半

世紀ぶりに発見した。またこのメタン生成菌が単

独で石炭をメタンに変換する活性を検出した（IF

付国際誌 1件、Mayumi et al, 2016, Science, 平

成 29年度産総研論文賞受賞）。平成 30年度は、東

北地方の油田の地層水を用いた高圧培養による芳

香族炭化水素をメタンに変換する微生物コミュニ

ティの安定培養法を確立した。また、その微生物

コミュニティの網羅的遺伝子解析を実施し、その

反応経路と関与微生物を解明した。更に、独自に

開発した「微生物メタン変換促進剤」を同油田の

地層水に添加することで、微生物コミュニティが

より効率的に炭化水素を分解しメタンを生成する

ことを発見した。次に、南関東ガス田におけるヨ

ウ素回収後の地層水の再圧入に伴い、硫黄代謝と

メタン酸化に関与する細菌・古細菌が地層水中に

増加することを見出し、人為的な環境変動に対す

る地下微生物群集の応答事例を発見した。これら

の研究成果は平成 30 年度に IF 付国際誌に 4 件発

表した。 

 

・微生物を利用した複合汚染の完全浄化を目指し

た研究開発 

 トリクロロエチレン等に代表されるクロロエチ

レン類による汚染は国内だけで 10 数万ヶ所以上

潜在し、大きな社会問題となっている。環境微生

物を利用した浄化は環境に優しくかつ安価である

ため、脚光を浴びているが、複合汚染への適用は

困難とされていた。平成 28年度には、残留性有機

化合物の自然減衰メカニズム等を解明した他、国

内複数汚染サイトの試料の分析結果よりクロロエ

チレン類を完全分解可能な唯一の微生物である嫌

気性デハロ菌が好気環境でも生息可能であること

を発見し、複合汚染の分解実験にも成功した。関

連成果を国際誌に発表したところ、2年で 1,600件

以上のダウンロードを記録した。平成 29 年度に

は、安定同位体標識技術による複合汚染分解微生

物の新規発見の国際誌公表に至り、環境省受託研

究環境研究総合推進費により、新規法規制物質で

あるクロロエチレンの分解挙動の評価を開始し

た。平成 30年度には、クロロエチレンの分解を促

進及び阻害する要因を解明するとともに、親物質

開発を行うことにより、超臨界地熱資源開発・発電

技術分野における国際的な市場競争力の確保も期

待できる。 

 

・サンゴとサンゴ礁に関する研究 

 サンゴとサンゴ礁に関する研究に関係して、平成

28 年度に 1 件、平成 29 年度 2 件、平成 30 年度 2

件のプレスリリース等の成果公表を行った。IF 付

国際誌での論文発表も 33 報行った。最近では、サ

ンゴとサンゴ礁に関する学術的な研究に留まらず、

サンゴ実験手法の高度化にも取り組んでおり、サン

ゴ飼育技術の特許出願などを通じ、民間への橋渡し

が期待される。 

 

・走査型磁気顕微鏡の開発と運用による成果と国

際展開 

 論文成果のうち、鉄マンガンクラストの年代推定

については、海底鉄マンガンクラストの同位体年代

推定法に代わる迅速な年代推定法として発展させ

ることにより、海底鉱物資源の評価への貢献が期待

される。また、英国、米国、韓国、ノルウェーの 4

カ国の大学・研究機関と走査型 SQUID磁気顕微鏡を

用いた国際共同研究を進めている。研究レベルの高

い複数の国際拠点との共同研究の継続と発展は、産

総研及び日本の研究レベルの向上につながり、世界

トップレベルの研究の中心（ハブ）となることを可

能とする。 

 

・海外卓越研究員招聘事業による磁性分野先端的

研究の展開 

 本事業の成果は、磁性にかかわる学問の基盤を支

える部分で重要となる磁化逆転過程に関する解析

手法・解釈の改善と分析精度・利便性向上にかかわ

るものである。完成した機械学習ソフトウェア

FORCsensei は論文出版にあわせてクラウドサーバ

ー上で一般公開することになっており、世界中の誰

でも利用が可能となる。また、新測定装置の導入に

より、高速・高性能・高温対応の FORC 測定が可能

となり、GSJの重要課題の一つである火山灰あるい

は溶岩に含まれる磁性鉱物の同定と成因解明に役

立つ。 
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及びその他の物質が共存した複合汚染条件下での

分解特性を評価した。 

 

・応力マップの整備と地震規模・発生評価 

 将来発生する地震の最大規模や発生様式の予測

精度を高めていくために、高い空間分解能を持つ

応力マップの作成が急務の課題である。可能な限

り小さな地震を活用することがこの課題を解決す

る鍵であったことから、独自に微小地震（マグニ

チュード 1 以上 3 未満）の解析手法の開発に取り

組み、平成 29年度までに発震機構解（どのような

断層運動が起こったのかを示すもの）とマグニチ

ュードを推定する手法を確立した。そして、これ

まで独自に解析してきた微小地震の発震機構解と

国土交通省気象庁発表のマグニチュード 3 以上の

地震の発震機構解を統合し、平成 29年度に関東地

方の 10 kmメッシュの応力マップを纏めた。これ

は、先行研究のおよそ 3 倍の空間分解能に相当す

る。このマップを活用した研究成果としては、マ

グニチュードも含めて平成 26 年長野県北部の地

震（M6.7）の断層運動を計算機上で再現したこと

が挙げられる。これにより、他の断層帯において

も同様のアプローチにより最大規模評価を行う展

望が開けた。その後、関東地方での経験を踏まえ、

平成 30年度には中国地方の 10 kmメッシュの応力

マップを試作した。また、地震の発生評価に向け

た研究にも取り組んだ。例えば、平成 30年 9月 6

日に発生した北海道胆振東部地震（M6.7）震源の

直上には石狩低地東縁断層帯が存在しており、予

察的に作成した応力マップから、現在の応力場で

動きやすい断層に属していることが判明した。現

実的な地下構造（粘弾性構造）を設定し、今後 20

年間にわたる地震の影響を定量的に評価すること

に成功した。更に大規模地震発生サイクルシミュ

レーションの実現に向け、粘弾性応答を高速計算

するアルゴリズムの開発にも成功した。本課題に

ついては IF付国際誌に 8件発表した。 

 

・超臨界地熱発電技術の研究開発 

 海洋プレートの沈み込みに伴い地下深部に引き

込まれた海水を起源として、従来の地熱発電に利

用されている地熱貯留層より深部の高温高圧条件

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とす

る。 

 なお、評価委員からは、「メタン生成菌の研究に

より、天然メタンの生成に関する新しい知見を得た

ことは学術的な意義が大きい」こと、「応力マップ

作成に係わる基礎研究など、新たな基盤的地質情報

の整備に直結する基礎研究が行われている」点等が

高く評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 公的機関や民間への橋渡し研究に取り組みなが

らも、民間企業ができない、あるいは GSJのミッシ

ョンに即した次世代研究シーズを創出していくこ

とが課題である。そのために、アウトカムに配慮し

つつ、自由度のある研究を実施する環境を整備する

ことに注力する。特に発想が柔軟な若手研究者向け

に萌芽的課題を公募することで革新的なテーマを

発掘し、研究を奨励する。そして、更なる科学研究

費等公的資金・国プロへつなげたシーズの育成や民

間資金の獲得につなげていく。 
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下に、超臨界地熱資源が存在することが明らかに

なりつつある。これを熱源とする超臨界地熱発電

は、令和 32年以降の我が国のベースロード電源の

一翼を担うことが期待され、内閣府が策定したエ

ネルギー・環境イノベーション戦略においても重

要な研究課題の一つと位置付けられている。GSJは

国内研究者を取りまとめ、リーダーシップを執っ

て、平成 27年度に超臨界地熱発電の可能性検討を

行い、東北地方を中心に超臨界地熱資源を用いた

商用発電が可能なことを見出した。その後、詳細

な調査を行い、平成 28 年度には 1 地点で 100 MW

以上の超臨界地熱発電について、30年間の平均単

価が 9.8～15.0円/kWhであり、原子力発電の約 10

円/kWhに匹敵すると試算されたケースもあること

を示した。更に平成 30年度から試掘へ向けた事前

調査を開始した。 

 

・サンゴとサンゴ礁に関する研究 

 温暖化、海水準（陸地に対する海面の相対的な

高さ）の上昇、海洋酸性化等の地球環境問題に関

係する地質学的諸現象の解明の一環として、サン

ゴ及びサンゴ礁を対象にした研究を実施してい

る。サンゴ骨格は過去の気候や環境を記録する媒

体として有用である長所を活用して、地球温暖化

や海洋酸性化の変遷を解明する研究を実施してき

た。また、サンゴ骨格の化学分析により、石灰化機

構を明らかにすることは、サンゴ白化現象の解明

に資するものである。更に、海面指標となるサン

ゴ化石及びサンゴ礁地形に注目して海水準変動に

関する研究を進め、今後の海面上昇に関する知見

を収集することにより、将来の気候変動予測の高

度化に貢献する。これらの研究は、科学研究費補

助金を獲得して実施してきた。平成 30年度には、

稚サンゴを用いた飼育実験により共生藻の役割を

検討し、共生藻の光合成によりサンゴ体内の pHが

変化して骨格成長が促進されることを発見した。

これは、サンゴ骨格形成メカニズムや、広大なサ

ンゴ礁が形成される仕組みの理解にも寄与するも

のである。また、世界遺産のグレートバリアリー

フ海域における科学掘削により得られた最終氷期

最盛期のサンゴ化石の放射性炭素年代測定値か

ら、最終氷期最盛期における海水準変動の詳細が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

復元された。 

 

・走査型磁気顕微鏡の開発と運用による成果と国

際展開 

 地層・岩石に保存された地球磁場記録を活用し

て地層の履歴を解明することが可能であり、これ

は古地磁気学・岩石磁気学として知られている。

走査型磁気顕微鏡を用いてサブミリメータスケー

ルで分析することにより、残留磁化と各磁性鉱物

を直接結びつけることが可能となり、地層の履歴

を詳細かつ精確に知ることが期待される。最終目

標は、研究／実用目的の磁気顕微鏡システムの開

発・改良を行い、世界に提供できる磁気顕微鏡に

ついて橋渡しを行うことである。これまで目的達

成のために、科学研究費補助金基盤研究（Ａ）

「SQUID 顕微鏡による惑星古磁場の先端的研究の

開拓」（平成 25～28 年度）の支援を受けて、超伝

導量子干渉素子（SQUID）を用いた走査型 SQUID磁

気顕微鏡の開発を金沢工業大学と共同で行い、平

成 27 年度から運用に成功している（平成 29 年度

までの特許 2件、開発論文 2件、応用論文 2件）。

平成 30年度には、かんらん岩及びそれが蛇紋岩化

した岩石中の磁性鉱物について、磁性鉱物の磁気

画像の取得とモデル計算を行い論文発表を行っ

た。 

 

・海外卓越研究員招聘事業による磁性分野先端的

研究の展開 

 海外卓越研究員招聘事業「磁気記録と気候変動

研究における機械学習手法の開発」 （FORCaist）

は、平成 29年度予算により 2月から予算執行され

た。平成 30年 2月に準備のためにオーストラリア

国立大学の教授 1 名（海外卓越研究員）をプロジ

ェクトリーダーとして招聘し、オーストラリア国

立大学とクロスアポイントメント契約を結び、平

成 30年 4月から同教授を含む 4名の特定フェロー

による研究活動を開始した。また、ケンブリッジ

大学とインペリアルカレッジロンドンからそれぞ

れ 1 名招聘し、これに日本人ポスドク 1 名及び受

入担当者（地質情報研究部門）と協力者 1 名（産

総研情報・人間工学領域）を加えた計 9 名が実質

的なプロジェクトメンバーである。本プロジェク
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トは、FORC法（磁性物質の磁化逆転過程の詳細を

FORC図として可視化する手法）によって天然・人

工磁性物質の磁化過程の理解を深め、これを活用

して磁気記録・気候変動研究の推進を行うことを

目的とした。このために、機械学習を用いて計算

の自動化・高度化と客観性確保を行うことを第一

目標に、FORC測定の精度向上、実データ・理論計

算データの取得と DB 化、FORC 法を用いた古環境

復元などの応用研究を行った。本研究の成果は、

論文 1報を発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 「橋渡し」研究前期については、民間企業にはま

だ着手できない国が先導すべき段階にある研究開

発や、国として推進すべき研究手法の整備等が該

当し、GSJでは各省庁や自治体などからの公的外部

資金で実施している研究事業を主に指す。委託元

としては、経済産業省またその所管の独立行政法

人をはじめ、文部科学省、原子力規制庁等が挙げ

られる。 

第４期中長期目標期間中の公的外部資金（直接経

費）の推移は以下の通り。 

  平成 27年度：16.3億円 

  平成 28年度：14.6億円 

  平成 29年度：20.9億円 

  平成 30年度：19.7億円 

 

 「橋渡し」研究前期の定量的目標である特許実

施契約件数の第４期中長期目標期間中の推移は以

下の通り。 

  平成 27年度：15件（目標値 10件） 

  平成 28年度：15件（目標値 15件） 

  平成 29年度：15件（目標値 15件） 

  平成 30年度：16件（目標値 15件） 

平成 30年度は目標値 15件のところ 16件を達成し

ている。 

 主な研究開発の成果として、以下の研究項目が

挙げられる。 

 

・高周波電気探査を用いた埋設水道管腐食リスク

評価技術に関する研究 

 我が国では水道管設備の老朽化が進行してお

り、設備の更新が急務である一方で、設備更新に

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

・高周波電気探査を用いた埋設水道管腐食リスク

評価技術に関する研究 

 従来は、路面掘削・土壌採取及び比抵抗測定とい

う工程を必要とした埋設水道管の調査を、本技術開

発により路面を傷つけずに行うことができるよう

になるため、水道管の腐食リスクを効率よく評価す

ることが可能となり、水道インフラの維持管理にお

けるコスト・時間・労力の低減に直結する。全水道

管のうち約 8.5％（平成 23 年度）が耐用年数を超

えており、令和 7 年度には約 20％が耐用年数を超

えると言われている。それらの設備更新には 1兆円

以上の経費がかかるため、本技術に対する期待度は

非常に大きい。なお、本技術開発は、平成 29 年度

にプレスリリース 1件、新聞等報道 7件、特許出願

1 件、平成 30 年度に物理探査学会学術業績賞を受

賞した。 

 

・ドローンを利用した物理探査技術に関する研究 

 当該システムの成果発信により、ドローンを活用

した物理探査技術開発の機運を高め、また災害分野

だけでなく、農業分野や鉱物資源探査等への適用可

能性も見出された。広域で浅層を対象とした地盤調

査や土壌汚染調査への適用が可能なため、探査効率

向上・コスト削減につながる様々な産業分野への展

開が期待される。 

 

・火山活動の長期評価と巨大噴火に関する研究 

 平成 26 年度から平成 27 年度に実施した火山灰
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状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

係る費用は膨大である。そのため、設備の更新優

先度を決定するための効率的な埋設水道管の調査

法の開発が望まれている。そこで、吸水性・保水

性・耐摩耗性に優れたポリビニルアルコールを用

いたローラー電極を開発し、アスファルト舗装面

上から地下の比抵抗調査を可能とする装置を開発

した。当該装置では位相同期検波による信号検知

を採用しており、優れた微小信号の検知能力と高

いノイズ耐性を有し、市街地での調査を可能とし

た。平成 29年度には、従来よりも高ダイナミック

レンジの電位計測（直流の電気探査の数十倍）と

高い計測再現性（偏差 5%以内）を実現した。平成

30年度は、静岡県企業局の協力の下、当該技術を

径の大きな工業用水配管に適用する実証試験を実

施し、その適用性を確認した。更に知的財産関連

の産総研内部署と連携し、当該技術の民間移転に

関する活動を推進した。 

 

・ドローンを利用した物理探査技術に関する研究 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)プ

ロジェクトにおいて、土砂災害で埋没した車両の

遠隔探査を目的としたドローンを利用した空中電

磁探査システムを、民間企業及び産総研情報・人

間工学領域と連携して構築した。実際に車両が埋

設された実験サイトで、深度 1.5 mの埋没車両の

探知に成功し、深度 3 mの車両についても概ね探

知可能であることを実証した(関連特許出願 1件、

プレスリリース 1件、新聞等報道 15件)。平成 30

年度には、構築したシステムの地盤・土壌調査へ

の適用性を検証するために、農業・食品産業技術

総合研究機構の実験圃場で計測実験を実施し、水

田と畑の水分の違いによる比抵抗分布の差異を明

瞭に把握できることを確認した。更に民間企業を

対象に当該システムによる飛行計測の見学会を開

催し、連携先を模索した。 

 

・火山活動の長期評価と巨大噴火に関する研究 

 本研究は原子力規制庁からの受託事業（平成 26

～30年度）で、長期的な火山活動の可能性をより

定量的に評価するための評価基準・指標、火山活

動モニタリング評価基準・指標に関する知見を整

備することを目的としている。平成 29年度までに

目詰まり時のエアフィルター性能評価結果等をも

とに、原子力規制委員会が発電用原子炉の設計基準

（気中降下火砕物濃度等の設定）を改定した（平成

29 年 9 月 20 日）。また、大山火山噴火履歴の詳細

復元に関する研究成果を受けた検討の結果、電力会

社による噴火影響評価の条件が再設定された（平成

30年 11月 21日）。これらのアウトカムは「原発審

査にデータ活用」と題して、新聞等に紹介された。

更に、平成 30 年度の粘弾性モデルによるマグマ蓄

積量推定は、従来の火山活動モニタリングの評価法

を根本的に見直す必要性を提示するものである。 

 

・深部流体の起源・広域分布に関する調査・研究 

 深部流体の上昇・混入による低 pH 地下水の分布

地域を把握し、放射性廃棄物地層処分地選定に対し

て原子力規制庁が行う安全審査に必要なデータの

整備に貢献した。また、当該データベースの整備や

深部流体の検出手法開発は、火山・地震活動と密接

に関連する地球規模の水循環の理解を物質科学的

に行う地球化学研究の発展の上でも極めて重要で

ある。 

 

・南海トラフ周辺地域の地殻活動モニタリング高

度化の研究 

 SSE の観測による南海トラフのモニタリングが

可能になり、その成果は、地震調査研究推進本部等

を通じて社会へ情報提供される。また、本研究で開

発した観測・解析手法の一部は気象庁に技術移転さ

れ、気象庁による常時監視に用いられている。 

 

・表層型メタンハイドレートの調査 

 これまでの研究成果を基に、経済産業省が表層型

メタンハイドレートの回収技術の調査研究を開始

した（産総研エネルギー・環境領域で実施）。表層

型メタンハイドレートの賦存状況に関して基礎デ

ータが不足している海域において、詳細な海底地形

及び海底下浅層構造を明らかにすることは、表層型

メタンハイドレートの賦存状況の把握に資すると

ともに、今後実施されるであろう海洋産出試験の実

施場所の検討における基本的な情報となる。 

 

・産業に不可欠な鉱物資源の安定供給確保のため
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は、十和田、赤城、大山火山等の長期火山活動履歴

調査を実施した。支笏、阿蘇、姶良、鬼界等の大規

模カルデラ噴火の準備・進展過程を解明するとと

もに、巨大噴火直前のマグマの温度・圧力条件を

推定した。電磁探査法の一つである地磁気地電流

法観測データにより阿蘇カルデラ地下の 3 次元比

抵抗構造を明らかにし、少なくとも地下 10 km以

浅には巨大なマグマ溜まりが存在しないことを示

した。また、降下火山灰ハザード評価のためのフ

ィルター目詰まり試験を実施した。平成 30年度に

は、観測された地殻変動量から粘弾性モデルを使

ってカルデラ地下のマグマ蓄積量を推定する手法

を開発した。 

 

・深部流体の起源・広域分布に関する調査・研究 

 地下水流動の長期安定性評価のため、地下水に

含まれる深部流体を検出するための指標の提案

と、日本列島全域における詳細な深部流体上昇地

域の把握を行った。放射性廃棄物の地層処分にと

って、深部流体（地下 300 ｍ以深に存在する非天

水起源の流体）の混入による地下水の酸性化（低

pH、高炭酸濃度化）は好ましくない。しかし、この

深部流体が、どのような化学性状を持ち、どれぐ

らい地表付近まで上昇してきているかは、十分に

は明らかになっていない。そこで、(1)日本列島全

域の地下水の化学性状の実態把握、(2)地下水に混

入している深部流体の検出手法開発、(3)日本列島

全域における深部流体上昇地域の把握を行った。

平成 27～29年度においては、深部流体の新たな検

出手法として、ハロゲン元素比（Br/Cl-I/Cl）を指

標とした手法を提案するとともに、ヘリウム同位

体比分析により西南日本における深部流体の上昇

過程を解明した。更に、深部流体の上昇地域をよ

り詳細に明らかにするため、深層地下水データの

拡充を行い、平成 30年度に日本列島全域の深層地

下水データ約 24,000 件をコンパイルした深層地

下水データベース第２版を GSJ 研究資料集として

公表した。 

 

・南海トラフ周辺地域の地殻活動モニタリング高

度化の研究 

 想定南海トラフ地震震源域の地殻活動モニタリ

の調査・研究 

 公表されているミャンマーの鉱床・鉱徴地の情報

は著しく乏しく、現地政府機関でさえもその正確な

情報を把握できていない現状である。ミャンマー全

土の金属鉱物資源データベースの作成及び現地調

査に基づく具体的な資源開発可能性の提示は、新た

に探鉱する地域の特定や投資する鉱床の選定に直

接関係するため、“橋渡し”として重要な取り組み

であり、ミャンマーにおける資源開発への道を開く

ものである。 

 

・掘削ビットの高性能化に関する研究 

 地熱井掘削に適応した高性能な掘削ビットの開

発により、地熱開発の促進に貢献した。また、世界

的に遅れていた我が国の PDC ビット製造技術の進

歩に寄与し、鉱山・土木・エネルギー・環境等さま

ざまな分野における岩盤の掘削技術ポテンシャル

を向上させた。 

 

・CO2長期重力モニタリングに関する調査・研究 

 CCS において、圧入した CO2の漏洩を検知する手

法として反射法があるが、コスト・地元負担共に大

きいことが問題である。そこで、CO2 圧入停止後の

重力変化はごく小さいものの、陸域浅層に CO2が漏

洩した場合には大きな重力変化が検出されること

を利用して、長期かつ事業収入のない CO2圧入停止

後の連続監視には重力モニタリング手法を用い、反

射法は異常発生時等の CO2分布探査のみに用いるこ

とで、モニタリングに係る総コストを大幅に低減さ

せることが可能となる。また、CCS商用化時の大規

模 CO2圧入に際しては、圧入に伴う重力変化も検出

されるため、本研究成果は貯留層に CO2が安全かつ

確実に圧入できているかの確認にも有用である。 

 

・沿岸域の深層地下水流動に関する調査・研究 

 数多くの水試料を採取、分析したことにより、従

来不明であった、沿岸域の深層地下水の一般的な水

質や年代を明らかにしてきた。このような一般的性

質に関する知見は、地域の特性を論じるための比較

軸となるため、今後得られるデータの分類や整理の

効率化に貢献する。また、得られた水質情報は工学

分野（ニアフィールド）での実験条件の決定や安全
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ングのため、常時観測の継続と、短期的ゆっくり

すべり（SSE）の検出精度向上や低廉なひずみ計の

開発を実施した。GSJ・気象庁・防災科学研究所の

地殻変動データを統合して SSE を解析し、毎月の

政府「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」

や地震調査委員会に結果を報告した。また地下水

位で SSE を検出可能となるよう、地下水観測井の

密閉化によりひずみ感度を 10倍に改良し、SSEに

よる水位変化観測に成功した。更に、産総研人間・

情報工学領域と共同で SSE の客観的な検出手法を

開発した。平成 25年に民間等と共同で特許を取得

したひずみ計設置関連技術が、平成 27年に 1件実

施された。平成 30年度は、低コスト化・工期の大

幅縮減を目的としたひずみ計の小型化・低廉化及

び既存未使用井戸を活用する手法の開発に着手し

た。 

 

・表層型メタンハイドレートの調査 

 「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」に基づく

国家プロジェクトの一環として、経済産業省委託

研究において、日本海を中心に存在が確認されて

いる表層型メタンハイドレートの資源量把握に向

けた地質調査を実施した。上越沖の海鷹海脚中西

部マウンドの資源量を試算し、メタンガス換算で

約 6 億㎥と推定した。その後、更なる賦存状況の

把握に向け地質調査を実施した。平成 30年度は、

引き続き、経済産業省委託研究の下、表層型メタ

ンハイドレートに関する基礎データを更に補完す

るためオホーツク海網走沖海域において、自律型

無人潜水機を用いた詳細な地形・地質調査を実施

した。その結果、地殻変動や堆積物の急激な堆積

が海底下での流体移動に影響している可能性があ

ることを発見した。 

 

・産業に不可欠な鉱物資源の安定供給確保のため

の調査・研究 

 産業に不可欠な鉱物資源の確保は依然として我

が国の長期的な課題である。本調査・研究では、特

に、本格探鉱を活発化し難い情勢にある国におい

て、民間の事業化検討に有用な情報整備と技術開

発を行うことを目的とした。平成 29年度までに、

南アフリカ、アメリカ、カナダ、ブラジル、アルゼ

分野での放射性核種の移行に係る議論において有

用である。 

 

・カリ長石を用いた OSL 年代測定法の確立と隆起

速度評価手法への適用 

 カリ長石を用いた OSL年代測定法により、火山灰

層序等の層序学的手法により間接的に決められて

きた 5 万～数 10 万年程度の地層の年代を、直接測

定することが可能になった。このことは、第四紀後

半の最近数 10 万年の地質変動について時間軸を入

れて定量的に議論できる重要な成果であり、地質コ

ンサルタント会社との共同研究や技術コンサルテ

ィングにつながっている。 

 

・火山ガス・火山灰の迅速観測手法の開発 

 改良型 Multi-GASの開発により、火山ガス連続観

測装置の設置が容易となり、また遠隔でのデータ取

得・利用が格段に効率的になったため、より迅速な

活動異常の検知が可能となった。火山灰の自動画像

取得方法及びその解析手法の開発により、火山灰デ

ータに基づく噴火タイプの迅速評価が可能になっ

た。これらの成果をリアルタイムで統合的に閲覧・

把握することができ、噴火が活発化・長期化するか

どうかの予想や、噴火によって引き起こされる災害

要因の予想、またその対応を検討する上で重要な情

報を提供することが可能となった。これらの開発技

術や得られる成果は、火山噴火に対する防災・減災

に大きく貢献すると期待される。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「「深部流体評価」・「火山

活動の評価」はわが国における環境・災害面での重

要な局面であり、それらに貴重なデータやその取得

法を提供している」こと、「地殻活動モニタリング

に係る観測技術の開発に顕著な進展が認められる」

点等が評価された。  

 

＜課題と対応＞ 

 燃料資源や鉱物資源の安定確保、CO2 地中貯留、

放射性廃棄物の地層処分など、社会的ニーズを意識
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ンチン、ミャンマーを対象にレアメタル鉱床の資

源ポテンシャル評価を実施し、各国の調査地域に

おけるレアメタル含有量等の特徴を明らかにし

た。また、南アフリカの鉱物処理研究所と共同で

レアアース鉱石の選鉱試験を実施し、基本的な選

鉱プロセスを確立した。平成 30年度は、同研究所

との共同研究を継続し、選鉱プロセスや基礎的デ

ータの取りまとめを行うとともに、選鉱試験によ

り精鉱中のレアアース酸化物品位を向上させるこ

とが出来た。アルゼンチンでは、タングステン鉱

床地域の広域調査とジルコン U-Pb 年代測定によ

って、複数の造山運動が鉱化に関与していること

を解明した。また、アルゼンチンでの国際会議

（IAGOD2018）において、”High-tech critical 

metals”のセッションを開催した。ミャンマーで

は、平成 29年度に同国北部で新たに発見したニッ

ケル鉱徴地について、精査と探鉱のための現地調

査を開始した。平成 30年度には、ミャンマー全土

での金属鉱物資源データベースの作成を発案し、

銅、鉛-亜鉛鉱床に注目して 470以上の鉱床・鉱徴

地を特定した。 

 

・掘削ビットの高性能化に関する研究 

 地圏の開発・利用・調査等において、岩盤の掘削

に係るコストは一般に高いと言われており、岩盤

掘削の低コスト化のためには性能の良い掘削ビッ

トを開発することが重要である。平成 27年度から

民間企業 2社と共同で JOGMEC委託研究「地熱発電

技術に関する委託研究」を受託し、主に (1)多結

晶ダイヤモンド焼結体（PDC）ビットの先端に使用

される刃先材の耐久性評価、(2)開発した PDCビッ

トの大型掘削試験装置を用いた室内掘削試験、(3)

複数の地熱井掘削現場における実証試験による掘

削性能評価及び課題抽出を担当し、硬岩や不連続

面を多く含む岩盤に対応した PDC ビットの実用化

可能性を検証した。その結果、受託研究の数値目

標である掘進速度 120 m/日、ビット 1丁当りの掘

進長（耐久性）750 m、ビット摩耗量 1/16インチ

の内、掘進速度とビット摩耗量で目標を達成した。

平成 30年度には、耐久性の向上を目指し PDCビッ

ト中央部のデザイン改良、改良されたビット先端

の刃先材の耐久性に係る室内掘削試験及び開発し

した技術開発を更に加速させることが課題である。

国家プロジェクトなど公的外部資金獲得を進める

と同時に、大学や他研究機関と連携をより強化し、

研究を一層推進させる。また、地震・火山の研究に

ついても、重要な研究成果を社会に広く伝え、活断

層・火山などの防災対策に資する情報収集・解析と、

一般社会への還元を更に進める。 
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た PDC ビットの現場実証試験を通して、特に軟弱

な地層における PDC ビットの有用性を明らかにし

た。 

 

・CO2長期重力モニタリングに関する調査・研究 

 CO2地中貯留（CCS: Carbon dioxide Capture and 

Storage）の実用化規模に適用可能な CO2圧入・貯

留に係る安全管理技術の確立を目指し、平成 28年

4 月に二酸化炭素地中貯留技術研究組合を設立、

参画し、CO2長期モニタリング技術の開発等を担当

している。その一環として、超伝導重力計を用い

た高精度微重力モニタリング技術の開発を行って

いる。我が国では海底下への CO2貯留が想定されて

いることから、沿岸域の過酷な環境下での重力デ

ータ取得・解析技術の開発を目的として、平成 27

年 3 月から苫小牧 CCS 大規模実証試験サイトにお

いて 3 年半にわたる重力計測を行ってきた。平成

30年度は、苫小牧サイトにおいて、深度 5 m及び

10 mの地下水井を 2本ずつ掘削し、地下水位の連

続計測を開始した。3 カ月間の地下水位変化の重

力データへの影響を補正することにより、現行で

±1μGal程度までのノイズレベルの低減を実現し

た。更に、苫小牧サイトの観測配置と 3次元 CO2プ

ルームを仮定し、CO2の貯留に伴う重力変化を試算

した。その結果、100 万トン/年で CO2 を圧入した

場合、上記のノイズレベルにおいて、3 年程度で

CO2 貯留過程における重力変化を明瞭に検知可能

であることに加えて、一般的に陸域側浅層への CO2

プルームの漏洩検知に対して、高精度重力観測が

有効であることを示した。 

 

・沿岸域の深層地下水流動に関する調査・研究 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分事業に関連し

て、沿岸域の地下水に関する経済産業省委託研究

を継続して担当している。平成 19年度からは地下

水流動の活発な地域（駿河湾）と活発でない地域

（幌延）での詳細な地下水研究を実施し、両極端

な地域の地下水流動概念モデルを構築するに至っ

た。特に、平成 27～30年度調査では、電力中央研

究所との密接な連携の下、全国沿岸部深層の場の

理解と地下水流動の推定を目的とし、深部地下水

の採取及び水質、同位体年代の分析を実施した。
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平成 30年度は、全国で 90試料の地下水を採取し、

その内 47試料の分析結果によると、沿岸部深層で

は海の近傍であるにもかかわらず、概して海の水

は陸側に入り込んでおらず、ほとんどの地域で海

水よりも薄い塩水が分布しており、その地下水は

涵養してから 2 万年以上経過したものであること

を発見した。更に、堆積岩地域には化石海水が、火

山岩地域では現降水が卓越する傾向が見出され

た。 

 

・カリ長石を用いた OSL 年代測定法の確立と隆起

速度評価手法への適用 

 放射性廃棄物の地層処分の観点から、地下埋設

物と地表との離隔距離を減少させる自然事象であ

る隆起運動や侵食・削剥作用の評価が求められて

いる。GSJでは、隆起速度の定量的な見積りを目的

として、5万～数 10万年前の年代に適用可能なカ

リ長石を用いた OSL 年代測定法を導入し、海成段

丘の形成年代を直接的に決定可能とした。平成 29

年度までに、青森県上北平野を対象として、カリ

長石の OSL年代測定を実施し、過去 12.5、22、32、

40万年前に形成された海成段丘について対比可能

であることを確認した。また、堆積層解析に基づ

く古海面高度の決定により、従来の隆起量評価が

数 m 程度過剰であったことを明らかにした。これ

らの結果は、原子力規制委員会「中深度処分にお

ける廃棄物埋設地の位置に係る審査ガイドの骨子

案」に反映された。平成 30年度は、OSL年代測定

の前処理におけるカリ長石の抽出・濃縮法を検討

し、従来よりカリ長石を濃縮する最適な比重分離

条件を決定し、手順を確立した。 

 

・火山ガス・火山灰の迅速観測手法の開発 

 近年の火山噴火対応において、(1)水蒸気噴火に

関与する熱水系の変動検知のための火山ガス観測

の必要性と、(2)火山灰の評価による噴火タイプの

判別の重要性、が認識されるようになった。そこ

で、GSJでは、火山ガス組成の連続観測装置の開発

及び火山灰の迅速評価手法の開発を進めている。

平成 29年度までには、火山ガス多成分組成・自動

観測装置である改良型 Multi-GAS の開発を進め、

装置の小型化・パッケージ化と繰り返し観測・デ
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ータ転送の自動化、簡易解析後のデータの準リア

ルタイムでの閲覧（ウェブ更新 1回/日）を実現し

た。また、防災科学技術研究所と共同で、野外で火

山灰画像を自動取得・データ転送する装置を開発

し、迅速な火山灰情報の取得を可能とした。平成

29 年 10 月の霧島山新燃岳の噴火や硫黄山の活発

化にも対応し、周辺における緊急観測を開始した。

平成 30 年度には、4 月 19 日に発生した霧島山硫

黄山の小規模な水蒸気噴火に先立つ火山ガス組成

の急激な変化を改良型 Multi-GAS の連続観測によ

り検知し、本装置を用いた火山ガス連続観測に基

づく火山噴火前兆現象の把握の可能性を実証し

た。また、噴火タイプごとの火山灰試料の光学顕

微鏡画像と元素組成マップからの特徴の比較・分

類を行い、火山灰光学画像の準リアルタイム解析

による噴火様式の判定を行うための指標を作成し

た。本項目では、目標設定後に内閣府戦略的イノ

ベーション創造プログラム（SIP）に追加採択が決

定し、計画が飛躍的に進展し、当初予定していな

かった改良型の火山ガス観測装置や火山灰画像迅

速解析のための指標などの新規開発が達成でき

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 「橋渡し」研究後期については、GSJとして主に

民間企業からの資金提供によって運営している研

究事業を指す。民間資金の獲得が困難な地質調査

業務においても、平成 29年度に引き続き、企業と

の共同研究を多数展開するとともに、技術コンサ

ルティング事業の増加を図り、より多くの民間企

業への研究協力を推し進めた。平成 30年度の民間

資金獲得額は目標値 2.9 億円のところ 3.7 億円と

目標を大きく上回った。 

 主な研究開発の成果として、以下の研究項目が

挙げられる。 

 

・AI技術を活かした微化石の高速・高精度自動鑑

定・分取システムの開発 

 資源探鉱や地質災害への対策など、現代社会に

は地層の解析が必要となる場面が多々見られる。

「微化石」は、地層の年代や当時の環境などを解

析するために有効な情報源の一つである。GSJは、

多数の専門技術者を配置し、海洋や陸上の調査に

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠： 

・AI 技術を活かした微化石の高速・高精度自動鑑

定・分取システムの開発 

 地層を構成する堆積物に含まれる多様な粒子の

中から、非常に壊れやすく複雑な形態を持つ微化石

を、AIを用いて大量に鑑定し、自動的に分取するシ

ステムを世界で初めて開発した。Society 5.0で期

待される AI 技術を活かした本システムにより、こ

れまで膨大な時間と労力をかけて人が行ってきた

微化石の選別作業を、自動的に高速で行うことがで

き、石油探鉱現場等において迅速で高精度な地層解

析が可能となるため、人材確保や労働時間の軽減に

つながる。更に、これまで人の手では困難であった

0.1 mm にも満たない微化石の分取と集積も可能な

ので、今回開発したシステムは地層解析技術として

新たな道筋を与えるものである。本成果は、平成 30

年 12 月 3 日にプレスリリースされ、新聞やネット
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産業界からの

資金獲得額を

評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

１３８億円／

年以上を掲げ

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

よって多くの知見とデータを蓄積してきたが、微

化石の鑑定は熟練した専門技術者が長時間をか

け、顕微鏡下で手作業により行ってきた。更に、微

化石の微量元素組成や同位体比組成を測定するに

は、顕微鏡下で大量の微化石を一つずつ拾い上げ

て、専用の試料台に整理して再配置する必要があ

るため、専門技術者でも相当な時間と労力がかか

っていた。本研究では、これらの微化石を用いた

地層解析技術の革新を目指し、大量の微化石を種

ごとに鑑定・分取できるシステムを開発した。GSJ

が主導して微化石の鑑定・分取技術を自動化する

基本システムを設計し、日本電気株式会社（NEC）

の AI技術、株式会社マイクロサポートの精密なマ

イクロ・マニピュレーション技術、三谷商事株式

会社のイメージング技術を融合することで 90%以

上の微化石の鑑定精度と分取の高速化を実現し

た。平成 30年度に実機が完成してテスト運用を開

始し、8 月に特許出願、12 月にはプレスリリース

を行った。 

 本システムは、顕微鏡部、AI部、マイクロ・マ

ニピュレーター部で構成されている。GSJの有する

微化石画像コレクションの AI学習により、高精度

な鑑定を実現した。AI部の学習アルゴリズムには、

NEC の 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク

（Convolutional Neural Network; CNN）を搭載し

たディープラーニングのソフトウェアを採用した

ことで、これまでの機械学習では困難であった複

雑な形態の微化石を迅速、正確に鑑定することが

可能となった。この総合的なシステムの開発によ

り、顕微鏡のステージ上の試料台に散布した多数

の粒子の画像を取得し、そこに含まれている微化

石を AIによって鑑定し、それらを破壊することな

くマイクロ・マニピュレーターで分取する一連の

作業を、自動で連続的に行えるようになった。従

来、単一種の微化石 1,000個体の鑑定と分取には、

専門技術者が数日を要していたところを本システ

ムの活用により 3 時間程度で行うことができる。

それによって、特定の微化石の分取と集積を長時

間、自動的に行えるので、地層解析の効率化が可

能となる。 

 

・平成 28年熊本地震等地震発生時における緊急調

ニュース等で広く紹介された。プレスリリース直後

から、研究機関や大学等から多くの問い合わせがあ

り、石油資源開発の関連事業者からの講演や技術コ

ンサルティングの依頼を受ける等、関連業界での関

心の高さが伺える。また、微化石に限らず微小な粒

子を取り扱う鉱工業や農林水産業、生命科学、医療

といった分野の他、異物除去等の検査試験での応用

が想定され、新たな事業領域の創出にもつながるこ

とが期待される。 

 現段階で本システム開発に伴う経済効果や市場

規模を具体的に試算することは難しいが、仮に各事

業者が既に保有しているマイクロ・マニピュレータ

ー付きの顕微鏡ユニットが全て本システムに置き

換わるとすれば、国内で少なくとも数 100台分の規

模となることが予想される。これが国外にも展開し

た場合は、更に大きくなるものと考えられる。 

 

・平成 28 年熊本地震等の地震発生時における緊急

調査・研究 

 地震発生直後に関連地質情報を迅速に発信する

ことは、国や自治体が適切な防災対応を取るために

非常に重要であり、緊急調査で地震発生直後にしか

取得できない地表変状等の貴重なデータを、その後

の風雨や復旧工事で消える前に取得することは地

震予測研究の上でも極めて重要である。活断層の調

査結果は、国の活断層の長期評価に反映された。特

に、平成 28 年 4 月に発生した熊本地震の調査結果

は、国交省による被災地施設の移転等の復興計画の

策定に活用された。また、住民の防災・減災に対す

る意識啓発にもつながるものと考えられる。平成

27年度から平成 30年度において、地震発生・緊急

調査に関する取材は 300件以上であった。 

 調査から得られた知見は、国の今後の地震調査研

究の基本施策立案のための重要な情報となってい

る。熊本での活断層調査での実証的なデータ取得

は、全国主要活断層帯の連動性評価手法の高度化に

直結する事例となった。また、連続試料採取法によ

る放射性炭素年代測定は、古地震イベントの年代制

約に非常に有効であることが分かり、今後の活断層

調査手法のスタンダードとなり得る。 

 

・平成 30 年草津白根山噴火等の火山噴火時におけ
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査・研究 

 平成 27～29年度は、熊本地震、鳥取県中部の地

震、など 5件、平成 30年度は島根県西部の地震、

大阪府北部の地震、北海道胆振東部地震など 4 件

の地震について、発生翌日までに GSJ 公式ウェブ

サイト内に個別ページを開設し、緊急調査結果や

周辺の地質情報を発信した。また、これらの緊急

調査結果を含む地震調査委員会（臨時）への報告

数は、平成 27～29 年度は 5 報、平成 30 年度は 4

報であった。特に平成 28年 4月の熊本地震への対

応については、地震発生以来、GSJの総合力を活か

して緊急地表調査、ボーリング地盤調査、活断層

トレンチ調査、沿岸海洋調査を実施し、地表変状

等の貴重な地質データを取得した。また、平成 30

年度には、平成 28年熊本地震を引き起こした布田

川断層帯及び近接しながら熊本地震で動かなかっ

た日奈久断層帯の活断層調査を行い、詳細な年代

測定結果から、これまでの想定より高頻度で地震

を起こしてきたことを明らかにした。更に、日奈

久断層帯陸域南部地域において、初めて過去 2 回

分の地震のデータを取得し、今後の地震発生可能

性の長期評価改訂のためのデータを提供した。 

 

・平成 30年草津白根山噴火等火山噴火時における

緊急調査・研究 

 火山噴火時には、緊急調査により降下灰の分布

調査や構成物解析、火山ガスの成分・放出量観測

を行い、火山噴火予知連絡会に報告するとともに、

地元自治体の防災対応にも必要となる情報を迅速

にウェブ発信した。平成 27～29 年度は口永良部

島、箱根、阿蘇火山、草津白根（本白根山）などの

噴火に際し緊急調査を実施し、火山噴火予知連絡

会へ 86報の報告を提出した他、8報のウェブ発信

を行った。平成 30年度は、口永良部島、桜島、霧

島（新燃岳・硫黄山）において緊急調査を実施し、

火山噴火予知連絡会への報告は 32報に達する。ま

た、火山噴火予知連絡会「草津白根山部会」に委員

として参加し、合同調査にて噴石・降灰の分布調

査も実施した。 

 突発的な噴火発生に際して、気象庁職員が降灰

を採取し、火山灰の写真及びサンプルを GSJ に送

付し、GSJがそれらを迅速に分析し結果を報告する

る緊急調査・研究 

 平成 30 年 1 月に火口近傍のスキー場で被害が発

生した草津白根山（本白根山）噴火に対しては、降

灰・噴石の分布調査を行い、その成果は気象庁の噴

火警戒レベルの判断や地元の警戒レベルの策定に

活用された。東京都による八丈島ハザードマップの

作成・避難計画の策定においては、八丈島火山地質

図（平成 30年 5月に発行）の研究成果を提供した。

突発的な噴火活動に対する気象庁との火山灰迅速

分析に関する協力体制が効果的に機能し、平成 27

年以降 3年ぶりに噴火した口永良部島において、平

成 30年 10月の噴火活動の再開当初から、噴出物分

析によりマグマ物質の関与を指摘することができ

た。緊急調査については GSJ公式ウェブサイトを通

して迅速に公開したことで、平成 27 年度から平成

30年度において、火山噴火・緊急調査に関する取材

は 300件以上であった。 

 

・粘土系蓄熱材の改良と実用化研究 

 低温未利用熱を利用した蓄熱システムの構築に

向け、優れた性能を有するハスクレイ蓄熱材を開発

し、それを用いた実証試験により実用化が可能であ

ることを示した。この研究成果は、NEDO戦略的省エ

ネルギー技術革新プログラム優良事業表彰を受け

た（平成 31年 2月）。また、粘土系蓄熱材を用いた

蓄熱システムにおける省エネ効果は、原油換算にて

令和 4 年には 1.05 万 kL/年、令和 12 年には 5.41

万 kL/年がそれぞれ見込まれる。 

 蓄熱システムとしての売り上げについては、令和

元年度のプロジェクト終了後、10～32億円/年の市

場を見込んでいる。また当該システムの普及によ

り、今後 20 年間の合計で 1,000 億円規模の経済効

果を見込んでいる。 

 

・深海曳航式の高精度探査システムの開発 

 民間企業の製品開発力に加え、産総研の持つ海洋

地質調査の技術やノウハウを最大限に活かすこと

により、詳細な情報を得るための音源や水深や海水

の状態を測定する各種センサー等多様な目的に応

じた製品開発の方向性を示すことが可能となった。

共同開発によってもたらされる成果は、例えば、水

深 1,000 m以上の海域で数 10 cmの垂直分解能（従
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連携体制を平成 25年に構築し、継続してきた。草

津白根噴火においては、平成 30年 1月の噴火当日

に気象庁が現地で採取した火山灰試料を分析し、

水蒸気噴火である可能性が高いことを噴火翌日に

報告した。また、平成 30 年 10 月以降噴火を繰り

返した口永良部島において、気象庁が採取した火

山灰を GSJで分析した結果、平成 26年噴火と平成

27年噴火との相違が明らかとなり、今回は地表近

傍まで上昇してきたマグマ上部が固結化する過程

での噴火現象が発生している可能性を、噴火当初

から指摘することができた。長野県から御嶽山火

山防災訓練における噴火シナリオの設定の依頼を

受け、技術コンサルティングを行った。また気象

庁より、火山活動評価を行う職員に対する研修へ

の協力依頼を受け、火山地質学・地球化学に関す

る講義等を行った。 

 

・粘土系蓄熱材の改良と実用化研究 

 工場等の低温廃熱の利用は従来から行われてい

るが、100℃以下の低温熱源を利用した蓄熱（熱利

用）は、省エネ技術として今や更に強く求められ

ている。そこで粘土系吸着材ハスクレイ（低結晶

性粘土と非晶質アルミニウムケイ酸塩の複合体）

を改良・利用することにより、100℃以下の未利用

廃熱を利用できる蓄熱システムを構築した。蓄熱

システムに用いられる蓄熱材として、天然に存在

する粘土系ナノ粒子を基にハスクレイ蓄熱材の改

良に取り組み、改良型ハスクレイ GⅠ（100 トン/

年レベル）及び改良型ハスクレイ GⅡ（1,000トン

/年レベル）の量産製造技術を確立した。また、改

良型ハスクレイ GⅡ造粒体を 2 トン搭載したトラ

ックによる可搬型蓄熱システムの実用化試験で、

実用レベルの 537 kJ/Lの蓄熱密度（従来の蓄熱材

の約 2.5倍）を実証した。平成 30年度には、改良

型ハスクレイ GⅠを用いた蓄熱材用造粒体の量産

製造技術（100トン/年レベル）を確立、1,020 kJ/L

（従来の蓄熱材の約 4.3 倍）の蓄熱密度を有する

造粒体の製造に成功した。更に農業用熱供給及び

除湿システムへの展開を図り、ビニールハウスで

の熱供給システムの良好な動作確認とともに、除

湿による病害の抑制や光合成の促進を確認した。 

 

来の産総研システムの反射法音波探査の分解能は

数 10 mなので、数百倍の向上に相当）の探査能力

をもつ。これらの開発により、より高精度な日本の

海底鉱物資源広域調査が推進可能となる。更に、地

質情報の高分解能データを使えば、これまで困難だ

った比較的深い海域の地層分布やそのずれが評価

でき、活断層活動履歴の評価につながる等、防災面

にも貢献できる。 

 海洋利用は海水に阻まれ技術的に困難とされて

いる部分も多く、市場規模は無限に広がっていると

言える。その中で、開発している深海曳航式のマル

チパッケージシステムは、日本の周辺の海洋利用に

貢献するものであり、様々な用途を想定して必要な

センサーを今後も開発できる。地質情報の取得に特

化した現状システムは、特に土木コンサルタント等

の地下構造の推定に貢献でき、例えば、基礎地盤情

報の構築のため必要とされる、海洋における数億〜

数十億円規模の掘削の数を半減させることも可能

になる。 

 

・未利用資源の窯業原料化 

 業界内で一部懸念されていた陶磁器原料の枯渇

問題を、地場産業全体の問題として抽出し、鉱業に

関する地域活性化の具体的施策の道筋を初めて示

した。また、未利用資源「青サバ」の利用が開始さ

れ、原料の安定供給に具体的に貢献したことは特筆

に値する。 

 「青サバ」の使用量（200トン/月）はタイル原料

の 4％に相当する。今後、製品の品質に影響がない

ことが確認されれば漸増し、岐阜県のタイル生産

（平成 29 年の出荷額は 283 億円、モザイクタイル

の全国シェア 86％）の発展による地域経済の活性

化に寄与すると期待される。 

 

・地域の水文地質特性と調和した地中熱ポテンシ

ャル評価手法の開発 

 同一地域について、クローズドループ、オープン

ループ、帯水層蓄熱システムの 3種の評価システム

によるポテンシャル評価を可能としたことは、地域

の地質・地下水環境に適合した地中熱システム導入

の判断材料となる。これらで示されるポテンシャル

マップは、NPO 法人 地中熱利用促進協会や福島県
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・深海曳航式の高精度探査システムの開発 

 日本周辺海域の海底鉱物資源広域調査を推進

し、また、それ以外の様々な用途にも資するため、

革新的な高い分解能で海底下の地質構造調査を可

能とする新しい調査技術の開発に着手した。その

目玉は海洋地質図作成のために最も基礎的で有効

なデータ取得となる、反射法音波探査の高分解能

化を目指した深海曳航式探査マルチパッケージシ

ステムの構築である。深海曳航できる受波システ

ムであるマルチチャンネルストリーマシステムの

開発を平成 28 年度から開始した。これを平成 30

年 8 月にはストリーマケーブルのテスト航海に供

し、水深 1,000 mを超える実海域で深海曳航によ

る音波データの取得に成功した。データは、従来

の海面曳航式のケーブルと比較して、より詳細な

地質構造が取得できることを確認できた。産総研

の持つ幅広い研究領域を活かした研究を進めて、

曳航体に産総研計量標準総合センターとの領域融

合開発となる新しい塩分センサーも搭載し、実海

域でのデータ取得に成功した。システムの構築の

ため、関連する民間企業からの資金提供を受ける

共同研究契約「海底資源調査に資する深海曳航型

マルチチャンネルストリーマシステムの共同開

発」を結び、製品の実用化を目指している。本シス

テムに関する特許出願も行った。なお、本システ

ムの開発に関してはシステム開発から技術提供に

そのフェーズを移しつつあり、平成 30年度には、

契約額が 1,000 万円/年を超える技術コンサルテ

ィングを 2件実施した。 

 

・未利用資源の窯業原料化 

 日本最大の陶磁器生産地である瀬戸地方（愛知

県北部）では、原料となる良質の粘土の枯渇問題

が深刻になっている。当該地域の民間企業・組合

等から、低品位の未利用資源「青サバ」の利用に係

る技術相談を受け、地域イノベーションの推進の

一環として、これを共同研究に発展させ、「青サバ」

の利用技術開発に着手した。現地調査や文献調査

を通じて「青サバ」の賦存状況を明らかにし、数百

万トンの可採鉱量を確認した。また、「青サバ」か

ら水簸（すいひ）によってカオリン質粘土を分離

し、磁選により雲母分を除去する技術を確立した。

地中熱利用技術開発有限責任事業組合などの参加

企業によるシステム設計への活用が高く期待され

ており、国内における地中熱システムの導入・普及

への起爆剤となる。 

 

・ASTERデータの運用と利活用に関する研究 

 衛星データの品質管理や長期アーカイブについ

ては、国際標準も見据えており、国内のみならず、

国際的な連携を通じた宇宙ビジネスの発展に寄与

するものである。更には、衛星データ（デジタル資

産）の長期アーカイブという運用上の課題を解決す

るために、企業との連携によりこの問題を解決する

研究に発展している。衛星データのみならず、様々

なデジタル資産の長期アーカイブに関する連携企

業のビジネス展開が期待しうる。 

 

・表層土壌評価基本図の整備と技術の橋渡し 

 土壌の地球化学的情報とリスク情報を統合した

マップは世界初であり、規制当局による規制制度の

見直しや、自治体における土地利用計画の策定なら

びに民間事業者における環境リスクの自主管理等

への貢献が期待される。また、関連評価技術は建設

や土木分野における建設発生土の評価と対策等に

も広く適用することができ、幅広い業界への橋渡し

が実現可能である。 

 

・医療用 X 線 CT 装置を用いた非破壊計測に関する

研究 

 土木・建築工事や災害調査等で採取される地質試

料の評価精度を向上させ、構造や物性の情報を非破

壊で迅速にアーカイブ化することができる。地質研

究成果を視覚的に伝えることができ、教育や啓発活

動にも利用が期待できる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とす

る。 

 なお、評価委員からは、「AI を活用した微化石自

動鑑定分取技術が実用化しつつあり、中期計画で想

定した以上の顕著な成果が得られている」点、「蓄

熱材料の改良や活断層のトレンチ調査でも顕著な
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続いて焼成方式等を策定し、「青サバ」が既存原料

の増量材（可塑性成分の 50%程度）として十分利用

可能であることを提示し、業界の原料供給不安の

緩和に貢献した。その結果、平成 30年 6月より、

「青サバ」のタイル原料としての利用開始（当面

200トン/月）に至っている。平成 30年度には、原

料の枯渇がより深刻な東濃地方（岐阜県東部）で

新たな陶磁器原料の探査を開始し、有望地 1 ヵ所

にて電気探査を実施するとともに、「青サバ」中の

カオリンが鉄を 3%以上含有する特異な鉄カオリン

であることを解明し、IF付国際誌に発表した。ま

た、「粘土・粘土資源」をテーマとした GSJシンポ

ジウムを秋葉原で開催し、国内非金属鉱物資源の

現状と課題について講演した。 

 

・地域の水文地質特性と調和した地中熱ポテンシ

ャル評価手法の開発 

 日本での地中熱システムの更なる普及には、導

入コストの削減と、システム効率の向上が重要で

ある。そのためには地域ごとの関連地下情報を取

り纏め、地中熱システムのポテンシャルを評価す

る必要がある。平成 27～29年度は、東北地方の主

要地域を対象に、地下水流動・熱交換量予測シミ

ュレーションに基づくクローズドループシステム

のポテンシャルマップ（可能採熱量マップ、熱交

換器必要長マップ）を作成した。また、ポテンシャ

ルマップの精度向上を図るため、現地での熱応答

試験結果をシミュレーションモデルに反映させる

手法を開発した。更に、平成 30年度は、地下水を

直接利用するオープンループシステムや帯水層蓄

熱システムのポテンシャル評価手法を開発した。 

 

・ASTERデータの運用と利活用に関する研究 

 アメリカ航空宇宙局（NASA）と共同で運航して

いる地球観測衛星 Terra による、ASTER データの

品質管理を行い、その結果を社会に知的基盤/オー

プンデータ「ASTER-VA」として平成 28 年 4 月よ

り無償で一般に提供を始め、プレスリリースを行

った。使いやすいシステムを構築したことで、日

本国内だけでなく海外からのアクセスも増加して

いる。これを通じて一般財団法人宇宙システム開

発利用推進機構（JSS）の宇宙ビジネスコート（内

成果が得られている」点等が高く評価され、また「上

質粘土の枯渇で苦戦している窯業界への支援とし

て粘土の不純物除去法開発は高く評価できる」とさ

れた。  

 

＜課題と対応＞ 

 今後も継続して民間資金を獲得し民間への橋渡

しを行う必要があり、いかに社会ニーズを汲み上げ

るかが課題である。トップセールスを含む様々なレ

ベルでの社会のニーズの汲み上げと先取りを日常

的に実施することや、内外の研究機関、大学、企業

等との共同研究を積極的に実施して行く。また、研

究員等の意識醸成を図り、大型契約に至るマーケテ

ィングの道筋を開拓する。 
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閣府・経済産業省主催の「スペース・ニューエコノ

ミー創造ネットワーク」のビジネス相談窓口とし

て、宇宙ビジネスを志す個人や企業等の取組を持

続的に支援）の立ち上げに協力した。また、地球観

測データの長期アーカイブに関する研究にも取り

組んだ。平成 30年度には、ASTERの運用の効率化、

公開データの品質管理に関する研究を継続して行

った。宇宙ビジネスコートを通じて、今後の小型

衛星等を利用した宇宙ビジネスの進展に貢献して

いく。 

 

・表層土壌評価基本図の整備と技術の橋渡し 

 重金属類による汚染は我が国における土壌汚染

の 6 割以上を占める。また表層土壌汚染は、農業

と生活環境に与える影響も大きい。表層土壌に係

る化学的基盤情報の整備は、技術の橋渡しに向け

た重要な取り組みであり、土地利用計画や産業立

地診断の他、重金属類に関するリスクコミュニケ

ーション等に幅広く利用される。平成 28 年度に

「表層土壌評価基本図～高知県地域～」の整備と

ウェブ公開を完了し、CD-ROMにて公表済みの宮城

県、鳥取県、富山県及び茨城県地域表層土壌評価

基本図も Google Earth 上で表示できるようにデ

ータを変換しウェブ公開した。また、平成 29年度

に開催された第 27回 GSJシンポジウム「全国版自

然由来重金属類データ整備に向けて」で受けた鉱

業・環境管理・建設等の業界からの要望を踏まえ、

県単位での整備から地方単位での整備へ方針を変

更した。平成 30年度は、四国地方の表層土壌評価

基本図の整備と公開に向けて調査と解析を進め

た。更に、関連技術をリニア中央新幹線のトンネ

ル掘削により生じた発生土に応用し、沿線の岩盤

のリスク評価と管理技術の開発を進めた。 

 

・医療用 X線 CT装置を用いた非破壊計測に関する

研究 

 長さ 1 mのボーリング試料や大きさ数十 cmの岩

石、化石試料といった地質試料の内部構造を非破

壊で迅速に解析するため、平成 30年度、解析に用

いる医療用 CT装置を最新型へ更新した。これによ

って地質試料の内部構造や物性分布の評価精度が

改善され、より多くの情報を迅速に取得できるよ
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うになった。特に、近年調査が増えている沖積層

や海底堆積層等、未固結の試料の解析能力が向上

した。また、活断層や津波の評価や地下構造解明

等のために採取した堆積物試料を撮影し、堆積構

造や岩相変化の観察、試料分割計画に活用した。

CT画像の解析により、肉眼では観察しにくい津波

堆積物をより鮮明にとらえることができた。地質

標本館の展示物の視覚的高度化の一環として、化

石標本や岩石試料を撮影した。CTデータから作成

した異常巻アンモナイトの立体模型を、平成 30年

10月に地質標本館で開催した「化石の日」企画展

において展示した。また、海洋調査の理解促進の

ために、海底鉱物資源（マンガン団塊）を撮影し、

半割した試料と一緒に展示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

けて、イノベーションコー

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

 平成 30年度計画では、産総研の技術的なポテン

シャルを活かした指導助言をすること、技術コン

サルティング制度を職員に理解させ、平成 29年度

を上回る技術コンサルティング収入を上げること

等が記されている。技術コンサルティングに関し

ては、件数、合計金額とも増加しており、職員にこ

の制度が浸透してきたことが数値として表れてい

る。平成 30年度の民間資金獲得額 3.7億円の内、

その 3 割程度を技術コンサルティングが占めるよ

うになった。技術コンサルティング制度が始まっ

てからその割合は伸びている。 

 第４期中長期目標期間中の技術コンサルティン

グによる外部資金獲得額と件数の推移は以下の通

り。 

  平成 27年度：0.01億円（1件） 

  平成 28年度：0.16億円（8件） 

  平成 29年度：0.78億円（25件） 

  平成 30年度：1.11億円（27件） 

 

 技術コンサルティングについては、平成 27年度

から件数・合計金額ともに順調に増加してきた。

これは民業圧迫にならず知財が関係しない事案に

ついての技術コンサルティング制度が平成 29 年

度より GSJ では推奨されており、地質コンサルタ

ント会社に対する技術コンサルティング等を積極

的に増加させた結果である。平成 30年度の技術コ

ンサルティングは更に増えた。GSJの開発機器を用

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：技術コンサルティングで、契約件数、総額が

伸びていることは、依頼企業側に GSJの研究成果や

研究者に対する信頼が順調に伸びてきていること

を示している。これによって研究成果や地質に関す

る知見の社会での活用が進み、資源開発、産業立地

等でのアウトカムがあったと言える。また、地質相

談業務、取材報道対応等でも、一般市民の地質への

理解を増進することにつながった。既存の産総研ベ

ンチャーも着実に成長しており、GSJによるサポー

トが実を結んでいる。 

 GSJ開発の機器を用いた海洋資源探査、地球物理

学的解析手法、公的機関への学術的な面からの最先

端知見の伝授、断層粘土の鏡下観察手法等の技術コ

ンサルティングを行うことで、公的機関の資源開発

に携わる企業のサポートや企業立地に関わる地質

コンサルタント会社に対する技術コンサルティン

グ等を行って、社会に最先端の地質の技術による成

果を浸透させた。また CCS、土壌汚染等の各分野に

も継続的な技術コンサルティング需要があり、土木

系企業の技術開発等にも貢献している。 

 平成 29 年度末に八峰白神ジオパーク推進協議会

より過去の地質情報展の展示物を活用したいとい

う地質相談に対応し、平成 30 年度初頭に展示物と

して利用されるに至った。また、出版物の販売促進・

データベースの使い方の案内を通じて、成果普及に
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ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

 

いた 2 件で約 5,000 万円の契約があり、また継続

的に CCS 貯留・遮蔽性能調査に関するものがあり、

これらの 3 件で過半を占めるものの、200 万円以

下の少額のものも件数は増えている。イノベーシ

ョンコーディネータ（IC）を中心に、技術コンサル

ティングを実施可能な職員に対し、面談等のサポ

ートを行って技術コンサルティング制度を浸透さ

せ、また相手方との面談等にも同席して相手方に

より満足の得られるよう活動を行ってきたことが

結果に表れた。 

 また、地質相談業務、地質情報展（平成 30年度

は北海道胆振東部地震で中止となったため、平成

31 年 3 月に開催）、取材報道対応等の活動を通じ

て、専門家として科学的に正しい情報を提供する

ことによって、一般市民の地質への理解と社会へ

の地質の浸透を着実に進めている。産総研ベンチ

ャーについては事業支援が求められており、既存

のベンチャーに対しては頻繁な面談と助言を行

い、これから立ち上げる新規案件についてはサポ

ートを着実に行っている。 

 地質相談窓口には地質相談の他、マスコミから

取材の問い合わせも多く寄せられ、取材は地質相

談とは別にカウントしている。地質相談は、平成

27 年度は 479 件、平成 28 年度は 798 件、平成 29

年度は 616件があった。平成 28年度は熊本地震に

関連した相談が多く、件数が突出した。 平成 29年

度の地質相談の内訳は、活断層、地質、地球化学

図、火山、化石・鉱物・岩石の同定、刊行物につい

ての問い合わせが多かった。特に地質図幅のプレ

スリリースの影響で、「地質図幅がどこで手に入る

のか」、「注文を受けているので卸して欲しいがど

うしたらよいか」という相談が近年多く寄せられ

た。平成 30 年度は 552 件の地質相談を受けてい

る。地質相談窓口はマスコミ等からの取材につな

がる相談や、各種出版物の相談窓口になっている。 

平成 27 年度から平成 30 年度における取材件数は

平均約 300 件/年、報道件数は平均 600 件/年以上

であった。近年、人気テレビ番組であるブラタモ

リの取材は頻繁に受けており、その影響か風景を

対象とした番組で、地質のコメントを求められる

ことが多くなった。取材結果を使用する場合は、

パブリシティ向上のため「産総研地質調査総合セ

つながる指導助言を行っている。地質相談窓口にマ

スコミからコンタクトがあることも多く、番組取材

につながり GSJ のプレゼンスを高めることになっ

た案件も多い。更に共同研究や研修事業の端緒に発

展することがあるとともに、行政機関からの相談も

多く、地質相談はアウトリーチの観点だけでなく公

的機関としての重要な責務も果たしている。 

 ブラタモリ等地質を紹介するテレビ番組や、地質

に関する災害のニュースにより、GSJの知名度は向

上している。 

 プレスリリースについて、平成 30 年 9 月にプレ

スリリースした「日本を分断する糸魚川－静岡構造

線最北部の謎が明らかに」は、新潟日報、日本経済

新聞等での掲載等、大きな反響があった。このよう

な報道を通じて、GSJ の知名度、及び、地質に関す

る国民のリテラシーの向上に大きく貢献した。 

 平成 28 年に設立された地球科学可視化技術研究

所株式会社のプロジェクションマッピング技術は、

GSJ の地質情報の当該地域での普及に大きな役割

を果たしている。つくば市、赤穂市等が好例である。

また、3次元地形モデルはブラタモリ等で活用され

ており、地形・地質を理解できる人々の裾野を広げ

るために役立っている。 

 GSJが主導し、地質図に関わる 2件の JIS改正に

至ったことにより、地質図の正確な利活用につなが

ると考えられる。また、ベントナイトの性能評価手

法に関わる JISは、これまで不十分であったベント

ナイトの性能評価手法を標準化したものであり、経

済産業省ウェブサイトのニュースリリースページ

においても、特に重要な JIS として取り上げられ

た。ベントナイトを利用する民間企業の利便性の向

上や、ベントナイト資源の有効利用につながるもの

と期待される。 

 

 以上のような、指導助言等の実施による成果が得

られたこと、評価指標やモニタリング指標の達成状

況を総合し、特に顕著な成果が得られたと考え、評

定を「S」とする。 

 なお、評価委員からは、「成果の社会への還元（技

術指導助言・プレス発表・イベントの開催）を積極

的に行っている」点などが高く評価された。 
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ンター」名義のクレジットを入れてもらうよう依

頼している。マスコミ対応は、社会での地質の役

割を示すために重要である。 

 広報活動として、地質図幅の発行や顕著な論文

成果のプレスリリースを、平成 27年度は 2件、平

成 28年度は 11件、平成 29年度は 15件、平成 30

年度は 17 件行った。平成 28 年度にプレスリリー

スを行った地質図幅「播州赤穂」は、その学術的価

値と地域の資源としての価値を認識した赤穂市か

らの要請をうけ、平成 29年度に同市主催の講演会

（聴衆約 360 名）の実施、同市からの依頼で観光

用展示物作成の協力を行った。更に平成 30年度に

は、赤穂市の観光アプリ「赤穂まちあるき」、赤穂

市を紹介する YouTube、赤穂市歴史文化基本構想の

資料等で活用されている。平成 29年度に出版とプ

レスリリースを行った地質図幅「鳥羽」は、平成 30

年度にジオパーク認定を目指す地元地域振興団体

からの依頼で、鳥羽市長及び教育委員長出席のも

と講演会を行い、加えて地元において地質見学会

を行った。これら 2 例は地質図幅が地域振興・地

方創生に貢献した証左である。平成 30 年度は、5

万分の 1 地質図幅「糸魚川」及び「身延」の刊行

に際してプレスリリースを行い、いずれも新聞記

事に取り上げられた。 

 平成 28 年に産総研ベンチャーとして設立され

た地球科学可視化技術研究所株式会社は、プロジ

ェクションマッピングを用いて地形・地質情報を

正確に立体模型に投影する技術で、地質標本館第

一展示室を始め、各地の博物館、教育委員会から

受注を受けて業績を伸ばしている。平成 30年度に

は薄片技術を核にしたベンチャー企業の立ち上げ

に向けて、ICが産総研ベンチャー開発・技術移転

センターと連携して必要な体制作り等について助

言を行い、平成 30年 8月にベンチャー企業の設立

に至った。 

 国や地方自治体の納品要領に使われている地質

図の表示に関わる JIS A0204「地質図－記号，色，

模様，用語及び凡例表示」および JIS A0205「ベク

トル数値地質図－品質要求事項及び主題属性コー

ド」の改正を、原案作成委員会を組織して行い、平

成 31 年 3 月 20 日に公示に至った。また、工業・

建設業等で利用される鉱物資源であるベントナイ

＜課題と対応＞ 

 技術コンサルティングについては、研究職員への

認知が浸透してきたため、件数が着実に増えている

が、額そのものは小さい案件が多い。今後も民間企

業が大きな公的資金を獲得する際のバックアップ

等で額の高い案件にしていく必要がある。知財実施

契約件数についても同様で、大きな実施料が入るも

のについて GSJ として IC を中心にバックアップし

ていく必要がある。広報活動については、いかに

GSJ の研究活動が広く社会に認知されるかが課題

である。プレスリリースを柱としつつ、地方でのシ

ンポジウムの開催等、自治体や企業に向けた広報活

動を展開する。また、広報についての研究者側の意

識改革や広報費の明示的な予算化を行い、効率的か

つ効果的な広報を展開する。 
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トのメチレンブルー吸着量に影響する測定手順を

詳細に検討し、これを取り纏め、これまで統一さ

れていなかったベントナイトの性能評価手法を規

定した。GSJが原案作成委員会の事務局を担当し、

平成 31年 3月 20日、JIS Z2451「ベントナイトな

どのメチレンブルー吸着量の測定方法」の制定に

至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 平成 27 年度は他領域の研究企画室とも情報を

共有し、異なる領域、地域センターに跨るマーケ

ティング機能を強化した。平成 28年度からは GSJ

幹部や ICによる企業訪問等、直接的なマーケティ

ングに加え、つくば及び地域センターでのテクノ

ブリッジフェア、GSJシンポジウムの他、学会活動

を通じた専門家集団としての交流に基づくマーケ

ティングを活用している。 

 マーケティング力の強化の指標として民間資金

獲得額の第４期中長期目標期間中の推移を以下に

示す。 

  平成 27年度：0.8億円（目標値 1.5億円） 

  平成 28年度：2.5億円（目標値 2.0億円） 

  平成 29年度：2.4億円（目標値 2.5億円） 

  平成 30年度：3.7億円（目標値 2.9億円） 

 

 民間資金獲得額は年度ごとに大型民間資金の影

響を受けばらつきがあるものの、平成 30年度や平

成 28 年度のように目標額を大きく超えられる年

度も出てきた。特に平成 30年度は、これまでに無

い 1 億円を越える大型共同研究が獲得できたた

め、目標額を大きく超える成果が上がった。内容

的には、産業立地に関わる大型共同研究や、海洋

資源関係の技術コンサルティングの金額が大き

い。一方でこれまであった OSL 年代や古地磁気関

係の技術コンサルティング依頼が縮小し、重力探

査、地磁気地電流法など地球物理学的解析手法に

期待が集まっている。CCS、燃料地質、衛星情報、

鉱物素材、鉱物資源、水資源、作成困難な薄片作成

手法に関するものなど各分野にも継続的な需要が

あった。平成 30年度の公的外部資金（直接経費：

再生可能エネルギー研究センター地球熱ブロック

分を除く）は、20.9億円を獲得した。 

 第４期中長期目標期間に入った平成 27 年度以

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：マーケティング力を向上させるため、職員の

意識向上に取り組んできた結果、民間資金について

は平成 30 年度の目標額 2.9 億円に対して 3.7 億円

となり、第４期中長期目標期間（令和元年度まで）

の民間資金獲得目標 3.4 億円を超えることができ

た。このことは、マーケティング力強化による成果

である。インフラ系会社の立地問題や、資源開発に

関わる技術開発、CCS、燃料地質、衛星情報、鉱物

素材、鉱物資源、水資源などを通して、社会に貢献

できたと考えている。この結果、これまでに増して

企業に、GSJに相談できるという認識が広がってき

ている。しかしながら、これらは資金力のある企業

やそれらを顧客に持つ地質コンサルタントに限ら

れ、多くの中小零細の地質コンサルタントには、高

度な技術開発や技術移転より、地質情報の整備・普

及や、適度なレベルの講習が望まれているのも事実

である。このため GSJ として、地質相談（平成 30

年度 552件）や地質人材育成コンソーシアムの研修

事業等(3件)により対応してきた。 

 平成 27 年度以降、継続的に行ってきた技術マー

ケティング会議は、企業情報の共有と民間資金獲得

技術の共有、またリスク管理など、民間資金を獲得

する上で重要な情報交換を行うことで、民間資金の

獲得の機運を高めることにつながっている。 

 テクノブリッジフェアは産総研全体での催しで、

発表方法はパネル展示とセミナーというように統

一されている。その中で、パネル展示会場での床貼

り地質図展示や地質標本館ガイドツアー実施等の

地質独自の企画を立てて、来場者へのアピール力を

高めてきた。その結果、化学メーカー、鉄鋼メーカ

ー、建設土木会社、機械メーカー等へ、GSJ の保有

する地質情報や技術の活用事例や各企業の抱える



270 

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

降、GSJ幹部と ICによる GSJ技術マーケティング

会議を原則毎月開催し、ICが継続的に集約した外

部資金の状況やマーケティング情報を共有し、結

果をユニットへフィードバックしてきた。この会

議では、ICが中心となって民間資金動向の情報共

有を行うとともに、職員の民間資金獲得の助言を

行っている。ここでは、共同研究や技術コンサル

ティングの芽がある企業の情報や、それに関する

周辺事情の情報共有を図ってきた。更に技術コン

サルティングを受注するメリットや、ランニング

コストのかかる機器の運用のために継続的な民間

資金を獲得することで研究に専念できることな

ど、民間資金のメリットについて研究職員の理解

を進めた。 

 産総研が企業を招待して産総研全研究領域の技

術を紹介するテクノブリッジフェアでは、GSJもパ

ネル展示や領域セミナー等を実施して企業にアピ

ールしている。平成 29年度の「テクノブリッジフ

ェア 2017 in つくば」では、IC面談等により 3件

の共同研究と 3 件の技術コンサルティングに結び

ついた。平成 30 年度の「テクノブリッジフェア 

2018 in つくば」では、企業展示会への参加要請

（1 件、開催済み）、共同研究の課題検討（1 件、

進行中）につながっている。地域センターが開催

するテクノブリッジフェア及び類似の催しにも、

その地域や対象業種に適した出展内容で参加して

いる（平成 27 年度 1 件、平成 29 年度 2 件、平成

30 年度 3 件のイベントに出展）。地質独自の取り

組みとして、平成 29年度から「テクノブリッジフ

ェア in つくば」において地質標本館ガイドツア

ーを実施し、様々な企業に地質情報や GSJ が持つ

技術に対して関心を持ってもらうように働きかけ

ている。平成 29年度（参加 15社 32名）には、地

質調査所時代から磨き抜かれてきた薄片作製技術

を宣伝し、当該技術コンサルティング 1 件を受注

した。平成 30年度（参加 48社 89名）は、プロジ

ェクションマッピングや関東平野地下模型などを

使って地質と社会とのかかわりを解説し、地質情

報の新たな使い方について企業関係者と交流を深

めた。また、薄片作製技術など GSJ の技術の宣伝

も進めた。 

 平成 27年度は GSJシンポジウムを開催しなかっ

課題解決へのひらめき（シーズ・ニーズマッチング）

を提示し、例えば「テクノブリッジフェア 2017 in 

つくば」では、3件の共同研究と 3件の技術コンサ

ルティングに結びつくなど、GSJとの連携の実績を

更に広げることができた。  

 GSJシンポジウムはこれまで、ある程度の専門家

向けイベントとして開いてきたが、平成 29 年度の

富士山を対象にしたシンポジウム、平成 30 年度の

房総半島を対象にしたシンポジウムは、行政関係者

や一般市民も対象にして行った。平成 30 年度の房

総半島の地質を対象にしたシンポジウムでは 205

名の来場者があり、地質情報の一般社会への実装と

いう観点で効果があったと認められる。 

 GSJ 地質ニュースは、PDF でも配信されており、

GSJ の成果普及に役立っている。平成 29 年度以降

は、編集委員会から原稿を依頼する体制の確立が進

み、安定して編集が進んでいる。このような出版物

は継続性が保たれていることが重要で、その点では

成果が挙がっている。 

 サステイナブルレメディエーションコンソーシ

アムは、これまで年 2回程度、講演会等を実施し、

土壌汚染の対策方法を民間企業と共有している。平

成 29 年度には地質人材育成コンソーシアムを設立

し、地質調査研修を開始した。 

 ジオバンク事業によって、地質情報を必要として

いる企業・個人からの寄付により地質情報発信や人

材育成という形で安心・安全な社会のために貢献し

た。 

 クラウドファンディングの挑戦では、産総研広報

と協力した PR 動画の作成や産総研公式 Twitter で

の寄付呼びかけなど、GSJだけでなく産総研全体で

の広報を行い、目標を達成した。145名からの寄付

があり、添えられた応援メッセージからは既存の地

質ファンだけでなく、新たなファンの獲得も実感さ

れた。広報の取り組みを通じて、産総研、GSJ、地

質情報展の知名度向上にも役立ったと考える。外部

資金獲得の新たな取り組みの成功だけでなく、一般

国民からの地質の研究への興味を高め、結果的に地

質の研究成果の社会への普及を支える下地作りを

促進できた。また、北海道胆振東部地震の影響で中

止となった地質情報展を、クラウドファンディング

により調達した資金で開催できたことで、北海道
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は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

たが、平成 28 年度には東京で 1 件、平成 29 年度

は東京で 3 件、静岡で 1 件の計 4 件開催した。平

成 30年度は東京と千葉で計 2件開催した。このう

ち地圏資源環境研究部門は GSJ シンポジウム（部

門研究成果報告会）開催を毎年継続して行ってお

り、地質情報研究部門と活断層・火山研究部門は

平成 29年度に富士山周辺の地質について、平成 30

年度は房総半島の地質に関する内容で GSJ シンポ

ジウムを行った。 

 GSJの月刊広報誌として、GSJ地質ニュースを刊

行している（PDF及び冊子）。平成 23年度までは、

外部に委託して地質ニュースを刊行してきたが、

平成 24年度からは GSJ地質ニュースとして自主刊

行物にしている。平成 27年度 366ページ、平成 28

年度 419ページ、平成 29年度 382ページ、平成 30

年度 332ページとなっている。 

 産総研コンソーシアムは、参加者が資金を負担

して、産総研の業務にかかる産学官連携の支援、 

成果の利用の促進、情報の収集及び提供等を行う

もので、平成 27年度に土壌汚染対策に関するサス

テイナブルレメディエーションコンソーシアムを

設立し、講演会の実施の他、ISOなどの情報の集約

や情報の普及を行っている。平成 29年度には地質

人材育成コンソーシアムを設立し、地質調査研修

を開始した。平成 30年度は国際ワークショップ 1

回とワーキンググループの会合を 2回行った。 

 平成 28年度より、募集特定寄附金制度 GeoBank

（ジオバンク）を開始した。これは産総研の目標

としての民間資金には含まれないものの、平成 29

年度は 5 件（民間企業 2 件、個人 3 名）で 740 万

3 千円の寄付を受け、寄付金総額は 1,200 万円余

となった。平成 29 年度は地質調査技術研修、地震・

津波・火山に関する自治体職員研修、地学オリン

ピック代表者研修やジオサロン（東京で 2回開催）

などのアウトリーチに関わる行事を実施した。 

 平成 30 年度にクラウドファンディングによる

地質情報展開催の資金調達に挑戦した。国民生活

に直結する安心・安全等の研究については、参加

意識や興味を高めることが社会実装のために効果

的と考えられ、その一つとして地質情報展を実施

している。今年度は札幌での開催準備を進めてい

たが、開催前日に起こった北海道胆振東部地震の

（札幌）の人的・経済的活動の支援となることも期

待できる。今回のクラウドファンディング挑戦につ

いては、YOMIURI ONLINEで報道された（平成 30年

12月 13日）。 

 

 以上のような、マーケティング力の強化による成

果が得られたこと、評価指標やモニタリング指標の

達成状況を総合し、特に顕著な成果が得られたと考

え、評定を「S」とする。 

 なお、評価委員からは、「民間企業からの外部資

金獲得金額が大幅に増加した点」等が高く評価され

た。  

 

＜課題と対応＞ 

 GSJでは、理学的な研究内容の研究者が多いこと

もあって、マーケティング強化のための人材育成も

課題である。今後、民間資金獲得に限らず、研究成

果の社会実装を進めていく上でも、社会との関係を

重視できる人材の育成は重要である。このため若

手・中堅の研究者には、記者発表形式でのプレスリ

リースによる研究成果の発信を推奨するとともに、

民間企業や自治体等に向けたシンポジウム・研修会

の講師等、地質情報のユーザーとの密なコミュニケ

ーションの場を経験させ、必要な人材の育成を図っ

ている。 

 テクノブリッジフェアでは地質に関係する来訪

企業はそれほど多くないとの課題もあるが、異業種

企業にも地質をアピールできる企画の実施等に引

き続き努力する。地質標本館を通じて GSJの業務に

関心をもっていただける企業も出てきており、特に

薄片技術に代表されるように、企業にとってこれま

で知られていなかった技術を使った連携が増える

よう、引き続き地質標本館のショーケース機能を更

に高めていく。 

 ジオバンクについては、現状では特定少数の方か

らの寄付に限られており、認知度を高めていくこと

が課題である。実施事業を明確にして着実に実行し

つつ、新たに企画したクラウドファンディング等の

活用によって、ジオバンク事業の知名度を向上、不

特定多数の人から賛同を得る事業を行うことで更

なる外部資金獲得を目指す。 
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ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

影響で中止となった。その再開催のための資金（機

材の輸送費、説明員の旅費など 200 万円）をクラ

ウドファンディングで募集し、広く国民からの理

解と協力、応援の下に地質情報展を実施すること

を計画した。クラウドファンディングへの挑戦は

産総研では初めての試みであったが、目標額に到

達し、平成 31年 3月に地質情報展を開催すること

ができた。GSJではジオバンクの仕組みを有してお

り、クラウドファンディングの入金先にはジオバ

ンクを利用した。 
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を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 
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（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」の整備を、平

成 30 年度も積極的に進め

る。 

 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 海洋研究開発機構、土木研究所との包括連携協

定による協力関係を維持・推進した。連携大学院

へは、教員を 8名派遣した（東京大学、千葉大学、

東北大学、広島大学、東邦大学、お茶の水女子大

学）。大学・公設試験研究機関との共同研究は 34件

（うち、海外は 4 件）であった。科学研究費補助

金については、GSJ研究者が代表の 53件（直接経

費で約 1 億 900 万円）に加え、大学等との連携に

より 76件（直接経費で約 4,000万円）獲得した。

また、クロスアポイントメント制度を利用して、1

名は東京大学から GSJ に雇用、1 名は名古屋大学

から GSJ に雇用、1 名は島根大学から GSJ に雇用

されて人事交流を図った。 

 文部科学省地震調査研究推進本部の調査・研究

実施機関として、文部科学省、国土地理院、気象

庁、海上保安庁、大学、防災科学技術研究所、海洋

研究開発機構などとともに地震に関する調査・観

測を推進している。地震発生時には緊急調査結果

や周辺の地質情報を速やかに地震調査委員会に報

告（平成 27～29年度：5報、平成 30年度：4報）

するとともに、活断層の長期評価のための調査成

果を随時報告している。また、火山噴火予知連絡

会の調査・研究実施機関として、気象庁、海上保安

庁、国土地理院、大学、防災科学技術研究所、国土

技術政策総合研究所などと連携して火山に関する

調査・観測を推進している。噴火時の緊急調査に

おいて GSJ は特に物質科学的な分析・調査を担当

し、現地の気象庁職員から送付された火山噴出物

を速やかに分析し、解析結果を火山噴火予知連絡

会に報告する体制を整えてきた。平成 27～29年度

には 86報、平成 30年度には 32報の調査報告を火

山噴火予知連絡会に提出した。 

 資源国や発展途上国における資源権益・インフ

ラ整備の基盤となる地質情報の収集、及び、先進

国との先端研究情報交換・共同研究による産総研

の研究開発の効率的な推進を目的として、海外機

関との連携を進めている。平成 27～29年度に海外

3機関との MOU新規締結、5機関との MOUの更新を

行い、平成 30 年度には 2 機関との MOU 更新を行

った。平成 30 年 12 月末時点で、18 ヶ国 21 機関

と MOUを締結している。平成 30年度には、MOUの

下で、アルゼンチン・ミャンマー（鉱物資源）、カ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：地質図作成をはじめとする地質情報の整備に

は、大学と連携して取り組んでいる。平成 30 年度

は、連携大学院へ 8名の教員を派遣した（前年度 10

名）。科学研究費補助金についても代表で平成 29年

度の 46件から 53件へ、全体でも 100件から 129件

へ増加し、金額では代表を務める案件の直接経費で

9,000万円から 1億 900万円に増額となり、大学と

の連携を図り基礎的な研究を推進した。 

 国立の地震・火山研究機関として関係諸機関との

連携した調査・研究を行い、国や地方自治体の防災

計画策定に活かされている。地震時の地表変状や火

山噴火時の噴出物は、その後の天候や復旧工事によ

り変化することが多いため、状況が変化する前に調

査を行うことが重要である。他機関との連携で迅速

かつ効率的に情報を取得・解析することで、臨時の

地震調査委員会や火山噴火予知連絡会へ速やかな

報告と対応検討に貢献した。 

 MOU を締結した研究機関と共同調査を実施する

ことで、民間企業が独自では入手できない地下資源

情報などを収集し、それを JOGMEC や日本企業に提

供し資源権益の取得につなげることを目指してお

り、平成 27 年度以降、鉱物資源関係では、南アフ

リカ及び北米（アメリカ、カナダ）のレアアース資

源、アルゼンチンのレアメタル・銅・スズ・タング

ステン資源、ミャンマーのスズ・タングステン・ニ

ッケル・コバルト資源等の調査を実施した。先進国

との研究協力では、ニュージーランドでの活断層掘

削プロジェクト参加、カナダでの津波堆積物研究、

米国での二酸化炭素地中貯留共同実験等を実施し、

地質災害軽減や地球温暖化対策に資するための研

究を推進した。 

 東・東南アジア地域における地下水データベース

の整備は、これらの地域の自然災害対策及び地下水

管理の基盤情報となり、社会経済の安定に資するも

のである。今後、経済発展と共に電力需要が大幅に

増大する東南アジアにおいて、省エネルギー・低炭

素社会への政策変換は必須であり、地中熱プロジェ

クトの成果は、東南アジア諸国のエネルギー政策に

貢献することが期待される。なお、地下水及び地中

熱プロジェクトの成果を活用して、民間企業と共同
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機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

を図るものと

する。 

 

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

ナダ（津波）、米国（鉱物資源、地熱）、韓国（活断

層、地熱）、タイ（地質テクトニクス）、インドネシ

ア（地中熱）等の研究機関と海外現地共同調査、共

同研究を実施した。 

 日本企業のアジアにおける活動の支援につなげ

るため、また東南アジアの地球科学の発展におけ

る日本のプレゼンスの更なる向上を目指し、CCOP

加盟国の地質調査関係政府機関と連携し、加盟国

の地下資源、地質災害リスク、環境汚染等の情報

収集・データベース構築を進めている。現在、CCOP

の下で GSJ が技術的に主導し、地下水データベー

ス構築及び熱帯地域での地中熱利用システム実証

研究（平成 27～30 年度）、地質情報総合共有シス

テム構築（平成 27～令和 2年度）等のプロジェク

トを進めている。また、アジアの代表として、国際

的な全世界地質図共有のための OneGeology プロ

ジェクト（平成 19年度開始）を推進している。地

下水プロジェクトでは、東・東南アジア地域にお

ける適切な水資源管理及び自然災害対策への貢献

を目指しており、加盟国の地下水データベースを

構築した。平成 27〜29年度は、年次会議を開催し、

各国の水文データ整備の進捗状況報告、データの

検証、及びプロジェクト遂行に係る問題点の解決

を行った。平成 29年度末の時点で、計 5,188地点

の地下水データをコンパイルした。平成 30年度は

最終年次会議を開催し、各国の登録した全地下水

データの検証及び解説書を作成した。地中熱プロ

ジェクトでは、平成 27〜29年度にタイ 3カ所及び

ベトナム 1 カ所に設置した地中熱システムを用い

て実証試験を実施した。加えて、インドネシア技

術評価応用庁（BPPT）と共同研究契約を締結し、熱

交換器（50m 孔井・2 本）を設置した。平成 30 年

度にはタイ・チャオプラヤ平野南部における地中

熱ポテンシャルマップを作成した（出版物 3 報 

CCOP-GSJ地下水プロジェクトレポート GW-6, GW-

7, GW-8；IF 付国際誌 1 報、Chokchai et al., 

2018）。 

 GSJでは東南アジア諸国連合（ASEAN）からの要

請を受け、同連合で整備している鉱物資源データ

ベースの高度利用に関する技術協力を行ってき

た。協力は主として ASEAN 各国からの研修員を対

象とした本邦研修と、その年度の対象国において

提案した「JICA 2018 年度 中小企業・SDGs ビジ

ネス支援事業案件化調査 調査名：タイ王国 帯水

層の地中熱利用による高効率冷房システム案件化

調査」が採択された。 

 今後の世界の鉱物資源開発を考えた場合、ASEAN

諸国はアフリカ、南米等と並び重要な地域である。

ASEAN からの鉱物資源情報の提供を支援すること

は、日本の海外資源開発における基礎データ収集の

上で有益である。また、現地地質調査手法やリモー

トセンシング手法の習得に協力するのは各国地質

調査所の調査能力の向上を補助することであり、各

国から発信される各種情報の質を高める意味で重

要である。今回の一連の研修の中で東南アジア 5ヶ

国をカバーした国境境界のないシームレスな地質

図を作成したが、これは複雑な歴史を持つ当該地域

の地質を理解するといった学術的な意味での重要

性のみならず、正確で連続した地質情報の上に鉱物

資源情報をプロットすることで、国を跨いだ資源調

査の可能性を高めるものであり、資源探査の面でも

重要である。 

 「東アジア地域地震火山災害情報図」印刷物及び

ウェブ閲覧版は、災害の全貌をとらえ難い大規模地

質災害を一望できる地質情報図として、本コンソー

シアムに参加している各国の様々な研究機関や教

育機関から好評を得ている。また、開発した閲覧シ

ステムは、海外機関にも活用されている。例えば、

フィリピン火山地震研究所（PHIVOLCS）における活

断層閲覧システム（FaultFinder）の開発に協力し

たことが挙げられる。 

 

 以上のような、連携強化による成果が得られたこ

と、評価指標やモニタリング指標の達成状況を総合

し、顕著な成果が得られたと考え、評定を「A」と

する。 

 なお、評価委員からは、「CCOP 諸国における地質

情報の共有化・標準化に関する取組が今年度に初め

て紹介されたが、今後も継続しアジア諸国の信頼を

得るための活動を継続して」もらいたいなどの評価

があった。 

 

＜課題と対応＞ 

 GSJでは、これまで多くの大学連携によりシーズ
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行う技術研修によって行い、その内容は、広域地

質図の作成に係る研究手法の学習（国内及び相手

国での実地地質調査研究を含む）、地理情報システ

ム（GIS）を利用した鉱物資源データベースの高度

利用手法の学習、及び、経済産業省主管による資

源探査衛星用センサーである ASTER のデータを利

用したリモートセンシングデータの基礎的利用法

である。これまでの年度ごとの対象国は、平成 27

年度カンボジア、平成 28年度ミャンマー、平成 29

年度ラオスであった。本研修におけるこれまでの

成果としては、インドシナ半島に存在する 5 ヶ国

をカバーする 100 万分の 1 シームレス広域地質図

（タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナ

ムを対象）や、Web-GIS を利用した ASEAN鉱物資源

データベース（ ASEAN Mineral Database and 

Information System（AMDIS））の整備等がある。シ

ームレス広域地質図についてはタイ鉱物資源局

で、また AMDIS はインドネシア地質総局でネット

に公開されている。 

 アジア太平洋地域大規模地震・火山噴火リスク

マネジメント（G-EVER）コンソーシアムに参加す

る各国の機関と連携し、平成 28年度に「東アジア

地域地震火山災害情報図」を出版した。これは、記

録として残っている西暦 1850 年以降の地震に関

する情報や西暦 1400 年以降の火山噴火に関する

情報を統一的な基準で収集整理し、１枚の地質図

上に表示したものである。平成 29年度には、ウェ

ブ上で閲覧できる情報図としての整備を進めた。

情報図に掲載されている大規模災害をもたらした

要因情報(津波被災域や降灰域等)は、研究・防災

行政・教育機関などから利用を望まれていること

から、平成 30年度に二次利用可能な電子データと

して公開した。 

 

研究を推進しているが、更なるシーズをくみ上げ、

「橋渡し」を推進することが課題である。大学や国

立研究開発法人、公設試験研究機関との連携を更に

深めることでより確実な橋渡し研究を推進する。海

外機関との共同研究の実施においては、期待される

研究成果や必要性を考慮し、重点的な研究資源の配

分を行って、具体的な研究成果に繋げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

・我が国の経済活動の知的

基盤である地質調査や計量

標準等については、我が国

における当該分野の責任機

関として、これらの整備と

高度化を通じて我が国の産

業基盤を引き続き強化す

る。平成 30年度は特に以下

○国の知的基盤整

備計画に基づいて

着実に知的基盤の

整備に取り組んで

いるか。 

・地質図・地球科

学図等の整備状況

（評価指標） 

 GSJ における「知的基盤の整備」は、地質の調査

とその情報整備を担うもので、そこから展開する

社会への「橋渡し」研究のベースであり、ナショナ

ルセンターとしての GSJ の研究開発活動の根幹を

成すものである。現在の「知的基盤の整備」は平成

23年度から令和 2年度の第 2期知的基盤整備計画

に基づいており、その計画達成に向け、平成 30年

度においても着実に陸域地質図・海洋地質図の整

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

・CCOP地質情報総合共有システム 

 CCOP 地質情報総合共有システムにより、社会に

役立つ情報の提供、ユーザーからのアクセスの向

上、地質災害・環境・資源関連情報の提供、各種ア

ウトリーチ活動での利用が図られる。CCOP 地質情
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標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化するものと

する。 

 その際、他の

研究機関等と

の連携も積極

的に図るとと

もに、国の知的

基盤整備計画

に基づいて知

的基盤の整備

を進め、その取

組状況等を評

価する。その評

価に当たって

は、ＰＤＣＡサ

イクル等の方

法について、中

長期計画に記

載するものと

する。 

 こうした業

務への貢献を

産総研内で評

標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化する。その

際、他の研究機

関等との連携

も積極的に図

るとともに、国

の知的基盤整

備計画に基づ

いて知的基盤

の整備を進め、

その取り組み

状況等を評価

する。こうした

業務への貢献

を産総研内で

評価する場合

には、「橋渡し」

とは異なる評

価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

の業務に取り組む。詳細に

ついては別表１に記載す

る。 

・知的基盤整備の評価にお

いては、国の知的基盤整備

計画に基づいて着実に知的

基盤の整備に取り組んでい

るか、及び計量法に関わる

業務を着実に実施している

かを評価軸とし、地質図・

地球科学図等の整備状況、

計量標準及び標準物質の整

備状況、及び計量法に係る

業務の実施状況を指標とす

る。さらに、地質情報の普

及活動の取り組み状況、計

量標準の普及活動の取り組

み状況を評価の際のモニタ

リング指標として取り扱

う。  

【地質調査総合センター】 

・国民生活・社会経済活動

を支える地質情報の整備の

ため地質調査を進めるとと

もに、5 万分の 1 地質図幅

4 区画、20 万分の 1 地質図

幅 1 区画を出版する。海洋

地質図は沖縄島南部周辺海

域を出版する。また、相模

湾沿岸域の海陸シームレス

地質情報集を公開する。さ

らに、3D地質地盤図作成に

向けて東京 23 区の基準ボ

ーリング調査を進める。 

・地質災害に強い社会構築

のため、陸域 4 断層帯・海

域 1 断層帯以上の活断層調

査と、沿岸 5 地域以上で地

震・津波履歴調査を行い、

国へ情報提供を行う。また、

防災上重要な 3 火山以上で

火山地質図作成の調査を進

・地質情報の普及

活動の取り組み状

況（モニタリング

指標） 

 

備、日本周辺海域の鉱物資源に関する情報の整備

等を推進し、当初の年度目標を達成した。ここで

は主に運営費交付金を使用し、地質図など地質の

情報整備を推進するとともに、世界トップレベル

の研究能力の維持や、技術コンサルティングの事

業拡大を目的とした研究環境の整備を推進した。

また、令和 3 年度以降の次期計画における新しい

形の知的基盤情報の整備の在り方を見据え、より

広い地質情報の利活用や、地域性及びニーズ等を

意識した取り組みを開始した。地球科学図等の整

備として、平成 30年度は 5万分の１地質図幅 4図

幅、20万分の１地質図幅 1図幅を出版した。また、

5 万分の１地質図幅 3 図幅、20 万分の１地質図幅

1図幅の原稿を完成した。 

 知的基盤の整備における主な成果として、以下

の研究項目が挙げられる。 

 

・CCOP地質情報総合共有システム 

 東・東南アジア地域の CCOPに加盟する各国の地

質調査機関では、これまで長年にわたり、地質図

を始め、多くの地質情報を出版してきた。しかし、

これらの地質情報は未だに紙ベースであることが

多い。電子化されていても一部が画像データや PDF

データとして公開されていることがほとんどであ

り、それらを利用するには、さまざまな障壁があ

った。そこで、各国の地質調査機関が保有する各

種地質情報について数値化を促進し、国際標準形

式で共有化する本プロジェクトを、平成 27 年に

GSJ が主導し立ち上げた。CCOP 地質情報総合共有

プロジェクトは、CCOP参加各国が保有する各種地

質情報の数値化を進め、国際標準形式でウェブ公

開し、東・東南アジア地域の地質情報の総合的な

データ共有システムの構築を目的とする。具体的

には、(1)地質情報の共有化、(2)地質情報の社会

への還元、(3)国際標準化、(4)各国スタッフの能

力向上、を実施する。本プロジェクトは、平成 26

年 10 月にパプアニューギニアで開催された CCOP

管理理事会で、日本が提案し了承された。平成 27

年 9月にタイでキックオフ会合が開かれ、11カ国

から 23 名の代表が参加し、本プロジェクトの目

標、今後の計画、データポリシーなどを合意した。

平成 28年 9月にインドネシアで第 1回国際ワーク

報総合共有システムでは、東・東南アジア地域の地

質や地震、津波、火山関連の情報、鉱物資源、地下

水、地熱などの資源関連情報、衛星画像データなど

が閲覧できる。また、GISソフトウェア上で重ね合

わせて利用できるため、各方面でさまざまな目的で

の利用が可能である。例えば、海外に進出予定の企

業が現地の地質・災害・鉱物資源・地下水などの情

報を入手して事前の検討を行う、大学や研究機関で

の地質関連の研究に役立てる、ジオパークや教育機

関で利用する、一般旅行者が利用するなどの用途が

期待できる。 

 

・5 万分の 1 地質図幅、20 万分の 1 地質図幅及び

20万分の 1日本シームレス地質図 V2 

 これまで GSJ が出版してきた 5 万分の 1 地質図

幅及び 20 万分の 1 地質図幅は、公的機関、例えば

原子力規制委員会の原子力発電所や核燃料施設等

の新規規制基準適合審査で利用され、社会基盤の安

全・安心に貢献している。また、民間の地質調査会

社が提出する地質調査の業務委託報告書等では、該

当地域の 5 万分の 1 地質図幅及び 20 万分の 1 地質

図幅はほぼ必ず引用され、社会基盤の整備に貢献し

ている。近年では、5万分の 1地質図幅の出版と同

時に行うプレスリリースにより、該当する地域の地

域振興及び地方創生に貢献している。最新の 5万分

の１地質図幅をもとに編纂する 20 万分の 1 地質図

幅改訂を反映させた 20 万分の 1 日本シームレス地

質図 V2 の利用も各自治体や公的機関へと広まり、

ウェブでのヒット件数も年間約 3 億件と高い値を

維持している。 

 

・海洋地質図 

 海洋地質調査における高密度で画一的な反射法

音波探査データは、海域の活断層などの解析に不可

欠な情報であり、国への防災・減災・国土保全等の

施策に向けた基礎情報として活用されている。例え

ば、地震調査研究推進本部が行っている日本周辺の

海域活断層の評価への利用が挙げられる。更に海洋

風力発電やインフラ整備に利用される構築物等の

安全評価のための基礎情報として利用されている。 

 

・沿岸域の地質・活断層情報の整備 
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価する場合に

は、「橋渡し」

とは異なる評

価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

用するものと

する。 

【目標】 

国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取組

が求められて

いるため。 

 

用する。知的基

盤整備の評価

においては、国

の知的基盤整

備計画に基づ

いて着実に知

的基盤の整備

に取り組んで

いるか、及び計

量法に関わる

業務を着実に

実施している

かを評価軸と

し、地質図・地

球科学図等の

整備状況、計量

標準及び標準

物質の整備状

況、及び計量法

に係る業務の

実施状況を指

標とする。さら

に、地質情報の

普及活動の取

り組み状況、計

量標準の普及

活動の取り組

み状況を評価

の際のモニタ

リング指標と

して用いる。さ

らに、国が主導

して平成２６

年度から毎年

定期的に行う

ことになった

知的基盤整備

計画の見直し

とも連動し、Ｐ

ＤＣＡサイク

ルを働かせる。 

【目標】 

める。さらに、中国地方の

テクトニックマップ作成を

進める。 

・国の中深度処分及び地層

処分の基準整備に向け、地

質変動事象に対する深部流

体の移動や周辺地層への影

響等の評価・検討を行う。 

・非在来型エネルギー資源

の創出に向け、メタン生成

菌、メタンハイドレート、

超臨界地熱の開発研究を進

める。 

・機能性鉱物材料の実用化

に向け、技術開発を進める。 

・地下環境保全のため、表

層土壌評価基本図の全国整

備に向けた枠組構築と予備

調査を実施する。また、苫

小牧地域の水文環境図を出

版し、他の地域の調査・編

集を進める。 

・CO2 地中貯留の実現のた

め、苫小牧 CCS 試験サイト

で圧入時の重力モニタリン

グの観測精度の高度化を進

める。 

・国土の適切な利用と保全

などを目指して、地質情報

等の体系的管理、効果的な

発信、社会利用の拡大を進

める。 

 

ショップを開催し、暫定的な CCOP地質情報総合共

有システムへのデータ掲載の技術講習、各国の 5

年間のデータ整備計画を検討した（9 カ国から 47

名参加）。平成 29年 12月にラオスで第 2回国際ワ

ークショップを開催し、システムの開発について

の討論や、モバイル版の技術講習を行った（10カ

国から 22名参加）。平成 30年度は、9月にマレー

シアで第 3 回国際ワークショップを開催し、技術

講習や今後に関する議論を行うと共に、本システ

ムを正式公開した（11カ国から 45名参加）。更に、

ASTER衛星データの登録システムを開発した。 

 CCOP 地質情報総合共有システムは、 Open 

Geospatial Consortium（OGC）による国際標準技

術を用いている。相互運用性の向上、他の

OneGeologyなどの国際プロジェクトとの連携など

が期待できる他、オープンソースであるため維持

管理が容易である。Web-GISやデータベース構築技

術の普及、各国スタッフへの教育、講習会やマニ

ュアルによる技術移転などを進めている。 

 このシステムは、CCOP参加各国の地質関連デー

タを共有する総合プラットフォームとなってお

り、比較的簡便に、地質関連データをシステムに

掲載する機能を提供できる。現在、地質図、地震、

火山、地質災害、環境、地球物理、地球化学、地下

水、地熱、リモートセンシング、地形図など、全部

で 570 以上のデータが掲載されている。また、国

ごとやプロジェクト単位でポータルサイトを作成

する機能があり、各国のポータルサイトの他、

ASEAN 鉱物資源データベース、CCOP 地下水プロジ

ェクト、OneGeologyプロジェクト（アジア版）な

ど 15以上のポータルサイトがある。そして、モバ

イルデバイス用のサイトも用意されている。この

システムにおいて、作成中のデータなどはアクセ

スコントロール機能により、関係者だけが閲覧で

きるような仕組みを提供している。 

 平成 30 年 9 月に CCOP 地質情報総合共有システ

ムを正式公開した。正式公開に伴って、プレスリ

リースを行い、日刊工業新聞など新聞紙 3 紙に掲

載された。産総研の開発したウェブシステムを本

プロジェクトにおいて国際標準としてアジアに展

開することにより、CCOP参加各国の各種地質情報

（地質図、鉱物資源、地震火山災害、地滑り災害、

 これまで整備・出版してきた海陸シームレス地質

情報集は、各地域の防災意識の向上に貢献し、自治

体の防災・減災対策に関する基礎情報として活用さ

れた。平成 28 年度には、駿河湾北部沿岸域の活断

層についての成果をプレスリリースした。また、中

部・東海地域の地震・活断層に対する防災関連の TV

放映や新聞報道に取り上げられ、社会の防災意識の

向上に貢献した。また、平成 29 年度に駿河湾北部

沿岸域の地質情報整備の成果を GSJ シンポジウム

として静岡県地震防災センターで紹介し、地元市民

への地質災害に対する防災意識向上を目指すとと

もに、防災先進県である静岡県との連携も深めた。

平成 30 年度にも、房総半島沿岸域の地質情報整備

の成果を地元の千葉県で開催した GSJ シンポジウ

ムで公表し、千葉県内の市町村自治体、民間企業、

研究機関などに GSJ の研究成果を普及することが

できた。 

 

・水文環境図 

 水循環基本法により、地下水は国民共通の財産と

なったこともあり、地下水情報の重要性はますます

高まっている。良質な地下水は地域経済のポテンシ

ャル、そして災害に強い井戸は安全安心な社会の一

要素になりうる。また、複数の水文地質・地理・地

形等の多数の情報と合わせ、地中熱ポテンシャルを

求めるための基礎資料としても活用できる。 

 

・精密地球化学図 

 地球化学図は、各種の環境影響評価におけるバッ

クグラウンド情報として、日本学術会議や中央環境

審議会などで基礎情報として活用されている。ま

た、カリウム及びウラン、トリウム含有量から間接

的に求めた大地からの自然放射線量の分布図は、福

島第一原発事故時の放射線影響評価に活用された。

中部地方では、現在、JRリニア新幹線の工事が行わ

れている。中部地方の精密地球化学図の公開によ

り、各地域の詳細な元素の濃度情報を提供できるこ

とから、リニア新幹線建設発生土中の重金属元素に

よる汚染評価について基礎情報として活用される

ことを期待している。これまで地球化学図は専門家

による利用が主であったが、取材対応を通じて、元

素の存在を社会へ身近に感じ、環境問題などへの啓
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国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取り

組みが求めら

れているため。 

 

地下水等）を一元的に閲覧検索し効果的な利用が

可能となった。 

 

・5 万分の 1 地質図幅、20 万分の 1 地質図幅及び

20万分の 1日本シームレス地質図 V2 

 平成 23 年度から平成 32 年度の国の第 2 期知的

基盤整備計画に基づき、5 万分の 1 地質図幅及び

シームレス地質図の整備を行なっている。目標で

ある 10 年間で 5 万分の 1 地質図幅 40 区画の出版

を達成するため、年間平均 4 区画の出版を目指し、

第４期中長期目標期間中も着実に調査と公表を進

めた。平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年間

に、5万分の 1地質図幅 13区画の原稿を完成させ、

うち 9 区画の印刷出版を行った。この間、第４期

中長期計画にはなかった 20万分の 1地質図幅「松

山」（第 2版）の印刷出版も行った。更に、20万分

の 1 日本シームレス地質図 V2 の正式公開を行っ

た。平成 30年度の成果としては、5万分の 1地質

図幅「十和田湖」、「本山」、「上総大原」の 3 区画

の原稿を完成させ、「糸魚川」、「身延」、「網走」、

「吾妻山」の 4 区画の印刷出版を行った。更に、

年度計画にはなかった 20 万分の 1 地質図幅「高

知」（第 2版）の印刷出版も行った。 

 地質図幅が社会の中で多様に利活用されるため

に、地質図幅の認知度を向上させることが重要で

ある。平成 28年度に出版した 5万分の 1地質図幅

「播州赤穂」では、“赤穂市は恐竜時代のカルデラ

の中にできた町だった”と題したプレスリリース

を行い、大きな反響を呼んだ。平成 29年度には、

5万分の 1 地質図幅「鳥羽」を“恐竜化石はなぜ鳥

羽で見つかったのか？”、5万分の 1地質図幅「観

音寺」を“香川を作った 1 億年の歴史”とそれぞ

れ題して、出版とプレスリリースを同時に行い、

地域での反響を呼んだ。平成 30年度は、5万分の

1地質図幅「網走」を“微小な化石を新たな手がか

りに、北海道東部の地質を解明”と題して、5万分

の 1 地質図幅「吾妻山」を“活火山を含む吾妻山

地域の成り立ちを解明して地質図に”、5 万分の 1

地質図幅「糸魚川」を“日本を分断する糸魚川-静

岡構造線最北部の謎が明らかに”、 5 万分の 1 地

質図幅「身延」を“南部フォッサマグナ（伊豆衝突

帯）の歴史を凝集した身延地域の地質図を刊行”

発が進むことが期待される。 

 

・都市域の 3次元地質地盤図 

 3次元地質地盤図は、地質災害リスク評価や都市

インフラ整備、地下水流動・地質汚染調査、不動産

取引等への利用が期待される。3次元地質地盤図の

公開を前にプレスリリースを行い、千葉日報ほか、

新聞 4紙に記事が掲載された。これまでに自治体の

地下水流動・地質汚染調査に 3次元地質地盤図の地

質構造モデルが利用されているほか、国の地震ハザ

ードマップ作成において GSJ のボーリング調査デ

ータ及び 3次元地質モデルデータを提供した。 

 

・活断層データベース及び津波堆積物データベー

スの整備 

 知的基盤情報として整備された活断層調査結果

は、地震調査研究推進本部に提出され、国の活断層・

海溝型地震の長期評価に活用される。データベース

の継続的な機能改修による利便性の向上がなされ

た活断層データベースの利用は社会へ広まり、地震

のない期間でも一日に数千アクセス程度、地震直後

には一日に数万～数十万アクセスと極めて関心の

高いデータベースとなった。津波堆積物データベー

ス整備によってまとめられた津波浸水履歴情報は

各自治体の津波ハザードマップの検討に活かされ

ることが期待される。 

 

・火山地質図及び火山データベースの整備 

 平成 28 年度に約 50 年ぶりに改訂した富士火山

地質図（第 2版）は、山梨県・静岡県による噴火時

の避難ルートを示した「富士山避難時ルートマッ

プ」や、国の防災関連機関も含めた富士山火山防災

協議会による富士山ハザードマップ改定のための

想定火口範囲の選定に活用された。八丈島火山地質

図は取り纏めの段階から、東京都火山防災協議会に

地質情報を提供し、ハザードマップや噴火警戒レベ

ルの設定の基礎資料として活用された。 

 

・地質図 Navi の機能強化等の地質情報の二次利用

に向けた取り組み 

 配信データの標準化により国土地理院のウェブ

サイト「地理院地図」との連携が可能となり、今後
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と題して、それぞれ出版とプレスリリースを同時

に行い、出版した地域での成果普及と認知度向上

に務めた。特に、平成 30 年度に公開した「糸魚川」

と「身延」は、糸魚川－静岡構造線沿いの北側と南

側に位置する地域であり、プレート境界や活構造

の認識を改めて社会へ発信し、多数のメディア報

道につながった。20万分の 1地質図幅「高知」（第

2版）については、“四国に残された日本列島 5億

年の歴史”と題して、「主な研究成果」として広報

を行った。 

 平成 29 年度に 20 万分の 1 日本シームレス地質

図 V2 の正式公開を行った。平成 18 年に公開され

た 20万分の 1日本シームレス地質図は、平成 4年

に発行された 100 万分の 1 日本地質図第 3 版の凡

例を基にした凡例を用いたものであった。当時と

は地質区分の考え方も変わってきたため平成 4 年

以降の研究の進展を踏まえて、最新の地質の知見

に基づいて凡例を全面的に再編纂した。階層構造

化した凡例を基に全国すべての 20万分の 1地質図

データを完全に再編纂し、凡例数は従来の 386 か

ら 2,400超へと 6倍以上に詳細化した V2版を作成

した。正式公開を行った平成 29年度には、宮崎県

地理情報システム「ひなた GIS」の基図として利用

された。平成 30年度には農業・食品産業技術総合

研究機構の「土壌図インベントリー」に組み込ま

れ、地質図と土壌図を並べて閲覧できるようにな

った。 

 

・海洋地質図 

 日本周辺海域において、第 2 期知的基盤整備計

画に基づき、海洋地質図（海底地質図・重磁力図・

表層堆積図）の作成を進めてきた。第４期中長期

目標として、これまでに実施してきた主要 4 島周

辺の整備完了と海底地質図、重磁力図や表層堆積

図の出版、そして平成 20年度から調査を進めてき

た南西諸島海域の海洋地質図の作成・出版を行っ

てきた。また、第４期中長期目標期間の始めの平

成 27 年度に、「室蘭沖表層堆積図」を出版し、主

要 4島周辺の全 49区画の整備が完了した。平成 28

年度は「金華山沖表層堆積図」と「見島沖海底地質

図」を出版した。平成 29 年度は「響灘海底地質図」

を出版した。南西諸島海域は、海洋調査を実施し、

「地理院地図」に GSJ地質図が掲載され災害時など

の基礎情報の提供に活用される予定である。これに

より、GSJウェブサイト及び公開されている地質情

報の利用増加が見込まれ、市民の防災・減災意識の

向上が期待できる。地質図 Navi については、着実

にアクセス数が増え、地質情報の普及に貢献してい

る。鉄道と地質のデータ組み合わせ例として地質図

Naviに追加した「鉄道地質」は、オープンデータ活

用のコンテストである「LODチャレンジ 2018」にお

いて最優秀賞を受賞し、活用性の高いデータとして

地質図 Navi が認知されることに貢献した。地質図

Naviの平均訪問数は、平成 27年度の 14万回/月か

ら、平成 30年度は 22.5万回/月に増加した。 

 

・地質情報の成果普及活動 

 地質標本館全体のストーリーを「地質研究の過

去、現在、未来」と定めて、展示物の更新や配置換

えを行った結果、来館者からは分かりやすい展示に

なったと好評を得た。また、SNS等を通じた広報に

加えて、地質や地形についてのテレビ番組の影響に

よる地質への興味の高まりも受け、地質標本館への

来館者数も増加傾向にある。更に、「サイエンスフ

ェスタ in秋葉原」（平成 30年 7月）や JR東日本広

報誌トランヴェールの特集記事（平成 31年 1月号）

などツーリズムとも連携して情報発信を強化して

おり、今後の更なる来館者増加が期待される。これ

らのこともあって、平成 30 年度の年間来館者は過

去最高の約 5.0万人（平成 29年度比 6.7%増、第４

期中長期計画当初比 127%）であり、昭和 55年の開

館から平成 30 年度までの累計入館者 120 万人を達

成した。様々な機関との連携の観点では、地域への

地質情報の発信力を強化し、地質研究の成果を社会

へ繋ぐ活動が強化された。特に、熊本地震の巡回展

は、平成 30 年度までの累計で、日本各地で延べ 9

万人が来館するなど好評であった。静岡県地震防災

センターとは、平成 29年度の第 25・26回 GSJシン

ポジウムの開催を機に、地質情報の活用を自治体・

住民へ繋ぐ連携の拠点を得ることができた。自然科

学に対する知識だけでなく、新産業のヒントになる

展示、解説を充実させてきたことで、今後の企業連

携にも期待が持てることが明らかとなった。例え

ば、テクノブリッジフェアでの地質標本館ツアーへ
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報告書を各年度で発行しながら、平成 30年度まで

に沖縄島、徳之島、奄美大島、宮古島、石垣島、西

表島周辺の海域調査が完了した。平成 28 年度は

「沖縄島北部周辺海域」の海洋地質図を出版した。

平成 30 年度は、「沖縄島南部周辺海域」の海洋地

質図を出版し、“沖縄島の成り立ちには南北で大き

な違いがあることを発見”と題したプレスリリー

スを行った。 

 GSJ は国の唯一の海洋地質の調査機関として地

質調査所時代から海洋調査・海洋地質図整備を続

けており、長年培ってきた海洋調査の技術ノウハ

ウを多く持つ。この技術ノウハウを継続し、次の

世代へ伝えるため、海洋地質図整備を通じて東京

大学や東北大学等を含めて大学院生をアルバイト

や産総研リサーチアシスタント等で雇用し、実際

の調査航海で指導することで人材育成にも取り組

んでいる。 

 

・沿岸域の地質・活断層情報の整備 

 人口・インフラが集中する沿岸域における地質

災害の軽減を目指して、相模湾～房総半島沿岸と

伊勢湾・三河湾沿岸を調査してきた。平成 28年度

は、20万分の 1駿河湾北部沿岸域の海陸シームレ

ス地質情報集、及び富士川河口断層帯及び周辺地

域の 5 万分の 1 地質編纂図として取りまとめた海

陸シームレス地質情報集「駿河湾北部沿岸域」を

出版し、“富士川河口断層帯の位置を陸・海で連続

的（シームレス）に特定”と題してプレスリリース

を行った。平成 29年度は駿河湾北部の海陸の断層

の連続性を含めた最新の研究成果を、静岡県と東

京都にて開催した第 25、26 回 GSJ シンポジウム

（来場者数それぞれ 87名、102名）において紹介

した。平成 30年度は、房総半島沿岸域の調査結果

を取り纏めた海陸シームレス地質情報集「房総半

島東部沿岸域」を出版した。更に、千葉県で開催し

た第 30回 GSJシンポジウム（来場者数 205名）に

おいて、太平洋プレートによる海から陸に至る大

規模な地殻変動を復元できた成果を発表した。 

 

・水文環境図 

 安全で良質な地下水の利用に向けて、日本全国

の平野や盆地を対象に、地下水の資源・環境に関

の参加企業が平成 29 年度の 15 社から平成 30 年度

は 48 社に増加するなど、ショーケースとしての機

能が向上した。これらの取り組みにより、例えば薄

片技術ではこれまでに合計 2 件の技術コンサルテ

ィングを実施している。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、「アジア CCOP諸国におけ

る地質情報の共有化・標準化に積極的に取り組み、

リーダーシップをとって推進している」点、「精密

地球化学図や３次元地質地盤図の作成など、重要な

事業」である点、また「地質情報の普及に力を入れ

た点」などが評価された。  

 

＜課題と対応＞ 

 CCOP 地質情報総合共有プロジェクトでは、デー

タの更なる拡充による質と量の充実化が課題であ

り、そのために CCOP を通じて各国機関との一層の

連携を推進する。そして、東・東南アジア地域の地

質関連情報が広く世界で活用されるようにするた

め、OneGeology などの各種の世界的なプロジェク

トと連携し、GSJが中核となり、東・東南アジア地

域の総合データベースとして発展させていく。 

 地質図は、社会ニーズを十分に汲み取った、地域

振興・地方創生のための公共財及び基盤情報で在り

続けることが課題である。そのために、今後も高品

質の地質図を提供することをまず第一とし、加え

て、調査地域でのプレスリリース等を活用して、土

木業界や地元自治体等への認知度を高める取り組

みを進める。また、幅広いニーズに対応可能な柔軟

なシステムづくりを目指し、ウェブによる 20 万分

の 1 日本シームレス地質図 V2 の配信など利用する

側が応用しやすい形での情報提供の手段や形態の

工夫を今後も行う。地質のナショナルセンターとし

て、GSJは質の高い地質図を提供し続けることが課

題である。その技術を継承する若手人材の育成を行

うため、平成 29 年度から再開した修士型研究職員

採用を今後も積極的に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

する情報を体系的に取りまとめたマップを、水文

環境図として作成・公表してきた。平成 27年度に

水文環境図「富士山」の CD-ROM版を出版し、平成

29年度には静岡県環境衛生科学研究所からの依頼

によりプロジェクションマッピングのイベント展

示に協力した。平成 30 年度は「勇払平野」、「筑紫

平野（第 2版）」、「大阪平野」、「山形平野（第 2 版）」、

「和歌山平野」のウェブ版の出版に向けた整備を

進めた。これら水文環境図のウェブ版は、これま

で提供してきた CD-ROM 版の水文環境図と同様の

操作が可能となっており、多様な地下水の情報を

ユーザー自ら組み合わせて閲覧できる。 

 

・精密地球化学図 

 陸から沿岸海域における元素の分布と移動・拡

散過程の解明や、環境汚染・資源探査評価のため

に、自然由来の元素濃度（バックグラウンド値）の

把握を目的として、日本全土における有害元素を

含む 53 元素の分布が一目でわかる地球化学図を

作成した。全国から約 3,000 個の河川堆積物、沿

岸域から約 5,000 個の海底堆積物を採取し、化学

分析を経て、全国の海と陸の地球化学図を平成 22

年に整備した。本地球化学図は、10 kmメッシュで

約 3,000 個の堆積物試料という試料数密度を設定

し、全国版の整備を進めた。自然由来のバックグ

ラウンド値の把握を目的としていたため、明らか

に汚染を受けている試料の採取を避けた結果、東

京などの大都市圏周辺域においては、試料の採取

地点が極めて少なくなった。そこで、大都市圏周

辺域において、過去の環境汚染の解明にもつなが

る、詳細な元素濃度分布図の作成を目的として、

陸域の試料採取密度を全国図の 10 倍の密度に増

やした「精密地球化学図」の作成を進めてきた。平

成 27年度には「関東の地球化学図」を公開した。

平成 26 年度から作成を開始した名古屋市を中心

とした中部地方については、平成 29年度までに約

1,200 個の河川堆積物試料の採取を完了し、平成

30年度に全試料の化学分析を完了した。また、全

国版の地球化学図と関東の地球化学図の情報をウ

ェブサイトにて公開した。平成 29年度に 3次元地

図表示用ライブラリである「Cesium」を用いて 3次

元地図上に全国・地方の地球化学図を重ね合わせ
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て表示する機能を構築し、3 次元地球化学図とし

て公開し、銅、鉛、水銀、クロムの 4 元素を表示

した。3次元地球化学図では、試料採取地点をピン

で地図上に表示させ、ピンの長さと色で元素濃度

を示す。それぞれのピンをクリックすると試料の

詳細情報を表示させ、地球化学図を見ながら試料

の様々な情報が表示されることにより、利便性が

向上した。平成 30年度は、富山湾周辺海域につい

て詳細な 3次元地球化学図を作成した。平成 30年

10月 30日に、講談社「ブルーバックス探検隊」で

“全国 3,000 ヵ所の「砂」を調査！元素で見た日

本 列 島 の 姿

“ （ https://gendai.ismedia.jp/articles/-

/58141）として地球化学図が紹介された。 

 

・都市域の 3次元地質地盤図 

 都市域の地震災害予測や地盤リスク評価を適切

に行うためには、3 次元的な地質情報の整備が必

要である。従来の地質図は、地質構造を 2 次元の

平面図や断面図で図示するため、地表の地質分布

は分かるものの、地下の地質構造は分かりにくい

場合があった。これに対し、3次元地質地盤図は、

地下構造を 3 次元的に可視化する新たな地質図で

ある。平成 25年度から千葉県北部地域において 3

次元地質地盤図の調査と作成を行い、平成 29年度

末にウェブ公開し、“千葉県北部地域の地下の地質

構造を 3 次元で可視化－国内初の 3 次元地質地盤

図 、地震防災・減災や地質汚染対策に有用－”と

題してプレスリリースを行った。地質層序に基づ

く高精度な 3 次元地質地盤図の公開は国内初であ

る。平成 30 年度は東京都 23 区域において 3 次元

地質地盤図作成に向けた新規ボーリング調査と既

存ボーリングコア解析を実施した。この地質調査

では常時微動観測も実施し、地下の地質構成によ

り地盤震動特性にどのような差異が生じるかを検

討した。その結果、一般に良好な地盤とされる台

地の地下に軟らかい泥層が谷埋め状に分布し、地

盤振動特性に大きな影響を与えていることが明ら

かになった。またボーリングデータを利用して層

相分布を示したボクセルモデルである 3 次元地質

モデルの試作を開始した。 
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・活断層データベース及び津波堆積物データベー

スの整備 

 将来に発生する地震像を予測し、防災・減災対

策に活かすために、過去の地震像を解明すること

を目的として、地震調査研究推進本部の総合基本

施策調査観測計画及び科学技術・学術審議会の地

震火山観測研究計画に基づき、活断層・海溝型地

震に関する地形・地質情報を整備した。また、調査

によって得られたデータを活断層データベースと

津波堆積物データベースによって公開し、最新の

研究成果を社会へ提供した。活断層調査は第４期

中長期目標期間内で全国の 19 断層帯の調査を行

った。これにより国の活断層評価に使われる信頼

度の高い地形・地質データを取得できた。また活

断層データベースの改修と新規データ入力を行う

とともに、機能を強化し、より使いやすいデータ

ベースとした。平成 30年度には陸域の断層帯であ

る標津、糸魚川－静岡構造線、日奈久の 3 地域に

ついて調査を実施した。活断層データベースにつ

いては、22,000件以上の調査データの追加や表示

検索機能など各種改修を行った。海溝型地震に関

しては、千島-日本海溝沿い、相模トラフ沿い、南

海トラフ沿いの沿岸で合計 21地域の地形・地質調

査を行い、津波浸水履歴及び隆起履歴に関するデ

ータを得た。平成 30年度は、沿岸海域の断層帯で

ある十勝平野の調査を行った。また、津波履歴が

残る千島、相模、南海の 3 地域にて調査を実施す

るとともに、これまでに得た津波堆積物の情報の

うち、青森県と高知県のそれぞれ一部地域につい

て津波堆積物データベースで公表した。 

 

・火山地質図及び火山データベースの整備 

 火山防災・減災のために、火山の形成史や噴火

履歴を明示した火山地質図の整備が不可欠であ

る。GSJは科学技術・学術審議会の地震火山観測研

究計画に基づき、特に火山噴火予知連絡会によっ

て監視・観測体制の充実等が必要な活火山に選定

された 50 火山を重点化して噴火履歴調査を進め

ている。平成 28年度は富士火山地質図（第 2版）

を出版し、“約 50 年ぶりに富士山の地質図を全面

改定－防災・減災への寄与に期待－”と題してプ

レスリリースを行った。平成 29年度までに、蔵王
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火山、九重火山、鳥海火山、富士火山、阿蘇火山の

5 火山の地質図データを火山データベースで公開

した。また、約 260 万年前以降に活動した第四紀

の約 450 火山について火山地質情報を網羅した国

内唯一の火山データベースを維持更新した。火山

データベースは噴火災害時にヒット数が急上昇

し、平常時でも月平均 30万アクセスのデータベー

スに成長した。これは平成 29年の草津白根山噴火

後に、全国の火山分布を知るために「是非一度ご

覧いただきたい」サイトとして有名ニュースサイ

トにて紹介された影響が大きい。平成 30年度は、

八丈島火山の噴火履歴をまとめ、海域と陸域の情

報を統合した「八丈島火山地質図」を整備した。そ

して、雌阿寒岳、恵山、秋田焼山、日光白根山、御

嶽山で噴火履歴調査を実施した。 

 

・地質図 Naviの機能強化等の地質情報の二次利用

に向けた取り組み 

 政府のオープンデータ化戦略に沿って、地質情

報の二次利用に向けて、地球科学図のデータ整備

と標準化、そしてアプリケーション開発を行い、

ウェブに公開することを目的とする。平成 30年度

はオープンデータ配信を強化するために、5 万分

の 1 地質図幅について、新刊 6 地域のラスタデー

タ（ピクセルごとの座標と色情報を要素とした、

閲覧しやすい形式の画像データ）と既刊 30地域の

ベクトルデータ（点、線及び面を要素とした、編集

や二次利用のしやすい形式の画像データ）を整備・

公開するとともに、前年度までにベクトルデータ

の整備が完了した全地域の WMS/WMTS（ウェブ・マ

ップ・サービス/ウェブ・マップ・タイル・サービ

ス）の整備を行い、配信を開始した。GSJの成果と

して公開している各種地質情報データベースの利

活用促進を図るため、主要なデータベースのデー

タを機械処理に適した機械判読可能で他のデータ

と組み合わせることが容易な LOD（リンクト・オー

プン・データ）として公開するとともに、標準化さ

れた LOD 配信システムの構築を行った。高解像度

の画像資料の利活用を進めるため、機関間でのデ

ータ相互運用を可能とする国際的な規格である

IIIF（トリプルアイエフ：International Image 

Interoperability Framework）準拠の画像データ
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公開システムを構築し、地質図幅（1,156件）及び

明治期から戦前にかけての GSJ出版物（1,366件）

の画像データ登録を行った。 

 地質図表示システム「地質図 Navi」の定常的な

更新を継続的に行った。GSJ成果物の提供として、

新刊図幅のラスタデータや、閲覧時の利便性を向

上するために地層名に対応した地名検索機能を、

地質図 Naviに追加した。他機関データとの連携と

して、指定緊急避難場所（国土地理院）を追加し

た。また、地質情報を他分野の情報と組み合わせ

て活用する実例紹介として、鉄道路線データ（国

土交通省）と 20万分の 1日本シームレス地質図 V2

を連携させたデータセットを公開した。地質図の

より一層の普及を図るため、一般利用者に広く普

及しているウェブサイト「地理院地図」を利用し

た GSJ 地質図の活用について、国土地理院と協力

して検討を始めた。 

 

・地質情報の成果普及活動 

 地質の調査の成果が社会に広く受け入れられ、

利活用が広まるように、地質情報についての国民

の理解を増進する目的で、「地質の情報がなぜ必要

か、どこに使われているか、どんな可能性がある

か」を伝える活動を、地質標本館を核に展開して

いる。特に、第４期中長期目標期間においては、地

質標本館を、GSJの最新の研究成果や技術を企業な

どへ伝えるショーケースとして明確に位置付ける

べく、情報発信機能の強化を進めてきた。このこ

とを踏まえて、地質標本館で実施する特別展では

GSJ の最新研究や社会的トピックを取り入れて新

鮮さを出すよう試みている。例えば、地質標本館

の常設展示については、産総研発ベンチャー企業

によるプロジェクションマッピング技術などを使

ったものへの更新、季節ごとに行う特別展では、

社会的に関心の高い地震や、地域にちなんだテー

マ、更に最新の研究成果の展示を行っている。バ

リアフリーも推進し、触れる展示や点字ブロック

の設置を行っている。 

 地質標本館外の活動では、地質情報展をはじめ、

GSJシンポジウムや GSJジオ・サロン等を通して、

最新の地質の研究成果をつくば以外の地域におい

て発信するとともに、企業との議論や技術マーケ
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ティングの場としても活用している。また、省庁

や他機関が主催するイベントにも多数参加し、日

本各地における知名度の向上、情報発信の強化、

連携先の拡大を進めている。 

 地質標本館では、「地質研究の過去、現在、未来」

を主テーマに、ジュニア世代からシニア世代まで

幅広い層に楽しみながら知識を深めてもらえるよ

うに、大型展示の改修を進めてきた。代表例は、産

総研発ベンチャー企業による技術支援を受けて作

成したプロジェクションマッピング「日本列島の

地質」である。長さ 9 m（縮尺 1/34万）の精密模

型の上に、来館者がメニューを選択して、地質図、

活断層、活火山、交通網、公共施設などを重ねて投

影するもので、都市や交通インフラなどが地質と

どう関係しているかなどを俯瞰できる。また、多

数のボーリングデータを基に東京の地下を可視化

した模型を作成し、これを使った地下利用や地震

動などの解説を付し、都市の地下地質を体感でき

る「東京の地下地形模型」を作成した。これら以外

にも、常設展示として明治以降の地質図の歴史の

紹介、社会と鉱物資源とのかかわり（世界の金属

資源）を紹介する大型模型の改修など、地質の情

報を可視化する展示を増やしている。このほか、

音声ガイダンスの新設など来館者の理解の助けと

なる展示の改修や、薄片技術や南海トラフの地震

予測などに関する展示の更新など、最新の技術の

紹介スペースを増加させた。更に、平成 30年度に

は 5 回の特別展・企画展を行った。特別展・企画

展の実施に当たっては、SNS、新聞等のメディア、

出版社からの取材など、さまざまなチャンネルを

使った広報を行い、来館者の増加に努めた。また、

特別展「地球の時間、ヒトの時間 －アト秒から

46億年まで 35桁の物語－」では、地質年代測定を

行っている企業や、時間標準を研究している産総

研計量標準総合センターとも連携した展示を行っ

た。更に、平成 30年度は、更新した展示物を活用

した地質標本館ツアーなどの機会を増やし、さま

ざまな階層に対し地質と社会の関係について理解

増進に努めた。夏休み期間中には、恒例となって

いる「化石クリーニング体験教室」や「地球何でも

相談」などのイベントを実施し、地球科学情報の

普及啓発・理解増進につなげた。また、地質標本館
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グッズを通じて地質研究の楽しさをアピールし

た。なお、既述ではあるが、企業連携の窓口として

は、テクノブリッジフェアなどの機会を捉えて、

企業関係者を対象とした標本館ツアーや、GSJの持

つ世界最高峰の薄片技術と企業ニーズのマッチン

グを行った。「テクノブリッジフェア in つくば」

で実施した地質標本館の企業ツアーでは、来訪し

た企業が平成 29 年度の 15 社から平成 30 年度は

48社へと増加し、マーケティング機能の強化がな

された。 

 平成 30年度は、経済産業省子供デー、産総研地

域センターの一般公開、つくば科学フェスティバ

ル、「サイエンスフェスタ in 秋葉原」など、依頼・

後援等の形を含めて 13件のイベントに参加し、地

質に関するブース展示などを行った。札幌で開催

予定であった地質情報展は、平成 30年 9月 6日に

発生した北海道胆振東部地震のために中止となっ

たが、地元などからの要望を受け、平成 31年 3月

に開催した。 

 全国へ情報発信を行うためのネットワーク機能

の強化を目的とし、他の博物館等との連携を強化

策として、13件の共催・後援等（一部は平成 29年

度からの年度を越えたもの）を行った。これらの

枠組みの中で、博物館等への展示物の提供・岩石

標本の貸し出し、講師の派遣等を行った。更に、特

別展の内容を全国科学博物館協議会の巡回展のア

ーカイブに登録を進め、展示内容を全国に広める

よう努力した。具体的には、「関東平野と筑波山 

－関東平野の深い地質のお話－」と「地球の時間、

ヒトの時間 －アト秒から 46 億年まで 35 桁の物

語－」の 2件を登録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

 我が国において地質の調査に対するニーズは、

特に東日本大震災を契機に一段と高まっている

が、地質の調査を行える研究人材の確保は、大き

な問題となりつつある。このため、GSJでは近年特

に研究人材の拡充や育成について積極的に取り組

んできた。研究職員の採用では、中長期的な研究

戦略課題への採用と現行のプロジェクト研究への

即戦力獲得の両面をバランスよく目指した。具体

的には、これまでと同様博士号取得者を主な公募

対象としつつ、平成 29年度から修士卒も一部公募

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：博物館実習は、学芸員に必要な標本管理や技

術指導にかかる知識を習得するための実習であり、

茨城県内では数少ない自然科学系の受け入れ機関

として科学技術を社会に普及するための人材育成

に貢献している。また、企業・研究機関等に向けた

地質試料調整実習では、世界最高峰の薄片作製技術

を体験しもらい、企業での新製品開発や研究機関で

の分析技術の維持向上に繋げた。 
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に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓マーケティング

機能の体制強化の

ための内部人材育

成、外部人材登用

を柔軟に行った

か。 

✓女性のロールモ

デル確立と活用を

増大させるための

環境整備・改善に

継続的に取り組ん

だか。 

の対象とした。これは、修士修了者の中にも、将来

第一線の研究者として活躍の期待できる優秀な者

が多くいることから、中長期的課題に向けて優秀

な人材を確保するためである。文部科学省が平成

28年度から導入した卓越研究員制度についても、

優秀な研究者の新たなキャリアパスを提示して若

手を研究職に惹きつける制度と捉え、積極的な活

用を図った。また、即戦力の獲得を目指し年俸制

の公募も行った。公募にあたっては、優秀な研究

人材を採用し人材基盤を拡充すること、大学と連

携して地質調査人材を育成すること、優秀な外国

人研究者や女性研究者を積極的に採用することな

どを目指し、研究現場のグループリーダー、研究

部門幹部や GSJ 幹部が採用の渉外活動、広報に積

極的に取り組んだ。その結果、平成 30年度の採用

では、修士型 3 名、博士型 5 名、年俸制 1 名、計

9 名の優秀な研究人材を獲得できた（うち外国人

研究者 1名、女性研究者 2 名）。また、産総研の制

度による人材育成及び拡充として、平成 30年度は

リサーチアシスタント 22名、イノベーションスク

ール生 4名、特別研究員 12名の雇用を行った。研

究人材の拡充、流動化、育成の指標としてイノベ

ーション人材育成人数の第４期中長期目標期間中

の推移を以下に示す。 

 平成 27年度：17名（目標値 15名） 

 平成 28年度：16名（目標値 16名） 

 平成 29年度：19名（目標値 16名） 

 平成 30年度：26名（目標値 18名） 

 

 若手研究者を対象とした萌芽的研究の創出、す

なわち、GSJのミッションに即した中長期的に核と

なる研究課題を創出するため、総合センター長裁

量予算を原資とした萌芽的研究推進費を各研究ユ

ニットに配賦し、研究成果のモニタリングを行っ

ている。加えて、GSJ 独自の取り組みとして、若手

研究者 3 名の海外派遣を行い、研究の更なる推進・

海外研究機関との連携強化を図った。シニア世代

の活用に関しては、第４期中長期目標期間中に定

年退職した研究職員 33名のうち、6割以上の 22名

（平成 30年度は定年退職者 7名のうち 5名）を招

へい研究員、テクニカルスタッフ、シニアスタッ

フなどの契約職員として適材適所に配置し、研究

 地質調査研修は、近年、地質調査実習をきちんと

できる大学も少なくなり、関連企業でも人材育成の

観点で求められていたもので、電力会社系、地質コ

ンサルタント会社系の参加があり、各企業において

仕事で地質を使っていく人材の育成に貢献した。自

治体研修では、平成 30 年度は 7 県及び 2 ジオパー

クから 11 名の参加があり、各自治体等で防災を担

う人材に地質の重要性と活用法の理解を深めても

らい、自治体等で地質情報を防災に活用できる人材

の育成に貢献した。 

 平成 30 年度の GSJ 国際人材研修の研修生を通し

て、東南アジアの地質構造発達史に関する研究協力

についてカンボジア政府機関（鉱山エネルギー省鉱

物資源総局）と合意し、GSJの研究者が平成 31年 3

月にカンボジアで共同現地地質調査を実施した。本

研修により、アジアの知的基盤整備における GSJの

プレゼンス向上、人的ネットワーク構築による国際

共同研究の創出、海外における技術コンサルティン

グの実施が想定される。また、日本の地質関連企業

の海外展開における基盤形成となることも期待さ

れる。 

 

 以上のような、人材の拡充、流動化、育成の取り

組みによる成果が得られたこと、評価指標やモニタ

リング指標の達成状況を総合し、顕著な成果が得ら

れたと考え、評定を「S」とする。 

 なお、評価委員からは、「修士型研究職員の採用、

シニア人材のさらなる活用など人事面に新しい視

点をいれている」点、「H30年度の重点化計画に沿っ

た予算配分や資材・人材の配分配置が適切に行われ

ている」点などが高く評価された。  

 

＜課題と対応＞ 

 地表踏査や探査、データの分析・解析、資源確保

や防災、環境保護などについて、基礎から応用まで

一貫して高度な技術を取り扱う GSJ 国際人材研修

への期待は高い。また、ジオ・スクールについても、

参加者の評価は非常に高い。研修のプレゼンスや構

築されたネットワークの維持・拡大を行っていくこ

とが課題である。研修を継続的に実施するため、研

修の意義・成果の広報活動等による実施・支援体制

の拡充を図るとともに、研修を行うことのできる人
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見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

プロジェクトのけん引から研究管理運営に係る支

援業務に至るまで、ベテラン人材としての能力・

経験の最大活用を図っている。 

 また、クロスアポイントメント制度として 3 大

学と契約関係を結び、計 3 名の研究者が同制度の

下で研究を実施している（いずれも大学から GSJ

に雇用）。その他、気象庁や原子力規制庁、文科省

へ専門人材を派遣し、それぞれ専門人材として火

山や原子力施設の立地に関する助言を行ってい

る。 

 JICA研修では、東南アジア諸国等を対象として、

地質情報データベース構築、資源調査技術等に関

する研修・技術指導を実施した（総受講者数 75

名）。地質標本館で行う人材育成として、平成 30年

度は 9つの大学から計 14名の学生を博物館実習生

として受け入れた。また、地質試料調製実習（薄片

作製）として、企業、研究機関等から 4名 を受け

入れた。これらの実習・研修においては、各々の実

習目的を十分果たすことができた。 

 GSJの行う地質に関わる人材育成については、平

成 28 年度に地質分野における人材育成とデータ

バンクづくりを目的とした、募集特定寄附金制度

GeoBank（ジオバンク）を開始し、人材育成をジオ・

スクールとして開設することとした。また平成 29

年度には、研修事業の参加者に応分の負担を依頼

する仕組みとして産総研コンソーシアム「地質人

材育成コンソーシアム」を設立し、現在はジオバ

ンク資金とコンソーシアムの会費の 2 本建てで研

修事業（ジオ・スクール）を行っている。主な研修

事業としては、地質調査研修と地震・津波・火山に

関する自治体職員研修がある。地質調査研修（5日

間）は、平成 27年度までは経費収入の仕組みがな

かったため日本地質学会と共同で行っていたが、

平成 29 年度からはコンソーシアムの会員事業と

してジオバンクの資金も用いて行い、平成 29年度

は 1回 4名、平成 30年度は 2回 11名に実施した。

自治体職員研修（4日間）は毎年 7月につくばで継

続的に行っており、平成 29年度からはジオバンク

の経費を使って行っている。平成 30 年度は 11 名

の参加があった。このほか、平成 30年度に新たに

地形から地質を理解することを目的に地形判読研

修（2日間）をつくばで行い、6 名の参加があった。

材の確保のため、若手人材の育成やベテラン人材の

活用を更に強化していく。 
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究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

基づく取り組みを推進す

る。 

 

このように、ジオ・スクールがコンソーシアムと

ジオバンクの仕組みを使って行うようシステムを

概ね整えられたのは重要な成果である。 

 ジオバンクによる人材育成事業の一環として、

CCOP加盟国の若手地質研究者を対象とし、実践的

な地質調査技術の向上を目的とする GSJ 国際人材

研修を平成 30 年度より開始した。アジア諸国で

は、自国の資源確保や災害軽減のため、高度な地

質調査技術を持った人材へのニーズが高い。GSJが

有する先端的な技術の指導を行うことで、東南ア

ジア諸国における研究者の能力向上に貢献すると

ともに、海外ニーズの掘り起こしや長期にわたる

国際的な研究ネットワークを構築する狙いがあ

る。研修生は、中韓を除く CCOP加盟国から各 1名

を当該国の CCOP 常任代表の推薦を条件として招

聘することとした。平成 30 年度は「 GSJ 

International Training Course 2018 - 

Application to Geological Disaster Mitigation 

-」というタイトルで、6 月 26 日～7 月 13 日（18

日間）の日程で開催し、9ヵ国 9名の研修生が参加

した。研修生の満足度は非常に高く、平成 30年 10

月に開催された CCOP年次総会においても、GSJの

大きな貢献として取り上げられた。 
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第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス
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構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取
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り組む。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（平成 32年 3月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて平成２９年度におい

ては体制の整備や様々な取組

の実施・継続に努め、年度目標

達成率も伸長しているもの

の、目標期間終了時にこれを

確実に実現することが最も重

要。このため評価指標である

「民間資金獲得額」の平成２

９年度目標が未達であった領

域については、現状の体制や

取組の更なる改善点の洗い出

しやこれを踏まえた改善、一

層の取組強化等が必要であ

る。また目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、組織全体として目

標達成に向け継続した努力を

求める。 

 

（地質調査総合センターに対

する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」の早期達成が

課題。これに向けて現状の体

制や取組の更なる改善点の洗

Ⅰ．研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（６）マーケティング力の強

化 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・各領域においては、領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究

前期、「橋渡し」研究後期、及びマーケティングを一体的かつ連続

的に行う。領域ごとの数値目標を表１の通り定める。（表１より、

地質調査総合センターの民間資金獲得額の平成 30年度目標は 2.9億

円） 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動

を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲得強化

の方針を導入する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・民間資金獲得額の目標達成に向けて、平成 27年度には産総研の

他領域の研究企画室とも情報を共有し、異なる領域、地域センター

に跨るマーケティング機能を強化した。また平成 27年度以降、GSJ

幹部と ICによる GSJ技術マーケティング会議を原則毎月開催し、

ICが継続的に集約した外部資金の状況やマーケティング情報を共有

し、結果をユニットへフィードバックしてきた。平成 28年度から

は GSJ幹部や ICによる企業訪問など直接的なマーケティングに加

え、つくば及び地域センターでのテクノブリッジフェア、GSJシン

ポジウムの他、学会活動を通じた専門家集団としての交流に基づく

マーケティングを活用している。こうした取り組みの結果、第４期

中長期目標期間中の民間資金獲得額を増加させ、平成 30年度には

目標額 2.9億円のところ 3.7億円を獲得した。 
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い出しやこれを踏まえた改

善、一層の取組強化等が必要。  
（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代の

能力・経験の最大活用が必要。  

Ⅰ．研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関と

の連携強化 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・クロスアポイントメント制度と従来の連携制度を併用することで、

基礎研究、応用研究・開発、実証、事業化といった各段階において他

の機関に所属する優秀な人材を取り込んで最大限に活用する。これに

より、組織間の連携推進を実効的に進めるとともに、多様な連携の方

策から最適な仕組みを選びつつ推進する。これに加えて大学等の研究

室単位での産総研への受け入れや、産総研の研究室の大学内もしくは

隣接地域等への設置を通じて、大学等との一層の連携強化を図る。 

 

 

 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人

材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組

織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有す

ると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び直ち

にテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 29 年

度実績と同等以上の人数受け入れ・出向を目標とするとともに、本制

度を活用した民間企業への職員出向の実施を目標とする。 

・研究者の育成において、以下の取り組みを行う。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティ

ブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材およ

び大学院生等を対象に、講義・演習と産総研における研究実践、長期

企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワーク構築を継

続的に支援する。さらに、希望するスクール生以外の大学院生にも講

義聴講を可能とし、将来的なイノベーションスクールへの応募に繋げ

る。 

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管

理マネジメント能力等を有する定年後の職員について、その能力等に

応じた適切な処遇のもと、必要な人材の登用を引き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材のポテンシャルを生かし、個人の能力を存分

Ⅰ．研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（７）大学や他の研究機関との連携強化 

・海洋研究開発機構、土木研究所との包括連携協定による協力関係

を維持・推進した。連携大学院へは、教員を 8名派遣した（東京大

学、千葉大学、東北大学、広島大学、東邦大学、お茶の水女子大

学）。大学・公設試験研究機関との共同研究は 34件（うち、海外

は 4件）であった。科学研究費補助金については、GSJ研究者が代

表の 53件（直接経費で約 1億 900万円）に加え、大学等との連携

により 76件（直接経費で約 4,000万円）獲得した。また、クロス

アポイントメント制度を利用して、1名は東京大学から GSJに雇

用、1名は名古屋大学から GSJに雇用、1名は島根大学から GSJに

雇用されて人事交流を図った。 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・クロスアポイントメント制度として 3大学と契約関係を結び、計

3名の研究者が同制度の下で研究を実施している（いずれも大学か

ら GSJに雇用）。その他、気象庁や原子力規制庁、文科省へ専門人

材を派遣し、それぞれ専門人材として火山や原子力施設の立地に関

する助言を行っている。 

・産総研の制度による人材育成及び拡充として、平成 30年度はリ

サーチアシスタント 22名、イノベーションスクール生 4名、特別

研究員 12名の雇用を行った。 

・研究職員の採用では、中長期的な研究戦略課題への採用と現行の

プロジェクト研究への即戦力獲得の両面をバランスよく目指した。

具体的には、これまでと同様博士号取得者を主な公募対象としつ

つ、平成 29年度から修士卒も一部公募の対象とした。これは、修

士修了者の中にも、将来第一線の研究者として活躍の期待できる優

秀な者が多くいることから、中長期的課題に向けて優秀な人材を確

保するためである。文部科学省が平成 28年度から導入した卓越研

究員制度についても、優秀な研究者の新たなキャリアパスを提示し

て若手を研究職に惹きつける制度と捉え、積極的な活用を図った。

また、即戦力の獲得を目指し年俸制の公募も行った。公募にあたっ

ては、優秀な研究人材を採用し人材基盤を拡充すること、大学と連

携して地質調査人材を育成すること、優秀な外国人研究者や女性研

究者を積極的に採用することなどを目指し、研究現場のグループリ

ーダー、研究部門幹部や GSJ幹部が採用の渉外活動、広報に積極的

に取り組んだ。その結果、平成 30年度の採用では、修士型 3名、
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に発揮できる環境を実現させて産総研の研究開発力強化や「橋渡し」

機能の充実を目指すため、産総研「第 4期中長期目標期間におけるダ

イバーシティの推進策」に基づくアクションプランや、産総研「女性

活躍推進法行動計画」に基づく取り組みを継続して推進する。 

 

博士型 5名、年俸制 1名、計 9名の優秀な研究人材を獲得できた

（うち外国人研究者 1名、女性研究者 2名）。 

・シニア世代の活用に関しては、第４期中長期目標期間中に定年退

職した研究職員 33名のうち、6割以上の 22名（平成 30年度は定年

退職者 7名のうち 5名）を招へい研究員、テクニカルスタッフ、シ

ニアスタッフなどの契約職員として適材適所に配置し、研究プロジ

ェクトのけん引から研究管理運営に係る支援業務に至るまで、ベテ

ラン人材としての能力・経験の最大活用を図っている。 

・JICA研修では、東南アジア諸国等を対象として、地質情報データ

ベース構築、資源調査技術等に関する研修・技術指導を実施した

（総受講者数 75名）。地質標本館で行う人材育成として、平成 30

年度は 9つの大学から計 14名の学生を博物館実習生として受け入

れた。また、地質試料調製実習（薄片作製）として、企業、研究機

関等から 4名 を受け入れた。 

・GSJの行う地質に関わる人材育成については、平成 28年度に地質

分野における人材育成とデータバンクづくりを目的とした、募集特

定寄附金制度（ジオバンク）を開始し、人材育成をジオ・スクール

として開設することとした。また平成 29年度には、研修事業の参

加者に応分の負担を依頼する仕組みとして産総研コンソーシアム

「地質人材育成コンソーシアム」を設立し、現在はジオバンク資金

とコンソーシアムの会費の 2本建てで研修事業（ジオ・スクール）

を行っている。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―７ 計量標準総合センター 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
知的基盤整備計画 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高  知的基盤は、重要度：高、難易度：中 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：7.2 

 

4.1 

 

4.7 

 

7.2 

 

7.5 

 予算額（千円） 8,661,466 9,188,714 8,382,598 8,482,634  

論文の合計被引

用数*2、*3 

H30年度 

目標:2,600 

 

2,388 

 

2,700 

 

2,626 

 

2,566 

 決算額（千円） 

（うち人件費） 

6,672,570 

(4,272,419) 
8,030,514 

(4,698,442) 
8,071,408 

(4,614,207) 
8,316,999 

(4,581,578) 
 

論文発表数*2 H30年度 

目標：205 

 

197 

 

204 

 

239 

 

205 

 経常費用（千円） 7,461,800 8,379,824 9,770,262 8,456,598  

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：10 

5 9 12 13 
 経常利益（千円） △ 129,805 △ 52,992 △ 343,587 △ 68,621  

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

4 1 3 6 

 行政サービス実施

コスト（千円） 

8,340,332 8,793,306 12,092,242 8,737,644  

知的財産の実施

契約等件数 

H30年度 

目標：85 

 

83 

 

81 

 

97 

 

100 

 従事人員数 535 555 551 543  

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：  

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。 

*2論文の合計被引用数及び論文発表数について：  

 平成 29年度以前は、研究職員と招へい研究員（役付）を集計したもので、平成 30年度以降は、 

 全ての研究業務に従事する契約職員を含む。 

*3論文の合計被引用数について： 

 平成 27年度の値は、平成 24年～26年に出版された論文の平成 27年 12月までの被引用数であり、 

 平成 27年度評価では評価対象としない。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域の活動の背景： 

 計量標準総合センター（NMIJ）は、計量標準の整

備と供給（産総研法に定める第 3 号業務）を主要

課題として活動し、質・量ともに欧米諸国に比肩

しうる基本的な計量標準を整備し、環境、エネル

ギー、医療、健康といった個別具体的な需要に対

応する計量標準を立ち上げ、これら計量標準の維

持・高度化を継続するとともに、法定業務である

特定計量器の型式承認、基準器検査を着実に執行

してきた。また、計量行政に従事する公務員や計

量士、民間企業や公的機関において計量業務に携

わる計量人材を育成するともに、校正事業者など

が保有する校正ラボの整備のための標準供給体制

の確立、定期的に実施される国家計量機関間の基

幹比較を通じた各量目の国際同等性評価、さらに

は途上国における計量標準の整備に関して支援を

行ってきた。 

 近年においては、基本的な計量標準の整備が進

む一方、量目・範囲が多岐に渡る新たな計量標準

（標準物質を含む）が求められている。また、開発

した各々の計量標準・標準物質を最終のユーザに

効率的に届ける、いわゆる計量トレーサビリティ

体系の構築は、国際的な基準認証の同等性・整合

性を保証するものであり、グローバル化した企業

等が障壁のない自由な貿易を展開する際に必要不

可欠となる。これと同時に、計量標準について卓

越した実力を有する NMIJに対し、計量標準の開発

を通じて培った知見・計測技術を直接産業競争力

に結びつける、いわゆる産業界への「橋渡し」も求

められるようになった。 

 そこで、NMIJは、上述した計量標準の的確な整

備と普及に加えて、計量標準に関連した計測技術

を基に産業界への「橋渡し」研究を行った。「橋渡

し」研究前期では、水素流量計測技術の開発等を

実施し、公的研究資金の獲得予算を大幅に向上さ

せた。「橋渡し」研究後期として、電磁波を利用し

たセンシング技術の開発等を実施し、多くの技術

が民間企業との共同研究において実用性が実証さ

れ、製品化、事業化に結び付いた。また、国際単位

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：多岐に渡る物理標準・標準物質といった計量

標準の整備と利活用促進は、計測の正確さと信頼性

の確保が重要となる健康・医療や、安全性に関係す

る計測、環境計測等の分野にとって極めて重要であ

り、また、グローバル化された貿易においても国際

通商のツールとして不可欠である。具体的には、が

ん治療のための放射線・放射能標準の整備、蓄電デ

バイスの安全性評価基準の確立に向けた蓄電池の

内部インピーダンス標準の整備、食品分析用等のア

ミノ酸類混合標準液の製品化など、「社会の安全・

安心」へ貢献する標準を整備した。また、質量の単

位キログラムの普遍的な定義への改定に対する貢

献、単結晶の原子ステップを利用したものさしの開

発など「次世代計量標準」に寄与する技術開発を実

施した。さらに、電磁波の位相・振幅相関を利用し

た農産物等の水分量の高速センサの開発、次世代薄

板ガラスの残留歪み計測のための高速位相計の開

発、高温熱電対標準の整備、微量水分計の範囲拡大、

qNMR とクロマトグラフィーを組み合わせた新規計

測法など、「計量標準の利活用を促進」するセンサ・

標準器の開発においても顕著な成果が得られた。計

量標準の整備拡張に伴い、NMIJ における特定二次

標準器の校正件数、標準物質の供給件数も年々増加

した。例として、特定二次標準器の校正件数は、産

総研発足時は 63 件であったのが、平成 30 年度で

535件に大幅増加した。その結果として、計量法に

基づくトレーサビリティ制度である計量法校正事

業者登録制度（JCSS）の校正証明書発行件数は年々

増加し、平成 29年度は 530,000件を上回った。    

 法定計量業務の実施と人材の育成は、法令で定め

られた業務であり、長年継続的にかつ着実に実施す

ることが重要である。具体的には、計量の基準を定

め、適正な計量の実施を確保し、計量業務に携わる

人材を育成することで、経済の発展に寄与する。 

 計量標準の普及活動については、講習会・研究会

等を通した情報提供やコンソーシアムを利用した

技術研修・技能試験を通して、開発した計量標準や

評定  
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系（SI）の基本単位の定義改定に象徴されるよう

な国際計量標準・基礎科学への寄与、更には、いわ

ゆる目的基礎研究や知的基盤として将来の計量標

準や先端計測に必要となる技術を先導して開発す

ることにも積極的に取り組んだ。 

 

領域全体の戦略・マネジメント： 

 産総研第 4期中長期目標期間（平成 27年度～令

和元年度）（以下、「第 4期」）における領域のミッ

ションは、次の 6項目である。 

（中核ミッション） 

①：確立した計量標準の着実な維持と供給及び普

及促進 

②：ユーザニーズ調査に基づいた計量標準の開発

と供給 

③：国際的な枠組みでの計量標準確立への貢献 

④：計量法業務の的確な遂行及び人材育成 

（新たな挑戦としてのミッション） 

⑤：標準整備により築かれた高精度計測技術及び

その派生技術を生かした橋渡し機能強化 

⑥：長期的な観点から、将来の科学や産業で必要

とされる計量標準や知的基盤の整備に向けた目的

基礎研究の推進 

 

 また、上記のミッションを効率的に遂行するた

め、第 3 期中期目標期間までは全ての計量標準の

量目を担っていた計測標準研究部門を技術分野ご

とに分割し、計量標準総合センターの下、以下の 4

研究部門、1 普及センター体制とした。これによ

り、国立標準研究機関としての一体感を保持しつ

つガバナンスを強化するとともに、各研究部門の

長を関連技術分野（標準・計測）の市場ニーズを把

握する司令塔として明確化し、これまで以上に市

場を見据え産業界との連携を緊密化した。さらに、

研究部門ごとに計量標準の整備と計測技術の開発

のバランスを勘案して、部門の事業効率を最適化

する役割を各研究部門の長に付与した。 

工学計測標準研究部門：質量、力学、長さ・幾何

学、流体の各標準および法定計量 

物理計測標準研究部門：時間周波数、温度、電磁

気、放射測光の各標準 

物質計測標準研究部門：化学・材料系の物質量や

標準物質を最終ユーザまで、効率的に届ける取り組

みを行い、中小企業やユーザレベルでの計量標準の

利活用が促進された。 

 計量標準に関連した計測技術の開発では、計量標

準の開発において得られた知見や技術を用いて、目

的基礎研究、「橋渡し」研究前期・後期を多様な研

究テーマで実施する事に加え、ユーザが抱える計測

課題に対して技術コンサルティングで個別に連携

を展開することで産業界からの要請に応えてきた。

また、資金提供型共同研究に加えて、計測機器・分

析機器の高度化等を目標とした装置提供型共同研

究の件数が増加した。結果として、第 4期を通じて

見た場合、平成 27年度～平成 29年度の民間資金獲

得目標値の合計 14.4 億円に対し、3 年間の実績合

計額は 16 億円（目標に対して 111 %）となり、目

標を大きく上回る成果を上げた。平成 30 年度の獲

得額は 7.5億円（目標に対して 104 %）となり、目

標を大きく上回った。令和元年度においても、引き

続き技術コンサルティング等に対する産業界の期

待は高いと予想され、また、装置提供型共同研究の

件数も増えると予想される。したがって、令和元年

度、および第 4期全体を通じて、当領域の民間資金

獲得の目標は達成可能と見込んでいる。 

 第 4 期における特筆すべき研究成果の一つとし

て、SI 定義改定に対する貢献が挙げられる。平成

30年 11月にフランスで開催された国際度量衡総会

で、7つの基本単位のうち、キログラム（質量）、ケ

ルビン（温度）、アンペア（電流）、モル（物質量）

の 4つの単位の定義を改定することが決定された。

特に質量の単位キログラムに関しては、約 130年ぶ

りに「国際キログラム原器」という器物から、「プ

ランク定数」という物理定数を基にした定義に改定

することが決定されたが、NMIJ はこのプランク定

数の決定に大きく貢献した。現時点で、キログラム

原器の長期安定度を超える精度で、プランク定数に

基づいて質量標準を実現できる国は日本を含めて

僅か 4 か国のみであり、NMIJ の技術力の高さを示

した。プランク定数を決定するためには、様々な高

精度な計測が必要になり、これらの最先端計測技術

は長さ、時間、温度などの他の最高精度の計量標準

に支えられている。したがって、今回の SI 定義改

定に対する貢献は、NMIJ の総合力の高さを示した
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

 計量標準の

整備と利活用

促進、法定計量

業務の実施と

人材の育成、計

量標準の普及

活動、及び計量

標準に関連し

た計測技術の

開発を行う。 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幾何学量等に係わる標準物質および各標準 

分析計測標準研究部門：音響、量子放射の各標準

および将来の計量標準を目指した先端的分析機器

の開発 

計量標準普及センター：計量標準の品質管理、計

量法に係る計量技術に関する関係機関との調整、

国内の計量技術者の計量技術レベル向上のための

計量教習など 

 

研究開発の方針とマネジメント： 

 ミッション達成に向けて、第 4 期の経営方針は

下記とした。 

・計量標準整備計画策定へ参画し、計画に則り計

量標準を整備する［ミッション①②］ 

・SI基本単位定義改定に関連した研究開発を行う             

［ミッション③］ 

・法令で定められた業務を確実に実施する                

［ミッション④］ 

・イノベーションコーディネータ（IC）を中心とし

た取り組みや技術コンサルティングなどの制度を

活用して民間資金獲得や知的財産実施契約に繋げ

る ［ミッション⑤⑥］ 

・人材育成や評価制度の中で研究活動をモニタリ

ングしつつ論文発表数の増加に努める   

[ミッション①②③④⑤⑥] 

 

 第 4 期を通じて、研究開発の方針に則り、次の

対応を行った。予定されている計量標準の整備に

必要な研究開発を適切に行うこととして、経済産

業省基準認証政策課と連携し、整備計画進捗モニ

タリングを行うと共に、ホームページに通年で専

用ページを設けて計量標準のユーザニーズ調査を

行った。必要に応じて計量標準を整備するための

資金、人員などのリソースを投入した。技術コン

サルティングの件数・契約額の拡大等による更な

る民間資金獲得を目標に掲げ、技術シーズ等の提

供を行った。コンサルティングでの技術ニーズの

把握をきっかけとした共同研究への発展や知財実

施契約を目指すこととし、第 4 期初年度となる平

成 27 年度から領域の月次技術マーケティング会

議を設置し、連携進捗状態の確認、問題の把握、連

携の大型化への取り組みを行った。また、計測機

事に他ならない。また、数十年という長期間にわた

り研究を継続し、技術を積み重ねてきた事により、

この歴史的成果が得られたという事実は、長期的な

取り組みが必要となる研究課題を継続的に支援す

ることの重要性を示している。日本が、SI定義改定

に主体的に取り組み、貢献したのは、度量衡の長い

歴史の中でも今回が初めてであり、新聞社やテレビ

局などからの数多くの取材を受け、計量標準の活動

を一般社会に広く伝える好機となった。 

 この他にも、第 4期を通じて、数多くの研究成果

をプレスリリースという形で発信した。プレスリリ

ースの件数は、平成 27年度～平成 29年度の 3年間

合計は 38 件、平成 30 年度単年度では 11 件となっ

ている。  

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とす

る。 

 なお、評価委員からは、 

「当領域としての橋渡し研究の考え方を示し、目的

基礎から後期のそれぞれの段階での要求事項を明

確にしている。」「組織マネジメントの可視化を試み

ている。」「SI 基本単位の定義改定について国内プ

ロモーション委員会を設立、各種メディアに情報発

信するなど計量標準にかかわる活動の広報に努め

たことは評価できる。さらに 2020 年開催のオリン

ピックを好機ととらえ、ドーピング検査体制強化、

SI トレーサブルな分析基盤構築のため、ドーピン

グ検査標準研究ラボを設立するなど積極的な活動

は計量標準の重要性を一般へ認知させ、かつ社会ニ

ーズともマッチした良い取り組みである。」「橋渡し

後期でも大学や公的機関との共同研究が増加し、知

的基盤整備でも標準物質頒布件数も大幅に更新し

ているなど、領域の目標値を上回る成果を複数あげ

たことは大変評価できることと思います。」「民間へ

の協力、基礎研究、計量標準等のバランスが良くな

っており、今後も継続が可能であると考えられる。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 第 4 期の最後の年度となる令和元年度について

は、民間資金獲得における目標の達成が課題であ
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められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3億

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

器業界を中心に領域長による企業訪問を行い、経

営層レベルでの連携強化を図った。研究活動をモ

ニタリングしつつ論文発表数の増加に努めること

とし、若手研究者を対象とした萌芽研究及び在外

研究の制度を設けて予算的な支援を行った。国家

計量標準機関として、国内の経済・産業及び医療

や食品など、あらゆる社会活動に必要とされる計

量標準の開発・維持・供給を継続し、計量トレーサ

ビリティ体系の持続的な発展に必要な策を検討し

実施に移すため、テクニカルスタッフの最適な配

置、長期的な設備計画の更新を行った。 

 平成 30年度に実施した具体的な活動としては、

計量法関連の政省令が改正されて自動はかりが特

定計量器に指定され、規制の対象になることを踏

まえ、電磁両立性試験（EMC）と耐環境性試験を実

施出来る環境を整備し、計量法に関する業務の確

実な実施に備えた。また、2020年の東京オリンピ

ック・パラリンピックに向けて、定量核磁気共鳴

分光法(qNMR)/クロマトグラフィーやポストカラ

ム反応ガスクロマトグラフィーなど、NMIJで開発

された標準物質の効率的な開発に不可欠な技術を

用い、我が国のドーピング検査体制を強化すると

ともに、関係各機関と連携し SIにトレーサブルな

分析基盤を構築するために、「ドーピング検査標準

研究ラボ」を設立した。さらに、SI単位改定に際

し、計量標準に係る活動を広報する好機ととらえ、

学術会議、学会、工業会、および各種メディア（新

聞、雑誌、著書、テレビ、ラジオ 等）を通じて発

信した。 

 

領域全体として特筆すべき取組。特筆すべき研究

開発成果： 

 知的基盤整備計画（平成 25年度～令和 5年度）

に基づく着実な計量標準の整備及び法定計量業務

の実施と人材の育成に取り組むとともに、計量標

準に関連した計測技術の開発として、計測・分析・

解析手法及び計測機器・分析装置の開発、高度化

を進め、目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡

し」研究後期の研究課題に取り組んだ。 

知的基盤整備計画に基づき、物理標準および標

準物質の整備が確実に進捗した。新規に整備され

た校正・試験項目（範囲拡大等含む）は、平成 27

る。現時点では目標の達成が見込まれるが、民間資

金獲得に関しては、NMIJ の強みを生かした技術コ

ンサルティングで、引き続き個別ニーズに対応して

いくとともに、信頼性の高い評価技術に基づき、装

置提供型共同研究等を、確実に実施していくことが

重要となる。それ以降の長期的な視点での課題と対

応に関しては次の通りである。 

 計量標準の整備と利活用促進という観点からは、

多様化する計量標準のニーズへの対応が課題であ

る。ニーズに合った計量標準を整備するために定期

的なニーズ調査を行い知的基盤整備計画へ反映さ

せる。また、利活用促進のためには長期間にわたり

安定した標準供給を続ける必要があるため、継続的

な研究開発及び国際比較への参加による技術力の

維持が重要となる。 

 法定計量業務では、法令で定められた業務の着実

な実施と人材育成が継続的に求められている。 

NMIJ を取り巻く環境が変化していく中においても

これに対応する必要があることから、試験検査・承

認業務の効率化に努め、常にリソース配分の最適化

を考慮したマネジメントが必要となる。法改正があ

った場合には、それに対応した体制整備を行うとと

もに、講習会や研修等で法定計量技術者の育成に寄

与し、そのレベルの向上に貢献する。 

 計量標準の普及活動では、中小企業やユーザレベ

ルでの計量標準の利活用の推進が課題である。情報

提供や講習・技能研修活動の拡充により、校正事業

者ばかりではなく、計量トレーサビリティ体系にお

ける中間ユーザへも直接働きかけを行う。また、JIS

等の工業規格化、及び ISO、IEC 等の国際規格化を

推進し技術基準の普及に貢献する。 

計量標準に関連した計測技術の開発では、産業界や

個別ユーザが抱える計測課題の解決が期待されて

いることを考慮し、目的基礎研究、橋渡し研究にお

いてテーマ選別を的確に行い、期待に応える技術開

発を推進する。 

 民間資金獲得についても、第 4期のみという短期

的視点でなく、第 5期以降を視野にいれた活動が重

要であり、引き続き計量標準等に関わる本務を遂行

しつつ、NMIJへの信頼（ブランド）を維持向上させ

ていくことが必要である。 
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ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

を表１の通り定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

年度～平成 30 年度の 4 年間において 80 項目であ

る。また、新規に整備された標準物質は、平成 27

年度～平成 30年度の 4年間において 46種である。

更に、これらの新しく整備した計量標準及び第 4

期以前に整備が完了した計量標準を適切に維持・

管理し、産業界に対して標準供給を着実に実施し

てきた。国家計量標準の供給として、平成 27年度

～平成 30年度の 4年間の特定二次標準器の校正件

数は 1,743 件であった。依頼試験に関しては、平

成 27 年度～平成 30 年度の 4 年間で 1,226 件の実

績となっている。標準物質の供給件数としては、

平成 27 年度～平成 30 年度の 4 年間で 8,603 件で

あった。 

 目的基礎研究では、単一光子分光イメージング

技術の開発、先端材料評価のためのレーザー分光

法の開発、有機質量分析の高感度・高精度化技術

の開発などを実施した。単一電子制御技術の開発

等で優れた成果が得られた。NMIJの研究者が著書

となっている研究論文の被引用回数については、

以下の通り。 

 

論文の合計被引用数 

平成 27年度：2,388回 

平成 28年度：2,700回 

平成 29年度：2,626回 

平成 30年度：2,566回  

 

NMIJの研究者が著者となっている研究論文数につ

いては、以下の通り。 

 

論文発表数 

平成 27年度：197報 

平成 28年度：204報 

平成 29年度：239報 

平成 30年度：205報  

 

「橋渡し」研究前期では、国家戦略や法令・規制へ

の対応、社会ニーズへの対応に繋がるテーマとし

て、水素流量計測技術の開発と国際標準化、粒子

計測技術の開発等を実施した。産業・科学分野に

おける水分計測の信頼性向上に向けた研究等にお

いて顕著な成果が得られた。公的研究資金の獲得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況は以下の通り。 

 

公的研究資金の獲得状況 

平成 27年度：4.7億円 

平成 28年度：6.5億円 

平成 29年度：7.1億円 

平成 30年度：9.1億円 

 

また、知財の実施件数については、以下の通り。 

知的財産の実施契約等件数 

平成 27年度：83件 

平成 28年度：81件 

平成 29年度：97件 

平成 30年度：100件  

 

 「橋渡し」研究後期として、電磁波を利用したセ

ンシング技術の開発、X 線インフラ診断のための

革新的 X 線検査装置の開発、モアレを利用したマ

ルチスケール変位・ひずみ分布計測などを実施す

ることで、産業と技術革新の基盤をつくり、SDGs

に貢献した。これらの多くは民間企業との共同研

究において実用性が実証され、その結果、製品化、

事業化に結び付いている。幾何計測の分野におい

て、全国 39 都道府県 45 か所の公設研との相互協

力体制を構築し、3D形状計測のノウハウを地元企

業に伝授する活動を実施し、地域イノベーション

に貢献した。更に、ナノ・ピコメートル精度評価技

術の産業応用、ナノ材料の適正管理実現に向けた

ナノ粒子計測システム開発に関する研究など、精

密計測技術を用いて、計測のソリューションを提

供する形での民間製品の性能評価や高度化支援に

貢献した。“計測”の強みを活用した技術コンサル

ティングは、ICを積極的に関与させ宣伝した結果、

平成 30 年度で 2.36 億円(229 件)に達し、平成 29

年度の 1.75億円(187件)と比べ金額で約 1.3倍と

なり、連携の拡大強化が進んだ。技術コンサルテ

ィング及び共同研究、受託研究、技術移転収入を

合わせた民間資金の獲得額は以下の通り。 

 

民間からの資金獲得額 

平成 27年度：4.1億円 (目標額 3.6億円に対し達

成率 113 %） 
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を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度：4.7 億円（目標額 4.8億円に対し達

成率 97 %） 

平成 29年度：7.2 億円（目標額 6.0億円に対し達

成率 120 %） 

平成 30年度：7.5 億円（目標額 7.2億円に対し達

成率 104 %） 

 

中堅・中小企業の研究契約件数の大企業に対する

比率については、以下の通り。 

大企業と中堅・中小企業の研究契約件数の比率 

平成 27年度：43.3 % 

平成 28年度：44.4 % 

平成 29年度：38.4 % 

平成 30年度：34.0 %  

 

 知的基盤の整備を目的とした、計量標準の開発

も積極的に展開した。キログラムの定義改定への

貢献、光格子時計による次世代時間・周波数標準

の開発など、最も基本的な知的基盤の高度化を推

進し、国際貢献、科学的プレゼンスの向上といっ

た観点においても大きな成果を挙げた。計量標準

トレーサビリティシステムの高度化や次世代計量

標準においては、産業界を支える様々な電気標準

などを開発した。さらに、水道法等の規制に対応

した標準物質の開発、放射線利用の安心・安全の

ための計量標準整備など、計量法に基づく標準開

発、知的基盤の整備に必要となる研究においても

顕著な成果が得られた。 

 計量標準及び産業界でのものづくりにおける研

究開発の基盤強化に資する信頼性の高いデータベ

ース（DB）を公開している。有機化合物のスペクト

ルデータベース（平成 27 年度～平成 29 年度の 3

年間のアクセス件数：約 1億 2,000万件、平成 30

年度のアクセス件数：約 3,800万件）、分散型熱物

性データベース（平成 27 年度～平成 29 年度の 3

年間のアクセス件数：約 560万件、平成 30年度の

アクセス件数：約 190 万件）及び固体 NMR スペク

トルデータベース（平成 28 年度～平成 29 年度の

2 年間のアクセス件数：約 19 万件、平成 30 年度

のアクセス件数：約 11万件）の更新・拡充も実施

した。 
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 民間資金獲得額の目標達成に向けて、平成 30年

度においても、毎月開催する技術マーケティング

会議を通して、領域内の連携活動の企画、調整、情

報共有を行うとともに、各ユニットに於いては、

連携担当を中心に橋渡しの実践に取り組んだ。そ

の結果、特に、当領域が強みとする技術コンサル

ティング、計測機器・分析機器の高度化等を目標

とした装置提供型共同研究の資金獲得額が増加し

た。技術コンサルと装置提供型共同研究の資金獲

得額の総額は平成 27年度は 0.3億円であったのに

対し、平成 30 年度はおおむね 3.4 億円と大幅に

増加した。 

 

技術コンサルティングの各年度の獲得額は以下の

通り。 

平成 27年度：0.3億円 

平成 28年度：1.4億円 

平成 29年度：1.7億円 

平成 30年度：2.4億円 

 

 当領域の民間資金獲得額・件数の向上は、公平

性・透明性・信頼性が求められる計量標準の重要

性が民間企業や産業界に浸透し、製品の品質向上

や他社との差別化に有用との認識が高まったこと

が要因の一つと考えられる。今後も産総研計量標

準のブランド構築・維持のために、計量法業務の

的確な遂行、計量標準の着実な維持と供給及び普

及促進が不可欠である。 

 若手研究者の雇用に関しては、技術研修生、リ

サーチアシスタント（RA）の受け入れを積極的に

進めた。平成 30年度においても、修士学生向けの

研究室見学会、修士学生向けの 5days インターン

シップ事業を実施し、リクルート活動を推進した。

入所した新人の教育に関しては、各種研修のほか、

領域独自の取り組みとして、新人研究職員が実施

する研究の調査研究を義務化し、調査研究の結果

を論文及び口頭発表という形で発信した。また、

若手研究員に対しては、萌芽研究加速費事業によ

って独創的な研究テーマを支援するとともに、

NMIJフェローシップ制度によって在外研究の機会

を拡大した。さらに、シニア世代の能力・経験を最

大限継承出来るよう、世代交代を踏まえた適切な
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 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

 

人員配置を行った。リサーチアシスタント及び産

総研イノベーションスクールに採用された人数は

以下の通り。 

平成 27年度：9人 

平成 28年度：10人 

平成 29年度：15人 

平成 30年度：19人 

 

 第 4 期中長期目標期間の累計として、1,000 万

円以上の橋渡し研究を企業と実施した件数は平成

30年度までに 9件である。また、これらの事業化

の実績として、知的財産の譲渡契約および実施契

約は平成 30 年度までに 0 件、製品化は平成 30 年

度までに 2件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

（１）「橋渡し」

につながる基

礎研究（目的基

礎研究） 

 「橋渡し」機

能を持続的に

発揮するには、

革新的な技術

シーズを継続

的に創出する

ことが重要で

ある。このため

の目的基礎研

究について、将

来の産業ニー

ズや内外の研

究動向を的確

に踏まえ、産総

研が優先的に

取り組むべき

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○将来の橋渡しの

基となる革新的な

技術シーズを生み

出す目的基礎研究

に取り組んでいる

か。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・論文の合計被引

用数（評価指標） 

・論文数（モニタ

リング指標） 

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標） 

 

 将来の「橋渡し」に繋がる技術シーズや、世界ト

ップレベルの成果の創出を目指した「目的基礎研

究」においては、これまで当領域が築いてきた精

密計測技術における強みを生かし、 

・計量標準機関の競争力根幹に関わる計測・分析・

評価の各技術 

・量子化による高分解能化・高精度化 

・分析技術の開発・効率化 

・新たな現象を評価する技術の開発 

に取り組んだ。すなわち、計量標準機関としての

コアコンピタンスの醸成に資する目的基礎研究と

して、具体的には、以下の挑戦を基本戦略として

設定した。 

・単一電子、単一光子、単一原子といった量子単一

ユニット標準への挑戦 

・標準を内包（Intrinsic）する計量標準への挑戦 

・高感度、高分解能、高安定度な標準への挑戦 

・計測場を乱さない新規技術への挑戦 

・標準供給を効率化するゲームチェンジへの挑戦 

・新たな分析、計測技術への挑戦 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：次世代の計量標準に必要な計測技術と潜在的

な社会的ニーズを見据えた上で、計量標準機関の競

争力根幹に関わる計測、分析、評価技術について、

量子化による高分解能化・高精度化、分析技術の開

発・効率化、新たな現象を評価する技術の開発に取

り組んだ。単一光子の分光イメージングが可能な光

子顕微鏡、単一電子制御技術を利用した微細なメカ

ニカル振動子による核磁気共鳴制御、精密なレーザ

ー分光技術による光機能材料の発光機構の解明な

ど、世界初の成果を創出した。当領域が築いてきた

精密計測技術における強みを生かし、ライフサイエ

ンスや医薬の技術促進や信頼性向上を可能とする

単一光子分光イメージング技術、有機質量分析の高

感度・高精度化技術など、世界トップレベルの成果

や将来の橋渡しに繋がる技術シーズを実現した。こ

れらの成果により、学術的な先端科学研究への貢献

の他、量子標準に基づく新たな標準の実現による知

的基盤への貢献や、材料や医療等の分野へ貢献する
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ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組むも

のとする。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化するものと

する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図るもの

とする。 

 目的基礎研

究の評価に当

たっては、研究

ものとなって

いるかを十分

精査して研究

テーマを設定

した上で、外部

からの技術シ

ーズの取り込

みや外部人材

の活用等も図

りつつ、積極的

に取り組む。ま

た、従来から行

ってきた研究

テーマについ

ては、これまで

世界トップレ

ベルの成果を

生み出したか

という観点か

ら分析・検証し

て世界トップ

レベルを担う

研究分野に特

化する。 

 これにより、

将来の「橋渡

し」研究に繋が

る革新的な技

術シーズを創

出するととも

に、特定法人の

目指す世界ト

ップレベルの

研究機関とし

ての機能の強

化を図る。 

 目的基礎研

究の評価にお

いては、将来の

橋渡しの基と

なる革新的な

技術シーズを

当領域では、各研究部門が所掌する単位に関連し

て、正確な目盛（国家標準とトレーサビリティ）を

必要とする計測技術を中核的な競争力と位置付

け、目的基礎研究の研究テーマを設定した。テー

マの設定においては、将来的な製品化や事業化を

見据えて、研究開発の結果を基盤的な試験方法や

計測方法として標準化する道筋も重視した。更に、

国内の校正事業を網羅的に把握している利点を生

かして、校正から連続的に広がる計測の現場や、

製品開発レベルまでトレーサビリティ体系の構築

を実現しうるテーマを設定した。正確な目盛の実

現に関する国際的な競争力を源泉としつつ、世界

トップレベルの成果を生み出しており、テーマ設

定は適切であった。 

 産総研第 4期、及び、平成 30年度の具体的な研

究開発について、具体的な背景、実績、成果を以下

にまとめる。なお、成果の指標は、代表的なものを

記載してある。また、指標の値のうち、数値の表記

は、以下の通りとする。 

・[]の前の数値は、第 4期の値。 

・[]内の数値は、平成 30年度の値で、第４期中期

全体の内数。 

例えば、「国際誌 7[3]報」の表記であれば、第４

期中の成果が 7報で、この内、平成 30年度の成果

が 3 報となる。この数値標記は、以下、同様の扱

いとする。 

 

単一光子分光イメージング技術の開発： 

バイオイメージングの分野では、標識等で染色

した細胞に強力なレーザー光を照射した時の蛍光

を顕微鏡で観察するイメージングが一般に行われ

ている。しかしながら、染色やレーザー光は細胞

に深刻なダメージを与えるため、これが障害とな

り細胞本来の構造の観察や細胞内成分の識別を安

全に行なうことが難しいという課題があった。 

そこで本研究課題では、光の最小単位である光

子を測定対象とし、細胞の生体活動に伴う光子を

高精度に検出するための単一光子分光イメージン

グ技術の開発に取り組んでいる。超伝導現象を利

用して一つ一つの光子のエネルギー（波長）を計

測できる検出器技術を開発し、これを光学顕微鏡

に搭載することで、平成 29年度には光子数 1個～

橋渡し前期、及び、橋渡し後期への展開が期待され

る。 

 

 産総研第 4 期、及び、平成 30 年度の個別の研究

開発について、具体的な成果の意義、アウトカムを

以下にまとめる。 

 

単一光子分光イメージング技術の開発： 

単一光子の分光イメージングが可能な光子顕微鏡

を世界で初めて開発した。単一光子分光が可能な超

伝導光センサを光学顕微鏡等と組み合わせた、超高

感度（単一光子を観測可能）で広帯域（可視域から

近赤外域まで波長感度を持つ）なイメージングシス

テムを開発した。これにより従来の顕微鏡では測定

できない微弱な光強度レベルで、工業用サンプルや

細胞サンプルをカラー観察することに成功した。 

細胞への光照射を 1/100 に抑えることで光障害の

リスクを回避できる効果が期待できるため、侵襲性

の低い細胞観察を基盤とする医薬品、医療技術開発

での活用が見込まれる。低侵襲での細胞イメージン

グは、例えば iPS細胞における将来癌化の恐れのな

い細胞を安全に識別する技術に応用できるなど、極

めて高い社会的効果が期待できる。また、細胞内物

質の僅かな変化を解析できることから、有用微生物

（石油代替燃料産生など）の選別など、新技術開発

への貢献が期待される。 

 本技術は、単一光子分光イメージングの世界初の

実証として、平成 29年度にプレスリリースを行い、

日刊工業新聞等 4 誌で報道された。論文について

は、IF 付国際誌に 7 報掲載された。外部予算とし

ては、JST-CREST(平成 29年度)、JST-光・量子飛躍

フラッグシッププログラム（Q-LEAP）(平成 30 年

度)、文科省科研費(平成 29年度)を獲得し、関連研

究を実施中である。また、本技術について、平成 30

年度に文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞した。 

 

単一電子制御技術の開発： 

単電子ポンプによる電流発生や、微小電流センサ用

高集積量子ホール抵抗素子の開発、単一電子レベル

の究極の世界初のデジタル変調技術、単一電子制御

技術を応用した振動子と核スピンの相互作用実証、

単電子ポンプの高速並列駆動（予定）など、単一電
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テーマ設定の

適切性に加え、

優れた論文や

強い知財の創

出（質及び量）

を評価指標と

する。 

 

生み出してい

るかを評価軸

とし、具体的な

研究開発成果

及び論文の合

計被引用数を

評価指標とす

る。さらに、研

究テーマ設定

の適切性、論文

発表数及び大

学や他研究機

関との連携状

況を評価の際

のモニタリン

グ指標として

用いる。また、

知的財産創出

の質的量的状

況も考慮する。 

 

20個程度のわずかな光でカラー画像の撮影に世界

で初めて成功した。平成 30年度には、共焦点光学

系を取付け、従来の検出器（光電子増倍管）を使用

した場合と比べ 10分の 1から 100分の 1のレーザ

ー強度で、動物細胞の共焦点蛍光イメージング画

像を取得することに成功した。 

超伝導を用いた単一光子分光技術では、本技術

は世界トップレベルであり、検出効率（近赤外域

で 98 %以上)と高速性(時定数 100 ns以下）は世

界一の性能を誇っている。さらに、本技術の光学

顕微鏡や共焦点顕微鏡による実細胞を観察対象と

した分光イメージングの実証は、世界初の成果で

ある。これにより、細胞にとって侵襲性の低い単

一光子レベルでのバイオイメージングの実現に向

け大きく前進した。 

 [IF 付国際誌 7[3]報、特許出願１[0]件、プレス

リリース１[0]件、外部予算獲得 3[1]件、受賞 2[2]

件（文部科学大臣賞、材料科学に関する若手フォ

ーラム優秀発表賞）] 
 

単一電子制御技術の開発： 

電気の最小単位である単一電子の制御は、究極

の測定精度を実現する技術として、微小電流計測

や量子デバイス研究など、産業応用と学術研究の

両面から注目されている。また、国際単位系(SI）

の改定により、電流の単位（アンペア）が従来の定

義（電線間に働く力）から電気素量に基づいた定

義（単位時間に流れる電子の数）に変更されるこ

とが決定しており、この新しい定義に則った次世

代の量子電流標準を実現するための研究開発競争

が先進各国で精力的に行われている。 

本研究では、電子を 1 個 1 個送り出す単電子ポ

ンプ素子をはじめとして、微小電流センサ、核ス

ピン制御などの関連および派生技術の開発を通

じ、SIの新しい定義に基づいた量子電流標準や究

極の微小電流計測の実現を目指している。 

 平成 27年度には、超伝導素子を用いた単電子ポ

ンプ素子による 1.6 pAの電流発生に成功し、海外

の先行研究と肩を並べる技術を築いた。平成 28年

度には、産総研の独自技術により、微小電流セン

サで必要となる 1 MΩの高集積量子ホール抵抗ア

レー素子を開発した。平成 29年度には、電子 1個

子制御の関連技術および派生技術の開発と高度化

に取り組む。 

 単電子ポンプの開発では、実用領域で求められる

ナノアンペアレベルの電流値に近づいており、今後

さらなる大電流化と不確かさ低減を行うことによ

り、SI 単位の新しい定義にもとづいた次世代の国

家計量標準である量子電流標準の実現や、究極の精

密微小電流計測が可能となる。 

これらの成果は、量子電流標準のみならず、誘電

体材料の評価や半導体素子開発で必要な微小電流

計測の実現と精度向上に寄与するとともに、ナノ粒

子計測、微量元素分析、放射線計測、電気化学計測

など、さまざまな産業応用の可能性をもたらす。さ

らに、新しい物理現象の探索や、量子コンピュータ

の読み出し・制御、オームの法則を量子力学レベル

で検証する量子メトロロジー・トライアングル（電

圧、抵抗、電流の 3 つの電気量をすべて量子現象

（ジョセフソン効果、量子ホール効果、単電子ポン

プ）で実現し、相互に高精度測定することでオーム

の法則の整合性を検証する先端的な研究テーマ）な

ど、学術的な先端科学研究の分野にも貢献する。 

 産総研で開発したこれらの技術は、IF 付国際誌

27報に掲載されるとともに、平成 29年度に 2件、

平成 30 年度に 1 件の計 3 件のプレスリリースを行

い、平成 29 年度に学会から 1 件表彰（一般財団法

人エヌエフ基金 第 6回研究開発奨励賞）されるな

ど高く評価されている。 

 

先端材料評価のためのレーザー分光法の開発と高

度化： 

 材料の励起状態の時間分解測定を実現するレー

ザー分光法（過渡吸収分光法及びレーザー時間分解

光電子収量分光法）の開発と高度化を行った。 

短パルスレーザーを光源に用いた TR-PYS が実現

すると、通常は 10-8 Pa程度の真空が必要な光電子

分光法での評価に代わり、大気中での簡便な電流測

定による励起状態の電子エネルギー評価が可能と

なり、状態間遷移を追跡できる過渡吸収分光法と併

せて、機能性材料の動的過程を踏まえた材料設計・

材料作製に貢献できる。 

 なお、過渡吸収分光装置による時間分解測定は、

すでに産総研 TIA 推進センター共用施設ステーシ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 

で 1 ビットを表す世界初のデジタル変調技術を開

発し、約 1 MHzの単一電子精度の有限周波数交流

発生を実現した。さらに、平成 30年度には、単一

電子制御技術を応用した派生技術として、単一電

子センサを利用した微細なメカニカル振動子によ

る核磁気共鳴制御に世界で初めて成功し、Nature 

Communications誌に掲載された。振動子と核スピ

ンの相互作用を実証するこの成果は、微小電気機

械システム（MEMS）や音波を利用する核スピンの

新しい計測法の基礎原理を築くものである。 

1 MΩの高集積量子ホール抵抗アレー素子を作

製できるのは、世界でも産総研だけである。また、

電子 1 個 1 個を制御した極限分解能での交流電流

発生や、単一電子センサを利用した振動子と核ス

ピンの相互作用の実証はいずれも世界初の成果で

ある。令和元年度に達成見込みの単電子ポンプの

高速並列駆動技術は、どの研究機関もまだ達成し

ていない実用領域の大電流・高精度化を実現可能

にするものである。 

[IF付国際誌 27[5]報、プレスリリース 3[1]件、

外部受賞 1[0]件（一般財団法人エヌエフ基金 第

6回研究開発奨励賞）、外部資金 17[10]件、共同研

究 5[3]件] 

 

先端材料評価のためのレーザー分光法の開発と高

度化： 

各種電子・光デバイスはその構成材料中の電子

やホールの状態（エネルギー準位）とその変化（動

的過程）で動作するため、高性能デバイスの開発

には、材料中の動的過程とそれに関わる特に励起

状態を直接分析・評価する手法の開発及び高度化

と、それを用いた測定・解析結果に基づく材料の

設計と作製が必要である。 

これらのニーズに応えるため、短パルスレーザ

ー光の吸収及び光電効果を利用した過渡吸収分光

法の開発・高度化及びレーザー時間分解光電子収

量分光法（TR-PYS）の開発を行った。平成 27年度

～平成 29年度には、前者については、波長領域及

び時間領域で世界で最も広い測定可能範囲とし

て、紫外から中赤外までの広い波長領域(0.24 μ

m～11 μm)で、サブピコ秒からミリ秒の 12桁（100 

fs～100 ms）にわたるシームレスな時間分解測定

ョンより、外部の企業等の公開利用（年 10 件～15

件程度)に供している。これを含めた材料開発の支

援を通して各種デバイス等の高性能化に寄与し、以

って省エネルギー社会や低炭素社会の実現に貢献

する。 

本研究の成果は IF 付国際誌 36 報で公表し、有機

EL討論会講演奨励賞 1件（平成 29年度）を受賞し

た。特に過渡吸収分光法については、学会誌「応用

物理」や商業誌「パリティー」（いずれも平成 29年

度）等の解説論文の依頼執筆とプレスリリース 1件

を通じて、広く学界・産業界・社会へ成果発信を行

い、また新聞報道等(平成 29年度 1件)で社会から

の関心を集めた。 

 

有機質量分析の高感度・高精度化技術の開発： 

 新規ラジカル分解質量分析法を開発し、質量分析

により得られた情報のみからリン酸化タンパク質

由来の消化ペプチドのアミノ酸配列の解析に成功

した。また、二段化学修飾法を開発し、タンパク質

の高感度・高精度定量に成功した。 

複雑なタンパク質や消化ペプチドの解析を質量

分析のみで行うことは従来技術では難しかったが、

質量分析のみを用いて正確に解析することが可能

になった。構造解析は、X線回折や NMRでも可能で

あるが、高純度の試料が多く（mg 程度）必要とな

る。一方、質量分析は純度の低い少量（μg～fg程

度）の試料でも分析可能 であるため、本成果は大

きな意義を持つ。また、開発した二段化学修飾法に

より、汎用質量分析装置でも生体試料中の微量タン

パク質などを高精度に測定することが可能になっ

た。各種診断マーカー検査法の評価技術としての応

用が期待される。 

 開発された技術は、創薬や医療診断などにも応用

可能であり、健康長寿社会の実現に貢献できる。 

本技術は、IF付国際誌に多数掲載れ、複数の有名論

文誌（J. Phys. Chem. Bおよび J. Am. Soc. Mass 

Spectrom.)の表紙にも採用された。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とす

る。 
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を実現し、材料中の動的過程の解析への応用を行

った。（他機関は、波長領域 0.24 μm～11μmで

時間領域 100 fs～数 ns、または波長領域 0.24 μ

m～11 μm で時間領域 数 10 ns～100 ms）。励起

状態のエネルギー評価が可能な後者については、

二光子吸収による光電子放出を大気中の微小電流

（fA～pA）測定で確認し、原理の実証を行った。特

に平成 29年度には、過渡吸収分光法を駆使して、

次世代有機 EL 用発光材料の発光機構を解明し、

100 ％に近い高い発光効率を示す分子構造の特徴

を明らかにした。 得られた知見は、様々な発光色

において高い発光効率と耐久性を兼ね備えた発光

分子の探索・設計・作製に役立つものである。平成

30年度は、励起光に対して検出光の照射位置を二

次元走査させることにより、時間分解能に加えて

1 μm 以下の空間分解能を付与した顕微過渡吸収

イメージング分光装置を開発し、動的過程の空間

伝播の可視化を実現した。 

なお、産総研の過渡吸収分光法は、時間領域及

び波長領域について世界で最も広い測定可能範囲

を実現している。また TR-PYSはパルスレーザー光

を用いた産総研オリジナルの測定法であり、白色

光による時間分解測定が実現すれば、高価な超高

真空装置を必要とせず、大気中で励起準位エネル

ギーを簡便に決定できる世界初の事例となる。 

[IF付国際誌 36[6]報、特許出願 1[0]件、ノウハ

ウ 1[0]件、プログラム 2[0]件、プレスリリース 

1[0]件、受賞 1[0]件（有機 EL討論会 第 23回例

会 講演奨励賞）] 

 

有機質量分析の高感度・高精度化技術の開発： 

 質量分析は、有機分子の「分子量測定」や、巨大

分子の「構造解析」の強力なツールとなっている

ことから、ライフサイエンス、医薬、環境、材料分

野等で広く用いられている。生命機能の理解や新

規医薬品の開発には、有機化合物の正確な構造解

析が必要であり、試料が混合物であっても分析を

行える質量分析が中心的な分析手法として認知さ

れているが、タンパク質などの複雑な構造の有機

化合物の解析を質量分析のみで行うことは現状で

は難しく、新技術の開発が喫緊の課題となってい

る。質量分析により、有機化合物の構造解析を行

 なお、評価委員からは、 

「社会ニーズをとらえ、当該分野における国際的競

争力のある計量標準とそれに付随する計測技術、研

究成果を発信している。特に今期は次世代の計量標

準に寄与する量子分野の研究が大きく展開され、そ

の成果の世界的優位性が認められ今後の多方面へ

大きな寄与が期待できる。」「達成した超高感度、高分

解能計測技術が広く普及するように、研究手段として内

外での発表・普及に力を入れていただきたい。学問上の

重要な課題の解明手段としての成果を発表していただ

きたい。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 当領域における目的基礎研究では、計量標準をベ

ースにした、将来の「橋渡し」に繋がる技術シーズ

や世界トップレベルの成果の創出を目指している。

これまで当領域が築いてきた精密計測技術におけ

る強みを生かし、計量標準機関の競争力根幹に関わ

る計測、分析、評価技術について、量子化による高

分解能化・高精度化、分析技術の開発・効率化、新

たな現象を評価する技術の開発への取り組みを「橋

渡し」に繋げることが課題である。そのために、将

来的な製品化や事業化を見据えて、研究開発の結果

を ISO や JIS などに標準化する道筋を重視した研

究開発を行う。普及という点では、校正から連続的

に広がる計測の現場や製品開発レベルまでの連携

を拡充する仕組みとしての標準供給体制を活用す

る。 
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うためには、特定の結合を選択的に切断可能なフ

ラグメンテーション技術が必要となる。フラグメ

ントイオンは、試料分子の一部分の構造を含んで

いるため、フラグメンテーション情報から構造を

推定できる。また、各種診断マーカーとなる生体

内の微量タンパク質を高精度で定量可能な新技術

の開発も大きな課題となっている。 

平成 27年度に、金属錯体を利用したフラグメン

テーション技術に基づくラジカル質量分析法を開

発した。金属錯体の添加によりラジカル分解効率

が増大し、タンパク質の選択的結合切断が可能と

なった。この手法をリン酸化ペプチドの分析に応

用し、アミノ酸配列解析を正確に計測することを

示した。また平成 28年度には、タンパク質を二段

階で化学修飾する技術を開発し、（１）安定同位体

の導入による高精度化と（２）質量分析に適した

置換基の導入による高感度化の両立に成功した。

平成 30年度には、化学修飾法とラジカル質量分析

法を組み合わせることで、より微量のリン酸化ペ

プチドの配列解析が可能になった。 

一連の研究によって、従来技術では推定が困難

であったリン酸化タンパク質のリン酸化位置を決

定することが可能となった。また化学修飾によっ

て 10倍以上の高感度化に成功した。 

[IF 付国際誌 17[6]報(表紙に 2 度選出)、和文誌 

4[2]報、特許出願 1[0]件、特許登録 1[0]件] 

 上記を含む研究開発の結果、論文の合計被引用

数は、中期全体で、10,280回となっている。この

うち、平成 27～29年度の 3年間では、7,714回で、

当該 3 年間の合計目標値に対して 101 %の成果を

達成した。平成 30年度は、2,566回であり、目標

値 2,600 回に対して 99 %の成果を達成した。イン

パクトファクター付き専門誌等の論文数は、中期

全体で 845報である。このうち、平成 27～29年度

の 3 年間では、640 報であり、当該 3 年間の合計

目標値に対して 109 %の成果を達成した。平成 27

～29年度は、毎年度、目標値を上昇させてきたが、

目標に対する実績は常に 100 %超を達成してきた。

平成 30 年度の目標値は 205 報に対し、平成 30 年

度の実績値は 205報であり、目標値に対して 100％

の成果を達成した。 

 大学や他の研究機関との連携においては、計量
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標準の開発で培った知見及び技術を、大学や他の

研究機関との連携により技術を展開し、大学との

共同研究を、平成 29年度は 87件、平成 30年度は

127 件実施した。また、他の研究機関との共同研究

を、平成 29年度は 66件、平成 30年度は 147件実

施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向等を予測

し、企業からの

受託研究に結

び付くよう研

究テーマを設

定し、研究開発

を実施するも

のとする。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

に当たっては、

研究テーマ設

定の適切性に

加え、強い知財

の創出（質及び

量）等を評価指

標として設定

するものとす

る。 

 

（２）「橋渡し」

研究前期にお

ける研究開発 

 将来の産業

ニーズや技術

動向を予測し、

企業からの受

託研究に結び

付くよう研究

テーマを設定

し、必要な場合

には国際連携

も行いつつ、国

家プロジェク

ト等の外部資

金も活用して

研究開発を実

施する。 

 「橋渡し」研

究前期の評価

においては、民

間企業からの

受託研究等に

将来結びつく

研究開発に取

り組んでいる

かを評価軸と

し、具体的な研

究開発成果及

び知的財産創

出の質的量的

状況を評価指

標とする。さら

に、テーマ設定

の適切性及び

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業との受

託研究等に結びつ

く研究開発に取り

組んでいるか。 

・テーマ設定の適

切性（モニタリン

グ指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・知的財産創出の

質的量的状況（評

価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 当領域は、国家戦略や法令・規制に対する貢献

も期待されている。将来の産業ニーズや技術動向

等を予測し、企業からの受託研究に結び付くこと

を目指す「橋渡し」前期研究においては、社会イン

フラ整備や規制対応に繋がる研究開発及び新たな

測定評価法の開発と共に、ユーザの拡がりをもた

らす技術開発に重点的に取り組んだ。具体的には、

国立標準研究機関（NMI）としてのコアコンピタン

スを元にイノベーションを加速し、政策的な目標

を実現するための新たな計測技術の確立のため、

以下の点を基本戦略に設定した。 

・計量標準を付加価値として新たなユーザの獲得 

・企業における計測技術、計測装置開発支援 

・計測技術による製品価値、企業価値の向上 

・社会の安全、安心への貢献 

国家戦略・法令・規制に対する貢献と、ユーザを拡

げ得るこれらの課題は、テーマ設定として適切で

あった。 

 産総研第 4期、及び、平成 30年度の個別の研究

開発について、具体的な背景、実績、成果を以下に

まとめる。 

 

水素流量計測技術の開発と国際標準化： 

 平成 26年、燃料電池自動車の販売、水素ステー

ションの商用化がそれぞれ開始されて以来、燃料

電池自動車・水素ステーションの普及に向けて官

民挙げて積極的な取り組みが行われている。平成

30年には第五次エネルギー基本計画が策定され、

2025年までに 320箇所の水素ステーションを整備

し、2020年代後半までに水素ステーションビジネ

スの自立化を目指すというシナリオが示された。

既に商用水素ステーションでは、燃料電池自動車

への水素ガス充填による計量取引が行われている

が、水素価格は 1 kg当たり 1,000円から 1,500円

の範囲で 100 円単位で設定されている。これは水

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：国家戦略の促進や社会インフラ整備、法令・

規制の順守に必要とされる計測技術の確立と、新し

い測定方法や評価方法の社会実装を目指した研究

開発を推進した。具体的には、水素社会実現に不可

欠な社会インフラ整備、食品衛生法や水道法等の法

令・規制への対応が期待される研究成果が達成され

た。また、新たな測定・評価方法及び装置化への発

展として、様々な製造現場で必要とされる水分計測

の信頼性担保への貢献、市販水分分析用標準液の開

発への貢献、国産極微量水分計の製品化支援と月面

探査への応用を目的とした JAXA との新規共同研究

への展開、粒子計測技術による浮遊微生物計測への

応用、製造現場における清浄度管理など、品質管理

の信頼性向上に貢献が期待される。 

 産総研第 4 期、及び、平成 30 年度の個別の研究

開発について、具体的な成果の意義、アウトカムを

以下にまとめる。 

水素流量計測技術の開発と国際標準化： 

 世界最高水準の高圧水素流量計測技術を開発し

た。これにより、現在、水素ステーションで実施さ

れているオンサイト計量精度検査方法である重量

法に比べ、コスト面では 3分の 1程度に、効率面で

は 2倍程度、優位となるマスターメーター法による

検査が可能となった。また、開発機器評価用に 350

気圧までの中高圧領域で実際に水素ガスを流して

流量計評価ができる校正設備を整備した。これらの

成果を基盤として、日本工業規格 JISの制定、国際

法定計量機関勧告 OIML R139に貢献した。 

 水素ステーションビジネスの自立化、水素供給コ

ストの低減、バスやトラックなど、その他モビリテ

ィへの技術展開、関連機器開発の型式設定による互

換性の確保など、今後の水素エネルギー社会の普及

に向けて貢献が期待できる。 
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戦略的な知的

財産マネジメ

ントの取り組

み状況等を評

価の際のモニ

タリング指標

として用いる。 

 

素の製造・輸送・貯蔵等の高コストやロスが原因

であるとともに、現在の水素ディスペンサーの計

量精度は数%程度しかないことも影響している。安

価な未利用エネルギーや再生可能エネルギーを利

用した国際的な水素サプライチェーンの構築によ

って 2050年には現在の 5分の 1までの低価格化を

目指しており、取引当事者間、とりわけ消費者保

護の観点から、水素計量精度も現在の数倍に向上

させる必要がある。高精度な水素計量計測技術が

開発され、現在のガソリンと同様に、大量かつ高

精度で水素計量が行われることにより、水素ディ

スペンサーの計量性能が保証されることで、水素

社会の普及が現実なものとなる。 

産総研では、水素供給コストの低減と安定化、

水素ステーション運営コストの低減、公正な水素

燃料商取引の実現へ向けて、水素流量計測技術の

開発を行ってきた。水素ディスペンサーは製造メ

ーカにおいて、水や窒素ガスなどの代替流体で計

量精度検査が行われ、出荷されている。実際の水

素ステーションでは代替流体を使用することはで

きず、計量精度検査のためには水素ガスによる校

正が必須である。平成 27年度には、国家標準とし

て水素ガス流量標準を整備した。さらに、高精度

流量計測が可能な臨界ノズルを用いて、複数化・

多段化によるビルドアップ方式により、7 気圧か

ら 820気圧へ 117倍の高圧化、及び、100 g/minか

ら 3,600 g/minへ 36 倍の大流量化を実現した。ま

た、産総研内に開発機器評価のための中高圧領域

（～350気圧）で実際に水素ガスを流して流量計評

価ができる校正設備を整備した。上記の技術開発

の成果として、平成 28年度に、日本工業規格 JIS 

B8576:「水素燃料計量システム-自動車充填用」が

発行された。平成 29年度には、商用水素ステーシ

ョンに設置可能な可搬型計量精度検査装置を開発

し、その性能を確認した。これらの成果により、平

成 30年度には、OIML R139: Compressed gaseous 

fuel measuring systems for vehiclesの改定に

つながった。 

[論文発表：和文誌 2[0]件、標準化：国際勧告改

定 1[1]件 、JIS制定 1[0]件 、特許出願 3[0]件、

受賞 1[1]件（OIML規格作成に関する感謝状(53rd 

CIML Meeting)）] 

本技術は、すでに工業標準化や国際規格化に貢献

しており、韓国や台湾からの問い合わせや見学依頼

など、注目されている。 

 

有機標準物質の迅速供給に向けた一対多型校正技

術の開発： 

 ポストカラム反応 GC による、かび臭物質 2 種混

合標準液の値付け、 qNMR/GC によるフェノール類

6 種混合標準液の値付け、qNMR/LC によるハロ酢酸

4 種混合標準液の値付けの成功など、従来の 10 倍

以上のスピードでの標準整備を実現することで、計

量行政ならびに水道行政に多大な貢献を果たした。 

食品衛生法や水道法などで必要とされる標準物質

の迅速な整備を実現し、規制物質の検査における信

頼性向上に貢献した。さらに、ドーピング禁止物質

の値付けなど、多様な分野における試験・検査結果

の信頼性向上に広く寄与できるものである。 

 同一分子の比較による一対一対応のトレーサビ

リティ体系から、異なる分子の比較による一対多型

の高効率なトレーサビリティ体系への移行を牽引

する革新的な校正技術であり、有機分野の標準整備

の負担を著しく軽減できるものである。 

 qNMR/GC 及び qNMR/LC の基盤技術となっている

qNMRは、平成 28年度に日本薬局方の一般試験法に

採用され、平成 29 年度には JIS 化されるなど、社

会への普及を着実に進めている。また、ポストカラ

ム反応 GCは、その技術の革新性から、平成 27年度

の日本分析化学会先端分析技術賞 CERI 評価技術賞

を受賞した。 

 

産業・科学分野における水分計測の信頼性向上： 

 標準に係る技術を基に従来より小型の微量水分

計を開発した。また、水分分析に関する標準の供給

範囲を拡大した。 

 キャビティリングダウン分光法（CRDS）微量水分

計については、小型化を達成したことで、例えば、

半導体製造装置の内部に組み込んでのプロセス中

のその場計測や、月面探査への利用が十分狙えるサ

イズとなった。市販化に向けた企業との実用化研究

を通じて、様々な製造分野での微量水分管理による

製品品質と歩留まりの向上へ貢献していくことや、

宇宙応用を目指した宇宙研究機関等との連携を通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

有機標準物質の迅速供給に向けた一対多型校正技

術の開発： 

 食品衛生法や水道法などの改正によって、規制

対象である千種類を超える有機化合物における標

準物質が求められているが、トレーサビリティの

基点となる国家標準物質の充足率は 1/10 にも満

たないため（平成 31年 3月現在 50 種類）、迅速な

整備が求められている。 

本研究では、規制対象毎の国家標準物質を整備

することなく、異なる分子が多成分含まれる有機

混合標準液の同時値付けを可能とする、以下の一

対多型校正技術の開発を行った。炭素、水素、酸素

からなる有機化合物をオンラインでメタンに変換

することで、炭素量の基準となる物質から多成分

同時値付けを可能とするポストカラム反応ガスク

ロマトグラフィー（ポストカラム反応 GC）を開発

し、水道水質検査に用いるかび臭物質 2 種混合標

準液等の整備を平成 29年度に達成した。 

 また、定量核磁気共鳴分光法（qNMR）をクロマト

グラフィーと組合わせることで、水素量の基準と

なる物質から多成分同時値付けを可能とした。

qNMRとガスクロマトグラフィーを組合わせた校正

技術（qNMR/GC）を実用化することで、水道水質検

査に用いるフェノール類 6 種混合標準液の整備

を、平成 29年度に達成した。さらに、qNMR と高速

液体クロマトグラフィーを組合わせた校正技術

（qNMR/LC）を実用化することで、水道水質検査に

用いるハロ酢酸 4種混合標準液の整備も、平成 29

年度に達成した。 

 平成 30 年度には、ポストカラム反応 GC の適用

拡大に向けて装置メーカと共同研究を開始し、酸

化効率を高める改良により塩素化合物について適

用できる見通しを得ている。さらに、東京オリン

ピック等におけるドーピング検査の信頼性向上に

貢献すべく、ドーピング禁止物質の値付けに展開

しており、令和元年度には認証標準物質の開発等

を予定している。 

 これまで各国の国家計量標準機関が行ってきた

一対一対応の校正技術では国家標準物質の整備が

ボトルネックとなっていたが、異なる分子の比較

による一対多型の校正技術を世界に先駆けて開発

じて、太陽系の起源解明などの宇宙物理への貢献に

繫がっていくことが期待される。 

 微量水分標準に関する技術は、平成 27 年度に国

際会議 GAS2015 でベストレクチャー賞と平成 28 年

度に応用物理学会で講演奨励賞を、微量水分計測に

関する技術は平成 29 年度に応用物理学会で講演奨

励賞を得るなど、学術的な評価も高く、研究の発展

が期待されている。 

 水分分析用標準液については、市販水分分析用標

準液の製造や、水分計の製造業者が装置開発の際に

信頼性を評価するために利用することを通じて、有

機合成用脱水溶媒やリチウムイオン電池電解液の

品質管理など、幅広い製造現場における品質管理に

不可欠な水分分析の精度管理向上に貢献している。 

 

様々な社会ニーズに応える粒子計測技術の開発： 

 粒子計測の信頼性を担保する様々な要素技術を

開発し、粒子標準の範囲を拡大するとともに実用装

置の校正技術・試験技術を開発した。 

 IAG技術に関しては、市販パーティクルカウンタ

を用いて空気中に浮遊する微生物を精度良く測定

できるようになり、薬剤製造現場において清浄度管

理が向上し、薬剤の生産性の向上が期待される。 

FPT技術に関しては、従来より小さい異物の検出が

可能となり、半導体製造プロセスにおいて超純水の

清浄度管理が向上し、歩留まりの向上が期待され

る。 

 平成 28 年度に PM2.5 自動測定装置の試験方法に

関して日本エアロゾル学会でベストポスター賞、平

成 29 年度に IAG に関して同学会のエアロゾル計測

賞、平成 30 年度に IAG に関して日本空気清浄協会

研究大会技術賞、液中ナノ粒子計測技術で国際半導

体製造シンポジウムの Best Paper Award を受賞す

るなど、研究成果が高く評価されている。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「現在実施中の研究が橋渡し後期に移行できるよ

う、ユーザとの共同研究の推進に努めていただきた

い。」「例えば、有機標準物質の一対多型校正技術を
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したことにより、10倍以上のスピードで標準整備

を実現できる見通しを得た。このような革新的校

正技術が開発されたことにより、SDGsのターゲッ

ト項目である、環境汚染の低減、安全な飲料水へ

のアクセス、ならびに、化学物質の環境影響の低

減等への貢献が期待できる。 

 [IF付国際誌 8[3]報、プレスリリース 4[1]件、受

賞 1[0]件（2015年度日本分析化学会先端分析技術

賞 CERI評価技術賞）] 

 

産業・科学分野における水分計測の信頼性向上： 

 半導体製造における各種ガス中の残留水分管理

を始めとして、食品・医薬品・石油化学・自動車な

ど幅広い製造分野の品質管理や、月面での水氷探

査を通じた太陽系の起源解明などの科学分野の最

前線において、精確な水分計測に対するニーズが

近年高まっている。 

 NMIJでは、上記ニーズに対応するため、ガス中

水分計測の信頼性担保に不可欠な湿度標準を微量

水分から高湿度までの幅広い範囲で開発・供給・

維持を行うとともに、新たな水分分析用標準物質

の開発を行った。さらに、湿度標準・標準物質に基

づく校正技術および計測技術の開発を行った。湿

度標準は国内の 13 の校正事業者に毎年標準供給

を行っており、水分分析用標準物質は第 4 期の 4

年間に頒布数 276の実績がある。 

平成 30年度には、高感度レーザー吸収分光法の

一種であるキャビティリングダウン分光法(CRDS)

を用いて、市販製品相当の性能を維持しつつ、従

来市販器の体積 10分の 1、質量 5分の１の小型微

量水分計を開発した。これは各種製造プロセスで

用いられている製造装置内部への組み込みや、月

面探査機への搭載が可能となるレベルの小型化 

(サイズ 9 cm×15 cm×20 cm, 質量 3 kg)である。 

また、世界の国立標準研究機関（NMI）に先駆け

て、低濃度水分分析用標準物質（0.02 mg/g）を開

発した。従来は、市販水分分析用標準液の製造用

途として 0.1 mg/g の水分分析用標準物質を頒布

していたが、それより低い濃度レベルの分析を可

能とする水分分析計の開発に必要な低濃度水分標

準液はこれまでなく、水分分析計の信頼性評価へ

の貢献が期待される。 

開発し、標準整備の効率化へ寄与するなど、領域の

所有技術や研究成果を実用計測技術に展開してい

る。」「知的財産の実施契約等件数が昨年度と比較し

て増加し、目標を大きく上回っていることから、ア

ウトプットが質・量ともに高い水準であると考え

る。」 

などのコメントを得た。  

 

＜課題と対応＞ 

 民間企業との連携の促進による「橋渡し」への移

行が課題である。そのために、展示会やプレスリリ

ース等の情報発信を通じた技術シーズの広報に取

り組む。ニーズ調査や技術相談の集計結果の分析に

よる橋渡し前期の研究開発の課題検討や、IC や PO

を中心とした企業とのマッチングを促進する。 

当領域では、これまで校正事業者のみを対象とし

ていた計測技術を発展させ、最終ユーザレベルまで

計量標準のユーザの階層を広げる新たな価値創造

に重点を置き、テーマ設定をおこなう。具体的な設

定は、国家プロジェクトやコンソーシアムなどの資

金活用の下、将来的に民間からの測定依頼や受託研

究へ結び付くことを想定しておこなう。これらの観

点はそれぞれのテーマにおいて適切に反映され、世

界トップレベルの成果の他、民間への技術移転など

を視野に入れた橋渡し後期へと発展させる。 
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[IF 付国際誌 8[2]報、受賞 3[0]件(応用物理学会

講演奨励賞 2 件、国際シンポジウム GAS2015 ベス

トレクチャー賞１件)、特許 1[0]件、水分分析用標

準液の第 4期 4年間（平成 27～30年度）の頒布数 

276[36]件] 

 

様々な社会ニーズに応える粒子計測技術の開発： 

 粒子計測技術は、先端材料・薬剤製造などの製

造現場における清浄度管理、医療診断、自動車か

らの粒子排出規制、ナノリスク管理などで広く利

用されており、特に規制や規格に基づく計測では、

高い精度と信頼性が必要とされている。そのため、

精度の高い新たな粒子計測技術の開発と、精度管

理のための計量標準や校正法の開発が求められて

いる。 

 気中粒子に関しては、主にマイクロメートル領

域の粒子濃度校正技術・試験技術の開発を行った。

特に平成 27年度には、マイクロメートル領域での

粒子濃度校正を容易にする市販型インクジェット

エアロゾル発生器（IAG）を企業と共同開発・製品

化した。従来のスプレー式では困難だったマイク

ロメートル領域の粒子を安定に発生させることが

可能となり、市販パーティクルカウンタの校正が

容易になる。 

 液中粒子に関しては、主に校正・計測可能な粒

径を小さくする技術開発を行い、特に平成 29年度

に流れ場粒子軌跡解析法（FPT）を開発した。本方

法では、流れ場の影響を補正するとともに、従来

の粒子追跡法（PTA）よりも信号雑音比を約 730倍

改善した光学系を構築するなど、バイアスとなる

信号やバックグラウンド信号を削減することで、

従来の最小粒径 30 nm よりも小さい最小粒径 10 

nmを実現した。 

[IF 付国際誌 12[4]報、特許出願 6[0]件、受賞 

4[2]件*、展示会出展 4[0]件]*「様々な社会ニー

ズに応える粒子計測技術の開発」の受賞内容は以

下の通り。 

・平成 28年度：PM2.5自動測定装置の試験方法に

関して日本エアロゾル学会でベストポスター賞 

・平成 29年度：IAGに関して日本エアロゾル学会

のエアロゾル計測賞 

・平成 30年度：IAGに関して日本空気清浄協会研
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究大会技術賞 

・平成 30年度：液中ナノ粒子計測技術で国際半導

体製造シンポジウムの Best Paper Awardを受賞 

  

上記を含む研究開発の結果、知的財産の実施契約

件数は、中期全体で、361件となっている。このう

ち、平成 27～29年度の 3年間では、261件で、当

該 3 年間の合計目標値に対して 104 %の成果を達

成した。平成 30年度は、100件であり、目標値で

ある 85件をクリアした。実施契約件数は、第 4期

の各年度において目標を達成した。知財実施およ

び知財譲渡における新規案件を着実に獲得し続け

る一方で、知財実施では長く活用される継続案件

を多く含むなど、質的状況においても良好な知財

創出がなされた。 

 戦略的な知的財産マネジメントの取り組みとし

て、専任のパテントオフィサー（PO）の助言の下、

知的財産の活用範囲を見極めながら、国内特許お

よび必要に応じて国際特許取得を目指すなどの戦

略的な取り組みを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とするもの

とする。 

 「橋渡し」研

究後期の評価

に当たっては、

産業界からの

資金獲得額を

（３）「橋渡し」

研究後期にお

ける研究開発 

 「橋渡し」研

究後期におい

ては、事業化に

向けた企業の

コミットメン

トを最大限高

める観点から、

企業からの受

託研究等の資

金を獲得した

研究開発を基

本とする。 

 産総研全体

の目標として

前述の通り民

間資金獲得額

１３８億円／

年以上を掲げ

（１）～（３）に関わる研

究開発等の年度計画につい

ては領域ごとに別表１に記

載する。 

 

○民間企業のコミ

ットメントを最大

限高めて研究開発

に取り組んでいる

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・具体的な研究開

発成果（評価指標） 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 

 「橋渡し」研究後期では、計量標準・標準物質の

開発を通じて培った計測技術の技術移転や製品化

に重点を置いた研究開発と、受託研究や共同研究、

技術コンサルティングとして製品開発における性

能評価や性能向上において計測を必要とする個別

案件に測定サービスやソリューションを提供する

形の研究開発に取り組んだ。具体的には、以下の

点を基本戦略に設定した。 

・民間への技術移転 

・民間校正設備の精度向上、新たなトレーサビリ

ティ技術（センサ・校正装置）の開発 

・校正、計測技術による製品価値、企業価値の向上 

・計測装置自体の製品化 

 研究開発の結果、3次元（3D）計測技術により、

3D造形の代表的な幾何誤差パラメータを同定する

簡便な方法を開発し、公設研を介して企業との地

域横断的な連携体制を構築した。超高精度な変位

計評価や、電磁波を利用したセンシングの技術を

利用して、計測のソリューションを提供する形で

民間製品の性能評価や非破壊評価の支援を行なっ

た。産総研を中核機関として、計測機器メーカや

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：資金提供型・装置提供型共同研究等の制度を

積極的に活用し、計量標準の開発を通じて培った知

見・計測技術を産業界や民間企業へ直接橋渡しする

ことで、高精度な装置の製品化や市販装置の信頼性

の高い性能評価を実現した。その結果、産業競争力

向上への貢献が期待される。具体的な例としては、

計測技術の技術移転や製品化を目標とした共同研

究の成果として、日本の 3D 計測機器企業の国際競

争力強化に貢献した。また、経験や技術伝承に依存

しない、客観性・再現性の高い新しい計測技術とし

て、電磁波を利用した食品の非破壊センシング技術

を確立することで、生産性の効率化、性能評価の向

上を実現し、企業の製品化やサービスの向上に貢献

した。 

 

 産総研第 4 期、及び、平成 30 年度の個別の研究

開発について、具体的な成果の意義、アウトカムを

以下にまとめる。 
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評価指標とし

て設定するも

のとする。 

 

る。「橋渡し」

研究後期の評

価においては、

民間企業のコ

ミットメント

を最大限に高

めて研究開発

に取り組んで

いるかを評価

軸とし、民間資

金獲得額及び

具体的な研究

開発成果を評

価指標とする。

さらに、戦略的

な知的財産マ

ネジメントの

取り組み状況

を評価の際の

モニタリング

指標として用

いる。 

 

ナノ材料メーカがコンソーシアムの形で結集し、

ナノ材料の適正管理を実現する複合計測システム

の開発、関連する標準化を行なった。X線検査法、

モアレを利用したひずみ計測法の技術を新たな製

品開発に展開し、簡便かつ非破壊なインフラメン

テナンスの実現等により、Society 5.0 に基づく

社会の実現に貢献した。 

 産総研第 4期、及び、平成 30年度の個別の研究

開発について、具体的な背景、実績、成果を以下に

まとめる。 

 

デジタルものづくり産業を支える 3D形状計測： 

 ものづくりの効率化に向けて期待の大きい 3D

形状スキャナと 3Dプリンタについては、精度がも

のづくり産業の要求水準には到達していないとい

う課題があった。 

 平成 27 年度から約 45 カ所の公設研との共同研

究を実施し、平成 30年度にはハンドツール（マイ

クロメータなど）による長さ測定の組み合わせか

ら 3D造形の代表的な幾何誤差パラメータ（3軸倍

率，3 軸直角度）を同定する簡便な方法を開発し

た。また、約 45カ所の公設研を通した地域産業に

向けた成果普及に利活用する体制を構築し、フィ

ードバックループによる造形精度の高精度化を実

現した。その結果、地域イノベーションの活性化

に役立った。 

 平成 28年度に、民間企業と共同で、高エネルギ

ー高精細 X線 CTの開発を開始した。その結果、平

成 30 年度には、MV（メガボルト）級の X 線 CT と

して世界初となる 0.1 mm分解能を達成し、世界最

高水準の 3D形状計測技術を実現した。 

第 4期を通した研究開発の結果、産業用 X線 CT、

中でも大型部品への適用に不可欠な高エネルギー

X線 CTの分解能限界を約 4倍へと大幅に向上する

ことができた。令和元年度には近畿経済産業局事

業、平成３１年度地域中核企業ローカルイノベー

ション支援事業（3D積層造形によるモノづくり革

新拠点化事業（Kansai-3D 実用化プロジェクト））

に参画し、全国規模で公設試と連携し、3D幾何計

測の高度化に資する。 

[IF付国際誌 2[1]報、特許出願 3[1]件] 

 

デジタルものづくり産業を支える 3D形状計測： 

 3D プリンタの誤差補正に適用できる簡便な幾何

誤差補正法を提案し、実現した。提案した幾何誤差

補正法をサポートソフトウェアとして開発し、約

45 カ所の公設研を通した地域支援ネットワークに

適用している。この成果を市販 3D プリンタに適用

すれば最大で造形精度が 2 倍超となる 3D プリンテ

ィングの高精度化が可能となる。また、高エネルギ

ー（メガボルト超）X線 CTとして 0.1 mm分解能を

初めて達成した。自動車パワートレインやタービン

ブレード等、日本の基幹産業を支える基幹部品につ

いて、従来不可能であった高精細な内外形状計測を

実現することができる。 

 3D 形状計測機器の世界マーケットは約 2,000 億

円／年と言われ、将来的にその 30 %は計測精度の

保証された産業用 X 線 CT に置き換わるとされる。

中でも高分解能な高エネルギーX 線 CT は、400 mm

（アルミの場合）を越える透過力と高い解像力を兼

ね備えているため期待は高い。 

本技術は、IF付き論文 1本に掲載（平成 30年度）

され、複雑形状測定のトレーサビリティ確立に必要

な基本特許 1本として出願予定した。 

 

ナノ・ピコメートル精度評価技術の産業応用： 

 ピコメートルレベルの分解能を有する製品レベ

ルの変位計を、5 pm 以下の不確かさで評価した事

例はこれまでにない。また、シリコンウェハ厚さの

測定精度に関しても、従来の測定法では 100 nm程

度に留まっており、10 nmの測定不確かさは世界最

高精度である。一連の成果は、ナノテクノロジー等

の分野の進展に貢献するものであり、特に半導体関

連の製造現場において、ステッパーの位置決め精度

の向上や、シリコンウェハの品質向上に直接つなが

るものであり、最終的に製造工程における歩留まり

の向上に貢献できる。 

 本関連技術は、IF 付国際誌に 6 報掲載（平成 28

年度～平成 30年度）されるとともに、平成 30年度

にはプレスリリースもされ（ウェハ厚さ測定）、日

刊工業新聞等で報道された。 

 

電磁波を利用したセンシング技術の開発： 

 水分量などを非接触・非破壊でリアルタイムに測
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ナノ・ピコメートル精度評価技術の産業応用： 

 近年、長さ・幾何学量計測の分野では、現場で用

いられる様々な計測器の高分解能化が進み、例え

ばピコメートルレベルの分解能を有する変位測定

器なども用いられるようになってきている。これ

ら測定器の信頼性担保の為、トレーサビリティの

担保された精度評価技術に対する要望が高まって

いる。 

 NMIJではこれまで、汎用性の高い標準器の高精

度校正法・装置の開発に長年取り組んできたが、

第 4 期では、培った技術を個別・具体的な製品の

評価へ応用することにも取り組みを拡張した。平

成 28年度には、レーザー干渉計によるピコメート

ル精度の変位測定技術により、変位計（民間企業

製）を 2 pm以下の不確かさで評価することに成功

した。平成 29 年度～平成 30 年度には、両面干渉

計技術をシリコンウェハの厚さ測定に応用し、製

造現場で用いられる厚さ測定器校正用の標準ウェ

ハ片を 10 nmの不確かさで測定することに成功し

た。 

 本技術により、超高精度な標準技術を具体的な

産業ニーズへ応用した。具体的には、超高精度に

値付けられた標準片により、民間企業製のウェハ

厚さ測定器の高精度化に成功した。 

  [IF付国際誌 6[3]報、特許出願 1[0]件、プレス

リリース 1[1]件、受賞 1[0]件（平成 28年、新機

械振興賞中小企業庁長官賞、（株）テクニカルが共

同研究の成果に対して受賞）] 

 

電磁波を利用したセンシング技術の開発： 

 農産物や食品の生産工程では、経験者の感覚や

抜き取り試験での品質管理が行われている。また、

食品中の金属以外のプラスチック、ゴムや虫など

の異物混入も深刻な社会問題となっている。農産

物等の品質管理の高信頼化と迅速化のために、リ

アルタイムでのその場計測が可能なセンシング技

術に期待が集まっている。 

 平成 28年に電磁波の位相・振幅相関を利用した

新しいセンシング法の開発に成功し、袋の中の米

の水分量を非破壊で計測することに成功した。そ

の後、センサ回路、測定条件の決定方法及び解析

手法を開発し、平成 30年度までに食品中の塩分濃

定可能なセンシング技術を開発した。農産物の水分

量に加え、塩分濃度などの食品中の要素の評価、コ

ンクリート用途の砂の水分量計測や、食品中の異物

検出について、電磁波センシング技術の適用可能性

を実証した。これにより、非破壊でリアルタイムな

食品の全数評価技術を企業との連携により装置化

する目処が立った。この成果により、高品質な農産

物・食品等を定量的に効率よく全数評価できること

で、日本産農産物・食品のブランド価値の向上につ

ながり国際的な競争力の向上と、農業従事者の収入

増が見込まれる。さらに、食品への異物混入といっ

た社会問題の解決でも重要な役割を果たす。 

本技術は、平成 28 年度、産総研プレスリリース

を行った。 

 

ナノ材料の適正管理実現に向けたナノ粒子計測シ

ステム開発に関する研究： 

 個数基準のナノ粒子径分布の高信頼性評価手法

を開発した。産総研をハブに計測機器メーカ・ナノ

材料メーカが結集して社会実装を達成した。 

EU の REACH 規制、我が国の化学物質の審査及び

製造等の規制に関する法律（化審法）などの規制は、

技術的手法がなければ策定できないが、本研究成果

により技術的に実効性ある規制を可能とし、ナノ材

料の安全安心な社会実装に貢献できるようになっ

た。 

IF付国際誌 3報、特許出願 19件、表彰 2 件、ISO

標準化文書 1件。 

 

X線インフラ診断－革新的 X線検査装置の開発： 

 バッテリー駆動可能で鉄厚 7 cmの X線透過イメ

ージングを露光時間 2 秒以下で可能なシステムを

開発し、現場での検証試験でその有効性を確認し

た。また、高感度検出器を用いた新たな X線後方散

乱イメージング手法を開発した。 

 開発した X 線システムを用いることによりイン

フラ現場での効率的な検査が可能になることから、

複数の企業と、インフラ構造物劣化診断装置の実用

化に向けた共同研究を開始した。 

この技術は、老朽化が問題となっているインフラ

構造物を効率的に非破壊検査することにより、各種

インフラを適切に維持管理できるようにするもの
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度や、コンクリートに用いる砂の水分量など、食

品以外も含めた測定対象の拡大、食品中の異物検

出への展開を実現した。 

 産総研の独自特許技術である、電磁波を試料に

透過して得られる位相と振幅の変化の相関性を解

析する技術を用いることで、試料中の水分量など

をサンプリングすることなく、非接触で内部まで

水分量等を評価することに成功し、従来の光学式

センサや電気測定方式のセンサでは不可能であっ

た非接触・非破壊・リアルタイムでの試料の評価

を実現した。 

[IF付国際誌 8[2]報、プレスリリース 3[2]件、特許 

12[2]件(実施件数 4件)、ソフトウェア 7[5]件(実施

件数 7[3]件)、共同研究 16[4]件、受託研究(公的含む) 

10[4]件、技術コンサルティング 23[8]件、The best 

interactive forum paper award (ARFTG)受賞 1件、

農業系商業誌 1件、産総研 LINK 1件] 

 

 

ナノ材料の適正管理実現に向けたナノ粒子計測シ

ステム開発に関する研究： 

 近年急速に導入が進むナノ材料規制では、ナノ

材料に該当するか否かの判定が求められている。 

EUを中心にした議論の中で、そのためには広い粒

子径分布範囲で、個数基準の粒子径頻度の計測が

必要とされるが、現状技術では単一の計測手法で

対応することは困難であると EU 共同研究センタ

ーから報告されている。 

 ナノ粒子個数基準の粒子径分布を評価可能な複

合計測システムを開発するため、平成 25年度に産

総研をハブとした計測装置メーカとのコンソーシ

アムを設立した（第 3 期中長期目標期間）。 その

中で、産総研はコア技術となる流動場分離法

（Field Flow Fractionation, FFF）に基づく装置

を主導して設計、計測機器メーカは流動場分離装

置と組み合わせた各種の複合計測手法の開発に着

手した。平成 27年度には、複合計測システムのコ

アとなる流動場分離装置のプロトタイプ機を開発

した。平成 28年度には、産業界の実ニーズに対応

するべくコンソーシアムにナノ材料メーカも参画

した。平成 30年度には、流動場分離装置を高度化

し、従来市販装置と比較して 2.2 倍のピーク分離

であり、持続可能な社会の実現に不可欠な技術であ

る。 

 インフラ点検ロボット用 X 線技術は、平成 28 年

度にプレスリリースし、一般紙を含む新聞等 10 紙

で報道され注目された。本技術関連の成果で平成

29年に応用物理学会第 23回放射線奨励賞、平成 30

年に日本プラントメンテナンス協会 TPM 優秀商品

賞開発賞を受賞した。 

 

モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ計

測： 

 社会インフラから電子デバイスに至る幅広いス

ケールの構造物の光学的変位・ひずみ分布計測技術

を開発した。橋梁のトラス構造などの規則模様や構

造物に付与した規則模様のマーカーをデジタルカ

メラで撮影するだけで、規則模様の間隔の 1,000分

の 1 の高精度で変位を計測できる画像計測技術を

確立した。橋梁などのサブミリメートルオーダーの

たわみ計測や電子デバイスなどのナノメートルオ

ーダーの微小変位分布計測への適用が可能になる。 

巨大な社会インフラから電子デバイスの微小領域

に渡るマルチスケール構造物の変位・ひずみ分布を

従来法に比較して、飛躍的に簡便で高精度に計測で

きる技術である。喫緊の課題である老朽化した社会

インフラの効率的な点検や最先端の電子デバイス

の設計に不可欠な熱残留ひずみを計測できる今ま

でにない画像計測装置の実現が見込まれ、その市場

規模は数百億円を超える。 

 本技術は、IF 付国際誌 11 報に継続的に掲載さ

れ、平成 28年度に 6件、平成 29年に 7件新聞で報

道された。平成 29年度の第 27回つくば奨励賞（実

用化研究部門）に加え、各学協会からも 6件を受賞

し、社会実装可能な有望技術として外部から高い評

価を受けている。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「他との共同による成果構築を評価。45 機関によ

る共同実験、全国都府県、公設研とのネットワーク

と相互協力体制を築いた。」「技術コンサルティング
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度を達成して世界最高分解能を実現するととも

に、流動場分離装置をコアに動的光散乱装置、

sp(single particle)-ICP質量分析装置、原子間力

顕微鏡をそれぞれに組み合わせた複合計測システ

ムを参画企業が製品化した。また流動場分離法の 

ISO国際標準化も行なった。 

[論文発表：IF付国際誌 3[1]報、特許出願 19[2]

件、表彰 2[1]件*、各種装置・ソフトウェア(一部

既に販売開始)、発行済標準化文書 1[1]件] 

*「ナノ材料の適正管理実現に向けたナノ粒子計測

システム開発に関する研究」に関する表彰の詳細

は以下の通り。 

・APMP IIZUKA Young Metrologist Prize 2015 

・ National Instruments：Engineering Impact 

Awards 2018 Finalist（平成 30年度） 

 

X線インフラ診断－革新的 X線検査装置の開発： 

 社会インフラや産業インフラの老朽化が深刻な

問題であり、効率的な検査・メンテナンス技術の

確立が必要とされている。インフラ構造物のある

環境は、検査箇所が膨大、電源の確保が難しい、ス

ペースが制限される、作業員の確保が難しいとい

った課題が多い。そこでインフラ構造物の X 線に

よる非破壊検査を効率的に行うために、ロボット

等の自動化機構に搭載可能な小型・高エネルギーX

線源や、大面積・高感度・高精細 2 次元 X 線検出

器、及びそれらを用いたイメージング手法を開発

した。平成 28年度には、小型ロボットに搭載可能

で鉄厚 7 cmを管電圧 200 kVの X線により 2秒以

下の露光時間で X 線透過イメージングが可能なバ

ッテリー駆動 X 線検査装置の開発に成功し、平成

29年度には開発した検査装置のプラント現場での

実証試験で、既存の X 線検査作業より１桁以上の

作業時間や労力の効率化ができることを確認し

た。平成 30年度には既存の後方散乱イメージング

技術より 5 倍程度高速にイメージング可能な後方

散乱イメージング手法を開発した。 

 インフラの現場では、従来は X 線源や検出・イ

メージング装置を使った検査に多大な時間と労力

を要していたが、バッテリー駆動ロボット等に搭

載できる小型・軽量でかつ高いイメージング能力

を有する X 線検査技術開発や新たな後方散乱イメ

からテーマを作った例は評価できる。ナノ・ピコメ

ートル精度計測はそれを組み込んだ装置開発が待

たれる。」「橋渡し後期研究の成果が早期に社会実装

されるように、その研究成果を政府、民間にアピー

ルしていただきたい。」「今年度紹介された研究成果

は、校正・計測技術による製品価値・企業価値の向

上につながる成果であると認められる。そのなか

で、「ナノ・ピコメートル精度評価技術の産業応用」

の研究は、目的基礎の成果が橋渡し後期の研究に展

開され、さらに産業応用に展開し、また知的基盤に

つながる研究であり、その取り組みとマネジメント

は高く評価できる。」 

などのコメントを得た。  

 

＜課題と対応＞ 

 橋渡し後期の課題としては、民間企業との連携強

化と、国際競争力強化の支援が挙げられる。民間企

業との連携強化による研究開発の発展と国際競争

力強化をさらに推進するために、製品化・事業化後

も、技術の蓄積を有効に活用し、引き続き製品の高

度化や信頼性等の付加価値強化を企業と連携して

図るとともに、必要に応じて国際標準化も視野に入

れて、日本企業の国際競争力強化へ貢献する。 
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ージング技術の開発により、作業時間や労力の効

率化が可能となった。 

[論文発表：IF付国際誌 10[0]報、和文誌 4[2]報、

特許出願 6[2]件、プレスリリース 1 [0]件、受賞 

2[1]件*] 

*「X線インフラ診断－革新的 X線検査装置の開発」

に関する受賞内容は、以下の通り。 

・応用物理学会第 23 回放射線奨励賞（平成 29 年

度） 

・日本プラントメンテナンス協会 TPM 優秀商品賞

開発賞](平成 30年度) 

 

モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ計

測： 

 簡便で安価な変位・ひずみ計測は、橋梁のよう

な大きな構造物から、電子デバイスのようなごく

小さな構造物に至るまで、産業化のニーズは幅広

い。具体的には、橋梁の健全性は車両通過時のた

わみを基準に評価されるが、従来は橋梁と地面を

ピアノ線で繋ぎ、ピアノ線の伸縮からたわみを計

測していた。しかし、計測準備に手間がかかり、山

間部や海・河川に架かる橋梁の場合は計測自体が

困難であった。また、近年高温で動作する電子デ

バイスの開発が進められているが、熱ひずみによ

る破損を引き起こさないデバイス設計を行うため

に、微小領域における正確なひずみ分布や熱残留

ひずみ分布の計測技術が求められている。そこで、

モアレ技術の簡便性、低コスト性、高精度性に着

目し、マルチスケール変位・ひずみ計測技術の開

発を行った。 

 平成 27 年に橋梁のトラス構造や等間隔に配置

されたリベットなどの規則模様、あるいは橋梁に

設置した規則模様のマーカーを撮影し、画像処理

により得られるモアレ縞の位相解析によって、規

則模様間隔の 1/1000 の高精度で変位分布を測定

できる画像計測技術を開発した。平成 28年～29年

度に高速道路会社や鉄道会社と橋梁のたわみ計測

を行い、デジタルカメラで撮影するだけで簡便に

たわみを計測できることを実証した。更に、電子

デバイスへの応用としては、観察物表面にサブミ

クロンサイズの格子模様を形成する技術と組み合

わせることで、顕微鏡観察による電子デバイスの
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熱残留ひずみ計測を実現した。平成 30年度には高

速道路の軸重荷重計測、新幹線の高架橋の振動計

測が可能であることを実証し、アジア地域のイン

フラ診断へと展開した。 

 橋梁のたわみ計測で使用されてきたピアノ線と

変位計を用いた手法に比較して、半分以下の計測

時間とコストで同等の精度でたわみ計測ができる

計測技術を確立した。さらに顕微鏡を利用した外

乱に強い画像計測技術を開発し、従来手法の 10倍

以上の広視野で電子デバイスなどの微小領域のひ

ずみ分布を計測できることを実証した。 

 [論文発表：IF付国際誌 11[4]報、特許出願 11[0]

件、プレスリリース 2[0]件、新聞掲載 7[0]件、

受賞 7[1]件*] 

*「モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ

計測」に関する受賞内容は、以下の通り。 

・日本実験力学会 実験力学専門術士（平成 27 年

度） 

・日本実験力学会 奨励賞（平成 28年度） 

・日本実験力学会 2017年度年次講演会 優秀講演

賞（平成 29年度） 

・国際会議 ISSS-8 The Best Poster Award（平成

29年度） 

・土木学会 優秀講演者表彰（平成 29年度） 

・茨城県科学技術振興財団 第 27 回つくば奨励賞 

実用化研究部門（平成 29年度） 

・日本非破壊検査協会 睦賞（平成 30年度） 

 

これらの研究成果により、民間からの資金は、中

期全体で、23.5億円を獲得した。このうち、平成

27 年度～平成 29 年度の 3 年間では、16 億円で、

当該年間の合計目標値に対して 111 %の成果を達

成した。この 3 年間の年平均獲得額は、約 5.3 億

円であるが、平成 23 年度～平成 25 年度の年平均

獲得額は約 2.4 億円であり、2 倍以上の資金を獲

得してきた。平成 30年度は、7.5億円であり、目

標額 7.2億円を達成した。 

 第 4 期の特筆すべき資金獲得成果として、技術

コンサルティング契約による資金獲得が挙げられ

る。平成 27年度には、技術コンサルティングによ

る獲得額は 0.3 億円であったが、毎年度順調に増

額し、平成 30年度は 2.4億円となり、中期全体で
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5.8 億円を獲得した。これは、中期全体における民

間資金獲得額の約 25 %であり、オーダーメイドの

測定・分析が特徴である技術コンサルティングで、

産業界へのサービスを加速している指標となって

いる。 

 産総研における計量標準の領域で培われた高精

度な計測技術に対して広く産業界からの関心が得

られて「橋渡し」機能の強化に繋がり、第 4 期中

期期間を通して、民間企業からの資金提供型共同

研究費などを多く獲得するに至った。研究契約数

全体に対する中堅・中小企業の研究契約件数の比

率は、平成 27～29年度の 3年間で、平均して 42.0 %

である。平成 30 年度も 34.0 %であり、第 4 期を

通して、大企業のみならず、中堅・中小企業にも注

力してきた。 

 戦略的な知的財産マネジメントの取り組みとし

て、専任の POの助言の下、知的財産の活用範囲を

見極めながら、国内特許および必要に応じて国際

特許取得を目指すなどの戦略的な取り組みを、第

4期を通して実施した。同時に戦略的見地から、国

際標準化への反映等、知財のオープン化も並行し

て検討、展開している。標準化や知財のオープン

化は計量標準総合センター長、研究戦略部長、研

究企画室長、各ユニット長、各研究部門の連携担

当、IC、POをメンバーとする技術マーケティング

会議においても知的財産に関する事項の情報共有

ほか、有効的な活用法を議論している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

 

［技術コンサルティング］ 

 計測分析・計量標準校正などに関する基盤的か

つ先端的な技術や豊富な知識を基に、認証や校正

に関する技術指導、計測機器の特性や信頼性評価、

製品化のためのアドバイスなど、コンサルティン

グ業務をさらに拡大した。その結果、平成 30年度

の契約件数は 229 件、契約金額は約 2.4 億円とな

った。第 4 期全体として、合計契約金額は約 5.8

億円となり、資金提供型共同研究と並んで、民間

外部資金の主要な部分を占めている。 

 

［分析計測機器の公開］ 

 産総研 TIA 推進センター共用施設ステーション

及び文科省事業微細構造解析プラットフォームに

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：技術的指導助言等の取組状況においては、技

術コンサルティング制度を積極的に活用しながら、

技術指導や信頼性評価に取り組み、契約数が年々増

加するなど、校正業務や精密計測に関係する産業界

において先導的な役割を果たした。また、先端的な

分析計測機器の公開では、公開している装置や技術

を用い、計測に関する課題の解決へ貢献した。計測

クラブ活動を介した広報、普及、情報収集に努め、

ユーザサイドでの計量標準の利活用の浸透が促進

された。計量標準の国際同等性の継続的な確保のた

め、海外での技術審査（ピアレビュー）にも貢献し

た。 
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についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

けて、イノベーションコー

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

 

参画して先端分析計測機器を公開した。企業や大

学研究機関に対して技術相談、機器利用時の技術

補助、技術代行（測定代行）などの技術支援を実施

した。技術支援の件数は平成 27 年度～平成 29 年

度の 3年間合計は 214件、平成 30年度単年度では

60件以上であった。 

 

［計測クラブ活動］ 

 国家計量標準を普及かつ共有する場として、23

の計測クラブを運営した。それぞれの計測クラブ

で、研究会・講演会（平成 27 年度～平成 29 年度

の 3年間合計は 67件、平成 30年度単年度では 19

件）、技術相談、情報発信等を行うとともに、登録

会員（全体で約 3,300 名（複数クラブへの重複参

加を含む））との交流を通じて産業ニーズの把握及

び施策への反映に努めた。 

 

［ピアレビューアー、JCSS等に係る技術委員会委

員及び技術アドバイザー等の派遣］ 

 国際的に認められた計量標準に関する知見及び

技術ポテンシャルを活かして、海外の国家計量標

準機関へ技術審査員（ピアレビューアーなど）と

して職員を派遣した。平成 27 年度～平成 29 年度

の 3年間合計は延べ 14ヶ国、53人、平成 30年度

単年度では 8ヶ国、24人であった。国内では、計

量法に基づく校正事業者登録制度（JCSS)等に係る

校正事業者評価委員会、試験事業者評定委員会、

標準物質生産評定委員会などに委員を派遣した。

（平成 27 年度～平成 29 年度の 3 年間合計は 62

回、平成 30年度単年度では 19 回）。また、校正事

業者の登録審査や定期検査の際に技術アドバイザ

ーとして職員を派遣し（平成 27 年度～平成 29 年

度の 3年間合計は 239件、平成 30年度単年度では

44件）技術的助言を行った。 

 

 以上のような、技術コンサルティング等の指導の

成果が得られたこと、評価指標やモニタリング指標

の達成状況を総合し、特に顕著な成果が得られたと

考え、評定を「S」とする。技術コンサルは平成 27

年度は 0.3 億円であったのに対し、平成 30 年度は

2.4億円と大幅増加した。民間資金の獲得額につい

ては、平成 27年度～平成 30年度の獲得目標値は合

計 21.6億円に対し、4年間の実績合計額は 23.5億

円（目標に対して 109 %の達成率）となり、目標を

大きく上回る成果であった。 

 なお、評価委員からは、 

「技術コンサルティング件数は順調に増加し、民間

外部資金獲得にも繋がっており、ユーザニーズの把

握と産業界との連携に大きく貢献する取り組みで

ある。」「技術コンサルティング事業が順調に拡大し基

幹業務の一つとなりつつあることはよい成果。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 計量標準の分野では、最終ユーザまで届くトレー

サビリティ体系の構築やユーザが期待する計測・分

析・評価などの多様な課題に対する技術的指導や助

言等に対して、継続的な取り組みが求められる。計

測クラブ等の活動による情報提供は有効であり引

き続き実施するが、それだけでは十分ではない現状

がある。産業界や企業からの計測・分析・評価など

に関する要望に応えるために、技術コンサルティン

グで対応し、マッチングの質・量ともに増加に繋げ

る取り組みとして、技術マーケティング会議を毎月

実施した。加えて、分析計測機器の公開とその利用

者の課題解決支援においても、今後も継続的に取り

組む。海外での技術審査に関しては、国際同等性の

確保のため、技術審査員に資する技術ポテンシャル

の維持・向上に努め、継続的に派遣を実施する。試

験所・校正機関の測定・校正能力を認定する規格

ISO/IEC17025 の改定に対応するため、校正責任者

等に向けた所内講習会を開催したが、今後もこのよ

うな取り組みを継続して実施する。 
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（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

［連携の推進体制］ 

 計量標準総合センター長、研究戦略部長、研究

企画室長、各ユニット長、各部門の連携担当、IC、

POをメンバーとする技術マーケティング会議を月

1回程度開催し、連携活動の情報共有、方針等の決

定を行った。研究現場では、部門幹部等が連携の

調整役として活動し、研究員も技術コンサルティ

ング等を経験することによってノウハウの共有や

最適化が進み、個々の研究者の技術マーケティン

グ能力の強化につながった。また、NMIJにおける

新人研修において、計量計測分野と関わりの深い

分析機器メーカ等の企業見学を組み入れるなど、

早い段階から連携マインドを醸成させた。 

 

［企業との連携］ 

 計量標準総合センター長を筆頭とする幹部で、

包括連携を進めている企業等を訪問するなどし、

トップ会談等で組織的な連携の構築と強化を図る

と共に同一企業の複数部署への連携を促進した。

また、連携担当や研究者が、毎年開催される「産総

研テクノブリッジフェア in つくば」や平成 30年

1月に計測に特化したフェアとして開催された「計

測分析フェア in 京都」などの展示会に積極的に

出展し、その後、企業との技術交流会等に参加す

るなどして個別連携の展開を図った。 

企業との連携を目指して開催された産総研主体の

展示会のうち NMIJ が参加した主なフェアを以下

に記載する。 

平成 27年度 

テクノブリッジフェア in北海道 (平成 27年 7月

8日) 

テクノブリッジフェア in つくば (平成 27年 10

月 22～23日) 

テクノブリッジフェア in 九州 (平成 28年 1月

19日) 

テクノブリッジフェア in マツダ (平成 28年 1

月 20日) 

平成 28年度 

テクノブリッジフェア福井 (平成 28 年 7 月 26

日) 

テクノブリッジフェア in北海道 (平成 28年 9月

7～8日) 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：マーケティングの取組状況においては、領域

内の技術マーケティング会議を通した所内連携体

制の下、積極的な企業訪問等のトップマネジメント

を行った。その一方で、研究者による産総研テクノ

ブリッジフェア出展や、各研究部門連携担当の支援

等による個々の研究者のマーケティング力の向上

も図るなど、橋渡しを推進するための組織的な活動

に取り組んだ。その結果、特に技術コンサルティン

グの件数・金額は顕著な伸びを見せ、当領域の企業

への橋渡しにおいて大きな特徴となっており、民間

資金獲得額の目標達成に不可欠な存在となってい

る。技術コンサルティングを通じて、計測及びそれ

を必要とする分野における日本の産業競争力の強

化に貢献したという事が出来る。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考えられたと考え、評定を

「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「委員会説明時よりも、民間からの資金獲得額、技

術コンサルティング件数、技術研修生数等が大幅に

増加しており、驚きました。」「領域のアウトカムに

対する課題の継続的自己分析が行われている。」「特

許実施契約数は確実に成果を上げている。公的外部

資金についても、初年度より順調に獲得額が増えて

いる。」 

などのコメントを得た。  

 

＜課題と対応＞ 

 連携の推進体制では、組織のマーケティング能力

向上が課題である。平成 27 年度から継続して行っ

ている領域内技術マーケティング会議主導による

連携強化のための体制を今後も継続して活用する。

研究現場で蓄積された情報やノウハウ、経験を領域

内で共有して、効率的に企業連携を進める。 

 企業との連携では、きっかけ作りが課題である。

マッチングを検討する機会を増やすことが重要で

あると考え、イベントや展示会への出展やプレスリ

リースなどを通じて、領域保有技術を積極的に広報
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ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

テクノブリッジフェア in つくば (平成 28年 10

月 20～21日) 

九州・沖縄オープンイノベーションデー (平成 28

年 12月 7日) 

テクノブリッジフェア石川 (平成 29 年 1 月 17

日) 

JR東日本テクノブリッジフェア (平成 29年 3月

22日) 

平成 29年度 

テクノブリッジフェア in 和歌山 (平成 29年 7

月 25日) 

テクノブリッジフェア in つくば (平成 29年 10

月 19～20日) 

テクノブリッジセミナー in 石川 (平成 29年 12

月 8日) 

計測分析フェア in 京都 (平成 30年 1月 23日) 

テクノブリッジフェア in 九州 (平成 30年 2月

6日) 

北海道アグリテクノフェア (平成 30 年 3 月 13

日) 

平成 30年度 

TBF in 宮城 (平成 30年 6月 26日) 

テクノブリッジフェア in 茨城 (平成 30年 8月

28日) 

テクノブリッジフェア in つくば (平成 30年 10

月 25日～26日) 

中部センター材料フェア (平成 30年 12月 3日) 

オープンイノベーション in 徳島 (平成 30年 12

月 6日) 

テクノブリッジフェア in 帯広 (平成 31年 1月

30日) 

 

［コンソーシアム活動］ 

 計量標準の開発で培った知見や計測技術を当領

域で運営する 6 つの産総研コンソーシアム（光学

式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソー

シアム、高濃度オゾン研究会、Ｘ線新技術産業化

コンソーシアム、3次元内外計測コンソーシアム、

精密電気計測コンソーシアム、残留農薬分析の技

能試験コンソーシアム）の研究会等を通して発信

し、橋渡しの可能性を探った。当領域が運営する

産総研コンソーシアムの会員数は、約 270 名であ

する。 

 コンソーシアム活動は、研究開発成果の普及と国

内の最終ユーザでの計測の技術力のボトムアップ

が目的となる。目的達成のため、コンソーシアム活

動では研究会等での情報発信の他、技能試験とその

フォローアップを通じて最終ユーザへ直接技術を

伝える。 
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ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

る。研究会・講演会・比較測定・技能試験等の活動

を平成 27 年度～平成 29 年度の 3 年間に合計 31

回、平成 30 年度単年度では 10 回実施した。コン

ソーシアム内での企業及び地域の中小企業や公設

試験機関との連携に務め、第 4 期中に国際標準化

への新規提案を行った他、共同研究・技術コンサ

ルティングへも発展した。 

 平成 25年に計測・分析装置メーカ 5社と産総研

で設立した「ナノ計測ソリューションコンソーシ

アム （COMS-NANO）」では、ナノテクノロジーの進

展に重要なナノ材料の評価手法・装置の開発につ

いて、オールジャパン体制で推進している。健康

や環境に対するリスクからの保護を目的としたナ

ノ材料規制における該否判定への利用に向けてナ

ノ粒子複合計測システムのプロトタイプの高度化

を進めるとともに、新たに材料系メーカをメンバ

ーに加え、個別材料系への適応を進め、平成 30年

度は、複合計測システムの中核技術の国際標準

（ISO/TS 21362）が制定される成果を得た。平成

31年 3月現在 COMS-NANOは、産総研を含めた 7法

人メンバーで活動している。 

 

 以上の取り組みから、技術コンサルティング及

び共同研究、受託研究、技術移転収入を合わせた

民間資金の獲得額は、平成 27 年度～平成 29 年度

の 3 年間合計は 16 億円、平成 30 年度単年度では

7.5 億円となっている。平成 27 年度～平成 29 年

度の目標値の合計 14.4 億円に対して 111 %の達

成、平成 30年度は目標の 7.2億円に対して 104 %

となっており、目標額を達成する見込みとなった。 
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さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研
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究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー

ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

（７）大学や他

の研究機関と

の連携強化 

 産総研が自

ら生み出した

技術シーズの

みならず、大学

や他の研究機

・クロスアポイントメント

制度と従来の連携制度を併

用することで、基礎研究、

応用研究・開発、実証、事

業化といった各段階におい

て他の機関に所属する優秀

な人材を取り込んで最大限

に活用する。これにより、

・大学や他の研究

機関との連携状況

（モニタリング指

標）等 

 

 大学や他の公的研究機関との連携においては、

計量標準の開発で培った知見及び技術を基に、大

学や他の公的研究機関とともに、新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）、科学技術振興機構

（JST）、日本学術振興会（JSPS）等の事業に参画す

るなどして研究を推進した。 

 計量標準の分野における日本の国際競争力を向

上させる意図で、計量標準の同等性評価の仕組み

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：大学や他の研究機関との連携においては、計

量標準の開発で培った知見及び技術を通して、大学

や他の研究機関と共同研究等を展開した結果、数多

くの成果が得られた。日本の計量研究機関として、

様々な量目の国家標準を所掌し、SI トレーサブル

な精密計測が可能な NMIJ と共同研究を実施するこ
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関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進めるべく、優

秀な研究者が

大学と公的研

究機関等、複数

の機関と雇用

契約関係を結

び、どちらの機

関においても

正式な職員と

して活躍でき

るクロスアポ

イントメント

制度の導入・活

用や、大学等の

研究室単位で

の産総研への

受け入れ、産総

研の研究室の

大学等への設

置により、大学

等との連携強

化を図るもの

とする。 

 こうしたク

ロスアポイン

トメント制度

の活用につい

ては、「橋渡し」

機能の強化を

図る観点に加

え、高度研究人

材の流動性を

高める観点か

ら重要である

ことを踏まえ、

積極的な推進

関（大学等）の

基礎研究から

生まれた優れ

た技術シーズ

を汲み上げ、そ

の「橋渡し」を

進める。これま

で大学や他の

研究機関との

共同研究や兼

業等の制度を

用いて連携に

取り組んでき

たが、さらに平

成２６年度に

導入したクロ

スアポイント

メント制度等

も積極的に活

用し、基礎研

究、応用研究・

開発、実証、事

業化といった

各段階におい

て他の機関に

所属する優秀

な人材を取り

込んで最大限

に活用する。こ

れにより、組織

間の連携推進

を実効的に進

めるとともに、

多様な連携の

方策から最適

な仕組みを選

びつつ推進す

る。これに加え

て大学等との

連携強化を図

るため、大学等

の研究室単位

組織間の連携推進を実効的

に進めるとともに、多様な

連携の方策から最適な仕組

みを選びつつ推進する。こ

れに加えて大学等の研究室

単位での産総研への受け入

れや、産総研の研究室の大

学内もしくは隣接地域等へ

の設置を通じて、大学等と

の一層の連携強化を図る。 

・革新的基礎研究力を有す

る大学等から生まれた優れ

た技術シーズや優秀な研究

人材を活用し、産総研にお

ける「橋渡し」機能の強化

を加速させるための拠点

「オープンイノベーション

ラボラトリ」の整備を、平

成 30 年度も積極的に進め

る。 

 

作りへの代表派遣、ポスト獲得を積極的に実施し

た。第 4 期の期間、メートル条約に関連した活動

では、国際度量衡総会・国際度量衡委員会・諮問委

員会・作業部会に、国際法定計量機関（OIML）条約

に関連した活動では、国際法定計量委員会（CIML）・

OIML総会に、アジア太平洋計量計画（APMP）では、

APMP総会・技術委員会に、アジア太平洋法定計量

フォーラム（APLMF）では、APLMF総会に、それぞ

れ専門家を派遣した。更に、複数の国際比較の幹

事を引き受けてきた他、二国間 MoU 等に基づき、

アジア地域を中心として専門家を派遣して派遣先

の国家計量システムへの技術審査・アドバイスや

技術研修を実施した（平成 27 年度～平成 29 年度

の 3年間合計は延べ 18ヶ国、63人、平成 30年度

単年度では 8ヶ国、24人）。また APMPによる途上

国向け招聘事業を活用して招聘・研修を行った（平

成 27年度～平成 29年度の 3年間合計は延べ 30ヶ

国、59人、平成 30年度単年度では 8ヶ国、11人）。

その結果、OIML 条約に関連した CIML 第二副会長

代行のポスト、国際度量衡委員ポスト（継続）、APMP

議長ポスト等を獲得するに至った。これらにより、

我が国の計量分野の国際プレゼンスが向上した。 

 産業技術連携推進会議（産技連）の知的基盤部

会の活動を積極的に実施した。第 4 期も知的基盤

部会を全国各地で開催し（平成 27年度：東京都、

青森県、京都府、愛知県。平成 28年度：宮城県、

東京都、香川県、島根県。平成 29年度：千葉県、

東京都、兵庫県、佐賀県。平成 30年度：山形県、

千葉県、宮崎県。）、参加公設試験研究機関に共通

の課題解決に関する情報交換を実施した。毎年の

参加者はのべ約 500名であった。 

 

とで、より精度の高い結果を導出できるなど、大学

や他の研究機関の期待も高い。産技連を通じた全国

の公設試験研究機関との広範な連携ネットワーク

による橋渡し拠点を活用し、公設試験研究機関に共

通の課題解決に関する情報交換等を行って、地域企

業からの計測ニーズへの対応力向上に貢献した。国

際度量衡委員会をはじめとした国際計量関係の委

員会や作業部会等の重要ポストを獲得・維持すると

共に、多数の専門家を派遣して国際計量分野の発展

に寄与した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「地域との連携活動に関して、ラウンドロビンテス

トの成果や分科会の取り組み、討論会・講演会など

積極的な取り組みが認められる。」「地域との連携活

動に関する活動の成果がどのように展開されたか、

成果が地域創生にどのように寄与したかを示すと

よい。」 

などのコメントを得た。 

 

＜課題と対応＞ 

 大学や他の研究機関との連携における課題は、産

総研が保有する計測技術と大学や他の研究機関が

求める技術とのマッチングの拡大である。産総研が

保有する計測技術を大学や他の研究機関に知って

もらうためにも、国内学会などの機会を積極的に利

用し研究発表を行っていくことが重要である。ま

た、目的基礎研究に資する研究テーマの選定を行う

とともに、連携大学院や技術研修生受け入れ等の人

材育成の機会を通じて共同研究等への発展を検討

する。地域企業からの計測ニーズへ対応するため、

公設試験研究機関との連携の維持が必要である。単

年度で完成するものではないため、公設試験研究機

関との情報交換を引き続き行う。国際連携活動で

は、国際計量分野での日本の国際競争力向上が課題

である。海外の国家計量標準機関との連携の継続と

各種委員会への研究者の継続的な派遣の他、国際機

関で活躍する人材の養成や次世代を担う若い研究

者の養成に努める。 
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を図るものと

する。 

 

での産総研へ

の受け入れ、産

総研の研究室

の大学内もし

くは隣接地域

等へ設置する

「オープンイ

ノベーション

アリーナ（ＯＩ

Ａ）」を平成２

８年度からの

５年間で１０

拠点形成する

ことを目指し、

本目標期間中

に積極的に形

成に取り組む。 

 クロスアポ

イントメント

制度の活用に

ついては、「橋

渡し」機能の強

化を図る観点

に加え、高度研

究人材の流動

性を高める観

点から重要で

あることを踏

まえ、積極的な

推進を図る。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

２．地質調査、

計量標準等の

知的基盤の整

備 

 我が国の経

済活動の知的

基盤である地

質調査や計量

標準等は、資源

確保に資する

探査・情報提供

・我が国の経済活動の知的

基盤である地質調査や計量

標準等については、我が国

における当該分野の責任機

関として、これらの整備と

高度化を通じて我が国の産

業基盤を引き続き強化す

る。平成 30年度は特に以下

の業務に取り組む。詳細に

ついては別表１に記載す

る。 

○国の知的基盤整

備計画に基づいて

着実に知的基盤の

整備に取り組んで

いるか。 

・計量標準及び標

準物質の整備状況

（評価指標） 

・計量標準の普及

活動の取組状況

（モニタリング指

［計量標準の整備と利活用促進］ 

 知的基盤整備計画（平成 25～令和 5年度）に基

づく計量標準整備として、以下を実施し、計量標

準の開発と供給を遂行した。 

・物理標準の供給開始（範囲拡大等含む） 

  第 4期期間（平成 27～30年度）：80件 

・水道法への規制対応や材料評価用の標準物質の

供給開始 

  第 4期期間（平成 27～30年度）：46件 

   

 また、確立した計量標準の維持と供給及び普及

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：NMIJは知的基盤の整備について、ニーズに基

づいた適切で計画的な計量標準の整備、計量標準の

円滑な利用に向けた環境整備、着実な業務の実施を

通して、我が国の国家計量機関としての機能を十分

に果たした。「背景・実績・成果」において述べた

ように、第 4期期間を通して、計量標準の精度向上

とメニューの充実がなされ、多岐に渡る計量標準の

整備が進んだ。知的基盤整備計画（平成 25 年度～

令和 5 年度）に基づく着実な計量標準の整備によ
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や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化するものと

する。 

 その際、他の

研究機関等と

の連携も積極

的に図るとと

もに、国の知的

基盤整備計画

に基づいて知

的基盤の整備

を進め、その取

組状況等を評

価する。その評

価に当たって

は、ＰＤＣＡサ

イクル等の方

法について、中

長期計画に記

載するものと

する。 

 こうした業

務への貢献を

産総研内で評

価する場合に

は、「橋渡し」

とは異なる評

や産業立地に

際しての地質

情報の提供、よ

り正確な計測

基盤を産業活

動に提供する

等の重要な役

割を担ってお

り、我が国にお

ける当該分野

の責任機関と

して、これらの

整備と高度化

を通じて我が

国の産業基盤

を引き続き強

化する。その

際、他の研究機

関等との連携

も積極的に図

るとともに、国

の知的基盤整

備計画に基づ

いて知的基盤

の整備を進め、

その取り組み

状況等を評価

する。こうした

業務への貢献

を産総研内で

評価する場合

には、「橋渡し」

とは異なる評

価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

用する。知的基

盤整備の評価

においては、国

・知的基盤整備の評価にお

いては、国の知的基盤整備

計画に基づいて着実に知的

基盤の整備に取り組んでい

るか、及び計量法に関わる

業務を着実に実施している

かを評価軸とし、地質図・

地球科学図等の整備状況、

計量標準及び標準物質の整

備状況、及び計量法に係る

業務の実施状況を指標とす

る。さらに、地質情報の普

及活動の取り組み状況、計

量標準の普及活動の取り組

み状況を評価の際のモニタ

リング指標として取り扱

う。  

【計量標準総合センター】 

・物理標準については、力

計、高温熱電対、パワーア

ナライザ等の物理標準の開

発・範囲拡張・高度化等の

整備を知的基盤整備計画に

沿って行う。 

・標準物質については、既

存標準物質の安定性評価を

行い供給を継続するととも

に、知的基盤整備計画に沿

って化学・材料評価のため

の標準物質を開発し、併せ

て水道法等の規制に対応し

た標準物質の濃度校正方法

の開発とその技術移転を行

う。 

・計量法に係る業務につい

ては、特定計量器の基準器

検査、型式承認試験等の効

率的な実施に取り組む。特

定計量器に新たに追加され

た自動はかりの技術基準及

び型式承認試験設備の整備

を行う。また、計量教習、

標） 

○計量法に係る業

務を着実に実施し

ているか。 

・計量法に係る業

務の実施状況（評

価指標） 

 

促進も、以下の通り、着実に実施した。 

・国家計量標準の供給（JCSS登録事業者向け） 

  第 4期期間（平成 27～30年度）：1,743件 

・一般ユーザ向け依頼試験 

  第 4期期間（平成 27～30年度）：1,226件 

・標準物質頒布 

  第 4期期間（平成 27～30年度）：8,603件 

   

 一方、国際的な枠組みでの計量標準確立に対し

て、特筆すべき貢献ができた。平成 30 年 11 月に

開催された第 26 回国際度量衡総会で、キログラ

ム、ケルビン、アンペア、モルの 4つの SI基本単

位の定義改定が採択された。当領域では、プラン

ク定数を世界最高レベルの精度（相対標準不確か

さ 2.4×10-8）で測定し、科学技術データ委員会

（CODATA）によるプランク定数の平成 29年特別調

整値の決定において用いられた 8 つのデータのう

ち 4つのデータに貢献した。4つのデータのうち、

1 つは当領域単独で測定した値であり、新たなキ

ログラムの定義の基準となるプランク定数の決定

に大きく寄与した。 

 

［法定計量業務の実施と人材の育成］ 

 法定計量の適切な執行のため、試験検査・承認

業務を、下記の通り、着実に実施した。 

・基準器検査 

  第 4期期間（平成 27～30年度）：6,355件 

・特定計量器の型式承認 

  第 4期期間（平成 27～30年度）：365件 

   

 計量制度検討（計量制度審議会答申関係）に関

連して、型式承認試験成績書の受け入れ（民間試

験所の活用）システムの整備、自動はかり技術基

準の整備、政省令手数料改正、JCSS技術的要求事

項適用指針(圧力/圧力計：JCT20501)の改正を行っ

た。また、水銀汚染防止法の施行に伴い、水銀汚染

法関連 JIS の改正や基準器追加の省令基準等の整

備を行った。更に、新たな技術基準として、排水流

量計、圧縮天然ガスメータに関する JIS 原案を作

成した。 

 計量教習・講習・研修については、目標値 20回

を超える 36回（修了書 572通）開催し、国内計量

り、ニーズに合わせたトレーサビリティ体系が構築

され、信頼性が確保された計測・分析技術に支えら

れた社会が実現する。 

 法定計量業務の実施と人材の育成は、法令で定め

られた業務であり、長年継続的にかつ着実に行う必

要がある。また、計量法校正事業者登録制度（JCSS）

における校正事業者向けの校正、一般ユーザ向け依

頼試験、標準物質の頒布、基準器検査、型式承認等

を、着実に実行するとともに、計量研修生を毎年受

け入れるなど、知的基盤の整備に着実に取り組ん

だ。 

 キログラムの定義改定に際して、科学技術データ

委員会（CODATA）によるプランク定数の平成 29 年

特別調整値の決定に関与し、国際勧告値に関わる物

理定数の精密測定において日本の国際的なプレゼ

ンスが向上した。次世代計量標準に関する研究開発

の積み重ねにより、世界の計量標準の基盤技術への

貢献が見込める。 

 産総研第 4 期、及び、平成 30 年度の個別の研究

開発について、具体的な成果の意義、アウトカムを

以下にまとめる。 

 

130年ぶりのキログラムの定義改定への貢献： 

 キログラムの新しい定義を 24 µg の標準不確か

さで実現する計測システムを開発し、キログラムの

新しい定義で用いられるプランク定数の値の決定

に貢献した。国際単位系（SI）の定義で用いられる

値の決定に際し、欧米以外の国が主要なデータを提

出し、定義改定に大きく貢献するのは歴史的にも今

回が最初である。 

 2019年 5月 20日からプランク定数にもとづくキ

ログラムの新しい定義が施行され、国際単位系（SI）

は人工物などによらない理想的な単位系へと進化

することになる。 

 130年ぶりにキログラムの定義が改定され、原器

からプランク定数にもとづく新しい定義へと移行

することによって、質量、力、トルク、密度、粘度、

圧力、流量など多くの質量関連標準の信頼性が向上

する。また、従来はトレーサブルに計測すること自

体が困難だった微小質量、力、トルクなどを、プラ

ンク定数にもとづく電気的な計測などによって測

定することが可能になり、新たな微小領域における
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価をしていく

ことが必要か

つ重要であり、

各ミッション

に鑑み、最適な

評価基準を適

用するものと

する。 

【目標】 

国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取組

が求められて

いるため。 

 

の知的基盤整

備計画に基づ

いて着実に知

的基盤の整備

に取り組んで

いるか、及び計

量法に関わる

業務を着実に

実施している

かを評価軸と

し、地質図・地

球科学図等の

整備状況、計量

標準及び標準

物質の整備状

況、及び計量法

に係る業務の

実施状況を指

標とする。さら

に、地質情報の

普及活動の取

り組み状況、計

量標準の普及

活動の取り組

み状況を評価

の際のモニタ

リング指標と

して用いる。さ

らに、国が主導

して平成２６

年度から毎年

定期的に行う

ことになった

知的基盤整備

計画の見直し

とも連動し、Ｐ

ＤＣＡサイク

ルを働かせる。 

【目標】 

国の知的基盤

整備計画に基

づき知的基盤

計量講習、計量研修を実施

し、法定計量技術に関わる

人材育成を行う。 

・計量標準の利用を促進す

るため、情報提供及び講習・

技能研修活動の拡充を図

り、計量標準に関連する工

業標準化、国際標準化へ貢

献する。また、国際比較等

を通じて計量標準の管理を

行い、計量法トレーサビリ

ティ制度に定められた参照

標準等の供給を行う。 

 

関係技術者の技術力向上に貢献した。その他、法

定計量セミナー、計測クラブ、計量講習会などで、

のべ 460 名の参加者を受け入れ、人材育成に取り

組んだ。 

 

［計量標準の普及活動］ 

 計測クラブ等を通じた情報提供（国家計量標準

を普及、かつ、共有する場として、23の計測クラ

ブを運営、会員約 3,300 名）や、産総研コンソー

シアムにおける技能試験や技能研修により、主に

最終ユーザを対象とした技術支援を行った。国際

度量衡局（BIPM）や OIML、APMPなどの関連機関と

の連携促進、国際比較等を通じた計量標準の管理、

工業標準化・国際標準化へ、第 4 期期間を通して

貢献を行った。 

 

［計量標準に関連した計測技術の開発］ 

 計量標準の開発と高度化、SI基本単位の定義改

定や国際勧告値に関わる物理定数の精密測定の実

現、次世代計量標準の開発への貢献を考慮して、

知的基盤としての研究開発を行った。 

 産総研第 4期、及び、平成 30年度の個別の研究

開発について、具体的な背景、実績、成果を以下に

まとめる。 

 

130年ぶりのキログラムの定義改定への貢献： 

 国際単位系（SI）における 7つの SI基本単位は

計測標準の根幹を成すものであり、近年の科学技

術の進歩に応じて、その多くはより再現性の高い

定義へと改良されてきた。しかし、質量の単位「キ

ログラム」だけは 1889年に国際キログラム原器に

よって定義されて以来、人工物に頼る最後の SI基

本単位として残っていた。この定義を改定し、全

ての SI 基本単位を基礎物理定数などによる普遍

的な定義へと移行させることが国際度量衡におけ

る重要な課題となっていた。 

 キログラムの定義を改定するためには、原器の

質量安定性よりも小さい不確かさでプランク定数

を測定することが求められていた。平成 27年度は

同位体濃縮シリコン単結晶球体の直径（94 mm）を

原子レベルの不確かさ（0.6 nm）で計測する技術

と、その表面組成構造を分析するためのエリプソ

計測が可能になる。例えば半導体デバイスの製造工

程において、薄膜の厚さだけでなく、ナノグラムオ

ーダーの精度でその質量を測ることで、より緻密な

製造工程の管理が可能になる。新しい定義が導入さ

れることによって、将来、新しい原理にもとづく計

測技術の発展の可能性が広がる。 

論文発表：IF付国際誌 25報、特許登録：1 件、プ

レスリリース 1 件、平成 30 年度には度量衡委員会

での決議に関する新聞・テレビ・雑誌等における成

果の発信多数、論文賞 1など。 

 

光格子時計による次世代時間・周波数標準の開発： 

 連続運転が可能なイッテルビウム光格子時計を

開発した。現在、水素メーザーを基にした時間標準

（UTC(NMIJ)）の協定世界時との位相差は、約±15 

nsであるが、水素メーザーと NMIJで開発した光格

子時計を組み合わせることにより、±1.5 ns を達

成する見込みである。従来よりも 10 倍安定な時間

標準（UTC(NMIJ)）を用いる事により、国際原子時

の高精度化に貢献が可能になる。時間標準は、従来

から長さ標準や電気標準の精度を下支えしてきた

が、キログラムを含む SI 単位の定義改定により、

物質量（モル）を除く全ての基本単位を直接的に支

えるようになった。これにより、社会全体の幅広い

測定の精度向上が期待される。この成果は、秒の定

義改定に向けた国際的活動への貢献であるととも

に、数年～十数年後に定義改定が実現した場合、国

際単位系にトレーサブルな国家標準（UTC(NMIJ)）

を構築するうえで不可欠な技術である。また、この

高精度な UTC(NMIJ)を介して国際原子時の高精度

化に定常的な貢献が可能となる。 

 本技術および関連技術は、IF 付国際誌 7 報に掲

載されるとともに、平成 30 年度にプレスリリース

した。 

 

温度測定技術の高度化と次世代温度標準の開発： 

 1,000 ℃付近で高安定な白金抵抗温度計を開発

すると共に、1,600 ℃までの温度標準を開発し熱電

対を高温域において校正・評価するための技術を確

立した。また、独自技術のジョンソン雑音温度計に

よりボルツマン定数を求め、SI 単位の定義改定に

貢献した。 
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の整備を進め

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】

【難易度：中】 

地質情報や計

量標準等の知

的基盤は、国民

生活・社会経済

活動を支える

重要かつ不可

欠な基盤であ

り、産総研は我

が国における

責任機関とし

て知的基盤整

備計画に基づ

く着実な取り

組みが求めら

れているため。 

 

メ－ターと X 線光電子分光装置を開発し、原器の

安定性（1億分の 5）を超える 1億分の 3の不確か

さでプランク定数を測定した。平成 28年度は共通

のプランク定数を基準として 1 kg の質量を測定

したときの整合性を確認するために国際比較

（Pilot Study）に参加し、日、独、米、加で測っ

た結果が 10 µg（1億分の 1）以内で整合すること

を確認した。平成 29年度は科学技術データ委員会

が実施するプランク定数の特別調整において、8つ

の基礎データのうち 4つに NMIJが貢献するかたち

で、キログラムの新しい定義で用いられるプラン

ク定数の値が決められた。平成 30 年度は第 26 回

国際度量衡総会が開催され、上記のプランク定数

によって 130 年ぶりにキログラムの定義を改定す

ることが採択された。 

 米 National Institute of Standards and 

Technology（NIST）、仏 Laboratoire National de 

Metrologie et d'Essais（ LNE）、加 National 

Research Council Canada（NRC）はキッブル（ワ

ット）バランス法によってキログラムの新しい定

義 を 実 現 し 、 独 Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt（PTB）では NMIJと同様に原子の数

を測る技術によって新定義を実現した。NMIJはこ

れら諸外国とほぼ同等である世界最高レベル（1億

分の 2.4）の不確かさでキログラムの新しい定義を

実現した。世界中で質量の定義改定に貢献したの

はこれら 5カ国のみである。 

[IF付国際誌 25[2]報、特許登録 1[1]件、プレス

リリース 1[0]件、その他に新聞・テレビ・雑誌等

における成果の発信多数、論文賞 1[0]件

（Metrologia Highlights of 2017）] 

 

光格子時計による次世代時間・周波数標準の開発： 

 近年、秒の定義改定を念頭に各国で光格子時計

等の開発が進められている。平成 28年、メートル

条約傘下の委員会において、秒の定義改訂に向け

たロードマップが作成された。この中で、世界各

国の標準研究機関による、光格子時計などの新し

い時計を用いた国際原子時への貢献が課題の一つ

となっている。 

 NMIJでは、国際原子時への貢献を目指し、連続

運転可能なイッテルビウム光格子時計の開発に着

 1,000 ℃付近の安定な温度センサの開発と熱電

対の温度校正・評価技術の高温への拡張により、高

温での温度計測の高精度化に貢献するとともに、こ

れまで困難であった高温域での温度標準の国際整

合性の確認へ貢献できる。ジョンソン雑音温度計に

よる成果はボルツマン定数決定の正当性を確固と

することに貢献した。NMIJ の他の熱力学温度測定

技術とともに、次期の国際温度目盛の改定のための

基本データ取得が期待できる。 

 高安定な温度計や熱電対校正技術の温度域の拡

張は、SiC半導体やセラミックスなどの素材産業に

おける製造プロセス分野において、温度測定・制御

技術の向上を通して、生産の効率化や品質の向上に

貢献することが期待される。一方、熱力学温度計に

よる成果は、SI 単位の定義改定を通して基礎科学

全般に波及すると期待される。 

 安定な白金抵抗温度計の開発は平成 28 年に IF

付国際誌に 2 報掲載されるとともにプレスリリー

スした。ジョンソン雑音温度計の開発に対しては平

成 29 年に IF 付国際誌 2 報に掲載され、平成 30 年

度に超伝導科学技術賞を受賞した。 

 

産業界を支える電気計測： 

 あらゆる産業活動で不可欠な電気計測の高度化

を通じ、企業における品質保証の支援や、エネルギ

ーの有効活用推進などを目的としたソリューショ

ン提供のための研究開発を実施した。 

 品質保証の支援においては、企業の製造開発現場

で利用しやすい小型高安定電圧標準器を開発する

ことで、現場での計測精度を向上させ、品質管理に

おける信頼性向上に貢献した。また、近年ニーズの

高まる高抵抗測定に関するコンソーシアムを設立

して、難易度の高い高抵抗の精密測定技術の向上に

貢献した。これらの成果により、電子機器や家電製

品、それらで使用される素材（誘電体など）の高品

質化が低コストで実現し、企業の国際競争力が高ま

るとともに、これら製品のユーザの利便性や安全性

が向上する。 

 エネルギーの有効活用推進においては、リチウム

イオン電池の非破壊検査手法の開発や、高出力フレ

キシブル熱電モジュールの発電性能評価装置の開

発を実施し、電池材料の開発や発電モジュール製品
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手した。平成 28～29年度には、原子の冷却・捕獲・

分光に必要となる小型かつ堅牢なレーザー光源群

の開発を行い、それらの周波数を光周波数コムを

基準に制御する独自のシステムを構築した。平成

30年度には、上述の光源を用い、光格子時計を 10

時間以上連続して動作できることが可能になっ

た。これは従来の連続運転時間の 10倍以上の長さ

に相当する。また、長期連続運転の実現により光

格子時計の不確かさを詳細に評価する事が可能に

なり、光格子時計自身の不確かさは 9,000 万年に

対して 1秒程度である事が確認できた。 

 研究が先行しているストロンチウム光格子時計

では、国際原子時への貢献を実証した例があるが、

室温での黒体輻射周波数シフトがストロンチウム

の半分と小さく、より高精度が期待されているイ

ッテルビウム光格子時計を用いた国際原子時への

貢献はまだ実現していない。世界で初めてとなる

イッテルビウム光格子時計による国際原子時への

貢献に向けて大きく前進した。 

[論文発表：IF付国際誌 7[3]報、プレスリリース 

1[1]件] 

 

温度測定技術の高度化と次世代温度標準の開発： 

 近年、半導体やセラミックスなどの素材産業で

の製造工程の高度化・効率化などのため、高温域

における精密温度計の開発や、高温温度計の校正・

評価技術の開発が求められている。特に、平成 27

年度以降、JIS 改正により熱電対の使用域が

1,500 ℃を大幅に超えて拡張され、その校正評価

技術の拡張が大きな課題となった。また、現在の

温度計測の大もとである、熱力学温度の単位の定

義改定、および、新定義に基づく熱力学温度測定

システムの開発が重要な課題となっている。 

 このような背景の下、高温域の研究および熱力

学温度測定技術の開発に取り組んできた。平成 27

年度には 1,000 ℃付近で±0.001 ℃の安定性をも

つ白金抵抗温度計を開発した。平成 28年度には金

属-炭素共晶点による熱電対校正技術で 1,600 ℃

の温度標準を開発した。平成 29年度には産総研で

独自に開発した集積型量子電圧雑音源を基準信号

源として用いたジョンソン雑音温度計により熱力

学温度の定義改定のためのボルツマン定数を求め

の開発に貢献した。これらの成果により、異常な発

熱などの事故が社会問題となっているリチウムイ

オン電池の安全性が向上し、モバイル機器や電気自

動車などの普及が進むとともに、工場などからの未

利用廃熱の有効活用や、体温で駆動する電池不要な

ユビキタスデバイスの利用可能性の広がりなどが

期待される。 

 さらに、国際標準に則った広帯域電力測定技術の

開発に取り組むことで、電力計測の信頼性向上や電

力品質向上、電力の見える化技術の推進に貢献する

予定である。 

これらの技術は、IF付国際誌 23報に掲載されると

ともに、平成 27年度に 1件、平成 28年度に 1件、

平成 29 年度に 2 件、プレスリリースが行い、平成

28年度に 2件※1-2、平成 29年度に 1件※3、学会

から受賞するなど大きな反響を得た。 

（※1 一般社団法人未踏科学技術協会 超伝導科

学技術研究会 第 20回超伝導科学技術賞） 

（※2 一般社団法人 日本熱電学会 第 13 回日

本熱電学会学術講演会 優秀講演賞） 

（※3 公益社団法人 低温工学・超電導学会 平

成 29年度優良発表賞） 

 

水道法等の規制に対応した標準物質の開発： 

 一対多型校正技術等の適用を図ることで、従来技

術では整備に 10年〜20年かかると見込まれた水道

法等の規制に対応した標準物質について、知的基盤

整備計画に掲げた 100 %の整備（第 4期分）を達成

した。 

 厚生労働省所管の全国 1,300 の水道事業体にお

ける検査の信頼性確保に貢献するばかりでなく、確

立した技術により規制項目の追加や他の法規制等

にも迅速に対応可能である。 

 本研究によって開発した標準液が水道法等に直

ちに適用できるように、平成 27年、平成 29年およ

び平成 30年の計量法告示、ならびに平成 27年、平

成 28年および平成 29年の厚生労働省告示（水質基

準省令の改正）が逐次行われるなどの迅速な行政対

応が図られた。 

 

放射線利用の安心・安全のための計量標準の整備： 

 平成 28 年度は、がん治療用イリジウム 192 密封
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た。産総研における測定は、他の独立な測定方法

による結果と 10 ppm（1 ppmは 100万分の 1）で

整合し、ボルツマン定数決定の正当性を確固とす

ることに貢献した。熱雑音測定によるボルツマン

定数の決定に成功しているのは世界でも NIST(米

国)、NIM（中国、NIST と共同）を含めて 3研究機

関のみであり、他国とは設計が異なる独自の量子

電圧雑音源を用いた実験である点に意義がある。

平成 30年度中には熱電対校正技術の 2,000 ℃付

近への拡張が見込まれている。 

[論文発表：IF付国際誌 19[0]報、外部資金(民間・

公的) 19[3]件、特許(出願・取得) 2[0]件、受賞・

表彰 2[1]件（平成 30 超伝導科学技術賞、H28 

TEMPMEKO Best Poster Award）] 

 

産業界を支える電気計測： 

 持続可能社会のための発電・電力制御技術の開

発が進むなど、産業界での電気計測の重要性が急

速に高まっている。NMIJでは、電気量の国家標準

を軸として、これら電気計測に関連した様々な産

業ニーズへのソリューション提供を目的とした研

究開発に取り組んでいる。 

 例えば、企業の製造・開発現場では、品質を保証

するために電圧や抵抗などの検査精度向上や信頼

性の確保が重要な課題であるが、従来技術の精度

限界や検査コストの増加がその障壁となってい

る。このような社会的背景から、NMIJでは、品質

保証の要となる標準器の開発や、これまで難しか

った高抵抗の測定精度の向上に取り組んだ。 

 平成 27年度には、製造開発現場からのニーズを

もとに、民間企業と共同で小型電圧標準器を開発

し、出力電圧の安定度（経時変化）が 1 年間に 2 

ppm以内という世界最高水準の安定度を達成した。

従来のハイエンド電圧標準器は、安定度を高める

ための複雑な構造から装置の大型化が避けられ

ず、現場での使いづらさなど維持管理における障

害となっていたが、開発した装置では素子実装の

最適化などにより、従来の標準器に比べて 1/2 の

サイズへの小型化と、世界最高水準の出力安定度

を両立することに成功した。これにより、製造開

発現場での測定精度向上や品質管理コスト低減に

貢献した。 

小線源の線量標準、またがん治療薬ラジウム 223の

放射能標準を開発した。平成 30 年度では、X 線及

びベータ線の水晶体線量標準の開発を行った。 

二次校正機関・装置メーカとの連携により、外国の

標準に依存することなく病院等のユーザへの標準

供給が速く（2 か月⇒1 週間）、安く（約 40 万円⇒

約 20万円）、正確に行えるようになった。 

 放射線治療を行っている病院では、投与線量の品

質保証が重要である。今回の標準開発、また国内の

標準供給体制の確立により、各病院で使用される線

量計のトレーサビリティが確保され、放射線治療の

信頼性向上に貢献している。 

本技術は、プレスリリース 2件、また日本医学物理

学会での優秀研究賞を受賞した。 

 

自動はかり評価技術の構築： 

 自動捕捉式はかり JIS を平成 30 年 8 月に発行し

た。適合性評価用の実験装置開発にも着手した。本

技術により、製品開発速度の効率化、市場への流通・

消費者ニーズへ迅速に対応可能となった。 

 自動はかりを使用する食品加工業、流通業、飲料・

製薬業など需要が拡大する中で、技術基準の策定及

び適合性評価手法の開発は国内外の自動はかり製

造事業者への技術指針となり、使用者に対し計量の

信頼性、正確性を担保するうえで不可欠なものであ

る。また、社会に対し計量の信頼性、正確性、安全

性の向上の貢献へとつながる。 

自動捕捉式はかりの規格作成を行ない、JIS B7607：

2018を発行した。 

 

化学・材料データベースの整備： 

 これまで不可能であった有機化合物のスペクト

ルデータベース（SDBS）のスペクトル情報の特定を

可能にしたことで、利用者間でのスペクトル情報の

URL共有を可能にした。この結果、これまで SDBSを

知らなければ利用できなかったユーザが SDBS の公

開スペクトル情報をより探しやすくなるため閲覧

ユーザの増加が期待される。 

 分散型熱物性データベース（TPDS）に収録された

熱物性データに対して、特定温度のデータを機械可

読形式で提供する機能を整備した。収録された幅広

い温度範囲のデータを利用したマテリアルズイン
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 平成 28年度には、近年重要性が高まりつつある

高抵抗の精密測定において、技術支援を実施する

ためのコンソーシアムを立ち上げた。これにより、

12社からなるコンソーシアムのメンバー間で巡回

比較を実施し、測定能力の評価や技術支援を通し

て、産業界の計測技術向上に貢献した。 

一方、電気自動車の普及やエネルギー源の多様化

などに伴い、リチウムイオン電池や熱電モジュー

ルなどの普及が急速に進む一方で、それらのデバ

イスを高い信頼性で効率的に評価する手法が不足

しており、新たな計測技術の開発が急務となって

いる。これらの課題に対応するため、NMIJでは、

精密インピーダンス計測を利用した電池の劣化診

断手法の開発や、交直変換標準の技術を利用した

熱電特性評価手法の提案と実証に取り組んだ。 

 平成 28年度には、社会的な課題となっているリ

チウムイオン電池の信頼性確保のため、少ない充

放電回数で劣化診断可能な非破壊検査手法を開発

した。これにより、新電池材料の効率的な開発に

貢献した。 

 平成 29年度には、企業と共同開発した高出力フ

レキシブル熱電モジュールの発電性能評価装置を

開発し、従来は不可能であった曲げた状態での発

電性能および信頼性評価を実現した。その結果、

曲げた状態でも従来より 1.5 倍高い発電性能があ

ることを明らかにし、10,000回の繰返し曲げ耐性

を実証するなど製品開発に貢献した。 これによ

り、NMIJが独自に考案した新たな計測技術の提案

と実証、評価装置開発に成功し、従来性能を超え

る高出力フレキシブル熱電モジュールの製品化に

貢献した。 

 平成 30年度には、精密交流電気測定を利用した

新規熱電材料評価技術を開発し、従来の絶対測定

の 10分の 1の測定時間、および 5倍の精度を実現

した。これにより、熱物性値が不要な交直流電気

計測による画期的な熱電物性評価法の高精度化を

達成した。 

 [論文発表：IF付国際誌 23[3]報、特許出願 5[1]

件、プレスリリース 4[0]件、外部受賞 3[0]件*、

共同研究 11[6]件、技術コンサル 30[10]件]*「産

業界を支える電気計測」に関する外部受賞内容は、

以下の通り。 

フォマティクスの展開と材料開発の高速化が期待

される。データ拡充とデータ提供機能の開発は AI

を利用した新規材料開発の実現につながる。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、特

に顕著な成果が得られたと考え、評定を「S」とす

る。 

 なお、評価委員からは、 

「世界に先駆けて長時間安定性を有する光格子時

計を開発した。国際原子時計の高精度化に大いに貢

献することができる。」「基盤技術においても民間で

活用できる技術は民間への移行を進める必要があ

る。」「SI基本単位系改定に大きく寄与した。また、

SI 定義改定を一般社会に広く伝え、計量標準の活

動を認知させた。」「キログラムの定義改定への貢献

はすばらしい。複数の技術を NMIJ の複数のコア技

術を集結させて実現したことは特に評価できる。成

果を一般にも広くアピールしており、技術科学教育

の意味でも非常に意味があることと考える。」「依頼

試験件数は減少しているが、計量法に基づく特定二

次標準器の校正・依頼試験を確実に実施し、トレー

サビリティの普及に努めている。」「放射線利用の安

心・安全のための計量標準整備、自動はかり評価技

術の構築に関しては、31 年度の成果が期待でき

る。」「データベースの整備を続けており、利用価値

の高いものになっている。」 

などのコメントを得た。  

 

＜課題と対応＞ 

 計量標準の整備についての課題は、社会のニーズ

に応じた計量標準の開発・整備・維持・供給を継続

することである。計量標準に対する社会のニーズ

は、定期的な調査等で常に把握し、研究開発を継続

して技術力を維持して対応する。 

 計量法に関わる業務については、法令で定められ

た業務の着実な実施が課題である。試験検査・承認

業務の効率化と法改正に対応した体制整備を行っ

ていく必要がある。法定計量技術者の人材育成とレ

ベルの向上への貢献として、講習、研究を実施する。 

計量標準の普及に対しては、中小企業や最終ユーザ

での計量標準の利活用が課題である。最終ユーザに
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・一般社団法人未踏科学技術協会 超伝導科学技

術研究会 第 20回超伝導科学技術賞 

・一般社団法人 日本熱電学会 第 13回日本熱電

学会学術講演会 優秀講演賞 

・公益社団法人 低温工学・超電導学会 平成 29

年度優良発表賞 

 

水道法等の規制に対応した標準物質の開発： 

 水道水質検査では、実態としてメーカ保証の市

販標準液が使われており、異なるメーカの標準液

を使用すると検査結果に相違が発生するなど、精

度管理に問題を抱えていた。この状況を見直すべ

く、平成 27年に水質検査方法の厚生労働省令の改

正が行われ、計量法に基づく標準液の使用が可能

となったが、11の水質基準項目で必要な標準液が

未整備な状況にあった。 

 本研究では、効率性の高い値付け技術である一

対多型校正技術等を適用することで、計量法に基

づく標準液における以下の整備を達成した。 

・高精度電量分析により、臭素酸イオン標準液、塩

素酸イオン標準液および亜塩素酸イオン標準液を

平成 27年度に整備、また全有機体炭素標準液を平

成 28年度に整備した。 

・高精度凝固点降下法により、揮発性有機化合物

25種混合標準液を平成 27年度に整備した。 

・定量核磁気共鳴分光法とガスクロマトグラフィ

ーを組合わせた一対多型校正技術である qNMR/GC

により、フェノール類 6種混合標準液を平成 29年

度に整備した。 

・定量核磁気共鳴分光法と高速液体クロマトグラ

フィーを組合わせた一対多型校正技術である

qNMR/LC により、ハロ酢酸 4 種混合標準液を平成

29年度に整備した。 

・ガスクロマトグラフィーにおけるカラム分離後

に有機化合物をオンラインでメタンに変換する一

対多型校正技術であるポストカラム反応 GC によ

り、かび臭物質 2種混合標準液を平成 29年度に整

備した。 

 以上の整備により、これまでと合わせて計量標

準が必要となる水質基準 44 項目のうち 43 項目の

標準整備を完了し、水道事業体における水質検査

の信頼性確保に貢献した。また、5種類の直鎖アル

届く情報提供や講習・技能研修活動をクラブやコン

ソーシアム、技術コンサルティングを通じて拡充す

る。また、工業標準化・国際標準化への貢献を行う。 

知的基盤における研究開発の課題は、次世代計量標

準及び基礎科学研究に必要な計測技術の創出と、社

会インフラ整備に役立つ計測技術の研究開発であ

る。計量標準の開発で培った知見・技術を元に、目

的基礎研究から橋渡し研究に向けて研究を展開す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 

キルベンゼンスルホン酸ナトリウム標準液の開発

を行い、水質基準項目で必要となる計量標準 44項

目すべての整備を令和 4年度までに完了する。 

 高精度電量分析等の適用により、世界初となる

有機体炭素の量を認証した全有機体炭素標準液の

開発に成功した。また、一対多型校正技術を適用

することにより標準物質の開発に要する時間が大

幅に短縮できた。従来技術では整備に 10年〜20年

かかると見込まれた水道法等の規制に対応した標

準物質の開発について、3年で整備が完了した。 

 [IF付国際誌 7[4]報、認証標準物質（NMIJ CRM） 

5[1]件、依頼試験 4[0]件] 

 

放射線利用の安心・安全のための計量標準の整備： 

 放射線は、医療や工業分野等で広く利用されて

いる。また震災での原子力発電所の事故以降、安

心・安全のための放射線計測が一般市民へも広が

っている。さらに水晶体の被ばく線量限度を大幅

に低減させることを国が決定したことから、医療

分野などの放射線作業従事者に対する水晶体線量

の測定が必要となった。これらの課題を解決する

ため、放射線治療、放射線防護、食品の放射能測定

に関連する標準の開発・供給を行ってきた。 

 放射線治療に関して、平成 28年にがん治療用イ

リジウム 192 密封小線源の線量標準、またがん治

療薬ラジウム 223 の放射能標準を開発し、供給を

開始した。この供給により、外国の標準に依存す

ることなく病院などのユーザへの標準供給が迅速

に安く高精度に行えるようになった。放射線治療

の市場規模は 4 兆円と大きく、各病院で使用する

線量計のトレーサビリティも確保され、放射線治

療の信頼性向上に貢献できる。 

 放射線防護に関して、平成 30年に水晶体被ばく

線量評価のための線量標準の開発を行った。一般

市民への安心・安全確保のために、平成 29年より

福島県環境創造センター、農研機構との共同研究

に基づく、放射性セシウムを含む玄米標準物質を

使った技能試験による福島県内の放射能測定技術

の向上支援を行っている。 

 イリジウム 192 密封小線源の線量標準、またラ

ジウム 223の放射能標準は、NMIJにおいて標準が

確立するまで海外の標準に依存していた。海外の
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標準と同等の国家標準が確立したことにより、2か

月程度かかっていた校正期間を 1 週間程度に短縮

でき、また輸送費を含めて 40万円程度の校正費用

を半額程度に低減させることができた。 

[標準供給開始 2[0]件、プレスリリース 2[0]件、

論文 2[0]報 、共同研究（資金有） 3[0]件、受託

研究（資金有） 2[1]件、受賞（日本医学物理学会

優秀研究賞）1[0]件] 

 

自動はかり評価技術の構築： 

 近年、食品加工業、流通市場の発達などにより、

自動はかりの使用量が大幅に増加している。計量

行政審議会の答申（平成 28年）を受け、計量器の

技術革新、計量制度をとりまく社会的環境変化に

対応し、計量器の規制対象の見直し、新たな計量

器の規制(計量法)導入等が検討され、自動はかり

4機種が追加されることとなった。 

 NMIJでは、規制の対象となった自動はかりの技

術基準策定（JIS）に着手した。平成 29 年度から

30年度に大手小売店、スーパーマーケット、生産

工場などで使用されている自動捕捉式はかりの規

格作成を行い、平成 30 年度に JIS として発行し

た。 

 自動はかりの国際規格である OIML 勧告に整合

させるべく原案作成委員会でも検討をしている。

また、国内独自の使用実態にも対応すべく検討し

ている。 

[標準化 1[1]件（自動捕捉式はかり JISB7607：

2018）] 

 

化学・材料データベースの整備： 

 データの質に対する信頼性の高い情報を Web を

通して公開・発信することで、その情報を公共財

として活用することが可能となり、研究開発、材

料設計、品質管理、教育現場などでの情報の同定

などに係るリソースの削減に資することを目的に

開発を行っている。 

 有機化合物のスペクトルデータベース（SDBS）

には約 11 万件のスペクトル情報が収録されてお

り 1日約 10万件のアクセスがある。第 4期のこれ

までに約 1200 件のスペクトルデータを新規に整

備した。平成 30年度は、SDBSでの検索を行わねば
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閲覧できなかった化合物やスペクトルデータに、

直接アクセスできる URL を整備し公開した。各年

度の SDBSへのアクセス件数は、以下の通りであっ

た。 

平成 27年度：46,312,519 件 

平成 28年度：34,910,306 件 

平成 29年度：42,251,870 件 

平成 30年度：37,825,825 件 

また第 4期中には、教科書等への SDBS掲載の要望

が著しく増えてきた。SDBSの教科書等への利用許

諾件数は以下の通り。 

・提供先件数 

  平成 27年度： 0 件 

  平成 28年度： 6 件 

  平成 29年度：17 件 

  平成 30年度：15 件 

・提供スペクトルののべ数 

  平成 27年度：  0 件 

  平成 28年度：209 件 

  平成 29年度：299 件 

  平成 30年度：207 件 

なお、この利用許諾件数の多くが海外に対するも

のとなっている。これは、標準物質の海外への供

給量増大と同様、NMIJブランドの知名度・ブラン

ド力が向上してきたことによるものであると考え

られる。 

 分散型熱物性データベース（TPDS）には約 1.2万

件の液体、固体、高温融体に関する熱伝導率、 比

熱容量、熱拡散率、密度、表面張力、蒸気圧などの

熱物性値データが収録されている。第 4 期のこれ

までに約 500 件のデータを新規に整備した。平成

30年度はバイオ、化学に続き材料分野おけるイン

フォマティクスを展開するための機能として、イ

ンフォマティクス用のデータ提供 WebAPI を拡張

し、指定温度でのデータを取得可能にした。各年

度の TPDSへのアクセス件数は、以下の通りであっ

た。 

  平成 27年度：1,624,672 件 

  平成 28年度：2,030,164 件 

  平成 29年度：1,969,075 件 

  平成 30年度：1,938,141 件 

 固体 NMRスペクトルデータベース（SSNMR）では、
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多核種の NMR スペクトル 958 件と測定条件パラメ

ータ 418 件の情報を発信している。 各年度の

SSNMR のスペクトル閲覧数は、以下の通り、着実に

閲覧数を伸ばし続けてきた。 

  平成 27年度：公開休止のため閲覧無し 

  平成 28年度：約 80,000 件 

  平成 29年度：108,525 件 

  平成 30年度：109,771 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

✓マーケティング

機能の体制強化の

ための内部人材育

成、外部人材登用

を柔軟に行った

か。 

✓女性のロールモ

デル確立と活用を

増大させるための

環境整備・改善に

継続的に取り組ん

だか。 

 

 第 4 期を通じてイノベーション人材育成に取り

組んだ。第 4期中、平成 27～29年度のリサーチア

シスタントの延べ人数は 26名であるとともに、産

総研イノベーションスクール生の延べ人数は 5 名

である。平成 30年度は、リサーチアシスタントを

13名、産総研イノベーションスクール生を 6名受

け入れ、目標を達成した。また、平成 27～29年度

のポスドクの延べ人数は 15人、技術研修生の延べ

人数は 282名である。平成 30年度は、ポスドク 6

名、技術研修生 112 名を受け入れて指導した。連

携大学院の客員教授の人数は、平成 27～29年度を

通じて 19大学に対し 33名を派遣した。平成 30年

度は 7大学に対し 11名であった。 

 NMIJ において「研究職 5days インターンシッ

プ」プログラムを実施した。平成 28年度は当領域

では初めての開催であったことと開催時期が 2 月

で年度末であったことから学生の受入人数は 10

名に留まったが、2回目以降となる平成 29年度、

平成 30年度は、開催時期を再考して夏休みの 8月

に設定し、カリキュラムを見直して受入体制を整

え、大学へ積極的な広報を行った結果、大学院学

生（修士及び博士課程の学生を合わせて）23名（平

成 29年度）、22名（平成 30年度）の受け入れに至

った。インターンシップ終了後も産総研及び当領

域への興味を失わないよう各種イベント案内を随

時行った。また、定員の都合でインターンシップ

に参加できなかった大学院学生に対して別途見学

会を実施した。ダイバーシティ推進室が主催した

イベント、例えば女子大学院生・ポスドクと産総

研女性研究者との懇談会においても NMIJ の活動

を学生にアピールする好機ととらえ、インターン

シップ応募者へ案内を展開するとともに、ポスタ

ー展示や懇談会へ研究員数名を派遣しリクルート

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：第 4期を通じて、技術経営力の強化に資する

人材の養成として、IC など外部連携を主導する人

材、及び PO など戦略策定も可能な知財専門人材の

両方でマーケティング能力向上を図った。その結果

として、技術コンサルティングや装置提供型共同研

究などの民間との連携活動がより活発になり、民間

外部資金の獲得額の増大に結びついた。ダイバーシ

ティに関する取り組みの１つの指標として、女性ユ

ニット長の着任（平成 29 年度）が挙げられる。計

量標準に関わる研究と業務を安定に継続していく

ためには、若手人材の育成が不可欠であるという考

えに基づき、若手人材の育成、優秀な学生の確保に

も注力した。リサーチアシスタント制度に採用され

た人数の数値目標を達成するとともに、新規の人材

育成事業として、平成 28 年度から開始したインタ

ーンシップは平成 29 年度から開催時期と内容を再

考し、20名を超える大学院生を受け入れている（平

成 28年度の 2 倍）。若手研究者育成活動では、ナノ

テクキャリアアップアライアンス事業や TIA 連携

大学院の事業の一環である先端計測・分析サマース

クールを開講した。また、計量標準の国際的な人材

育成の支援として、平成 29 年度は ESW を主催し、

研究討論やワークショップを通じ、日中韓で約 50

名の参加者が交流を深め、国内外の人材育成・連携

活動に幅広く貢献した。 

 

 以上のような、研究開発成果が得られたこと、評

価指標やモニタリング指標の達成状況を総合し、顕

著な成果が得られたと考え、評定を「A」とする。 

 なお、評価委員からは、 

「インターンシップを実施し、リクルーティングに
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シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

活動に努めた。一般社団法人 日本計量機器工業連

合会主催の学生向けの企業説明会、また、個別の

大学で開催される学内就職説明会「計量計測業界

セミナー」等のイベントへ研究戦略部キャリア主

幹や企画主幹、更には研究者が参加し、領域で独

自に作成した就職に関するパンフレットの配布や

説明を行った。 

 

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との

懇談会(平成 28年 11月 21日) 

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との

懇談会 in名古屋(平成 29年 9月 25日) 

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との

懇談会 inつくば(平成 29年 11月 20日～21日) 

リケジョ見学ツアーと懇談会 ～産総研の最先端

技術をのぞいてみよう～(平成 30年 7月 21日) 

女子大学院生・ポスドクのための産総研所内紹介

と在職女性研究者との懇談会(平成 30 年 11 月 19

日～20日) 

 

 若手研究者の育成について、領域独自の新人研

修（不確かさ研修、企業訪問、調査研究等）、3年

目成果報告会などを通じ、強化した。若手研究者

を中心に、萌芽研究予算の支給を平成 28年度から

開始した（平成 28 年度は、上限を 250 万円とし

て、14 テーマを採択。平成 29、30 年度は上限を

400万円と増額し、それぞれ 8テーマを採択）。若

手研究者に在外研究の機会を与えるために NMIJ

フェローシップを平成 28年度から開始し、毎年数

名に対し予算の支給（平成 28、29年度はそれぞれ

3名、平成 30年度は 4名を採択）を行った。国内

他機関に所属する若手研究者の育成活動として、

ナノテクキャリアアップアライアンス事業で修士

課程学生から若手研究者までを対象に先端量子ビ

ーム分析法に関する講義・実習コースを開催して

きた。平成 30年度は平成 31年 1月 21～22日に開

催し、3名の学生を受け入れた。また、修士課程学

生から若手研究者向けの TIA 連携大学院の事業の

一環として、筑波大学や高エネルギー加速器研究

機構と協力して先端計測・分析サマースクールを

毎年開講してきた。平成 30年度は通算 5回目の開

催となる先端計測・分析サマースクールを 9 月 3

努め、萌芽研究を通じて若手研究者への研究費を競

争的資金として配分するなど若手研究者育成に力

を入れていることは評価できる。」「若手の活用が積

極的に行われていることが評価できる。」「長期的視

点での人材育成として、各種 STEM 教育に取り組ま

れていると思います。その部分もアピールされるの

がよろしいかと思います。」 

などのコメントを得た。  

 

＜課題と対応＞ 

 技術経営力の強化としてマーケティングに関す

る人材育成が課題である。外部との連携を主導する

専門職のスキル向上及び研究現場の連携に関する

経験の積み重ねとノウハウ共有を行う。 

 ポスドク等若手研究者を、より広い視野を持ち、

異なる分野の専門家と協力するコミュニケーショ

ン能力や協調性を有する人材、企業をはじめ社会の

様々な重要な場で即戦力として活躍できる人材に

育成することが課題である。産総研イノベーション

スクール及びリサーチアシスタント制度を活用し、

一定数の受け入れを継続する。 

 将来の計量標準を担う人材の確保・育成も大きな

課題である。インターンシップの主催や企業採用セ

ミナー参加等による新人採用に向けた活動に積極

的に取り組む。また、採用後は若手研究者の養成と

して、新人研修、萌芽研究予算や在外研究予算の支

給による研究支援を行う。 
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やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

基づく取り組みを推進す

る。 

 

日～5 日に開講した。全日程 3 日のうち 1 日(9 月

5日)を担当し、陽電子消滅法、偏光分光法、質量

分析法の講義・施設見学を実施した。（受講者 12

名） 

 

先端量子ビーム分析法に関する講義・実習コース 

平成 27年度 無し 

平成 28年度 2名 (アライアンス内育成対象者 2

名) （平成 28年 12月 14～16日） 

平成 29 年度 3 名 (アライアンス内育成対象者 1

名、修士課程 2名)（平成 29年 12月 4～5日） 

平成 30 年度 3 名 (修士課程 3 名)（平成 31 年 1

月 21～22日） 

 

先端計測・分析サマースクール 

平成 27年度 12名 （平成 27年 9月 4日） 

平成 28年度 11名 （平成 28年 8月 30日） 

平成 29年度 18名 （平成 29年 8月 30日） 

平成 30年度 12名 （平成 30年 9月 5日） 

 

 国外連携における人材の拡充、流動化、育成と

して、日中韓若手研究者ワークショップ（The 

Emerging Scientist Workshop: ESW）を日本・韓

国・中国の国家計量標準機関で開催してきた。平

成 29年度は、The Emerging Scientist Workshop 

2017（ESW2017）（平成 29年 8月 30日～9月 1日）

を当領域が産総研つくばセンターで主催し、約 50

名が参加した。若手研究者が交流し、気付きや連

携のきっかけとなっている。 

 人材流動化・育成の一環として、国際度量衡局

（BIPM）との連携、OIMLや APMP及び APLMFでの議

長等のポストを継続して獲得し、専門家を派遣し

た。 
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キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特
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に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも
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に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（総合評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、「目標期間終了時

（平成 32年 3月）までに民間

資金獲得額を現行の３倍以上

とする」という難易度の高い

目標を掲げている。この達成

に向けて平成２９年度におい

ては体制の整備や様々な取組

の実施・継続に努め、年度目標

達成率も伸長しているもの

の、目標期間終了時にこれを

確実に実現することが最も重

要。このため評価指標である

「民間資金獲得額」の平成２

I. 研究開発の最大化その他

の業務の質の向上に関する事

項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

I. 研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・各領域においては、領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究

前期、「橋渡し」研究後期、及びマーケティングを一体的かつ連続

的に行う。領域ごとの数値目標を表１の通り定める。（表１より、

計量標準総合センターの民間資金獲得額の平成 30年度目標は 7.2億

円） 

（５）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング

制度」を活用し、産総研の技術的なポテンシャルを活かした指導助

言等を実施する。 

（６）マーケティング力の強化 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活

動を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡

I. 研究開発の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・民間資金獲得額の目標達成に向けて、平成 30年度においても、

毎月開催する技術マーケティング会議を通して、領域内の連携活動

の企画、調整、情報共有を行うとともに、各ユニットに於いては、

連携担当を中心に橋渡しの実践に取り組んだ。その結果、特に、当

領域が強みとする技術コンサルティング、計測機器・分析機器の高

度化等を目標とした装置提供型共同研究の資金獲得額が増加した。

技術コンサルと装置提供型共同研究の資金獲得額の総額は平成 27

年度は 0.3億円であったのに対し、平成 30年度はおおむね 3.4 億

円と大幅に増加した。技術コンサルティング及び共同研究、受託研

究、技術移転収入を合わせた民間資金の平成 30年度獲得額は 7.5

億円（目標額 7.2億円に対し達成率 104 %）となった。 
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９年度目標が未達であった領

域については、現状の体制や

取組の更なる改善点の洗い出

しやこれを踏まえた改善、一

層の取組強化等が必要であ

る。また目標を達成した領域

も含め、民間からの出資額に

ついては、組織全体として目

標達成に向け継続した努力を

求める。 

 

（計量標準総合センターに対

する評価） 

・革新的技術シーズを事業化

につなげる「橋渡し」機能の強

化に向け、評価指標である「民

間資金獲得額」について引き

続き目標達成できるよう、現

状の体制や取組の更なる改善

点の洗い出しやこれを踏まえ

た改善、一層の取組強化等が

必要。  

し」研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲

得強化の方針を導入する。 

 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサーチ

アシスタント（ＲＡ）制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代の

能力・経験の最大活用が必要。  

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進め

るとともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図

る。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保す

る。 

・極めて優れた研究成果を上げている者、極めて高い研究能力を有

すると判断できる者については、テニュア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーテ

ィブな若手博士研究者等を輩出することを目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象に、講義・演習と産総研における研究実

践、長期企業研修などを実施する。また、修了生の人的ネットワー

ク構築を継続的に支援する。さらに、希望するスクール生以外の大

学院生にも講義聴講を可能とし、将来的なイノベーションスクール

への応募に繋げる。 

 

 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動化、育成 

・第 4期を通じてイノベーション人材育成に取り組んだ。第 4期

中、平成 27～29年度のリサーチアシスタントの延べ人数は 26名で

あるとともに、産総研イノベーションスクール生の延べ人数は 5名

である。平成 30年度は、リサーチアシスタントを 13名、産総研イ

ノベーションスクール生を 6名受け入れ、目標を達成した。また、

平成 27～29年度のポスドクの延べ人数は 15人、技術研修生の延べ

人数は 282名である。平成 30年度は、ポスドク 6名、技術研修生

112名を受け入れて指導した。連携大学院の客員教授の人数は、平

成 27～29年度を通じて 19大学に対し 33名を派遣した。平成 30年

度は 7大学に対し 11名であった。 

・若手研究者について、領域独自の新人研修（不確かさ研修、企業

訪問、調査研究等）、3年目成果報告会などを通じ、育成を強化し

た。若手研究者を中心に、萌芽研究予算の支給を平成 28年度から

開始した（平成 28年度は、上限を 250万円として、14テーマを採

択。平成 29、30年度は上限を 400万円と増額し、それぞれ 8テー

マを採択）。若手研究者に在外研究の機会を与えるために NMIJフ

ェローシップを平成 28年度から開始し、毎年数名に対し予算の支
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給（平成 28、29年度はそれぞれ 3名、平成 30年度は 4名を採択）

を行った。 

・国内他機関に所属する若手研究者の育成活動として、ナノテクキ

ャリアアップアライアンス事業で修士課程学生から若手研究者まで

を対象に先端量子ビーム分析法に関する講義・実習コースを開催し

てきた。平成 30年度は平成 31年 1月 21～22日に開催し、3名の学

生を受け入れた。また、修士課程学生から若手研究者向けの TIA連

携大学院の事業の一環として、筑波大学や高エネルギー加速器研究

機構と協力して先端計測・分析サマースクールを毎年開講してき

た。平成 30年度は通算 5回目の開催となる先端計測・分析サマー

スクールを 9月 3日～ 5日に開講した。全日程 3日のうち 1日(9

月 5日)を担当し、陽電子消滅法、偏光分光法、質量分析法の講

義・施設見学を実施した。（受講者 12名） 

・NMIJにおいて「研究職 5days インターンシップ」プログラムを

実施した。平成 28年度は当領域では初めての開催であったこと

と、開催時期が 2月で年度末であったことから学生の受入人数は 10

名に留まったが、2回目以降となる平成 29年度、平成 30年度は、

開催時期を再考して夏休みの 8月に設定し、カリキュラムを見直し

て受入態勢を整え、大学へ積極的な広報を行った結果、大学院学生

（修士及び博士課程の学生を合わせて）23名（平成 29年度）、22

名（平成 30年度）の受け入れに至った。インターンシップ終了後

も産総研及び当領域への興味を失わないよう各種イベント案内を随

時行った。また、定員の都合でインターンシップに参加できなかっ

た大学院学生に対して別途見学会を実施した。 

・国外連携における人材の拡充、流動化、育成として、日中韓若手

研究者ワークショップ（The Emerging Scientist Workshop: ESW）

を日本・韓国・中国の国家計量標準機関で開催してきた。平成 29

年度は、The Emerging Scientist Workshop 2017（ESW2017）（平

成 29年 8月 30日～9月 1日）を当領域が産総研つくばセンターで

主催し、約 50名が参加した。若手研究者が交流し、気付きや連携

のきっかけとなっている。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―８ その他本部機能 

関連する政策・施策 我が国全体の科学技術イノベーション政策 
 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法第１１条第１項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 
重要度：高、難易度：高 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
（研究開発評価、政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビ

ューシートの番号を記載） 
 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度  Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 

民間資金獲得額

*1（億円） 

H30年度 

目標：119.6 

 

53.2 
 

73.4 
 

83.3 
 

92.6 
 予算額（千円） 8,964,440 10,116,002 7,792,837 8,059,837 

 
 

中堅・中小企業

の研究契約件数

の大企業に対す

る比率*2 

 

H28年度 

目標：35% 

 

 

43% 

 

 

45% 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

決算額（千円） 

（うち人件費） 

8,179,999 

(4,101,856) 
7,221,556 

(3,130,769) 
12,566,047 

(3,155,625) 
7,724,730 

(3,074,828) 
 

中堅・中小企業

の研究契約件数

の比率 

H30年度 

目標：33% 

 

－ 
 

－ 
 

28.9% 
 

27% 
 

経常費用（千円） 8,255,916 7,286,498 8,427,232 8,463,970  

産総研発ベンチ

ャーへの民間か

らの出資額（億

円） 

H30年度 

目標：7.8 

 

－ 
 

－ 
 

11.0 
 

23.5 
 

経常利益（千円） 159,255 △ 2,369 4,213,013 △ 1,490,846 

 
 

リサーチアシス

タント採用数 
H30年度 

目標：229 

105 174 268 345 
 行政サービス実施

コスト（千円） 

7,929,466 6,649,321 4,290,347 8,167,113 

 
 

イノベーション

スクール採用数

（大学院生） 

17 28 28 40 
 従事人員数 606 467 491 469 

 
 

               

               注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

*1民間資金獲得額について：            予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明： 

 平成 29年度以降の値は、共同研究のために民間から譲渡された機器・設備等の資産額を含む。    (1) 施設整備費補助金は、前年度に交付決定を受けて当年度に概算払い及び精算払いを 

*2中堅・中小企業の研究契約件数の大企業に対する比率について：          受けており、収入決算額は前年度以前の繰越収入分（平成 28年度分 0円、平成 29年 

 平成 27年度の値は、中小企業の研究契約件数の大企業（中堅企業を含む）に対する比率である。      度分 481,549,968円）を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額となって 

                  いる。 

                (2) 予算金額は過去の実績平均値等から算出していることにより、決算金額との差額が 

                  生じている。 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

 Ⅲ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組むも

のとする。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

するべき研究

開発の方針は、

別紙１に掲げ

るとおりとす

るとともに、研

究領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

Ⅰ．研究開発の

成果の最大化

その他の業務

の質の向上に

関する事項 

 第４期中長

期目標期間に

おいては、研究

開発の成果の

最大化その他

の業務の質の

向上のため、以

下のとおり、

「橋渡し」機能

の強化及び地

質調査、計量標

準等の知的基

盤の整備を推

進するととも

に、これらの実

現のため業務

横断的に研究

人材の拡充、流

動化、育成及び

組織の見直し

に取り組む。 

 特に研究組

織に関しては、

①融合的研究

を促進し、産業

界が将来を見

据えて産総研

に期待する研

究ニーズに応

えられるよう、

また、②産業界

が自らの事業

との関係で産

総研の研究内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：各項目とも着実に業務を実施し、多くの項目

で顕著な成果を創出した。 

 産総研技術移転ベンチャー支援の強化など 2 項

目が S評定、マーケティング力の強化など 5項目が

A評定、戦略的な知的財産マネジメントなど 3項目

が B評定であることから、その他本部機能を、A評

定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定  
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評価に当たっ

ては、別紙２に

掲げる評価軸

等に基づいて

実施すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容を分かり易

くし、活用につ

ながるよう、次

の７つの領域

を設ける。領域

の下には研究

ユニット（研究

部門および研

究センター）を

配置し、研究開

発等の業務は

各研究ユニッ

トにおいて実

施する。 

 また、産総研

の強み等も踏

まえ、同期間に

重点的に推進

する研究開発

等は、別表１に

掲げるとおり

とするととも

に、領域を一定

の事業等のま

とまりと捉え、

評価を実施す

る。（評価軸や

評価指標につ

いては本文中

項目ごとに記

載） 

（１）エネルギ

ー・環境領域 

（記載省略） 

（２）生命工学

領域 

（記載省略） 

（３）情報・人

間工学領域 

（記載省略） 

（４）材料・化

学領域 
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１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

（記載省略） 

（５）エレクト

ロニクス・製造

領域 

（記載省略） 

（６）地質調査

総合センター 

（記載省略） 

（７）計量標準

総合センター 

（記載省略） 

 

１．「橋渡し」

機能の強化 

 「橋渡し」機

能については、

将来の産業ニ

ーズを踏まえ

た目的基礎研

究を通じて革

新的な技術シ

ーズを次々と

生みだし、これ

を磨き上げ、さ

らに橋渡し先

として最適な

企業と連携し

て、コミットメ

ントを得た上

で共に研究開

発を進めて事

業化にまで繋

げることが求

められるもの

であり、当該機

能は、広範な産

業技術の各分

野に関して深

い専門的知見

と基礎研究か

ら製品化に至

る幅広いリソ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

基準となる第 4 期中長期目

標に定める現行の額（46億

円）の 2.6 倍である 119.6

億円/年を産総研全体の目

標として掲げる。 

・また、産総研技術移転ベ

ンチャーに対する民間から

の出資額が、現行の額（3億

円）の 2.6 倍である 7.8 億

円/年以上となることを目

標として、ベンチャーへの

支援に取り組む。 

・民間資金獲得額の増加と

ともに大企業との研究契約

に偏ることのないよう、中

堅・中小企業の資金提供を

伴う研究契約件数の比率は

第 4 期中長期目標策定時点

の水準（約 1/3）を維持する

よう努める。 

・各領域においては、領域

長の下で目的基礎研究、「橋

渡し」研究前期、「橋渡し」

研究後期、及びマーケティ

ングを一体的かつ連続的に

行う。領域ごとの数値目標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○革新的技術シー

ズを事業化につな

げる橋渡し研究が

実施できている

か。 

・民間からの資金

獲得額（評価指標） 

・大企業と中堅・

中小企業の研究契

約件数の比率（モ

ニタリング指標） 

・技術的指導助言

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

・研究人材の育成

等の取組状況（モ

ニタリング指標） 

・国際標準化活動

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



355 

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第 4期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、受託研究

収入等、民間企

業からの資金

獲得額を、現行

の 3 倍以上と

ース、産業界を

はじめとした

関係者との広

範なネットワ

ーク、さらに大

規模な先端設

備等を有する

我が国を代表

する総合的な

国立研究開発

法人である産

総研が、我が国

の中核機関と

なって果たす

べき役割であ

る。 

 産総研は、こ

れまでも、基礎

研究段階の技

術シーズを民

間企業等によ

る事業化が可

能な段階にま

で発展させる

「橋渡し」の役

割を、様々な分

野で行ってき

たところであ

るが、第４期中

長期目標期間

中にこの「橋渡

し」機能を抜本

的に強化する

ことを促すた

め、同目標期間

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、受託研究

収入等に伴う

民間資金獲得

額を、現行の３

倍以上とする

を表１の通り定める。 

・各領域は一定金額規模以

上の「橋渡し」研究を企業

と実施した案件について、

その後の事業化の状況（件

数等）の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 領域ごとの民間資金獲得額の目標（億円） 

  
平成 30 年度目

標 

（参考） 

平成 23 年度～平成 25 年

度実績の平均 

エネルギー・環境領域 41.1 19.0 

生命工学領域 15.2 5.0 

情報・人間工学領域 14.5 4.8 

材料・化学領域 19.9 6.6 

エレクトロニクス・製造領域 19.0 6.3 

地質調査総合センター 2.9 1.0 

計量標準総合センター 7.2 2.4 
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することを目

標として掲げ、

以下の取り組

みを行うもの

とする。なお、

当該目標の達

成に当たって

は、大企業と中

堅・中小企業の

件数の比率に

配慮するもの

とする。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各研究領域

の目標として

設定するとと

もに、産総研全

体として目標

を達成するた

めのＰＤＣＡ

サイクル等の

方法について、

中長期計画に

記載するもの

とする。 

【目標】 

 本目標期間

の終了時（平成

32 年 3 月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（46億

円/年）の 3 倍

（ 138 億 円 /

年）以上とする

こと、及び、産

総研が認定し

ことを目標と

して掲げ、以下

の取り組みを

行う。なお、当

該目標の達成

に当たっては、

大企業と中堅・

中小企業の件

数の比率に配

慮する。 

 民間からの

資金獲得目標

の達成に向け

ては、年度計画

に各領域の目

標として設定

するとともに、

目標達成度を

領域への予算

配分額に反映

させること等

を通じて産総

研全体として

目標を達成す

るためのＰＤ

ＣＡサイクル

を働かせる。さ

らに、領域にお

いては、領域長

の下で目的基

礎研究、「橋渡

し」研究前期、

「橋渡し」研究

後期、及びマー

ケティングを

一体的かつ連

続的に行うこ

とで目標達成

に向けた最適

化を図る。 

【目標】 

 本目標期間
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た産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

額を、現行（3

億円／年）の 3

倍（9 億円／

年）以上とする

ことを最も重

要な目標とす

る。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーション・シ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

組方法の変革

が求められる

ため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の終了時（平成

３２年３月）ま

でに、民間企業

からの資金獲

得額として、受

託研究収入等

を、現行（４６

億円/年）の３

倍（１３８億円

/年）以上とす

ること、及び、

産総研が認定

した産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を、現行

（３億円/年）

の３倍（９億円

/年）以上とす

ることを最も

重要な目標と

する。 

【重要度：高】

【優先度：高】 

 本目標期間

における最重

要の経営課題

である「橋渡

し」に係るもの

であり、また、

我が国のイノ

ベーションシ

ステムの帰趨

にも影響を与

えうるもので

あるため。 

【難易度：高】 

 マーケティ

ング力の強化、

大学や他の研

究機関との連

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う

ものとする。 

 

携強化、戦略的

な知的財産マ

ネジメント等

を図ることが

必要であり、こ

れまでの産総

研における取

り組み方法の

変革が求めら

れるため。 

 併せて、一定

金額規模以上

の橋渡し研究

を企業と実施

した案件につ

いては、正確な

事実を把握し、

ＰＤＣＡサイ

クルの推進を

図るため、その

後の事業化の

状況（件数等）

の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）産総研技

術移転ベンチ

ャー支援の強

化 

 先端的な研

究成果をスピ

ーディーに社

会に出してい

くため、産総研

技術移転ベン

チャーの創出・

支援を進める

ものとする。評

価に当たって

は産総研技術

移転ベンチャ

ーに対する民

間からの出資

（４）産総研技

術移転ベンチ

ャー支援の強

化 

 先端的な研

究成果をスピ

ーディーに社

会に出してい

くため、産総研

技術移転ベン

チャーの創出・

支援を進める。

評価に当たっ

ては産総研技

術移転ベンチ

ャーに対する

民間からの出

資額を評価指

・産総研技術移転ベンチャ

ーの創出を推進するため、

スタートアップ開発戦略タ

スクフォース等ベンチャー

創出支援事業において、事

業化に向けたマーケティン

グ活動、ビジネスモデル構

築及びプロトタイプの開発

を推進する。また、民間企

業から産総研技術移転ベン

チャーへの出資を促進する

ため、ビジネスインキュベ

ーション機関及びベンチャ

ーキャピタル等とのネット

ワークを活用した連携活動

並びに事業計画・ビジネス

プランのブラッシュアップ

等の事業支援を強化する。 

○産総研技術移転

ベンチャーへの支

援強化が図られて

いるか。 

・民間からの出資

額（評価指標） 

 

 産総研技術移転ベンチャーの知名度向上及び販

路開拓、資金調達の支援を行ったことにより、産

総研技術移転ベンチャーに対するキャピタル等民

間からの出資額目標を大幅に上回り、7 社に対し

23.5億円（目標額 7.8億円）となった。また、産

総研技術移転ベンチャーの認知度向上を目的とし

て、産総研公式ホームページのベンチャー紹介コ

ーナー（TECH Meets BUSINESS）及びパンフレット

の拡充、産総研技術移転ベンチャーに対して、外

部機関の開催する展示会やビジネスマッチングイ

ベントへの出展やピッチ会への登壇の場を提供す

るなどの支援を行った。これらの産総研による積

極的な広報活動によって産総研技術移転ベンチャ

ーの認知度が向上し、産総研技術移転ベンチャー

が外部表彰を 6 件受賞したことにつながった。主

な表彰実績として、国立研究開発法人科学技術振

興機構（JST）大学発ベンチャー表彰（新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構理事長賞：株式会社ナ

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：スタートアップ開発戦略タスクフォースで

は、AIST スタートアップスクラブのネットワーク

を活用したマーケティングにおいて、製品の製造・

販売を実施する事業会社等と具体的な協業を前提

として創業前から連携することにより、素材や装置

提供にとどまらず具体的な顧客を想定したバリュ

ーチェーンを含めたビジネスモデルを構築でき、ベ

ンチャー創業の推進につながった。 

 また、産総研技術移転ベンチャーへの支援とし

て、産総研公式ホームページのベンチャー紹介コー

ナー及びパンフレット拡充などの広報支援、一般企

業やベンチャーキャピタル等を対象とした産総研

主催のビジネスマッチング会の企画・開催、外部機

関開催の展示会及びビジネスマッチングイベント

への出展支援による販路開拓及び資金調達等の事

業支援を積極的に推進した。それらのことが、産総



359 

額を評価指標

として設定す

るものとする。 

 

標とする。 

 

 ノルクス）を受賞した。産総研技術移転ベンチャ

ーに関する新聞等への掲載実績も 99件となった。 

 金融機関やベンチャーキャピタル、事業会社等

とのネットワークである「AISTスタートアップス

クラブ」を活用した連携の取組を行った。日本政

策投資銀行との包括協定を活用し、産総研技術の

インキュベーション強化として産総研技術移転ベ

ンチャーの経営者に対する起業家相談会の実施、

および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構とビジネスマッチング会「産総研発

ベンチャーTODAY」の共同開催を行った。 

 産総研技術移転ベンチャーのうち成長が期待さ

れる企業を「重点支援ベンチャー」として平成 30

年度は 20社を選定した。企業ごとに専任の担当者

（「担当コンシェルジュ」と称する）を設定し、企

業ニーズや経営状況を把握して資金調達や販路開

拓を行うなど支援活動を推進した。 

 新たに 6 社に産総研技術移転ベンチャーの称号

を付与し、累計 144 社となった。なお、経済産業

省が実施した平成 29年度産業技術調査（大学発ベ

ンチャー・研究シーズ実態等調査）によれば、大学

発ベンチャー創出数トップは東京大学の 245 社、

第 2 位は京都大学の 140 社であるところ、産総研

における平成 30年度までの累計 144社は、遜色な

いレベルであると言える。 

 産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するた

め、ビジネスモデルの構築や資金調達等のベンチ

ャー創業に関する経験を豊富に有するベンチャー

開発・技術移転センターの専門人材であるスター

トアップ・アドバイザーと技術シーズを有する研

究者が協力し、先端技術を事業化するための「ス

タートアップ開発戦略タスクフォース」（以下、タ

スクフォース）を 6 件組織した。タスクフォース

の活動として、ベンチャー創出に向けた技術開発

と、ビジネスモデルの構築、AISTスタートアップ

スクラブのネットワークを活用したマーケティン

グ、試作品の開発等の事業開発を実施したことに

より、平成 30年度活動中のタスクフォースから 2

社創業した。 

 産総研技術移転ベンチャーに対して、知的財産

の管理費用及び契約一時金の費用減免、施設使用

料の減額などの技術移転促進措置を実施すること

研技術移転ベンチャーの認知度向上等につながり、

ベンチャー企業への事業提携や投資に発展した。特

に、重点支援ベンチャーに担当コンシェルジュを設

定し、ベンチャーの成長に必要な支援ニーズを的確

に把握した。その結果、民間企業から産総研技術移

転ベンチャーへの出資が増え、7 社に対し 23.5 億

円となり、出資目標額（7.8億円）を大幅に上回っ

た。 

 以上を総括し、産総研公式ホームページのベンチ

ャー紹介コーナー及びパンフレットの拡充などの

広報支援や、産総研技術移転ベンチャーに展示会及

びビジネスマッチングイベントへの出展支援によ

る販路開拓及び資金調達等の事業支援の推進した

ことにより、ベンチャーの認知度向上等につなが

り、ベンチャー企業への事業提携や投資に発展し

た。さらに重点支援ベンチャーに担当コンシェルジ

ュを設定し、企業の成長に必要な支援ニーズを的確

に把握して協業や販路開拓、資金調達等に関するマ

ッチングの機会を適切に設け支援を実施したこと

により、ベンチャー企業が民間から受ける出資につ

ながり、出資目標額を大幅に上回るなど特に顕著な

成果を達成したことから、S評定とした。 

 なお、評価委員会においても、委員から「産総研

発ベンチャーへの出資額が、出資目標を大幅に上回

っており、これは産総研の技術が目利きから高く評

価されたことを意味している」とのコメントがあ

り、出資目標額を大幅に上回ったことが評価され

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 成長が期待される有望なベンチャー企業を引き

続き創出していくことが課題である。そのため、ベ

ンチャー化シーズ発掘のための方策を検討する。具

体的には、シーズの募集時期にセミナーを開催する

など、事業化への関心を高めていく。また、研究開

発、ビジネスモデルの構築を実行するスタートアッ

プ開発戦略タスクフォース制度の見直しを検討し、

実施期間中のマネジメントをより強化し、先端技術

の事業化を推進する。 

 産総研技術移転ベンチャーへの支援については、

創業相談など、支援体制の質向上を図る。 
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で、ベンチャーの成長を支援した。また、ベンチャ

ー技術移転促進措置実施規程について、対象とな

る法人等の要件を見直して支援対象を広げる改訂

を行う一方、産総研技術移転ベンチャー企業の倒

産によるリスクを低減するため、知的財産権の持

分譲渡を廃止するなどの規程改正を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進するもの

とする。 

 

（５）技術的ポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施 

 企業からの

技術的な相談

に対して、研究

開発の実施に

よる対応のみ

ならず、産総研

の技術的なポ

テンシャルを

活かした指導

助言等の実施

についても、適

切な対価を得

つつ積極的に

推進する。具体

的には、受託研

究等に加えて、

産総研が有す

る技術の強み

を活かした指

導助言等を実

施する制度を

拡充し、技術面

からのコンサ

ルティングを

通じて適切な

対価を得つつ

民間企業への

「橋渡し」を支

援する。これに

より、研究開発

から事業化に

・多様な民間企業ニーズに

応えるために、「技術コンサ

ルティング制度」を活用し、

産総研の技術的なポテンシ

ャルを活かした指導助言等

を実施する。 

・コンサルティング制度に

関する職員への周知などに

よって、職員の理解の促進

を図ると共に、民間企業へ

の説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。

さらに産総研の総合力を活

かした大型連携の構築に向

けて、イノベーションコー

ディネータが主導する共創

型技術コンサルティングを

促進する。一方、技術コン

サルティングの大幅な増加

を踏まえ、顧客満足度のモ

ニタリング調査を実施し、

業務品質の向上を図るとと

もに、効率的な技術コンサ

ルティング制度の運用のあ

り方を検討する。これらの

取組みを通じて、年度計画

を大幅に上回った平成 29

年度技術コンサルティング

収入を上回ることを目標と

する。 

 

・技術的指導助言

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 多様な企業ニーズを受け止めて共同研究へ橋渡

しすることを目的として、「技術コンサルティング

制度」（産総研の技術ポテンシャルを活かした有償

の指導助言等）の積極的な利用を促進した。平成

30年度の技術コンサルティングの実施件数は平成

27年度の 84件から 515件に増加しており、3年で

5倍の伸びを示している。獲得資金においても、平

成 29年度の 6.0億円の収入を上回ることを目標と

した平成 30 年度目標を大幅に上回る平成 29 年度

比 125%強の 7.5億円に増加した。 

 

 技術コンサルティングの活用を全国で幅広く促

すため、地域センターの職員等を対象にした個別

説明会（9回）を開催し、技術コンサルティング制

度の活用方法やメリットを周知することで、つく

ばセンターのみならず地域センターにおいても技

術コンサルティングの一層の定着が図られた。 

 また、イノベーションコーディネータの主導に

よる、企業とのディスカッションを通じて研究開

発戦略を策定するコンセプト共創型の技術コンサ

ルティングにおいて、産総研の幹部と企業経営層

との対話により、領域を跨る研究開発につなげる

ことができた。具体的には、平成 29年度に連携を

開始した食品メーカーに引き続き、計測・分析機

器メーカーとの間でコンセプト共創型の技術コン

サルティングを開始した。その結果、全７領域を

巻き込む共創型の技術コンサルティングにより産

総研の技術シーズを発掘し、ビジネスモデルを含

め企業に提案することにより事業化を見据えた大

型の共同研究につながる取組みを進めることがで

きた。 

 さらに技術コンサルティングの大幅な増加を受

けて、連携主幹１名を専属の担当として配置し、

より効率的な技術コンサルティングの運用を行う

体制を整えた。また、研究者と各領域の研究戦略

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：技術コンサルティングは前年度を大幅に上回

る 25％の伸びを実現し、7.5億円を獲得するなど、

民間資金獲得額全体の約 1割を占める制度となり、

民間資金獲得目標の達成に向けて貢献した。技術指

導に留まらずコンサルティング会社に技術コンサ

ルティングを提供するなど、さらに幅広い企業との

連携を成し遂げることができた。 

 

 

 精力的な地域センターでの職員説明会により、す

べての地域センターで利用される制度となったこ

とに加え、平成 29年度 411件から平成 30年度 515

件に増加した。 

 技術コンサルティングにより企業の多様なニー

ズに対応した共同研究等のフィージビリティにつ

いて研究現場と一体となった本格的な検証が可能

となったことで、技術コンサルティングを起点とし

て領域を横断した多くの大型連携につながるなど、

企業との共同研究開発への「橋渡し」機能が強化さ

れ、国立研究開発法人と産業界との新たな連携モデ

ルが確立された。 

 特に、共創型技術コンサルティングの実施によ

り、個別の技術テーマにおける研究開発に留まらな

い、企業の中長期戦略やビジョンに紐づく領域横断

の大型連携をイノベーションコーディネータが提

案し、企業とともに連携体制を構築していく仕組み

を作ることができた。 

 また、運用の効率化と品質向上により、技術コン

サルティングを通じて共同研究等の連携を進める

メリットが研究者と企業双方に理解が浸透し、これ

まで連携実績のなかった企業との連携が広がると

ともに、1件あたりの契約金額が開始年度の平成 27

年度 100 万円から平成 30 年度 150 万円に増えた。



361 

至るまで切れ

目のない連続

的な技術支援

に資する「橋渡

し」機能の一層

の強化を目指

す。評価に当た

っては、コンサ

ルティングが

産総研の「橋渡

し」機能の一部

として重要な

役割が期待さ

れることから、

得られた収入

は評価指標で

ある民間資金

獲得額の一部

として取り扱

う。 

 

部、イノベーション推進本部の技術コンサルティ

ング制度の専属担当者、さらにはイノベーション

コーディネータとの間で、技術コンサルティング

の適否や制度の注意点などの確認を行うなど事前

相談を繰り返し質向上に努めた。その結果、コン

サルティング終了後に利用者と所内研究者に行う

平成 30 年度の満足度のモニタリング調査におい

て、所外回答者（104 名）・所内回答者（266 名）

ともに約 9 割の回答者が満足と回答した。特に所

外回答者においては 88％が満足と回答した平成

29年度の調査と比較して 94％が満足と回答し、顧

客満足度をさらに向上させることができた。また、

所外回答者全体のおおよそ半数が引き続き技術コ

ンサルティングの利用や、共同研究への進展の予

定があると回答している。 

 上述の取組みにより、前年度計画を大幅に上回

った平成 29年度技術コンサルティング収入 6.0億

円をさらに大きく超える、7.5億円を獲得すること

ができた。 

 

今後もこれらの幅広い産業との密な連携の継続が

期待され、連携件数や外部資金の増大が見込まれ

る。 

 技術コンサルティングの専属担当者の配置によ

り迅速な技術コンサルティングの開始が可能とな

り、平成 30 年度の顧客満足度のモニタリング調査

において「手続きに係る時間が少なく、スピード感

を持って取り組める」、「具体的な研究課題がなくて

も相談でき、産総研との連携の敷居が下がった」な

どの回答があり、運用の効率化と品質向上により、

幅広い企業との連携促進につながった。 

 技術コンサルティングにおいて平成 30 年度目標

を大幅に上回る前年度比 125%の収入を達成するな

ど、所内・所外双方で技術コンサルティング制度が

十分に普及した一方で、専属担当者の配置により件

数の増大に係らず迅速な契約締結と高い品質を維

持したこと、さらに技術コンサルティングによる取

り組みを通じて組織的な連携に繋がったことは、特

に顕著な成果であり、S評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 技術コンサルティングの件数と 1 件あたりの単

価の更なる増大を目指しつつ、提供する技術コンサ

ルティングの高い顧客満足度を引き続き維持する

ことが課題であり、顧客へのモニタリング調査の結

果をもとに、契約業務の効率化を図り、約款の条文

を明確化するなど業務改善を継続することで、顧客

満足度の向上につなげる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

（６）マーケテ

ィング力の強

化 

 橋渡し機能

の強化に当た

っては、①目的

基礎研究を行

う際に、将来の

産業や社会ニ

ーズ、技術動向

等を予想して

研究テーマを

設定する、②

・各研究領域において、領

域の特性に応じた技術マー

ケティング活動を実施す

る。マーケティング強化の

ため、目的基礎研究や「橋

渡し」研究前期に追加的に

措置される交付金について

は、民間資金獲得強化の方

針を導入する。 

・異なる領域や地域センタ

ーをまたがる横断的なマー

ケティング活動を行う機能

の充実及び効率的な運用を

・マーケティング

の取組状況（モニ

タリング指標） 

 

 研究に高い専門性を有するイノベーションコー

ディネータを各領域や TIA推進センターに 26名配

置するとともに、産総研の連携活動を領域横断で

統括するイノベーションコーディネータを 15名、

また地域連携の中核機能を担うコーディネータを

全国 9つの地域センターに 19名配属した。特に、

生命工学領域においては、産総研が所有しない大

学病院等の臨床機関と共同した技術の事業化が求

められていることを踏まえ、バイオベンチャーで

の経験を有するコーディネータの主導により外部

の臨床機関等と連携した産総研シーズの事業化構

想を進めた。また、エネルギー・環境領域において

は、急速に注目の高まっている ESG 投資（環境

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：領域における技術的知見と民間企業でのビジ

ネスの経験を併せ持った人材をイノベーションコ

ーディネータとして配置することで、民間企業の目

線での産総研技術シーズの掘り起こしや企業への

事業化の提案が可能となり、特に生命工学領域にお

いては、産総研技術の事業化を見据え橋渡しのため

に医療機関、さらにはこれまでの金融機関との連携

を活用して当初予定のなかったファンドとの調整

を開始するなど、これまで連携テーマの設定が難し

かった業界との連携を拡大させることができた。ま

た、同領域において、海外において費用対効果の高
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「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という 4 つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら 4 フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取組に

加え、各研究者

による企業と

「橋渡し」研究

前期を行う際

に、企業からの

受託に繋がる

レベルまで行

うことを目指

して研究内容

を設定する、③

「橋渡し」研究

後期で橋渡し

先を決定する

際に、法人全体

での企業から

の資金獲得額

の目標達成に

留意しつつ、事

業化の可能性

も含め最も経

済的効果の高

い相手を見つ

け出し事業化

に繋げる、④保

有する技術に

ついて幅広い

事業において

活用を進める、

という４つの

異なるフェー

ズでのマーケ

ティング力を

強化する必要

がある。 

 これら４フ

ェーズにおけ

るマーケティ

ング力を強化

するためには、

マーケティン

グの専門部署

による取り組

みに加え、各研

究者による企

図る。 

・大型連携を図るため、シ

ーズプッシュ型のマーケテ

ィングに加えて、民間企業

との活発なコミュニケーシ

ョンによるニーズプル型

や、コンセプトを共創する

マーケティングを領域横断

的な技術コンサルティング

などによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

 

（ Environment）、社会（ Social）、企業統治

（Governance）に配慮した企業への投資）の社会的

要求を踏まえ、金融業界での業務経験をもつ連携

主幹が環境負荷データベースをもとにした投資イ

ンデックスの確立に向けた金融機関との連携等を

進めた。 

 理事長裁量の戦略予算において、民間資金獲得

強化を狙った提案を優先的に採択し、課題ごとに

技術開発や事業化、ビスネスモデルの構築、連携

プロジェクトの支援をするイノベーションコーデ

ィネータを指名した。これらの実施課題では、そ

れぞれに民間資金獲得額目標を設定するととも

に、全テーマを対象とする中間評価を実施して、

民間資金獲得状況の進捗を確認した。 

 

 外部専門家の指導のもと、特定企業のニーズや

事業計画を踏まえて、領域横断で技術シーズを融

合させ、企業への提案を行う企業連携の検討会を

開催するとともに、すべての領域・地域センター

を対象とした連携人材育成研修のなかで、産総研

の全リソースを利用した事業化の提案のケースス

タディを行い、領域をまたがるマーケティング機

能の充実を図った。また、領域、TIA推進センター、

地域センター及びイノベーション推進本部のイノ

ベーションコーディネータが参画する拡大技術マ

ーケティング会議を 3 回開催し、マーケティング

活動の情報や成功モデル・失敗例を幅広く共有し

た。さらに、企業からの提供資金により行う共創

型コンサルティングにおいて、領域横断のテーマ

創出を加速するなど、全所横断的なマーケティン

グ活動の効果的な運用を図った。 

 

 

 

 民間企業における事業経験を有するイノベーシ

ョンコーディネータと各領域のイノベーションコ

ーディネータが協力し、事業化までを視野に企業

とともに連携テーマの創出を行うコンセプト共創

型の技術コンサルティングを 14件推進した。企業

の問題意識をとらえ、領域の枠にとらわれずに産

総研の技術シーズを発掘し、ビジネスモデルを含

め企業に提案することにより事業化を見据えた包

い治験が期待される臨床機関の開拓につながった。 

 戦略予算について、民間資金獲得の目標額を設定

した実施課題では、課題ごとに担当イノベーション

コーディネータを配置したことにより、マーケティ

ング力が強化され、順調に民間資金獲得が進んでい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 企業連携のケーススタディ等を通じて大型連携

の方法論をイノベーションコーディネータ等の連

携担当に浸透させることにより、技術シーズの発掘

や企業ニーズの把握、提案資料の作成といった連携

担当者のマーケティングスキルが向上し、企業との

大型連携の促進につながった。具体的には、3,000

万円以上の大型共同研究が平成 29年度から平成 30

年度の間に 31件から 37件に増加し、そのうち 1億

円以上の 11 件のうち 7 件においてイノベーション

コーディネータが交渉に携わっていた。また、コン

セプト共創型の技術コンサルティングの活用によ

り、産総研の幅広い研究リソースを領域の枠に捉わ

れずに検討できるようになり、当初予定されていな

かった商社等の業界と個別の技術課題に留まらな

い新たな社会システムの構想に係るテーマ創出が

でき、企業が直面する SDGs（持続可能な開発目標）

などの社会的課題に対応した連携ができるように

なった。 

 

 個別の技術テーマにおける研究開発に留まらな

い、企業の中長期戦略やビジョンに紐づく領域横断

の大型連携を提案し、企業とともに連携体制を構築

していくコーディネート活動を加速した。 

 特に、共創型技術コンサルティングを活用して、

企業の経営層との活発なコミュニケーションによ

るニーズ把握を行って企業の事業戦略に沿った研

究テーマの共創を行うことで、イノベーションコー
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の意見交換を

通しての取組、

さらには、研究

所や研究ユニ

ットの幹部に

よる潜在的な

顧客企業経営

幹部との意見

交換を通して

の取組が考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

組を推進する

ものとする。 

 

業との意見交

換を通しての

取り組み、さら

には、研究所や

研究ユニット

の幹部による

潜在的な顧客

企業経営幹部

との意見交換

を通しての取

り組みが考え

られるが、これ

らを重層的に

組合せ、組織的

に、計画的な取

り組みを推進

する。すなわ

ち、マーケティ

ングの中核た

る研究ユニッ

トの研究職員

は、上記①～④

を念頭に置き、

学会活動、各種

委員会活動、展

示会等あらゆ

る機会を捉え

て技術動向、産

業動向、企業ニ

ーズ、社会ニー

ズ等の情報を

収集し、普段か

ら自分自身の

研究をどのよ

うに進めれば

事業化に繋が

るかを考えつ

つ研究活動を

行う。さらに、

マーケティン

グを担う専門

人材（イノベー

括的な組織的連携につなげることができた。具体

的には、精密機器メーカーとの間で生命工学領域

をはじめとする各領域にまたがる包括的な組織連

携の開始に向けた調整を行った。 

 また、企業の経営層と理事長をはじめとする産

総研の各領域・研究ユニットの幹部が直接対話す

る機会を設けることで、組織的かつ大型の連携に

繋げた。例えば、産総研テクノブリッジフェア 2018 

in つくばにおける 12 社の企業幹部と理事長との

面談をはじめ、産総研の領域・研究ユニット幹部

による企業経営層との対話により、組織間での研

究開発へのコミットメントを伴った大型の組織的

連携を 18件実現した。 

 

 イノベーションコーディネータの毎月の活動報

告や新任のイノベーションコーディネータの活動

内容の確認とイノベーション推進本部長等への情

報共有を行う月 2 回の報告会等を通してイノベー

ションコーディネータの定常的な活動内容を確認

する仕組みを設けた。 

 イノベーションコーディネータを補佐する役職

（連携主幹）に、経営や他社との契約交渉の経験

を持つ民間企業出身者 2 名を採用し、うち 1 名を

企業連携において幅広く活用が進む技術コンサル

ティングの専任として登用した。さらに、連携主

幹、連携の企画にかかわる職員に対しては、日々

の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施し

た。また、従来 OJT が中心であった連携人材の育

成において、外部講師を活用した連携人材育成研

修（2回）や企業提案の基礎力トレーニング（5 回）

を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通

して連携人材の育成を進めた。 

 

ディネータによる企業経営の視点に即した提案力

が強化された。さらに、共創型技術コンサルティン

グを通じて、産総研の研究戦略だけでなく、企業の

研究戦略をも共創し組織的な連携を構築する新た

な産学連携の形式を提示することができた。また、

これまで十分に連携が構築できていなかった精密

機器メーカーといった新たな産業分野との連携が、

当初見込まれていた個別領域との連携を超えて、技

術の応用製品までを見据えた組織連携にまで拡大

し、領域を横断する大型の共同研究を成立させるこ

とができた。 

 

 

 

 外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修

によってイノベーションコーディネータなど「橋渡

し」にかかわる専門人材が強化された。企業から提

示された技術課題に対する産総研シーズのマッチ

ングのみならず、事業化までを視野に企業とともに

新たな連携テーマを構築することができるように

なり、これまで連携テーマの設定が難しかった新た

な産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など

大型の企業連携につなげることができた。具体的に

は、イノベーション推進本部と各領域のイノベーシ

ョンコーディネータが協力し、新たに食品メーカー

や精密機器メーカーとの間で領域の壁を越えて組

織連携の構築に向けた調整を進めることができた。 

 以上を総括し、研究に高い専門性を有するイノベ

ーションコーディネータを各領域や TIA 推進セン

ターに 26 名配置するとともに、産総研の連携活動

を領域横断で統括するイノベーションコーディネ

ータをイノベーション推進本部に 15 名、また地域

連携の中核機能を担うコーディネータを全国 9 つ

の地域センターに 19 名配属し、技術的知見とビジ

ネスのノウハウを併せ持った連携人材の強化を行

った。これらの連携人材が、企業と協働し事業化を

見据えた技術コンサルティングを活用した研究テ

ーマの共創を行うことで、これまで十分に連携が構

築できていなかった精密機器業界や医薬業界、商

社・金融業界といった当初十分に想定されていなか

った新たな産業分野との領域横断の連携が拡大し

た。平成 29年度 31件であった提供資金 3,000万円
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ションコーデ

ィネータ）と連

携したチーム

を構成し、企業

との意見交換

等を通じて、民

間企業の個別

ニーズ、世界的

な技術動向や

地域の産業動

向などを踏ま

えた潜在ニー

ズ等の把握に

取り組む。収集

したマーケテ

ィング情報は

各領域がとり

まとめ、領域の

研究戦略に反

映する。また、

領域や地域セ

ンターを跨ぐ

横断的なマー

ケティング活

動を行う専門

部署を設置し、

マーケティン

グ情報を領域

間で共有する。

さらに、マーケ

ティング情報

に基づき、領域

をまたぐ研究

課題に関する

研究戦略や連

携戦略の方向

性に反映する

仕組みを構築

する。加えて、

産総研と民間

企業の経営幹

部間の意見交

以上の大型共同研究を平成 30 年度には 37 件成立

させるなど、大型の共同研究を成立させ顕著な成果

を挙げたことから、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 民間資金獲得額の増加に向けて共同研究の大型

化が課題となっているところ、一担当研究者の専門

領域に留まらない広範な組織的連携を構築させる

ため、それを可能とする高度マーケティング人材の

育成を強化し、企業への連携提案力の強化を引き続

き行う。 
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換を通じたマ

ーケティング

も行い、研究戦

略の立案に役

立てるととと

もに、包括的な

契約締結等へ

の展開を図る。 

 なお、イノベ

ーションコー

ディネータは

研究職員のマ

ーケティング

活動に協力し

て、民間企業の

ニーズと産総

研のポテンシ

ャルのマッチ

ングによる共

同プロジェク

トの企画、調整

を行い、民間資

金による研究

開発事業の大

型化を担う者

として位置づ

ける。マッチン

グの成功率を

上げるため、研

究ユニットや

領域といった

研究推進組織

内へのイノベ

ーションコー

ディネータの

配置を進める

とともに、それ

ぞれが担当す

る民間企業を

定めて相手か

らの信頼を高

める。イノベー
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ションコーデ

ィネータに要

求される資質

として、民間企

業、外部研究機

関等の多様な

ステークホル

ダーに対応で

きる経験や、人

的ネットワー

クなどを有す

ることが求め

られることか

ら、内部人材の

育成に加え、外

部人材を積極

的に登用して、

その専門性に

適した人材の

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）戦略的な

知的財産マネ

ジメント 

 「橋渡し」機

能の強化に当

たっては、研究

開発によって

得られた知的

財産が死蔵さ

れることがな

く幅広く活用

され、新製品や

新市場の創出

に繋がってい

くことが重要

であり、戦略的

な知的財産マ

ネジメントが

鍵を握ってい

る。 

 このため、ま

（８）戦略的な

知的財産マネ

ジメント 

 「橋渡し」機

能の強化に当

たっては、研究

開発によって

得られた知的

財産が死蔵さ

れることがな

く幅広く活用

され、新製品や

新市場の創出

に繋がってい

くことが重要

であり、戦略的

な知的財産マ

ネジメントが

鍵を握ってい

る。 

 このため、ま

・知財戦略会議を開催し、

「強く広い」知的財産権の

取得等を目指した産総研全

体としての知的財産戦略の

策定及び知的財産マネジメ

ント強化策の検討を行う。 

・特許審査委員会を開催

し、知財戦略会議で策定さ

れた知的財産戦略を踏まえ

た国内外の出願・審査請求

等要否の審査を行う。 

・知財戦略会議や標準化戦

略会議等を活用して、知的

財産活動と標準化活動との

一体的推進を図る。 

・目的基礎研究や「橋渡し」

研究前期の研究成果である

萌芽技術について、オープ

ン＆クローズ戦略も含めた

戦略的な知的財産アセット

構築の支援を実施する。 

○戦略的な知的財

産マネジメントに

取り組んでいる

か。 

・戦略的な知的財

産マネジメントの

取組状況（モニタ

リング指標） 

 

 イノベーション推進本部幹部及びパテントオフ

ィサーの他、各領域のパテントオフィサー等が委

員として参加する、知的財産にかかる全所的な取

組を議論する知財戦略会議（3回）を開催し、社会

的インパクトの大きい研究成果の橋渡しを一層加

速させるための知的財産戦略及び知的財産マネジ

メント強化策の検討を行った。具体的には、パテ

ントオフィサー等の所内専門人材がチームとなり

戦略策定・更新を継続的に支援する特優テーマ支

援（平成 30年 10月開始）、先行技術調査の結果や

先行技術調査の結果をグラフや表で見える化した

特許マップを研究者に提供する支援（平成 30年 10

月開始）、特許審査委員会の審査基準の明確化（平

成 31年 4月開始予定）の新規施策等について議論

した。 

 

 特許審査委員会を毎月開催し、知財戦略会議で

検討された知的財産の活用可能性を高める知的財

産戦略を踏まえて、国内外の出願・審査請求等要

否の審査を行った。 

 特許審査委員会の運営については、パテントオ

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：知財戦略会議において全所的な視点で知的財

産戦略や知的財産マネジメント強化策について議

論を行ったことにより、イノベーション推進本部幹

部、パテントオフィサー、領域幹部等の関係者間の

問題意識の共有と特優テーマ支援等の具体的施策

に取組むことができた。施策のひとつである特許マ

ップを研究者に提供する支援は、研究に関連する分

野の特許情報を分析して提供することで、研究の初

期段階から研究者がより社会的インパクトの大き

い出口を見据えた活動を行うことにつながる。 

 これらの取組により、国内 519件、国際 180件の

特許出願を行った。 

 

 

 特許審査委員会において、知財戦略会議で検討さ

れた戦略を踏まえた審査を行うことにより、戦略的

な知的財産の創出・活用を推進した。 

 また、特許審査委員会の運用改善により、効率的・

効果的な審査が可能となった。特に、パテントオフ
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ず優れた研究

成果について、

特許化するか

営業秘密とす

るかも含め、戦

略的に取り扱

うこととし、い

たずらに申請

件数に拘るこ

となく、質と数

の双方に留意

して、「強く広

い」知財を取得

するものとす

る。 

 また、積極的

かつ幅広い活

用を促進する

観点から、受託

研究の成果も

含め、原則とし

て研究を実施

した産総研が

知的財産権を

所有し、委託元

企業に対して

は当該企業の

事業化分野に

おける独占的

実施権を付与

することを基

本とする。な

お、企業からの

受託研究の成

果ではない共

通基盤的な技

術については

非独占実施権

を付与するな

どにより活用

を図るものと

する。 

ず優れた研究

成果について、

特許化するか

営業秘密とす

るかも含め、戦

略的に取り扱

うこととし、い

たずらに申請

件数に拘るこ

となく、質と数

の双方に留意

して、「強く広

い」知財を取得

する。 

 また、積極的

かつ幅広い活

用を促進する

観点から、受託

研究の成果も

含め、原則とし

て研究を実施

した産総研が

知的財産権を

所有し、委託元

企業に対して

は当該企業の

事業化分野に

おける独占的

実施権を付与

することを基

本とする。 

 具体的には、

民間企業等の

ニーズを踏ま

えて民間企業

が活用したい

革新的技術や

産業技術基盤

に資する技術

を創出するた

めに、マーケテ

ィングにより

・セミナー・シンポジウム

の開催や普及・啓発用資料

の充実化等によって、知的

財産や標準化に関する普

及・啓発及び産総研内外へ

の情報発信を図る。 

・パテントオフィサー等の

知的財産専門人材の育成に

取り組む。 

・平成３２年５月のリリー

スに向けて新しい知的財産

管理システムの開発を継続

する。 

・知的財産の活用におい

て、出口シナリオの企画・

立案機能を強化するため、

知的財産情報の発信と有望

案件の発掘・検討を推進し、

技術移転マネージャーを中

心に、研究現場と連携した

技術移転活動を強化する。 

 

フィサー及び技術移転マネージャーの判断を適切

に審査に反映するための審査用の書類様式の改訂

や委員の見直し、審査基準における知的財産活用

の観点の明確化、開催頻度の増加（四半期ごとか

ら毎月開催）、手続き期限の管理の厳格化等の改善

を行った。 

 

 標準化戦略会議（4 回）において、知的財産・標

準化ポリシーを踏まえて、標準化戦略の方針・取

組の策定を行った。標準化の実現可能性を検討す

る標準化戦略フィジビリティスタディ(FS)では、

社会において有効に活用される標準化提案を目指

し、民間企業との連携可能性や知的財産活用との

一体的推進の可能性の観点を導入し、FSテーマの

選定（17件中 12件）を行った。 

 

 

 

 

 戦略的な知的財産の創出・活用を目指した取組

として、研究の芽の段階(萌芽期)で見出された新

発見・新原理の中から有望技術を発掘し、知的財

産アセットの構築を支援した。具体的には、「橋渡

し」研究前期の研究テーマ(9件)を選定し、特許動

向調査の結果を基にした研究アプローチのアドバ

イスや基本特許を確保するための方針策定など、

知的財産戦略構築や知的財産強化の支援を行っ

た。また、昨年度までの支援テーマ（25件）に対

しても、継続的にフォローアップを行い、知的財

産アセット構築強化を支援した。 

 

 所内職員の知的財産・標準化に関する意識の醸

成の取組として、知的財産権研修や知的財産・標

準化にかかる内部セミナー（8回）を実施した。ま

た、全職員が受講するｅ-ラーニング制度の中で秘

密保持契約の遵守などの研究情報管理に関する研

修を実施した。研修やセミナーの実施にあたって

は、グループディスカッションの導入、多くの具

体例の紹介等の工夫をしたことにより、研修効果

を向上させた。また、平成 30 年 10 月からは、年

に数回開催していた知的財産・標準化セミナーに

ついて、所内職員の関心・課題に対応したテーマ

ィサー等の関与や審査基準で知的財産活用の観点

を明確化したことにより、技術移転を意識した知的

財産の取得が促進された。 

 

 

 

 

 知的財産・標準化ポリシーを踏まえた標準化戦略

の方針・取組の策定により、知的財産と標準化の一

体的推進を行った。民間企業との連携可能性や知的

財産活用の可能性の観点から選定した案件では、FS

から標準を作成することを目的とした標準基盤研

究等へ移行し、これ以外に選定した案件と併せて国

際標準化に向けた取り組みを推進することができ

た。 

 これらの取組により、国内標準 13 件、国際標準

37 件の標準化提案を行い、積極的な研究成果の活

用を図った。 

 

 平成 27 年度以降に知的財産アセット構築支援に

採択した研究テーマでは、平成 30 年度に、知的財

産アセットの強化のための特許出願等（7 件）や共

同研究契約の締結（4 件）に繋がるなど、研究成果

の社会への橋渡しの取組が進展した。 

 

 

 

 

 

 

 

 知的財産権研修（6日間、全 12講座）に延べ 638

名、毎月開催とした平成 30 年 10 月以降の知的財

産・標準化セミナー（7回）に 343名の参加があっ

た。アンケートの結果では、「知財リテラシー向上

の視点ではベストに近い内容だった。」や「知財の

基礎的な内容から・実践的な内容、グループディス

カッション等、様々な講義や演習を体験できてよか

った。」等のコメントがあった。平成 29年度に実施

した知的財産に関する研修では半日の講義で参加

者 83 名、アンケートでの有益だったとの回答が

90％未満だったところ、知的財産権研修の参加者数
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 さらに、知的

財産マネジメ

ントや知的財

産権を活用し

た事業化に向

けた体制整備

等、戦略的なマ

ネジメントの

実現に向けた

組織的な取組

を行うものと

する。 

 

把握した産業

動向や技術動

向に加えて特

許動向などの

知的財産情報

を活用し、オー

プン＆クロー

ズ戦略に基づ

いた研究の実

施と研究成果

の戦略的な権

利化を進める。

なお、企業から

の受託研究の

成果ではない

共通基盤的な

技術について

は非独占的な

知的財産権の

実施許諾や国

際標準への組

み込みによる

成果普及を目

指す等、知的財

産の戦略的活

用を図る。 

 さらに、これ

らの取り組み

のため、知的財

産や標準化の

知見と研究開

発に関する知

見の双方を有

するパテント

オフィサーを、

領域およびイ

ノベーション

推進本部に配

置し、知的財産

活用化に向け

た体制の強化

を図る。パテン

で原則毎月開催することとした。 

 また、標準化については、平成 30年度産総研国

際標準推進戦略／NEDO出口戦略シンポジウム「サ

ービス標準と認証が拓く豊かな日本～安全・安心・

信頼で繋がり合う社会に向けて～」を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 知的財産権研修や知的財産・標準化にかかる内

部セミナーに加えて、パテントオフィサー及びそ

れに準じた知的財産に関する高度な知見を有する

所内人材の育成を目的として、知的財産権研修の

修了者を対象に知的財産関連業務（特許出願、先

行技術調査及び共同研究契約・技術移転契約等）

を体験しながら学ぶ On the Job Training(OJT)プ

ログラムを初めて実施した（受講者 7名）。 

 

 知的財産マネジメントを円滑に推進するための

環境整備として、令和 2 年の稼働を目指して新知

的財産管理システムの開発を進めた。特に、シス

テム上で知的財産管理に関するすべての情報を取

得できるよう開発を進めた。 

 

 

 

 知的財産情報の発信については、工業所有権情

報・研修館が運営している開放特許情報データベ

ースへの情報登録・提供や、医療品原料機器・装置

展への出展（産総研ブースへの来場者 463 名、セ

ミナーへの参加者 191 名）を継続して実施した。

また、科学技術振興機構の新技術説明会の場を活

用して、技術移転に関心の高い企業向けに有望な

技術シーズの紹介を、技術移転マネージャーと研

究者が連携して実施した（来場者 295名）。開放特

許情報データベースへの登録特許は約 6,500 件、

医薬品原料機器・装置展、新技術説明会へ出展し

た技術は 17件である。 

 有望案件の発掘・検討については、商用の特許

は約 8倍となり、アンケートでの有益との回答も知

的財産権研修では 95％、知的財産・標準化セミナー

では 92％に向上するなど、職員の知的財産・標準化

に関する意識向上による知的財産マネジメントの

推進に寄与した。 

 平成 30 年度産総研国際標準推進戦略/NEDO 出口

戦略シンポジウムには 320名が参加し、所内外に対

して、産総研の知的財産活用と標準化の一体的推進

の取組等を周知した。その結果、産総研に対し企業

から標準化に関する相談があり、連携することに繋

がった。 

 

 OJTプログラムでは、パテントオフィサー等の知

的財産専門人材として必要な知識及びスキルを習

得させた。参加者には、将来的な知的財産専門人材

へのキャリアパスを視野に入れている者もおり、将

来のパテントオフィサー候補を育成できた。 

 

 

 

 

 新システムのリリースによって、所内研究者及び

知的財産実務担当者の知的財産管理業務が効率化

されることに加え、知的財産戦略検討の基礎となる

各種データの分析が容易となり、研究グループ、研

究ユニット、領域等の各単位において、より効果的

かつ戦略的な知的財産マネジメントが実施される

ことが期待される。 

 

 展示会等で知的財産情報を継続して発信するこ

とが、共同研究、技術コンサルティング、研究試料

提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付

いた。さらに、展示会等への出展時の来場者との対

話により、産業界の最新ニーズや公表されにくい企

業の現場の実態に関する情報を幅広く収集するこ

とができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案

やその軌道修正にも役立った。また、特許解析ツー

ルを活用して産総研の技術シーズの注目度を分析

することで、注目度の高い技術に重点を置いた戦略

的な技術移転活動を実施することができた。これに

加えて、有望技術シーズを基にした試作品製作・実

証試験を実施することにより、技術シーズを見える
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トオフィサー

は、知的財産情

報の分析支援

や、それに基づ

く領域の知的

財産戦略の策

定に取り組む。

また、パテント

オフィサーを

中心とした会

議体を設置し、

知的財産の創

出、活用、並び

に技術移転を

連続的・一体的

にマネジメン

トすることに

より、民間企業

への「橋渡し」

の最大化を目

指す。 

 

解析ツールを活用して、特許の注目度や被引用関

係を解析して、有望技術シーズのリストアップを

実施した。その情報等を活用しながら技術移転の

可能性の高い技術シーズ（反射防止コーティング

技術等）を選定し、実用化レベルでの機能・性能検

証を目的とした試作品製作・実証試験を行い、前

述の展示会や説明会等で産業界にアピールした。

展示会等の出展後に締結した契約は、研究試料提

供契約 5 件、情報開示契約 1 件、実施許諾契約 2

件である。また交渉中の案件が 14件ある。 

 

化することができ、産業界にアピールしやすくなっ

た。 

 出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、知

的財産の実施等に係る件数を 1,158 件と増加させ

ることができた。契約金額について平成 29 年度を

上回り、4.8億円の収入を得た。さらに、有望技術

の一つである高圧電性窒化スカンジウムアルミニ

ウム薄膜技術について、技術移転によりスマートフ

ォン用高周波フィルタとして普及拡大したこと等

が評価され、平成 30年度全国発明表彰において 21

世紀発明奨励賞及び 21 世紀発明貢献賞を受賞した

ことは特筆に値する。 

 以上を総括し、知的財産の活用については、商用

の特許解析ツール等を利用して産総研の技術シー

ズの注目度を分析することで技術移転の可能性が

高い技術に重点を置き、技術移転マネージャーが個

別案件ごとに最適な技術移転方針を企画・立案して

技術移転活動を実施した。これにより、技術移転契

約件数及び契約金額を昨年度よりも増加させるこ

とができた。さらに、早期の先行技術調査支援およ

び特許マップの提供、特優テーマ支援の開始、特許

審査委員会の審査基準の明確化、知的財産・標準化

セミナー等による所内職員の知的財産・標準化に関

する意識の醸成などの知的財産マネジメントにか

かる取組強化により、所期の目標を着実に実施し、

適切な権利化を行った。さらに標準化を目指した各

種施策を着実に実施することで、国際標準化を推進

した。以上のような取組みにより、特許出願件数は

国内出願 519件、国際出願 180件、出願中を含む保

有特許件数は 13,891件（平成 30年度末現在）、ラ

イセンス等契約は 1,158件（平成 30年度末現在）、

さらに標準化提案は国内標準 13件、国際標準 37件

などのように、積極的な研究成果の権利化及び技術

移転を図ったことから、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 知的財産のさらなる活用及びそれに伴う知財収

入増大が課題であるため、その方策を検討する。具

体的には、企業からの注目度が高い技術についてさ

らに普及拡大を図ると共に、次の注目技術の発掘・

育成を戦略的に推進する。さらに、これら課題に対

応するためには知的財産マネジメントの一層の推
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進が必要であるため、特優テーマ支援や新しい審査

基準に基づく審査等の平成 30 年度新規施策の推

進、パテントオフィサー候補の人材育成、セミナー

等を通じた所内職員の知的財産・標準化に関する意

識の底上げ等を通じて取組の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）地域イノ

ベーションの

推進等 

①地域イノベ

ーションの推

進 

 産総研のつ

くばセンター

及び全国 8 カ

所の地域セン

ターにおいて、

公設試等と密

接に連携し、地

域における「橋

渡し」を推進す

るものとする。

特に、各都道府

県に所在する

公設試に産総

研の併任職員

を配置するこ

となどにより、

公設試と産総

研の連携を強

化し、橋渡しを

全国レベルで

行う体制の整

備を行うもの

とする。 

 また、第 4期

中長期目標期

間の早期の段

階で、地域セン

ターごとに「橋

渡し」機能の進

捗状況の把握・

（９）地域イノ

ベーションの

推進等 

①地域イノベ

ーションの推

進 

 産総研のつ

くばセンター

及び全国８カ

所の地域セン

ターにおいて、

公設試等と密

接に連携し、地

域における「橋

渡し」を推進す

る。特に、各都

道府県に所在

する公設試に

産総研の併任

職員を配置す

ることなどに

より、公設試と

産総研の連携

を強化し、橋渡

しを全国レベ

ルで行う体制

の整備を行う。

具体的には、産

総研職員によ

る公設試への

出向、公設試職

員へのイノベ

ーションコー

ディネータの

委嘱等の人事

交流を活かし

・地域における「橋渡し」

の推進のため、自治体や公

設試との連携関係の強化

や、「産総研イノベーション

コーディネータ」制度のさ

らなる拡充と活用等によ

り、地域中核企業との研究

連携を推進する。具体的に

は、地域中核企業との連携

研究（共同研究、受託研究、

中小企業庁や国立研究開発

法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構(NEDO)等の

戦略的基盤技術高度化支援

事業（サポイン事業）及び

中堅・中小企業への橋渡し

研究開発促進事業（橋渡し

事業）、自治体予算による補

助事業や委託事業、内部予

算を用いた予備研究や追加

研究、技術コンサルティン

グ等）を、合わせて 75 件以

上行う。 

・平成 27 年度に各地域セ

ンターが所在する地域ごと

に創設した、地域中核企業

からなる「テクノブリッジ

クラブ」を活用し、地域中

核企業との連携強化を推進

する。当該年度は、「テクノ

ブリッジクラブ」加盟企業

が 350 社以上となるよう拡

充を図るとともに、加盟企

業との 200 件以上の連携研

究を行う。 

・産業技術連携推進会議の

○公設試等と密接

に連携し、地域に

おける「橋渡し」機

能の強化に取り組

んでいるか。 

・公設試等との連

携の取組状況（モ

ニタリング指標） 

✓「政府関係機関

移転基本方針」を

踏まえて、「橋渡

し」等を推進した

か。 

 

 地域での「橋渡し」を推進するため、平成 27年

度から継続して、公設試等職員又はその幹部経験

者を「産総研イノベーションコーディネータ」（産

総研 IC）として委嘱又は雇用して、公設試との連

携強化を図り、地域ニーズの把握やグローバルニ

ッチトップ（GNT）企業（ニッチ分野において高い

世界シェアを有し、優れた経営を行っている中堅・

中小企業）等の地域中核企業の発掘や企業面談に

よる人脈づくりに取り組んでいる。平成 30 年度

の、産総研 IC の人数は平成 29 年度の 115 名から

127名に増加した。うち 12名は、全国・関東・関

西の各広域圏での「橋渡し」に取り組むことで、地

域的な偏りを緩和し、産総研が全国の地域中核企

業と連携を行うための素地を整えた。また、公設

試の求めに応じて平成 30年度は 6都県に産総研の

職員を出向させるなど、人事交流を行うことで公

設試等と密接に連携し、地域中核企業へのマーケ

ティング活動を行った。その結果、平成 30年度に

実施した連携研究（地域中核企業との共同研究、

受託研究、中小企業庁や国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等の戦略的

基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）や橋渡

し事業、自治体予算による補助事業や委託事業、

内部予算を用いた予備研究や追加研究及び技術コ

ンサルティング等）は、目標値の 75件を大きく上

回る 104件となった。 

 また、平成 29 年度に続いて、平成 30 年度は 2

回の地域イノベーションコーディネータ会議を開

催し、延べ 92 名の産総研 IC が参加した。産総研

ICが一堂に会するこの会議を活用し、各地域の連

携事例に関する情報を共有するとともに、産総研

と公設試及び公設試どうしのネットワークを強化

した。特に 2 回目は、産総研 IC と産総研の IC 等

連携人材が魅力ある営業資料のあり方をテーマと

してグループワークを行い、地域連携の活性化に

資する有益な議論を実施することができた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：産総研 IC の拡充並びにその認知度の向上に

より、地域中核企業と公設試・産総研の連携作りが

より円滑に進むようになった。その結果、平成 30

年度に実施した地域中核企業との連携研究は、目標

値 75件に対し 139%の合計 104件となり、地域にお

ける更なる連携拡大につながった。 

 地域イノベーションコーディネータ会議では、各

地域の活動内容や課題に関する議論を深めること

で、産総研と公設試、自治体、地域の支援機関等が

より密な連携活動を行っていくための素地が整え

られた。参加者からは、グループワークを通して各

県の実状や問題点を率直に話し合えたことは大変

有意義である等のコメントがあり、この会議が地域

でのより密な連携活動に有効であることが確認さ

れ、地域を超えたネットワーク強化を通じた更なる

連携拡大が期待される。 

 さらに、産総研ふるさとサポーターの取組みを行

った結果、例えば、地縁を基点とした講演依頼、寄

稿等、地縁を活用したこれまでにない形での地域連

携実績が創出されるとともに、地域での産総研のプ

レゼンスの向上及び職員の地域貢献へのモチベー

ション向上がもたらされた。地縁を活かした取組に

より、地域のニーズを汲み上げ、産総研職員のポテ

ンシャルと知見により地域貢献を行うことで、橋渡

しを全国レベルで行う体制の一つとして機能して

いる。 
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評価を行った

上で、別紙に掲

げる重点的に

推進するべき

具体の研究開

発も踏まえつ

つ、橋渡し機能

が発揮できな

い地域センタ

ーについては、

他地域からの

人材の異動と

併せて地域の

優れた技術シ

ーズや人材を

他機関から補

強することに

より研究内容

の強化を図る

ものとする。そ

の上で、将来的

に効果の発揮

が期待されな

い研究部門等

を縮小若しく

は廃止するも

のとする。 

 

た技術協力を

推進し、所在地

域にこだわる

ことなく関係

する技術シー

ズを有した研

究ユニットと

連携して、地域

中堅・中小企業

への「橋渡し」

等を行う。加え

て、公設試の協

力の下、産総研

の技術ポテン

シャルとネッ

トワークを活

かした研修等

を実施し、地域

を活性化する

ために必要な

人材の育成に

取り組む。 

 さらに、第４

期中長期目標

期間の早期の

段階で、地域セ

ンターごとに

「橋渡し」機能

の進捗状況の

把握・評価を行

った上で、橋渡

し機能が発揮

できない地域

センターにつ

いては、他地域

からの人材の

異動と併せて

地域の優れた

技術シーズや

人材を他機関

から補強する

ことにより研

技術部会と地域部会を通じ

て、公設試の技術レベル向

上を図るための研究会や研

修、地域経済の現状を踏ま

えたプロジェクトの共同提

案等の取り組みを積極的に

実施する。 

・地域センターごとに「橋

渡し」機能の進捗状況、課

題を把握し、地域センター

の連携機能強化に向けて、

企画・調整を行う。 

・まち・ひと・しごと創生

本部決定の「政府関係機関

移転基本方針」を踏まえて

石川県及び福井県に整備し

た拠点を中心として、県及

び公設試との連携により、

地域中堅・中小企業への「橋

渡し」等を推進する。 

 

 さらに、平成 30年度より、役職員等が、地縁を

持つ都道府県に対して、その知見を活用して地域

連携へ貢献できるような機会の創出を図る「産総

研ふるさとサポーター」の取組みを新たに開始し

た。平成 30年度においては、延べ 208人の役職員

等が産総研ふるさとサポーターとなり、計 39件の

所内外からの依頼に対応し、講演、イベント協力

及び見学対応等を行った。 

 

 地域中核企業へのマーケティング機能を高め、

地域における技術開発ニーズと産総研技術シーズ

とのマッチング機能を強化するために、各地域セ

ンターが所在する地域ごとに設けているテクノブ

リッジクラブ（地域企業が求める産総研の技術シ

ーズを紹介する等、地域企業と産総研との連携を

密にする活動を実施）への加盟企業数は、平成 29

年度の 315 社から 363 社に増加した。また、加盟

企業向けのイベント（テクノブリッジフェア）を

各地域センターで開催するなど、地域中核企業の

技術開発ニーズと産総研技術シーズとのマッチン

グを行い、連携強化を図った。その結果、加盟企業

との連携研究件数は、目標値の 200件を上回る 229

件となった。 

 テクノブリッジフェアは、産総研の技術シーズ

と企業のニーズとのマッチングを促進する場とし

て、つくばセンターを始め全国で実施した（つく

ばセンターにおいては、平成 30年 10月 25日～26

日に実施し、来場者 695機関、1,879名となった。

訪問型や地域センター開催分と合わせて全 13 回

行い、計 1,132機関を招待・訪問を行った）。 

 さらに、マッチングを継続的に図る場として、

産総研の技術シーズをウェブサイトで紹介する

「テクノブリッジ On the Web」を平成 29年 5月

に開設し、登録数を順調に増加させている（登録

数 1,446 社 4,098 名。研究パネル閲覧数 5,000～

10,000強／月）。平成 29年度末時点で、登録数 904

社 2,324名、掲載パネル 1,317枚だったものが、

平成 30年度末時点で、登録数 1,446社 4,098名、

掲載パネル 2,057 枚まで増加した。マーケティン

グ活動につながる情報として、月ごとに研究パネ

ル（約 2,000 枚）の閲覧ログを取得するシステム

を構築し、分析結果を領域の研究戦略部と共有し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域中核企業への訪問やイベントの開催など、連

携作りのための地道な活動を積み重ねた結果、テク

ノブリッジクラブへの加盟企業数は、目標値の 350

件に対し 104%の 363 社に達し、地域中核企業から

産総研への信頼度向上や期待感向上の効果が現れ

た。これまでに目標値 200 件に対し 115%の 229 件

の連携研究の実施につながるなど、地域中核企業、

公設試とのネットワークを活用して、地域における

「橋渡し」に寄与している。 

 特に、「テクノブリッジ On the Web」は平成 29年

度に開設以来、登録数が平成 29 年度の 2,324 名か

ら 4,098 名に増加（176％増）し、地域中核企業の

技術開発ニーズと産総研技術シーズのマッチング

に寄与している。これにより、産総研の研究成果の

民間企業へ橋渡しにつながることが期待される。 

 この他、地域未来牽引企業との連携強化を通し

て、地域未来牽引企業との連携を 66 件行い、地域

未来牽引企業の技術開発支援に貢献した。 
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究内容の強化

を図る。その上

で、将来的に効

果の発揮が期

待されない研

究部門等を縮

小若しくは廃

止する。 

 

た。平成 30年度は「テクノブリッジ On the Web」

とテクノブリッジフェアとの連携を強化し、来場

者（招待客）が興味を持つ分野・研究課題を分析す

る取り組みを実施した。 

 また、国の新しい施策である地域未来投資促進

法（平成 29年 7月に施行）に対応して選定された

地域未来牽引企業（地域の経済成長を力強く牽引

する事業を積極的に展開すること、または、今後

取り組むことが期待される企業、平成 29 年 12 月

に 2,148 社、平成 30 年 12 月に 1,543 社）379 社

を訪問し、技術相談や連携の相談を受けた。 

 

 公設試の技術レベル向上を図るために、産業技

術連携推進会議（公設試相互及び公設試と産総研

との連携を通じて、我が国の産業発展に貢献する

ことを目的とする組織）の技術部会と地域部会の

各種活動を行った。活動の具体例としては、技術

向上支援事業「EMI計測用広帯域アンテナの自己点

検法の開発とラウンドロビン測定の実施」を実施

し、13公設試とともにラウンドロビンテストや検

討会を行った。また、公設試職員向け AI道場（公

設試職員を対象とした人工知能に関する座学、活

用のための実習）を開設して AI技術習得に向けた

講習を実施（3回実施、公設試職員 22名参加）し

た。さらに、地域産業活性化人材育成事業（公設試

職員を一定期間産総研に招聘して研究開発を行う

事業）により、公設試職員 8 名を招聘して地域中

小企業の技術課題の解決に向けて共同で研究に取

り組んだ。 

 

 地域センターごとに「橋渡し」機能を把握する

ため、地域拠点戦略会議（平成 30年 2月に名称変

更）を毎月実施し、関連する本部組織に調整補佐

役を配置して組織横断的かつワンストップで地域

拠点をサポートする体制を整えた。 

 地域センター毎の将来構想策定等において地域

発の企画機能に特に課題が見られた 3 地域センタ

ー（中国、四国、九州）を対象として、平成 30年

6月より、関係する領域、関係する本部組織も参加

する地域センター構想検討会議（中国・九州は各 4

回、四国は 5回）を開催した。この会議において、

地域発の企画力を研究ユニット長、領域幹部及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 技術向上支援事業等を通じて、公設試相互の連携

や公設試による産総研との連携・活用が促進され

た。また、地域産業活性化人材育成事業や AI 道場

を通じて、公設試人材の育成につなげることがで

き、地域経済及び中小企業の技術ニーズに適応した

地域連携に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域拠点戦略会議では、各地域の連携事例に関す

る情報共有や各地域における課題を抽出でき、各地

域センターが地域特性に合わせた対応ができるよ

うになり、地域の「橋渡し」機能の強化につながっ

た。 

 地域センター構想検討会議の開催により、地域セ

ンターの情報や関係する本部組織における関連情

報等を集約し、地域研究拠点の強みを生かした今後

の地域センター機能強化に向けた活動展開を「地域

センター構想」として検討・立案することで、中国・

四国・九州センターの新たな看板を立ち上げること

ができた。これらの取組により、地域センターの「橋
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関係する本部組織等によるサポートのもと、研究

ポテンシャルを活かした地域ニーズ対応への展開

等、地域センターごとの将来構想を策定した。 

 具体的には、中国センターは理事長裁量である

戦略予算を活用して瀬戸内・九州地域を含めた地

元ニーズの調査を行い、「材料診断ネットワークの

構築」の看板を掲げ、中国センターを中心に西日

本の公設試との材料診断ネットワークを構築する

等、体制強化等を通じて研究内容を強化した。四

国センターは「ヘルスケア産業創出アイランド四

国」の看板を掲げ、戦略予算を活用して歩行計測

用設備を導入する等、設備強化等を通じて研究内

容を強化した。九州センターは「スマート製造セ

ンシングを先導する研究開発拠点」の看板を掲げ、

戦略予算を活用してミニマル IoT デバイス実証ラ

ボを開設する等、施設強化等を通じて研究内容を

強化した。 

 

 「政府関係機関移転基本方針」に基づき連携拠

点として整備した「石川サイト」と「福井サイト」

を中心として、県、公設試及び産業支援機関等と

の連携により、地域中堅・中小企業への「橋渡し」

等を引き続き推進した。石川サイトでは 10名（う

ち 7 名は産総研イノベーションコーディネータと

して委嘱した公設試等の職員）、福井サイトでは 12

名（同 8 名）のイノベーションコーディネータ等

が、企業と面談して技術相談等を実施した（石川

県では 69 社 140 回、福井県では 50 社 91 回）。ま

た、産総研の最新のシーズや研究戦略を地域の方

に広く知っていただき、県内企業の技術ニーズを

把握し、連携を構築するため、「テクノブリッジセ

ミナー」を石川県と福井県で各 1回実施するなど、

イベントを積極的に開催した。 

 「政府関係機関移転基本方針」に基づき、名古屋

大学内に開所した産総研・名大 窒化物半導体先

進デバイスオープンイノベーションラボラトリ」

（GaN-OIL）は、名古屋大学が事務局となっている

窒化ガリウム（GaN）研究コンソーシアムのもと、

名古屋大学や参加企業等との連携により、NEDOや

文科省のプロジェクトを獲得・実施した。地元企

業とは、GaN研究コンソーシアムのもとで連携を図

っており、平成 30年度は、今後の共同研究開始に

渡し」機能の強化が図られた結果、次のように既に

一部の地域センターでは当初見込んでいない地域

連携の成果が得られた。 

 例えば、九州センターのミニマルファブ実証ラボ

は、両肥ものづくり連携推進フェア（平成 30 年 9

月 3日開催）及び『ミニマル BGAパッケージング試

作ライン』オープニング・ワークショップ（平成 30

年 10 月 17 日開催）に延べ 87 社が参加し、地域企

業より高い関心を集め、うち数社と具体的な連携を

進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「石川サイト」「福井サイト」において、つくば・

各地域センターの研究者やイノベーションコーデ

ィネータとともに、地域企業のニーズにオール産総

研の技術シーズで応える形の連携チームを形成し

て活動に取り組んだ結果、石川県では 8件、福井県

では 3件の共同研究等が新規に成立し、県内企業と

の連携を構築した。また、これら「石川サイト」「福

井サイト」の活動は、連携先である（公財）石川県

産業創出支援機構と（公財）ふくい産業支援センタ

ーが今年度、全国イノベーション推進機関ネットワ

ークの地域産業支援プログラム表彰事業において、

それぞれ経済産業大臣賞と全国イノベーション推

進機関ネットワーク会長賞を受賞する一助となっ

た。 

 GaN-OIL は GaN 研究コンソーシアムのもとで、

HydroMate は福岡水素戦略との連携のもとで、第 4

期中長期目標通りに地域中堅・中小企業への「橋渡

し」を推進した。さらに、地域との連携以外にも、

GaN-OIL は、最新鋭の実験施設 C-TECs を通して国

内主要企業や大学関係者との連携強化を図り、

HydroMateは、国際フォーラムやワークショップ開

催を通して世界最先端の拠点形成や東アジアでの

連携加速に関する実績を上げた。 

 以上を総括し、産総研 IC の拡充等の人事交流を
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向け検討を進めた。さらに、現在愛知県が令和元

年度から開始する「知の拠点あいち重点研究プロ

ジェクト」への提案内容を検討した。本プロジェ

クトでは地元大学のほか、地元中小企業複数社を

含めた体制で提案する計画である。さらに、GaN-

OIL は、独自な高指向性 LED 用の微小角錐台形成

技術の確立とフォトルミネッセンス発光確認の成

果を上げて、企業とのマイクロ LED のベンチャー

企業立ち上げを協議中である。また、名古屋大学

に新設された世界唯一の GaN の研究拠点である

「エネルギー変換エレクトロニクス実験施設（C-

TECs）」に入居することにより、地元企業、その他

関連企業、大学関係者との連携を強化した。 

 産総研・九大  水素材料強度ラボラトリ

（HydroMate）については、福岡水素戦略との連携

のもと、安全性と経済性を兼ね備えた革新的水素

材料の開発を目指した基礎研究を推進した。さら

に、九州地域の特色を生かした企業連携、国際連

携を推進するために、九州水素・燃料電池フォー

ラム＆水素先端世界フォーラムを主催し、水素材

料に関する日・中・韓共同ワークショップを共催

した。 

 

通して地域ネットワークを強化し、かつテクノブリ

ッジクラブを活用して、地域中核企業との連携研究

は目標値 75件に対し 139%の合計 104件となり、目

標を大幅に上回る件数が達成されたこと、テクノブ

リッジフェアの全国開催により地域センターのハ

ブ機能を利用して連携強化を図ってきたこと、国の

新しい施策である地域未来投資促進法に対応して

選定された地域未来牽引企業 379社を訪問し、技術

相談や連携の相談を受け、66 件の連携につなげた

こと、及び地域産業活性化人材育成事業や公設試向

け AI 道場を通じて、公設試人材の育成につなげ、

地域経済や中小企業の技術ニーズに適応した地域

連携に寄与したことなど、顕著な成果を挙げたこと

から、A評定とした。 

 なお、評価委員会においても、テクノブリッジク

ラブの加盟企業数、連携研究数とも明示的な目標を

設定したうえで、それを超えた実績が上がっている

とのコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 公設試向け AI道場の実施について、平成 30年度

は 3か所で実施しており、研修参加者のアンケート

等により AI 初心者には高度すぎる講義内容が含ま

れていた等の課題・改善点を抽出した。そのため、

次年度には今年度未開催の地域において実施する

こととし、さらに、平成 30 年度の改善点をフォロ

ーアップし、カリキュラムにより基礎的な項目を付

け加える等して、品質を向上させ、研修効果をより

高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）世界的

な産学官連携

拠点の形成 

 世界的な競

争が激しく、大

規模な投資が

不可欠となる

最先端の設備

環境下での研

究が重要な戦

略分野につい

ては、国内の産

（１０）世界的

な産学官連携

拠点の形成 

 世界的な競

争が激しく、大

規模な投資が

不可欠となる

最先端の設備

環境下での研

究が重要な戦

略分野につい

ては、国内の産

・オープンイノベーション

を推進して事業化への「橋

渡し」を加速させる世界的

な産学官連携拠点の形成を

目指し、SCR 新棟建設事業

を進めるとともに、老朽化

が進んだ既存 SCR の機能の

見直しを図り、研究開発環

境の維持と安全対策強化を

行う。海外研究拠点との連

携や革新的なアイデアを持

つ企業等によるオープンイ

○世界的な産学官

連携拠点の形成及

び活用がなされて

いるか。 

・産学官連携拠点

の形成の取組状況

（モニタリング指

標） 

 

 オープンイノベーションを推進して事業化への

「橋渡し」を加速させる世界的な産学官連携拠点

の形成を目指し、西事業所内の既存クリーンルー

ムに隣接させて、研究開発環境の向上と安全対策

強化を行ったクリーンルーム（床面積 2,376m2）を

有する新棟を設計するとともに、その建設事業に

着手した。また、半導体技術の潮流である IoT デ

バイス技術の研究開発を、戦略的に進めるアクシ

ョンプランを策定して、スーパークリーンルーム

(SCR)、ナノプロセシング施設 (NPF)、 Micro 

Electro Mechanical System MEMS研究開発拠点ラ

イン(MEMS)ラインを利用する既存ユーザーや想定

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：IoT デバイスの研究開発拠点としての新たな

研究開発戦略を、SCR、NPF、MEMSラインを利用する

既存ユーザーや想定ユーザーに周知していくこと

で、新たな半導体技術の産学官連携拠点としての認

知度が向上し、また海外研究拠点との連携や革新的

なアイデアを持つ企業等との連携によるオープン

イノベーションが進んでいる。 
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学官の知を糾

合し、事業化へ

の「橋渡し」機

能を有する世

界的な産学官

連携拠点の形

成を、産総研を

中核として進

め、国全体とし

て効果的かつ

効率的な研究

開発を推進す

るものとする。 

 特に、オープ

ンイノベーシ

ョンに繋がる

研究開発の推

進拠点である

TIA について

は、融合領域に

おける取組や

産業界への橋

渡し機能の強

化等により、一

層の強化を図

るものとする。 

 

学官の知を糾

合し、事業化へ

の「橋渡し」機

能を有する世

界的な産学官

連携拠点の形

成を、産総研を

中核として進

め、国全体とし

て効果的かつ

効率的な研究

開発を推進す

る。 

 特に、オープ

ンイノベーシ

ョンに繋がる

研究開発の推

進拠点である

ＴＩＡについ

ては、融合領域

における取り

組み、産業界へ

の橋渡し機能

の強化等によ

り、一層の強化

を図る。具体的

には、①ＴＩＡ

でこれまでに

作った技術シ

ーズの「橋渡

し」、②新たな

次世代技術シ

ーズの創生、③

オープンイノ

ベーション推

進のためのプ

ラットフォー

ム機能の強化

に取り組む。こ

のため、他のＴ

ＩＡ中核機関

（物質・材料研

ノベーションが可能となる

ように、SCR、NPF、MEMSラ

インの連携を強化して IoT

デバイスの研究開発能力を

向上させる。 

・オープンイノベーション

推進のためのプラットフォ

ーム機能の強化に資する事

業の一環として、拠点運営

機能にマーケティング機能

を付加し、SCR の IoT 技術

開発拠点としての価値を向

上させる施策を実施する。

具体的には、中小企業やベ

ンチャー企業などの多様な

ニーズへ応え、さらに積極

的に利用方法を提案するた

め、プロセスインテグレー

ターを配置する。イノベー

ションコーディネーター

（IC）と連携して、プロセ

スインテグレーターが活動

することで、SCR の利用拡

大を図る。 

・また、より高度な半導体

製造装置等の整備を進め、

量産開発に資する 6 インチ

大型ウェハーを用いた SiC

パワーデバイス試作ライン

の稼働率を向上させ、オー

プンイノベーション拠点と

しての価値を一層高める。 

・さらに、共用施設ステー

ションでは、TIA 中核他機

関等との連携を強化し利便

性の向上を図る。また、IC

等によるマーケティング機

能を付加することにより、

共用施設ネットワークマネ

ージメントグループ等、構

成する各マネジメントグル

ープやステークホルダーグ

ユーザーに周知した。また、産総研の有する 3 か

所のデバイス開発用設備（SCR、NPF、MEMS）の相互

利用を試行的に開始した。同時に、外部研究機関

が SCR に持ち込んで研究開発を希望するデバイス

基板の受け入れ汚染基準の緩和、試作するウェハ

ーに半導体プロセスを実施する手順や施す半導体

プロセス自体の標準化を行うことにより、多様な

ユーザーニーズに対応するための運営の改善を行

った。 

 

 オープンイノベーション推進のためのプラット

フォーム機能の強化に資する事業の一環として、

拠点運営機能にマーケティング機能を付加するた

め、マーケティングを戦略的に企画する戦略ユニ

ットと、マーケティングによるニーズを拠点運営

に効率的に活用するための拠点活用推進チームを

新設した。SCR の IoT 技術開発拠点としての価値

を向上させるため、事務局として外部有識者によ

るこれまでの TIA における半導体研究開発の活動

を整理し、今後の産業界ニーズに整合した拠点構

築を進めるための方策・方針を検討する委員会を

立ち上げ、高機能 IoT デバイス研究開発拠点に対

する産業界・大学のニーズ調査を行った。また、

SCRに 3名のプロセスインテグレータを配置して、

中小企業やベンチャー企業などの多様なニーズを

把握し、それに応えるプロセス技術メニューを開

発するとともに、半導体研究開発プラットフォー

ムの積極的利用方法の提案を行った。特に、領域

と共同で開発したシリコンフォトニクスプロセス

は世界的にも技術優位性を有している。イノベー

ションコーディネータ（IC）のマーケティング活

動と連携してプロセスインテグレータが活動する

ことによって、SCRの利用が拡大した。平成 30年

度の SCRの約款利用料収入は平成 29年度と比較し

約 17%増加した。 

 

 新材料パワー半導体のオープンイノベーション

拠点としての価値を一層高めるため、SiC の 4 イ

ンチラインに併設して、ワイドギャップ化合物半

導体プロセスのための高度な半導体製造装置の整

備を進めた。また、平成 30 年 1 月より 24 時間稼

働へと移行して稼働率を高めた 6 インチ大型ウェ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IC をはじめとするマーケティングチームの企業

訪問や展示会での広報活動により、SCRの認知度が

向上し、利用問い合わせが増加した。またプロセス

インテグレータを配置したことにより、ユーザーの

要望をより詳細に把握することができ、それに応え

得ることのできるプロセス技術メニューの整備も

進めた。平成 30年度の利用実績の増加のみならず、

将来の利用拡大に向けた準備を進めることができ

た。外部有識者委員会の開催は、ユーザーの要望を

効率よく収集する機会となり、SCRを拡張発展させ

た高機能 IoT 研究開発拠点の運営指針を検討する

上で重要な情報を得ることができた。さらに、ハイ

テクキャンパスアイントホーフェン（HTCE）との交

流会をオランダと日本で交互に行う等、海外企業と

の連携構築も積極的に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6インチ大型ウェハーを用いた SiCパワーデバイ

ス試作ラインでは、平成 30年 1月より 24時間稼働

へと移行し、平成 30 年度から試作開発の稼働が本

格化した。さらに、試作期間の短縮と運用効率化を

目的として、新たに約 5億円相当の成膜プロセス装

置を住友電気工業株式会社から無償提供を受けた。
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究機構、筑波大

学、高エネルギ

ー加速器研究

機構）や大学等

と連携して、材

料研究からシ

ステム開発に

至る総合的な

ナノテクノロ

ジー研究開発

プラットフォ

ームを整備し

て、これを外部

ユーザーにワ

ンストップで

提供し、拠点の

利便性を向上

させる。また、

拠点運営機能

にマーケティ

ング機能を付

加し、拠点を活

用する産学官

連携プロジェ

クトや事業化

開発を企画提

案することに

より、研究分野

間・異業種間の

融合を促進し

てイノベーシ

ョンシステム

を駆動させる。

さらに、上記の

プラットフォ

ームを活用す

る人材育成の

仕組みを強化

し、これを国内

外に提供して

国際的な人材

流動の拠点を

ループを活用して、オープ

ンプラットフォーム機能の

強化と企業連携活動を加速

する。 

・各機関の多様な技術を融

合させ、複数領域での大型

研究資金獲得に向けた戦略

立案と体制構築を行うた

め、TIA 連携プログラム探

索推進事業「かけはし」を

推進する。TIA 中核機関間

の連携を促進し新たなシー

ズ創出を加速するだけでな

く、企業発案の課題も企画

し、新しい知の創造と産業

界への橋渡しに貢献する。 

・ナノテクキャリアアップ

アライアンスや TPEC 人材

育成等、今後の TIA の人材

育成機能の方向性となりう

る、民間企業の人材育成に

資する機能を強化する。 

 

ハーを用いた SiC パワーデバイス試作ラインで

は、新たに約 5 億円相当の成膜プロセス装置を住

友電気工業株式会社から無償提供を受けて処理能

力を向上させ、月産 100 枚を超すレベルにまで達

した。 

 

 

 

 TIA の施設や装置の管理運営を推進する共用施

設ネットワークマネージメントグループを中心と

して、TIA中核機関が保有する先端的な装置等を外

部機関が有料で利用可能な共用施設等利用制度

を、継続的に運用している。この共用施設によっ

て、産業界への橋渡しや新たなシーズ創出がさら

に加速している。新たな試みとして、共用施設制

度利用者の拡大を目指し、ICとの連携を強化する

とともに、中小企業などのユーザーからの多様な

ニーズへの対応を促進するため、SCRに適合したデ

バイスの製造工程を構築する専門家であるプロセ

スインテグレータを配置した。 

 また、つくば共用研究施設データベース（つく

ば地区の TIA 共用施設のデータベース）は、つく

ばグローバルイノベーション推進機構が管理して

いたが、つくば地区の連携をより密接にするため、

TIAのホームページに移管した。 

 

 TIA 中核 5 機関の研究者が組織の枠を越えて協

働することにより、新たな共同研究等の構築及び

発展を促進する事業である「TIA連携プログラム探

索推進事業（通称：「かけはし」）」では、平成 29年

度の成果を踏まえて第 2回 TIA「かけはし」成果報

告会を開催した。平成 30年度は、新たに企業から

の招待講演を実施し、企業からの参加者 74名を含

む 226 名が参加した。多くの企業等関係者の参加

によって活発な議論がなされたことで、新領域の

開拓に向けた戦略立案や体制構築などを目指した

「かけはし」事業の規模拡大につながった。また、

平成 30年度は、更なる連携活動の拡大に向け、企

業の要望に対して TIA 中核 5 機関がチームを編成

して実施する企業提案型テーマを開始した。企業

提案型新テーマ 4 件を含め、また若手研究者の育

成を重視する課題を中心として全体で 47 件のテ

これにより、処理能力が月産で 100枚を超すレベル

まで向上し、原理実証用途の目的基礎研究レベルの

ラインから量産技術を研究開発するレベルに達し

た。また、平成 26 年度まで量産技術開発を行って

いた 3 インチラインの 4 倍の SiC デバイスチップ

を試作可能なラインとなり、量産技術開発を行って

いる企業のニーズに応えるレベルにまで到達した。 

 

 SCRへのプロセスインテグレータの配置や、ICと

連携したマーケティング活動により、SCRと NPF等

他の産総研共用施設の連携が推進され、ユーザーに

とって共用施設の利便性が向上した。その結果、SCR

や NPF など産総研における全 7 施設の利用契約件

数は延べ 327件（うち民間企業 198件）となり、新

規利用 121法人の獲得につながり、利用契約件数も

平成 29 年度比約 2 割増加した。今後、中小企業等

からの更なる利用増加が見込まれる。また、つくば

共用研究施設データベースの検索から、TIAの共用

施設の利用につながるなどの効果が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 「かけはし」事業により、TIA中核 5機関だけで

なく企業を含めた連携活動が推進された。さらに、

成果報告会での企業講演や経団連による見学会な

どの周知活動、企業提案型の新テーマの実施によ

り、新たな研究領域の開拓に向けた戦略立案や体制

の構築が進んだ。 
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目指す。 

 

ーマを採択し、活動を強化した。さらに、産業界に

対する TIA「かけはし」事業の周知活動として、経

団連（未来産業・技術委員会）の見学会を開催し

た。13社 18名の参加があり、企業提案型テーマの

検討につながるなど、産業界との連携が強化され

た。 

 

 平成 26 年度に採択された文部科学省の補助事

業「科学技術人材の育成コンソーシアム構築事業」

における「ナノテクキャリアアップアライアンス」

形成を推進した。この事業では平成 29 年度に続

き、若手研究人材等の共同研究プログラムや研修

コースの受講を通じて、キャリアアップに向けた

知識獲得とスキル向上を主とする人材育成を行っ

た。平成 30年度には、産総研内に共同研究で 4名、

研修では 67名の育成対象者を受け入れた。また、

TIA 連携大学院のサマーオープンフェスティバル

では、全 5 コースを開催し 228 名（企業等からの

参加者 100名を含む。）が参加した。そのうち、TIA

の事業がバイオ分野を中心とする新たな領域へ拡

大したことを受けて平成 29 年度に新たに開設し

た、糖鎖やレクチンに関する「TIAナノバイオサマ

ースクール」には、34名が参加した。さらに、平

成 29 年度に比べ企業等からの参加者が 10 名増加

し、企業との連携活動が強化された。さらに、超電

導の技術開発コンソーシアム「つくば応用超電導

コ ン ス テ レ ー シ ョ ン ズ （ Applied 

Superconductivity Constellations of Tsukuba 

(ASCOT)）」の独自事業として超電導スクールを開

催した。平成 30年度は、国内外からの著名な講師

による講義のほか、ポスターセッションや関連施

設見学会を実施した。また、ASCOTと関連する国際

会議との連携を深め、超電導スクールの参加を国

際会議での学生奨励賞の評価項目としたことで、

初めての海外からの参加者を含めた 43 名が参加

した。平成 28年度からの延べ参加人数は 114人に

上った。 

 また、島津製作所等の企業において育成対象者

の研究成果発表会を実施するなど、企業に対し TIA

の人材育成事業の紹介活動を強化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「科学技術人材の育成コンソーシアム構築事業」

における「ナノテクキャリアアップアライアンス」

事業及び TIAの各種スクール事業を通じて、TIAの

プラットフォームを活用する人材育成の仕組みが

強化され、その人材育成事業に対する企業の認知度

が高まったと共に、人材育成を通じた産業界との連

携強化にもつながっている。 

 以上を総括し、6インチ SiCパワーデバイス試作

ラインの本格稼働や SCR へのプロセスインテグレ

ータの配置など拠点を活用した「橋渡し」の仕組み

の更なる整備、「かけはし」事業での企業提案型テ

ーマ開始など次世代技術シーズの創生機能の強化、

共用施設の利用増加や人材育成の継続的取組みな

ど TIAのプラットフォーム機能の発揮等により、所

期の目標を着実に実施したことから、B 評定とし

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 共用施設の利用は着実に増加しているものの、将

来にわたる安定的な運営に向けて、運営の収支バラ

ンスを取ることと施設の老朽化に対応していくこ

とが引き続きの課題である。そのため、イノベーシ

ョンコーディネータとインテグレータを中心とし

た積極的なマーケティング活動や企業ニーズにフ

レキシブルに対応する体制の整備、複数の共用施設

の契約一本化による利便性向上等を更に推し進め

て民間利用を拡大させるとともに、新棟建設など施

設の計画的な整備と運営経費の見直し削減等で施

設運営の効率化を図る。 

 また、TIA第 2期の 5年間の活動が令和元年度に

終了し、TIAとしての今後の活動の方向性を定めて

いくことが課題である。そのため、TIA中核 5機関

とともにこれまでの 10 年間の取組みを総括したう

えで産学官連携の拠点機能を更に充実化させてい

く方策を令和元年度中に検討し、令和 2年度からの
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次期ビジョンを策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）「橋渡

し」機能強化を

念頭に置いた

研究領域・研究

者の評価基準

の導入 

 「橋渡し」研

究では事業化

に向けた企業

のコミットメ

ント獲得が重

要であること

から、「橋渡し」

研究を担う研

究領域の評価

を産総研内で

行う場合には、

産業界からの

資金獲得の増

加目標の達成

状況を最重視

して評価し、資

金獲得金額や

受託件数によ

って、研究資金

の配分を厚く

するなどのイ

ンセンティブ

を付けるもの

とする。但し、

公的研究機関

としてのバラ

ンスや長期的

な研究開発の

実施を確保す

る観点から、イ

ンセンティブ

が付与される

産業界からの

資金獲得金額

（１１）「橋渡

し」機能強化を

念頭に置いた

領域・研究者の

評価基準の導

入 

 「橋渡し」研

究では事業化

に向けた企業

のコミットメ

ント獲得が重

要であること

から、「橋渡し」

研究を担う領

域の評価を産

総研内で行う

場合には、産業

界からの資金

獲得の増加目

標の達成状況

を最重視して

評価し、資金獲

得金額や受託

件数によって、

研究資金の配

分を厚くする

などのインセ

ンティブを付

ける。但し、公

的研究機関と

してのバラン

スや長期的な

研究開発の実

施を確保する

観点から、イン

センティブが

付与される産

業界からの資

金獲得金額や

受託件数に一

・「橋渡し」研究では事業化

に向けた企業のコミットメ

ント獲得が重要であること

から、平成 29年度も引き続

き「橋渡し」研究を担う領

域への研究予算は民間資金

獲得実績を最重視して行

う。 

・各領域の評価に際して

は、数値目標を掲げた民間

資金獲得額、論文発表数、

論文の合計被引用数、実施

契約等件数、イノベーショ

ン人材育成人数の達成状況

に加え、具体的な研究成果

や知的基盤の整備状況等、

上述の評価軸、評価指標及

びモニタリング指標に基づ

いて行う。評価結果につい

ては平成 31 年度の研究予

算の予算配分に反映させ

る。 

・人事評価制度について、

引き続き、以下の取り組み

を実施する。 

1）「橋渡し」への貢献に対

する具体的な評価事例を、

職員に公表する。 

2）平成 30 年度は 3 年に 1

回開催している評価者研修

を実施する。 

 

✓「橋渡し」研究を

担う領域の評価で

は、産業界からの

資金獲得目標の達

成状況を最重視し

て評価し、それに

よって研究資金の

配分を厚くしたか 

○優秀かつ多様な

研究者の確保が図

られているか。 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況(モニタ

リング指標) 

 

✓「橋渡し」への貢

献に対する具体的

な評価事例を、職

員に公表したか。 

✓研究段階・研究

特性を踏まえた評

価、組織的な貢献

への評価の効果的

な方法等につい

て、研究現場等と

の対話に努めた

か。 

✓平成 28 年度で

決定した業績手当

の査定財源の拡充

について、正確か

つ適正に実施した

か。 

 領域に所属する研究を主務とする研究職員数に

比例した配分額（基礎配分）を平成 29年度と比し

て約 75％に削減し、民間資金獲得額に応じて配分

するインセンティブ予算（実績評価配分）の研究

予算に占める割合を平成 29年度と比して 5％増や

した。 

 

 

 

 各領域の評価は、平成 30年度計画に領域ごとに

掲げた各種数値目標の達成状況に加え、具体的な

研究開発成果の質的量的状況等を踏まえて実施し

た。 

 知的基盤整備の評価は、地質図、地球科学図等

の整備状況、計量標準及び標準物質の整備状況等

を指標として、国の知的基盤整備計画に基づいて

着実に知的基盤の整備に取り組んでいるか、計量

法に関わる業務を着実に実施しているかを評価軸

とした。 

 年度計画に記載されている領域評価およびその

予算配分への反映以外にも、産総研が保有する要

素技術の強み・弱みを把握するために、国内外の

研究機関や世界水準と比較して現在の技術力の分

析（ベンチマーク調査）を実施した。 

 

 

 

1）第 4期中長期目標期間の人事評価制度として、

平成 27年度より、「橋渡し」機能強化を念頭に置

き、論文・特許等の業績と同じく、企業等との連携

や「橋渡し」実現に向けた組織的取組に対する貢

献を、研究職員の重要な個人業績として位置付け

る評価基準を導入した。 

 当該評価基準を職員に浸透させるため、平成 29

年度に引き続き、平成 30年度における研究職員の

業績評価及び昇格審査の評価において、「橋渡し」

実現等の観点から高評価となった主な業績事例

を、所内イントラネットで公表した（公表件数：11

件）。 

（主な評価事例） 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：実績評価配分を実施することにより、第 4期

中長期目標の最重要の経営課題である「橋渡し」機

能強化について、研究職員の取組意識が醸成され

た。その結果、平成 30年度の民間資金獲得額は 92.6

億円であり、最終的に平成 29年度実績（83.3億円）

を上回った。 

 

 平成 30 年度の各領域予算において、外部資金獲

得額、知的基盤整備の評価、主務大臣による領域評

価を実績評価配分及び知的基盤配分に反映させた

だけでなく、論文発表数、若手育成等の長期的な展

望も考慮した予算配分を実施したことにより、領域

の研究活動の更なる活性化及び「橋渡し」機能の強

化に繋がった。 

 「ベンチマーク調査」により、特許における産総

研の技術的優位性が確認された。また論文に関して

は、被引用に基づくインデックスが中長期的に低下

していることが明らかとなり、今後の課題として認

識された。さらに、世界を牽引するトップレベルの

基礎研究を実施していることが明らかとなり、各領

域の強い研究分野が客観的に整理された。以上のよ

うに、今後の研究戦略の策定のために必要となるデ

ータとなる産総研が保有する要素技術の強み・弱み

を把握した。 

 

1）所内イントラネットでの業績事例の公表により、

「橋渡し」研究後期の取組に偏ることなく、目的基

礎研究又は「橋渡し」研究前期の業績についても高

く評価されていることが研究職員に認識された。研

究職員が評価基準を認識したことにより、個人の年

間研究・業務計画書における目標設定や昇格審査の

業績アピールに、目的基礎研究又は「橋渡し」研究

前期にも言及した取組が盛り込まれるようになり、

技術シーズの創出から橋渡し研究へと繋がる継続

的な研究の推進に対する意欲の醸成が認められた。

その結果、平成 30 年度の民間資金獲得額は、92.6

億円となっており、平成 29年度実績（83.3億円）

を上回った。 
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や受託件数に

一定の限度を

設けることも

必要である。ま

た、具体的な評

価方法を定め

るにあたって

は、一般に一社

当たりの資金

獲得金額は小

さい一方、事業

化に関しては

大企業以上に

積極的である

中堅・中小企業

からの受託研

究等の取り扱

いや、研究分野

毎の特性に対

する考慮など

を勘案した評

価方法とする

ことが必要で

ある。 

 他方、研究領

域内の各研究

者の評価につ

いては、目的基

礎研究や「橋渡

し」研究前期で

革新的な技術

シーズの創出

やその磨き上

げに取組む研

究者と、「橋渡

し」研究後期で

個別企業との

緊密な関係の

下で研究開発

に従事する研

究者がおり、研

究段階によっ

定の限度を設

ける。また、具

体的な評価方

法を定めるに

あたっては、一

般に一社当た

りの資金獲得

金額は小さい

一方、事業化に

関しては大企

業以上に積極

的である中堅・

中小企業から

の受託研究等

の取り扱いや、

研究分野毎の

特性に対する

考慮などを勘

案した評価方

法とする。 

 他方、領域内

の各研究者の

評価について

は、目的基礎研

究や「橋渡し」

研究前期で革

新的な技術シ

ーズの創出や

その磨き上げ

に取り組む研

究者と、「橋渡

し」研究後期で

個別企業との

緊密な関係の

下で研究開発

に従事する研

究者がおり、研

究段階によっ

ては論文や特

許が出せない

場合もあるこ

と等を踏まえ

・産学連携研究コンソーシアムにおいて、実験の

立ち上げから企業への橋渡しまでを主体的に進

め、合計 11社から 1億円を超える企業資金を獲得

した。また、自身の基礎研究を立ち上げ、英語論文

を投稿、発表した。 

・製造現場の技術的課題に対して、有効に利用で

きる手法を実証した。その結果、企業から信頼を

得て、大型共同研究資金を獲得して橋渡しに貢献

した。 

 

2）平成 30 年度計画として、個人評価制度に関す

る評価者の理解を再確認し、適切な評価制度を運

用するための評価者研修を予定していた。しかし、

平成 30年度の当初において、論文等研究業績の一

層の創出促進を図るため、数値化が可能な場合は

個人の年度目標に数値目標を明記させるよう、産

総研全体の方針が変更となった。これにより、目

標設定期間中における評価者研修の開催が困難と

なったことから、座学による評価者研修の開催を

やめ、評価者への個別説明を実施した。さらに、評

価の手引きを改定し、職員への周知・浸透を図っ

た。 

 

3）平成 29 年度に引き続き、職員のモチベーショ

ン向上に資する評価制度（業績手当の査定分の拡

大）となるよう、「橋渡し」実現等の業績を職員の

給与に一層反映させるため、賞与（業績手当）のイ

ンセンティブ部分（業績反映分）を平成 29年度の

19％から平成 30年度は 23％に拡充した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）評価制度の周知・浸透により、年間計画の目標

設定において、研究開発成果の論文投稿件数や、国

内外会議での発表件数などの具体的な数値目標を

盛り込む研究職員が多く認められた。 研究職員個

人の数値目標設定の明示により、研究ユニット・領

域の組織目標達成に向けて、PDCA サイクルが加速

し、より一層の研究成果の創出が期待される。 

 

 

 

 

 

 

3）業績手当の査定財源拡充により、評価結果を給

与へと反映する際に、評価結果に応じてメリハリを

付けた査定を行うことが可能となり、職員の意欲的

な研究開発成果の創出に資するモチベーション向

上、ひいては産総研のパフォーマンス向上に貢献し

た。 

 以上を総括し、「橋渡し」研究を担う領域への研

究予算は民間資金獲得実績を最重視して行いつつ、

継続実施に資する取り組みとして、「橋渡し」実現

等の観点から高評価となった業績事例の公表、評価

者への制度説明の実施、評価結果に応じた業績手当

の査定を可能とする査定財源の拡充を行うことに

より、所期の目標を着実に達成したことに加え、当

初の計画になかった産総研が保有する要素技術の

強み・弱みを把握したことにより、今後の研究戦略

の策定が可能になったことから、B評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 人事制度評価については、業績手当のメリハリの
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ては論文や特

許が出せない

場合もあるこ

と等を踏まえ

る必要がある。

このため、目的

基礎研究は優

れた論文や強

い知財の創出

（質及び量）、

「橋渡し」研究

前期は強い知

財の創出（質及

び量）等、「橋

渡し」研究後期

は産業界から

の資金獲得を

基本として評

価を行うなど、

各研究者が意

欲的に取り組

めるよう、各研

究者の携わる

研究段階・研究

特性を踏まえ

て適切な評価

軸の設定等を

通じてインセ

ンティブ付与

を行い、結果と

して、研究領域

全体として効

果的な「橋渡

し」が継続的に

実施されるよ

う努めるもの

とする。 

 

る必要がある。

このため、目的

基礎研究は優

れた論文や強

い知財の創出

（質及び量）、

「橋渡し」研究

前期は強い知

財の創出（質及

び量）等、「橋

渡し」研究後期

は産業界から

の資金獲得を

基本として評

価を行うなど、

各研究者が研

究開発に必要

な多様な業務

に意欲的に取

り組めるよう、

研究職員の個

人評価におい

ては各研究者

の携わる研究

段階・研究特性

を踏まえて適

切な評価軸を

設定して行う。

こうした評価

の結果に対し

ては研究職員

の人事や業績

手当への反映

等の適正なイ

ンセンティブ

付与を行い、結

果として、研究

職員が互いに

連携し、領域全

体として効果

的な「橋渡し」

が継続的に実

ある査定の効果を高め、適正な評価制度を持続して

いくことが課題となっている。その対応策として、

今後も研究段階・研究特性等を踏まえたきめ細やか

な個人評価を実施する中で、適正かつ納得感のある

評価を行うとともに、評価プロセスを通じてコミュ

ニケーションの強化を図り、各職員の意欲的な取組

の促進や研究成果の創出に寄与するよう、制度の浸

透や運用改善に一層取り組む必要がある。具体的に

は、評価者への評価制度についての説明会や研修の

機会を増やすとともに、従来の評価者と被評価者と

の面談（対話）の機能強化を図るなどの改善策を検

討する。 
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施されるよう

努める。さら

に、個人の業績

に加えて、研究

ユニット、研究

グループ等に

対する支援業

務、他の研究職

員への協力等

の貢献、マーケ

ティングに関

わる貢献も重

視する。こうし

て領域全体と

して効果的な

「橋渡し」が継

続的に実施さ

れるように取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１２）追加的

に措置された

交付金 

 平成２７年

度補正予算（第

１号）により追

加的に措置さ

れた交付金に

ついては、「一

億総活躍社会

の実現に向け

て緊急に実施

すべき対策」の

生産性革命の

実現及び「総合

的なＴＰＰ関

連政策大綱」の

イノベーショ

ン等による生

産性向上促進

のために措置

されたことを
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認識し、ＩｏＴ

等先端技術の

研究開発環境

整備事業のた

めに活用する。 

 平成２８年

度補正予算（第

２号）により追

加的に措置さ

れた交付金に

ついては、「未

来への投資を

実現する経済

対策」の２１世

紀型のインフ

ラ整備のため

に措置された

ことを認識し、

人工知能に関

するグローバ

ル研究拠点整

備事業のため

に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務横断的

な取組 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努めるも

のとする。 

３．業務横断的

な取り組み 

（１）研究人材

の拡充、流動

化、育成 

 上記１．及び

２．に掲げる事

項を実現する

とともに、技術

経営力の強化

に資する人材

の養成を図る

ため、以下の取

り組みにより、

研究人材の拡

充と流動化、育

成に努める。 

 第一に、橋渡

・優秀かつ多様な研究人材

の獲得のため、以下の制度

の活用を進めるとともに、

制度の一層の活用に向けて

必要に応じ制度改善を図

る。 

1)クロスアポイントメント

制度の活用により、大学等

の優れた研究人材の受け入

れと同時に、産総研の研究

室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研

究体制を積極的に活用す

る。 

2)リサーチアシスタント制

度を活用し、優秀な若手人

材を確保する。 

・極めて優れた研究成果を

○技術経営力の強

化に資する人材の

養成に取り組んで

いるか。 

・産総研イノベー

ションスクール及

びリサーチアシス

タント制度の活用

等による人材育成

人数（評価指標） 

・採用及び処遇等

に係る人事制度の

整備状況（モニタ

リング指標） 

 平成 29 年度に引き続き、平成 30 年度はクロス

アポイントメント制度を活用し、大学法人等の教

授等から新たに 11名（平成 30年度末合計 50名、

平成 29 年度比約 19％増）の優れた研究人材を受

入れ、研究を推進した。 

＜クロスアポイントメント制度による研究人材受

入れ状況＞ 

 平成 30 年度末合計 50 名[新規受入れ 11 名（教

授 8名、准教授 2名、助教 1名）] 

 平成 29 年度末合計 42 名[新規受入れ 11 名（教

授 6名、准教授 3名、助教 1名、シニアフェロー1

名）] 

 

 優秀な大学院生が学位取得のため産総研で研究

活動に専念できるリサーチアシスタント制度を平

成 29 年度に引き続き活用し、平成 30 年度は 345

名の優れた大学院生が産総研の研究開発業務に従

事した。大学での学業を行うため産総研に長期滞

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：クロスアポイントメント制度の活用により、

優秀な教授、准教授等の研究人材の流動化が図ら

れ、目的基礎研究が強化された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リサーチアシスタント制度の活用により、多くの

優秀な大学院生が産総研の研究拠点で実施されて

いる国の研究開発プロジェクトや民間企業との共

同研究プロジェクト等へ参画することが可能とな

り、産総研の研究開発力の強化及び大学院生の研究
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 第一に、橋渡

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

的かつ効果的

な活用を図る

こととする。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進めるもの

とする。 

し研究の実施

はもとより、目

的基礎研究の

強化の観点か

らも、優秀かつ

多様な若手研

究者の確保・活

用は極めて重

要であり、クロ

スアポイント

制度や大学院

生等を研究者

として雇用す

るリサーチア

シスタント制

度の積極的か

つ効果的な活

用を図る。ま

た、現在、新規

研究者採用に

おいては、原則

として任期付

研究員として

採用し、一定の

研究経験の後

に、いわゆるテ

ニュア審査を

経て定年制研

究員とすると

の運用がなさ

れているが、採

用制度の検討・

見直しを行い、

優秀かつ多様

な若手研究者

の一層の確保・

活用に向けた

仕組みの構築

を進める。例え

ば産総研にお

いてリサーチ

アシスタント

上げている者、極めて高い

研究能力を有すると判断で

きる者については、テニュ

ア化までの任期の短縮及び

直ちにテニュア化する採用

を、引き続き積極的に適用

する。 

・クロスアポイントメント

制度の活用を引き続き拡大

し、平成 29年度実績と同等

以上の人数受け入れ・出向

を目標とするとともに、本

制度を活用した民間企業へ

の職員出向の実施を目標と

する。 

・研究者の育成において、

以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コン

プライアンス、安全管理な

どの必要な基礎知識を習得

するよう、e-ラーニング等

の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて

受講内容等について見直し

を図る。 

2）研究職員の研究能力及び

マネジメント能力向上を研

修により支援する。特にユ

ニット長等研修をはじめと

する階層別研修について見

直しを実施し、職責により

求められるマネジメントや

人材育成の能力の向上を図

る。 

3）産業界のニーズや社会情

勢を踏まえ、研修内容を見

直しつつ、研究職員の多様

なキャリアパス形成を支援

する研修を実施する。また、

パテントオフィサー人材育

成に向けた研修を実施す

る。 

在することが困難な学生でも、学生の事情に応じ

て雇用可能となるよう、年間の雇用日数と月あた

りの勤務日数について、柔軟な設定を可能とする

運用を継続して実施した。その結果、制度活用が

促進され、リサーチアシスタントの採用実績が約

29%（採用総数平成 29年度比）増加した。 

＜リサーチアシスタント採用実績＞ 

 平成 30 年度：（修士）243 名、（博士）102 名：

計 345名 

 平成 29年度：（修士）197名、（博士）71 名：計

268名 

 

 卓越研究員は、世界水準の研究力を有し、新た

な研究領域や技術分野等の開拓が期待できる研究

員として文部科学省の選考により決定された若手

研究者である。新たな研究分野に挑戦するような

若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる

環境の実現を目指すとともに、多様な研究機関に

おいて活躍し得る若手研究者の新たなキャリアパ

スを開拓するため、卓越研究員制度を平成 29年度

に引き続き活用し、平成 30年度は 3名の優れた若

手研究者を採用した。 

 また、従来から修士卒研究員を採用してきた計

量標準総合センター及び地質調査総合センターに

加え、平成30年度にエネルギー・環境領域及び生

命工学領域においても修士卒研究員の採用を開始

し、平成30年度は8名を採用した。 

 

 研究職員公募選考採用においては、テニュアト

ラック型任期付研究員（任期：原則 5 年（任期終

了前に、任期終了後に引き続き任期の定めのない

定年制の研究員となるための審査を受けることが

可能））とテニュア研究員（任期：定めなし）のい

ずれかの採用区分に限定せず公募を行い、極めて

高い研究業績等を有する者に関しては積極的にテ

ニュア採用とする運用を継続して実施した。 

 テニュアトラック型任期付研究員採用内定者 56

名のうち、特に優れた研究業績等を示す 6名（11%）

については、任期を通常の 5 年から 3 年または 4

年に短縮して採用を行うことで、早期のテニュア

化を促進した。 

 

人材としての育成が促された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 採用した優秀な若手研究者が、産総研の研究推進

で活躍し、我が国の科学技術や学術研究、科学技術

イノベーションの将来を担う優れた研究リーダー

になることが期待される。また、近年、人口減少及

び大学院博士課程への進学率の低下により博士課

程在籍者が減少し、若手研究人材の獲得競争が激し

くなる中、修士卒研究員の採用を行うことで、優秀

な若手研究人材を確保することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究職員公募選考採用に、多様な研究経歴・業績

を有する研究人材（学生、ポストドクター（ポスド

ク）、助教、教授、企業出身等）からの応募があっ

た。 

 優秀な若手研究者のテニュアトラック型の任期

短縮での採用を行うことで、優秀な若手研究者のよ

り一層の確保・活用に繋がり、目的基礎研究及び橋

渡し研究の更なる強化に寄与した。 
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 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取組むものと

する。具体的に

は、産総研イノ

ベーションス

クールの実施

やリサーチア

シスタント（Ｒ

Ａ）制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進めるも

のとする。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

やポスドクを

経験して既に

高い評価を得

ている者、極め

て優れた研究

成果を既に有

している者、及

び極めて高い

研究能力を有

すると判断で

きる者につい

ては、テニュア

化までの任期

を短縮する、も

しくは直ちに

テニュア職員

として採用す

るなど、優秀な

若手研究者の

確保・活用の観

点から柔軟性

を高めた採用

制度を検討し、

平成２７年秋

の新入職員採

用試験から導

入する。 

 また、研究者

の育成におい

ては、Eラーニ

ングを含む研

修等により、研

究者倫理、コン

プライアンス、

安全管理など

の基礎知識や、

職責により求

められるマネ

ジメントや人

材育成の能力

の取得、連携マ

ネジメント等

・産総研イノベーションス

クールにおいては、産業界

にイノベーティブな若手博

士研究者等を輩出すること

を目的とし、若手博士人材

および大学院生等を対象

に、講義・演習と産総研に

おける研究実践、長期企業

研修などを実施する。また、

修了生の人的ネットワーク

構築を継続的に支援する。

さらに、希望するスクール

生以外の大学院生にも講義

聴講を可能とし、将来的な

イノベーションスクールへ

の応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制

強化のため、引き続き海外

派遣型マーケティング人材

育成事業等の研修を実施

し、内部人材を育成する。 

・「橋渡し」機能強化につな

がる多様な外部人材の登用

を引き続き行う。 

・優れた研究能力やマーケ

ティング能力、又は研究所

の適切な運営管理マネジメ

ント能力等を有する定年後

の職員について、その能力

等に応じた適切な処遇のも

と、必要な人材の登用を引

き続き行う。 

・多様な属性を持つ人材の

ポテンシャルを生かし、個

人の能力を存分に発揮でき

る環境を実現させて産総研

の研究開発力強化や「橋渡

し」機能の充実を目指すた

め、産総研「第 4 期中長期

目標期間におけるダイバー

シティの推進策」に基づく

アクションプランや、産総

 平成 30 年度は、新規に 18 件のクロスアポイン

トメント協定の締結を行い、大学法人及び民間企

業との間の受入者・出向者は総勢 69名の活用実績

となった。 

 また、平成 30年 4月からクロスアポイントメン

ト制度を活用した産総研から民間企業への出向を

実現させた。 

＜クロスアポイントメント制度の実績（平成 30年

度）＞ 

 受入：50名 18大学、1民間企業、1機関 

 出向：19名 9大学、2民間企業、3機関 

 合計：69名 

 

 「研究者倫理」、「コンプライアンス」、「安全管

理」等の職員の職務遂行に必要な基礎知識に関す

る受講カリキュラムの見直しを行うとともに、平

成 30年度には「法人文書管理」の講座を新規に追

加し、全 15項目の e-ラーニングとして実施した。

また、e-ラーニングの受講促進を図るため、所内

全体への周知、受講未了者への催促を実施したほ

か、特にコンプライアンス推進週間においては、

集中的に受講を進める取組も行い、受講率を

99.5％とした（平成 29年度受講率：68.5％）。 

 また、職員に必要な基礎知識の理解をより一層

深めるため、平成 30年度も受講終了後の理解度テ

ストに合格基準（正答率 80%）を設定し、理解度テ

ストに合格しない場合は受講が完了しないことと

した。さらに、e-ラーニング受講後においても職

員の基礎知識の確認が容易にできるよう、e-ラー

ニング資料を所内イントラネットに公開し、理解

定着に繋げた。 

 

 役職ごとに求められる専門スキルや人間力（知

的能力、対人関係力、自己制御力）の向上を目的と

して、従前から行ってきた階層別研修（全 17 種類）

にグループワークを導入するなど研修内容を充実

させ、総受講者数 668 名に研修を実施した。管理

者向け研修で実施していたメンタルヘルスの研修

講義については演習を新たに取り入れ、管理者が

職員の行動面のサインを受け止めしっかりと対応

できるよう、カリキュラムの見直しを行った。さ

らに研究グループ長等研修では、従来個別に実施

 研究者等が二つ以上の機関に雇用されつつ、一定

のエフォート管理のもとで、それぞれの機関におけ

る役割に応じて研究・開発又は教育に従事すること

が可能となるクロスアポイントメント制度の活用

促進により、人材流動性を高め、産総研の橋渡し機

能を強化するための研究開発体制の構築に寄与し

た。 

 

 

 

 

 

 

 e-ラーニングの受講徹底を着実に進めつつ、平成

29年度に引き続き、理解度テスト（合格基準：正答

率 80％以上）を設定することで、職員の職務遂行に

必要な基礎知識の習得と定着が促された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 階層別研修の着実な実施によって、それぞれの役

職に必要な専門スキルや人間力の醸成に関して講

義をより詳しく具体的に学ぶことができ、今後のキ

ャリア開発の意識付けに寄与した。特に、グループ

ワーク等を通じて受講者同士の議論を充実させる

ことにより、各階層が抱える課題や問題意識を共

有・認識させることで、主体的に考える機会を設け

ることができた。 
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強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用するもの

とする。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、60

歳を超えても

大学教員にな

る場合と比べ

遜色なく、その

能力と役割を

正当に評価し

た上で処遇を

確保する人事

制度等の環境

整備を進める

ものとする。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

の多様なキャ

リアパスの選

択を支援する。 

 さらに、産総

研における研

究活動の活性

化に資するだ

けでなく、民間

企業等への人

材供給を目指

し、実践的な博

士人材等の育

成に積極的に

取り組む。具体

的には、産総研

イノベーショ

ンスクールの

実施やリサー

チアシスタン

ト制度の積極

活用等を通し

て、産業界が関

与するプロジ

ェクト等の実

践的な研究開

発現場を経験

させるととも

に、事業化に係

る人材育成プ

ログラムなど

を活用するこ

とによって、イ

ノベーション

マインドを有

する実践的で

高度な博士研

究人材等の育

成を進める。産

総研イノベー

ションスクー

ルにおいては、

広い視野とコ

研「女性活躍推進法行動計

画」に基づく取り組みを継

続して推進する。 

・男女が共に育児等と仕事

とを両立することができ、

ライフイベントに左右され

ずに高い業務パフォーマン

スを発揮できるような、ワ

ーク・ライフ・バランスの

実現を目指し、産総研「次

世代育成支援行動計画」に

基づく取り組みを推進す

る。 

 

してきた「企業との合同研修」を組み入れ、企業側

の考え方を学び、企業と連携する有効な手法の習

得を目指した。また、中堅の研究職員を対象とし

た研修では、内部講師（研究戦略部長）による対話

式の講義のほか、外部講師（企業の製品・研究開発

経験者）による演習を交えた研修を実施し、研究

者としての今後のキャリアパスへの意識づけを行

うなど、役職ごとの研修を適宜見直した上で実施

した。 

 

 専門知識の習得はもとより、自己の職務遂行能

力の向上や、多様なキャリアパスの実現を支援す

るため、財務会計研修や英語プレゼンテーション

研修などのプロフェッショナル研修を実施した

（全 10 講座、総受講者数 905 名）。特に、橋渡し

人材の中核となる領域パテントオフィサーの育成

及び職員の知的財産に関する基礎能力向上を目指

した「知的財産権研修」（全 7回）を実施した。ま

た、海外派遣に関しては、職員が企画立案や業務

運営等に係る高い知見を習得できるよう、派遣先

を従来の海外の大学教育機関から大学研究機関及

び行政機関に拡充し、平成 30年度は大学研究機関

（ケンブリッジ大学）に研究職 1 名を、日本学術

振興会（ボン研究連絡センター）に事務職 1 名を

派遣した。さらに、行政機関（OECD;経済協力開発

機構）への令和元年度派遣に向け、当該機関との

調整を進めた。若手の事務職員に対して、自身の

視点から産総研地域センターや、地域が抱える問

題点や課題点について主体的に考える契機とする

ため、産総研の地域センターに約 1 か月派遣する

「地域センター派遣研修」を実施し、5名を派遣し

た。また、職員自らが企画・調整・運営を行う企画

研修を公募し、特に業務上有益な研修を 4 件採択

し実施した。 

 

 博士人材を対象としたコース「イノベーション

人材育成コース」においては、若手博士人材 15名

を対象に人材育成プログラムを実施した。また、

本コースの特徴である長期企業研修では、それぞ

れのスクール生が希望する企業現場で、人や業界

のつながりの理解を始めとする産業界で活躍する

ために必要なスキルを学んだ。技術の橋渡しを通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プロフェッショナル研修においては、専門技能の

習得に係る多彩な研修プログラムを用意すること

で、内部の人材育成強化に寄与した。また、海外派

遣制度に関しては、被派遣者がグローバルかつ高い

知見を有することで、後に続く若手職員の手本とな

ることが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 博士人材向けコース「イノベーション人材育成コ

ース」については、将来的に研究を主導することで

産業技術力の強化に貢献が期待される博士人材を

社会に多数輩出していることから、産業界から新規

事業開拓分野を中心にスクール生の企業研修への

受入れに高い期待が寄せられた。その結果、全員が

希望する企業で研修を受けることができた。 
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策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデルの確

立と活用を飛

躍的に増大さ

せるための環

境整備に取組

むものとする。 

 

ミュニケーシ

ョン能力を身

につけるため

の講義と演習、

産総研での研

究実践研修、民

間企業インタ

ーンシップ等

の人材育成を

実施し、民間企

業等にイノベ

ーティブな若

手博士研究者

等を輩出する。 

 第二に、特

に、「橋渡し」

機能の強化に

向けたマーケ

ティング機能

強化に当たっ

ては、内部人材

の育成に加え、

企業等外部人

材を積極的に

登用する。 

 第三に、「橋

渡し」研究能力

やマーケティ

ング能力を有

する職員の重

要性が増大す

る中、こうした

職員の将来の

キャリアパス

構築も重要で

あり、優れた

「橋渡し」研究

能力やマーケ

ティング能力

を有する職員

については、６

０歳を超えて

じて企業との繋がりの深い産総研の特色を生か

し、多様な業種の企業の協力を得ることで実施し

た。 

 大学院生向けコース「研究基礎力育成コース」

については、産総研の研究への参加と優秀なイノ

ベーションスクール生の応募を促進するため、産

総研の特徴を活かしかつ大学院生のニーズに合わ

せた講義演習を実施し、40名（平成 29年度 28名）

を育成した。 

 また、聴講を希望する大学院生 3 名に対し講義

への参加による人材育成を行った。 

 社会が求めるイノベーティブな人材の育成を目

指す特徴的なカリキュラムとして、数か月にわた

るグループワークにより課題解決のための提案を

実践する「中鉢塾」（理事長による講義）を開催し

た。企業経営者と研究組織の長を経験した理事長

自ら、若手人材の育成に取り組み、長期的かつ俯

瞰的な視野に立った決断力を養成することを目的

としている。 

 他の人材育成制度とも連携を深めるため、JST人

材育成事業ナノテクキャリアアップアライアンス

（CUPAL）と合同で、企業活動で求められる様々な

場面で柔軟に転用・応用可能なスキル（トランス

ファラブルスキル）の強化を目指した「イノベー

ションサマースクール」を平成 30年度に初めて開

催した。22名の若手研究者のスキルアップを支援

した。 

 人的ネットワーク構築の推進については、平成

20年のイノベーションスクール発足以来全コース

合わせて 493 名（博士人材のみでは 320 名）のス

クール生を受入、その後も修了生の同窓会組織「桜

翔クラブ」を継続的に支援した。この中で、修了生

による初の試みとしてイノベーションサマースク

ールの自主開催などにも協力を行った。 

 

 海外派遣型マーケティング人材育成事業とし

て、平成 29 年 11 月から 1 年間、フランス国立科

学研究センター（CNRS）のイノベーション・事業連

携部へ事務職員 1 名を派遣し、フランスの大学・

企業と産総研との連携に繋がる新たな共同研究の

発掘や、共同研究に基づく技術移転の推進などの

業務を通じて、技術マーケティング手法等を習得

 大学院生向けコース「研究基礎力育成コース」に

ついても、大学等の人材育成部門の担当者等に好評

で、制度説明の依頼も多く、その結果受講生数 40

名(前年度 28名)と著しく増加した。 

 異分野交流の実践の場として、つくばサイエン

ス・アカデミー主催の SATテクノロジー・ショーケ

ース 2019 に参加し、総合得点賞を筆頭に 5 名のス

クール生が受賞した。 

 修了生の同窓会組織「桜翔クラブ」への支援を通

じて、産総研をハブとする人的ネットワークが充実

し、後輩となる修了生の研修受け入れや産総研との

間での共同研究に発展したものもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海外の研究機関において技術マーケティングや

研究連携等の業務に直接的に携わることを通じ、事

務職員のマーケティング能力に磨きをかける機会

が拡大され、産総研の橋渡し人材の育成が推進され

た。 
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も大学教員に

なる場合と比

べ遜色なく、そ

の能力と役割

を正当に評価

した上で処遇

を確保する人

事制度（報酬・

給与制度を含

む）等の環境整

備を進める。 

 第四に、ワー

ク・ライフ・バ

ランスを推進

し、男女がとも

に育児や家事

負担と研究を

両立するため

の具体的な方

策、女性の登用

目標や必要に

応じた託児施

設等の整備、在

宅勤務制度の

試行的導入等

を含む具体的

なプログラム

の策定等を行

い、女性のロー

ルモデル確立

と活用を増大

させるための

環境整備・改善

に継続的に取

り組む。 

 

させた。さらに、CNRS との一層の連携強化や連携

構築の具体化に向けて、当初 1 年間を予定してい

た派遣期間を 1 年延長したことで、被派遣者が海

外機関において新たな知見やスキルを身に付ける

機会の拡大に繋げた。 

 

 民間企業に雇用される者であって、当該企業へ

の復帰を前提として産総研に在籍出向し、産総研

が特に必要と認める研究課題を推進する人材を受

入れる特定集中研究専門員制度の活用により、平

成 30 年度は民間企業から新規に 32 名を受入れ、

51の企業から、年度累積合計 151名を受入れた。

また、マーケティング業務を推進する人材（上席

イノベーションコーディネータ等）として、平成

30年度は、民間企業等から新たに 1名を受入れた。 

 

 定年後の職員のうち、優れた研究能力、マーケ

ティング能力又はマネジメント能力等を有する者

を、引き続き研究現場等に配属したほか、能力等

に応じて 13 名を上席イノベーションコーディネ

ータ、イノベーションコーディネータ、事業所長、

パテントオフィサー等として内部登用した。 

 定年後の職員の内部登用のほか、今後の自己キ

ャリアの可能性に関する意識を高めることを目的

としたセカンドキャリア研修を実施するととも

に、産総研職員が外部に新たな活躍の場を発見す

るための再就職支援策に取り組んだ。具体的には、

再就職希望で長年勤務した応募者のうち一定条件

を満たした者を認定し、認定者に対して再就職先

のマッチングを行う再就職支援事業を創設した。

平成 30年度においては、セカンドキャリア研修に

14名が参加、あわせて導入した早期退職募集制度

への応募者が 4 名あり、当該 4 名を再就職支援者

として認定した。 

 

 育児・介護等で時間制約がある研究職員の研究

活動の障壁を解消・低減するため、平成 29年度に

試行的に実施した研究補助員雇用支援事業を平成

30 年度も継続して実施し（育児支援対象者：11

名）、研究活動に有効となる研究補助員の雇用条件

について支援内容の検討を進めた。本事業の実施

状況と、支援対象者及び上長へのアンケート・ヒ

 

 

 

 

 

 

 特定の研究課題に従事する者を特定集中研究専

門員として受入れることにより、産総研の指揮命令

が及ぶ研究開発体制を構築することによって橋渡

し機能の強化に繋がった。また、マーケティング業

務を推進する人材を民間企業等から受入れること

により、新たな共同研究契約等の締結に繋げるな

ど、外部研究資金の獲得に寄与した。 

 

 

 

 定年後の職員の能力等に応じた適切な内部登用

により、研究ユニットの運営・管理、橋渡し研究の

推進、研究所の適切な統括管理等の業務の推進がも

たらされるとともに、OJT等を通じた現役職員の育

成に効果があった。 

 職員の高年齢化が起きている状況下において、セ

カンドキャリア研修は職員自身の最適なキャリア

意識の醸成に寄与するとともに、今後本取組みを継

続することにより再就職を促進し、人材の流動化に

繋がると期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究補助員雇用支援事業を継続したことにより、

支援対象とした研究職員が関わる研究業務の停滞

が緩和し、研究環境の改善に貢献した。支援を受け

た研究職員はもとより、上長からも本支援事業によ

る研究活動への実質的な効果があった旨のコメン

トを得た。本支援策を含め、所内の育児・介護支援

制度の充実を図ることは、男女ともに働きやすい環
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アリング結果に基づく本事業の有効性を所内会議

にて報告し、当初計画になかった令和元年度にお

ける本事業の内部予算による運用が認められるに

至った。 

 研究所で働くすべての役職員、特に研究グルー

プ長以上の管理職の意識改革を目指し、職場にお

けるダイバーシティ推進やダイバーシティ・マネ

ジメントについて、真の必要性を理解していくた

めに、年度当初計画になかった新たな試みとして

有識者である内永ゆか子氏（産総研経営戦略会議

委員、NPO法人 J-Win（ジャパン・ウィメンズ・イ

ノベイティブ・ネットワーク）理事長）を招いて講

演会を開催した（参加者 339 名、外部機関からの

参加者 18名も含む）。 

 女子大学院生・ポスドクを対象に、懇談会及び

ラボ見学等を行うイベントを引き続き開催した。

全国より 46名の女子学生・ポスドク（外国籍含む）

の参加があり、将来の職業選択の一助となるよう

な活動を行うことができた。また、イノベーショ

ン推進本部及び中部センターが主催した「フロン

ティア材料フェア in 中部」において、学生セミ

ナーを計画して実施した。本セミナーでは産総研

の各種受入制度及び材料研究に関する紹介を行

い、産総研に在職する女性研究者を中心とした職

員と学生との交流の場を設けたほか、ダイバーシ

ティ・女性活躍推進担当理事（以下「理事」とい

う。）の講演、及び学生と理事長との懇談会を実施

した（参加者 36名）。 

 所内 4 領域（エネルギー・環境、材料・化学、

エレクトロニクス・製造、計量標準）の提案を受け

て、当初計画にはなかった新たな取り組みとして、

個人会員数 20,000 名を超える大規模な学会であ

る応用物理学会の学会誌に産総研紹介の記事広告

を掲載した。本記事広告の掲載にあたっては、ダ

イバーシティ推進室が「女子大学院生とポスドク

対象イベントの紹介」の取材対応を行った。また、

4 領域に所属する女性研究者等と理事との座談会

の調整に全面的に協力し、将来、産総研での研究

職を目指す世代に向けて、産総研におけるダイバ

ーシティ推進に関する事例を積極的に紹介した。

さらに、応用物理学会春期学術講演会において、

理事による基調講演で、産総研におけるダイバー

境の実現と若手職員の経験を後押しする次世代育

成にとどまらず、特に、これまで時間制約のある傾

向にあった女性職員の登用促進に繋がることが期

待できる。 

＜上長からのコメント例＞ 

・今回の支援を受けて、初めて契約職員を雇用した

ことで、グループ員本人が業務を整理し契約職員と

の業務の分担を考えるなど、業務のマネジメントを

体験させることができた。 

・研究への向き合い方や研究者としての将来のマ

ネジメントを熟考するきっかけとなり、良い経験に

なったと見受けられた。 

 ダイバーシティ・マネジメントについての講演会

には、女性職員のみならず、男性職員、グループリ

ーダーやさらに管理職など 300 名を超える職員が

出席し、女性活躍推進を含めた真のダイバーシテ

ィ・マネジメントの必要性の理解と意識改革に繋が

った。また、内永氏の依頼により、産総研理事長が

産総研のダイバーシティ・マネジメントについて産

業界の次期女性リーダー候補に向けて講演・紹介す

る機会が設けられ、所内のダイバーシティ推進に関

する取組と風土醸成に向けての事例が広く紹介さ

れるなど、産総研の存在感を高めることに繋がっ

た。 

 産総研に在職する女性研究者と直接対話のでき

る懇談会や、研究現場の様子を知ることのできるラ

ボ見学ツアー等のプログラムからなるイベントを

実施した結果、イベント参加者からのラボ見学及び

産総研の研究についての問合せや、大学側から「女

性研究者を増やす取組」として大学生・院生向けに

産総研を紹介する計画の相談が寄せられるなど、産

総研への関心が高まった。平成 28 年度より継続し

て実施している本イベントにより次第に産総研の

認知度が高まり、平成 30 年度、第 1 回産総研研究

職員公募への女性の応募者数が、平成 29 年度に比

べ約 1.8倍に増加した。さらに、研究職採用内定者

の中には本イベント参加者もおり、イベント参加が

産総研で研究することを選ぶきっかけとなるなど、

女性研究者の採用増加に繋がっている。本イベント

は大学からの関心も高く、継続的な実施をうけて、

大学関係者から本イベントに参加する学生に対し

旅費の支援を検討する旨の積極的なコメントが寄
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シティ推進の取組を紹介し、産総研が魅力溢れる

職場であること、活発な研究活動を展開している

状況などを紹介した。 

 全国の 20 の研究教育機関をメンバーとするダ

イバーシティ・サポート・オフィス（DSO）におい

て、平成 30年度の会長職に理事が選任された。産

総研が中心となり、DSO参加機関への情報発信やセ

ミナー参加の呼びかけを行うとともに、DSO参加機

関間による情報交換等を積極的に実施し、DSO参加

機関におけるダイバーシティ推進を牽引した。 

 外国人研究者に対してイントラ英語ページに関

するアンケートやヒアリングを実施し、所内業務

を行う上でニーズの高い項目である旅費システム

等を中心に担当部署に働きかけ、英語ページの充

実を図った。 

 「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシテ

ィの推進策」及び「女性活躍推進法行動計画」に掲

げた、「研究職における計画期間累積採用者の女性

比率を 18%以上にする」及び「管理職に占める女性

比率を 5%以上とし、次世代の女性管理職を育成す

る」という 2つの数値目標について、平成 30年度

については研究職における採用者の女性比率

16.8%、管理職に占める女性比率 6.3％となってお

り、第 4 期中長期目標期間における目標はいずれ

も達成見込みとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せられたほか、イベントの様子が茨城新聞（平成 30

年 11月 20 日）に掲載されたことで、地域社会にお

いても産総研のダイバーシティ推進に向けた取組

への関心を高めるきっかけとなった。 

 当初計画にはなかった学会を通しての取組では、

応用物理学会誌に産総研紹介の記事広告及び女性

職員を中心とする座談会記事を掲載し、女性研究者

の働く場としての産総研の研究活動を周知するこ

とが、産総研の認知度の向上に繋がった。学会誌は

直接手にしてもらう機会も多く、就職を考える大学

生・大学院生並びに指導教員等にもアピールする場

として最適であり、産総研を研究の場として希望す

る女子学生の増加に繋がると期待している。さら

に、応用物理学会春期学術講演会において、理事に

よる基調講演の際に、産総研ダイバーシティ推進の

取組を紹介ことで、産総研の良さをアピールでき

た。これにより、本講演会の開催時期に発行された

学会誌の広告記事と合わせて、特に女子学生の研究

職採用公募への応募増につながる可能性が期待さ

れる。 

 また、外部機関との連携においても、新たに DSO

の平成 30 年度会長職に産総研の理事が選任され、

産総研が中心となって、DSOにおけるダイバーシテ

ィ推進を牽引した結果、産総研のダイバーシティ推

進の取組や成果を DSO 参加機関へアピールするこ

とにつながり、DSO参加機関によるダイバーシティ

推進をさらに刺激することとなった。また、他の参

加機関において効果的であった在宅勤務の拡大や

海外赴任時の配偶者同行制度などの取組を参考に

することで、産総研におけるダイバーシティ推進の

取組をより強力に推し進めることができると期待

される。 

 外国人職員との日本語のみのシステムを利用す

る際の工夫等の意見交換から寄せられた要望に対

して、関係部署に働きかけた結果、英語マニュアル

が作成され、業務支援に繋がった。 

 以上に掲げた取組等の成果が現れ、産総研が男女

を問わず働きやすい職場環境となることで、女性研

究者及び女性管理職の比率が更に上昇することが

期待でき、産総研が女性活躍推進に積極的に取り組

んでいることを内外にアピールでき、組織としての

注目度が高まり、研究・教育機関連携のネットワー
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 育児・介護等で時間制約がある研究職員の研究

活動の障壁を解消・低減するために、研究補助員

雇用支援事業を平成 29年度に引き続き実施し（育

児支援対象者：11名）、真に研究活動に有効となる

支援内容の検討を進めた。 

 次世代育成支援行動計画に基づき、育児・介護

等に関する制度紹介や情報発信のためのランチ会

を開催した（6回）。特に、平成 30年度には、新た

に外国人研究者向けの英語でのセミナーや、男性

職員の配偶者出産時の対応等に関する制度紹介を

加えた。また、育児休業からの復帰者への個別面

談（10名）を実施し、育児支援に関する制度等の

情報発信及び情報共有を行った。 

 

クの牽引役としての期待が寄せられている。 

 

 研究補助員雇用支援事業を継続して実施したこ

とにより、当該研究職員が関わる研究業務の停滞が

軽減され、円滑な研究業務の遂行と研究環境の改善

が促された。本支援事業の研究活動への実質的な効

果として、上長からは、本制度が導入されたことに

より支援を受けている本人に時間的に少し余裕が

でき、データ整理等の作業が進んでいる様子がうか

がえた等、前向きなコメントが寄せられた。加えて、

当該支援を受けたことで時間的な余裕が生じ、今ま

でできなかったことができるようになった、子供の

急病で突然職場を離れなければならない場合の負

担が軽減したなどの感想も寄せられた。さらに、当

該支援の対象者を育児・介護としたことから、介護

と仕事の両立に苦慮している職員への支援の選択

肢を広げることに繋がり、両立の負担軽減に対する

期待が寄せられている。当該支援策を含め、所内の

育児・介護支援制度の充実を図ることは、男女とも

に働きやすい環境を整備し、ワーク・ライフ・バラ

ンスを実現するための支援策として機能している

ことが確認できた。 

 また、男性職員や外国人職員に向けたランチ会を

行うことで、これまで参加していなかった職員等が

ランチ会に足を運ぶことに繋がり、広く所内で情報

が共有された。これらの取組は、女性職員だけでな

く、男性職員や外国人職員にも働きやすい環境整備

に努めることの必要性を職員等が実感することを

通じて、働き方改革の一助になることも期待でき

る。 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、①人材の流動化について

は、クロスアポイントメント制度及びリサーチアシ

スタント制度等の活用により、研究人材の拡充と橋

渡し機能の強化に寄与（クロスアポイントメント制

度による受入実績は平成 29 年度 42 名から平成 30

年度 50 名に増加、リサーチアシスタントの採用実

績は平成 29 年度 268 名から平成 30 年度 345 名に

増加）したこと、当初計画にはない事項として早期

退職募集制度を導入し 4名を認定したこと、②イノ

ベーションスクールについては、日本のオープンイ

ノベーションを担う若手研究人材を多数育成した
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こと、同窓会組織の支援により産総研をハブとする

人的ネットワークを拡充し、新たな連携の創出に貢

献したこと、③ダイバーシティ推進については、研

究補助員雇用費支援事業等により研究環境の改善

と女性職員の登用促進に寄与し、管理職女性比率を

6.3%に向上させ、第 4 期中に管理職女性比率を 5%

以上にするという目標を達成見込としたこと、女子

学生等を対象としたイベント等の開催により研究

職採用公募の女性応募者数の大幅な増加（平成 29

年度 56名、平成 30年度 103名）に寄与し、女性研

究職の採用者比率を 16.8%に向上させ、第 4期累積

採用者の女性比率を 18％以上にするという目標を

達成見込としたこと、当初計画にはない事項として

産総研が中心となって DSO 参加機関のダイバーシ

ティ推進を牽引したこと等、所期の目標を上回る顕

著な成果をあげていることから、A評定とした。 

 なお、評価委員会においても、外部人材を幅広く

活用する取組（クロスアポイントメント制度、リサ

ーチアシスタント制度、特定集中専門員制度）によ

り研究人材が増加し、今後の橋渡し機能の強化が大

いに期待されること、着実に人材育成に取り組んで

おり、我が国における若手研究者等のレベルの底上

げに貢献していること、外部機関との連携において

積極的に前面に出てダイバーシティ推進を主導し

ていること、女子学生を対象としたイベントの実施

が評価できるとのコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 女性研究者の積極的な採用を更に推進すること

が課題である。この対応策として具体的には、女子

学生向けイベントについて、研究開発への関心がよ

り高まるようなプログラムを検討するとともに、イ

ベント参加者へのアンケート結果をもとに、参加者

の関心や興味を深掘りするためのフォローアップ

を行う。 

 大学等の基礎研究と、産総研の目的基礎研究・応

用技術開発を融合し、産業界へ技術の「橋渡し」を

推進することが課題であり、その対応として大学構

内に設置しているオープンイノベーションラボラ

トリ（OIL）では、クロスアポイントメント制度や

リサーチアシスタント制度の活用により大学との

連携を加速している。最初の OILを設置して 3年が
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経過したところであるが、OILでの成果として、論

文（発表数、被引用数）や特許、外部資金獲得額な

どの点で効果や問題点を分析しており、今後のラボ

の運営に反映させていく予定である。 

 産総研の研究パフォーマンスの更なる向上が課

題である。その対応として、研究職員の研究能力及

びマネジメント能力向上を研修により支援する。具

体的には、ユニット長等研修をはじめとする階層別

研修について見直しを実施し、職責により求められ

るマネジメントや人材育成の能力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織の見

直し 

 上記に掲げ

る事項を実現

するため、本部

組織と各研究

領域等との役

割・責任関係の

あり方も含め、

現在の組織・制

度をゼロベー

スで見直し、目

的基礎研究か

ら実用化まで

の「橋渡し」を

円滑かつ切れ

目無く実施す

るため、研究領

域を中心とし

た最適な研究

組織を構築す

る。 

 「橋渡し」機

能を強化する

には、中核とな

る研究者を中

心に、チームと

して取り組む

体制づくりも

重要であり、支

援体制の拡充

（２）組織の見

直し 

 上記に掲げ

る事項を実現

するため、本部

組織と各領域

等との役割・責

任関係のあり

方も含め、現在

の組織・制度を

ゼロベースで

見直し、目的基

礎研究から実

用化までの「橋

渡し」を円滑か

つ切れ目無く

実施する。具体

的には、研究組

織をⅠ．の冒頭

に示した７領

域に再編した

うえで各領域

を統括する領

域長には「１．

『橋渡し』機能

の強化」を踏ま

えた目標を課

すとともに、人

事、予算、研究

テーマの設定

等に関わる責

・更なる業務の適正化及び

効率化を目指し、継続的に

組織・制度の見直しを実施

する。研究推進組織は産業

界の動向や民間企業、社会

ニーズへ対応するため、柔

軟な見直しを実施する。 

・また、パートナー企業の

ニーズに、より特化した研

究開発の実施を目指し、企

業との大型共同研究等を行

うための組織「連携研究室

(冠ラボ)」の設置を進める。 

・さらに、革新的基礎研究

力を有する大学等から生ま

れた優れた技術シーズや優

秀な研究人材を活用し、産

総研における「橋渡し」機

能の強化を加速させるた

め、大学等外部機関の構内

に連携研究を行うための研

究組織「オープンイノベー

ションラボラトリ(OIL)」を

引き続き整備する。 

・産総研全体として「橋渡

し」機能の強化を図る体制

を維持する観点から本部組

織等について、必要に応じ

て柔軟に見直す。 

・多様な経験、資質、人的

ネットワーク等を有したマ

✓研究推進組織

は、産業界の動向

や民間企業、社会

ニーズへ対応する

ため、柔軟な見直

しを実施している

か。 

✓パートナー企業

のニーズに、より

特化した研究開発

の実施を目指し、

連携研究室(冠ラ

ボ)の設置を進め

たか。 

✓オープンイノベ

ーションラボラト

リ(OIL)の整備を

行ったか。 

✓本部組織等につ

いて、産総研全体

として「橋渡し」機

能の強化を図る体

制になっているか 

✓産学官連携等に

ついて、内部人材

の育成と外部人材

の積極的な登用を

行い、専門性に基

づいた人材の強化

を行ったか。 

✓知的財産マネジ

 政府主導により、産業界におけるサイバーセキ

ュリティの顕在化した脅威や潜在的な課題の洗い

出しを行っており、産総研内においても拠点化を

求められたことから情報・人間工学領域に、サイ

バーフィジカルセキュリティ研究センター及び、

人間拡張研究センターを平成 30 年 11 月 1 日付け

で設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「企業との大型共同研究等を行うための組織「連

携研究室(冠ラボ)」の設置を進める。」との計画に

従い、平成 30 年 6 月には材料・化学領域に UACJ

とのアルミニウム先端技術連携研究ラボ、平成 30

年 10月にはエネルギー・環境領域初となる清水建

設とのゼロエミッション・水素タウン連携研究室、

さらに、平成 31年 3月 1日には NECとの量子活用

テクノロジー連携研究室を設置した。連携研究室

（冠ラボ）設立は、平成 29年度と比較して総数で

3つ増となり、順調に拡大した。これは、企業ニー

ズに対して産総研リソースを適切にマッチングし

総合調整を行った成果だと考えている。新規パー

トナー企業の開拓をめざして、平成 30 年 10 月に

冠ラボシンポジウムを開催し、126社の参加を得て

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：サイバーフィジカルセキュリティ研究センタ

ーを設置し、ハードウェアのセキュリティと、人工

知能のセキュリティの 2 つの課題に重点的に取り

組むことにより、ハードウェアからシステム、サー

ビスに至るバリューチェーンにおいて、セキュリテ

ィのレベルを確認（検証）可能とし、産業界全体の

サイバーセキュリティの強化を加速することが期

待できる。 

 人間拡張研究センターの設置により、サイバー空

間とフィジカル空間を高度に融合させたシステム

によって社会問題の解決を図る人間拡張技術の開

発を進めることで、第 5期科学技術基本計画におい

て我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱さ

れている「Society5.0」の実現に貢献した。 

 

 冠ラボの新規設置が継続的に行われ、平成 30 年

度に総数で 3つ増となった結果、冠ラボからの資金

獲得額でも約 29％の増となり、民間資金獲得に大

きく貢献した。また、冠ラボシンポジウムの開催に

より、冠ラボの具体例から冠ラボのメリットが多く

の企業に周知され、冠ラボ設立に向けた新たな企業

連携の協議に繋がった。平成 31 年 3 月には同じ企

業からの 2つめの冠ラボも設置された。当該冠ラボ

は、企業が新たな拠点として産総研を活用した事例

としてマスコミに取り上げられ、産総研との連携や

冠ラボ制度の有効性が認知されたと考えている。こ

うした更なる連携作りの取り組みにより、令和元年

度以降も複数の新たな冠ラボの設置を望むことが

できる。 
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を図るととも

に的確なマネ

ジメントが発

揮できる環境

を整備するも

のとする。 

 また、産学官

連携や知財管

理等に係るイ

ノベーション

推進本部等の

本部組織につ

いても、研究領

域との適切な

分担をし、産総

研全体として

「橋渡し」機能

の強化に適し

た体制に見直

すこととする。

「橋渡し」の一

環で実施する

産学官連携等

については、産

業界のニーズ

把握と大学等

の有する技術

シーズの分析

を行い、それら

のマッチング

により課題解

決方策の検討

と研究推進組

織に対して、研

究計画の設計

まで関与でき

る専門人材を

強化するもの

とする。 

 

任と権限を与

えることで領

域長が主導す

る研究実施体

制とする。領域

内には領域長

の指揮の下で

研究方針、民間

企業連携など

運営全般に係

る戦略を策定

する組織を設

ける。戦略策定

に必要なマー

ケティング情

報を効果的か

つ効率的に収

集・活用するた

め、この組織内

にイノベーシ

ョンコーディ

ネータを配置

し、研究ユニッ

トの研究職員

と協力して当

該領域が関係

する国内外の

技術動向、産業

界の動向、民間

企業ニーズ等

の把握を行う。

領域の下に研

究開発を実施

する研究ユニ

ットとして研

究部門及び研

究センターを

配置する。この

うち研究セン

ターは「橋渡

し」研究後期推

進の主軸とな

ーケティングを担う専門人

材の強化のため、企業連携

活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2 回程

度）等、連携ノウハウを共

有する場を設定し、内部人

材の育成を引き続き行うと

ともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、

当該専門人材の更なる高度

化に向けた研修等のあり方

を検討する。 

・機動的に融合領域の研究

開発を推進するための理事

長戦略予算を本部組織等の

決定に基づき、領域に一定

程度配分できるようにす

る。 

 

メントを適切に推

進していくため

に、人材育成に継

続的に取り組んで

いるか。 

✓戦略予算を領域

へ配分している

か。 

 

おり、大型連携につながると期待される。 

 

 平成 30年度は、OIL室主導で、既存の「オープ

ンイノベーションラボラトリ（OIL）」体制の拡充

による労務管理・安全管理の徹底、論文や資金獲

得等の成果のとりまとめ、橋渡し促進のための追

加予算配賦などを実施した。また、新規 OIL 設立

を各領域に募集し、企画本部で審査の結果、数件

について令和元年度中の設立を目指して検討を開

始した。さらに、OILを活用した「橋渡し」を実現

するため、OIL合同シンポジウムを開催し、各 OIL

と参加者間の情報交換等を行った。大学や民間企

業等から 114名の参加があった。 

 

 平成 30 年 10 月 1 日に法務部を設置し、法務業

務を行う体制を強化した。 

 また、柏センターを設置し、「Society5.0」の基

盤をなす、人間拡張技術の研究を進めるための体

制を整備した。 

 さらに、既存の情報基盤部を廃止し、情報セキ

ュリティの統括部署として「情報セキュリティ部」

を新設した。加えて、情報化推進を担う部署とし

て、環境安全本部内に「情報システム室」を設置し

た。 

 

 

 

 

 イノベーションコーディネータの毎月の活動報

告や新任のイノベーションコーディネータの活動

内容の確認とイノベーション推進本部長等への情

報共有を行う月 2 回の報告会等を通してイノベー

ションコーディネータの定常的な活動内容を確認

する仕組みを設けた。 

 イノベーションコーディネータを補佐する役職

（連携主幹）に、経営や他社との契約交渉の経験

を持つ民間企業出身者 2 名を採用し、うち 1 名を

企業連携において幅広く活用が進む技術コンサル

ティングの専任として登用した。 

 さらに、イノベーションコーディネータを補佐

する連携主幹、連携の企画にかかわる職員には、

日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実

 

 

 令和元年度中に 10 拠点以上設置の第 4 期中長期

目標達成へ順調な進捗がみられた。さらに、OIL合

同シンポジウムにおいて、大学や民間企業等から

114名の参加があり、8研究拠点の認知を促進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法務部の設置による法務業務の体制強化により、

個別事案に係る相談対応についての迅速化や業務

効率化が図られる。また、個別事案に係る相談対応

についての迅速化が図られるためリスク顕在化の

未然防止効果が期待される。 

 柏センターの設置によって、我が国の AI 技術に

関する最先端の研究開発・社会実装の加速化を図る

と共に、「Society5.0」の実現に資する。 

 情報セキュリティ部及び情報システム室を設置

し、情報セキュリティを担う部署と情報化推進を担

う部署を明確に分けたことは、不正なアクセスへの

対策を強化するとともに、情報セキュリティリスク

の低減が図られる。 

 

 外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修

によってイノベーションコーディネータなど「橋渡

し」にかかわる専門人材が強化された。企業から提

示された技術課題に対する産総研シーズのマッチ

ングのみならず、事業化までを視野に企業とともに

新たな連携テーマを構築することができるように

なり、これまで連携テーマの設定が難しかった新た

な産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など

大型の企業連携につなげることができた。具体的に

は、イノベーション推進本部と各領域のイノベーシ

ョンコーディネータが協力し、新たに食品メーカー

や精密機器メーカーとの間で領域の壁を越えた組

織連携の構築に向けた調整を進めることができた。 
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り得る研究ユ

ニットとして

位置づけを明

確にし、研究セ

ンター長を中

核として強力

なリーダシッ

プと的確なマ

ネジメントの

下で研究ユニ

ットや領域を

超えて必要な

人材を結集し、

チームとして

「橋渡し」研究

に取り組める

制度を整備す

る。また、研究

センターにお

いては、「橋渡

し」研究に加

え、将来の「橋

渡し」につなが

るポテンシャ

ルを有するも

のについては、

目的基礎研究

も実施する。 

 また、産学官

連携や知財管

理等に係るイ

ノベーション

推進本部等の

本部組織につ

いても、領域と

の適切な分担

をし、産総研全

体として「橋渡

し」機能の強化

に適した体制

に見直す。「橋

渡し」の一環で

施した。また、従来 OJT が中心であった連携人材

の育成において、外部講師を活用した連携人材育

成研修（2回）や企業提案の基礎力トレーニング（5

回）を開催し、外部講師による知見・経験の教授を

通して連携人材の育成を進めた。 

 

 機動的に融合領域の研究開発を推進するため

に、民間資金獲得額強化、領域連携促進、グローバ

ル拠点強化、地域センター機能強化などの課題に

対応するため、理事長戦略予算（戦略予算）とし

て、領域、地域センター、本部組織から提案された

計 52件の戦略課題へ重点的に 15億円を配分した。 

 

 

 

 

 

 

 

 戦略予算を配分することにより、領域融合の促

進、大型の企業連携、民間資金獲得強化、地域セン

ターの機能強化が推進された。平成 30 年度の実施

課題により得られた民間資金獲得額は、13 億円以

上になる見込みである。また戦略予算を活用した地

域センター発の橋渡しモデル作り支援策の実施に

より、北海道センターを中心とした農工連携の強

化・開拓に向けた取り組みなど、地域センターの連

携機能が強化された。 

 以上を総括し、民間企業のニーズと産総研の技術

シーズの個別マッチングのみでは必ずしも大型化

につながるとは限らないため、事業化に係る知見を

取り込んだ研修等を通じて、橋渡しを推進するイノ

ベーションコーディネータ等を育成・強化すること

で、イノベーション推進本部と領域のイノベーショ

ンコーディネータが協力して企業と直接議論しビ

ジネスモデルを含めた提案を出来るようになった。

さらに、これまで連携テーマの設定が難しかった新

たな産業分野への連携開拓や領域横断的な連携な

ど大型の企業連携を実現することができた。また、

企業ニーズに即した「橋渡し」に貢献する冠ラボを

新たに 3件設立し、大型の連携を促進することがで

きた。具体的には、エネルギー・環境領域では初の

冠ラボ設立、NECとの 2件目の冠ラボ設立など、産

総研の技術ポテンシャルを活かした課題解決と研

究開発の加速につながり、パートナー企業の研究開

発に大きく貢献したことから、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 民間資金獲得額の増加に向けて共同研究の大型

化が課題となっているところ、イノベーションコー

ディネータ主導による領域横断の組織的連携を増

加させるため、マーケティングを担う高度人材の育

成を強化する。具体的には、主に将来のイノベーシ

ョンコーディネータ候補である連携主幹を対象に、

企業交渉に同席させるなど OJTのほか、外部講師を
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実施する産学

官連携等につ

いては、産業界

のニーズ把握

と大学等の有

する技術シー

ズの分析を行

い、それらのマ

ッチングによ

り課題解決方

策の検討と研

究推進組織に

対して、研究計

画の設計まで

関与できる専

門人材を強化

するため、内部

人材を育成す

るとともに、外

部人材を積極

的に登用する。 

 さらに、機動

的に融合領域

の研究開発を

推進するため

の予算を本部

組織が領域に

一定程度配分

できるように

するとともに、

研究立案を行

うために必要

に応じて本部

組織にタスク

フォースを設

置できるよう

にする。 

 

活用した連携人材育成研修や企業提案の基礎力ト

レーニングを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特定法人

として特に体

制整備等を進

めるべき事項 

（３）特定法人

として特に体

制整備等を進

めるべき事項 

＜理事長のマネジメントの

裁量の確保・尊重＞ 

・各界の有識者である外部

委員で構成される経営戦略

✓経営戦略会議で

出された提言を理

事長による組織運

営マネジメントに

 平成 30 年度も平成 29 年度に引き続き、外部有

識者で構成される経営戦略会議を開催した。第 1

回（平成 30年 9月 5日）はつくばセンターにて開

催し、「若手研究者による研究活動紹介」、「平成 29

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：「研究者の知財マインド向上が必要」との委

員の指摘を受け、従来実施している知的財産・標準
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①法人の長の

マネジメント

の裁量の確保・

尊重 

 法人の長が

国内外の諸情

勢を踏まえて

法人全体の見

地から迅速か

つ柔軟に運営・

管理すること

が可能な体制

を確保するも

のとする。 

 

①理事長のマ

ネジメントの

裁量の確保・尊

重 

 理事長が国

内外の諸情勢

を踏まえて産

総研全体の見

地から迅速か

つ柔軟に運営・

管理すること

が可能な体制

を確保する。 

 

会議を開催し、会議で出さ

れた研究所の進むべき方向

についての提言を、理事長

による組織運営マネジメン

トに反映する。 

・理事長戦略予算の位置づ

けを明確化し、当該予算で

実施する課題は、各領域、

地域センターおよび本部事

業組織の提案の中から、理

事長、副理事長、本部長の

合議で決定する。 

 

反映したか。 

✓理事長戦略予算

の選定は各領域か

らの提案及び理事

長等からのトップ

ダウンの提案の中

から選定したか。 

年度法人評価結果報告」、「前年度の審議内容のフ

ォローアップ」及び「最近の取組について（特許活

動の現状と課題について、業務改革の取組状況に

ついて）」について議論を行った。併せてつくばセ

ンターにおける知的基盤部門（地質調査総合セン

ターならびに計量標準総合センター）の研究活動

視察を行った。委員からは特許活動および業務改

革に関する提言があった。また第 2回（平成 31年

2月 6 日）は、東京本部にて開催し「産総研発ベン

チャーの活動紹介」、「科学技術・イノベーション

政策の動向」、及び「産総研の現状と今後の方向性

について」について議論を行った。 

 

 理事長裁量の予算において、戦略予算に 15 億

円、理研－産総研チャレンジ研究に 1 億円、エッ

ジ・ランナーズに 0.9億円を配分した。 

 戦略予算においては、領域融合の促進及び大型

の企業連携、民間資金獲得強化、地域センター機

能強化等に向けた計 52件の提案型課題（1件あた

り 1,200万円〜9,000万円（調査研究：200万円〜

1,200万円））を採択した。中長期的な戦略策定を

目的とした「サステナブル技術連携促進シンポジ

ウム」を戦略予算により開催した。「物質循環技

術」、「モビリティエネルギー」、「インフラメンテ

ナンス」、「ヘルスケア」をテーマに計 4 回開催し

た。本シンポジウムをきっかけとして、産総研内

の関連技術の整理を行い、持続可能な開発目標

（SDGs）のための技術的な課題、産業技術と社会

との連携についての議論をすすめ、第 5 期以降に

むけた産総研の全所的な取組みについて検討を行

った。 

 民間企業では実現が難しいハイリスク・ハイイ

ンパクトな基礎研究を若手研究者が実施すること

を中長期的に支援する「エッジ・ランナーズ」を平

成 29年度に引き続いて実施した。継続課題 5件（1

件あたり平均 1,000 万円）に加え、新規課題を募

集し、応募件数 8 件に対し理事長、副理事長の最

終面接を経て 5件の研究課題（1件あたり平均 870

万円）を採択した。また、次年度以降の選考におい

て、所内トップクラスの研究者による技術審査を

導入するなどの審査プロセスの整備を行った。 

 理化学研究所（理研）との「理研－産総研チャレ

化セミナーを、10 月以降は開催頻度を高めて毎月

開催としており、内容も実践的な内容とするなどコ

ンテンツの充実を図った。また、「地域産業には AI

や IoTを使いこなせる人材が少ない」との委員の指

摘を受け、「AI 道場」について平成 30 年度は地域

センター3か所で公設試向けの講義を行った。「IoT

道場」についても理事長戦略予算を活用し、地域産

業等への導入を目的として地域、中小企業のニーズ

調査を実施した。現在、産総研保有技術を活かした

IoTプログラムを作成中である。 

 

 

 

 「戦略予算」を領域へ配分することによって、領

域融合の促進、大型の企業連携、民間資金獲得強化

等が期待できる。「サステナブル技術連携促進シン

ポジウム」では、総計 700 名を超える参加者があ

り、目的基礎研究の展開、政策に対する取組み、企

業における開発状況等、多岐にわたる話題に関して

討議が進められた。その後、産総研の研究開発技術

の整理を行い、シンポジウムにおけるコメント・意

見交換を反映した中長期の研究戦略を策定し、戦略

予算への提案を行う見込みである。一部は、民間と

の連携に発展した。 

 「エッジ・ランナーズ」は、若手研究者に予算と

裁量権を与え、単年度ではなく複数年度での評価と

することによって研究の自由度を高め、若手研究者

の活性化及び若手技術シーズ創出力を強化した。継

続中の課題はまだ平成 30 年 12 月時点で 1 年目か

ら 2年目であるため、この時点で個別の評価はしな

いことになっているが、インパクト・ファクターが

40 を超える雑誌に論文を発表するなどの効果が現

れ始めている。 

 「理研－産総研チャレンジ研究」では、理研と産

総研の連携・協力に関する基本協定のもと、令和 32

年の社会課題解決に向けた研究（課題解決型研究）

や社会構造のシフトチェンジを起こしうる革新的

な技術構築を目指した研究（技術革新型研究）につ

いて、若手・中堅研究者が中心となり、両機関が連

携して初めて達成可能となる世界初／世界一の研

究開発を実施している。また、グローバルリーダー

となる両機関の若手人材のネットワークを形成す
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ンジ研究」においては、平成 29年７月のステージ

ゲート審査にて FS 研究課題からステージアップ

した准本格研究課題（6件）と平成 30年１月より

進行中の FS研究課題（7件）のうち、書類審査を

通過した課題（7件）について、平成 30年 7月に

両理事長参加の下、ステージゲート審査会を開催

した。その結果、2件を本格研究課題（各機関へ課

題ごとに年間 1,500 万円〜2,000 万円を配分）、3

件を准本格研究課題（各機関へ課題ごとに年間 300

万円〜500万円を配分）として採択した。 

 また、平成 30年 11月に、理研-産総研の精鋭若

手・中堅研究者による「第 3回 21世紀イノベーシ

ョンリーダーワークショップ」（参加者数：53 名

［産総研：34 名、理研：19 名］、開催場所：産総

研つくばセンター・共用講堂）を開催し、令和 32

年の社会課題解決に向けた研究課題や社会構造の

シフトチェンジを起こしうる革新的な技術開発に

繋がる研究課題について議論した。平成 30 年 12

月には、新たな研究課題について募集・審査を行

い、応募件数 17 件のうち 6 件を FS 研究課題（各

機関へ課題ごとに年間 100万円〜200万円を配分）

として採択し、平成 31 年 1 月より研究を開始し

た。 

 

 理事会を中心として組織ガバナンスを効かせる

体制を確立するため、所要の整理を行った。具体

的には、以下のとおり組織体制を見直し、理事会

に係る運営ルールを整理・徹底した。①理事会に

付議する案件は、原則として、本部組織の部室長

及び研究推進組織の領域研究戦略部長又は研究企

画室長をメンバーとする「企画運営合同会議」、さ

らに副理事長が主宰し本部組織の本部長及び研究

推進組織の領域長等をメンバーとする「研究・運

営戦略会議」で事前に十分に審議する。②あわせ

て、これら会議体への付議に関して従来厳密に運

用されていなかった議題設定や登録等のルールを

改めて周知する。③また、理事会に先立って開催

してきた「幹部連絡会議」は、理事会における議論

の形骸化の要因ともなっており、これを廃止する。

④なお、既存の「研究戦略委員会」は、組織として

適切な議論を行う観点から委員構成を見直すとと

もに、その機能を「研究・運営戦略会議」に引き継

ることによって、科学・産業技術イノベーションを

強力に推進する人材育成効果が期待できる。 

 なお、一部の研究課題については、戦略的創造研

究推進事業（JST・CREST)、光・量子飛躍フラッグ

シッププログラム（文部科学省・Q-LEAP）、科研費

（基盤 A・B、新学術領域研究）などに採択され、外

部資金獲得実績が出つつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産総研は独立行政法人／国立研究開発法人とし

ての規律の下にあり、その意思決定は、最終的な責

任と権限を有する理事長が行う。この理事長の意思

決定をサポートするため、産総研では、理事会の他、

「研究戦略委員会」等の各種の委員会等が設置され

ているが、その権限と責任がこれまで必ずしも明確

でなかったため、本来持つべき権限を逸脱する等の

形で運営がなされ、重要な案件がその流れの中で決

定されてしまうといった問題が現実に発生してい

た。今般の意思決定プロセスの見直しにより、理事

会の機能強化をはじめ各種委員会の権限と責任が

明確化され、理事長によるガバナンスが円滑に機能

することが見込まれる。 
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ぎ、発展的に解消した。これらの取組みを、平成 31

年１月中に組織決定し、運用を開始した。 

 なお理事長の判断を要する案件について、担当

部署が関係部署との事前調整がないまま直接理事

長に説明してしまうことが発生しないように、重

要案件については事前に「企画運営合同会議」及

び「研究・運営戦略会議」に付議することを原則と

する一方、緊急を要する案件や情報共有の範囲が

限定される案件等においても、企画本部において

事案を掌握し、関係部局間での調整・確認を了し

ていることを確認した後に担当部署が理事長に説

明することをルール化した。この取組みは、平成

30 年 12 月の幹部連絡会議等で周知し、実施して

いる。 

 

 研究プロジェクト（磁気記録と気候変動研究に

おける機械学習方法の開発）を実施するため、古

地磁気学・環境岩石学の国際的リーダーであり、

気候変動研究の論文を多数公表するなど国際的に

卓越した研究者であるオーストラリア国立大学の

教授を招聘した。 

 

 

 

 

 平成 29年度に開始した科学研究費補助事業（科

研費）の実績報告書の作成支援に際しては、引き

続き収支データの作成及び取り纏め並びに科研費

電子申請システムへの取り込み作業を研究者（約

700名）に代わり科研費の事務担当が実施した。 

 また、受託研究等にかかる業務執行ルールに関

して運用状況等を確認・検証し、より実態に即し

た効率的なルールへの改善や見直し等の検討を行

った。その結果、研究者が四半期ごとに「研究進捗

状況管理報告書」を作成し、ユニット長等へ報告

後、産学官・国際連携推進部へ提出していたルー

ルを見直した。ユニット内の会議等においても定

常的に研究者から研究ユニット長に研究進捗状況

の報告が行われていることが確認されたため、研

究進捗状況報告書の作成・提出を取り止めること

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際的に卓越した研究者を招聘することで、古環

境解析からの未来地球環境予測という社会的に重

要な課題解決に挑戦し、招聘者との共同開発によ

り、過去に例のない気候・環境解析技術の確立を実

現することが期待される。 

 今後、産総研から多くの世界最先端の論文公表が

見込まれ、機械学習を用いた磁気シグナル解析の一

大拠点として、産総研のプレゼンス向上が期待され

る。 

 

 科研費の実績報告書の作成支援について、科研費

電子申請システムに取り込むための収支データフ

ァイルへ財務会計システムのデータを自動で反映

させる等、研究者の手作業の負担軽減に大きく寄与

するとともに、人為的なミスが軽減されるため確認

作業の省力化にも繋がっている。 

 業務執行ルールの見直しに伴う「研究進捗状況管

理報告書」については、これまで受託研究等の計画

的な遂行の促進に一定の役割を果たしてきたが、他

方、作業量に比して有用性が低いと認められるた

め、取り止めることで事務作業の負担軽減に繋がっ

た。 
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 平成 29 年度における施設整備計画の進捗と予

算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、「施設整

備計画（平成 30 年度版）」を策定し、これに基づ

きユニット依頼工事を含む計 35 件の改修工事を

実施した。さらに、全 6 棟（延床面積 3,063 ㎡）

を閉鎖、全 5 棟（延床面積 2,415 ㎡）の解体撤去

を行った。 

 スペースの利活用においては、「平成 30 年度産

総研スペース利活用計画」を策定し、これに基づ

き効率的な研究推進と組織運営が円滑に行えるよ

う、つくばセンターの事業所に分散配置されてい

た、類似した研究テーマや共通インフラ設備を利

用する関連組織・施設等を集約化した。また、第 4

期中長期目標期間における産総研のミッションの

一つでもある「橋渡し」の実現に向けて、研究・連

携計画や実績等を考慮した適正なスペースの配分

を行い、連携・橋渡し研究等に必要なスペースを

計画的に確保した。また、これらの実施のために、

スペースの有効活用を推進させる「スペース利活

用促進費」を活用し、研究推進・効率化（設備の有

効利用と分散配置の解消）及び老朽化した建物の

閉鎖の促進等、合計 17件の取り組みを実施した。

さらに、研究所のスペース利活用に関する事項に

ついて審議する「スペース利活用推進委員会」に

おいて、著しく老朽化が進む研究別棟のスペース

縮減の必要性を議論し、建物の老朽化対策費及び

インフラ設備等の施設維持管理費の削減を目的と

したつくばセンター研究別棟のスペース縮減計画

の策定に着手した。 

 

 「施設整備計画（平成 30年度版）」に基づいた計

画的な改修工事の実施に加えて、例えば、つくば中

央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設備改修

においては、高効率変圧器への更新を行ったこと

で、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約

30％削減されることが期待される。さらに、当初計

画にはなかった研究ユニットからの設備の改修要

望により、特につくばセンターにおいて新たにドラ

フトチャンバー・電波暗室等の研究設備設置工事を

実施し、研究者が研究に専念できる環境の構築に貢

献した。また、全 6棟（延床面積 3,063㎡）の閉鎖

及び全 5 棟（延床面積 2,415 ㎡）の解体撤去によ

り、建物の老朽化対策費及びインフラ設備等の維持

管理経費の削減が期待される。 

 また、「平成 30年度産総研スペース利活用計画」

に基づく連携・橋渡し研究等のスペースの優先的な

確保、施設の仕様や研究内容に合わせたスペース配

分の実施、「スペース利活用促進費」の活用等によ

り、研究室及び実験機器の過度な分散配置が解消さ

れた。特に、つくば東事業所及び西事業所に分散し

ていた研究ユニットの居室等の集約化、臨海副都心

センターにおける連携スペースの確保等、合計

1,137㎡のスペースが有効活用され、安全管理体制

の強化、研究スピードの加速等、効率的な研究開発

に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②世界最高水

準の研究開発

等を実施する

ための体制の

強化 

○国際的に卓

越した能力を

有する人材を

確保・育成する

ための体制 

 優れた若手、

女性、外国人研

②世界最高水

準の研究開発

等を実施する

ための体制の

強化 

・国際的に卓

越した能力を

有する人材を

確保・育成する

ための体制 

 特に世界的

な競争の激し

＜国際的に卓越した能力を

有する人材を確保・育成す

るための体制＞ 

・優れた研究実績を有す

る、又は高いマネジメント

能力を有する国際的に卓越

した研究人材の確保・育成

を引き続き目指す。 

 

✓国際的な人材確

保・育成を行う拠

点として、人工知

能技術の研究・開

発のための研究環

境を整備したか。 

✓年俸制の運用を

柔軟に見直し、国

際的に卓越した研

究人材を確保した

か。 

 

 研究現場における優秀なテクニカルスタッフの

人材流出防止等を図る観点から、平成 29年度に見

直したテクニカルスタッフ制度の運用を引き続き

実施した。具体的には、研究現場のニーズを踏ま

え、人件費確保状況の確認の下、俸給単価変更や

同一研究ユニット内における別グループへの所属

変更及び、外部資金プロジェクトに専従している

テクニカルスタッフであっても、当初契約の最長

雇用期間の範囲内においては業務を変更すること

を可能とする運用を実施した。それにより平成 30

年度の制度利用件数は 74件となり、人材流出防止

と、研究開発等を効率的・効果的に実施するため

 テクニカルスタッフの俸給単価変更等を認める

制度へ変更したことにより、熟練した技術を持つテ

クニカルスタッフを適切に処遇することが可能と

なり、研究現場を支えている優秀な研究支援人材の

流出防止を通じて、安定的な研究環境の維持が期待

される。 

 また、研究者として豊富な経験を持った定年退職

後の再雇用者が研究現場に入ることで、より充実し

た研究支援が期待される。 
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究者を積極的

に登用し、世界

最高水準で挑

戦的な研究開

発を担う体制

を整備するも

のとする。 

 

い研究領域を

中心として、世

界最高水準で

挑戦的な研究

開発を実施す

るため、若手、

女性、外国人研

究者を含む国

内外の多様な

トップ・新進気

鋭の研究者や

優れた技術を

集結させる体

制を整備する。 

 

の支援人材の確保に努めた。 

 また、平成 30年度に、定年退職者の再雇用制度

について、本部・事業組織等に限定していた配属

先を拡大し、研究推進組織において薬品管理・安

全管理業務、論文校閲業務などに従事できるよう

に見直しを行い、令和元年度より運用を開始する

こととした。 

 

 公開見積競争を原則とする新たな随意契約方式

「特例随意契約」を唯一導入している国立研究開

発法人として、調達の競争性及び透明性を確保し

つつ、調達請求から契約締結までの期間を約 40日

から約 20日に短縮した。 

 また、研究者が作成する調達事前調査票を省略

することにより、研究者の調達請求にかかる負担

を軽減した。 

 さらに、平成 30年度調達等合理化計画において

「調達に関するガバナンスの徹底」を策定し、不

祥事の発生の未然防止・再発防止に取り組んだ。

具体的には、全職員を対象とした研修（e-ラーニ

ング）において「調達制度」及び「外部研究資金等

の適正執行」を設定し、全職員への調達ルールの

周知・浸透を図った。さらに、全事業所等の調達担

当者を対象にしたワークショップ形式の研修会

「調達事務におけるコンプライアンスの徹底につ

いて」（参加者 35名）を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特例随意契約の導入にともなう契約締結までの

期間短縮による効果は、平成 30 年度において延べ

約 27,360 日（契約件数 1,368 件×約 20 日）とな

り、研究開発の促進に寄与した。また、調達事前調

査票の作成省略は、1件あたり 1時間の作業時間削

減となり、平成 30年度においては約 1,368時間（契

約件数 1,368件×1時間）の研究者の事務作業にか

かる負担が大幅に軽減された。 

 全職員を対象とした研修（e-ラーニング）の受講

により、研究資金の不正使用となる事案は発生しな

かった。また、調達担当者向けの研修会により、調

達担当者のコンプライアンスに対する意識が向上

し、適切な調達業務を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研究者が研

究開発等の実

施に注力する

ための体制 

 研究者の研

究上の定型作

業、施設・整備

の維持管理、各

種事務作業に

係る負担を軽

減し、研究に専

念できる環境

を確保するた

めの体制を整

えるものとす

・研究者が研

究開発等の実

施に注力する

ための体制 

 研究者の研

究上の定型作

業、施設・整備

の維持管理、事

務作業に係る

負担を軽減す

るため、これら

の作業の効率

化や改善を一

層進めるとと

もに、研究者が

＜研究者が研究開発等の実

施に注力するための体制＞ 

・平成 29 年度から開始し

た科研費の実績報告書の作

成に関する当該予算の収支

データの取りまとめ作業及

びその科研費電子申請シス

テム（日本学術振興会電子

申請システム）への取り込

み作業等を研究代表者に代

わって事務局が行う取り組

みを継続するとともに、そ

の他の外部資金の執行等に

関して研究者の事務作業に

係る負担を軽減するための

✓競争的資金につ

いて、研究者が理

解しやすい公募情

報の提供を行った

か。 

✓競争的資金につ

いて、応募数増加

や採択率向上に向

けた支援を行った

か。 

✓研究スペースの

利活用方針を策定

し、老朽化対策の

効率化等を図った

か。 

 内閣府に対して、特例随意契約の導入にあたり

求められるガバナンスの徹底の状況について、詳

細に報告した。あわせて、契約金額の分布比較を

行い、導入効果について意見交換を行った。さら

に、特例随意契約の上限額を現在の 500 万円から

1,000 万円に引き上げるよう制度改善の要望を行

った。 

 

 平成 30年度は、以下の連携研究室／連携研究ラ

ボ（冠ラボ）を設置した。 

・UACJ-産総研 アルミニウム先端技術連携研究ラ

ボ 

・清水建設-産総研 ゼロエミッション・水素タウ

ン連携研究室 

・NEC-産総研 量子活用テクノロジー連携研究室 

 関係省庁で、特例随意契約の上限額の引き上げに

ついて検討の動きがみられ、今後改善が図られるこ

とが期待される。これにより特例随意契約の対象案

件がさらに拡大することで、契約締結までの期間短

縮による迅速な調達の実現に繋がり、研究成果の早

期発現が見込まれる。 

 

 

 冠ラボ制度の運営が軌道に乗り、また所内に認知

されたことにより新規設置が継続的に行われた。冠

ラボは、件数としては平成 29 年度比 3 件増、民間

資金獲得額でも約 29％増となった。また、冠ラボシ

ンポジウムの開催により、多くの企業に冠ラボの具

体例、メリットが周知され、企業 7社と新たな連携

に向けた協議が開始された。 
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る。 

 

研究に専念で

きる環境を確

保するための

仕組みや体制

を整える。 

 

運用等を検討・実施する。 

・施設・設備の維持管理に

ついては、産総研施設整備

計画及び産総研スペース利

活用計画に基づき、老朽化

対策や研究スペースの集約

による効率化等を図る。 

・研究者が研究に専念でき

る環境を整備するため、研

究支援人材の確保に向けた

施策を検討する。 

・特例随意契約について

は、「特定国立研究開発法人

の調達に係る事務につい

て」（平成 29 年 3 月 10 日

内閣総理大臣決定、総務大

臣決定）に基づき、研究資

金の不正使用防止のための

ガバナンスを徹底し、適切

な調達を実施する。 

・また、国の調達制度改革

に向けた取り組みを踏ま

え、より迅速かつ効果的な

調達を実現するため、調達

実績の把握・分析等を行い、

制度改善に向けた取り組み

を推進する。 

 

✓研究支援職に関

するニーズ調査の

結果を踏まえ、研

究支援人材を確保

する新たな制度を

設計したか。 

✓「特定国立研究

開発法人による研

究開発等を促進す

るための基本的な

方針」に基づき、新

たな随意契約方式

を導入したか。 

連携研究室（冠ラ

ボ）の設置状況 

 

 平成 29年度に引き続いて、冠ラボごとの成果報

告懇談会、またすべての冠ラボ関係者を対象とす

る冠ラボ交流会を開催した。さらに、新規パート

ナー企業の開拓をめざして、平成 30 年 10 月に冠

ラボシンポジウムを開催し、126 社の参加を得た。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国内外機関

との産学官連

携・協力の体制

や企画力の強

化 

 世界最高水

準の研究開発

成果の創出、成

果の「橋渡し」

の実現に向け、

大学、産業界及

び海外の研究

開発機関等と

の連携・協力を

・国内外機関

との産学官連

携・協力の体制

や企画力の強

化 

 世界最高水

準の研究開発

成果の創出、成

果の「橋渡し」

の実現に向け、

大学、産業界及

び海外の研究

開発機関等と

の連携・協力を

＜国内外機関との産学官連

携・協力の体制や企画力の

強化＞ 

・パートナー企業のニーズ

に、より特化した研究開発

の実施を目指し、企業との

大型共同研究等を行うため

の組織「連携研究室(冠ラ

ボ)」の設置を進め、平成 29

年度実績と同等以上の設置

数を目標とする。 

・大学等外部機関の構内に

連携研究を行うための研究

組織「オープンイノベーシ

✓オープンイノベ

ーションラボラト

リ（OIL）の整備状

況 

✓イノベーション

コーディネータ等

を内部登用するた

めの連携ノウハウ

を共有する場を設

定し、その参加を

通じた育成を行っ

たか。 

✓研究開発や事業

化経験等を有する

 平成 29 年度に引き続き、企画本部に設置した

OIL 室により、全 OIL を対象とした定期連絡会開

催、労務管理・安全管理の一層の改善、研究成果の

とりまとめ、橋渡し促進のための追加予算配賦な

どを実施し、各 OIL の運営管理を一層強化した。

平成 30年 6月の OIL合同シンポジウムにおいて、

8 研究拠点の活動を民間企業・行政機関などへ紹

介するとともに、参加者との交流を図った。各 OIL

においても、連携先開拓のため、シンポジウム開

催、コンソーシアム形成、定例勉強会開催等によ

り、連携先の開拓に努めた。 

 以上の取り組みの結果、リサーチアシスタント

の学生による優れた目的基礎研究成果（産総研・

名大 窒化物半導体先進デバイスオープンイノベ

 第 4 期中長期計画に沿った OIL の運営体制強化

により、平成 31 年 3 月段階で、大学との連携体制

の更なる充実（桂冠フェロー1 人、クロスアポイン

トメント 12人、招聘研究員 18人、ポストドクター

40人、リサーチアシスタント 65人）が図られた。

さらに、優れた若手人材の育成や、大学等から生ま

れた優れた技術シーズの産業界への橋渡しで、過年

度以上の成果が得られた。 

 

 

 

 

 

 



402 

推進するもの

とする。また、

外部との連携

や技術マーケ

ティング等に

も総合的に取

り組むための

企画・立案機能

の強化等を図

るものとする。 

 

推進する。ま

た、内部人材の

育成に加え、企

業等外部人材

を積極的に登

用するなど、外

部との連携や

技術マーケテ

ィング等にも

総合的に取り

組むための企

画・立案機能の

強化等を図る。 

 

ョンラボラトリ(OIL)」を引

き続き整備する。また、橋

渡しの実現に向け、シンポ

ジウム等の開催、担当 ICの

配置、知財取扱指針の整備

等、OIL 運営体制の強化を

図る。 

・外部機関との組織的連携

に関する包括協定および覚

書等を戦略的に締結し、橋

渡しの実現に向けた新たな

大学、産業界及び海外機関

等との連携・協力を推進す

る。また、締結済の協定及

び覚書については、連携状

況の把握に努め、見直しを

図る。 

・知的財産の活用におい

て、出口シナリオの企画・

立案機能を強化するため、

知的財産情報の発信と有望

案件の発掘・検討を推進し、

技術移転マネージャーを中

心に、研究現場と連携した

技術移転活動を強化する。 

・企業等との研究開発プロ

ジェクト経験や産業界・学

界とのネットワークを有す

る人材を、イノベーション

コーディネータ等として内

部登用するために、連携ノ

ウハウを共有する研修等の

場を設定し、その参加を通

じた育成を行う。さらに、

企業における研究開発や事

業化経験等を有する外部人

材の採用を継続する。 

・技術コンサルティングや

情報検索ツール等を活用し

て企業のニーズ分析を行

い、領域や地域センターを

限定することなく産総研の

外部人材の採用状

況 

✓産総研の総合力

を発揮するための

連携と研究課題の

提案を行ったか。 

✓知的財産の活用

において、マーケ

ティング活動を実

践しているか。 

✓外部機関と協定

等を戦略的に締結

し、新たな交流を

促進したか。 

ーションラボラトリ：「次世代パワーデバイス材料

の結晶欠陥を非破壊検出方法」）が生まれ、産業界

も利用可能な AI橋渡しクラウド（ABCI）がスパコ

ン性能ランキング世界 5 位にランクインする（産

総研・東工大 実社会ビッグデータ活用 オープン

イノベーションラボラトリが設計・開発に関わる）

等、プレスリリース 11件に繋がる研究成果が得ら

れた。 

 

 技術の橋渡しを促進するため、平成 30年度は新

たに 3 件の包括協定を締結した。1 件目は、

Internet of Things（IoT）を活用する先進的製造

技術分野及びその関連分野の技術的連携の促進を

目的として、株式会社ジェイテクトと締結した。2

件目は、地域の産業振興及び活力ある個性豊かな

地域社会の形成・発展に寄与することを目的とし

て広島県と締結した。3 件目は、IoT/AI 分野にお

ける人材育成の促進および共同研究の更なる推進

を目的として学校法人東京理科大学と締結した。

締結済みの協定については、更新時期に合わせて

連携実績の確認を行った。 

 海外機関とは、ドイツ フラウンホーファー研究

機構（FhG）、カナダ国立研究機関（NRC）を含む 4

か国 5 機関とワークショップを実施し、研究テー

マのマッチングを行う等により、実質的な連携構

築を図った。 

 台湾工業技術院（ITRI）とは、両機関のさらなる

連携強化を図るため、双方に R&D 連携スペースが

開設されている。平成 30年度は両機関合わせて 32

名が利用した。締結された個々の MOUについては、

締結当時に期待されていた効果が得られているか

どうかを、期間満了の一定期間前に評価（モニタ

リング）し、期間満了時に更新の是非を検討する

プロセスを導入した。 

 

 知的財産情報の発信については、工業所有権情

報・研修館が運営している開放特許情報データベ

ースへの情報登録・提供や、医療品原料機器・装置

展への出展（産総研ブースへの来場者 463 名、セ

ミナーへの参加者 191 名）を継続して実施した。

また、科学技術振興機構の新技術説明会の場を活

用して、技術移転マネージャーと研究者が連携し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株式会社ジェイテクトとの連携においては、包括

協定に基づく連携協議会により、新規課題発掘等、

連携を拡大するための方策を組織横断的に協議す

る場を得ることができ、連携の大型化・深化による

技術の橋渡しの促進が期待される。広島県との包括

協定では、県が実施する実証事業などにおける研究

協力、広島県内中小製造業の IoT化に向けた支援、

人材交流による企業支援体制の強化を行うことに

より、地域企業との連携が促進され、地域の産業振

興につながることが期待される。学校法人東京理科

大学との包括協定では、産総研の IoT/AI 技術やセ

ンシング技術などについての実践的教育プログラ

ムに、学生が参加することを通じて、現実の課題に

対応可能できる高いレベルの技術と知見を身につ

けた人材の育成が期待される。 

 海外機関とは、ワークショップ開催の成果を踏ま

えて具体的な連携に向けた調整を進めており、新た

な共同研究等に結びつくことが期待される。 

 台湾工業技術院（ITRI）とは、連携スペースをベ

ースとした活発な交流により、産総研の知的財産の

活用や産総研技術移転ベンチャーを交えた連携へ

と発展した。 

 

 

 

 

 展示会等で知的財産情報を継続して発信するこ

とが、共同研究、技術コンサルティング、研究試料

提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付

いた。さらに、展示会等への出展時の来場者との対

話により、産業界の最新ニーズや公表されにくい企

業の現場の実態に関する情報を幅広く収集するこ

とができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案
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総合力を発揮するための連

携と研究課題の提案を行

う。 

 

て、技術移転に関心の高い企業に対して有望な技

術シーズの紹介を行った（来場者 295名）。開放特

許情報データベースへの登録特許は約 6,500 件、

医薬品原料機器・装置展、新技術説明会へ出展し

た技術は 17件である。 

 有望案件の発掘・検討については、商用の特許

解析ツールを活用して、特許の注目度や被引用関

係を解析して、有望技術シーズのリストアップを

実施した。その情報等を活用しながら技術移転の

可能性の高い技術シーズ（反射防止コーティング

技術等）を選定し、実用化レベルでの機能・性能検

証を目的とした試作品製作・実証試験を行い、前

述の展示会や説明会等で産業界にアピールした。

展示会等の出展後に締結した契約は、研究試料提

供契約 5 件、情報開示契約 1 件、実施許諾契約 2

件である。また交渉中の案件が 14件ある。（再掲） 

 

 

 

 イノベーションコーディネータの毎月の活動報

告や新任のイノベーションコーディネータの活動

内容の確認とイノベーション推進本部長への情報

共有を行う月 2 回の報告会等を通してイノベーシ

ョンコーディネータの定常的な活動内容を確認す

る仕組みを設けた。 

 イノベーションコーディネータを補佐する役職

（連携主幹）に、経営や他社との契約交渉の経験

を持つ民間企業出身者 2 名を採用し、うち 1 名を

企業連携において幅広く活用が進む技術コンサル

ティングの専任として登用した。 

 さらに、連携主幹、連携の企画にかかわる職員

に対しては、日々の業務で企業交渉に同席させる

など OJT を実施した。また、従来 OJT が中心であ

った連携人材の育成において、連携人材育成研修

（2回）や企業提案の基礎力トレーニング（5回）

を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通

して連携人材の育成を進めた。 

 

 外部機関が提供するマーケティングデータベー

スや特許データベース、企業のニーズと大学等の

技術シーズのマッチングを行うシステムを活用し

て企業ニーズや中長期の事業計画、研究開発戦略・

やその軌道修正にも役立った。また、特許解析ツー

ルを活用して産総研の技術シーズの注目度を分析

することで、注目度の高い技術に重点を置いた戦略

的な技術移転活動を実施することができた。これに

加えて、有望技術シーズを基にした試作品製作・実

証試験を実施することにより、技術シーズを見える

化することができ、産業界にアピールしやすくなっ

た。 

 出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、知

的財産の実施等に係る件数を 1,158 件と増加させ

ることができた。契約金額についても平成 29 年度

を上回り、4.8億円の収入を得た。さらに、有望技

術の一つである高圧電性窒化スカンジウムアルミ

ニウム薄膜技術について、技術移転によりスマート

フォン用高周波フィルタとして普及拡大したこと

等が評価され、平成 30 年度全国発明表彰において

21世紀発明奨励賞及び 21世紀発明貢献賞を受賞し

たことは特筆に値する。（再掲） 

 

 外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修

によってイノベーションコーディネータなど「橋渡

し」にかかわる専門人材が強化された。企業から提

示された技術課題に対する産総研シーズのマッチ

ングのみならず、事業化までを視野に企業とともに

新たな連携テーマを構築することができるように

なり、これまで連携テーマの設定が難しかった新た

な産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など

大型の企業連携につなげることができた。具体的に

は、イノベーション推進本部と各領域のイノベーシ

ョンコーディネータが協力し、新たに食品メーカー

や精密機器メーカーとの間で領域の壁を越えて組

織連携の構築に向けた調整を進めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 外部機関が提供する企業情報等を活用して企業

のニーズ分析を行い、その分析結果を踏まえた技術

コンサルティングを実施することにより、企業の全

社的な事業計画を視野に入れた複数の領域に跨る
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重点分野等を分析し、オール産総研での技術コン

サルティングを実施した。 

 

研究テーマを提案することができた。今後も、連携

対象となる企業内の部署が広がることで大型の包

括的共同研究の構築が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際標準化

活動を積極的

に推進するた

めの体制 

 技術的知見

が活用できる

テーマであり、

かつ、戦略的に

重要な研究開

発テーマや産

業横断的なテ

ーマについて、

民間企業等と

連携して国際

標準化活動を

推進するため

の体制を整備

するものとす

る。 

 

・国際標準化

活動を積極的

に推進するた

めの体制 

 技術的知見

が活用できる

テーマであり、

かつ、戦略的に

重要な研究開

発テーマや産

業横断的なテ

ーマについて、

標準化を通し

て産業競争力

を強化する「橋

渡し」役を担う

べく、民間企業

等と連携して

国際標準化活

動を推進する

ための体制を

整備する。 

 

＜国際標準化活動を積極的

に推進するための体制＞ 

・標準化戦略会議を開催

し、産総研の標準化戦略の

策定を行う。 

・標準化戦略会議等を活用

して、戦略的な標準化提案

を促進する支援策の検討を

行う。 

・民間企業等と連携しつつ

標準化に取り組む案件につ

いて、標準化提案に繋がる

ように支援を実施する。 

・標準化活動の支援策等を

通じて、標準化活動を担う

人材の確保に取り組む。 

 

✓国際標準化活動

を推進するため民

間企業等との連携

を強化したか。 

✓知財及び標準化

の両面から一体的

に推進したか。 

 

 標準化にかかる全所的な取組を議論する標準化

戦略会議を 4 回開催し、国際標準化推進担当理事

及び知的財産・標準推進部並びに各領域・総合セ

ンターの標準化代表者間で産総研の標準化の方向

性を共有しつつ、標準化個別テーマの審議、標準

化専門家の活動支援及び標準化人材の育成に関す

る検討等を行った。 

 

 標準化戦略会議での検討を踏まえて、戦略的な

標準化提案を促進する施策として、標準化戦略 FS

（17件）、標準基盤研究（12件）及び旅費支援（41

件）など、標準化を推進する各フェーズに応じた

支援を行った。また、経済産業省の新市場創造型

標準化制度を活用して、中小企業が携わる標準化

を支援した。 

 

 

 民間企業等と連携しつつ標準化に取り組む案件

が標準化提案に繋がるよう、標準化戦略 FSにおい

て、民間企業との連携可能性（1件）や知的財産活

用との一体的推進の可能性（12件）に関する観点

を導入して案件を選定し、支援を行った。 

 

 標準化戦略 FS、標準基盤研究、旅費支援等の支

援を着実に実施することで、若手人材や標準化に

すでに取り組んでいる人材の活動を促し、標準化

活動を担う人材の確保に努めた。また、人材育成

の一環として、一般財団法人日本規格協会が平成

29年度から開始した規格開発エキスパートへの登

録を推奨し、5 名が規格開発エキスパートの資格

取得のための講座を新規受講するとともに、56名

の登録が得られた。 

 

 標準化戦略会議を通じて関係者間の意識共有が

なされたことで、標準化の実現可能性を検討する標

準化戦略フィジビリティスタディ(FS)、標準を作成

することを目的とした研究である標準基盤研究及

び標準化国際会議へ参加するための旅費支援など

各種支援策において戦略的な取組が促進できた。 

 

 

 標準化を推進する各フェーズに応じた支援の結

果、産総研が事務局を務める ISO/TC229を介して行

ったナノテクノロジーに関する「流動場分離法を用

いたナノ材料分級法に係る国際規格」の提案を含

め、50件の標準化提案を行うことができた。また、

新市場創造型標準化制度を活用した中小企業によ

る標準化提案（3件）に貢献し、そのうち 1件は JIS

の発行につなげた。 

 

 標準化戦略 FS の支援対象となった案件は、事前

調査の段階である FS から、標準を作成することを

目的とした標準基盤研究等へ今後移行し、標準化提

案に向けた取組が進展することが期待できる。 

 

 

 ISO 等の国際標準化委員会の役職者やエキスパ

ート、JIS原案作成員会の委員等として多くの職員

が国内外の標準化活動に貢献し、延べ数では研究職

員の約 10名に 1名が標準化活動に携わっている。 

 

 

③適正な研究

開発等の実施

を確保するた

めの体制の充

実 

③適正な研究

開発等の実施

を確保するた

めの体制の充

実 

＜適正な研究開発等の実施

を確保するための体制の充

実＞ 

・文部科学省の「研究活動

における不正行為への対応

研究活動における

法令遵守・リスク

管理に取り組んで

いるか。 

 職員の研究倫理教育として、研究倫理に関する

e-ラーニング研修を継続的に実施するとともに、

役職員等のコンプライアンス意識の向上等のた

め、平成 30年度に新たに設定した「コンプライア

ンス推進週間」の取組みの一環として、研究推進

 研究倫理教育の着実な実施により、研究活動にお

ける法令順守・リスク管理に関する一人ひとりの意

識の向上に繋がった。また、管理職を対象とした研

修の実施により、管理職が研究倫理について考える

機会を得たことで、部下への適切な指導がなされ、
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 国民の負託

を受けて信頼

ある研究開発

を実施してい

くために、国の

指針等を踏ま

え、適切な法令

遵守・リスク管

理体制を適切

に構築し、その

実施状況につ

いて適切な方

法により社会

に発信するも

のとする。 

 

 国民の負託

を受けて信頼

ある研究開発

を実施してい

くために、国の

指針等を踏ま

え、適切な法令

遵守・リスク管

理体制を適切

に構築し、その

実施状況につ

いて適切な方

法により社会

に発信する。 

 

等に関するガイドライン」

を踏まえ、研究倫理教育の

実施を通じて産総研の研究

成果の信頼をより高め、法

令順守・リスク管理に取り

組む。 

 

組織の管理職を対象とした研修（講師：研究倫理

担当理事）を実施し、研究倫理について考える機

会を設けた。 

 なお、平成 29年度後半に明らかとなった産総研

の情報システムに対する不正なアクセスによるシ

ステムの停止により、平成 29 年度分の e-ラーニ

ング研修を受講できなかった職員等に対しては、

特設ページを開設して受講を促し、平成 30年 8月

までに受講を完了させた。 

 

産総研全体の研究成果がより信頼できるものとな

ることが期待できる。 

 以上を総括し、1）当初計画になかった「サステ

ナブル技術連携促進シンポジウム」の開催により、

総計 700名を超える参加者を得て、一部は、民間と

の連携に発展したこと、「エッジ・ランナーズ」に

おいて、インパクト・ファクターが 40 を超える雑

誌に論文を発表する事例が出てきたこと、2）「理研

－産総研チャレンジ研究」では、本研究がもととな

って戦略的創造研究推進事業（JST・CREST)、光・

量子飛躍フラッグシッププログラム（文部科学省・

Q-LEAP）、科研費（基盤 A・B、新学術領域研究）な

どに採択されるなど、目的基礎研究を当初計画を上

回って強化できたこと、3）意思決定プロセスの見

直しを行ったことで、理事会の機能強化をはじめ各

種委員会の権限と責任が明確化され、理事長による

ガバナンスが円滑に機能することが見込まれるこ

と、4）冠ラボシンポジウムの開催により、多くの

企業に冠ラボの具体例、メリットが周知され、企業

7 社と新たな連携に向けた協議が開始されたこと

より、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 施設・設備の維持管理について、産総研の施設は

その多くが築後 35年以上を経過し、電力・給排水・

空調設備等の機械設備のみならず、外壁や屋上防水

等の建物本体も老朽化が進行しており、維持管理コ

ストの上昇につながっている。また、危険な老朽化

施設の閉鎖を促進する一方で、研究活動の拡大に向

けた連携・橋渡し研究等に係るスペースの確保も行

う必要がある。以上を踏まえ、産総研が保有する基

本インフラについて必要な改修費等に関する情報

の精度向上を図り、予算や工期の制限があるなか

で、中長期的視点で費用対効果の高い施設整備を計

画的に進める。さらに、老朽化の著しいつくばセン

ターの研究別棟について、老朽化対策費及び施設維

持管理費の削減を目的としたスペース縮減計画を

策定し、実行する。 

 知的財産の活用について、知的財産の出願や維持

管理にかかるコストと収入のバランスの改善及び

産総研技術のさらなる成果普及が課題である。その

ため、さらなるライセンスと知財収入の増大のため
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の方策を検討する。具体的には、企業からの注目度

が高い技術についてさらに普及拡大を図ると共に、

次の注目技術の発掘・育成を戦略的に推進する。 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 

評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（その他本部機能に対する評

価） 

・「橋渡し」の実施体制のさ

らなる強化に向けて技術マー

ケティングを担う専門人材で

あるイノベーション・コーデ

ィネーター(IC)の体制構築等

を進めたところだが、次年度

以降、現状の更なる改善点の

洗い出しやこれを踏まえた一

層の取組強化が必要。またマ

ーケティング機能を支える組

織全体の体制の整備や意識改

革も引き続き行っていくこと

も必要。 

また、組織改革や人材の育

成・活用について、優秀な若

手・中堅人材の研究者獲得と

人材流動化促進を積極的に行

い RA制度やクロスアポイン

ト制度のさらなる活用も含め

た組織内外の若手雇用・育成

と、シニア世代の能力・経験

の最大活用を図っていくこと

も必要。 

Ⅰ 研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

（４）産総研技術移転ベンチ

ャー支援の強化 

（５）技術的ポテンシャルを

活かした指導助言等の実施 

（６）マーケティング力の強

化 

（８）戦略的な知的財産マネ

ジメント 

（９）地域イノベーションの

推進等 

 ①地域イノベーションの推

進 

（１１）「橋渡し」機能強化

を念頭に置いた領域・研究者

の評価基準の導入 

・民間企業から産総研技術移転ベンチャーへの出資を促進するた

め、ビジネスインキュベーション機関及びベンチャーキャピタル等

とのネットワークを活用した連携活動並びに事業計画・ビジネスプ

ランのブラッシュアップ等の事業支援を強化する。 

・コンサルティング制度に関する職員への周知などによって、職員

の理解の促進を図ると共に、民間企業への説明を徹底して、研究現

場での一層の活用を図る。技術コンサルティングの大幅な増加を踏

まえ、顧客満足度のモニタリング調査を実施し、業務品質の向上を

図るとともに、効率的な技術コンサルティング制度の運用のあり方

を検討する。 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活

動を実施する。マーケティング強化のため、目的基礎研究や「橋渡

し」研究前期に追加的に措置される交付金については、民間資金獲

得強化の方針を導入する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活

動を行う機能の充実及び効率的な運用を図る。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティング

を担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設

定し、内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研

修等のあり方を検討する。 

・知財戦略会議を開催し、「強く広い」知的財産権の取得等を目指

した産総研全体としての知的財産戦略の策定及び知的財産マネジメ

ント強化策の検討を行う。 

・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化

するため、知的財産情報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、

技術移転マネージャーを中心に、研究現場と連携した技術移転活動

を強化する。 

・地域における「橋渡し」の推進のため、自治体や公設試との連携

関係の強化や、「産総研イノベーションコーディネータ」制度のさ

らなる拡充と活用等により、地域中核企業との研究連携を推進す

る。 

・日本政策投資銀行との包括協定を活用し、産総研技術移転ベンチャ

ーの経営者に対する起業家相談会の実施、および NEDOとビジネスマ

ッチング会「産総研発ベンチャーTODAY」の共同開催を行うことで、

産総研技術のインキュベーションを強化した。企業ごとに専任の担

当コンシェルジュを設定し、企業ニーズや経営状況を把握して資金

調達や販路開拓を行うなど支援活動を強化した。産総研技術移転ベ

ンチャーに対して、知的財産の管理費用及び契約一時金の費用減免、

施設使用料の減額などの技術移転促進措置を実施することで、ベン

チャー成長の支援を強化した。 

・地域センターの職員等を対象にした個別説明会（9回）を開催し、

技術コンサルティング制度の活用方法やメリットを周知すること

で、つくばセンターのみならず地域センターにおいても技術コンサ

ルティングが定着し一層の活用が図られた。連携主幹１名を専属の

担当として配置し、より効率的な技術コンサルティングの運用を行

う体制を整えた。研究者と各領域の研究戦略部、イノベーション推進

本部の技術コンサルティング制度の専属担当者、さらにはイノベー

ションコーディネータとの間で、技術コンサルティングの適否や制

度の注意点などの確認を行うなど事前相談を繰り返し質向上に努め

た。 

・研究に高い専門性を有するイノベーションコーディネータを各領

域や TIA推進センターに 26名配置するとともに、産総研の連携活動

を領域横断で統括するイノベーションコーディネータを 15名、また

地域連携の中核機能を担うコーディネータを全国 9 つの地域センタ

ーに 19名配属しマーケティングの強化を図った。理事長裁量の戦略

予算において、民間資金獲得強化を狙った提案を優先的に採択し、課

題ごとに技術開発や事業化、ビスネスモデルの構築、連携プロジェク

トの支援をするイノベーションコーディネータを指名した。 

・外部専門家の指導のもと、特定企業のニーズや事業計画を踏まえ

て、領域横断で技術シーズを融合させ、企業への提案を行うととも

に、連携人材育成研修のなかで、産総研の全リソースを利用した事業

化の提案のケーススタディを行い、領域をまたがるマーケティング

機能の充実を図った。また、各部署のイノベーションコーディネータ

が参画する拡大技術マーケティング会議を 3 回開催し、マーケティ
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・平成 27年度に各地域センターが所在する地域ごとに創設した、地

域中核企業からなる「テクノブリッジクラブ」を活用し、地域中核

企業との連携強化を推進する。 

・オープンイノベーションを推進して事業化への「橋渡し」を加速

させる世界的な産学官連携拠点の形成を目指し、SCR新棟建設事業

を進めるとともに、老朽化が進んだ既存 SCRの機能の見直しを図

り、研究開発環境の維持と安全対策強化を行う。海外研究拠点との

連携や革新的なアイデアを持つ企業等によるオープンイノベーショ

ンが可能となるように、SCR、NPF、MEMSラインの連携を強化して

IoTデバイスの研究開発能力を向上させる。 

・オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強

化に資する事業の一環として、拠点運営機能にマーケティング機能

を付加し、SCRの IoT技術開発拠点としての価値を向上させる施策

を実施する。 

・より高度な半導体製造装置等の整備を進め、量産開発に資する 6

インチ大型ウェハーを用いた SiCパワーデバイス試作ラインの稼働

率を向上させ、オープンイノベーション拠点としての価値を一層高

める。 

・共用施設ステーションでは、TIA中核他機関等との連携を強化し

利便性の向上を図る。また、IC等によるマーケティング機能を付加

することにより、共用施設ネットワークマネージメントグループ

等、構成する各マネジメントグループやステークホルダーグループ

を活用して、オープンプラットフォーム機能の強化と企業連携活動

を加速する。 

・ナノテクキャリアアップアライアンスや TPEC人材育成等、今後の

TIAの人材育成機能の方向性となりうる、民間企業の人材育成に資

する機能を強化する。 

ング活動の情報や成功モデル・失敗例を幅広く共有した。さらに、企

業からの提供資金により行う共創型コンサルティングにおいて、領

域横断のテーマ創出を加速するなど、全所横断的なマーケティング

活動の効果的な運用を図った。 

・イノベーションコーディネータの毎月の活動報告やイノベーショ

ン推進本部長等への情報共有を行う月 2 回の報告会等を通してイノ

ベーションコーディネータの定常的な活動内容を確認する仕組みを

設けた。イノベーションコーディネータを補佐する役職に、経営や他

社との契約交渉の経験を持つ民間企業出身者 2名を採用し、うち 1名

を企業連携において幅広く活用が進む技術コンサルティングの専任

として登用した。従来 OJTが中心であった連携人材の育成において、

外部講師を活用した連携人材育成研修（2回）や企業提案の基礎力ト

レーニング（5回）を開催し、連携人材の育成を進めた。 

・イノベーション推進本部幹部及び各領域を含めたパテントオフィ

サー等が委員として参加する知財戦略会議（3 回）において、パテン

トオフィサー等の所内専門人材がチームとなり戦略策定・更新を継

続的に支援する特優テーマ支援、先行技術調査の結果や先行技術調

査の結果をグラフや表で見える化した特許マップを研究者に提供す

る支援等、社会的インパクトの大きい研究成果の橋渡しを一層加速

させるための知財戦略及び知財マネジメント強化策の検討を行っ

た。 

・技術移転に関心の高い企業向けに有望な技術シーズの紹介の場と

して、科学技術振興機構の新技術説明会の場を活用した。 

・公設試等職員又はその幹部経験者を産総研 ICとして委嘱又は雇用

し、地域ニーズの把握やグローバルニッチトップ企業等の地域中核

企業の発掘や企業面談による人脈づくりに取り組むなど公設試との

連携強化を図った。産総研 ICが一堂に会する会議を活用し、産総研

と公設試及び公設試どうしのネットワークを強化した。平成 30年度

より、役職員等が、地縁を持つ都道府県に対して、その知見を活用し

て地域連携へ貢献できるような機会の創出を図る「産総研ふるさと

サポーター」の取組みを新たに開始した。 

・各地域センターが、テクノブリッジクラブを活用して、地域企業が

求める産総研の技術シーズを紹介する等、地域中核企業へのマーケ

ティング機能を高め、地域における技術開発ニーズと産総研技術シ

ーズとのマッチング機能を強化した。また、加盟企業向けのテクノブ

リッジフェアを各地域センターで開催するなど、地域中核企業の技

術開発ニーズと産総研技術シーズとのマッチングを行い、連携強化

を図った。 

・オープンイノベーションを推進して事業化への「橋渡し」を加速さ

せる世界的な産学官連携拠点の形成を目指し、研究開発環境の向上

と安全対策強化を行ったクリーンルームを有する新棟の建設に着手

した。外部研究機関が SCR に持ち込みを希望するデバイス基板の受
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け入れ汚染基準の緩和、半導体プロセス自体や手順の標準化を行う

ことにより、多様なユーザーニーズに対応するための運営の改善を

行った。 

・イノベーションコーディネーター（IC）と連携して、プロセスイン

テグレーターが活動することで、SCRの利用拡大を図る。マーケティ

ングを戦略的に企画する戦略ユニットと、マーケティングによるニ

ーズを拠点運営に効率的に活用するための拠点活用推進チームを新

設して、オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機

能を強化した。SCRの IoT技術開発拠点としての価値を向上させるた

め、今後の産業界ニーズに整合した拠点構築を進めるための方策・方

針を検討する委員会を立ち上げ、高機能 IoT デバイス研究開発拠点

に対する産業界・大学のニーズ調査を行った。 

・新材料パワー半導体のオープンイノベーション拠点としての価値

を一層高めるため、SiCの 4インチラインに併設して、ワイドギャッ

プ化合物半導体プロセスのための高度な半導体製造装置の整備を進

めた。また、24 時間稼働へと移行して稼働率を高めた 6 インチ大型

ウェハーを用いた SiCパワーデバイス試作ラインでは、新たに約 5億

円相当の成膜プロセス装置を住友電気工業株式会社から無償提供を

受けて処理能力を向上させ、月産 100枚を超すレベルにまで達した。 

・つくば共用研究施設データベースは、つくばグローバルイノベーシ

ョン推進機構が管理していたが、TIAのホームページに移管すること

によって、つくば地区の連携をより密接にした。 

・「科学技術人材の育成コンソーシアム構築事業」における「ナノテ

クキャリアアップアライアンス」形成を推進した。この事業では平成

29 年度に続き、若手研究人材等の共同研究プログラムや研修コース

の受講を通じて、キャリアアップに向けた知識獲得とスキル向上を

主とする人材育成を行った。また、企業において育成対象者の研究成

果発表会を実施するなど、企業に対し TIA の人材育成事業の紹介活

動を強化した。 

（総合評価） 

・また、組織改革や人材の育

成・活用の観点から、リサー

チアシスタント(RA)制度やク

ロスアポイント制度のさらな

る活用も含めた組織内外の若

手雇用・育成と、シニア世代

の能力・経験の最大活用が必

要。 

 

 

（その他本部機能に対する評

価） 

３．業務横断的な取り組み 

（１）研究人材の拡充、流動

化、育成 

（２）組織の見直し 

（３）特定法人として特に体

制整備等を進めるべき事項 

・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進める

とともに、制度の一層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1)クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究

人材の受け入れと同時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じ

て組織の枠組みを超えた研究体制を積極的に活用する。 

2)リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保す

る。 

・研究者の育成において、以下の取り組みを行う。 

1）職員が研究者倫理、コンプライアンス、安全管理などの必要な基

礎知識を習得するよう、e-ラーニング等の研修を引き続き徹底させ

るとともに、必要に応じて受講内容等について見直しを図る。 

2）研究職員の研究能力及びマネジメント能力向上を研修により支援

する。特にユニット長等研修をはじめとする階層別研修について見

・クロスアポイントメント制度を活用し、大学法人等の教授等から新

たに 11名の優れた研究人材を受入れ、研究を推進した。優秀な大学

院生が学位取得のため産総研で研究活動に専念できるリサーチアシ

スタント制度を活用し、345名の優れた大学院生が産総研の研究開発

業務に従事した。大学での学業を行うため産総研に長期滞在するこ

とが困難な学生でも雇用可能となるよう、年間の雇用日数と月あた

りの勤務日数について、柔軟な設定を可能とする運用をした。新たな

研究分野に挑戦するような若手研究者が安定かつ自立して研究を推

進できる環境の実現を目指すとともに、多様な研究機関において活

躍し得る若手研究者の新たなキャリアパスを開拓するため、卓越研

究員制度を活用した。 

・「研究者倫理」、「コンプライアンス」、「安全管理」等の職員の職務

遂行に必要な基礎知識に関する受講カリキュラムの見直しを行うと
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・また、組織改革や人材の育

成・活用について、優秀な若

手・中堅人材の研究者獲得と

人材流動化促進を積極的に行

い RA制度やクロスアポイン

ト制度のさらなる活用も含め

た組織内外の若手雇用・育成

と、シニア世代の能力・経験

の最大活用を図っていくこと

も必要。  

直しを実施し、職責により求められるマネジメントや人材育成の能

力の向上を図る。 

・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケテ

ィング人材育成事業等の研修を実施し、内部人材を育成する。 

・産総研全体として「橋渡し」機能の強化を図る体制を維持する観

点から本部組織等について、必要に応じて柔軟に見直す。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティング

を担う専門人材の強化のため、企業連携活動への参加機会や基礎的

な企業連携研修（年 2回程度）等、連携ノウハウを共有する場を設

定し、内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づいた

外部人材の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研

修等のあり方を検討する。 

・大学等外部機関の構内に連携研究を行うための研究組織「オープン

イノベーションラボラトリ(OIL)」を引き続き整備する。また、橋渡

しの実現に向け、シンポジウム等の開催、担当 IC の配置、知財取扱

指針の整備等、OIL運営体制の強化を図る。 

・外部機関との組織的連携に関する包括協定および覚書等を戦略的

に締結し、橋渡しの実現に向けた新たな大学、産業界及び海外機関

等との連携・協力を推進する。また、締結済の協定及び覚書につい

ては、連携状況の把握に努め、見直しを図る。 

・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化

するため、知的財産情報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、

技術移転マネージャーを中心に、研究現場と連携した技術移転活動

を強化する。  

ともに、「法人文書管理」の講座を新規に追加し、全 15 項目の e-ラ

ーニングとして実施した。また、職員に必要な基礎知識の理解をより

一層深めるため、理解度テストに合格基準（正答率 80%）を設定し、

理解度テストに合格しない場合は受講が完了しないこととした。役

職ごとに求められる専門スキルや人間力（知的能力、対人関係力、自

己制御力）の向上を目的として、階層別研修（全 17種類）にグルー

プワークを導入するなど、役職ごとの研修を適宜見直した上で実施

した。 

・海外派遣型マーケティング人材育成事業として、フランス国立科学

研究センター（CNRS）のイノベーション・事業連携部への事務職の派

遣については、より一層の連携強化や連携構築の具体化に向けて、派

遣期間を 1年延長した。 

・イノベーションコーディネータの毎月の活動報告とイノベーショ

ン推進本部長等への情報共有を行う月 2 回の報告会等を通してイノ

ベーションコーディネータの定常的な活動内容を確認する仕組みを

設けた。イノベーションコーディネータを補佐する役職（連携主幹）

に、経営や他社との契約交渉の経験を持つ民間企業出身者 2 名を採

用し、うち 1 名を企業連携において幅広く活用が進む技術コンサル

ティングの専任として登用した。 

・企画本部に設置されている OIL 室により、全 OIL を対象とした定

期連絡会開催、労務管理・安全管理の一層の改善、研究成果のとりま

とめ、橋渡し促進のための追加予算配賦などを実施し、各 OILの運営

管理を一層強化した。 

・技術の橋渡しを促進するため、平成 30年度は新たに 3件の包括協

定を締結した。海外機関とは、4か国 5機関とワークショップを実施

し、研究テーマのマッチングを行う等により、実質的な連携構築を図

った。 

・技術移転に関心の高い企業に対して有望な技術シーズの紹介のた

め、科学技術振興機構の新技術説明会の場を活用した。特許の注目度

や被引用関係を解析して有望案件を発掘・検討するために、商用の特

許解析ツールを活用した。その情報等を活用しながら技術移転の可

能性の高い技術シーズを選定し、実用化を目的とした試作品製作・実

証試験を行い、前述の展示会や説明会等で産業界にアピールした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
（政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシート

の番号を記載） 
 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
一般管理費の削減 毎年度： 

３%以上 
 ３% ３% － － －   平成 28年度までの指標 

業務経費の削減 毎年度： 
１%以上 

 １% １% － － －   平成 28年度までの指標 

一般管理費（人件

費を除く。）及び業

務費（人件費を除

く。）の合計の効率

化 

毎年度： 

1.36%以上 
 － － 1.36% 1.36%    平成 29年度からの指標 

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：各項目とも着実に業務を実施し、多くの項目

で顕著な成果を創出した。 

 適切な調達の実施など 2項目が A評定、研究施設

の効果的な整備と効率的な運営事項など 3項目が B

評定であることから、業務運営の改善及び効率化に

関する事項を、B評定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研究施設の

効果的な整備

と効率的な運

営 

 我が国のオ

１．研究施設の

効果的な整備

と効率的な運

営 

 我が国のオ

・産学官が一体となって行

う研究開発を行うため、連

携先の要望に柔軟に対応で

きる施設・仕組み等の整備、

構築、見直しを進めるとと

✓産学官が一体と

なって研究開発を

行うための施設や

仕組み等の整備・

構築を実施した

 産総研の共用施設・装置を利用者が約款に基づ

く簡便な手続で利用でき、発生した知的財産は利

用者側に帰属させることができる新たな制度を平

成 25年度より運用している。現在、スーパークリ

ーンルーム(SCR)のほかナノプロセシング施設

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：共用施設等利用制度では、利用件数、利用料

収入共に着実に増加している。 

 利用契約件数は平成 29 年度比 2 割、利用料収入
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ープンイノベ

ーションを推

進する観点、さ

らには「橋渡

し」機能の強化

を図る観点か

ら、産学官が一

体となって研

究開発を行う

ための施設や

仕組み等を含

め戦略的に整

備・構築すると

ともに、それら

施設等の最大

限の活用を推

進するものと

する。 

 

ープンイノベ

ーションを推

進する観点、さ

らには「橋渡

し」機能の強化

を図る観点か

ら、産学官が一

体となって研

究開発を行う

ための施設や

仕組み等を戦

略的に整備・構

築するととも

に、それら施設

等の最大限の

活用を推進す

る。 

 

もに、産総研の施設等を活

用した共同研究の他、企業

による分析、計測等により、

引き続き橋渡し機能の強化

を図る。 

 

か。 

✓産総研施設・装

置を活用し、橋渡

し機能の強化を図

ったか。 

 

（NPF）、先端ナノ計測施設（ANCF）、超伝導アナロ

グ・デジタルデバイス開発施設（CRAVITY）、蓄電池

基盤プラットフォーム（BRP）及び MEMS 研究開発

拠点（MEMS）、先端バイオ計測施設（Bio）を公開し

ている。平成 30年度においては、これらの施設・

装置の利用契約件数は延べ 327 件（うち民間企業

198件）に上り、平成 29年度の利用契約件数（延

べ 273 件、うち民間企業 163 件）を大幅に上回っ

た。また利用料収入は約 4億円に達し、平成 29年

度の利用料収入を約 0.4 億円上回った。また、住

友電気工業株式会社とのテクノブリッジ型共同研

究に基づき、SiCデバイスの量産技術の開発などを

可能とする 6 インチラインを SCR 内に設置し平成

28 年 11 月より稼働を開始した。テクノブリッジ

型共同研究とは、企業が産総研においてより柔軟

性の高い研究テーマや体制で共同研究を実施でき

るように、平成 28年度に新たに整備された制度で

ある。新設の 6インチラインは平成 30年 1月より

24時間稼働へと移行し、さらに着実に稼働実績を

伸ばしている。また、4インチラインにおいては、

GaN（窒化ガリウム）デバイスの量産に必要な研究

設備の整備を完了し、研究開発を開始した。加え

て、二箇所に分離したクリーンルーム間の連結パ

スを設置し、運営を効率化した。 

 

は年間収入として平成 29 年度比 1 割強増加した。

また、4インチラインでは、クリーンルームの移動

を円滑にすることで、ライン運営職員の 1班あたり

6名のところを 1名減員し 5名での運用を可能とし

た（3 班体制で合計 3 名減員）。このように、産学

官が一体となって研究開発を行うための施設や仕

組み等を戦略的に整備・構築する取り組みにより、

TIAの施設等が活用され、企業等が効率的に「橋渡

し」に向けた研究開発が行えるプラットフォームが

一層強化された。 

 以上を総括し、共用施設等利用制度の運用や 6イ

ンチ SiCパワーデバイス試作ラインの本格稼働、研

究開発体制の整備などにより共用施設の利用が増

加するなどオープンイノベーション推進への貢献

が認められ、所期の目標を着実に実施したことか

ら、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 共用施設の利用は着実に増加しているものの、将

来にわたる安定的な運営に向けて、運営の収支バラ

ンスを取ることと施設の老朽化に対応していくこ

とが引き続きの課題である。そのため、イノベーシ

ョンコーディネータとインテグレータを中心とし

た積極的なマーケティング活動や企業ニーズにフ

レキシブルに対応する体制の整備、複数の共用施設

の契約一本化による利便性向上等を更に推し進め

て民間利用を拡大させるとともに、新棟建設など施

設の計画的な整備と運営経費の見直し削減などで

施設運営の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ＰＤＣＡサ

イクルの徹底 

 各事業につ

いては厳格な

評価を行い、不

断の業務改善

を行うものと

する。評価に当

たっては、外部

の専門家・有識

者を活用する

など適切な体

２．ＰＤＣＡサ

イクルの徹底 

 各事業につ

いては厳格な

評価を行い、不

断の業務改善

を行う。評価に

当たっては、外

部の専門家・有

識者を活用す

るなど適切な

体制を構築す

・評価の実施及び評価結果

の各部署へのフィードバッ

クに当たっては、必要に応

じて改善を行い、更なる充

実とともに効率化を図る。 

・年度評価に加え、第 4 期

中長期目標期間にかかる平

成 31 年度当初の見込評価

に向けて、効果的かつ効率

的な実施方法を決定し準備

を進める。 

・評価結果を領域への予算

✓評価の実施に当

たり、必要に応じ

て改善を行い、評

価の充実と効率化

を図ったか。 

✓評価結果の取り

まとめを迅速に行

い、共有したか。 

✓目標達成のため

のＰＤＣＡサイク

ルを働かせている

か。 

 平成 30 年度の評価の充実と効率化を図るため

に、評価書作成ガイドラインを整備するとともに、

資料作成にかかる所内説明会を評価対象部署ごと

に丁寧に実施した。評価書作成ガイドラインには、

評価委員会の資料の項目ごとに、令和元年度に作

成する自己評価書に有効活用できるような記載の

ポイント、アピール力のある成果及び効果的な表

現の例を盛り込んだ。そのために、平成 29年度の

大臣評価コメントで選び出された自己評価書の実

績内容の記述及び、主務大臣に高い評価を得てい

る他法人の自己評価書の実績内容の記述を分析し

た。さらに、平成 29年度の評価書の初稿から最終

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：評価書作成ガイドラインを整備した結果、資

料修正に要する作業時間の大幅な削減が見込まれ

る。また、ベンチマークやアウトカムや社会的イン

パクトを意識した効果的な資料となる。さらに成果

を最大限にアピールすることができるようになり、

評価資料の質の向上のみならず、「橋渡し」を推進

するための研究説明資料等の作成にも活かされる。

評価委員等のコメントを整理して、評価対象部署に

提供することで、現状の体制や取組の更なる改善点

の洗い出しやこれを踏まえた改善、一層の取組強化
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制を構築する

ものとする。ま

た、評価結果を

その後の事業

改善にフィー

ドバックする

など、ＰＤＣＡ

サイクルを徹

底するものと

する。 

 

る。また、評価

結果をその後

の事業改善に

フィードバッ

クするなど、Ｐ

ＤＣＡサイク

ルを徹底する。 

 

配分額に反映させること等

を通じて産総研全体として

目標を達成するための

PDCAサイクルを働かせる。 

 

 稿までの修正の過程を再確認し、評価書作成にあ

たって注意すべき点を抽出した。 

 また、平成 29年度に引き続き、前年度評価委員

会での評価委員（外部の専門家・有識者）による評

価コメント、自己評価検証委員会でのコメント及

び大臣評価コメントを整理して、評価対象部署に

提供した。 

 さらに、情報セキュリティを重視し、評価委員、

評価対象部署及び委員会事務局の間で評価コメン

ト・評点等を入力・共有するためにファイル転送

システムを活用することにより、評価作業過程に

おける情報伝達の安全性を厳格化した。 

 

 平成 30年度は、年度評価に加え、見込評価（第

4期中長期目標期間における平成 30年度までの実

績及び令和元年度終了時までに見込まれる実績の

評価）に向けて、以下のとおり柔軟に評価体制を

見直し、工夫をしながら効果的かつ効率的な実施

方法を決定し準備を進めた。①既に見込評価が終

了している他法人の自己評価書の調査等による情

報収集を行い、それらの結果を参考にしながら実

施方法の検討を行った。また、総合科学技術・イノ

ベーション会議により実施される特定国立研究開

発法人の見込評価等チェックシートも確認し、評

価書に評価の観点に対する内容が反映されるよう

にした。②外部の専門家・有識者による評価委員

会については、見込評価と平成 30年度評価を同時

に審議した。③見込評価に重心をおいた評価書作

成を行った。④さらに令和 2 年度に期間実績評価

書を作成することを考慮し見込評価書は令和元年

度に見込まれる実績の記載箇所が明確となる構成

とした。 

 

 各領域の評価に関わる平成 30 年度の目標につ

いては、領域ごとの特性を踏まえ、理事会での審

議を経て決定した。目標達成に向け、PDCAサイク

ル（P（領域長が目標を含む領域の年度計画を策定

し理事会で決定）、D（当該計画に基づき領域長が

主導して研究開発を実施）、C（領域ごとに掲げた

各種数値目標の達成状況、具体的な研究開発成果

の質的量的達成状況等をもとに産総研（組織）と

して領域を評価）、A（目標の達成状況・大臣評価結

に繋がり、PDCA サイクルの更なる推進が期待でき

る。また、ファイル転送システムの活用によって情

報伝達の安全性を確保した結果、引き続き、評価作

業過程において評価委員、評価対象部署及び委員会

事務局の間で業績内容や評価委員コメントを深く

審議検討することが可能となった。これらを通し

て、評価確度の向上及び確度の高い評価結果に基づ

く PDCAサイクルの推進が期待される。 

 

 

 

 

 

 見込評価と年度評価についての同時審議を行う

ことにより、評価委員会開催のためのコスト及び業

務負担を削減することができた。また、既に見込評

価を終了した他法人からの情報収集、見込評価に重

心をおいた評価書作成、令和元年度見込み実績の記

載箇所の明確化によって、評価資料作成にかかる時

間を短縮しつつ、メリハリのついた資料作成と評価

資料の内容の充実を図ることができた。これらの効

率的かつ効果的な評価の実施によって、第 4期中長

期目標期間の取り組みの改善点などが明確となり、

目標達成に寄与する。さらに、第 4期中長期目標期

間終了後の取り組みの検討に活用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎月、理事長、全領域長及び幹部が出席する会議

において、民間獲得額を始めとする各種指標に関す

る目標の達成状況等を報告し、他領域における目標

の達成状況や目標達成に向けた活動状況を共有す

ることにより、領域間の競争と協力を深めた。 

 各領域における民間資金獲得に向けたマネジメ

ント体制が強化により、これまで領域ごとに対応し

ていた案件の全所的な対応が強化された。以上によ

り、民間資金獲得に向けた産総研全体の体制が強化
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果等を反映したインセンティブを付与した研究予

算の配分、それに基づく領域の研究推進による成

果の最大化））を機能させた。 

 平成 30 年度は、通常の PDCA サイクルに加え、

民間資金獲得額向上のためのアクションプランを

策定し、イノベーション推進本部や企画本部によ

る各領域の民間資金獲得に向けた支援を一層強化

するとともに、各領域におけるベストプラクティ

スを共有した。さらに、各領域の民間資金獲得に

向けたマネジメント体制を強化した。具体的には、

各領域の民間資金獲得見通しの算出、また、それ

らの根拠となる民間との共同研究等の連携案件リ

ストの作成等を実施し、それらの全所的な共有化

を行った。 

 

された。 

 以上を総括し、当初の計画にない各領域における

民間資金獲得に向けたマネジメント体制の強化を

実施したこと、評価書作成ガイドラインを整備した

こと、および評価の充実と効率化を図ったことなど

により、B評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 年度評価に加えて中長期目標期間評価、さらに、

第 4 期末に向けての取りまとめと数々の作業が重

複することになり、評価対象部署等のいわゆる評価

疲れをいかに回避するかが課題である。そのため、

見込み評価の結果を有効に活用するなど、効率的か

つ効果的な評価を検討する。 

 産総研の目標の達成のための PDCA サイクルを有

効に働かせ、的確に領域の活動に反映させることが

課題である。そのため、評価結果や外部資金獲得等

の実績状況を月ごとに報告するなど、的確な現状の

把握を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．適切な調達

の実施 

 調達案件に

ついては、主務

大臣や契約監

視委員会によ

るチェックの

下、一般競争入

札を原則とし

つつも、随意契

約できる事由

を会計規程等

において明確

化し、「調達等

合理化計画」に

基づき公正性・

透明性を確保

しつつ、合理的

な調達を実施

するものとす

る。 

 

３．適切な調達

の実施 

 調達案件に

ついては、一般

競争入札等（競

争入札及び企

画競争・公募を

いい、競争性の

ない随意契約

は含まない。）

について、真に

競争性が確保

されているか、

主務大臣や契

約監視委員会

によるチェッ

クの下、契約の

適正化を推進

する。「独立行

政法人改革等

に関する基本

的な方針」（平

・契約監視委員会を開催

し、一般競争入札に係る一

者応札・応募状況等の点検

のほか、「平成 30 年度調達

等合理化計画」の策定並び

に「特例随意契約」の点検

を行う。また、委員会点検

による意見・指導等につい

ては、全国会計担当者会議

等において共有し、改善に

向けた取り組みを行う。 

・「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針」（平成

25年 12月 24日閣議決定）

を踏まえ、一般競争入札を

原則としつつも、特定国立

研究開発法人としての特性

を考慮し、契約事務取扱要

領の「随意契約によること

ができる場合」に基づき、

適切かつ合理的な調達を実

施する。 

✓契約監視委員会

の点検結果につい

ては、共有し、改善

に向けた取組を行

ったか。 

✓競争入札におい

て十分な期間を確

保しているか。 

✓随意契約による

ことができる事由

につき、適切かつ

合理的な調達を実

施しているか。 

✓仕様や条件の審

査を行っている

か。 

✓地域センターに

おいて基準額以上

の契約について技

術審査を行ってい

るか。 

 

＜契約監視委員会による事後点検の実施及び意

見・指導等の共有、実務への反映＞ 

 平成 30年度も引き続き、外部有識者等による契

約監視委員会を開催し、「調達等合理化計画」の策

定に係る審議、「随意契約」の妥当性に関する事後

点検、一者応札となった「一般競争」及び「特例随

意契約」の競争性の確保に関する事後点検を実施

した。 

 委員会の点検では、効果的で質の高い点検作業

を行うため、平成 30年度上期の点検対象 1,616件

のうち、契約方式及び内容別の件数分布等を考慮

するとともに、特に高額な契約案件を抽出して点

検対象の重点化を図った（点検実施件数：競争性

のない随意契約（32件）、一者応札となった一般競

争入札等（30件）、特例随意契約（30件））。 

 また、委員会の点検による意見・指導等の内容

は、「全国会計担当者連絡会議」を通じて全事業所

の調達担当者に情報（知識）を共有した。 

＜適切な公告期間の設定＞ 

 入札参加者の拡大に向けて、平成 30年度も引き

続き、調達の迅速化も考慮しつつ、事業者が契約

内容を検討するのに必要な期間（公告日から入札

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：契約監視委員会の開催を通じて、調達等合理

化計画、競争性のない随意契約、一者応札・応募と

なった一般競争入札、特例随意契約等の妥当性が担

保された。 

 また、委員会の点検による意見・指導内容等を、

全国会計担当者連絡会議において全国の調達担当

者に周知し、各担当者の理解を深化させたことで、

適正かつ着実な調達事務を実施できた。 

 入札参加者の拡大に向けて、事業者が契約内容の

検討に十分な期間を確保したことにより、「検討す

る期間、必要書類作成の期間が短いために入札に参

加できない。」旨の苦情等は一切発生しなかった。 
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成２５年１２

月２４日閣議

決定）を踏ま

え、一般競争入

札を原則とし

つつも、研究開

発型の法人と

しての特性を

踏まえ、契約の

相手方が特定

される場合な

ど、随意契約で

きる事由を会

計規程等にお

いて明確化し、

「調達等合理

化計画」に基づ

き公正性・透明

性を確保しつ

つ合理的な調

達を実施する。 

 第３期から

継続して契約

審査体制のよ

り一層の厳格

化を図るため、

産総研外から

採用する技術

の専門家を契

約審査に関与

させ、調達請求

者が要求する

仕様内容・調達

手段について

の技術的妥当

性を引き続き

検討するとと

もに、契約審査

の対象範囲の

拡大に向けた

取り組みを行

う。 

・民間企業での技術的な専

門知識を有する契約審査役

を引き続き雇用し、政府調

達基準額以上の調達請求に

かかる仕様内容や調達手段

について、審査を実施する。 

・地域センターの契約案件

については、前年度の競争

入札等手続きによる契約の

うち、契約額が上位から数

えて 10%にあたる契約案件

の契約額を、平成 30年度の

契約審査役が行う審査の基

準額とする。 

 

日までおおよそ 20日以上）を確保した。 

 

＜随意契約の妥当性の確保＞ 

 平成 30年度においても、適切かつ合理的な調達

を実施するため、「随意契約によることができる事

由（19項目、平成 27 年 10月制定）」に合致し相手

方が特定される場合は、適用条件や具体的な選定

理由について、調達担当部署（調達担当者、会計グ

ループ長、契約担当職）と契約審査役による厳重

な二重チェックを行った。また、選定理由の事例

集を所内イントラネットに公開した。 

 平成 30年度の「競争性のない随意契約」の実績

は 882件であり、平成 29年度の契約実績 860件と

比較して増加した。 

 

 

 

＜民間企業での技術的な専門知識を有する契約審

査役による審査の強化＞ 

 産総研が行う契約に対する公正性、透明性、合

理性を確保するため、民間企業の調達等について

専門的な知見を有する契約審査役を引き続き 3 名

雇用した。契約審査役により、仕様書の適正性、妥

当な選定理由及び適切な調達手段であるか等の契

約審査（503件）を行った。 

 また、調達業務遂行能力の向上を目的に、全事

業所等の調達担当者等を対象に、契約審査役によ

る契約審査の着眼点や適正な仕様書作成ノウハウ

について伝授・指導する講習会（参加者 128名）、

ワークショップ形式による研修会「調達事務にお

けるコンプライアンスの徹底について」（参加者 35

名）、監事による「監事監査から見えた調達手続き

に潜むリスク」及び顧問弁護士による「請負契約

と委託契約の使い分け」の講義を開催（参加者 136

名）し、調達担当者等の知識向上に取り組んだ。 

 さらに、契約審査役のノウハウを取り入れた仕

様書作成マニュアルの改訂、検収ルールのさらな

る周知浸透を図るため検収事務マニュアルを改訂

したほか、調達べからず集（不適切な調達手続に

関する事例集）を新たに作成した。 

 

＜契約審査役が行う契約審査の対象範囲の拡大＞ 

 

 

 「競争性のない随意契約」方式の運用に当たって

は、あらかじめ産総研の事務・事業の特性を踏まえ

た随意契約によることができる事由を契約事務取

扱要領において明確化し、二重チェックを行うこと

で公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施

した。 

 また、当初計画にはない取組として選定理由の事

例集を公開することにより、調達時の当該理由書の

作成及び審査業務の効率化が図られた。 

 この「競争性のない随意契約」方式の導入により、

「公募随意契約」方式の場合の公募期間（約 20日）

が不要になったため、調達請求から発注までに要す

る期間の大幅短縮（随意契約件数 882 件×20 日＝

17,640日）が図られた。 

 

 調達請求者が要求する仕様内容・調達手段につい

て、契約審査役が厳重な審査・点検を行うことによ

って、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達が

実施できた。 

 また、講習会を通じて、契約審査役がこれまで培

ってきた経験やノウハウを全事業所・地域センター

の調達担当者や研究支援担当者にまで伝授・指導す

ることにより、質の高い仕様書や選定理由書の作成

方法、公正性・透明性・妥当性のある調達手段の選

択判断などの事例が広く伝搬された。さらに、ワー

クショップ形式の研修会において、調達手続きのリ

スク事案の実例をもとにしたグループ討議の実施、

監事及び顧問弁護士の講義により、コンプライアン

スに対する意識向上と調達業務の更なる適正化が

図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域センターにおいても、調達請求者が要求する
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  地域センターにおいては、つくばセンター各事

業所と比較して高額な調達案件が少ない傾向にあ

り、契約審査役の契約審査を受ける機会が少ない

ことから、更なる契約事務の適正化のため、平成

30年度も引き続き、地域センターの契約審査の対

象範囲を拡大して、契約審査役による指導・助言

を行った。 

 平成 30年度の審査実績としては、つくばセンタ

ーの基準額を適用すると、地域センター全体で 34

件が対象となるところ、対象範囲を拡大したこと

により 74件の審査実績となった。 

 

仕様内容・調達手段について、契約審査役が厳重な

審査・点検をより多く行うことによって、公正性・

透明性を確保しつつ、合理的な調達が実施できた。 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、「競争性のない随意契約」

方式の導入により調達請求から契約までに要する

期間を大幅に短縮したこと、年度計画にはない事項

として随意契約の選定理由の事例集を所内イント

ラに公開し、選定理由書の作成を支援するととも

に、審査業務の効率化を実現したこと等、実効性の

ある顕著な成果が得られたことから、A 評定とし

た。 

 なお、研究関連業務評価委員会においても、公正

性及び透明性を確保しつつ合理的な調達を実現さ

せたことが評価できるとのコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 適切かつ合理的な調達の実施を維持するために

は、公正性及び透明性の確保を担保することが課題

である。 

 そのため、契約監視委員会や契約審査役による点

検等を引き続き実施し、それらの意見を会計担当者

で共有し、不断の改善を進めていく。 

 高額案件が少ない地域センター等については、契

約審査役による契約審査を受ける機会が少ないこ

とから、引き続き契約審査の対象範囲を広げて審査

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．業務の電子

化に関する事

項 

 電子化の促

進等により事

務手続きの簡

素化・迅速化を

図るとともに、

利便性の向上

に努めること

とする。また、

幅広いＩＣＴ

需要に対応で

きる産総研内

４．業務の電子

化に関する事

項 

 電子化の促

進等により事

務手続きの簡

素化・迅速化を

図るとともに、

利便性の向上

に努める。ま

た、幅広いＩＣ

Ｔ需要に対応

できる産総研

内情報ネット

・ファイアウォールによる

24 時間のセキュリティ監

視を徹底するとともに、平

成 29 年度に導入を開始し

た次期ファイアウォールの

運用を開始し、不正アクセ

スに対する十分な強度を確

保する。 

・インターネットバックア

ップ回線、所内ネットワー

ク、イントラ業務システム

について、震災等の災害時

を想定した訓練を行う等、

確実な稼働を確保する。 

✓24時間のセキュ

リティ監視を徹底

するとともに、平

成 28 年度に計画

した次期ファイア

ウォールの導入を

進めたか。 

✓災害に備えたバ

ックアップ回線の

確実な稼働を確保

したか。 

 

 ファイアウォールによる 24 時間のセキュリテ

ィ監視を徹底するとともに、新たなファイアウォ

ールの運用を開始した。また、内部通信監視の体

制を新たに構築し、つくばセンターにおいて先行

して内部通信の監視を開始した。さらに、当初の

計画にはない、不審な通信の詳細分析ができる体

制を新たに構築した。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：つくばセンターの建物間等で不審な通信等が

発生しても、早期把握と被害の拡大防止が可能とな

り、これにより不正アクセスに対する十分な強度を

確保できる環境となった。 

 また、不審な通信の詳細分析ができる体制を構築

したことで、昨今の巧妙化されたサイバー攻撃に対

応できるようになった。さらに、新たなファイアウ

ォールを導入したことで、監視可能通信容量が 10

倍になり、より詳細な通信監視、分析が可能になる

とともに、Dos攻撃（データを大量に送り付け、フ

ァイアウォールの正常な稼働を妨害するようなサ

イバー攻撃）などにも耐えられる環境となった。 



416 

情報ネットワ

ークの充実を

図ることとす

る。情報システ

ム、重要情報へ

の不正アクセ

スに対する十

分な強度を確

保するととも

に、震災等の災

害時への対策

を確実に行う

ことにより、業

務の安全性、信

頼性を確保す

ることとする。 

 

ワークの充実

を図る。情報シ

ステム、重要情

報への不正ア

クセスに対す

る十分な強度

を確保すると

ともに、震災等

の災害時への

対策を確実に

行うことによ

り、業務の安全

性、信頼性を確

保する。 

 

  

 インターネットバックアップ回線、所内ネット

ワーク、イントラ業務システムについて、震災等

の災害時に実施する各種手順を見直すとともに、

本手順に基づく対処訓練を実施した。 

 

 

 平成 30年度は、情報セキュリティ強化、薬品・

ガスの保管期限の表示、資格取得義務の判定結果

の表示等の機能を追加した薬品・ガス管理システ

ムを構築した。 

 発明者からの知的財産に関する相談、届出、決

裁、権利化後の技術移転、補償金の管理等を行う

知的財産管理システムと、研究所の知的財産戦略

の検討に活用するためのシステム（知的財産統合

シートデータベースシステム）とを一体化するこ

とで、研究者の利便性向上や知的財産担当者の業

務効率化を目的に新たな知的財産管理システムの

構築を平成 29年度より開始しており、令和元年度

中の完了を目指している。 

 また、アクセス権管理機能の改善等で利便性を

向上させた新たなファイル共有システムの構築を

完了し、平成 31年 3月より運用を開始している。 

 

 

 

 震災等の災害時を想定した対処訓練を行うこと

で、有事の際における実際の体制や連絡フロー、対

応にあたる職員一人ひとりの作業内容等が明確に

なり、インターネットバックアップ回線等の早急な

復旧と確実な稼働が確保できることが確認できた。 

 

 薬品・ガス管理システムについては、薬品・ガス

の保管期限の表示、資格取得義務の判定結果の表示

等の機能を追加することで、危険薬品数量や保管年

数の把握が簡便になり、使用期限を迎えた薬品を効

率的に廃棄することが可能になったことのみなら

ず、所管部署から薬品管理者への資格取得義務の連

絡等（年間約 800件）の手続きを簡素化、迅速化す

ることができた。 

 また、新たなファイル共有システムについては、

アクセス権管理機能の改善により、アクセス権の設

定・変更・削除等の作業時間が短縮されるとともに、

不要ファイル、未参照ファイルを検索することが可

能となり削除対象ファイルの把握が容易となった

ことで、使用者の利便性向上が図られた。 

 新たな知的財産管理システムについては、分断し

ていた二つのシステムが統合されることで、知的財

産出願に係る調書作成等の業務効率の向上、検索機

能の強化により戦略的な知財情報の活用、事務手続

きの簡略化及び迅速化が図られる見込みである。 

 以上のように、新たなファイアウォールの運用を

開始したこと、震災等を想定した対処訓練を実施し

たことなど、所期の目標を着実に実施したことに加

えて、ファイアウォールの大幅な機能向上を行った

こと、内部通信の監視体制・不審な通信の詳細分析

ができる体制を構築したこと、つくばセンターにお

いて先行して内部通信の監視を開始したこと、薬

品・ガス管理システムについて、情報セキュリティ

強化、新機能の追加等により事務手続の簡素化、迅

速化を図ったこと、新たなファイル共有システムに

ついて、アクセス権機能の改善等により使用者の利

便性向上を図ったことなど、数々のセキュリティ対

策や業務システムの構築を実施したため、A評定と

した。 

 なお、評価委員会においても、つくばセンターで

先行して内部通信の監視を始めるなど、できるとこ
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ろから着実にセキュリティ対策を進めている姿勢

を評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 より一層、情報システム、重要情報への不正アク

セスに対する十分な強度を確保するため、すべての

地域センターにおいて、内部通信の監視や不審な通

信の詳細分析を開始するとともに、ウィルス検知・

検疫機能を強化する。 

 また、戦略的な知財情報の活用、事務手続きの簡

略化、迅速化を図るため、新たな知的財産管理シス

テムの構築を完了する。さらに、安価な調達を簡便

に行えるようにするため、新たなネット調達システ

ムの構築を完了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．業務の効率

化 

 運営費交付

金を充当して

行う事業は、新

規に追加され

るもの、拡充分

等は除外した

上で、一般管理

費（人件費を除

く。）及び業務

経費（人件費を

除く。）の合計

について前年

度比 1.36％以

上の効率化を

図るものとす

る。ただし、平

成 27 年度及び

28 年度におい

ては、平成 27

年 4 月に定め

た業務の効率

化「一般管理費

は毎年度 3％

以上を削減し、

事業費は毎年

５．業務の効率

化 

 運営費交付

金を充当して

行う事業は、新

規に追加され

るもの、拡充分

等は除外した

上で、一般管理

費（人件費を除

く。）及び業務

費（人件費を除

く。）の合計に

ついては前年

度比１．３６％

以上の効率化

を図るものと

する。ただし、

平成２７年度

及び２８年度

においては、平

成２７年４月

作成における

業務の効率化

「一般管理費

は毎年度３％

以上を削減し、

・運営費交付金を充当して

行う事業は、新規に追加さ

れるもの、拡充分等は除外

した上で、一般管理費（人

件費を除く。）及び業務費

（人件費を除く。）の合計に

ついては前年度比 1.36%以

上を削減する。 

・給与水準については、ラ

スパイレス指数、役員報酬、

給与規程、俸給表及び総人

件費を公表し、国民に対す

る説明責任を果たす。 

 

✓運営費交付金を

充当して行う事業

は、新規に追加さ

れるもの、拡充分

等は除外した上

で、一般管理費及

び業務費の合計に

ついては前年度比

1.36%以上を削減

したか。 

✓給与水準につい

て、公表し、説明責

任を果たしている

か。 

 運営費交付金事業について、引き続き研究予算

を最大限確保するため固定的な経費は現状維持し

つつ、予算査定の段階で不要不急な費用を厳しく

精査し削減することにより、一般管理費及び業務

経費の平成 29年度比 1.36%の削減を実施した。 

 また、平成 29年度に業務改革推進室を設置し、

業務フロー分析等を行いながらオール産総研で

「業務改善・効率化」を推進することで、契約職員

の雇用縮減や残業縮減等の更なる改善を成し遂げ

た（契約職員の雇用費や残業代は中長期計画の「人

件費」に含まれない。）。 

 

 平成 29年度実績に基づくラスパイレス指数、役

員報酬、給与規程（俸給表を含む）、職員給与及び

総人件費の状況等について、「独立行政法人の役員

の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等につ

いて（ガイドライン）」（平成 15年 9月 9日付け総

務大臣）に基づき、公式ホームページに平成 30年

6月 30日に公表した。 

 （ラスパイレス指数）研究職員：102.5 事務職

員：101.4 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：予算査定段階での精査によって、本部・事業

組織等におけるコスト意識の醸成につながるとと

もに、予算の効率的な執行の促進につなげることが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 役職員の給与水準を公表することにより、産総研

の運営の透明性を確保し、国民に対する説明責任を

果たした。 

 以上を総括し、保有資産の有効活用や契約方式の

変更により業務の効率化を、役職員の給与水準の公

表により国民に対する説明責任を着実に果たした

ことから B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 運営費交付金事業について、業務の効率化に向け

た不断の取り組みが今後も課題である。そのため、

今後も、予算査定段階での精査や各種業務の効率

化、役職員の給与水準を公表することによる運営の

透明性確保を行っていく。 
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度 1％以上を

削減するもの

とする。」に基

づく。 

 なお、人件費

の効率化につ

いては、政府の

方針に従い、必

要な措置を講

じるものとす

る。給与水準に

ついては、ラス

パイレス指数、

役員報酬、給与

規定、俸給表及

び総人件費を

公表するとと

もに、国民に対

する説明責任

を果たすこと

とする。 

 

業務経費は毎

年度１％以上

を削減するも

のとする。」に

基づく。 

 なお、人件費

の効率化につ

いては、政府の

方針に従い、必

要な措置を講

じるものとす

る。給与水準に

ついては、ラス

パイレス指数、

役員報酬、給与

規程、俸給表及

び総人件費を

公表するとと

もに、国民に対

する説明責任

を果たすこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

・引き続き適切な調達の実施

等を進めるとともに、民間資

金獲得額の目標値達成に向け

た効率的な業務運営体制の整

備を今後も行っていくことが

重要。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率

化に関する事項 

１．研究施設の効果的な整備

と効率的な運営 

２．PDCAサイクルの徹底 

３．適切な調達の実施 

Ⅰ 研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

３．（３）特定法人として特

に体制整備等を進めるべき事

項 

・産学官が一体となって行う研究開発を行うため、連携先の要望に

柔軟に対応できる施設・仕組み等の整備、構築、見直しを進めると

ともに、産総研の施設等を活用した共同研究の他、企業による分

析、計測等により、引き続き橋渡し機能の強化を図る。 

・評価の実施及び評価結果の各部署へのフィードバックに当たって

は、必要に応じて改善を行い、更なる充実とともに効率化を図る。 

・契約監視委員会を開催し、一般競争入札に係る一者応札・応募状

況等の点検のほか、「平成 30年度調達等合理化計画」の策定並びに

「特例随意契約」の点検を行う。また、委員会点検による意見・指

導等については、全国会計担当者会議等において共有し、改善に向

けた取り組みを行う。 

・新設の 6 インチラインは平成 30 年 1 月より 24 時間稼働へと移行

し、さらに着実に稼働実績を伸ばしている。また、4インチラインに

おいては、GaNデバイスの量産に必要な研究設備の整備を完了し、研

究開発を開始した。加えて、二箇所に分離したクリーンルーム間の連

結パスを設置し、運営を効率化した。 

・平成 30年度の評価の充実と効率化を図るために、評価書作成ガイ

ドラインを整備するとともに、資料作成にかかる所内説明会を評価

対象部署ごとに丁寧に実施した。評価書作成ガイドラインには、評価

委員会の資料の項目ごとに、令和元年度に作成する自己評価書に有

効活用できるような記載のポイント、アピール力のある成果及び効

果的な表現の例を盛り込んだ。情報セキュリティを重視し、評価委

員、評価対象部署及び委員会事務局の間で評価コメント・評点等を入

力・共有するためにファイル転送システムを活用することにより、評

価作業過程における情報伝達の安全性を厳格化した。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する

事項 

・外部有識者等による契約監視委員会を開催し、「随意契約」の妥当

性に関する事後点検等を実施した。委員会の点検では、効果的で質の

高い点検作業を行うため、特に高額な契約案件を抽出して点検対象

の重点化を図った。また、委員会の点検による意見・指導内容等を、

全国会計担当者連絡会議において全国の調達担当者に周知し、各担

当者の理解を深化させたことで、適正かつ着実な調達事務を実施で

きた。  
  

 
  



420 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
（政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシート

の番号を記載） 
 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
中長期目標期間終

了時までの民間資

金獲得額 

H31年度 

目標： 

138億円/年 

H30年度 

目標： 

119.6億円/年 
53.2億円/年 73.4億円/年 83.3億円/年 92.6億円/年 

 

 

  
 

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：各項目とも着実に業務を実施し、一部の項目

で顕著な成果を創出した。 

 財務内容の改善に関する事項など２項目が A 評

定であることから、財務内容の改善に関する事項

を、A評定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運営費交付

金を充当して

行う事業につ

いては、本中長

期目標で定め

た事項に配慮

した中長期計

画の予算を作

成し、効率的に

運営するもの

とし、各年度期

末における運

 運営費交付

金を充当して

行う事業につ

いては、本中長

期目標で定め

た事項に配慮

した中長期計

画の予算を作

成し、効率的に

運営するもの

とし、各年度期

末における運

・運営費交付金を充当して

行う事業について、セグメ

ント毎、ユニット毎等の執

行状況を定期的に調査し、

引き続き予算の計画的・効

果的な執行を促す。 

・運営費交付金債務の発生

要因等と分析される、各種

状況変動により生じる執行

残額を早期に検知すること

で債務減少を図る。 

・財務諸表において、5 領

✓運営費交付金事

業の執行状況を調

査し、早期執行を

促したか。 

✓執行残額を早期

に検知することで

運営費交付金債務

の減少を図った

か。 

✓平成 29 年度財

務諸表において、

セグメント情報を

 領域については研究ユニット単位、本部・事業

組織等については部単位で四半期ごとの予算執行

計画を策定。理事長をはじめとする幹部が出席す

る会議において、総務本部担当理事から予算執行

状況を定期的に報告することによって執行状況を

把握し、研究ユニットや各部署における早期執行

を促した。 

 

 

 

 平成 29年度と同様に、経理担当部署と連携して

毎月定期的に執行状況を把握し、必要に応じて各

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：定期的に予算執行状況を幹部に報告し情報共

有を図ることで、研究領域や本部・事業組織等の長

が相対的に他部署とも比較した上で随時状況を把

握することができた。そして、当該長が所掌する組

織内において予算の計画的な執行の必要性を改め

て認識させることにつながり、効率的な予算執行を

継続できる効果につながった。 

 

 定期的な予算執行状況を見極めることで、各種状

況変動により生じる執行残額の早期検知が可能に
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営費交付金債

務に関し、その

発生要因等を

厳格に分析し、

減少に向けた

努力を行うこ

ととする。ま

た、保有する資

産については、

有効活用を推

進するととも

に、不断の見直

しを行い保有

する必要がな

くなったもの

については廃

止等を行う。 

 さらに、適正

な調達・資産管

理を確保する

ための取組を

推進すること

とし、「平成 25

年度決算報告」

（平成 26年 11

月 7 日会計検

査院）の指摘を

踏まえた見直

しを行うほか、

「独立行政法

人改革等に関

する基本的な

方針」（平成 25

年 12 月 24 日

閣議決定）等既

往の閣議決定

等に示された

政府方針に基

づく取組につ

いて、着実に実

施するものと

する。特に、「独

営費交付金債

務に関し、その

発生要因等を

厳格に分析し、

翌年度の事業

計画に反映さ

せる。 

 目標と評価

の単位である

事業等のまと

まりごとにセ

グメント区分

を見直し、財務

諸表にセグメ

ント情報とし

て開示する。ま

た、事業等のま

とまりごとに

予算計画及び

執行実績を明

らかにし、著し

い乖離がある

場合にはその

理由を決算書

にて説明する。 

 保有する資

産については

有効活用を推

進するととも

に、所定の手続

きにより不用

と判断したも

のについては、

適時適切に減

損等の会計処

理を行い財務

諸表に反映さ

せる。 

 さらに、適正

な調達・資産管

理を確保する

ための取り組

域、2総合センター、その他

本部機能、法人共通の区分

でセグメント情報を開示す

る。また、セグメントごと

に予算計画及び執行実績を

明らかにし、著しい乖離が

ある場合にはその理由を決

算報告書により説明する。 

・不用となった資産につい

ては、所内及び他機関に対

し情報を開示し、有効活用

を図る。また適時適切に減

損・除却等の会計処理を行

う。 

・適正な研究用備品等の管

理制度・体制を継続すると

ともに、必要に応じ見直し

を行う。また、国等の委託

事業で取得した研究用備品

に関し、適正な資産管理を

行う。 

・第 4 期中長期目標期間終

了までに民間資金獲得額を

138 億円/年以上にするこ

とを目指し、平成 30年度は

中長期目標策定時点から

160%増である 119.6 億円/

年を産総研全体の目標とし

て掲げる。 

 

開示したか。 

✓リユース活用、

不用資産の有効利

用、減損・除去等の

会計処理を行った

か。 

✓研究備品管理の

フォローアップを

実施し、適正な管

理体制をとってい

るか。 

✓委託事業で取得

した備品の資産管

理のルールを整備

したか。 

✓101.2 億円の民

間資金を獲得した

か。また民間資金

の獲得に向けてど

のような取組を行

ったか。 

部署の予算執行管理を徹底させた。業務状況の変

化に伴い発生する不用額については早期に回収し

必要な部署へ追加配分を実施しており、特に平成

30年度中については、事前に要望調査を行った上

で必要性・緊急性を考慮して更なる研究活動の推

進等に資する再配分を実施した。 

 

 平成 30年度も引き続き、財務諸表の開示すべき

セグメント情報を事業等のまとまりごとの区分と

し、セグメント情報を産総研の公式ホームページ

で正確に公表した。また、決算報告書においても

事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績を

明らかにし、産総研の公式ホームページで正確に

公表した。 

 

 資産使用者及び資産管理者が、自らは使用しな

いと判断した資産について、平成 30年度も引き続

き、不用備品有効活用システム（通称：「リサイク

ル掲示板」）を運用して所内備品類の有効活用を図

った。 

 この結果、平成 30年度の所内リユース数は 670

件であった。 

 さらに、所内において利用希望がなかった不用

資産については、産総研の公式ホームページを活

用した外部需要調査を実施して有効活用を図り、

平成 30年度の所外リユース数は 88件であった。 

 また、所内関係部署による連携及び情報共有を

図り、老朽化が顕著な建物等のうち、使用しない

と組織決定された建物等については、固定資産に

減損が生じている可能性を示す事象があるものと

して減損の兆候を認識し、減損の兆候に該当する

建物等を閉鎖したことが確認された場合には、当

該固定資産の減損を認識する等の状況把握に努め

財務諸表に反映することで、適切な会計処理を行

った。 

 

 平成 26 年度に研究用備品等の管理の適正化を

図るために整備した制度・体制のフォローアップ

として、平成 30年度も引き続き、研究用備品等全

件（約 15万 5千件）の棚卸を実施し管理状況の確

認を行った。 

 加えて、不用資産削減キャンペーンの実施によ

なった。これにより、研究領域や本部・事業組織等

との早期調整が実現できたため、運営費交付金債務

の減少が促進される効果につながった。 

 

 

 

 

 セグメント情報に基づき、財務諸表及び決算報告

書で正確に会計情報を開示することにより、国民そ

の他の利害関係者に対し適正に説明責任を果たす

ことができた。 

 

 

 

 

 不用備品のリユースにより、以下の資産等の有効

活用が図られた。 

・所内リユースによる経費削減額※：約 242,958千

円 

・所外リユースによる売却額：約 10,230千円 

※所内リユースをせず新たに購入した場合を想定

した額を経費削減額として積算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 棚卸や研修・勉強会等を通して職員等の研究用備

品等の適正管理の意識が向上するとともに、管理の

適正化が図られ、保有資産の状況を財務諸表に反映

させることができた。 

 不用資産削減キャンペーンの実施による 2,000

点以上の保有資産の削減と、新たな棚卸方法の導
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立行政法人改

革等に関する

基本的な方針」

において、「法

人の増収意欲

を増加させる

ため、自己収入

の増加が見込

まれる場合に

は、運営費交付

金の要求時に、

自己収入の増

加見込額を充

てて行う新規

業務の経費を

見込んで要求

できるものと

し、これによ

り、当該経費に

充てる額を運

営費交付金の

要求額の算定

に当たり減額

しないことと

する。」とされ

ていることを

踏まえ、本中長

期目標の考え

方に従って、民

間企業等から

の外部資金の

獲得を積極的

に行う。 

 

みを推進する

こととし、「平

成２５年度決

算検査報告」

（平成２６年

１１月７日）会

計検査院）の指

摘を踏まえ、関

連規程の見直

し、研究用備品

等の管理の適

正化を図るた

めに整備した

制度・体制につ

いて、フォロー

アップを実施

するとともに、

必要に応じて

見直しを行う。 

 「独立行政法

人改革等に関

する基本的な

方針」（平成２

５年１２月２

４日閣議決定）

等既往の閣議

決定等に示さ

れた政府方針

に基づく取り

組みについて、

着実に実施す

る。特に、「独

立行政法人改

革等に関する

基本的な方針」

において、「法

人の増収意欲

を増加させる

ため、自己収入

の増加が見込

まれる場合に

は、運営費交付

る棚卸対象資産件数の削減、従来の事務担当者の

みによる確認方法（電子タグの読み取り）に加え、

事務担当者以外でも簡易読み取りが可能な軽量・

小型の読み取り機によるバーコード読み取り方法

を導入するとともに、作業負荷の集中を解消する

ため約 1.5 ヶ月の棚卸開始時期の繰り上げを行

い、スケジュール調整時の幅を広げた。 

 経済産業省をはじめとする国からの委託費で取

得した研究用備品等の借受に関する国との各種手

続きにあたっては、平成 29年度に構築した「借受

情報管理システム」による管理を徹底した。 

 さらに、研究用備品等の適正管理を目的として、

全職員を対象とした「資産の管理・使用について」

の研修（e-ラーニング）や、事務担当者を対象とし

た「資産管理に関する勉強会」（参加者 73 名）を

開催した。 

 

 民間資金獲得額向上のためのアクションプラン

を策定し、イノベーション推進本部や企画本部に

よる各領域への民間資金獲得に向けた支援を一層

強化するとともに、各領域におけるベストプラク

ティスを共有した。また、各領域の民間資金獲得

に向けたマネジメント体制を強化した。具体的に

は、目標達成状況の把握のために、共同研究等の

民間との連携案件リストの作成を行い、各領域の

民間資金獲得見通しを算出した。その情報は、随

時更新し、全所的な共有を行った。 

 平成 29年度に引き続き「連携研究室（冠ラボ）」

の立ち上げを進め、新たに 3 つのラボを立ち上げ

て全部で 11件となった。これらの冠ラボにおいて

は、企業からの大型の資金投入による共同研究を

実施した。 

 平成 30 年度の産総研全体の民間資金獲得額は

92.6億円であり、目標は達成できていないが、平

成 29 年度同時期と比較して約 11％増、領域別で

は、情報・人間工学領域が 116％、地質調査総合セ

ンターが 126％、計量標準総合センターが 104%の

達成率で目標を上回った。 

 

入、棚卸開始時期の繰り上げを行ったことにより、

棚卸業務全体の作業負荷低減に繋がった。 

 国の委託事業で取得した研究用備品に関しては、

「借受情報管理システム」による一元管理及び関係

部署間の共有により管理体制が強化され、ミスの防

止や手続き漏れを防止することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年度の民間資金獲得額は、平成 29年度同

時期と比較して約 11％増となり、取組の効果は着

実に現れている。 

 業務評価に資する情報であるセグメント情報に

ついて、国民、主務大臣その他の利害関係者に対し

て適切に情報開示した。 

 また、不用資産の有効活用に係る取組並びに適切

な会計処理、資産の適正管理を着実に行い、さらに、

年度計画にはなかった資産情報の簡易読取りが可

能な軽量・小型のバーコード読み取り方式の導入に

よる資産棚卸の作業効率の向上、不用資産削減キャ

ンペーンの実施による 2,000 件以上の棚卸対象資

産の削減及び棚卸開始時期の約 1.5 ヶ月間の繰り

上げによる資産棚卸作業の負荷低減等を実現させ

たことから、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 保有する資産については、適時適切に減損等の会

計処理を行い財務諸表に反映することが課題とな

っている。そのため、今後も継続して不用資産の有

効活用並びに適切な会計処理、資産の適正管理に努

める。 
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金の要求時に、

自己収入の増

加見込額を充

てて行う新規

業務の経費を

見込んで要求

できるものと

し、これによ

り、当該経費に

充てる額を運

営費交付金の

要求額の算定

に当たり減額

しないことと

する。」とされ

ていることを

踏まえ、経済産

業省から指示

された第４期

中長期目標の

考え方に従っ

て、民間企業等

からの外部資

金の獲得を積

極的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不要財産とな

ることが見込

まれる財産の

処分に関する

計画 

 関西センタ

ー尼崎支所の

土地（兵庫県尼

崎市、１６，９

３６．４５㎡）

及び建物につ

いて、国庫納付

に向け土壌汚

染調査など所

要の手続きを

行う。 

・関西センター尼崎支所に

ついては、引き続き自治体

及び関係機関と協議を行

い、国庫納付に向けた手続

きを進める。 

 

✓国庫納付に向け

た手続きを進めた

か。 

 関西センター尼崎支所の国庫納付にあたって、

土壌汚染調査（表層）、アスベスト調査（目視・分

析）、PCB機器調査及び敷地測量・地積測量図登記

作業を実施した。実施にあたっては近畿財務局及

び尼崎市等関係部局と内容について調整を行っ

た。土壌調査については、平成 30年度に実施した

表層調査結果に基づいて令和元年度以降に深度表

層調査を行い、汚染状況が確定する見込みである。

また、平成 30年 5月に実施された近畿財務局によ

る現地確認及び随時行った協議において、国庫納

付準備のための建物・設備・工作物に関する補完

指示事項が提示された。それらの指示事項につい

て、資料調査、現地調査及び尼崎市等関係機関へ

の調査を行った。措置が必要な事項については順

次対応し、調査結果及び措置内容について近畿財

務局に報告した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：関西センター尼崎支所の国庫納付に向けた準

備事項として必要な調査等を実施した。また、近畿

財務局との協議において示された補完指示事項へ

の対応を行うなど庫納付手続きに進捗がみられた。 

 東京本部小金井支所の国庫納付により、約 1,700

万円の年間維持費の支出停止により産総研の経済

性向上に貢献した。 

 つくば苅間サイトにおける不要財産の売却によ

り、国庫収入に寄与するとともに、産総研の維持管

理費の削減に寄与した。また、生活支援ロボットの

安全性試験の事業化に寄与した。 

 以上を総括し、関西センター尼崎支所については

支所国庫納付のための必要な調査業務を推進し、近

畿財務局との協議において新たに提示された補完
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  また、東京本部小金井支所「次世代モバイル用

表示材料共同研究センター」の施設の国庫納付を

実施した。平成 23年度に東京農工大学との共同研

究が終了した同施設につき、大学と産総研関係者

で継続的に協議を実施。平成 29年度の一般競争入

札では応札者がいなかったものの、平成 30年 5月

に再度入札を行い、同大学が落札。同年 8 月に所

有権の移転を完了させ、11月に国庫納付の手続き

を完了させた。 

 さらに、平成 21年度から生活支援ロボットの安

全検証技術の開発と標準化に取り組み、平成 30年

3月に安全性試験の事業化に目途付けできたため、

不要となった「つくば苅間サイト」の建物及び付

帯設備を平成 30年 10月に売却した。 

 

指示事項についても順次検討を行い、国庫納付に向

けた手続きに着実な進展が見られたとともに、当初

の計画にはなかった東京本部小金井支所およびつ

くばセンター苅間サイトの売却も達成したことか

ら A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 関西センター尼崎支所の国庫納付手続きの進展

のためには近畿財務局との協議を引き続き行い、必

要な調査や補完指示事項の実施を迅速に行う必要

がある。その際の課題として、それらの実施におい

て当初予想していない事項が発生し、そのために行

政庁等の見解確認や調整が必要になる場合がある。

そのため、国庫納付の推進に支障が出ないよう、近

畿財務局及び尼崎市等関係機関との連絡調整を密

にして齟齬のない対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

・引き続き予算の執行計画・

執行管理の徹底等を行うとと

もに、民間資金獲得額の目標

値達成に向けた財務内容の改

善を今後も行っていくことが

重要。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する

事項 

Ⅰ 研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

・運営費交付金を充当して行う事業について、セグメント毎、ユニ

ット毎等の執行状況を定期的に調査し、引き続き予算の計画的・効

果的な執行を促す。 

・運営費交付金債務の発生要因等と分析される、各種状況変動によ

り生じる執行残額を早期に検知することで債務減少を図る。 

・適正な研究用備品等の管理制度・体制を継続するとともに、必要

に応じ見直しを行う。 

・第 4期中長期目標期間終了までに民間資金獲得額 を 138億円/年

以上にすることを目指し、平成 30年度は中長期目標策定時点から

160%増である 119.6億円/年を産総研全体の目標として掲げる。 

  

・経理担当部署と連携して毎月定期的に執行状況を把握し、必要に応

じて各部署の予算執行管理を徹底させた。業務状況の変化に伴い発

生する不用額については早期に回収し必要な部署へ追加配分を実施

しており、特に平成 30年度中については、事前に要望調査を行った

上で必要性・緊急性を考慮して更なる研究活動の推進等に資する再

配分を実施した。 

・不用資産削減キャンペーンの実施による棚卸対象資産件数の削減、

従来の確認方法に加え、事務担当者以外でも簡易読み取りが可能な

軽量・小型の読み取り機によるバーコード読み取り方法を導入する

とともに、作業負荷の集中を解消するため約 1.5 ヶ月の棚卸開始時

期の繰り上げを行い、スケジュール調整時の幅を広げた。 

・民間資金獲得額向上のためのアクションプランを策定し、イノベー

ション推進本部や企画本部による各領域への民間資金獲得に向けた

支援を一層強化した。共同研究等の民間との連携案件リストの作成

し各領域の民間資金獲得見通しを算出、随時更新し、全所的な共有を

行うなど、各領域におけるベストプラクティスを共有し、各領域の民

間資金獲得に向けたマネジメント体制を強化した。  
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、困難

度 
（必要に応じて重要度及び困難度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
（政策評価書若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシート

の番号を記載） 
 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
 
 

          

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に

よる評価 主な業務実績等 自己評価 

  上記のほか、

産総研の運営

を一層効果的

かつ効率的に

するとともに、

適切な運営の

確保に向けた

見直しとして、

以下等の取組

を行うものと

する。 

 

 上記のほか、

産総研の運営

を一層効果的

かつ効率的に

するとともに、

適切な運営の

確保に向けた

見直しとして、

以下等の取り

組みを行う。 

  ＜主要な業務実績＞ 

主な業務実績等は、各項目に記載のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：各項目とも着実に業務を実施し、多くの項目

で顕著な成果を創出した。 

 業務運営全般の適正性確保及びコンプライアン

スの推進が S評定、広報業務の強化など 4項目が A

評定、内部統制に係る体制の整備が B評定であるこ

とから、その他業務運営に関する重要事項を、A評

定とした。 

 具体的な評定と根拠は、各項目に記載のとおり。 

 

＜課題と対応＞ 

 各項目に記載のとおり。 

 

評定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．広報業務の

強化 

 産総研の研

究成果の効率

的な「橋渡し」

を行うために

も、産総研の主

要なパートナ

ーである産業

界に対して、活

動内容や研究

１．広報業務の

強化 

 産総研の研

究成果の効率

的な「橋渡し」

を行うために

も、産総研の主

要なパートナ

ーである産業

界に対して、活

動内容や研究

・プレス発表や取材対応な

どを通じ、マスメディアに

対し、研究成果や組織経営

に関する情報を積極的に提

供することにより、記事化

および TV報道につなげる。

また、引き続き会見による

発表、記者との懇談・意見

交換会の開催及び理事長か

らのトップメッセージの発

信に取り組む。 

✓プレス発表、取

材対応などを通し

て、成果、活動の記

事化・テレビ報道

化に努めたか。 

✓産総研と企業と

の連携事例の紹介

等に取り組んだ

か。 

✓展示施設の特別

展示や特別見学ツ

 研究成果や産学官連携などに関する内容で計

125件（内訳：資料配付 109件、会見形式 16件）

のプレス発表と 809件の取材対応を行った。 

 日刊工業新聞に連載枠（毎週）を確保し、研究成

果、技術シーズの発信を行った。これらの連載に

ついては、産総研の公式ホームページへも転載し、

「橋渡し」に繋がる活動内容や研究成果等の見え

る化を行った。 

 記者懇談会については、社会的に関心の高い「人

工知能研究に関する取り組み」について昨年度と

同様に 6 回の記者懇談会を開催した。また、新た

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：プレス発表の積極的な発信（平成 29 年同時

期比 6件増）及び迅速な取材対応、報道関係者への

定期的な情報提供により、マスメディアに対する研

究成果等の見える化、信頼度の向上に努めた結果、

6,498件の新聞記事化及び WEB、TV報道につながっ

た。件数全体としては平成 29 年度より増加（平成

29 年度 4,806 件）し、プレス発表については発表

した 125件のほとんど（昨年度と同様に約 9割）が

新聞等の記事として報道された。また、研究成果を
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成果等の「見え

る化」を的確に

図ることが重

要であり、広報

業務の強化に

向けた取組を

行うものとす

る。また、「橋

渡し」のための

技術シーズの

発掘や産学官

の連携強化等

の観点からも、

大企業、中小企

業、大学・研究

機関、一般国民

等の様々なセ

クターに対し

て産総研の一

層の｢見える

化｣につながる

取組を強化す

るものとする。 

 

成果等の「見え

る化」を的確に

図ることが重

要であり、広報

業務の強化に

向けた取り組

みを行う。ま

た、「橋渡し」

のための技術

シーズの発掘

や産学官の連

携強化等の観

点からも、大企

業、中小企業、

大学・研究機

関、一般国民等

の様々なセク

ターに対して

産総研の一層

の｢見える化｣

につながる取

り組みを強化

する。 

 

・産総研の存在をアピール

するため、地域の展示会、

イベント等へ積極的に研究

成果等を出展する。 

・一般公開では、地域住民

への研究紹介に加えて子供

向けの体験テーマの増強を

図る。 

・常設展示施設「サイエン

ス・スクエア つくば」では、

引き続き産総研への理解を

深めるための取り組みとし

て、特別展示や特別見学ツ

アーを実施する。 

・広報誌「産総研 LINK」で

は産業界にとって魅力的な

記事の掲載に努めるととも

に、電子版等を活用した情

報発信を行い、購読者増加

の取り組みを行う。 

・産総研 HP の充実を図る

とともに、ソーシャルメデ

ィアネットワークを使用し

て、広く一般国民へ事業概

要や研究成果の情報発信を

拡大する。 

 

アーを実施し、多

様な見学者の研究

成果への理解が深

まるよう工夫をし

たか。 

✓実験教室や出前

講座、地域でのイ

ベントへの出展、

一般公開を行った

か。 

✓各種出版物によ

り、成功事例や連

携事例等の情報発

信を行ったか。 

✓動画配信やホー

ムページ、ソーシ

ャルメディアネッ

トワークを使用

し、研究成果等の

情報発信を拡大し

たか。 

 

な基準の決定に産総研が大きく貢献した質量の単

位「キログラム」等、国際単位系の定義が改定され

ることを受け、マスメディア向けの説明会及びラ

ボツアーを 8月 21日に開催し（21 名参加）、普段

開示することのなかった「日本国キログラム原器」

の撮影会を 11月 2日、8日、12日の 3日間開催し

た（計 15のテレビ・ラジオ・新聞等のメディアが

参加）。さらに平成 30 年 11 月 16 日の定義改定採

択当日は、フランスで行われた総会及び投票を WEB

中継で見守るイベントを企画し、マスメディアへ

も公開した。 

 

 地域における産総研の知名度向上を図るため、

茨城県・東京都以外で開催の一般向け科学系イベ

ントへ積極的に協力し、8 回のブース出展を行っ

た（6月：千葉、7月：宮城、9月：宮城、10月：

埼玉・三重、11月：山梨、12月：岐阜、1月：鹿

児島）。茨城県・東京都内についても、平成 29 年

度に引き続き、筑波大学、つくばエキスポセンタ

ー、つくばエクスプレス等が主催するイベントに

も出展した。また、全国の学校や地方自治体など

からの依頼を受け、青少年層の科学技術への関心

向上を目指す実験教室・出前講座を 29 回実施し

た。 

 

 地域との交流を深めるため、つくばセンター及

び各地域センターで一般公開を開催した（中国セ

ンターは西日本豪雨の影響で中止）。つくばセンタ

ーでは、国際単位系定義改定に関連し、特別講演

やスタンプラリー等の特別企画を行い、子供向け

の体験テーマを増強し、平成 29 年度に引き続き

WEB 予約をさらに充実させるなどの取組みを行っ

た。また、内閣府が主導する明治 150 年事業の一

環として産総研の明治期の研究成果の特別展示を

行った。 

 常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」

では、国際単位系定義改定の特別展示を行い、ま

た過去の歴史的な研究成果の機器類と現在の研究

成果見学を組み合わせた特別見学ツアーを実施し

た。また、研究機器保存棟の歴史的所蔵物等 12点

を内閣府が主導する明治 150 年事業の一環とし

て、国立科学博物館の「明治 150 年記念日本を変

会見形式で発表し、研究者自らが記者の質問にもそ

の場で回答することにより、1件あたりの新聞記事

の掲載数が平均 7.1件となり、資料配付のみの形式

に比べ 4.4件増加した。国際単位系の定義改定につ

いては、一連の取り組みの結果、新聞記事で 90 件

以上、TV・ラジオ・雑誌等で 10 件以上取り上げら

れた。 

 

 

 

 

 

 全国各地の外部機関主催イベント等へ積極的に

出展することで、広範囲に産総研をアピールするこ

とができた。参加者からは「とても楽しかった、産

総研にも見学に行ってみたい」との声があり、主催

者からは「来年もぜひ出展してほしい」と好評であ

った。実験教室・出前講座では、「実験を交えた、

身近で面白い話題を多く取り入れた講義で、もっと

聞きたい」など、科学技術をわかりやすく紹介する

プログラムとして好評を得た。 

 

 

 

 

 一般公開では、産総研の研究成果の紹介や体験型

テーマ等に加え、近隣の高校理科クラブの発表ブー

スを設けるなど、地域との交流を深めた。アンケー

トにおいて、国際単位系定義改定の特別企画は、子

供から大人まで楽しみながら国際単位系を身近に

感じられたと好評であり、「また来年来たいですか」

の質問に対し、「ぜひ来たい」が 92％であり、平成

29 年度の 89％と比較して 3％増加し、来場者の満

足度向上につなげた。また、新規の来場者を獲得す

るため、開催案内の配布先を拡大し、12,802名の来

場者を得た。 

 常設展示施設と研究機器保存棟の特別見学ツア

ーの併催や、特別展示では CG 動画を用いてわかり

やすく産総研の成果を紹介する工夫を行う等で、リ

ピーターの増加と新たな来館者層の開拓につなが

った。その結果、常設展示施設の来場者は、40,583

名であった。（平成 29年度比 320名増） 
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えた千の技術博［特別展］」に出展した。 

 

 

 

 「産総研 LINK」(年 6 回発行の技術を社会へつな

げるコミュニケーションマガジン)では、魅力的か

つタイムリーな記事紹介に努めた。4月号は、3月

のアグリテクノフェア in 北海道に合わせて国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構と

の理事長対談と農業に関する研究を、7月号では、

新しい産総研との連携の例として連携研究室・連

携研究ラボ（冠ラボ）、9月号では世界 5位の性能

を持つ AI橋渡しクラウド（ABCI）の稼働、さらに

11月号では計量標準関連での定義採択に合わせて

国際単位系の定義改定を特集として掲載した。 

 また、産総研 LINKの公開に合わせて関連動画を

WEB配信した。 

 

 産総研チャンネル（YouTube）に研究成果紹介動

画を 35本公開（平成 29 年度同時期と同じ）した。

例示をすると、平成 29年度から始めた産総研の研

究成果を分かりやすく研究者本人が説明する「研

究者が語る！1分解説」動画を 12本、産総研 LINK

のプロモーション動画を 5 本作成した。「研究者が

語る！1 分解説」動画については、より一般向けに

わかりやすい説明となるように注力した。また、

WEB上のプレスリリースに動画を組み込み、分かり

やすさを増強した。 

 

 講談社のブルーバックスと連携し、産総研の研

究成果を分かりやすくかつ興味深く記事化し「さ

がせ、おもしろ研究！ ブルーバックス探検隊が行

く」として双方のホームページで 10回連載した。 

 

 公式ツイッターに、ニュートンのリンゴやイチ

ョウ並木に産総研キャラクターが一緒に写ってい

るような親しみやすいツイートを大幅に加え情報

発信した。 

 

 

 また、国立科学博物館の特別展に産総研の歴史的

成果品を出展することで、産総研を広く国民の目に

触れることとなった。 

 

 産総研 LINK 発行に合わせた動画公開により産総

研 LINK の定期購読者が 596 件となり平成 29 年度

同時期比 73件増加した。産総研 LINKの WEBページ

へのアクセス数に関しては、平成 29 年度と比べて

1,695アクセス増の 7,775アクセスを得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産総研チャンネル（YouTube）に研究成果紹介動

画を公開した結果、再生回数は平成 29年度の 86万

回から 201万回となり、134%の増加となった（総再

生回数 916万回）。また、チャンネル登録者数は平

成 29年度の 5,210名から 7,962名となり約 53％増

加した。 

 

 

 

 

 

 講談社との連携事業による産総研公式ホームペ

ージへの誘導などによりホームページアクセスが

675 万回となり平成 29 年度の過去最高水準をほぼ

維持した。 

 

 ツイッターにより、一般向けへの情報発信を強化

し、幅広い層に産総研の情報を拡散できた。公式ツ

イッターの登録者が 8,718 名となり平成 29 年度よ

り 2,345 名増加した。（平成 29 年度登録者増加数

1,563名に比べ、50%増加した） 

 以上を総括し、所期の目標の着実な実施に加え、

国際単位系の定義改定に伴い、マスメディアを対象

としたラボツアーや採択のための投票を見守るイ
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ベントを開催することで NHK「チコちゃんに叱られ

る！」や「サラメシ」のような TV・ラジオ・雑誌等

に 10 件以上、新聞に 90 件以上取り上げられたこ

と、また、一般公開ではスタンプラリーや特別講演

を企画・実施し、つくばセンターの開催においては

6,125名と来場者数が過去最大となり、所外におい

ても国立科学博物館の特別展に出展協力をしたこ

と、さらに、産総研 LINK での特集号や産総研公式

ホームページで特集を組むなど、一つのテーマにつ

いて、多種多様な表現媒体によるプロモーション活

動を行ったことで、産総研 LINKの定期購読者が 596

件（前年度同時期比 73 件増加）、同誌の WEB ペー

ジへのアクセス数が 7,775アクセス（前年度 1,695

アクセス増）を得たことにより、産総研の認知度向

上に寄与したと考えられることから、A 評定とし

た。 

 なお、評価委員会においても、キログラム定義改

定において、様々なメディアに対処し法人の知名度

向上に寄与した点や、攻める広報が意欲、実績とも

実現できていると思われ、引き続き継続されること

を期待したい、と評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 上述のとおり、産総研の研究成果等の見える化に

ついては、メディア等に対する積極的な情報発信に

より、高い効果を上げているところではあるが、認

知度向上は永続的な課題のため、今後も攻める広報

を基本に、戦略的、積極的に多種多様な媒体を用い

て、わかりやすく、魅力ある効果的な広報活動を継

続していく。特に一般の方が科学のすごさや産総研

という存在のありがたさを感じられるような広報

施策を重点的に行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務運営全

般の適正性確

保及びコンプ

ライアンスの

推進 

 産総研が、そ

の力を十分発

揮し、ミッショ

ンを遂行する

２．業務運営全

般の適正性確

保及びコンプ

ライアンスの

推進 

 産総研が、そ

の力を十分発

揮し、ミッショ

ンを遂行する

・リスク情報を迅速に現場

から収集し、迅速かつ着実

なリスク管理及びコンプラ

イアンス推進の取組みを実

施する。 

・e-ラーニング研修を着実

に実施し、組織文化を一層

強化することに重点を置い

た研修を開催する他、「コン

✓リスク管理及び

コンプライアンス

推進を実施してい

るか。 

✓組織文化を強化

するための研修等

の開催及び啓発の

取組を実施した

か。 

 「コンプライアンス推進委員会」（委員長：理事

長）を引き続き毎週開催し、所内で発生したリス

ク事案を報告するとともに対応方針を決定し、関

係部署に対して再発防止策の策定や関係機関への

対応等具体的な指示を出すことにより、リスク事

案の迅速な解決に努めた。加えて、平成 30年度か

らは監査室と連携して、内部監査における指摘事

項についても同委員会で報告するとともに、当該

指摘事項について、その後の改善状況等を確認す

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

根拠：「コンプライアンス推進委員会」で決定され

た対応方針を踏まえた関係部署への適切な指示及

びフォローアップ並びに役員等への定期的なリス

ク事案の情報共有により、平成 30 年度のリスク事

案の 1件当たりの平均処理期間（リスク事案が、コ

ンプライアンス推進本部に報告されてから、対応が

完了するまでにかかる日数）が平成 27 年度と比べ
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に当たっては、

調達・資産管

理、研究情報管

理、労務管理、

安全管理など

を含む業務全

般や公正な研

究の実施につ

いて、その適正

性が常に確保

されることも

必要かつ重要

である。このた

め、研究者中心

の組織におい

て業務が適正

に執行される

よう、業務執行

ルールの不断

の見直しに加

え、当該ルール

の周知徹底、事

務職員による

研究者への支

援・チェックの

充実、包括的な

内部監査等を

効率的・効果的

に実施するも

のとする。 

 また、コンプ

ライアンスは、

産総研の社会

的な信頼性の

維持・向上、研

究開発業務等

の円滑な実施

の観点から継

続的に確保さ

れていくこと

が不可欠であ

り、昨今その重

に当たっては、

調達・資産管

理、研究情報管

理、労務管理、

安全管理など

を含む業務全

般や公正な研

究の実施につ

いて、その適正

性が常に確保

されることも

必要かつ重要

である。このた

め、研究者中心

の組織におい

て業務が適正

に執行される

よう、業務執行

ルールの不断

の見直しに加

え、当該ルール

の周知徹底、事

務職員による

研究者への支

援・チェックの

充実、包括的な

内部監査等を

効率的・効果的

に実施する。 

 また、コンプ

ライアンスは、

産総研の社会

的な信頼性の

維持・向上、研

究開発業務等

の円滑な実施

の観点から継

続的に確保さ

れていくこと

が不可欠であ

り、昨今その重

要性が急速に

プライアンス推進週間」を

新たに設け、組織一体とな

った取組みを実施する。 

・国立研究開発法人協議会

に参加する 27 法人におけ

るリスク管理機能を向上さ

せること等を目的として、

平成 29 年度に設置された

「コンプライアンス専門部

会」の事務局を担い、コン

プライアンスに関する情報

交換及び課題の検討等を実

施する。 

・剽窃探知オンラインツー

ルの利用促進の他、研修等

での研究不正に係る事例紹

介を通して、研究不正の防

止を図る。 

・所内のニーズを踏まえた

業務改善・効率化に取り組

む。また、業務フロー分析

等を基にした全所的な業務

改革に取り組む。 

・役職員が「橋渡し」とな

る産学官連携活動等を適切

に推進するため、個人とし

ての利益相反マネージメン

ト及び臨床研究に係る利益

相反マネージメントを確実

に実施するとともに、当該

実施にあたっては、国、他

機関の動向を把握しつつ、

効率的かつ効果的な実施を

目指す。また、出資制度や

連携研究ラボ等産学官連携

制度の多様化に対応するた

め、組織の利益相反マネー

ジメントについての制度化

に着手する。 

・内部監査として、研究ユ

ニットごとの包括的な監査

及び個別業務等に着目した

✓研究記録の適切

な管理・運用及び

剽窃探知オンライ

ンツールの利用促

進等を行い、研究

不正の防止に取り

組んでいるか。 

✓研究支援業務に

ついて、確実に実

施し効率化を図っ

たか。 

✓働き方改革に取

り組んでいるか。 

✓国、研究所等の

施策に沿った利益

相反マネージメン

トを実施したか。 

✓研究ユニットご

との包括的な監査

及び個別業務等の

テーマ監査を効率

的・効果的に実施

したか。 

✓監事への必要な

支援を行ったか。 

✓研究記録の作成

等に係る制度の改

善・見直しを講じ、

安定した運用を図

ったか。 

 

る等、リスク管理の更なる強化に努めた。 

 また、月単位で取りまとめたリスク事案を役員

等が出席する定例会議において報告することによ

り、幹部への情報共有を図った。 

 

 産総研全体のコンプライアンスに関する意識を

維持するため、全職員を対象とした「e-ラーニン

グ研修」及びコンプライアンス推進本部の職員が

産総研内の各事業所及び地域センターに出向き、

コンプライアンスの基本やコンプライアンス違反

事例について紹介する研修「出張研修」を引き続

き実施した。また、更なるコンプライアンスに関

する意識向上を目指し、産総研初の取組みとして

「コンプライアンス推進週間（平成 30 年 12 月 3

日－12月 7日）」を設定し、①コンプライアンスに

関する意識啓発のためのハンドブック及び携帯用

カードの作成・全員への配布、②幹部及び管理職

を対象とした特別研修の実施、③部署毎に主体的

な取組事項を決定・実施し全部署での共有等を行

った。 

 

 

 

 「国立研究開発法人協議会」（国研協）に産総研

の主導により設置された「コンプライアンス専門

部会」（「専門部会」）の専門部会長及び事務局を担

い、平成 30年度に専門部会を 3回開催し、コンプ

ライアンスに関する情報共有を図るとともに共通

課題について意見交換等を行った。 

 また、産総研における新たな取組である「コン

プライアンス推進週間」を合同で実施することを

提案し、国研協統一ポスターを作成するとともに、

参加法人の幹部及び管理職を対象とした研修を実

施した。 

 さらに、専門部会に経済産業省安全保障貿易管

理課長を招き、安全保障に関する最新の国際情勢、

経済産業省の取組み及び違反事例等に関する勉強

会を開催した。 

 

 「コンプライアンス推進週間」の取組みの一環

として、剽窃探知オンラインツールの利用促進を

図った。利用件数は平成 29年度と比較して 328件

て約 17.4 日短縮されるという顕著な成果が現れて

いる。 

 

 

 

 産総研として初の「コンプライアンス推進週間」

における各領域等の取り組み等を通じ、職員一人ひ

とりが、より主体的にコンプライアンスについて考

えることができ、産総研全体のコンプライアンス意

識の向上に繋がった。また、同週間終了後には、職

員から以下のような感想が寄せられ、顕著な効果が

得られたことを確認した。 

＜職員からの感想＞ 

・「事前に組織単位での実施計画や取り組み方針を

周知したことにより、コンプライアンスが他人事で

はなく、自ら意識して行動すべきことの動機付けと

なった。」 

・「定期的に行っている情報共有体制を強化でき

た。」 

・「期間中に安全会議を各部署で開き、具体的な事

故やヒヤリハットの事例を紹介したことでリスク

回避に効果があった。」等 

 

 当初の計画にはない事項として、産総研の主導に

より、国立研究開発法人による「コンプライアンス

推進週間」が実現され、国立研究開発法人全体のコ

ンプライアンス推進に大きく貢献した。 

 また、専門部会での安全保障貿易管理に関する勉

強会の開催は、経済産業省が目指している研究機関

における安全保障貿易管理実務担当者ネットワー

クの構築に繋がるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 剽窃探知オンラインツール利用件数増加により、

自己剽窃や共著論文の剽窃の有無を確認する機会

が増え、研究不正防止に繋がることが期待できる。 
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要性が急速に

高まっている。

こうした背景

やこれまでの

反省点等も踏

まえ、コンプラ

イアンス本部

長たる理事長

の指揮の下、予

算執行及び研

究不正防止を

含む産総研に

おける業務全

般の一層の適

正性確保に向

け、厳正かつ着

実にコンプラ

イアンス業務

を推進するも

のとする。 

 さらに、「橋

渡し」機能を抜

本的に強化し

ていくに当た

っても、適切な

理由もなく特

定企業に過度

に傾注・依存す

ることは避け

る必要がある。

このため、国内

で事業化する

可能性が最も

高い企業をパ

ートナーとし

て判断できる

ような適切な

プロセスを内

部に構築する

とともに、コン

プライアンス

遵守に向けた

高まっている。

こうした背景

やこれまでの

反省点等も踏

まえ、コンプラ

イアンス本部

長たる理事長

の指揮の下、予

算執行及び研

究不正防止を

含む産総研に

おける業務全

般の一層の適

正性確保に向

け、厳正かつ着

実にコンプラ

イアンス業務

を推進する。 

 さらに、「橋

渡し」機能を抜

本的に強化し

ていくに当た

っても、適切な

理由もなく特

定企業に過度

に傾注・依存す

ることは避け

る必要がある。

このため、国内

で事業化する

可能性が最も

高い企業をパ

ートナーとし

て判断できる

ような適切な

プロセスを内

部に構築する。 

 加えて、コン

プライアンス

遵守に向けた

体制整備等、ガ

バナンスの強

テーマごとの監査を効率

的・効果的に実施する。 

・監事監査が効率的・効果

的に行えるよう監事への情

報の提供等必要な支援を行

う。 

・平成 29 年度から見直さ

れた研究記録制度の実施状

況を把握するとともに、確

実で安定な運用を図る。ま

た、不断に制度の改善・見

直しを講じる。 

 

増加した（利用件数：平成 28年度 725件→平成 29

年度 900件→平成 30年度 1,228件）。 

 また、コンプライアンス推進本部の職員が、産

総研内の各事業所及び地域センターに出向いて研

修を行う「出張研修」において、過去の研究不正申

立て事案の背景及び原因等を説明するとともに、

最近の研究不正事案を紹介した。 

 

 引き続き、業務改革推進室が、業務改善・効率化

へ向けた産総研全体の業務改革に関するプロジェ

クトの工程を一元的に管理する体制の下、業務フ

ローの整理と業務の簡素化による業務時間の削減

を推進した。各部署の業務改善・効率化への取組

状況を毎週幹部層へ報告し意見交換を実施すると

ともに、本部・事業組織の各部署単位で業務改善

等を推進する「職場改善会議」の活動を継続する

等、全所的な業務改善・効率化への取組を実施し

た。 

 平成 30年度における特筆すべき実績・効果につ

いては以下のとおり。 

【事例 1】経理部から各部署に送付する予算化通

知書の作成や物品リサイクル申請の成立・未成立

通知に係る定型業務に対して、ロボットによる業

務自動化を目指したソフトウェアであるロボティ

ック・プロセス・オートメーション（RPA：Robotic 

Process Automation）や Microsoft Excelのマク

ロ機能等のソフトウェアの活用によって業務を自

動化し、計 5業務の作業負担の縮減を実現した。 

 効果：ソフトウェアを活用した業務の自動化に

よって、年間約 1,300 時間の業務時間を削減し、

作業品質のばらつきやミスの排除を実現した。 

【事例 2】2つの事業所を実証フィールドとして選

定し、外部事業者を活用して業務の棚卸しを実施

した。8業務のフロー分析を行い、そのうち効果が

見込まれた 5業務について改善施策を実施した。 

 効果：第三者による専門的な知見を活用し、業

務上の課題を抽出・整理した。例えば、調達に係る

各種情報やノウハウが事業所内で共有されておら

ず、調達に時間がかかったり、装置の届け出漏れ

が生じたりといった課題が生じていたが、調達実

績台帳を整備し、研究者調達担当者に共有するこ

とで調達仕様書の品質向上や見積取得の効率化が

 また、最近の研究不正事案を紹介すること等によ

り、研究不正防止に対する意識の向上に繋がった。 

 

 

 

 

 

 

 業務改革推進室が、業務改善・効率化へ向けた産

総研全体の業務改革に関するプロジェクトの工程

を一元的に管理する体制の下、業務フローの整理と

業務の簡素化により、平成 29 年 6 月の業務改革推

進室発足から平成 31 年 3 月末までに、年間試算で

76,100 時間（本部・事業組織全職員の約 3%に相当

する労働時間）の業務時間の削減を実現した。各部

署の業務改善・効率化への取組状況を毎週幹部層へ

報告し意見交換を実施するとともに、本部・事業組

織の各部署単位で業務改善等を推進する「職場改善

会議」の活動を継続する等、全所的な業務改善・効

率化への取組を大きく促進した。 

 特に、平成 30年度においては、ITツールの活用

に伴う業務品質の向上及び業務時間削減、第三者に

よる専門的な知見の活用による業務上の課題の抽

出・整理、業務プロセス見直し及び手続の簡素化に

よる業務時間の削減、業務改善大会の開催に伴う改

革意識の醸成に貢献した。 
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体制整備等、ガ

バナンスの強

化を図るもの

とする。 

 

化を図る。具体

的には次の措

置を講ずると

ともに、必要に

応じて不断の

見直しを行う。 

 業務執行に

ついては、調

達・資産管理、

委託研究、共同

研究、旅費に係

るルールを平

成２６年度に

厳格化したと

ころ、毎年度、

そのルールを

全職員に対し

周知徹底する。

また、研究ユニ

ットにおける

事務手続に対

応する支援事

務職員を配置

する等のサポ

ート体制を維

持するととも

に、毎年度、そ

の執行状況を

チェックする。 

 同時に、内部

監査において

も、テーマごと

の監査に加え、

研究ユニット

ごとの包括的

監査を実施す

る。 

 また、研究不

正の防止のた

めの研修を毎

年度実施する

とともに、研究

期待される。また、改善施策の効果を測定するた

めの適切な重要業績指標（KPI：Key Performance 

Indicator）を設定することで改善目標が明確化さ

れ、他部署への施策の横展開を速やかに実施する

ことを可能とした。 

【事例 3】研究者が事務作業にかけているコスト

を分析して可視化するため、28 名の研究者（7 領

域の研究ユニット長、研究グループ長、主任研究

員、研究員の 4 階層）に対して、研究業務の実態

調査を行った。この結果、各研究者が仕様書の作

成に労力が割かれていることが判明したため、事

務職員が過去の調達実績から類似の仕様書を探

し、提供するといった支援を行った。 

 効果：研究者に対する事務職員による類似仕様

書の提供等の支援により、年間約 180 時間（見込

み）の仕様書の作成に係る業務時間の削減につな

がった。また、研究者の事務作業にかける時間や

労力が可視化されたことで、若手ほど一定の研究

時間は確保できている実態を確認するとともに、

事務作業において更なる改善の余地もある等の気

づきを得ることができた。 

【事例 4】研究装置購入に係る事業所長の審査手

続きについて、書式の統一や工数の削減により業

務の簡素化を実現するとともに、所内の各事業所

へ横展開した。 

 効果：1事業所あたり年間 65時間の削減を実現

した。また、研究現場にとってもわかりやすい書

式に統一したことで手続き漏れを防止し、リスク

低減に寄与した。 

【事例 5】平成 29年度に、業務推進支援部にて退

庁時間申告制度（退庁時間の見える化）を実施し、

効率的な業務実施を促すことで時間外労働時間の

削減を図ったところ、早期退庁し易い雰囲気が醸

成された。これを受け、平成 30 年 11 月より、当

該制度を本部・事業組織全 51部署に対しても導入

した。 

 効果：当該制度の導入部署から「各職員の当日

の業務量が把握でき、それを考慮して業務を依頼

するようになった」等のコメントが寄せられ、時

間管理、業務の優先順位付けや効率化に対する意

識が向上する等の効果が確認できた。 

【事例 6】産総研職員の業務改革にかかる士気の
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記録の作成、そ

の定期的な確

認及びその保

存を確実に行

う。 

 

高揚を図るため、理事長表彰に業務改革への貢献

に係る基準を平成 30年度に新たに追加した。さら

に、理事長を交えた職員参加型の改善事例発表会

を開催し、参加者から横展開の方向性や今後期待

されるアクションの提案など様々な視点でフィー

ドバックをもらうことで、更なる業務改善に繋げ

た。 

 効果：業務改革への貢献を理事長表彰の対象に

加えたことにより、改善活動に対するインセンテ

ィブを付与することができるようになったほか、

業務改革に対する職員の理解が深まり、各現場で

の改善活動が一層促進した。 

【事例 7】各部署における業務改善・改革活動をさ

らに加速させるべく、平成 30 年 10 月より「業務

改革マイスター制度」を創設した。本部組織・事業

組織各部署の若手を中心とする職員（27 部署 30

名）を業務改革の推進役（業務改革マイスター）に

認定した。また、業務改革マイスターには、所内の

改善活動の活発化・高度化に向け、業務改革推進

室が主催する研修・勉強会（各 2 回）への参加や

オフィス改革の先進的な取組を実施している官

庁・企業への訪問の機会（計 3回）を設けた。 

 効果：各部署の業務改革マイスターに、業務改

善・改革に関するノウハウやスキルを習得させた

ことにより、各部署における改善活動の更なる活

発化・高度化に貢献した。 

【事例 8】業務改革に関する所内外のトピックス

を、ニュースとして年間 9 号発行し、改善活動の

普及・啓発を図った。 

 効果：所内で実施されている改善活動や業務改

善に係るノウハウや知識を定期的に発信すること

で、各部署における改善活動の更なる活発化・高

度化を図ることができた。 

【事例 9】TIA推進センターにおいて、スキルシー

トの導入により共用研究施設のオペレータの技能

を項目化し、それぞれのレベルを可視化して集中

的な指導を可能にしたことにより OJT の効率化と

最適化を行った。 

 効果：新人職員等がオペレータとして自立して

作業できるまでの所要日数を、6 ヶ月から 4 ヶ月

に短縮した。新人のみならず、指導側の経験者の

熟練度についても大きく改善された。さらに、オ
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ペレータの熟練度の向上及び作業ミスの低減を実

現したことにより、多品種少量で作業難易度も高

い実証試作依頼品に関して、遅延なく計画を達成

することができた。 

【事例 10】第二事業所研究業務推進部では、研究

室における薬品やガス、設備等の使用状況を確認

する「部屋使用状況等チェックシート」の記入項

目を、産総研独自の環境安全マネジメントシステ

ムを達成するためのプログラムシート（ESMP）の

項目に一部一致させた。 

 効果：部屋使用状況等チェックシートは、その

見直しによって、研究現場と研究ユニット長及び

研究業務推進部とのコミュニケーションツールと

して機能改善が図られ、設備の不具合に対する確

実な対応が早期にできるようになった。また、ESMP

のシート入力作業の手間や各種調査に要する時間

を省く等、年間 822時間の業務時間を削減した。 

【事例 11】全領域及び報道室でプレスリリースに

係る原稿提出までの期限を早め、査読フローを見

直した。また、研究の成果をアピールするターゲ

ットを明確にするためにチェックリストを導入し

た。 

 効果：チェックリストの導入により研究成果を

アピールするターゲットの明確化を図り、発表者

による原稿作成、領域研究企画室による確認、報

道室による査読の際に的確な表現を用いることが

可能となることで、プレスリリース資料の品質が

向上した。また、投稿締切を早め、関係者の意識合

わせの機会を設けることで、査読作業の手戻りの

軽減が認められた。これらの取組（見直し）につい

ては、イントラや各領域から周知したことで、発

表者のプレスリリースに対する締切厳守や利活用

の意識が向上した。 

【事例 12】人員数が比較的少ない事業所・地域セ

ンターの業務は特定の人にしかやり方が分からな

い状態になりやすく、1 名減員するだけで業務の

停滞や過重労働が起きる等の課題があった。しか

し、つくばセンターの複数の事業所で、管理業務、

会計業務、研究支援業務といった複数の作業工程

を遂行できる多能工化を前提とした職員相互支援

体制を構築し、これらの課題を解消した。また、人

事部では、実務を担当する研究ユニット契約職員
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を対象とした受入れ時研修を整備し、業務の迅速

な立ち上げを支援した。 

 効果：当該事業所において、多能工化した業務

の割合は 109項目中 61項目（55％）であった。職

員相互支援体制の構築により、1 名減員となった

繁忙期も、過重労働者はゼロであった。契約職員

の多能工化の効果として、例えば立替払業務では、

年間約 300 時間の効率化の効果があった。さらに、

若手事務職の多能工化により、調達手続き（100万

円以上 5件）で約 100時間、資産等棚卸しで約 30

時間の効率化の効果があった。若手事務職員が他

の業務を経験することで、モチベーション向上に

も繋がった。また、人事部による契約職員の受入

れ時研修の受講者満足度は 98％であり、研修の項

目の一つである調達事務について試算したとこ

ろ、業務の手戻りや問い合わせ件数の減少により、

年間 407時間の削減が見込まれる。 

 

 早期退庁・長期休暇・在宅勤務等を推進し、メリ

ハリのある柔軟な職場環境実現のための取組に注

力してきた。 

なお、これまでの特筆すべき事項については、以

下のとおりである。 

【事例 1】役員・幹部職員による指導の下「プレミ

アムフライデー」及び「夏季及び年末年始におけ

る年次有給休暇取得の促進」を励行した。 

【事例 2】平成 29年度から、職場アンケートを実

施し、平成 30年度においても職場や組織に対する

職員の意識調査を行った。アンケート結果として、

回答者の約 8 割の職員が産総研で働いていること

に満足している、約 7 割の職員が自分の仕事が社

会のためになっていると実感していることが分か

った。一方で、仕事のやり方が効率的ではない、幹

部の意思決定に対して納得感がない、といった課

題も得られた。これらのアンケートの調査結果は、

各領域・本部組織で分析するとともに、所全体の

課題についてイントラネット上にて公開し、職員

へのフィードバックを行った。 

【事例 3】出勤簿の打刻修正をする場合の申請承

認手続きを導入した。 

【事例 4】平成 29 年度に引き続き、平成 28 年度

に制度化した育児支援策としての「在宅勤務制度」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夏季における 9 日以上の長期休暇を取得した者

の数が、平成 29 年度の 26.8％から平成 30 年度は

30.4％となり、約 3.9ポイント増加した。業務と私

生活のメリハリのある職場環境の実現に寄与した。

また、出勤簿の打刻修正をする場合の申請承認手続

きの導入により、職員自らが労働時間を適切に管理

することの意識が向上した。 

 職場アンケートの実施により、仕事・職場・組織

に対する意識や課題が各職員間で共有され、職場環

境の改善に向けた取組に繋がった。今後、職場アン

ケートを継続して実施していくことにより、経年変

化の傾向をつかみ、更なる職場環境改善への取組に

つながることが期待される。 

 在宅勤務制度の利用促進の周知により、本制度の

利用者が平成 29年度 20名（男性 5名、女性 15名）

から平成 30 年度 23 名（男性 5 名、女性 18 名）に

増加した。利用者へのアンケート等によると、本制

度を利用することで時間的な余裕が生じ、業務にメ

リハリが持て、仕事と生活の質が良くなるなど、職

員の心身の健全化と生産性向上につながった。 

 テレワーク・デイズの試行実施においても、在宅

勤務制度と同様の効果が得られた。 
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の利用促進の周知に努めた。 

【事例 5】国のテレワーク・デイズの取組を契機

に、産総研の在宅勤務制度の拡充を検討するため、

平成 30年 7月 24日及び 7月 25日にテレワーク・

デイズを試行的に実施した。（実施率：13.2％） 

 

 産学官連携活動等に関する利益相反マネージメ

ントについて、平成 30年度の定期自己申告では申

告対象者 3,392 名全員から申告があった。この申

告内容を踏まえ、産学官連携活動等の相手先に対

する個人的利益の申告があった 274 名に対して、

当該活動を行う上での注意事項を通知した。また、

特に利益相反が懸念される 6 名に対しては、所外

の利益相反カウンセラーによるヒアリングを実施

し、専門的見地からアドバイスを行った。 

 臨床研究に係る利益相反マネージメントについ

ては、利益相反ありとの申告があった 3 件の計画

書について審査を行い、研究対象者への対応や成

果発表時の注意事項等、必要な措置について申告

者本人に通知を行った。 

 組織としての利益相反マネージメントについて

は、研究成果を活用する法人に対する現金出資制

度（令和元年度導入予定）や連携研究ラボの設置

など、産総研が行う産学官連携活動の深化に対応

するため、「組織としての利益相反マネージメン

ト」制度を新たに構築した（令和元年度より試行

的に運用開始予定）。 

 

・法務業務体制の強化 

 産総研のガバナンス上重要である法務業務の適

切な遂行を実現するため、業務推進支援部に設置

されていた法務室を平成 30 年 10 月１日付で「法

務部」に格上げし、法務部長として、適任者を外部

から招聘するなど、法務業務の体制を強化した。

これにあわせ、訴訟事案を所掌する「訟務室」を法

務部に設置することにより、組織としての対応や

対外的な明確化を図った。 

 法務部設置後は、規程類に定める権限等の再点

検、共同研究契約書の事前審査、法律事務所との

顧問契約の拡充による法律相談強化等の取組を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 利益相反マネージメントの実施により、利益相反

の顕在化を未然に防ぎ、役職員等が社会的な信頼を

失うことなく、より安心して産学官連携活動等に取

り組むことができる環境の整備に貢献した。 

 臨床研究に係る利益相反マネージメントの実施

により、研究成果にバイアスがかかる可能性やその

疑念が抱かれることがないよう臨床研究の透明性

及び信頼性が確保されるとともに、特定臨床研究が

適正に行われるような体制づくりが促進された。 

 組織としての利益相反マネージメントの実施体

制、手法等を新たに構築したことにより、産総研が

果たすべき公的責任よりも産総研が得る利益を優

先させているのではないかという疑念を社会から

抱かれることなく、適正かつ透明性の高い産学官連

携活動の実施及びその持続的発展が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 法務業務の体制が強化されることで、個別事案に

係る相談対応の迅速化、業務運営上の課題等に対す

る法的支援強化及びリスク顕在化の未然防止とい

った、産総研のガバナンス強化に資する様々な効果

が期待される。 
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 引き続き、情報セキュリティと保有個人情報に

係る監査を一体的に実施した。また、平成 30年度

は、平成 30年 2月に発生した不正なアクセスを踏

まえ、新たに、当所が情報システムの構築・保守・

運用管理等を委託している事業者（以下「外部委

託先」）に対しても監査を実施した。 

 平成 29年度末までに新設された 8つの連携研究

室・連携研究ラボ及び 17の研究推進組織を対象（3

年間で全ての研究推進組織を一巡する監査であ

り、平成 30年度は二巡目の 2年目）として、労務

管理、調達・資産管理、研究情報管理、安全管理等

の業務全般に関する監査を実施した。 

 これまでは、監査で確認されたリスク事案につ

いて、全ての監査終了後、年 1 回、理事長へ報告

するとともに、幹部連絡会議等において情報共有

をしていたが、平成 30年度においては、個別の監

査が終了した時点で、速やかにコンプライアンス

推進委員会へ報告するとともに被監査部署等への

改善等の対応を指示した。また、理事長への報告

を、年 1回から各年度四半期に 1回程度に改めた。 

 平成 29 年度の内部監査で確認されたリスク事

案に係る 11研究ユニットへの改善提案（41件）に

ついて、各研究ユニットにおける実施状況の確認

を行った。 

 

 研究推進組織、本部組織、事業組織及び特別の

組織への監事監査において、監事から依頼される

監査対象組織への多種かつ広範囲な監査資料の提

出依頼、取りまとめ、日程管理や監事に随行し監

査内容の記録を行う等の支援を行った。 

 特に、監事監査より先に内部監査を実施した部

署については、内部監査での状況等を監事に共有

する等の工夫を行った。 

 会計検査院による決算検査報告説明会において

説明のあった他機関で発生した不適切な事案につ

いて、監事を含む幹部に対し、幹部連絡会議等で

情報共有を図った。また、当該事案の情報をイン

トラに掲載して全職員に注意喚起を行うととも

に、当該事案に関連する業務を所掌する部署に対

して、個別に説明を行った。 

 

 平成 27 年度から導入した研究記録制度の見直

 情報セキュリティと保有個人情報に係る監査に

ついては、外部委託先についても監査対象に加えた

ことにより、不正なアクセスへの対策の一つとし

て、より実効性のある監査とすることができた。 

 平成 30 年度より新たな取り組みとして開始し

た、監査で確認されたリスク事案についてのコンプ

ライアンス推進委員会への報告については、当所の

リスクが同委員会に一元的に集約化され、速やかな

情報共有が可能となった。また、併せて実施したリ

スク事案に係る被監査部署等への対応指示につい

ても、監査終了後速やかに対応状況のフォローアッ

プを実施することにより、早期のリスク軽減に繋が

った。 

 リスク事案が確認された 11 研究ユニットの全て

において、改善提案の内容が実施されたことを確認

し、監査の有効性を示すことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内部監査を実施した組織について、内部監査での

状況やリスク情報等を監事に共有することにより、

監事がリスク情報等を予め把握した上で監査に臨

むことができ、より効率的かつ効果的な監事監査に

繋がった。 

 他機関で発生した不適切な事案について、監事を

含む幹部への情報共有に加え、イントラ掲載による

全職員への注意喚起、関連部署への個別説明等を実

施することにより、産総研においても同様の事案が

発生し得ないかを考えてもらう上で、有効なものと

なった。 

 

 

 

 

 

 研究ノート記録システムのログイン方法の変更
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しとして、研究現場の要望や運用上の課題等を踏

まえ、適正かつ効率的な運用となるよう、制度の

見直しと研究ノート記録システムの改修を実施し

た。具体的には、平成 30年 2月に発生した情報イ

ンシデントに伴い、研究ノート記録システムのロ

グイン方法を変更するとともに、研究ノートのパ

スワード発給方法を変更し、セキュリティを強化

した。 

 研究ノートの使用においては、「検認期限」「検

認手続き」「写し持出し申請」など、理解すべき産

総研独自のルールとして研究記録の運用方法等が

定められている。これらを理解していない場合、

意図せずにルール違反を犯し、研究の真正性の確

保を難しくする可能性がある。このため、研究記

録制度の普及・啓発として、産総研に在籍する外

国人研究者に対する研究記録制度への理解と利便

性向上のため、イントラの英語ページの拡充、表

示方法の見直し、掲載資料の修正等を実施した。

また、退職予定者を対象とした研究記録制度の説

明会の開催やイントラの手続き案内ページの充実

によって、退職時における研究ノートの取扱方法

や注意事項等を周知し、当該制度の普及・啓発と

ともに、研究成果のトレーサビリティの確保を図

った。また、国立研究開発法人農業・食品産業技術

総合研究機構の要請に基づき、産総研の研究記録

制度を紹介し、制度の最適な運用に関する意見交

換を実施した。 

 

及び研究ノートのパスワード発給方法の変更によ

り、研究記録のセキュリティレベルが大幅に向上

し、イントラ業務システムと同程度のセキュリティ

レベルを確保することができた。また、研究人材の

国際化・流動化が進む中で対応件数が増加している

外国人材と退職予定者に対して、イントラページを

充実することにより、様々な立場で研究に携わる研

究者が自ら、必要な時に研究記録の運用方法等の最

新情報を容易に認識・理解できるようになった。退

職予定者については、さらに管理部署からの働きか

けとして説明会を開催したことで、研究ノートの終

了手続きと写し持出し申請についての認識が浸透

した。制度の認識・理解の促進によって、コンプラ

イアンス違反の予防と知財の保護をより確実なも

のとすることができた。 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、①コンプライアンス推進

については、リスク事案への対応の迅速化により早

期のリスク低減に寄与したこと、コンプライアンス

推進週間の設定により産総研全体のコンプライア

ンス意識の向上につなげるとともに、国研協の活動

を主導し、国立研究開発法人全体のコンプライアン

ス推進に大きく貢献したこと、②業務改善・効率化

については、当初計画にはない事項として、トップ

ダウンとボトムアップによる業務改革に全所的に

取り組む中で、ソフトウェアを活用した業務の自動

化により大幅な業務時間の削減を実現したこと、研

究実態調査により研究活動阻害要因の解消と意識

改革につなげたこと、「退庁時間の見える化」によ

り早期退庁しやすい雰囲気を醸成したこと、そして

これらの取組の結果、年間試算で 76,100 時間（本

部・事業組織全職員の約 3%（41 人分）に相当する

労働時間）の効率化を実現したこと、③法務業務に

ついては、当初計画にはない事項として、法務業務

体制の強化により、契約リスクの軽減、リスク顕在

化の未然防止、ガバナンスの強化を実現したこと

等、所期の目標を上回る特に顕著な成果が得られた

ため、S評定とした。 

 なお、評価委員会においても、国立研究開発法人

全体のコンプライアンス推進に貢献したこと、研究

活動阻害要因を調査し、作業時間自体の削減に加

え、研究者の不得意な業務を削減したこと、業務自
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動化ツールの導入により業務を改善したことが評

価できるとのコメントがあった。 

 

＜課題と対応＞ 

 コンプライアンスの推進については、産総研の社

会的な信頼性の維持・向上等を図るため、引き続き、

厳格なリスク管理を実施するとともに、役職員等一

人ひとりのコンプライアンス意識の更なる向上を

図ることが課題である。その対応として、e-ラーニ

ング及び階層別研修等をその内容を充実させた上

で、引き続き、実施する。加えて、国研協コンプラ

イアンス専門部会の部会長及び事務局として、同部

会を適切に運営し、国立研究開発法人全体のリスク

機能向上及びコンプライアンス推進に貢献する。 

 業務自動化ツールの導入により業務効率化を実

現したところであるが、昨今、情報セキュリティの

強化の重要性が増す中で、こうした IT ツールを扱

う職員一人一人の IT リテラシーの向上が課題とし

て残る。このため、ITツールの活用が全所に広がる

ようマニュアルの整備や教育訓練等を進め、より効

率的な業務遂行を図る。 

 在宅勤務制度については、当該制度の拡大に向け

て、引き続き、テレワーク・デイズの試行やニーズ

調査を行うとともに、政府の実施方針を踏まえ、テ

レワーク・デイズの対象者及び対象地域等の拡大に

ついての検討を行う。 

 法務部においては、高度化・複雑化する法務業務

を迅速かつ効果的に遂行することが課題であるた

め、今後、顧問弁護士の更なる活用を図るとともに、

専門人材の育成に取り組む。 

 内部監査で確認されたリスク事案については、監

査の対象以外の部署においても発生する可能性が

あり、組織全体として再発防止を図ることが課題で

あることから、引き続き、コンプライアンス推進委

員会への報告や四半期毎の理事長への報告等によ

りリスク情報の一元化を図るとともに、組織全体へ

の情報共有や制度所管部署との意見交換などを通

じ、リスクの低減と業務改善に繋げる。 

 研究記録については、引き続き、当該制度の適正

かつ安定的な普及と浸透を図るための方策を検討

する。具体的には、研究ノート記録システムのセキ

ュリティ強化に努めるとともに、研究現場の要望等
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を踏まえ、イントラ上のマニュアルの見直し等を随

時実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．情報セキュ

リティ対策等

の徹底による

研究情報の保

護 

 これまでと

同様に電子化

による業務効

率化を推進す

ることとする

が、「サイバー

セキュリティ

戦略について」

（平成 27 年 9

月 4 日閣議決

定）を踏まえ、

研究情報等の

重要情報を保

護する観点か

ら、外部の専門

家の知見を活

用しつつ、情報

セキュリティ

の確保のため

の対策を徹底

するものとす

る。また、営業

秘密の特定及

び管理を徹底

するものとす

る。 

 

３．情報セキュ

リティ対策等

の徹底による

研究情報の保

護 

 これまでと

同様に電子化

による業務効

率化を推進す

るが、「サイバ

ーセキュリテ

ィ戦略につい

て」（平成２７

年９月４日閣

議決定）を踏ま

え、研究情報等

の重要情報を

保護する観点

から、「政府機

関の情報セキ

ュリティ対策

のための統一

基準」に準拠し

た情報セキュ

リティ関連規

程類の改訂等

を行うととも

に、情報セキュ

リティ委員会

に外部の専門

家を加えるほ

か、外部専門家

に依頼してチ

ェックを行う

など、情報セキ

ュリティ対策

を一層強化す

る。さらに、こ

れに関わる研

・外部の専門家を情報セキ

ュリティ委員会の委員とし

て委嘱し、その知見を活用

し、情報セキュリティ対策

を検討・実施する。 

・平成 30 年度に改定が予

定されている「政府機関の

情報セキュリティ対策のた

めの統一基準」に準拠する

ため、産総研情報セキュリ

ティポリシー（情報セキュ

リティ関連規程類）の改訂

の準備を進める。 

・全役職員等を対象として

情報セキュリティ研修及び

定期セルフチェックを実施

し、情報セキュリティの脅

威と対策方法を周知徹底す

る。 

・外部専門機関（情報セキ

ュリティ監査企業）による

情報セキュリティ監査を実

施し、各部署が実施してい

る情報セキュリティ確保の

ための取り組み等について

改善を促す。 

・平成 29 年度に策定した

高度サイバー攻撃対処のた

めの対策導入計画に基づ

き、情報セキュリティ対策

の強化と体制整備を進め

る。 

・「サイバーセキュリティ

戦略について」（平成 27 年

9 月 4 日閣議決定）を踏ま

え、次期基幹業務システム

ハードウェアの構築を進め

る。 

 

✓情報セキュリテ

ィ対策を検討・実

施したか。 

✓情報セキュリテ

ィポリシーの再改

訂を行ったか。 

✓情報セキュリテ

ィの脅威と対策方

法を周知徹底した

か。 

✓情報セキュリテ

ィ監査を実施し、

情報セキュリティ

確保のための取組

等について改善を

促したか。 

✓「サイバーセキ

ュリティ戦略につ

いて」を踏まえ、高

度サイバー攻撃対

策導入計画の策定

を進めたか。 

✓平成 28 年度に

構築を進めたアク

セス制御・認証基

盤を稼働し、機密

情報の保護を図っ

たか。 

 

 情報セキュリティに関する委員会の委員とし

て、外部の専門家 3 名を委嘱し、情報セキュリテ

ィ対策を検討、実施した。 

 また、定期的に開催する情報セキュリティ委員

会とは別に、平成 30年 2月に発覚した不正なアク

セス事案に対応するため外部の専門家 4 名を中心

とする調査委員会を新たに設置し、5 回におよび

委員会を開催することで、報告書及び再発防止対

策を取りまとめ、公表した。 

 

 

 

 

 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統

一基準群（政府統一基準群）に準拠するとともに、

不正なアクセス事案を踏まえた、情報セキュリテ

ィ管理体制の見直しや、新たな情報セキュリティ

対策の運用を実現するため、平成 30 年 11 月 1 日

付けで情報セキュリティ関連規程類（規程類）の

改正を行った。 

 

 情報セキュリティ管理体制の見直しや運用変更

に伴い、研修資料の改定を行ったうえで情報セキ

ュリティ研修を実施した。 

 また、研修の実施以外の手段でも、情報セキュ

リティの脅威と対策方法を周知徹底した。具体的

には、産総研で発生した情報セキュリティインシ

デントの具体的な事例を取りまとめ、毎月、研究

ユニット等へ情報共有するとともに、規程類から

頻繁に行われる手続きや重要な点をまとめた文書

を新たに作成し、周知した。 

 

 

 

 不正なアクセス事案を踏まえた情報セキュリテ

ィ監査を実施し、各部署が実施している情報セキ

ュリティ確保のための取り組み等について改善を

促した。 

 具体的には、規程類に沿った運用状況の監査（産

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：外部の専門家を情報セキュリティに関する委

員会の委員とすることで、産総研内部の意見だけで

なく、外部の知見を取り入れ多面的に情報セキュリ

ティ対策を検討、実施することができた。 

 また、定期的に開催する情報セキュリティに関す

る委員会とは別に、不正なアクセス事案に対応する

ための外部の専門家を中心とする調査委員会を設

置したことで、客観性・中立性のある報告書を取り

まとめるとともに、専門家の意見を取り入れた再発

防止対策を策定することができた。 

 

 政府統一基準群に準拠するだけに留まらず、不正

なアクセス事案を踏まえた情報セキュリティ管理

体制の見直しや、新たな情報セキュリティ対策等の

産総研独自の取り組みを規程類に反映することで、

情報セキュリティ対策の水準が従来より、一層向上

した。 

 

 

 情報セキュリティに関する脅威と対策方法を

様々な方法で繰り返し周知することで、役職員等が

不審サイトや不審メールに対して注意を払うなど、

サイバー攻撃に対する対応力等の向上に繋がった。 

 また、これまでにない新たな取り組みとして、規

程類を分かり易くまとめた文書を作成し周知した

こと、情報セキュリティインシデントの具体的な事

例を毎月、研究ユニット等へ情報共有したことによ

り、役職員等が産総研の取るべき情報セキュリティ

対策を適切に理解し、実行できるようになることが

見込まれ、情報セキュリティインシデントの発生リ

スクの低減が期待できる。 

 

 産総研内部に対する監査では、USBメモリ等の管

理台帳の整備状況やパスワードの強度等を確認し

たことで、各部署における情報セキュリティ対策の

改善が図られた。 

 また、これまでにない取り組みとして外部委託業
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修やセルフチ

ェックを通じ

て情報セキュ

リティの確保

のための対策

を職員に徹底

する。また、営

業秘密の特定

及び管理を徹

底する。 

 第４期の早

期に情報セキ

ュリティ規程

等に基づき情

報セキュリテ

ィ対策を十分

に施した信頼

性と堅牢性の

高い情報シス

テム基盤を構

築し、維持・向

上を図る。 

 

総研内部に対するマネジメント監査）とサーバ等

のセキュリティ診断をそれぞれ別の契約案件とし

て委託し、実施した。さらに、イントラ業務システ

ム等の運用管理を委託している業者に対して、外

部専門機関によるマネジメント監査を新たに実施

するとともに、これまで行っていなかった情報セ

キュリティ対策の履行状況の確認を行った。 

 セキュリティ診断については、従来の脆弱性診

断に加えて、イントラ業務システムに侵入できる

かの調査（ペネトレーションテスト）も実施した。 

 

 高度サイバー攻撃対処のための対策導入計画に

加え、不正なアクセス事案に対する再発防止対策

を策定し、当初は計画していなかった大規模な情

報セキュリティ対策の強化と体制整備を進めた。 

 具体的には、システムの強化として、イントラ

業務システムへの 2要素認証（IDとパスワードだ

けでなく、セキュリティトークンを必要とする認

証機能）の導入やメールシステムの認証方法の見

直しを進めるとともに、所内ネットワークを事務

用ネットワークと研究用ネットワークに分離する

こととした。 

 また、運用の見直し強化として、パスワードの

設定・送付ルールや機密文書の取り扱い方法の見

直し、サーバ等の定期的なセキュリティ点検と報

告の義務化等を行った。 

 加えて、組織体制の見直しとして、今まで産総

研には置かれていなかった最高情報セキュリティ

アドバイザーを置くこととし、外部の専門家を招

へいした。また、情報セキュリティ部を新設する

とともに、研究ユニットに情報セキュリティを担

うチーム、各事業所に事業所における情報セキュ

リティの責任者を新たに設け、CSIRT（Computer 

Security Incident Response Team：情報セキュリ

ティインシデントに対処する組織）と連携する体

制を構築した。 

 さらに、重大な情報セキュリティインシデント

の発生を想定した事業継続計画（BCP）を新たに策

定した。 

 

 

 

者に対する監査を実施したことで、委託先における

パスワードの管理方法等が改善され、情報漏えい等

が起こるリスクの低減が図られた。 

 セキュリティ診断については、マネジメント監査

とは別の契約案件として委託することで、より専門

的かつ詳細な診断を実施することができた。さら

に、ペネトレーションテストを新たに実施したこと

で、脆弱性の把握のみならず、侵入経路が存在して

いるのかを把握し、対策を講じることが可能となっ

た。 

 

 イントラ業務システムへの 2 要素認証の導入や

メールシステムの認証方法の見直しによって、仮に

本人以外の第三者が ID とパスワードを不正に入手

しても、容易にログインすることはできなくなる。

また、所内ネットワークを分離することで、仮に産

総研内部に侵入されたとしても、被害の拡大を防止

できるようになる。 

 さらに、パスワードの設定・送付方法や機密文書

の取り扱い方法に明確なルールを設けたことで、情

報漏えいのリスクが低減するとともに、営業秘密の

特定及び管理の徹底が図られた。また、サーバ等の

定期的なセキュリティ点検と報告を義務化したこ

とで、仮に不正にアクセスされたとしても、すぐに

発見できるようになった。 

 加えて、外部の専門家である最高情報セキュリテ

ィアドバイザーが、不正なアクセス事案に対する再

発防止対策等の情報セキュリティ対策をチェック

することで、それらが最新の情報セキュリティの情

勢と比較して妥当であるかを検証することができ

た。また、情報セキュリティ部を新設したことで、

より一層、情報セキュリティ対策の推進が図れると

ともに、情報セキュリティインシデントに対する機

動性が確保された。あわせて、研究ユニットに情報

セキュリティを担うチーム、各事業所に事業所にお

ける情報セキュリティの責任者を新たに設け、

CSIRTと連携することで、情報セキュリティインシ

デントへの対処が迅速に行えた。 

 さらに、重大な情報セキュリティインシデントの

発生を想定した BCPを新たに策定したことで、有事

の際においても、優先すべき業務の継続性確保や早

期復旧に、速やかに取りかかることが可能となっ
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 情報セキュリティ対策を強化した次期基幹業務

システムハードウェアの構築を進めており、平成

30 年度は情報セキュリティ対策を考慮した OS や

ミドルウェア等の基盤構築が完了した。引き続き、

次期基幹業務システムハードウェアの構築を続

け、令和元年度には構築が完了する見込みである。 

 

た。 

 

 次期基幹業務システムハードウェアについては、

ネットワークの設計や運用方針の見直しを行い、よ

り強固な標的型攻撃への対策が施される見込みと

なる。また、新しいセキュリティ対策機能が導入さ

れることで、万が一サイバー攻撃等による不正なシ

ステム利用が発生した場合でも速やかな検知が可

能となり、被害拡大のリスクを減少することが見込

まれる。 

 情報セキュリティに関する委員会に外部の専門

家を加え、情報セキュリティ対策を検討し、実施し

たこと、政府統一基準群に準拠した規程類の改正を

行ったことなど、所期の目標を着実に実施した。 

 さらに、当初目標に加え、不正なアクセス事案を

踏まえて、再発防止対策を策定し、システムの強化

として、イントラ業務システムへの 2要素認証の導

入やメールシステムの認証方法の見直しを進めた

こと、所内ネットワークを事務用ネットワークと研

究用ネットワークに分離するための作業を進めた

こと、運用の見直しとして、サーバ等の定期的なセ

キュリティ点検と報告を義務化したこと、組織体制

の見直しとして、情報セキュリティ部を新設したこ

と、最高情報セキュリティアドバイザーを招聘した

こと、研究ユニットに情報セキュリティを担うチー

ムを新設したこと、各事業所に事業所における情報

セキュリティの責任者を新たに設置したこと、重大

な情報セキュリティインシデントの発生を想定し

た BCPを新たに策定したこと、また、再発防止対策

で定めた情報セキュリティ管理体制や新たな情報

セキュリティ対策の運用を実現するため、規程類の

大幅な改正を行ったことなど、所期の想定を大きく

上回る情報セキュリティ対策を実施したため、A評

定とした。 

 なお、評価委員会においても、不正なアクセス事

案に対する再発防止策として、組織体制、運用方法

の見直しを行い、速やかに情報セキュリティ関連の

強化をした点を評価された。 

 

＜課題と対応＞ 

 不正なアクセス事案を踏まえたシステムの強化

対策を完了させるため、イントラ業務システムへ 2
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要素認証を導入するとともに、メールシステムの認

証方法を見直す。また、所内ネットワークを事務用

ネットワークと研究用ネットワークに分離し、研究

用ネットワークは、研究ユニットごとに分割する作

業を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．内部統制に

係る体制の整

備 

 内部統制に

ついては、法人

の長によるマ

ネジメントを

強化するため

の有効な手段

の一つである

ことから、「独

立行政法人の

業務の適性を

確保するため

の体制等の整

備」（平成 26年

11月 28日付け

総務省行政管

理局長通知）等

に通知した事

項を参考にし

つつ、必要な取

組を推進する

ものとする。 

 

４．内部統制に

係る体制の整

備 

 内部統制に

ついては、法人

の長によるマ

ネジメントを

強化するため

の有効な手段

の一つである

ことから、「独

立行政法人の

業務の適正を

確保するため

の体制等の整

備」（平成２６

年１１月２８

日付け総務省

行政管理局長

通知）等に通知

した事項を参

考にしつつ、内

部統制に係る

体制の整備を

進める。 

 

・「独立行政法人の業務の

適正を確保するための体制

等の整備」（平成 26年 11月

28 日付け総務省行政管理

局長通知）等で通知された

事項を参考にしつつ、内部

統制に係る所内体制の整備

を進める。 

 

✓内部統制に係る

体制の整備を進め

たか。 

 

 平成 29年度に発生した不正なアクセス事案を契

機として、所要のガバナンス改革を進めるために、

ガバナンス改革担当理事を平成 30年 8月末に新た

に指名し、産総研のガバナンス改革に関して、①

意思決定プロセスの見直し、②適切な業務実施の

徹底、③事後チェック体制の整備、④ガバナンス

上の個別懸案事項の解決、⑤意識改革等、につい

て報告書をまとめ、経済産業省へ報告した。また、

情報セキュリティの統括部署として「情報セキュ

リティ部」を平成 30年 11月 1日付で新設した。 

 また、法務業務を適切に遂行することは、産総

研のガバナンス上も重要であるため、業務推進支

援部に設置していた法務室を平成 30 年 10 月 1 日

付けで法務部に格上げし、産総研における法務業

務の体制を強化した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠：ガバナンス担当理事の指揮のもとで、理事長

が最終的な責任と権限を有することを前提として、

組織としての意思決定プロセスを組織と運営ルー

ルの両面から整理した。具体的には、理事会に付議

する案件を事前に十分に審議する会議体や、議題設

定等のルールを整備した。また、情報セキュリティ

部を環境安全本部から独立した部署として新設し

たことで、情報セキュリティを担う部署と情報化推

進を担う部署を明確に分け、責任と権限を明確にす

ることで組織としてのガバナンスを強化すること

ができた。 

 法務室を法務部に格上げしたことで、個別事案に

係る相談対応についての迅速化等が図られるとと

もに、弁護士に対応を委任している事案や訴訟事案

の減少等にもつながり、これらに伴う費用削減等業

務運営の効率化も期待される。 

 以上を総括し、組織としての意思決定プロセスを

組織と運営ルールの両面から整理し、ガバナンス体

制を強化したことにより、所期の目標を着実に実施

したことから、B評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 今年度はガバナンス体制を組織と運営ルールの

両面から強化し、ガバナンス上の個別懸案事項への

取組などを進めてきたが、今後も継続的な経営層か

らの明確なメッセージ発信等を通じて職員のガバ

ナンスに関する意識改革を進める必要がある。内部

統制の具体的な仕組みづくりをはじめとして、中長

期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、

産総研のミッションを有効かつ効果的に果たして

いくため、内部統制に関する取組を継続的に見直し

ていく。 
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５．情報公開の

推進等 

 適正な業務

運営及び国民

からの信頼を

確保するため、

適切かつ積極

的に情報の公

開を行うとと

もに、個人情報

の適切な保護

を図る取組を

推進するもの

とする。具体的

には、「独立行

政法人等の保

有する情報の

公開に関する

法律」（平成 13

年 12 月 5 日法

律第 140号）及

び「個人情報の

保護に関する

法律」（平成 15

年 5 月 30 日法

律第 57 号）に

基づき、適切に

対応するとと

もに、職員への

周知徹底を行

うものとする。 

 

５．情報公開の

推進等 

 適正な業務

運営及び国民

からの信頼を

確保するため、

適切かつ積極

的に情報の公

開を行うとと

もに、個人情報

の適切な保護

を図る取り組

みを推進する。

具体的には、

「独立行政法

人等の保有す

る情報の公開

に関する法律」

（平成１３年

１２月５日法

律第１４０号）

及び「個人情報

の保護に関す

る法律」（平成

１５年５月３

０日法律第５

７号）に基づ

き、適切に対応

するとともに、

職員への周知

徹底を行う。 

 

・法令等に基づく開示請求

対応及び任意事項の情報公

開を適切かつ円滑に実施す

る。 また、法人文書の適

切な管理を推進するため、

部門等に対する点検等を効

果的に実施する。 

・個人情報の適切な取扱い

を確保するため、部門等に

対する点検及び監査を実効

的かつ効率的に実施する。 

・個人情報保護に関する職

員の理解を増進するため、

セルフチェック及び e-ラ

ーニング等を活用した周知

徹底を行う。 

 

✓開示請求対応及

び任意の情報公開

を適切に実施した

か。 

✓個人情報の適切

な取り扱いを確保

するため、点検、監

査を効率的に実施

したか。 

✓個人情報保護に

関する理解の増進

のため、職員への

周知徹底を行った

か。 

 

 平成 30年度は、情報公開法に基づく法人文書の

開示請求 6 件及び開示請求に至らない公表済み情

報の提供依頼 2 件に対応した。いずれも、期限内

に適切に開示決定等を実施した。 

 情報公開法、個人情報保護法、独立行政法人通

則法及び閣議決定等に基づく国民への情報提供と

して、公表すべき 95件の項目について、次回更新

日等が容易に把握できるチェックリストを用い

て、当該情報を所管している関係部署と密に連携

を図り、正確かつ最新の情報を四半期毎等に公式

ホームページで公開した。 

 任意事項の情報公開の推進については、開示請

求を円滑に実施するため、開示請求の手続き方法

及び個人情報保護の取組について、一連の手続き

の流れをフロー図で解説する等、分かりやすい解

説を公式ホームページで紹介した。 

 業務運営の透明性を向上させる観点から、全て

の所内規程類（89件）を公式ホームページで公開

するとともに、規程類の制定・改正の都度、速やか

に公開した。 

 引き続き、外部連携の軸となる共同研究に係る

契約書ひな型や条文解説を公式ホームページで公

開した。 

 法人文書の適切な管理の推進については、行政

文書の管理に関するガイドラインの一部改正を受

け、文書管理・決裁規程を速やかに改正し、改正概

要が容易に理解できる説明資料を作成したうえ

で、文書管理者等向けに説明会を開催した（参加

者 284名（平成 30年度））。 

 法人文書管理の重要事項とその解説を示したチ

ェックシートを用いて、引き続き、所内全部署（90

部署（平成 30年 3月 31日時点））にて法人文書の

管理状況に関する自主点検を実施した。点検結果

に基づき、適宜、文書管理者等への指導・助言を実

施した。 

 引き続き、所内全部署（90部署（平成 30 年 3月

31 日時点））の文書の分類及び保存期間等の基本

事項を定めた法人文書分類基準表の更新を実施す

るとともに、更新後の基準表をイントラに掲載し、

法人文書を適切に管理するための基本情報として

職員等に周知した。また、業務運営の透明性を向

上させる観点から、新たに所内全部署の基準表を

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：法令等に基づく情報公開について、正確かつ

最新の情報を公開することにより、業務運営の透明

性を確保できた。また、外部連携の軸となる共同研

究に係る契約書ひな型や条文解説を公式ホームペ

ージで公開することで、共同研究等に係る企業等と

の間における取組方針を示し、連携推進を図る基盤

を形成することができた。 

 法人文書の管理状況に関する自主点検のほか、当

初の計画にはない取組として、平成 30 年度からは

新たに文書保存期間等の基本事項を定めた法人文

書分類基準表の公表及び法人文書管理に関する e-

ラーニングの導入を行うことにより、産総研におけ

る法人文書の適切な管理を一層推進した。また、適

正な文書管理の推進により、産総研の適正かつ効率

的な運営に資するとともに、産総研の活動に係る対

外的な説明責任を果たすことが、より確実に行われ

るようになった。さらに、秘密文書の運用方法の見

直しについて、分かりやすい説明資料、説明会の開

催等により、職員等の理解の促進とともに、適正な

管理が推進され、ひいては、産総研の対外的な信頼

性の向上が期待される。 
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公式ホームページで公開した。 

 法人文書の適切な管理について、職員等の認識、

理解を増進させるため、平成 30年度より新たに全

職員等を対象に e-ラーニングによる研修を実施し

た。 

 受講者数は、受講対象者 6,090 名中 6,055 名。

受講率は約 99.4％であった。 

 平成 30年 2月に発生した不正なアクセスの再発

防止策の一環として、秘密文書の運用方法の見直

しを行い、秘密文書として取り扱うべき文書の範

囲を明確化した。また、本見直しを踏まえ、秘密文

書の具体例や管理方法等が容易に理解できる説明

資料を作成したうえで、文書管理者等向けに説明

会を開催した（参加者数 236名）。 

 引き続き、全ての公印（107個）が適正に使用さ

れるよう、使用範囲を明記した公印管理簿及び公

印の管理方法等を示した公印管理マニュアルをイ

ントラに掲載し、職員等に周知した。 

 

 個人情報保護の点検の推進における、保有個人

情報の自主点検について、独法等個人情報保護法

の改正を踏まえ、保有個人情報の取得先や提供先

等が適切に確認できるよう、第三者から提供を受

けた場合の提供元の名称等を自主点検項目に追加

し、引き続き、所内全部署（90 部署（平成 30年 3

月 31日時点））において、保有個人情報（2,426 件）

の自主点検を実施した。 

 保有する個人情報が多い部署（7部署（昨年度 5

部署））に対して、管理状況等の現場調査を行い、

適宜、指摘・助言等を実施した。また、指摘事項が

適切に改善されたことを確認するためのフォロー

アップを引き続き実施した。 

 情報セキュリティと保有個人情報の統合監査の

実施において、情報セキュリティと保有個人情報

のそれぞれの視点を取り入れた外部の専門家によ

る統合監査を引き続き実施した（平成 30 年度 82

部署（平成 29 年度 70 部署））。また、今年度から

は不正アクセス事案を踏まえて、研究ユニット等

32組織に重点を置いて外部専門家及び所内担当者

による実地監査を行い、その他 50組織は書面監査

としたことで、監査業務に係る業務負担が軽減さ

れ、効率的に実施することが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 個人情報保護の点検の推進 

 保有個人情報の自主点検について、当初の計画に

はない取組として、平成 30 年度から自主点検項目

の一部見直したことにより、各部署が確認すべきポ

イントの明確化が図られ、個人情報の適切な管理が

一層徹底されたほか、点検に係る業務負担が軽減し

たことで、点検作業における更なる業務の効率化を

実現した。 

2 情報セキュリティと保有個人情報の統合監査の

実施 

 情報セキュリティと保有個人情報の統合監査に

ついて、個人情報と密接不可分にある情報セキュリ

ティの視点や外部の専門家の視点を取り入れるこ

とで、監査の実効性を確保しつつ、実地と書面のそ

れぞれで監査を行うことで、重点化しながら効率的

な監査が可能となり、個人情報の適切な管理の推進

に繋がることとなった。 
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個人情報保護の普及・啓発 

 マイナンバーを含む個人情報保護について、職

員等の認識、理解を増進させるため、引き続き、全

職員等を対象に e-ラーニングによる研修を実施し

た。また、平成 30年度は個人情報の定義等に関す

る研修内容を充実化したほか、e-ラーニングのテ

スト問題を見直し、職員等の理解度を高めた。 

 平成 30年度は、受講対象者 6,090名中 6,060名

が受講した。受講率は約 99.5%であった（平成 29

年度 74.9%）。 

 個人情報の適切な管理の一環として、保有個人

情報の取扱いに係る業務を外部の業者に委託する

場合には、平成 30年度から新たに契約金額の多寡

に関わらず、仕様書に個人情報の取扱いに関する

付帯事項を記載するとともに、事業者に対して、

責任者及び業務従事者の管理を定めた実施体制の

提出を義務付けるためのルールを整備した。 

 

 

 個人情報保護に関する職員等の理解が向上した

ことにより、個人情報の適切な管理が徹底され、以

下のように、個人情報を含む重大な情報インシデン

トの発生件数が平成 30 年度は 0 件であった。ひい

ては、インシデント発生の抑制に繋がることで、産

総研への信頼度が向上した。 

 平成 29年度：インシデント 14件中、重大な事案

1件 

 平成 30年度：インシデント 22件中、重大な事案

0件 

 以上を総括すると、各項目について所期の目標を

確実に達成するとともに、①法人文書の適正な管理

については、当初計画にはない事項として、法人文

書分類基準表の公表、e-ラーニングの導入、秘密文

書の運用方法の見直しを行うとともに、説明会の開

催等により、職員等の理解促進と適正な文書管理が

推進され、ひいては、産総研の対外的な信頼性の向

上につながったこと、②個人情報保護については、

当初計画にはない事項として、適正な管理を推進す

るために自主点検項目の一部見直しを行い、個人情

報の適切な管理を一層浸透させたこと、また、e-ラ

ーニングの研修内容の充実化等により職員等の理

解が向上し、個人情報を含む重大な情報インシデン

トの発生件数の抑制につなげたことにより産総研

の対外的な信頼性の向上につなげたことなど等、所

期の目標を上回る顕著な成果が得られたため、A評

定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 法人文書管理については、内閣府による「決裁終

了後の決裁文書の修正について（通知）」により、

決裁文書の修正が必要な場合は、新たな決裁を取り

直すことについてのルール化が求められており、こ

れに適切に対応することが課題となっている。その

対応として、当該制度の適切かつ効率的な運用方法

を検討する。 

 個人情報保護については、総務省の「「独立行政

法人等の保有する個人情報の適切な管理のための

措置に関する指針について」の一部改正について

（通知）」により、業務委託の際に保有個人情報を

委託する場合には、情報の秘匿性等に応じた検査が
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規定され、これに適切に対応することが課題となっ

ている。その対応として、委託先への検査方法の見

直しとその効率的な実施方法等を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６．施設及び設

備に関する計

画 

 下表に基づ

き、施設及び設

備の効率的か

つ効果的な維

持・整備を行

う。また、老朽

化によって不

要となった施

設等について、

閉鎖・解体を計

画的に進める。 

エネルギー効

率の高い機器

を積極的に導

入するととも

に、安全にも配

慮して整備を

進める。 

（表省略） 

 

・産総研施設整備計画（平

成 30年度版）を策定し、同

計画に基づき施設及び設備

の整備と、老朽化した建物

の閉鎖・解体を進める。 

・平成 28 年度 2 次補正予

算で実施する、人工知能に

関するグローバル研究拠点

整備事業における新営棟建

設（柏・臨海）及び老朽化

対策（研究廃水処理施設改

修・空調設備改修）を着実

に整備する。 

・平成 29 年度補正予算で

実施する、高機能ＩoT デバ

イスに関する研究拠点整備

を着実に推進する。研究拠

点整備にあたっては、エネ

ルギー効率の高い機器を積

極的に採用する。 

 

✓施設等の整備、

閉鎖、解体を進め

たか。 

✓エネルギー効率

の高い機器を採用

して、平成 28年度

2 次補正予算で実

施する新営棟建設

及び老朽化対策を

着実に推進した

か。 

 平成 29 年度における施設整備計画の進捗と予

算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、「施設整

備計画（平成 30 年度版）」を策定し、これに基づ

きユニット依頼工事を含む計 35 件の改修工事を

実施した。さらに、全 6 棟（延床面積 3,063 ㎡）

を閉鎖、全 5 棟（延床面積 2,415 ㎡）の解体撤去

を行った。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 28年度第 2次補正予算による「人工知能に

関するグローバル研究拠点整備事業」において、

AI技術に関する最先端の研究開発と社会実装を推

進する研究拠点構築のため、IoT（Internet of 

Things）デバイス等開発のための研究室環境と設

備を導入した「社会イノベーション棟」（平成 30年

11月竣工）を柏センター（東京大学柏Ⅱキャンパ

ス）内に建設した。さらに、AI技術と製造業・サ

ービス業との融合を進める生産現場やコンビニエ

ンスストア等の模擬環境設備を導入した、「サイバ

ーフィジカルシステム研究棟」（平成 30年 12月竣

工）を臨海副都心センター内に建設した。また、同

補正予算における「老朽化対策事業」においては、

つくばセンター西及び南研究廃水処理施設を改修

（平成 31年 1月完成）し、運用を開始した。 

 

 平成 29年度第 1次補正予算による「高機能 IoT

デバイスに関する研究拠点整備事業」において、

IoTデバイス・システムを量産化に繋げる事業化プ

ロセスを支援するため、つくばセンター西事業所

に新営棟建設を実施している。平成 30 年度は企

画・提案能力の優れた設計者を選定する「公募型

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠：「施設整備計画（平成 30 年度版）」に基づ

いた計画的な改修工事の実施に加えて、例えば、つ

くば中央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設

備改修においては、高効率変圧器への更新を行った

ことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約

30％削減されることが期待される。さらに、当初計

画にはなかった研究者からの設備の改修要望によ

り、特につくばセンターにおいて新たにドラフトチ

ャンバー・電波暗室等の研究設備設置工事を実施

し、研究者が研究に専念できる環境の構築に貢献し

た。さらに、老朽化した建物の閉鎖及び解体撤去に

より、今後発生する建物の老朽化対策費及びインフ

ラ設備等の維持管理費の削減が期待される。 

 

 平成 28 年度第 2 次補正予算により新たに建設さ

れた柏センターの「社会イノベーション棟」、及び

臨海副都心センターの「サイバーフィジカルシステ

ム研究棟」においては、これら拠点整備事業に加え

て、当初計画にはなかった研究者からの要望にも対

応した先端的研究環境の構築によって、AI 技術の

社会実装に向けた世界最高水準の研究開発の推進

が期待される。また、同補正予算による「老朽化対

策事業」においては、つくばセンター西及び南研究

廃水処理施設の改修によって、有害物質の流出防止

等の安全性が強化された。さらに、南研究廃水処理

機能を、既存の北研究廃水処理施設に統合すること

により、使用電力量約 20％の低減及び維持管理費

の削減が可能となった。 

 

 

 平成 29 年度第 1 次補正予算においては、特殊環

境である既存の研究棟（スーパークリーンルーム）

からクリーン環境を維持した接続通路を設置する

等、難易度の高い設計業務を短期間で完了させるこ

とができた。さらに、施工者からの技術提案によっ

て、一段と省エネルギー性能の高いクリーン空調シ
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プロポーザル方式」を採用して設計者を特定し、

設計業務を完了した。また、施工者の選定にあた

っては価格のみならず省エネルギーに関する技術

提案を求める「総合評価落札方式」を採用し、技術

力を優先して施工者を特定し、建設工事に着手し

た。 

 

ステムを導入する見込みとなっており、既存設備と

比較して空調熱源のエネルギー使用量を床面積あ

たり約 40％削減できる、高効率な研究開発拠点と

なることが期待される。 

 以上を総括し、施設及び設備の効率的かつ効果的

な維持・整備の着実な推進に加えて、高エネルギー

効率機器の積極的な導入や、当初計画にはなかった

研究者の要望に応じた研究設備設置工事等を実施

し、研究者が研究に専念できる環境の構築に貢献し

た。 

 さらに、所期の目標を達成した上で、産総研施設

整備費補助金による新営棟建設及び老朽化対策等

の施設・設備の整備事業について、限られた期間と

予算の中で、世界最高水準の研究開発と地球温暖化

対策の両立につながる拠点整備事業が実現された

ことから、A評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

 産総研の施設はその多くが築後 35 年以上を経過

し、電力・給排水・空調設備等の機械設備のみなら

ず、外壁や屋上防水等の建物本体も老朽化が進行し

ており、維持管理コストの上昇につながっている。 

 以上を踏まえ、産総研が保有する基本インフラに

ついて必要な改修費等に関する情報の精度向上を

図り、予算や工期の制限がある中で、中長期的視点

で費用対効果の高い施設整備を計画的に進めてい

く。 

 現在、全国的に建設に必要な資材の需給がひっ迫

している情勢の中で、平成 29 年度第 1 次補正予算

による「高機能 IoTデバイスに関する研究拠点整備

事業」においては、厳密な工程管理を行い、確実な

資材調達計画のもと着実な事業達成を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
通則法第 28条の４の規定に基づく評価結果の反映状況 

 
評価結果 該当する中長期計画 該当する平成 30年度計画 平成 30年度実績等 

（その他本部機能に対する評

価） 

・情報セキュリティ問題に対

する対応体制の見直しと再発

Ⅳ その他業務運営に関する

重要事項 

１．広報業務の強化 

・一般公開では、地域住民への研究紹介に加えて子供向けの体験テー

マの増強を図る。 

・つくばセンターの一般公開では、国際単位系定義改定に関連し、特

別講演やスタンプラリー等の特別企画を行い、子供向けの体験テー

マを増強した。WEB予約をさらに充実させるなどの取組みを行った。

常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」では、国際単位系定



448 

防止の実施及び本部と各部門

の関係を含む組織全体のガバ

ナンスのあり方の見直しを行

うとともに、引き続き「コン

プライアンスの意識を持った

組織文化の醸成」等を推進

し、民間資金獲得額の目標値

達成に向けた業務運営体制の

整備を今後も行っていくこと

が重要。 

２．業務運営全般の適正性確

保及びコンプライアンスの推

進 

３．情報セキュリティ対策等

の徹底による研究情報の保護 

Ⅰ 研究開発成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．「橋渡し」機能の強化 

Ⅲ 財務内容の改善に関する

事項 

・広報誌「産総研 LINK」では産業界にとって魅力的な記事の掲載に

努めるとともに、電子版等を活用した情報発信を行い、購読者増加

の取り組みを行う。 

・産総研 HPの充実を図るとともに、ソーシャルメディアネットワー

クを使用して、広く一般国民へ事業概要や研究成果の情報発信を拡

大する。 

・e-ラーニング研修を着実に実施し、組織文化を一層強化すること

に重点を置いた研修を開催する他、「コンプライアンス推進週間」

を新たに設け、組織一体となった取組みを実施する。 

・国立研究開発法人協議会に参加する 27法人におけるリスク管理機

能を向上させること等を目的として、平成 29年度に設置された「コ

ンプライアンス専門部会」の事務局を担い、コンプライアンスに関

する情報交換及び課題の検討等を実施する。 

・所内のニーズを踏まえた業務改善・効率化に取り組む。また、業

務フロー分析等を基にした全所的な業務改革に取り組む。 

・平成 29年度から見直された研究記録制度の実施状況を把握すると

ともに、確実で安定な運用を図る。また、不断に制度の改善・見直

しを講じる。 

・外部専門機関（情報セキュリティ監査企業）による情報セキュリテ

ィ監査を実施し、各部署が実施している情報セキュリティ確保のため

の取り組み等について改善を促す。 

・平成 29年度に策定した高度サイバー攻撃対処のための対策導入計

画に基づき、情報セキュリティ対策の強化と体制整備を進める。  

義改定の特別展示を行い、また過去の歴史的な研究成果の機器類と

現在の研究成果見学を組み合わせた特別見学ツアーを実施した。 

・「産総研 LINK」では、3月のアグリテクノフェア in北海道に合わ

せた農業・食品産業技術総合研究機構との理事長対談、世界 5位の性

能を持つ AI橋渡しクラウド（ABCI）の稼働、計量標準関連での定義

採択に合わせて国際単位系の定義改定を特集するなど、魅力的かつ

タイムリーな記事紹介に努めた。 

・産総研チャンネル（YouTube）に、「研究者が語る！1分解説」、産

総研 LINKのプロモーション動画など、研究成果紹介動画を公開した。

「研究者が語る！1分解説」動画については、より一般向けにわかり

やすい説明となるように注力した。また、WEB上のプレスリリースに

動画を組み込み、分かりやすさを増強した。公式ツイッターに、ニュ

ートンのリンゴやイチョウ並木に産総研キャラクターが一緒に写っ

ているような親しみやすいツイートを大幅に加え情報発信した。 

・産総研全体のコンプライアンスに関する意識を維持するため、全職

員を対象とした「e-ラーニング研修」及びコンプライアンス推進本部

の職員が産総研内の各事業所及び地域センターに出向く「出張研修」

を実施した。また、更なるコンプライアンスに関する意識向上を目指

し、産総研初の取組みとして「コンプライアンス推進週間」を設定し、

コンプライアンスに関するハンドブック及び携帯用カードの作成・

全員への配布、幹部及び管理職を対象とした特別研修の実施、部署毎

に主体的な取組事項を決定・実施し全部署での共有等を行った。 

・産総研全体の業務改革に関するプロジェクトの工程を一元的に管

理する体制の下、業務フローの整理と業務の簡素化による業務時間

の削減を推進した。各部署の業務改善・効率化への取組状況を毎週幹

部層へ報告し意見交換を実施するとともに、本部・事業組織の各部署

単位で業務改善等を推進する「職場改善会議」の活動を継続する等、

全所的な業務改善・効率化への取組を実施した。 

・研究現場の要望や運用上の課題等を踏まえ、適正かつ効率的な運用

となるよう、研究ノート記録システムのログイン方法および研究ノ

ートのパスワード発給方法の変更などセキュリティを強化した。産

総研に在籍する外国人研究者に対する研究記録制度への理解と利便

性向上のため、イントラの英語ページの拡充、表示方法の見直し、掲

載資料の修正等を実施した。 

・不正なアクセス事案を踏まえた情報セキュリティ監査として、産総

研内部に対するマネジメント監査とサーバ等のセキュリティ診断を

それぞれ別の契約案件として実施した。また、運用管理を委託してい

る業者に対する外部専門機関によるマネジメント監査を新たに実施

した。これらを通じて、各部署、各委託業者が実施している情報セキ

ュリティ確保のための取り組み等について改善を促した。 

・高度サイバー攻撃対処のための対策導入計画に加え、不正なアクセ

ス事案に対する再発防止対策を策定し、当初は計画していなかった
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体制整備を行うとともに、イントラ業務システムへの 2 要素認証の

導入やメールシステムの認証方法の見直し、事務用ネットワークと

研究用ネットワークの分割など、大規模な情報セキュリティ対策の

強化を進めた。 

（総合評価） 

・平成２９年度に発生した外

部からの不正アクセス問題に

対する対応体制の見直しと再

発防止の実施及び本部と各部

門の関係を含む組織全体のガ

バナンスのあり方の見直しを

行うとともに、各種情報セキ

ュリティ対策を実施すること

により、再発防止に努める必

要がある。 

 

（その他本部機能に対する評

価） 

・情報セキュリティ問題に対

する対応体制の見直しと再発

防止の実施及び本部と各部門

の関係を含む組織全体のガバ

ナンスのあり方の見直しを行

うとともに、引き続き「コン

プライアンスの意識を持った

組織文化の醸成」等を推進

し、民間資金獲得額の目標値

達成に向けた業務運営体制の

整備を今後も行っていくこと

が重要。 

Ⅳ その他業務運営に関する

重要事項 

２．業務運営全般の適正性確

保及びコンプライアンスの推

進 

３．情報セキュリティ対策等

の徹底による研究情報の保護 

 

・e-ラーニング研修を着実に実施し、組織文化を一層強化すること

に重点を置いた研修を開催する他、「コンプライアンス推進週間」

を新たに設け、組織一体となった取組みを実施する。 

・国立研究開発法人協議会に参加する 27法人におけるリスク管理機

能を向上させること等を目的として、平成 29年度に設置された「コ

ンプライアンス専門部会」の事務局を担い、コンプライアンスに関

する情報交換及び課題の検討等を実施する。 

・所内のニーズを踏まえた業務改善・効率化に取り組む。また、業

務フロー分析等を基にした全所的な業務改革に取り組む。 

・平成 29年度から見直された研究記録制度の実施状況を把握すると

ともに、確実で安定な運用を図る。また、不断に制度の改善・見直

しを講じる。 

・外部専門機関（情報セキュリティ監査企業）による情報セキュリテ

ィ監査を実施し、各部署が実施している情報セキュリティ確保のため

の取り組み等について改善を促す。 

・平成 29年度に策定した高度サイバー攻撃対処のための対策導入計

画に基づき、情報セキュリティ対策の強化と体制整備を進める。 

  

・産総研全体のコンプライアンスに関する意識を維持するため、全職

員を対象とした「e-ラーニング研修」及びコンプライアンス推進本部

の職員が産総研内の各事業所及び地域センターに出向く「出張研修」

を実施した。また、更なるコンプライアンスに関する意識向上を目指

し、産総研初の取組みとして「コンプライアンス推進週間」を設定し、

コンプライアンスに関するハンドブック及び携帯用カードの作成・

全員への配布、幹部及び管理職を対象とした特別研修の実施、部署毎

に主体的な取組事項を決定・実施し全部署での共有等を行った。 

・産総研における新たな取組である「コンプライアンス推進週間」を

合同で実施することを提案し、参加法人の幹部及び管理職を対象と

した研修を実施した。 

・産総研全体の業務改革に関するプロジェクトの工程を一元的に管

理する体制の下、業務フローの整理と業務の簡素化による業務時間

の削減を推進した。各部署の業務改善・効率化への取組状況を毎週幹

部層へ報告し意見交換を実施するとともに、本部・事業組織の各部署

単位で業務改善等を推進する「職場改善会議」の活動を継続する等、

全所的な業務改善・効率化への取組を実施した。 

・研究現場の要望や運用上の課題等を踏まえ、適正かつ効率的な運用

となるよう、研究ノート記録システムのログイン方法および研究ノ

ートのパスワード発給方法の変更などセキュリティを強化した。産

総研に在籍する外国人研究者に対する研究記録制度への理解と利便

性向上のため、イントラの英語ページの拡充、表示方法の見直し、掲

載資料の修正等を実施した。 

・不正なアクセス事案を踏まえた情報セキュリティ監査として、産総

研内部に対するマネジメント監査とサーバ等のセキュリティ診断を

それぞれ別の契約案件として実施した。また、運用管理を委託してい

る業者に対する外部専門機関によるマネジメント監査を新たに実施

した。これらを通じて各部署、各委託業者が実施している情報セキュ

リティ確保のための取り組み等について改善を促した。 

・高度サイバー攻撃対処のための対策導入計画に加え、不正なアク

セス事案に対する再発防止対策を策定し、当初は計画していなかっ

た体制整備を行うとともに、イントラ業務システムへの 2要素認証

の導入やメールシステムの認証方法の見直し、事務用ネットワーク

と研究用ネットワークの分割など、大規模な情報セキュリティ対策

の強化を進めた。 

  
 


